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２　共通事項
　この農用地利用集積計画の定めるところにより設定さ
れる利用権は、１の各筆明細に定めるもののほか、次に
定めるところによる。
　⑴　借賃の支払猶予
　　�　利用権を設定する者（以下「甲」という。）は、
利用権の設定を受ける者（以下「乙」という。）が
災害その他やむを得ない事由のため、借賃の支払期
限までに借賃の支払をすることができない場合には、
相当と認められる期日までにその支払を猶予する。

　⑵　借賃の減額
　　�　利用権の目的物（以下「目的物」という。）が農
地である場合で、１の各筆明細に定められた借賃の
額が、災害その他の不可抗力により借賃より少ない
収益となったときは、民法第609条（明治29年法律
第89号）によりその収益の額に至るまで、乙は甲に
対し借賃の減額を請求することができる。減額され
るべき額は、甲及び乙が協議して定めるものとし、
その協議が調わないときは、川崎市農業委員会が認
定した額とする。

　⑶　解約に当たっての相手方の同意
　　�　甲及び乙は、１の各筆明細に定める利用権の存続
期間の中途において解約しようとする場合は、相手
方の同意を得るものとする。

　⑷　転貸又は譲渡
　　�　乙はあらかじめ市に協議した上、甲の承諾を得な
ければ目的物を転貸し、又は利用権を譲渡してはな
らない。

　⑸　修繕及び改良
　　ア�　甲は、乙の責に帰すべき事由によらないで生じ

た目的物の損耗について、自らの費用と責任にお
いて修繕する。ただし、緊急を要するときその他
甲において修繕することができない場合で甲の同
意があったときは、乙が修繕することができる。
この場合において乙が修繕の費用を支出したとき
は、甲に対してその償還を請求することができる。

　　イ�　乙は、甲の同意を得て目的物の改良を行うこと
ができる。ただし、その改良が軽微である場合に
は甲の同意を要しない。

　⑹　租税公課の負担
　　ア�　甲は、目的物に対する固定資産税その他の租税

を負担する。
　　イ�　乙は、目的物に係る農業災害補償法（昭和22年

法律第185号）に基づく共済掛金及び賦課金を負
担する。

　　ウ�　目的物に係る土地改良区の賦課金については、
甲及び乙が別途協議するところにより負担する。

　⑺　目的物の返還

　　ア�　利用権の存続期間が満了したときは、乙は、そ
の満了の日から30日以内に、甲に対して目的物を
原状に回復して返還する。ただし、災害その他の
不可抗力、修繕又は改良行為による形質の変更又
は目的物の通常の利用によって生ずる形質の変更
については、乙は、原状回復の義務を負わない。

　　イ�　乙は、目的物の改良のために支出した有益費に
ついては、その返還時に増価額が現存している場
合に限り、甲の選択に従い、その支出した額又は
増価額（土地改良法（昭和24年法律第195号）に
基づく土地改良事業により支出した有益費につい
ては、増価額）の償還を請求することができる。

　　ウ�　イにより有益費の償還請求があった場合におい
て甲及び乙の間で有益費の額について協議が調わ
ないときは、甲及び乙双方の申出に基づき市が認
定した額を、その費やした金額又は増価額とする。

　　エ�　乙は、イによる場合その他法令による権利の行
使である場合を除き、目的物の返還に際し、名目
のいかんを問わず返還の代償を請求してはならな
い。

　⑻　利用権に関する事項の変更の禁止
　　�　甲及び乙は、この農用地利用集積計画に定めると
ころにより設定される利用権に関する事項は変更し
ないものとする。ただし、甲、乙、川崎市農業委員
会及び市が協議のうえ、真にやむを得ないと認めら
れる場合は、この限りでない。

　⑼　利用権取得者の責務
　　�　乙は、この農用地利用集積計画の定めるところに
従い、目的物を効率的かつ適正に利用しなければな
らない。

　⑽　その他
　　�　この農用地利用集積計画の定めのない事項及び農
用地利用集積計画に関し疑義が生じたときは、甲、
乙、川崎市農業委員会及び市が協議して定める。

２－２　特記事項
　⑴　解除条件
　　�　利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を受
けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農
作業に常時従事（平成12年６月１日付け農林水産事
務次官通知（12構改B第404号）、農地法関係事務に
係る処理基準第３の５の⑵に規定する年間150日以
上）と認められない者になった場合に、農用地を適
正に利用していないと認められるときは賃貸借又は
使用貸借を解除する。

　　�　上記により解除するときは、農業経営基盤の強化
の促進に関する基本的な構想（平成26年９月、川崎
市）第５―３―⑶　農用地利用集積計画の取消し等
によるものとする。
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　⑵　農用地の利用状況についての報告義務
　　�　利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を受
けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農
作業に常時従事と認められない者になった場合に、
農業経営基盤強化促進法第18条第２項第７号及び同
法施行規則第16条の２に規定する農用地の利用状況
についての報告を市長にしなければならない。

　　　───────────────────
川崎市公告第639号
　　　道路位置の指定について
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
５号の規定により道路の位置を次のとおり指定します。
　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審
査課に備えて縦覧に供します。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
築造主
住所・氏名

川崎市宮前区土橋二丁目６番地17
株式会社　成建　代表取締役　常盤　孝一

道路位置の
地名・地番

川崎市宮前区西野川一丁目３番11の一部、16
番30の一部、16番31

別図省略

幅　　員
4.50メートル

延　　長
39.99メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第221号 指定年月日 令和５年
３月30日

　　　───────────────────
川崎市公告第640号

（仮称）鷺沼駅前地区第一種市街地再開発
事業に係る条例見解書について

　川崎市環境影響評価に関する条例（平成11年川崎市条
例第48号）第22条第１項の規定に基づく条例見解書の提
出がありましたので、同条例第22条第２項の規定に基づ
き、その旨及び川崎市環境影響評価に関する条例施行規
則（平成12年川崎市規則第106号）第19条に定める事項
について次のとおり公告します。
令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　条例見解書について
１　指定開発行為者
　　名　称：鷺沼駅前地区再開発準備組合
　　代表者：理事長　梶　稔
　　住　所：東京都渋谷区桜丘町31番２号
　　　　　　東急桜丘町ビル
２　指定開発行為の名称及び種類
　⑴　名称
　　　（仮称）鷺沼駅前地区第一種市街地再開発事業
　⑵　種類
　　　高層建築物の新設（第１種行為）

　　　住宅団地の新設（第２種行為）
　　　商業施設の新設（第３種行為）
　　　大規模建築物の新設（第１種行為）
３　指定開発行為を実施する区域
　　川崎市宮前区鷺沼三丁目１番２外
４　指定開発行為の目的及び内容
　⑴　目的
　　�　商業施設、業務等施設、集合住宅の新設及び交通
広場の拡充

　⑵　内容
　　　計画地面積：約22,530㎡
　　　建築敷地面積：�約14,850㎡（駅前街区約11,170㎡、

北街区約3,680㎡）
　　　建物高さ：駅前街区約140m、北街区約86m
　　　延べ面積：�約115,000㎡（駅前街区約86,000㎡、北

街区約29,000㎡）
５　指定開発行為の施行期間
　�　令和６年10月（着手予定）から令和14年11月（完了
予定）
６　条例見解書の要旨
　　第１章　指定開発行為の概要
　　第２章　環境影響評価の経過
　　第３章　市民意見等の概要と指定開発行為者の見解
　　第４章　関係地域の範囲
　　資料編
７　条例見解書の写しの縦覧の期間、場所及び時間
　⑴　期間
　　　令和５年３月31日㈮から令和５年４月14日㈮まで
　　�　土曜日、日曜日は除く。ただし、宮前区役所では
第２土曜日の午前８時30分から午後０時30分も縦覧
を行います。

　⑵　縦覧場所及び時間
　　　川崎市：宮前区役所・環境局環境評価課
　　　　　　　（市役所第３庁舎15階）
　　　　　　　�午前８時30分～午後５時。土日曜日を除

く。ただし宮前区役所では第２土曜日の
午前８時30分～午後０時30分も行います。

　　　横浜市：�横浜市環境創造局環境影響評価課・青葉
区役所

　　　　　　　�午前８時45分～午後５時（環境創造局環
境影響評価課は午後５時15分まで）。

　　　　　　　土日曜日を除く。
　　　※�いずれの場所も縦覧開始日の３月31日は正午か

ら開始します。
　　　───────────────────
川崎市公告第641号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の
規定により開発行為に関する工事の完了を次のとおり公
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告します。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　工事を完了した開発区域の名称及び面積
　　川崎市宮前区東有馬四丁目353番17
　　　　　　　　　　　　　ほか１筆の一部
　　　　　　　　　　　　　　　　2,990平方メートル
２　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　川崎市高津区梶ヶ谷４－11－２
　　株式会社　ガイアフィールド
　　代表取締役　遠藤　陽一
３　予定建築物の用途
　　一戸建ての住宅
　　　　　　　　　　　　　計画戸数：19戸
４　開発許可年月日及び許可番号
　　令和４年７月５番
　　川崎市指令　ま宅審　イ第34号
　　令和５年３月10日
　　川崎市指令　ま宅審　イ第107号（変更）
　　　───────────────────
川崎市公告第642号
　川崎市都市公園条例（昭和32年川崎市条例第６号）第
２条第１項の規定に基づき、次の公園の区域を変更しま
す。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
公園の
名称 位　置 区域 変更前

面積
変更後
面積

変更
年月日

東名神木
公園

宮前区神木
本町２丁目
１－10

別図の
とおり 3,195㎡ 3,153㎡ 公告日

（別図省略）
　　　───────────────────
川崎市公告第643号

道路位置の廃止について
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第
５号の規定による道路を次のとおり廃止します。
　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審
査課に備えて縦覧に供します。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
築造主
住所・氏名

川崎市宮前区小台二丁目４番地３
安藤　秀男

道路位置の
地名・地番

川崎市宮前区小台二丁目８番１、８番23、26
番の各一部

別図省略

幅　　員
4.00メートル

延　　長
33.00メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第616号 廃止年月日 令和５年
３月31日

　　　───────────────────
川崎市公告第644号

事業活動地球温暖化対策指針の変更につい
て

　川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例（平成21
年川崎市条例第52号）第９条第２項により、事業活動地
球温暖化対策指針（平成22年川崎市公告第101号）を次
のとおり変更し、令和５年３月30日から適用する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

事業活動地球温暖化対策指針
平成22年４月１日

一部変更　平成27年５月22日
一部変更　平成31年４月１日
一部変更　令和５年３月30日

１　総則
　⑴　目的
　　�　この指針は、川崎市地球温暖化対策等の推進に関
する条例（平成21年川崎市条例第52号。以下「条例」
という。）第９条第１項の規定に基づき、事業者の
温室効果ガスの排出の量の削減等の推進並びに条例
第10条第１項の規定による事業活動地球温暖化対策
計画書及び条例第11条第１項の規定による事業活動
地球温暖化対策結果報告書の作成に必要な事項につ
いて定めるものである。

　　�　また、条例第９条第２項の規定に基づき、科学的
知見、技術水準その他の事情の変動に応じて必要な
変更を行うものとする。

　⑵　用語の定義
　　�　この指針で使用する用語は、特段の定めがある場
合を除き、条例及び川崎市地球温暖化対策等の推進
に関する条例施行規則（平成21年川崎市規則第90号。
以下「規則」という。）において使用する用語の例
による。

２　事業活動に係る温室効果ガスの排出の量の削減等
　⑴�　事業活動に係る温室効果ガスの排出の量の削減等
の基本的な考え方

　　ア　温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置
　　　�　事業者は、その事業活動に係る設備等について、

温室効果ガスの排出の量の削減等のための技術の
向上その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応
じ、温室効果ガスの排出の量のより少ないものを
選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排
出の量のより少ない利用に努めるものとする。

　　イ�　温室効果ガスの排出の量のより少ない製品の製
造等
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　　　�　事業者は、製品の製造等を行うにあたり、エネ
ルギー消費効率が高いもの、再生可能エネルギー
源や未利用エネルギーなど（以下「再生可能エネ
ルギー源等」という。）を利用したもの、温室効
果ガスの排出係数がより小さい燃料等を使用して
いるものその他その利用に伴う温室効果ガスの排
出の量のより少ないものを製造等するよう努める
ものとする。

　　ウ　廃棄物等の発生の抑制等
　　　�　事業者は、温室効果ガスの排出の量の削減等を

図るため、廃棄物等の発生の抑制や再使用等に努
めるものとする。

　　エ　事業者間の連携
　　　�　事業者は、温室効果ガスの排出の量の削減等の

取組等に関する情報共有や技術提供のほか、エネ
ルギーの相互利用など、事業者間で連携した温室
効果ガスの排出の抑制等に努めるものとする。

　⑵�　事業活動に係る温室効果ガスの排出の量の削減等
の推進

　　ア　設備等に係る温室効果ガスの排出の量の削減等
　　　�　事業者は、その事業内容、事業所の形態等に応

じ、事業活動に係る設備等に関し、次の事項その
他の方法の実施に努めるものとする。

　　　ア　燃料の燃焼の合理化
　　　イ　加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
　　　ウ　廃熱の回収利用
　　　エ　熱の動力等への変換の合理化
　　　オ�　放射、伝熱、抵抗等によるエネルギー損失の

防止
　　　カ　電気の動力、熱等への変換の合理化
　　　キ�　温室効果ガスの排出の量のより少ない燃料へ

の転換
　　イ　計画的に取り組むべき事項
　　　ア　推進体制の整備
　　　　�　温室効果ガスの排出の量の削減等に関する推

進体制を整備するとともに、従業員に対し、温
室効果ガスの排出の量の削減等の重要性や取組
に必要な情報などについて周知徹底を行うため、
研修等の教育体制を整備すること。

　　　イ�　温室効果ガスの排出の量及び設備等の運転状
況の把握

　　　　　�　事業活動に係る設備等の選択及び使用方法
に係る温室効果ガスの排出の量並びに設備等
の設置、運転等の状況を適切に把握すること。

　　　ウ　情報収集
　　　　�　事業活動に係る設備等の選択及び使用方法に

関し、文献、データベースを活用する等、情報
を収集し、整理を行うこと。

　　　エ　設備等の選択
　　　　�　事業活動に係る設備等及びその使用方法の選

択については、将来的な見通し、計画性を持っ
て適切に行うこと。

　　　オ　実施状況及び効果の把握
　　　　　エの実施状況及びその効果を把握すること。
　　　カ　自己評価の実施
　　　　�　オを踏まえ、事業活動に係る設備等の選択及

び使用方法について再検討し、継続的に効果的
な取組を実施すること。

　　　キ　次世代自動車等の導入
　　　　�　事業活動に伴う自動車には、電気自動車、プ

ラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車
などの次世代自動車や低燃費車を計画的に導入
すること。

　　　ク　輸送の効率化
　　　　�　目的に応じた自動車や輸送量に見合った自動

車を使用するため、適正な車両の選択を行うこ
と。また、共同輸配送やモーダルシフトを推進
すること。

　　　ケ　低炭素電力等の積極的利用
　　　　�　事業活動で使用する電気については、再生可

能エネルギー源により発電した電力や二酸化炭
素排出係数のより小さい電力を積極的に利用す
るよう努めること。

　　　コ　公共交通機関等の利用の促進
　　　　�　従業員の通勤等に関しては、公共交通機関等

の利用を積極的に行い、マイカー通勤を抑制す
ること。

　　　サ　環境教育及び環境学習の推進
　　　　�　地球温暖化対策に係る環境教育及び環境学習

を推進するよう努めること。
　　ウ　その他考慮すべき事項
　　　ア�　事業者は、温室効果ガスの排出の量の削減等

を図るため、上記のほか、別表第１から６に掲
げる対策について実施するよう努めるものとす
る。

　　　イ�　工場等におけるエネルギーの使用の合理化に
関する事業者の判断の基準（平成21年経済産業
省告示第66号）、貨物の輸送に係るエネルギー
の使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断
の基準（平成18年経済産業省、国土交通省告示
第７号）又は旅客の輸送に係るエネルギーの使
用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基
準（平成18年経済産業省、国土交通省告示第６
号）並びに事業活動に伴う温室効果ガスの排出
抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排
出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に
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関して、その適切かつ有効な実施を図るために
必要な指針（平成20年内閣府、総務省、法務省、
外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農
林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、
防衛省告示第３号）等を参考にし、その事業活
動に係る温室効果ガスの排出の量の削減等に努
めるものとする。

　　　ウ�　事業所等（特定事業者が行う連鎖化事業に係
る加盟者が市内に設置している当該連鎖化事業
に係る全ての事業所等を含む。以下同じ。）の
全部又は一部を賃借権その他の権原に基づき事
務所、営業所等として使用して事業活動を行う
事業者（以下「テナント等事業者」という。）は、
その使用に係る施設又は事業所を設置し、又は
管理する事業者が実施する取組等に協力するな
どし、共同して温室効果ガスの排出の量の削減
等に努めるものとする。

３　特定事業者に係る地球温暖化対策
　�　特定事業者に係る地球温暖化対策について、条例第
10条第１項の規定による事業活動地球温暖化対策計画
書及び第11条の規定による事業活動地球温暖化対策結
果報告書の作成等に必要な事項等は次のとおりである。
　⑴　特定事業者の範囲
　　ア�　規則第４条第１号、第２号、第４号に係る事業

者
　　　�　事業者が特定事業者に該当するか否かの判断は、

市内に立地する本社、工場、支店、営業所など事
業者が設置している全ての事業所等に係るエネル
ギー使用量等を含めて行うものとする。

　　　�　また、その他の具体的な事業所等のエネルギー
使用量等の範囲は次のとおりとする。

　　　ア�　所有している建物の一部を他の者が利用して
いる場合

　　　　�　建物所有事業者は、当該建物全体のエネル
ギー使用量等から個々のテナントが設置及び更
新の権原を有し、そのエネルギー使用量等を把
握している設備にかかるエネルギー使用量等を
差し引いたものを当該建物所有事業者のエネル
ギー使用量等として算入する。

　　　イ　テナント等事業者
　　　　�　テナント等事業者は、エネルギー管理等の権

原の有無にかかわらずテナント等専用部に関わ
る全てのエネルギー使用量等を当該テナント等
事業者のエネルギー使用量等として算入する。

　　　ウ　自動車等
　　　　�　主に事業所等の敷地外で走行する自動車等の

エネルギー使用量等はエネルギー使用量等に算
入せず、構内専用のフォークリフト等の敷地内

のみを走行する自動車等の移動体は当該事業所
のエネルギー使用量等として算入する。

　　イ　規則第４条第３号に係る事業者
　　　�　特定事業者に該当するか否かの判断は、事業者

が使用する対象自動車（自動車から排出される窒
素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量
の削減等に関する特別措置法施行令（平成４年政
令第365号）第４条各号に掲げる自動車（被けん
引車（自動車のうち、けん引して陸上を移動させ
ることを目的として製作した用具であるものをい
う。）を除く。）以下同じ。）のうち、使用の本拠
が市内にあるものの台数により行う。

　⑵�　原油換算エネルギー使用量及び温室効果ガス排出
量の算定等

　　ア　原油換算エネルギー使用量
　　　�　規則第４条第１号及び第２号の規定による原油

換算エネルギー使用量は、エネルギーの使用の合
理化等に関する法律施行令（昭和54年政令第267
号）及び施行規則（昭和54年経済産業省令第74号）
に基づき算定するものとする。

　　イ　温室効果ガス排出量
　　　�　規則第４条第４号の規定による「温室効果ガス

のうちいずれかの物質の前年度又は前年の排出の
量」は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行
令（平成11年政令第143号）及び特定排出者の事
業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関す
る省令（平成18年経済産業省・環境省令第３号）
に基づき算定するものとする。

　⑶　地球温暖化対策の実施手順及び推進体制の整備
　　�　特定事業者は、事業活動に係る温室効果ガスの排
出の量の削減のため、次に掲げる手順を参考に取組
を実施するものとし、そのための推進体制を整備す
る。

　　ア�　温室効果ガスの排出の量の削減に関する基本方
針の策定

　　イ�　温室効果ガスの排出の量と密接に関係する設備
等の運転及び保全状況の把握

　　ウ�　温室効果ガスの排出の量の削減目標、計画等の
立案

　　エ�　温室効果ガスの排出の量の削減のための人材及
び予算の確保及び管理　

　　オ�　温室効果ガスの排出の量の削減対策のメニュー
の選定及び実施並びに進行管理

　　カ�　温室効果ガスの排出の量の削減対策の効果の確
認及び検証

　　キ�　温室効果ガスの排出の量の削減対策方法等の見
直し

　⑷　地球温暖化対策の計画的な推進
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　　ア�　温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基
本方針

　　　�　特定事業者は、市内事業所等の設備等に係る削
減対策、自動車等に係る削減対策及び事業所内で
実施するその他の削減対策の推進に係る全体の基
本方針を定めるものとする。ただし、その特定事
業者が全社的に温室効果ガスの排出の量の削減を
図るための方針を定めている場合は当該方針を反
映させた方針を策定するものとする。

　　　�　また、基本方針には削減対策実施状況の適切な
進行管理を行うための方針も定めるものとする。

　　イ�　温室効果ガスの排出の量の削減に向けた組織体
制

　　　�　特定事業者は、⑶による推進体制の整備を行う。
また、温室効果ガスの排出の量の削減の取組は、
全社を含めた推進体制を有することが考えられる
ことから、全社的な推進体制も併せて整備する。

　　ウ　温室効果ガスの排出の量の削減目標等
　　　�　特定事業者は、温室効果ガスの排出の量の削減

に係る定量的な目標を定めるものとする。
　　　�　削減目標は、市内における事業活動に伴う排出

量について設定するが、市外にも事業所等を有す
る特定事業者であって、全ての事業所等を通じて
削減目標を設定している場合は、全社目標を参考
として併記することができる。また、排出量を排
出量原単位（排出量を生産数量、建物延床面積、
走行距離又は輸送量その他の当該温室効果ガスの
排出の量と密接な関係を持つ値で除して得た値）
又はエネルギーの使用に係る原単位（以下「排出
量原単位等」という。）により算定している特定
事業者は、その原単位の改善等を反映した排出の
量の削減目標のほか、原単位における削減目標を
設けることができる。

　　　�　削減目標の対象となる温室効果ガスは、地球温
暖化対策の推進に関する法律第２条第３項各号に
掲げる物質とし、温室効果ガスの排出の量の削減
目標等の具体的な設定は次のとおり行うものとす
る。

　　　ア　削減目標の設定にあたり考慮すべき事項
　　　　ａ�　条例第７条第２項の規定による地球温暖化

対策等推進基本計画における地球温暖化対策
の目標及び目標を達成するために必要な施策
の基本的方向に関する事項

　　　　ｂ　国内及び国際的な目標及びその動向
　　　　ｃ�　特定事業者の基準年度における温室効果ガ

スの排出状況
　　　　ｄ�　特定事業者の過去の温室効果ガスの排出の

量の削減取組状況

　　　　ｅ　事業活動の将来的な見込み
　　　イ　基準年度及び目標年度
　　　　�　基準年度は計画期間の初年度の前年度とし、

目標年度は計画期間の終了年度とする。
　　　ウ　基準排出量及び目標排出量
　　　　ａ　基準排出量の算定
　　　　　�　基準排出量は、基準年度の温室効果ガス排

出量をいう。また、規則第４条第１号、２号、
４号に該当する特定事業者の基準排出量は、
市内に設置している全ての事業所等の基準排
出量の合計値とし、同項第３号に該当する特
定事業者の基準排出量は、その使用する全て
の対象自動車の基準排出量の合計値とする。

　　　　　�　ただし、基準年度に市内で事業を開始した
場合や事業活動に著しく変動が生じた場合な
ど、基準排出量を計画期間の初年度の前年度
に設定することが適当でない場合は、市と協
議の上、他の複数年度の排出量の平均や排出
量の推計など適切な方法を用いることにより
基準排出量とすることができる。

　　　　　�　基準排出量の算定については、地球温暖化
対策の推進に関する法律施行令及び特定排出
者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の
算定に関する省令に基づき行うものとする
（以下、排出量に係る算定について同じ。）。

　　　　ｂ　目標排出量の算定
　　　　　�　目標排出量は、目標年度の事業活動に伴う

温室効果ガスの排出の量から、計画期間に実
施する対策により削減される温室効果ガスの
量を減じることなどにより得られる量をいう。
また、規則第４条第１号、２号、４号に該当
する特定事業者の目標排出量は、市内に設置
している全ての事業所等の目標排出量の合計
値とし、同項第３号に該当する特定事業者の
目標排出量は、その使用する全ての対象自動
車に係る目標排出量の合計値とする。

　　　　　�　目標排出量を算定する際は、削減対策の計
画のほか、今後の事業活動の見込み等を総合
的に勘案するものとする。

　　　エ　排出量原単位等の設定
　　　　�　排出量原単位等を算出するための活動量は、

生産数量、建築物延床面積、走行距離又は輸送
量その他の当該温室効果ガスの排出の量と密接
な関係を持つ値を設定するものとする。なお、
計画期間中は原則として排出量原単位等の指標
を変更しないものとする。また、基準排出量原
単位等及び目標排出量原単位等の算定等は、基
準排出量及び目標排出量の算定等と同様の趣旨
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により、設定するものとする。
　　エ�　温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成する

ための措置の実施
　　　�　特定事業者は、事業活動に係る温室効果ガスの

排出の量の削減目標を達成するため、事業所の各
設備等の状況等に応じた排出削減対策を講じるも
のとする。

　　　ア　削減対策の選定
　　　　�　特定事業者は、次に掲げる手順に従い、その

設備等に係る削減対策の検討を行い、別表第１
から６等を活用して、計画期間における削減対
策を選定するものとする。

　　　　ａ　現況把握
　　　　　�　事業活動に係る設備等の保有状況及び運転

状況等を把握するとともに、エネルギー使用
量等の変化を分析することで、最適な運転条
件も併せて把握するものとする。

　　　　ｂ　削減対策の検討及び選定
　　　　　�　現況把握を踏まえ、別表第１から６等に

沿って、設備等の状況に応じた排出量削減対
策を検討するものとする。

　　　　　⒜　事業所等における削減対策
　　　　　　�　規則第４条第１号、第２号、第４号に該

当する特定事業者は、事業所等からの温室
効果ガスの排出の量を削減するため、別表
第１から４に沿って、具体的な削減対策を
検討するものとする。

　　　　　　�　別表第１から４の対策は、次の考え方に
より「基本対策」と「目標対策」に区分し
ている。

　　　　　　⒜－１　基本対策（別表第１、３）
　　　　　　　　　�　基本対策は、エネルギー消費設備

等の運転管理、計測・記録、保守・
点検の改善を実施することにより、
エネルギー損失の防止等の温室効果
ガスの排出の量の削減を図るための
基本的な削減対策である。各事業所
の設備等の条件に適合する基本対策
は、実施について検討し、原則とし
て条件に適合する対策は全て選定す
るものとする。

　　　　　　⒜－２　目標対策（別表第２、４）
　　　　　　　　　�　目標対策は、高効率設備等の導入

や既存設備等の改修等により、温室
効果ガスの排出の量の削減を図るも
のであり、設備投資を要することか
ら、設備の更新時期や経営状況を踏
まえながら、導入等の可能性につい

て十分な検討を行い、積極的に取り
組むことが望ましい。

　　　　　⒝　自動車における削減対策
　　　　　　�　規則第４条第３号に該当する特定事業者

は、事業活動に伴い使用する対象自動車か
ら排出する温室効果ガスの排出の量を削減
するため、別表第５、６に沿って、具体的
な削減対策を検討するものとする。

　　　　　　�　なお、基本対策と目標対策の考え方は、
⒜と同様である。

　　　イ　再生可能エネルギー源等の利用
　　　　�　事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量の削

減のためには、省エネルギー対策に加え、再生
可能エネルギー源等の利用による対策も並行し
て進めていくことが重要である。特定事業者は、
再生可能エネルギー源等の利用について検討を
行い、その積極的な利用を図るよう努めるもの
とする。

　　　　�　また、再生可能エネルギー源等の利用によっ
て得られた環境価値を証書化し、市場で取引す
ることを可能にしたグリーン電力証書及びグ
リーン熱証書は、自社で再生可能エネルギー源
等の利用設備を持たない場合でも再生可能エネ
ルギーの普及に貢献できる有効な手段であり、
併せて積極的な活用を図るよう努めるものとす
る。

　　オ�　他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄
与する措置の内容

　　　�　特定事業者は、自らの温室効果ガスの排出の量
の削減のほか、他の者の温室効果ガスの排出の量
の削減等に寄与する措置を行うよう努めるものと
する。

　　カ�　その他地球温暖化対策の推進への貢献に関する
事項

　　　�　特定事業者は、自らの事業における温室効果ガ
スの排出の量の削減の取組とともに、地域社会で
の地域住民等への啓発、市が実施する施策への協
力など、地球温暖化対策に資する社会貢献活動そ
の他の地球温暖化対策の推進に努めるものとする。

　⑸　市内大規模事業所の地球温暖化対策の推進
　　�　市内に基準年度において原油換算エネルギー使用
量が1,500キロリットル以上の事業所（以下「大規
模事業所」という。）を設置している特定事業者は、
大規模事業所ごとに「⑷　地球温暖化対策の計画的
な推進」を準用し、地球温暖化対策を計画的に推進
するものとする。

　⑹　事業活動地球温暖化対策計画書の作成
　　ア　計画書の作成単位及び様式
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　　　�　特定事業者は、市内に設置している全ての事業
所等に係る計画について取りまとめを行い、事業
者ごとに条例第10条第１項各号及び規則第６条各
号に掲げる事項を記載した規則第１号様式及び指
針様式第１号による事業活動地球温暖化対策計画
書（以下「計画書」という。）を作成するものと
する。

　　　�　また、大規模事業所にあっては、その事業所等
ごとに、温室効果ガスの排出の量の削減目標、措
置の内容等を指針様式第１号の別紙により作成す
るものとする。

　　　�　なお、大規模事業所のうち、電気事業の用に供
する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施
設（以下「発電所等」という。）については、⑷
ウウの規定にかかわらず、他人への電気又は熱の
供給に係るものを含む基準排出量、目標排出量（当
該特定事業者が設置する電気又は熱の供給系統全
体の排出量原単位）及び当該目標を達成するため
の削減対策を記載するものとする。

　　　�　計画書は、規則第23条の規定により、正本１通
及びその写し１通を書面により提出するとともに、
作成をした規則様式及び指針様式の電子媒体を併
せて市長に提出するものとする。（以下、事業活
動地球温暖化対策結果報告書の提出について同
じ。）

　　イ　計画書に必要な書類
　　　�　計画書には、次に掲げる書類を添付するものと

する。
　　　ア�　周辺地域の状況及び特定事業者の区域の範囲

が明確に示された図面
　　　イ�　基準年度分の温室効果ガスの排出の量の算定

根拠資料（排出量原単位等の算定を含む。以下
同じ。）

　　　ウ　目標排出量及び削減量の算定根拠
　　　エ�　温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成す

るための措置の内容を説明する書類
　　　オ�　その他参考となる資料及び市長が必要と認め

る書類
　⑺�　事業活動地球温暖化対策計画書変更等届出書の作
成

　　ア　届出書の作成単位及び様式
　　　�　条例第10条第２項の規定による届出は、事業者

ごとに届出書として規則第２号様式に必要な書類
を添付し、正本１通及びその写し１通を書面によ
り提出するものとする。

　　イ　計画書内容の変更
　　　�　計画書の変更については、原則として、変更前

後の内容が分かる書類とともに、変更後の内容を

反映した規則第１号様式又は指針様式１号（変更
に係る様式面のみ）を添付するものとする。

　　ウ　事業の廃止、休止、再開
　　　�　事業を廃止したとき、若しくは事業を休止し、

又は休止した事業を再開したときは、次に掲げる
事項を記載するものとする。

　　　ア�　廃止若しくは休止又は再開の理由
　　　イ�　廃止若しくは休止又は再開の年月日
　　　　�　事業の廃止又は休止とは、市内における事業

の全部を廃止又は休止することをいい、一部を
廃止又は休止する場合は含まない。事業の一部
を廃止又は休止する場合は、計画内容の変更と
して扱うものとする。

　⑻�　温室効果ガス排出状況等の把握及び改善等に向け
た検討

　　ア　温室効果ガスの排出の状況等の把握
　　　�　計画書提出特定事業者は、計画期間の温室効果

ガスの排出の状況及び削減対策の実施状況並びに
目標の達成状況について把握するものとする。

　　イ　削減対策効果の評価及び改善等に向けた検討
　　　�　アの把握を踏まえて、削減対策の効果について

評価を行うとともに、改善等に向けた検討を行う
ものとする。

　⑼　事業活動地球温暖化対策結果報告書の作成
　　ア　結果報告書の作成単位及び様式　
　　　�　計画書提出特定事業者は、事業者ごとに規則第

３号様式及び指針様式第２号による事業活動地球
温暖化対策結果報告書（以下「結果報告書」とい
う。）を作成するものとする。結果報告書の作成
については、計画書の作成に準ずるものとし、原
則として、計画書に対する実施状況を記載するも
のとする。

　　　�　また、発電所等については、他人への電気又は
熱の供給に係るものを除いた排出量のほか、他人
への電気又は熱の供給に係るものを含む排出量等
の値を併せて記載するものとする。

　　イ　結果報告書における排出係数の取扱い
　　　�　温室効果ガスの排出の量の算定に用いる排出係

数は、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガス
の排出量の算定に関する省令第２条第４項第１号
の規定による環境大臣及び経済産業大臣が公表す
る電気事業者ごとの排出係数など、毎年の排出係
数を反映したものを使用するものとする。

　　ウ　結果報告書に必要な書類
　　　�　結果報告書には次に掲げる書類を添付するもの

とする。
　　　ア�　結果報告書を提出する年度の前年度における

温室効果ガスの排出の量等の算定根拠
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　　　イ�　温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成す
るために実施した措置の内容を説明する資料

　　　ウ�　その他参考となる資料及び市長が必要と認め
る書類

　⑽　計画書等の内容の公表
　　�　市長は、条例第12条の規定に基づき計画書及び結
果報告書の概要について公表を行う。

　　�　公表する事項は、規則第10条の規定に掲げるもの
のほか、指針様式第１号及び第２号に係る内容（別
紙は除く。）とする。また、市長は必要に応じ公表
事項の見直しを行うものとする。このほか、市長は、
特定事業者の地球温暖化対策の実施状況等を取りま
とめ、公表するものとする。

４　中小規模事業者に係る地球温暖化対策
　⑴　計画書等の任意提出
　　�　中小規模事業者は、条例第10条第３項の規定によ
り、特定事業者と同様に計画書等を作成し、市長に
提出することができる。地球温暖化対策については、
原則として「３　特定事業者に係る地球温暖化対策」
を準用する。

　⑵　事業者間の協力等
　　�　中小規模事業者から温室効果ガスの排出の量の把
握及び地球温暖化対策の推進のための連携又は協力
を求められた事業者は、当該中小規模事業者の地球
温暖化対策の推進について、連携又は協力を行うよ
う努めるものとする。

　⑶　省エネルギー診断等の活用
　　�　中小規模事業者は、「２　事業活動に係る温室効
果ガスの排出の量の削減等」に規定するものに加え、
国や自治体等が行う省エネルギー診断等を活用する
などして、温室効果ガスの排出の抑制等に努めるも
のとする。

５　雑則
　⑴　指導・助言等
　　�　市長は、条例第13条の規定に基づき、計画書提出
事業者に対し、その提出した計画書の内容及び当該
計画書に基づく地球温暖化対策の推進に関する事項
及び計画書等の適正な作成等に係る事項について、
この指針に基づき、必要な指導及び助言を行う。

　⑵　立入調査等
　　�　市長は、条例第35条第１項の規定に基づき、必要
に応じ、計画書及び結果報告書の内容、計画に基づ
く措置の実施状況の確認等のため、必要な報告又は
資料を求めるとともに、その職員に事業所等に立入
調査をさせることができる。

　⑶　勧告・公表
　　�　市長は、条例第36条の規定に基づき、特定事業者
が計画書の提出等を行わなかったとき、又は虚偽の

提出をしたとき若しくは立入調査等に応じなかった
場合に、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧
告することができる。また、正当な理由なく当該勧
告に従わないときには、当該勧告を受けた事業者に
意見を述べる機会を与えた上で、その旨を公表する
ことができる。
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原

材
料

の
予

熱
等

そ
の

他
温

度
、
設

備
の

使
用

条
件

等
に

応
じ

た
的

確
な

利
用

に
努

め
る

こ
と

。
 

0
4 
廃

熱
回

収
設

備

の
保

全
管

理
 

(
1
)
 
廃

熱
の

回
収

利
用

の
た

め
の

設
備

（
廃

熱
の

回
収

利
用

の
た

め
の

熱
交

換
器

、

廃
熱

ボ
イ

ラ
ー

等
を

い
う

。
）

は
、

廃
熱

回
収

及
び

廃
熱

利
用

の
効

率
を

維
持

す

る
た

め
、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
い

、
伝

熱
面

等
の

汚
れ

を
除

去
し

、
又

は
熱

媒
体

の
漏

え
い

部
分

の
補

修
等

を
行

う
こ

と
。

 

0
3 
空

気
調

和
設

備
、

換
気

設
備

 
0
1 

加
熱

及
び

冷
却

並

び
に

伝
熱

の
合

理

化
 

0
1 
空

気
調

和
の

全

般
管

理
 

(
1
)
 
製

品
製

造
、
貯

蔵
等

に
必

要
な

環
境

の
維

持
、
作

業
員

の
た

め
の

作
業

環
境

の

維
持

を
行

う
た

め
の

空
気

調
和

の
管

理
は

、
空

気
調

和
を

施
す

区
画

を
限

定
し

、

負
荷

の
低

減
及

び
使

用
状

況
等

に
応

じ
た

設
備

の
運

転
時

間
、
温

度
、
換

気
回

数
、

湿
度

等
を

適
切

に
設

定
し

て
行

う
こ

と
。

 

0
2 
事

務
所

等
の

空

気
調

和
の

管
理

 

(
1
)
 
工

場
内

に
あ

る
事

務
所

等
の

空
気

調
和

の
管

理
は

、
空

気
調

和
を

施
す

区
画

を

限
定

し
、
ブ

ラ
イ

ン
ド

の
管

理
等

に
よ

る
負

荷
の

軽
減

及
び

区
画

の
使

用
状

況
等

に
応

じ
た

設
備

の
運

転
時

間
、
室

内
温

度
、
換

気
回

数
、
湿

度
、
外

気
の

有
効

利

用
等

を
適

切
に

設
定

し
て

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
 
冷

暖
房

温
度

に
つ

い
て

は
、
政

府
の

推
奨

す
る

設
定

温
度

を
勘

案
し

設
定

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
季

節
に

応
じ

て
外

気
導

入
量

を
適

切
に

調
整

し
、

管
理

す
る

こ
と

。
 

 

 
 別
表
第
１
 
産
業
部
門
に
お
け
る
基
本
対
策
 

分
類

 
対

策
の

内
容

 
大

分
類

 
中

分
類

 
小

分
類

 

   

0
1 
一

般
管

理
事

項
 

0
1 
管

理
体

制
の

構
築

 0
1 
推

進
体

制
の

整

備
 

(
1
)
 
指

針
に

基
づ

き
、

推
進

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

削
減

対
策

を
推

進
す

る
た

め
の

対
策

責
任

者
の

設
置

を
行

う
と

と
も

に
役

割
分

担
及

び
責

任
の

所
在

を
明

確
に

す
る

こ
と

。
ま

た
、
経

営
者

に
よ

る
基

本
方

針
及

び
対

策
目

標
の

明
示

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
(
2)

の
基

本
方

針
及

び
対

策
目

標
に

基
づ

き
、

各
担

当
部

署
で

の
具

体
的

な
削

減
対

策
を

立
案

し
、
そ

れ
ら

を
検

討
で

き
る

組
織

横
断

的
な

委
員

会
等

を
設

置
す

る
こ

と
。

 

(
4
)
 
削

減
対

策
の

実
施

に
必

要
な

人
材

及
び

予
算

の
確

保
及

び
管

理
を

行
う

こ
と

。
 

(
5
)
 
削

減
対

策
の

適
切

な
進

行
管

理
（

P
D
C
A
サ

イ
ク

ル
）
を

行
う

た
め

の
推

進
体

制

を
整

備
す

る
こ

と
。

 

(
6
)
 
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

の
量

の
削

減
等

の
重

要
性

や
取

組
に

必
要

な
情

報
な

ど
に

つ
い

て
周

知
徹

底
を

行
う

た
め

、
研

修
等

の
教

育
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

。
 

0
2 
維

持
管

理
全

般
 

0
1  
主

要
設

備
等

の

保
全

管
理

 

(
1
)
 
設

備
等

の
現

状
に

係
る

空
調

系
統

図
、
空

調
制

御
図

、
熱

搬
送

系
統

図
、
圧

縮

空
気

配
管

図
、
単

線
結

線
図

等
を

整
備

す
る

こ
と

。
ま

た
、
主

要
設

備
に

係
る

機

器
管

理
台

帳
（

設
備
・
機

器
名

称
、
定

格
容

量
、
台

数
、
製

造
年

、
型

番
等

）
等

を
整

備
し

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
の

使
用

設
備

の
概

要
を

示
す

こ
と

。
 

(
2
)
 
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

の
量

の
削

減
を

目
的

と
し

た
主

要
設

備
等

に
係

る
運

転
管

理
、
計

測
・
記

録
、
保

守
・
点

検
に

つ
い

て
の

自
主

マ
ニ

ュ
ア

ル
（

以
下
「

管

理
標

準
」

と
い

う
。
）

を
作

成
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
主

要
設

備
等

の
管

理
標

準
を

定
期

的
に

見
直

し
、

改
善

を
図

る
こ

と
。

 

(
4
)
 
技

術
的

か
つ

経
済

的
に

可
能

な
範

囲
で

事
業

所
全

体
だ

け
で

な
く

設
備

単
位

(
個

別
設

備
ご

と
に

分
離

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

設
備

群
単

位

と
す

る
。

)
に

よ
る

き
め

細
か

い
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

等
を

徹
底

す
る

こ
と

。
 

(
5
)
 
各

種
設

備
・
機

器
の

性
能

及
び

効
率

の
低

下
を

防
止

す
る

た
め

、
必

要
な

保
守

及
び

点
検

を
定

期
的

（
日

常
、

月
次

、
年

次
）

に
行

う
こ

と
。

 

(
6
)
 
各

種
設

備
・
機

器
の

維
持

管
理

等
に

関
す

る
点

検
、
検

査
措

置
の

記
録

を
作

成

し
、

一
定

期
間

保
存

す
る

こ
と

。
 

0
2 

エ
ネ

ル
ギ

ー
使

用
量

等
の

把
握

、

計
測

、
記

録
等

の

管
理

 

(
1
)
 
エ

ネ
ル

ギ
ー

使
用

量
、
燃

料
使

用
量

等
、
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

の
量

と
密

接

に
関

係
を

持
つ

数
量

の
使

用
量

及
び

そ
の

負
荷

変
動

を
管

理
し

、
過

去
の

実
績

と

の
比

較
及

び
分

析
を

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
 
エ

ネ
ル

ギ
ー

使
用

量
又

は
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

の
量

の
管

理
指

標
と

し
て

、

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
原

単
位

又
は

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
量

原
単

位
を

算
出

し
、
管

理
す

る
こ

と
。

 

0
3 
生

産
設

備
の

エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

 

(
1
)
 
正

味
稼

働
時

間
及

び
稼

働
率

の
管

理
を

行
い

、
必

要
に

応
じ

見
直

す
こ

と
。

 

(
2
)
 
生

産
工

程
の

操
業

状
況

に
応

じ
た

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使
用

状
況

の
管

理
及

び
分

析
を

し
、
操

業
条

件
の

変
更

、
定

常
負

荷
の

低
減

等
の

生
産

工
程

の
改

善
に

つ
い

て
検

討
を

行
う

こ
と

。
 

 
0
3 
電

力
管

理
 

0
1 
低

炭
素

電
力

の

利
用

 

(
1
)
 
使

用
す

る
電

気
に

つ
い

て
は

、
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

源
に

よ
り

発
電

し
た

電

力
や

二
酸

化
炭

素
排

出
係

数
の

よ
り

小
さ

い
電

力
を

積
極

的
に

利
用

す
る

こ
と

。
 

0
2 

ボ
イ

ラ
ー

、
工

業
炉

、
蒸

気
系

統
、

熱
交

換
器

等
 

0
1  
燃

料
の

燃
焼

の
合

理
化

 

0
1  
空

気
比

の
管

理
 
(
1
) 

燃
料

の
燃

焼
を

行
う

設
備

（
以

下
「

燃
焼

設
備

」
と

い
う

。
）

の
空

気
比

は
、

最
良

の
燃

焼
効

率
が

得
ら

れ
る

よ
う

に
、

適
切

に
設

定
し

、
管

理
を

行
う

こ
と

。
 

0
2 
燃

焼
設

備
の

効

率
管

理
 

(
1
)
 
複

数
の

燃
焼

設
備

を
使

用
す

る
と

き
は

、
燃

焼
設

備
全

体
と

し
て

の
熱

効
率

（
投

入
熱

量
の

う
ち

対
象

物
の

付
加

価
値

を
高

め
る

た
め

に
使

わ
れ

た
熱

量
の

割
合

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
高

く
管

理
す

る
よ

う
に

、
そ

れ
ぞ

れ
の

燃
焼

設

備
の

燃
焼

負
荷

を
調

整
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
燃

料
を

燃
焼

す
る

場
合

に
は

、
燃

焼
効

率
を

高
く

す
る

た
め

、
燃

料
の

粒
度

、

水
分

、
粘

度
等

の
性

状
に

応
じ

て
、
燃

焼
効

率
が

高
く

な
る

よ
う

運
転

管
理

を
行

う
こ

と
。

 

0
3 
燃

焼
設

備
の

保

全
管

理
 

(
1
)
 
燃

焼
設

備
は

、
良

好
な

状
態

を
維

持
す

る
た

め
、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
 
バ

ー
ナ

ー
に

つ
い

て
は

、
良

好
な

燃
焼

状
態

を
維

持
す

る
た

め
、
定

期
的

に
バ

ー
ナ

ー
ノ

ズ
ル

の
点

検
、

清
掃

及
び

整
備

を
行

う
こ

と
。

 

0
2 

 加
熱

及
び

冷
却

並

び
に

伝
熱

の
合

理

化
 

0
1  

熱
媒

体
の

温
度

、

圧
力

及
び

量
の

管
理

 

 

(
1
)
 
蒸

気
等

の
熱

媒
体

を
用

い
る

加
熱

設
備

、
冷

却
設

備
、
乾

燥
設

備
、
熱

交
換

器

等
は

、
加

熱
及

び
冷

却
並

び
に

伝
熱

（
以

下
「

加
熱

等
」

と
い

う
。
）

に
必

要
と

さ
れ

る
熱

媒
体

の
温

度
、
圧

力
及

び
量

並
び

に
供

給
さ

れ
る

熱
媒

体
の

温
度

、
圧

力
及

び
量

に
つ

い
て

適
正

な
値

を
設

定
し

、
熱

媒
体

に
よ

る
熱

量
の

過
剰

な
供

給

を
な

く
す

こ
と

。
 

0
2 
工

業
炉

の
効

率

管
理

 

(
1
)
 
加

熱
、
熱

処
理

等
を

行
う

工
業

炉
は

、
設

備
の

構
造

、
被

加
熱

物
の

特
性

、
加

熱
、
熱

処
理

等
の

前
後

の
工

程
等

に
応

じ
て

、
熱

効
率

を
向

上
さ

せ
る

よ
う

管
理

し
、
ヒ

ー
ト

パ
タ

ー
ン
（

被
加

熱
物

の
温

度
の

時
間

の
経

過
に

対
応

し
た

変
化

の

態
様

を
い

う
。

以
下

同
じ

。）
を

改
善

す
る

こ
と

。
 

0
3 

加
熱

等
を

行
う

設
備

の
負

荷
管

理
 

(
1
)
 
加

熱
等

を
行

う
設

備
は

、
被

加
熱

物
又

は
被

冷
却

物
の

量
及

び
炉

内
配

置
を

適

正
な

も
の

と
し

、
か

つ
、
操

業
状

況
の

変
化

等
に

応
じ

て
こ

れ
ら

を
見

直
す

こ
と

に
よ

り
、

過
大

負
荷

及
び

過
小

負
荷

を
避

け
る

こ
と

。
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0
2 
受

電
端

力
率

の

管
理

 

(
1
)
 
受

電
端

に
お

け
る

力
率

は
、
9
5
パ

ー
セ

ン
ト

以
上

を
維

持
し

、
1
0
0
パ

ー
セ

ン

ト
と

す
る

こ
と

を
目

標
と

し
て

、
進

相
コ

ン
デ

ン
サ

を
運

用
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
進

相
コ

ン
デ

ン
サ

は
、
こ

れ
を

設
置

す
る

設
備

の
稼

働
又

は
停

止
に

合
わ

せ
て

稼
働

又
は

停
止

さ
せ

る
よ

う
に

適
正

な
運

転
を

行
う

こ
と

。
 

 
 

 
 

0
3 
単

相
負

荷
の

管

理
 

(
1
)
 
三

相
電

源
に

単
相

負
荷

を
接

続
さ

せ
る

と
き

は
、
電

圧
及

び
相

電
流

の
不

平
衡

を
防

止
す

る
こ

と
。

 

0
4 
負

荷
率

の
管

理
 

(
1
) 

電
気

を
使

用
す

る
設

備
（

以
下

「
電

気
使

用
設

備
」

と
い

う
。
）

の
稼

働
に

つ

い
て

調
整

す
る

こ
と

に
よ

り
、
工

場
等

に
お

け
る

電
気

の
使

用
を

平
準

化
し

て
最

大
電

流
を

低
減

す
る

こ
と

。
 

0
5 

受
変

電
設

備
及

び
配

電
設

備
の

保
全

管
理

 

(
1
)
 
受

変
電

設
備

及
び

配
電

設
備

は
、
良

好
な

状
態

に
維

持
す

る
た

め
、
定

期
的

に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

 

0
6 

そ
の

他
の

電
気

使
用

設
備

に
係

る
管

理
 

(
1
)
 
そ

の
他

の
電

気
使

用
設

備
へ

の
電

気
の

供
給

の
管

理
は

、
電

気
使

用
設

備
の

種

類
、
稼

働
状

況
及

び
容

量
に

応
じ

て
、
受

変
電

設
備

及
び

配
電

設
備

の
電

気
の

損

失
を

低
減

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
設

備
の

運
転

方
法

の
変

更
、
更

新
等

の
機

会
に

契
約

電
力

の
見

直
し

を
行

う
こ

と
。

 

0
6 

ポ
ン

プ
、

フ
ァ

ン
、
ブ

ロ
ワ

ー
、

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー
等

 

0
1  

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

0
1 
ポ

ン
プ

の
運

転

管
理

 

(
1
)
 
ポ

ン
プ

は
、
生

産
工

程
等

か
ら

要
求

さ
れ

る
使

用
端

圧
力

及
び

流
量

を
把

握
し

て
、

負
荷

に
応

じ
た

適
正

な
流

量
及

び
圧

力
に

よ
る

運
転

を
行

う
こ

と
。

 

(
2
)
 
ポ

ン
プ

は
、
生

産
工

程
等

の
操

業
状

況
を

把
握

し
て

、
運

転
時

間
の

低
減

、
空

転
の

防
止

等
を

行
う

こ
と

。
 

(
3
)
 
台

数
制

御
、
回

転
数

制
御

等
を

用
い

た
シ

ス
テ

ム
を

採
用

し
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
電

動
機

の
負

荷
を

低
減

す
る

た
め

、
負

荷
の

変
動

に
応

じ
て

最
適

な
稼

働
状

態
に

な
る

よ
う

送
出

量
及

び
圧

力
を

適
正

に
調

整
す

る
こ

と
。

 

0
2 

フ
ァ

ン
及

び
ブ

ロ
ワ

ー
の

運
転

管
理

 

(
1
)
 
フ

ァ
ン

及
び

ブ
ロ

ワ
ー

は
、
生

産
工

程
等

か
ら

要
求

さ
れ

る
使

用
端

圧
力

及
び

流
量

を
把

握
し

て
、
負

荷
に

応
じ

た
適

正
な

流
量

及
び

圧
力

に
よ

る
運

転
を

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
 
フ

ァ
ン

及
び

ブ
ロ

ワ
ー

は
、
生

産
工

程
等

の
操

業
状

況
を

把
握

し
て

、
運

転
時

間
の

低
減

、
空

転
の

防
止

等
を

行
う

こ
と

。
 

(
3
)
 
台

数
制

御
、
回

転
数

制
御

等
を

用
い

た
シ

ス
テ

ム
を

採
用

し
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
電

動
機

の
負

荷
を

低
減

す
る

た
め

、
負

荷
の

変
動

に
応

じ
て

最
適

な
稼

働
状

態
に

な
る

よ
う

送
出

量
及

び
圧

力
を

適
正

に
調

整
す

る
こ

と
。

 

0
3 
コ

ン
プ

レ
ッ

サ

ー
の

運
転

管
理

 

(
1
)
 
コ

ン
プ

レ
ッ

サ
ー

は
、
生

産
工

程
等

か
ら

要
求

さ
れ

る
使

用
端

圧
力

及
び

流
量

を
把

握
し

て
、

負
荷

に
応

じ
た

適
正

な
流

量
及

び
圧

力
に

よ
る

運
転

を
行

う
こ

と
。

 

(
2
)
 
コ

ン
プ

レ
ッ

サ
ー

は
、
生

産
工

程
等

の
操

業
状

況
を

把
握

し
て

、
送

風
量

及
び

圧
力

の
低

減
等

を
行

う
こ

と
。

 

(
3
)
 
台

数
制

御
、
回

転
数

制
御

等
を

用
い

た
シ

ス
テ

ム
を

採
用

し
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
電

動
機

の
負

荷
を

低
減

す
る

た
め

、
負

荷
の

変
動

に
応

じ
て

最
適

な
稼

働
状

態
に

な
る

よ
う

送
出

量
及

び
圧

力
を

適
正

に
調

整
す

る
こ

と
。

 

(
4
)
 
コ

ン
プ

レ
ッ

サ
ー

は
、

吐
出

圧
力

が
高

い
ほ

ど
所

要
動

力
が

大
き

く
な

る
の

で
、
供

給
側

と
使

用
側

と
が

緊
密

な
連

絡
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、
必

要
最

低
圧

力

を
考

慮
し

、
可

能
な

限
り

吐
出

圧
力

の
低

減
及

び
負

荷
の

平
準

化
を

行
う

こ
と

。
 

0
4 
コ

ン
プ

レ
ッ

サ

ー
の

吸
気

管
理

 

(
1
)
 
コ

ン
プ

レ
ッ

サ
ー

は
、
フ

ィ
ル

タ
ー

の
目

詰
ま

り
又

は
吸

入
空

気
温

度
の

上
昇

に
よ

り
効

率
が

低
下

す
る

た
め

、
清

浄
な

冷
気

を
吸

入
す

る
こ

と
。

 

0
5 

ポ
ン

プ
、

フ
ァ

ン
、

ブ
ロ

ワ
ー

、

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー
等

の
保

全
管

理
 

(
1
)
 
ポ

ン
プ

、
フ

ァ
ン

、
ブ

ロ
ワ

ー
、
コ

ン
プ

レ
ッ

サ
ー

等
の

流
体

機
械

は
、
流

体

の
漏

え
い

を
防

止
し

、
流

体
を

輸
送

す
る

配
管

や
ダ

ク
ト

等
の

抵
抗

を
低

減
す

る

た
め

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

0
7 

電
動

力
応

用
設

備
、

電
気

加
熱

設
備

等
 

0
1  

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

0
1 

電
動

力
応

用
設

備
 

の
無

負
荷

管
理

 

(
1
)
 
電

動
力

応
用

設
備

は
、

電
動

機
の

空
転

に
よ

る
電

気
の

損
失

を
低

減
す

る
た

め
、
始

動
電

力
量

と
の

関
係

を
勘

案
し

て
適

切
に

運
転

し
、
不

要
時

の
停

止
を

行

う
こ

と
。

 

0
2 

電
動

機
の

運
転

管
 

理
 

(
1
)
 
複

数
の

電
動

機
を

使
用

す
る

と
き

は
、
そ

れ
ぞ

れ
の

電
動

機
の

部
分

負
荷

に
お

け
る

効
率

を
考

慮
し

て
、
電

動
機

全
体

の
効

率
が

高
く

な
る

よ
う

に
、
稼

働
台

数

の
調

整
及

び
負

荷
の

適
正

配
分

を
行

う
こ

と
。

 

0
3 

誘
導

炉
等

の
装

て
ん

方
法

等
管

理
 

(
1
)
 
誘

導
炉

、
ア

ー
ク

炉
、
抵

抗
炉

の
電

気
加

熱
設

備
は

、
被

加
熱

物
の

装
て

ん
方

法
の

改
善

、
無

負
荷

稼
動

に
よ

る
電

気
損

失
の

低
減

、
断

熱
及

び
廃

熱
回

収
利

用

（
排

気
の

あ
る

設
備

に
限

る
。
）

等
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

熱
効

率
を

向
上

さ
せ

る
こ

と
。

 

0
4 
誘

導
炉

等
の

効

率
管

理
 

(
1
)
 
誘

導
炉

、
ア

ー
ク

炉
及

び
抵

抗
炉

は
、
設

備
の

構
造

、
被

加
熱

物
の

特
性

、
加

熱
、
熱

処
理

等
の

前
後

の
工

程
等

に
応

じ
た

ヒ
ー

ト
パ

タ
ー

ン
と

す
る

こ
と

で
熱

効
率

の
向

上
を

図
る

こ
と

。
 

0
5 
電

解
設

備
の

電

解
効

率
管

理
 

(
1
)
 
電

解
設

備
は

、
適

当
な

形
状

及
び

特
性

の
電

極
を

採
用

し
、
電

極
間

距
離

、
電

解
液

の
濃

度
等

を
適

正
な

値
と

し
、
導

体
の

接
触

抵
抗

等
を

低
減

す
る

こ
と

に
よ

り
、

電
解

効
率

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

。
 

0
6 
電

動
力

応
用

設

備
の

保
全

管
理

 

(
1
)
 
電

動
力

応
用

設
備

は
、

負
荷

機
械

（
電

動
機

の
負

荷
と

な
る

機
械

を
い

う
。
）
、

動
力

伝
達

部
及

び
電

動
機

に
お

け
る

機
械

損
失

を
低

減
す

る
た

め
、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

 

 
 

0
3 

ク
リ

ー
ン

ル
ー

ム
の

空
気

調
和

管
理

 

(
1
)
 
ク

リ
ー

ン
ル

ー
ム

に
お

い
て

は
、
環

境
条

件
の

許
容

範
囲

内
で

可
能

な
場

合
に

は
夜

間
、
休

日
等

の
非

操
業

時
間

に
お

け
る

空
調

フ
ァ

ン
の

低
風

量
運

転
等

に
よ

り
、

動
力

の
低

減
を

行
う

こ
と

。
 

 
 

 
 

0
4 
空

気
調

和
設

備

の
効

率
管

理
 

(
1
)
 
空

気
調

和
設

備
を

構
成

す
る

熱
源

設
備

、
熱

搬
送

設
備

、
空

気
調

和
機

設
備

の

管
理

は
、
外

気
条

件
の

季
節

変
動

等
に

応
じ

、
冷

却
水

温
度

や
冷

温
水

温
度

、
圧

力
等

の
設

定
に

よ
り

、
空

気
調

和
設

備
の

総
合

的
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
効

率
を

向
上

さ

せ
る

よ
う

に
管

理
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
空

気
調

和
設

備
の

熱
源

設
備

が
複

数
の

同
機

種
の

熱
源

機
で

構
成

さ
れ

、
又

は

使
用

す
る

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

種
類

の
異

な
る

複
数

の
熱

源
機

で
構

成
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、
外

気
条

件
の

季
節

変
動

や
負

荷
変

動
等

に
応

じ
、
稼

働
台

数
の

調
整

又

は
稼

働
機

器
の

選
択

に
よ

り
、
熱

源
設

備
の

総
合

的
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
効

率
を

向
上

さ
せ

る
よ

う
に

管
理

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
熱

搬
送

設
備

が
複

数
の

ポ
ン

プ
で

構
成

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
負

荷
変

動
等

に

応
じ

、
稼

働
台

数
の

調
整

又
は

稼
働

機
器

の
選

択
に

よ
り

、
熱

搬
送

設
備

の
総

合

的
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
効

率
を

向
上

さ
せ

る
よ

う
に

管
理

す
る

こ
と

。
 

(
4
)
 
空

気
調

和
機

設
備

が
同

一
区

画
に

お
い

て
複

数
の

同
機

種
の

空
気

調
和

機
で

構
成

さ
れ

、
又

は
種

類
の

異
な

る
複

数
の

空
気

調
和

機
で

構
成

さ
れ

て
い

る
場

合

は
、
混

合
損

失
の

防
止

や
負

荷
の

状
態

に
応

じ
、
稼

働
台

数
の

調
整

又
は

稼
働

機

器
の

選
択

に
よ

り
空

気
調

和
機

設
備

の
総

合
的

な
エ

ネ
ル

ギ
ー

効
率

を
向

上
さ

せ
る

よ
う

に
管

理
す

る
こ

と
。

 

0
5  

空
気

調
和

設
備

の
保

全
管

理
 

(
1
)
 
空

気
調

和
設

備
を

構
成

す
る

熱
源

設
備

、
熱

搬
送

設
備

、
空

気
調

和
機

設
備

は
、

保
温

材
の

維
持

、
フ

ィ
ル

タ
ー

の
目

詰
ま

り
、
熱

交
換

器
及

び
凝

縮
器

に
付

着
し

た
ス

ケ
ー

ル
並

び
に

コ
イ

ル
フ

ィ
ン

に
付

着
し

た
ご

み
の

除
去

等
、
個

別
機

器
の

効
率

及
び

空
気

調
和

設
備

全
体

の
総

合
的

な
効

率
の

改
善

に
必

要
な

事
項

の
保

守
及

び
点

検
を

行
い

、
良

好
な

状
態

に
維

持
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
空

気
調

和
設

備
の

自
動

制
御

装
置

は
、
良

好
な

状
態

に
維

持
す

る
た

め
、
定

期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

 

0
6 
冷

凍
機

の
効

率

管
理

 

(
1
)
 
効

率
の

維
持

向
上

の
た

め
、

運
転

中
の

成
績

係
数

（
C
O
P
）

を
適

宜
算

出
す

る

こ
と

。
 

(
2
)
 
冷

凍
機

の
冷

水
出

口
温

度
、

冷
却

水
入

口
温

度
を

適
正

な
値

に
管

理
す

る
こ

と
。

 

0
7 
冷

却
水

の
管

理
 

(
1
)
 
冷

却
水

は
ス

ケ
ー

ル
、
ス

ラ
イ

ム
付

着
等

に
よ

る
冷

却
塔

、
熱

交
換

器
等

の
効

率
の

低
下

を
防

止
す

る
た

め
、
水

質
基

準
を

設
定

し
、
定

期
的

な
水

質
検

査
を

実

施
す

る
等

に
よ

り
、

適
正

な
水

質
管

理
を

行
う

こ
と

。
 

0
8 

換
気

設
備

の
運

転
 

管
理

 

(
1
)
 
換

気
設

備
は

、
換

気
用

動
力

を
低

減
す

る
よ

う
に

、
換

気
量

、
換

気
回

数
等

を

適
正

な
値

と
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
機

械
室

、
電

気
室

等
に

お
い

て
、
一

定
温

度
以

下
で

あ
れ

ば
換

気
を

し
な

く
て

も
良

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
季

節
に

応
じ

て
適

切
に

換
気

を
停

止
す

る
こ

と
。

 

0
9 
換

気
設

備
の

保

全
管

理
 

(
1
)
 
換

気
設

備
は

、
圧

力
損

失
に

よ
る

効
率

低
下

を
防

ぐ
た

め
、
フ

ィ
ル

タ
ー

の
こ

ま
め

な
清

掃
な

ど
、

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

 

0
4 

発
電

専
用

設

備
、

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

 

0
1 
熱

の
動

力
等

へ
の

変
換

の
合

理
化

 

0
1 
発

電
専

用
設

備

の
効

率
管

理
 

(
1
)
 
発

電
専

用
設

備
に

あ
っ

て
は

、
高

効
率

の
運

転
を

維
持

で
き

る
よ

う
管

理
を

行

う
こ

と
。
ま

た
、
複

数
の

発
電

専
用

設
備

の
並

列
運

転
に

際
し

て
は

、
個

々
の

機

器
の

特
性

を
考

慮
の

上
、
負

荷
の

増
減

に
応

じ
て

適
切

な
配

分
が

な
さ

れ
る

よ
う

に
管

理
し

、
総

合
的

な
効

率
の

向
上

を
図

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
火

力
発

電
所

の
運

用
に

当
た

っ
て

は
蒸

気
タ

ー
ビ

ン
の

部
分

負
荷

に
お

け
る

減
圧

運
転

が
可

能
な

場
合

に
は

、
適

切
な

設
定

を
行

い
最

適
化

を
行

う
こ

と
。

 

0
2 
発

電
専

用
設

備

の
保

全
管

理
 

(
1
)
 
発

電
専

用
設

備
は

、
総

合
的

な
効

率
の

高
い

状
態

に
維

持
す

る
た

め
、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

0
3 

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

の
効

率
管

理
 

(
1
)
 
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
に

使
用

さ
れ

る
ボ

イ
ラ

ー
、

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

、

蒸
気

タ
ー

ビ
ン

、
ガ

ス
エ

ン
ジ

ン
、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

エ
ン

ジ
ン

等
の

運
転

の
管

理
は

、

発
生

す
る

熱
及

び
電

気
が

十
分

に
利

用
さ

れ
る

よ
う

、
負

荷
の

増
減

に
応

じ
た

総

合
的

な
効

率
を

高
め

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
ま

た
、
複

数
の

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

の
並

列
運

転
に

際
し

て
は

、
個

々
の

機
器

の
特

性
を

考
慮

の
上

、
負

荷

の
増

減
に

応
じ

て
適

切
な

配
分

が
な

さ
れ

る
よ

う
に

管
理

を
行

い
、
総

合
的

な
効

率
の

向
上

を
図

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
抽

気
タ

ー
ビ

ン
又

は
背

圧
タ

ー
ビ

ン
を

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

に
使

用
す

る
と

き
は

、
抽

気
タ

ー
ビ

ン
の

抽
気

圧
力

又
は

背
圧

タ
ー

ビ
ン

の
背

圧
の

許

容
さ

れ
る

最
低

値
に

つ
い

て
、

適
切

な
設

定
を

行
い

管
理

を
行

う
こ

と
。

 

0
4 

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

の
保

全
管

理
 

(
1
)
 
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
は

、
総

合
的

な
効

率
を

高
い

状
態

に
維

持
す

る

た
め

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

0
5 
受

変
電

設
備

、

配
電

設
備

 
0
1  
抵

抗
等

に
よ

る
電

気
の

損
失

の
防

止
 0
1 
変

圧
器

等
の

適

正
管

理
 

(
1
)
 
変

圧
器

及
び

無
停

電
電

源
装

置
は

、
部

分
負

荷
に

お
け

る
効

率
を

考
慮

し
て

、

変
圧

器
及

び
無

停
電

電
源

装
置

の
全

体
の

効
率

が
高

く
な

る
よ

う
に

、
稼

働
台

数

の
調

整
及

び
負

荷
の

適
正

配
分

を
行

う
こ

と
。

 

(
2
)
 
不

使
用

な
状

態
が

長
期

に
及

ぶ
変

圧
器

は
、
停

止
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
無

負
荷

損
を

防
止

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
二

次
側

電
圧

が
同

じ
変

圧
器

が
複

数
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
、
そ

の
負

荷
を

他
の

変
圧

器
に

移
行

で
き

る
と

き
は

、
変

圧
器

損
失

を
低

減
さ

せ
る

た
め

、
軽

負
荷

変

圧
器

を
停

止
さ

せ
る

こ
と

。
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 別
表
第
２
 
産
業
部
門
に
お
け
る
目
標
対
策
 

分
類

 
対

策
の

内
容

 
大

分
類

 
中

分
類

 
小

分
類

 

0
1 
一

般
管

理
事

項
 

0
1 
管

理
体

制
の

構
築

 0
2 
外

部
機

関
の

利
用

等
 

(
1
) 
I
SO

1
40

0
1
や
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

2
1
な

ど
の

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

や
、

I
S
O
50

0
0
1
な

ど
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
立

し
、
第

三
者

機

関
に

よ
る

点
検

・
検

査
が

実
施

さ
れ

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
自

社
で

温
暖

化
対

策
の

立
案

が
困

難
な

場
合

は
、
外

部
の

専
門

家
に

よ
る

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

診
断

等
を

行
い

、
対

策
の

立
案

が
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

0
4 
設

備
等

の
管

理
 

0
1 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
) 

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使
用

の
合

理
化

及
び

非
化

石
エ

ネ
ル

ギ
ー

へ
の

転
換

等
に

関

す
る

法
律

第
1
4
9
条

第
１

項
に

よ
り

定
め

ら
れ

た
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

機
器
（

以
下

「
特

定
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

機
器

」
と

い
う

。
）

に
該

当
す

る
も

の
を

新
設

等
す

る

場
合

は
、
当

該
機

器
に

関
す

る
性

能
の

向
上

に
関

す
る

製
造

事
業

者
等

の
判

断
の

基
準

に
規

定
す

る
基

準
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

効
率

以
上

の
効

率
の

も
の

の
採

用
を

考
慮

す
る

こ
と

。
 
 
 

0
5 
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
管

理
 

0
1  
シ

ス
テ

ム
の

導
入

等
 

(
1
)
 
燃

焼
設

備
、
熱

利
用

設
備

、
排

熱
回

収
設

備
、
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
、

電
気

使
用

設
備

、
空

気
調

和
設

備
、
換

気
設

備
、
給

湯
設

備
等

に
つ

い
て

統
合

的

な
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
制

御
を

実
施

す
る

た
め

に
工

場
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

シ
ス

テ
ム

（
以

下
「

Ｆ
Ｅ

Ｍ
Ｓ

」
と

い
う

。
）

の
採

用
を

考
慮

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 A

I
、

I
OT

を
活

用
し

た
生

産
設

備
等

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

の
導

入
を

検
討

す
る

こ
と

。
 

0
2 

ボ
イ

ラ
ー

、
工

業
炉

、
蒸

気
系

統
、

熱
交

換
器

等
 

0
1  
燃

料
の

燃
焼

の
合

理
化

 
0
4  
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
必

要
な

負
荷

に
応

じ
た

設
備

を
選

定
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
バ

ー
ナ

ー
等

の
燃

焼
機

器
は

、
燃

焼
設

備
及

び
燃

料
の

種
類

に
適

合
し

、
か

つ
、

負
荷

及
び

燃
焼

状
態

の
変

動
に

応
じ

て
燃

料
の

供
給

量
及

び
空

気
比

を
調

整
で

き
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
通

風
装

置
は

、
通

風
量

及
び

燃
焼

室
内

の
圧

力
を

調
整

で
き

る
も

の
と

す
る

こ

と
。

 

0
2 

加
熱

及
び

冷
却

並

び
に

伝
熱

の
合

理

化
 

1
1  
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
熱

交
換

に
係

る
部

分
に

は
、

熱
伝

導
率

の
高

い
材

料
を

用
い

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
熱

交
換

器
の

配
列

の
適

正
化

に
よ

り
総

合
的

な
熱

効
率

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

。
 

0
3 

放
射

、
伝

熱
等

に

よ
る

熱
の

損
失

の

防
止

 

0
4  
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
熱

利
用

設
備

は
、
断

熱
材

の
厚

さ
の

増
加

、
熱

伝
導

率
の

低
い

断
熱

材
の

利
用

、

断
熱

の
二

重
化

等
断

熱
性

を
向

上
さ

せ
る

こ
と

。
ま

た
、
耐

火
断

熱
材

を
使

用
す

る
場

合
は

、
十

分
な

耐
火

断
熱

性
能

を
有

す
る

耐
火

断
熱

材
を

使
用

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
熱

利
用

設
備

は
、
熱

利
用

設
備

の
開

口
部

に
つ

い
て

は
、
開

口
部

の
縮

小
又

は

密
閉

、
二

重
扉

の
取

付
け

、
内

部
か

ら
の

空
気

流
等

に
よ

る
遮

断
等

に
よ

り
、
放

散
及

び
空

気
の

流
出

入
に

よ
る

熱
の

損
失

を
防

止
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
熱

利
用

設
備

は
、
熱

媒
体

を
輸

送
す

る
配

管
の

経
路

の
合

理
化

、
熱

源
設

備
の

分
散

化
等

に
よ

り
、

放
熱

面
積

を
低

減
す

る
こ

と
。

 

0
4 
廃

熱
の

回
収

利
用

 0
5 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
廃

熱
を

排
出

す
る

設
備

か
ら

廃
熱

回
収

設
備

に
廃

熱
を

輸
送

す
る

煙
道

、
管

等

を
新

設
す

る
場

合
に

は
、
空

気
の

侵
入

の
防

止
、
断

熱
の

強
化

そ
の

他
の

廃
熱

の

温
度

を
高

く
維

持
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
廃

熱
回

収
設

備
は

、
廃

熱
回

収
率

を
高

め
る

よ
う

に
伝

熱
面

の
性

状
及

び
形

状

の
改

善
、

伝
熱

面
積

の
増

加
等

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
。

 

0
3 
空

気
調

和
設

備
、

換
気

設
備

 
0
1 

加
熱

及
び

冷
却

並

び
に

伝
熱

の
合

理

化
 

1
0  
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
必

要
な

負
荷

に
応

じ
た

設
備

を
選

定
す

る
こ

と
。

 

(
2
) 

可
能

な
限

り
空

気
調

和
を

施
す

区
画

ご
と

に
個

別
制

御
が

で
き

る
も

の
と

す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
ヒ

ー
ト

ポ
ン

プ
等

を
活

用
し

た
効

率
の

高
い

熱
源

設
備

を
採

用
す

る
こ

と
。

 

(
4
)
 
熱

搬
送

設
備

の
風

道
、
配

管
等

の
経

路
の

短
縮

や
断

熱
等

に
配

慮
し

た
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
損

失
の

少
な

い
設

備
と

す
る

こ
と

。
 

(
5
)
 
負

荷
の

変
動

が
予

想
さ

れ
る

空
気

調
和

設
備

の
熱

源
設

備
、

熱
搬

送
設

備
は

、

適
切

な
台

数
分

割
、
台

数
制

御
及

び
回

転
数

制
御

、
部

分
負

荷
運

転
時

に
効

率
の

高
い

機
器

又
は

蓄
熱

シ
ス

テ
ム

等
効

率
の

高
い

運
転

が
可

能
と

な
る

シ
ス

テ
ム

を
採

用
す

る
こ

と
。
ま

た
、
熱

搬
送

設
備

は
変

揚
程

制
御

の
採

用
を

考
慮

す
る

こ

と
。

 

(
6
)
 
空

気
調

和
機

設
備

を
負

荷
変

動
の

大
き

い
状

態
で

使
用

す
る

と
き

は
、
負

荷
に

応
じ

た
運

転
制

御
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
、
回

転
数

制
御

装
置

等
に

よ
る

変
風

量
シ

ス
テ

ム
及

び
変

流
量

シ
ス

テ
ム

を
採

用
す

る
こ

と
。

 

(
7
)
 
夏

期
や

冬
期

の
外

気
導

入
に

伴
う

冷
暖

房
負

荷
を

軽
減

す
る

た
め

に
、
全

熱
交

換
器

の
採

用
を

考
慮

す
る

こ
と

。
ま

た
、
中

間
期

や
冬

期
に

冷
房

が
必

要
な

場
合

は
、
外

気
冷

房
制

御
の

採
用

を
考

慮
す

る
こ

と
。
そ

の
際

、
加

湿
を

行
う

場
合

に

は
、

冷
房

負
荷

を
軽

減
す

る
た

め
、

水
加

湿
方

式
の

採
用

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

(
8
)
 
熱

を
発

生
す

る
生

産
設

備
等

が
設

置
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、
ダ

ク
ト

の
使

用
や

熱
媒

体
を

還
流

さ
せ

る
な

ど
に

よ
り

空
気

調
和

区
画

外
に

直
接

熱
を

排
出

し
、
空

気
調

和
の

負
荷

を
増

大
さ

せ
な

い
よ

う
に

す
る

こ
と

。
 

(
9
)
 
作

業
場

全
域

の
空

気
調

和
を

行
う

こ
と

が
不

要
な

場
合

は
、
作

業
者

の
近

傍
の

み
に

局
所

空
気

調
和

を
行

う
、
あ

る
い

は
放

射
暖

房
な

ど
に

よ
り

空
気

調
和

に
要

す
る

負
荷

を
低

減
す

る
こ

と
。
ま

た
、
空

気
調

和
を

行
う

容
積

等
を

極
小

化
す

る

こ
と

。
 

(
1
0
)
 
建

屋
に

隙
間

が
多

い
場

合
や

開
口

部
が

あ
る

場
合

に
は

、
可

能
な

限
り

閉
鎖

 

 
 

0
7 

電
気

加
熱

設
備

及
び

電
解

設
備

の
保

全
管

理
 

(
1
)
 
電

気
加

熱
設

備
及

び
電

解
設

備
は

、
配

線
の

接
続

部
分

、
開

閉
器

の
接

触
部

分

等
に

お
け

る
抵

抗
損

失
を

低
減

す
る

た
め

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ

と
。

 

0
8 

誘
導

炉
等

の
断

熱
に

係
る

保
全

管
理

 

(
1
)
 
誘

導
炉

、
ア

ー
ク

炉
及

び
抵

抗
炉

は
、
断

熱
性

能
を

良
好

な
状

態
に

維
持

す
る

た
め

、
断

熱
工

事
等

の
熱

の
損

失
の

防
止

の
た

め
に

講
じ

た
措

置
に

つ
い

て
、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

0
9 

そ
の

他
の

電
気

の
使

用
に

係
る

管
理

 

(
1
)
 
そ

の
他

の
電

気
の

使
用

に
係

る
管

理
は

、
電

動
力

応
用

設
備

、
電

気
加

熱
設

備

等
の

電
気

使
用

設
備

ご
と

に
、
そ

の
電

気
の

損
失

を
低

減
す

る
た

め
適

切
に

管
理

を
行

う
こ

と
。

 

0
8 
照

明
設

備
 

0
1 

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

0
1  

照
明

設
備

の
運

用
 

管
理

 

(
1
)
 
照

明
設

備
は

、
日

本
工

業
規

格
Ｚ

9
1
1
0
(
照

度
基

準
)
又

は
Ｚ

9
1
2
5
(
屋

内
作

業

場
の

照
明

基
準

)
及

び
こ

れ
に

準
ず

る
規

格
に

規
定

す
る

と
こ

ろ
に

よ
り

適
正

な

照
度

レ
ベ

ル
と

す
る

こ
と

。
ま

た
、

過
剰

又
は

不
要

な
照

明
を

な
く

す
よ

う
に

、

調
光

に
よ

る
減

光
又

は
消

灯
を

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
 
照

明
の

点
灯

を
施

す
区

画
を

限
定

す
る

ほ
か

、
適

宜
調

光
に

よ
る

減
光

又
は

消

灯
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

過
剰

又
は

不
要

な
点

灯
を

な
く

す
こ

と
。

 

(
3
)
 
既

設
照

明
器

具
は

、
ラ

ン
プ

の
交

換
時

期
に

合
わ

せ
、

L
E
D
ラ

ン
プ

等
の

節
電

型
ラ

ン
プ

に
交

換
す

る
こ

と
。

 

(
4
)
 
昼

光
を

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

場
所

に
お

い
て

は
、
積

極
的

に
利

用
す

る
こ

と
。

 

0
2 

照
明

設
備

の
保

全
 

管
理

 

(
1
)
 
照

明
設

備
は

、
適

正
な

照
度

を
維

持
す

る
た

め
、
照

明
器

具
及

び
光

源
の

清
掃

、

光
源

の
交

換
等

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

0
9 
昇

降
機

 
0
1 

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

0
1 

昇
降

機
の

運
転

管
 

理
 

(
1
)
 
昇

降
機

は
、
稼

働
台

数
制

御
が

で
き

る
場

合
に

は
、
利

用
状

況
に

応
じ

て
、
適

宜
、

稼
働

台
数

制
御

を
行

う
こ

と
。

 

0
2 

昇
降

機
の

保
全

管
 

理
 

(
1
)
 
昇

降
機

は
、
電

動
機

の
負

荷
と

な
る

機
器

、
動

力
伝

達
部

及
び

電
動

機
の

機
械

損
失

を
低

減
す

る
た

め
、

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

 

1
0 
給

湯
設

備
 

0
1 

加
熱

及
び

冷
却

並

び
に

伝
熱

の
合

理

化
 

0
1  

給
湯

設
備

の
効

率
 

管
理

 

(
1
)
 
給

湯
設

備
の

管
理

は
、
季

節
及

び
作

業
の

内
容

に
応

じ
供

給
箇

所
の

限
定

や
供

給
期

間
、
給

湯
温

度
、
給

湯
圧

力
そ

の
他

給
湯

の
効

率
の

改
善

に
必

要
な

事
項

に

つ
い

て
適

切
な

値
で

運
転

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
給

湯
設

備
の

熱
源

設
備

の
管

理
は

、
負

荷
の

変
動

に
応

じ
、
熱

源
機

と
ポ

ン
プ

等
の

補
機

を
含

め
た

総
合

的
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
効

率
を

向
上

さ
せ

る
よ

う
に

管
理

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
給

湯
設

備
の

熱
源

設
備

が
複

数
の

熱
源

機
で

構
成

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
負

荷

の
状

態
に

応
じ

、
稼

働
台

数
の

調
整

に
よ

り
熱

源
設

備
の

総
合

的
な

エ
ネ

ル
ギ

ー

効
率

を
向

上
さ

せ
る

よ
う

に
管

理
す

る
こ

と
。

 

0
2 

給
湯

設
備

の
保

全
 

管
理

 

(
1
)
 
給

湯
設

備
は

、
伝

熱
性

能
の

低
下

を
防

止
し

、
良

好
な

状
態

を
維

持
す

る
た

め
、

熱
交

換
器

に
付

着
し

た
ス

ケ
ー

ル
の

除
去

等
、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
 
給

湯
設

備
の

自
動

制
御

装
置

は
、
良

好
な

状
態

に
維

持
す

る
た

め
、
定

期
的

に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

 

1
1 
事

務
用

機
器

 
0
1 

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

0
1  
事

務
用

機
器

の

管
理

 

(
1
)
 
事

務
用

機
器

は
、
不

要
時

に
お

い
て

適
宜

電
源

を
切

る
と

と
も

に
低

電
力

モ
ー

ド
の

設
定

を
行

う
こ

と
。

 

0
2 
事

務
用

機
器

の

保
全

管
理

 
(
1
)
 
事

務
用

機
器

は
、

必
要

に
応

じ
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

1
2 
建

物
等

 
0
1 
そ

の
他

の
措

置
 

0
1 

断
熱

性
、
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

源
の

利
用

等
 

(
1
)
 
ブ

ラ
イ

ン
ド

、
カ

ー
テ

ン
等

を
適

切
に

使
用

し
、
日

射
を

遮
蔽

で
き

る
場

所
で

は
積

極
的

に
利

用
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
燃

料
電

池
、

太
陽

光
発

電
、

太
陽

熱
発

電
、

風
力

発
電

等
の

設
備

に
つ

い
て

、

良
好

な
状

態
に

維
持

す
る

た
め

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
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 別
表
第
３
 
業
務
部
門
に
お
け
る
基
本
対
策
 

分
類

 
対

策
の

内
容

 
大

分
類

 
中

分
類

 
小

分
類

 

2
1 
一

般
管

理
事

項
 

0
1 
管

理
体

制
の

構
築

 0
1 
推

進
体

制
の

整
備

 (
1
)
 
指

針
に

基
づ

き
、

推
進

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
。

 

(
2
) 

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
削

減
対

策
を

推
進

す
る

た
め

の
対

策
責

任
者

の
設

置

を
行

う
と

と
も

に
役

割
分

担
及

び
責

任
の

所
在

を
明

確
に

す
る

こ
と

。
ま

た
、
経

営
者

に
よ

る
基

本
方

針
及

び
対

策
目

標
の

明
示

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
(2

)
の

基
本

方
針

及
び

対
策

目
標

に
基

づ
き

、
各

担
当

部
署

で
の

具
体

的
な

削

減
対

策
を

立
案

し
、
そ

れ
ら

を
検

討
で

き
る

組
織

横
断

的
な

委
員

会
等

を
設

置
す

る
こ

と
。

 

(
4
)
 
削

減
対

策
の

実
施

に
必

要
な

人
材

及
び

予
算

の
確

保
及

び
管

理
を

行
う

こ
と

。
 

(
5
)
 
削

減
対

策
の

適
切

な
進

行
管

理
（

P
D
C
A
サ

イ
ク

ル
）
を

行
う

た
め

の
推

進
体

制

を
整

備
す

る
こ

と
。

 

(
6
) 

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
の

量
の

削
減

等
の

重
要

性
や

取
組

に
必

要
な

情
報

な

ど
に

つ
い

て
周

知
徹

底
さ

せ
る

た
め

、
研

修
等

の
教

育
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

。
 

0
2 
維

持
管

理
全

般
 

0
1 
主

要
設

備
等

の
保

全
管

理
 

(
1
)
 
設

備
等

の
現

状
に

係
る

空
調

系
統

図
、
空

調
制

御
図

、
熱

搬
送

系
統

図
、
圧

縮

空
気

配
管

図
、
単

線
結

線
図

等
を

整
備

す
る

こ
と

。
ま

た
、
主

要
設

備
に

係
る

機

器
管

理
台

帳
（

設
備
・
機

器
名

称
、
定

格
容

量
、
台

数
、
製

造
年

、
型

番
等

）
等

を
整

備
し

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
の

使
用

設
備

の
概

要
を

示
す

こ
と

。
 

(
2
) 

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
の

量
の

削
減

を
目

的
と

し
た

主
要

設
備

等
に

係
る

運

転
管

理
、
計

測
・
記

録
、
保

守
・
点

検
に

つ
い

て
の

自
主

マ
ニ

ュ
ア

ル
（

以
下
「

管

理
標

準
」

と
い

う
。
）

を
作

成
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
主

要
設

備
等

の
管

理
標

準
を

定
期

的
に

見
直

し
、

改
善

を
図

る
こ

と
。

 

(
4
) 

技
術

的
か

つ
経

済
的

に
可

能
な

範
囲

で
事

業
所

全
体

だ
け

で
な

く
設

備
単

位

(
個

別
設

備
ご

と
に

分
離

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

設
備

群
単

位

と
す

る
。

)
に

よ
る

き
め

細
か

い
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

等
を

徹
底

す
る

こ
と

。
 

(
5
)
 
各

種
設

備
・
機

器
の

性
能

及
び

効
率

の
低

下
を

防
止

す
る

た
め

、
必

要
な

保
守

及
び

点
検

を
定

期
的

（
日

常
、

月
次

、
年

次
）

に
行

う
こ

と
。

 

(
6
)
 
各

種
設

備
・
機

器
の

維
持

管
理

等
に

関
す

る
点

検
、
検

査
措

置
の

記
録

を
作

成

し
、

一
定

期
間

保
存

す
る

こ
と

。
 

0
2 

エ
ネ

ル
ギ

ー
使

用

量
等

の
把

握
、

計

測
、

記
録

等
の

管

理
 

(
1
)
 
エ

ネ
ル

ギ
ー

使
用

量
、
燃

料
使

用
量

等
、
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

の
量

と
密

接

に
関

係
を

も
つ

数
量

の
使

用
量

及
び

そ
の

負
荷

変
動

を
管

理
し

、
過

去
の

実
績

と

の
比

較
及

び
分

析
を

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
 
エ

ネ
ル

ギ
ー

使
用

量
又

は
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

の
量

の
管

理
指

標
と

し
て

、

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
原

単
位

又
は

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
量

原
単

位
を

算
出

し
、
管

理
す

る
こ

と
。

 

0
3 
電

力
管

理
 

0
1 
低

炭
素

電
力

の
利

用
 

(
1
)
 
使

用
す

る
電

気
に

つ
い

て
は

、
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

源
に

よ
り

発
電

し
た

電

力
や

二
酸

化
炭

素
排

出
係

数
の

よ
り

小
さ

い
電

力
を

積
極

的
に

利
用

す
る

こ
と

。
 

2
2 
空

気
調

和
設

備
、

換
気

設
備

 
0
1 
空

気
調

和
設

備
の

運
転

管
理

 

0
1 
空

気
調

和
の

管
理

 (
1
)
 
空

気
調

和
の

管
理

は
、
空

気
調

和
を

施
す

区
画

を
限

定
し

、
ブ

ラ
イ

ン
ド

の
管

理
等

に
よ

る
負

荷
の

軽
減

及
び

区
画

の
使

用
状

況
等

に
応

じ
た

設
備

の
運

転
時

間
、
室

内
温

度
、
換

気
回

数
、
湿

度
、
外

気
の

有
効

利
用

等
を

適
切

に
設

定
し

て

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
 
冷

暖
房

温
度

に
つ

い
て

は
、
政

府
の

推
奨

す
る

設
定

温
度

を
勘

案
し

設
定

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
温

度
、
湿

度
そ

の
他

の
空

気
の

状
態

等
の

個
別

の
室

内
条

件
を

き
め

細
か

く
把

握
し

、
各

室
ご

と
に

運
転

時
間

の
見

直
し

を
行

い
、
使

用
頻

度
の

低
い

部
屋

の
空

調
停

止
、
空

気
調

和
を

施
す

区
画

の
細

分
化
（

部
分

運
転

）
等

に
よ

り
空

調
負

荷

の
軽

減
を

図
る

こ
と

。
 

(
4
)
 
室

内
の

冷
暖

房
時

に
お

け
る

温
度

分
布

等
の

空
気

分
布

を
把

握
し

、
そ

の
状

況

に
応

じ
た

運
転

を
す

る
と

と
も

に
、
夏

季
又

は
冬

季
に

お
け

る
外

気
導

入
量

の
制

御
、
中

間
期
（

春
季
・
秋

季
）
に

お
け

る
全

熱
交

換
器

の
運

転
停

止
、
建

物
の

予

熱
又

は
予

冷
時

の
外

気
導

入
停

止
等

の
対

策
に

よ
り

空
調

負
荷

の
軽

減
を

図
る

こ
と

。
 

0
2 
空

気
調

和
設

備
の

効
率

管
理

 

(
1
)
 
空

気
調

和
設

備
の

熱
源

設
備

に
お

い
て

燃
焼

を
行

う
設

備
（

吸
収

式
冷

凍
機

、

冷
温

水
発

生
器

等
）

の
管

理
は

、
適

切
な

空
気

比
を

設
定

し
て

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
 
空

気
調

和
設

備
を

構
成

す
る

熱
源

設
備

、
熱

搬
送

設
備

、
空

気
調

和
機

設
備

の

管
理

は
、
外

気
条

件
の

季
節

変
動

等
に

応
じ

、
冷

却
水

温
度

や
冷

温
水

温
度

、
圧

力
等

の
設

定
に

よ
り

、
空

気
調

和
設

備
の

総
合

的
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
効

率
を

向
上

さ

せ
る

よ
う

に
管

理
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
空

気
調

和
設

備
の

熱
源

設
備

が
複

数
の

同
機

種
の

熱
源

機
で

構
成

さ
れ

、
又

は

使
用

す
る

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

種
類

の
異

な
る

複
数

の
熱

源
機

で
構

成
さ

れ
て

い
る

場
合

は
、
外

気
条

件
の

季
節

変
動

や
負

荷
変

動
等

に
応

じ
、
稼

働
台

数
の

調
整

又

は
稼

働
機

器
の

選
択

に
よ

り
、
熱

源
設

備
の

総
合

的
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
効

率
を

向
上

さ
せ

る
よ

う
に

管
理

す
る

こ
と

。
 

(
4
)
 
熱

搬
送

設
備

が
複

数
の

ポ
ン

プ
で

構
成

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
季

節
変

動
等

に

応
じ

、
稼

働
台

数
の

調
整

又
は

稼
働

機
器

の
選

択
に

よ
り

、
熱

搬
送

設
備

の
総

合

的
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
効

率
を

向
上

さ
せ

る
よ

う
に

管
理

す
る

こ
と

。
 

 

 
 

し
空

気
調

和
に

要
す

る
負

荷
を

低
減

す
る

こ
と

。
 

(
1
1
)
 
エ

ア
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

ー
の

室
外

機
の

設
置

場
所

や
設

置
方

法
は

、
日

射
や

通
風

状
況

、
集

積
す

る
場

合
の

通
風

状
態

等
を

考
慮

し
決

定
す

る
こ

と
。

 

(
1
2
)
 
空

気
調

和
を

施
す

区
画

ご
と

の
温

度
、

湿
度

そ
の

他
の

空
気

の
状

態
の

把
握

及
び

空
気

調
和

の
効

率
の

改
善

に
必

要
な

事
項

の
計

測
に

必
要

な
計

量
器

、
セ

ン

サ
ー

等
を

設
置

す
る

と
と

も
に

、
Ｆ

Ｅ
Ｍ

Ｓ
等

の
採

用
に

よ
り

、
適

切
な

空
気

調

和
の

制
御

、
運

転
分

析
が

で
き

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

0
4 

発
電

専
用

設

備
、

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

 

0
1 
熱

の
動

力
等

へ
の

変
換

の
合

理
化

 
0
5 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
発

電
専

用
設

備
は

、
電

力
の

需
要

実
績

と
将

来
の

動
向

に
つ

い
て

十
分

検
討

を

行
い

、
適

正
規

模
の

設
備

容
量

の
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
発

電
専

用
設

備
は

、
国

内
の

火
力

発
電

専
用

設
備

の
平

均
的

な
受

電
端

発
電

効

率
と

比
較

し
、

年
間

で
著

し
く

こ
れ

を
下

回
ら

な
い

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
は

、
熱

及
び

電
力

の
需

要
実

績
と

将
来

の
動

向

に
つ

い
て

十
分

な
検

討
を

行
い

、
年

間
を

総
合

し
て

廃
熱

及
び

電
力

の
十

分
な

利

用
が

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
、
適

正
規

模
の

設
備

容
量

の
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
の

設
置

を
行

う
こ

と
。

 

0
5 
受

変
電

設
備

、

配
電

設
備

 
0
1 
抵

抗
等

に
よ

る
電

気
の

損
失

の
防

止
 0
7 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
受

変
電

設
備

及
び

配
電

設
備

は
、
電

力
の

需
要

実
績

と
将

来
の

動
向

に
つ

い
て

十
分

な
検

討
を

行
い

、
受

変
電

設
備

の
配

置
、
配

電
圧

、
設

備
容

量
を

決
定

す
る

こ
と

。
 

0
6 

ポ
ン

プ
、

フ
ァ

ン
、
ブ

ロ
ワ

ー
、

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー
等

 

0
1 

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

0
6 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
ポ

ン
プ

、
フ

ァ
ン

に
つ

い
て

は
負

荷
に

応
じ

た
運

転
制

御
を

行
う

こ
と

が
で

き

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
回

転
数

制
御

装
置

等
に

よ
る

変
風

量
シ

ス
テ

ム
及

び
変

流

量
シ

ス
テ

ム
を

採
用

す
る

こ
と

。
 

0
7 

電
動

力
応

用
設

備
、

電
気

加
熱

設
備

等
 

0
1  

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

1
0 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
必

要
な

負
荷

に
応

じ
た

設
備

を
選

定
す

る
こ

と
。

 

(
2
) 

電
動

力
応

用
設

備
で

あ
っ

て
常

時
負

荷
変

動
の

大
き

い
状

態
で

使
用

す
る

こ

と
が

想
定

さ
れ

る
よ

う
な

設
備

は
、
負

荷
変

動
に

対
し

て
稼

働
状

態
を

調
整

し
や

す
い

設
備

構
成

と
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
特

定
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

機
器

に
該

当
し

な
い

交
流

電
動

機
（

籠
型

三
相

誘
導

電

動
機

に
限

る
。
）

又
は

当
該

機
器

が
組

み
込

ま
れ

た
動

力
設

備
を

新
設

す
る

場
合

に
は

、
日

本
工

業
規

格
C
4
2
1
2(

高
効

率
低

圧
三

相
か

ご
型

誘
導

電
動

機
)
に

規
定

す
る

効
率

値
以

上
の

効
率

の
も

の
の

採
用

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

0
8 
照

明
設

備
 

0
1 

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

0
3 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
必

要
な

照
度

に
応

じ
た

設
備

を
選

定
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
調

光
可

能
な

L
E
D
ラ

ン
プ

等
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
型

設
備

の
導

入
を

行
う

こ
と

。
 

(
3
)
 
高

輝
度

放
電

ラ
ン

プ
（

H
I
D
ラ

ン
プ

）、
L
E
D
ラ

ン
プ

等
効

率
の

高
い

ラ
ン

プ
を

使
用

し
た

照
明

器
具

等
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
型

設
備

の
導

入
を

行
う

こ
と

。
 

(
4
)
 
清

掃
、

光
源

の
交

換
等

の
保

守
が

容
易

な
照

明
器

具
を

選
択

す
る

と
と

も
に

、

そ
の

設
置

場
所

、
設

置
方

法
等

に
つ

い
て

も
保

守
性

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

(
5
)
 
照

明
器

具
の

選
択

に
は

、
光

源
の

発
光

効
率

だ
け

で
な

く
、
点

灯
回

路
や

照
明

器
具

の
効

率
及

び
被

照
明

場
所

へ
の

照
射

効
率

も
含

め
た

総
合

的
な

照
明

効
率

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

(
6
)
 
窓

側
等

の
昼

光
を

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

場
所

の
照

明
設

備
の

回
路

は
、
他

の
照

明
設

備
と

別
回

路
に

す
る

こ
と

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

(
7
) 

照
明

の
点

灯
区

画
の

限
定

、
照

明
器

具
の

適
切

な
間

隔
配

置
を

考
慮

す
る

こ

と
。

 

(
8
)
 
不

必
要

な
場

所
及

び
時

間
帯

の
消

灯
又

は
減

光
の

た
め

、
人

体
感

知
装

置
の

設

置
、
計

時
装

置
（

タ
イ

マ
ー

）
の

利
用

又
は

保
安

設
備

と
の

連
動

等
の

実
施

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

1
0 
給

湯
設

備
 

0
1 

加
熱

及
び

冷
却

並

び
に

伝
熱

の
合

理

化
 

0
3 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
) 

給
湯

設
備

は
、

給
湯

負
荷

の
変

化
に

応
じ

た
運

用
が

可
能

な
も

の
と

す
る

こ

と
。

 

(
2
)
 
給

湯
設

備
は

、
使

用
量

の
少

な
い

給
湯

箇
所

は
局

所
式

に
す

る
等

の
措

置
を

講

じ
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
給

湯
設

備
は

、
ヒ

ー
ト

ポ
ン

プ
シ

ス
テ

ム
、
潜

熱
回

収
方

式
の

熱
源

設
備

の
採

用
を

考
慮

す
る

こ
と

。
 

1
2 
建

物
等

 
0
1 
そ

の
他

の
措

置
 

0
2 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
二

重
窓

、
複

層
ガ

ラ
ス

、
遮

光
フ

ィ
ル

ム
等

を
採

用
し

、
断

熱
強

化
を

図
る

こ

と
。

 

(
2
)
 
燃

料
電

池
、
太

陽
光

発
電

、
太

陽
熱

発
電

、
風

力
発

電
等

の
積

極
的

な
導

入
を

行
う

こ
と

。
 

(
3
)
 
電

気
自

動
車

充
給

電
設

備
、

蓄
電

池
の

積
極

的
な

導
入

を
行

う
こ

と
。

 

1
3 

H
F
C
、
P
FC

、
S
F
6

を
排

出
す

る
設

備
 

0
1  
生

産
、

使
用

時
等

の
措

置
 

0
1 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
生

産
、
製

造
、
使

用
時

に
お

け
る

漏
え

い
量

の
削

減
の

た
め

、
漏

洩
防

止
設

備

等
の

導
入

を
行

う
こ

と
。

 

(
2
)
 
生

産
、
製

造
、
使

用
時

に
お

け
る

副
生

品
の

回
収

の
た

め
、
ガ

ス
回

収
装

置
等

の
導

入
を

行
う

こ
と

。
 

0
2 
使

用
量

の
削

減
措

置
 

(
1
)
 
代

替
物

質
の

利
用

、
使

用
原

単
位

の
低

減
を

図
り

、
使

用
量

の
削

減
を

図
る

こ

と
。
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 2
6 
照

明
設

備
 

0
1 

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

0
1  
照

明
設

備
の

運
用

 

管
理

 

(
1
)
 
照

明
設

備
は

、
日

本
工

業
規

格
Ｚ

9
1
1
0
(
照

度
基

準
)
又

は
Ｚ

9
1
2
5
(
屋

内
作

業

場
の

照
明

基
準

)
及

び
こ

れ
に

準
ず

る
規

格
に

規
定

す
る

と
こ

ろ
に

よ
り

適
正

な

照
度

レ
ベ

ル
と

す
る

こ
と

。
ま

た
、

過
剰

又
は

不
要

な
照

明
を

な
く

す
よ

う
に

、

調
光

に
よ

る
減

光
又

は
消

灯
を

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
 
照

明
の

点
灯

を
施

す
区

画
を

限
定

す
る

ほ
か

、
適

宜
調

光
に

よ
る

減
光

又
は

消

灯
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

過
剰

又
は

不
要

な
点

灯
を

な
く

す
こ

と
。

 

(
3
)
 
既

設
照

明
器

具
は

、
ラ

ン
プ

の
交

換
時

期
に

合
わ

せ
、

L
E
D
ラ

ン
プ

等
の

節
電

型
ラ

ン
プ

に
交

換
す

る
こ

と
。

 

(
4
)
 
昼

光
を

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

場
所

に
お

い
て

は
、
積

極
的

に
利

用
す

る
こ

と
。

 

0
2 
照

明
設

備
の

保
全

 

管
理

 

(
1
)
 
照

明
設

備
は

、
適

正
な

照
度

を
維

持
す

る
た

め
、
照

明
器

具
及

び
光

源
の

清
掃

、

光
源

の
交

換
等

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

2
7 
昇

降
機

 
0
1 

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

0
1 
昇

降
機

の
運

転
管

 

理
 

(
1
)
 
昇

降
機

は
、
稼

働
台

数
制

御
が

で
き

る
場

合
に

は
、
利

用
状

況
に

応
じ

て
、
適

宜
、

稼
働

台
数

制
御

を
行

う
こ

と
。

 

0
2 
昇

降
機

の
保

全
管

 

理
 

(
1
)
 
昇

降
機

は
、
電

動
機

の
負

荷
と

な
る

機
器

、
動

力
伝

達
部

及
び

電
動

機
の

機
械

損
失

を
低

減
す

る
た

め
、

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

 

2
8 
給

湯
設

備
、

業

務
用

機
器

等
 

0
1 

加
熱

及
び

冷
却

並

び
に

伝
熱

の
合

理

化
 

0
1 
給

湯
設

備
の

効
率

管
理

 

(
1
)
 
給

湯
設

備
の

管
理

は
、
季

節
及

び
作

業
の

内
容

に
応

じ
供

給
箇

所
の

限
定

や
供

給
期

間
、
給

湯
温

度
、
給

湯
圧

力
そ

の
他

給
湯

の
効

率
の

改
善

に
必

要
な

事
項

に

つ
い

て
適

切
な

値
で

運
転

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
給

湯
設

備
の

熱
源

設
備

の
管

理
は

、
負

荷
の

変
動

に
応

じ
、
熱

源
機

と
ポ

ン
プ

等
の

補
機

を
含

め
た

総
合

的
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
効

率
を

向
上

さ
せ

る
よ

う
に

管
理

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
給

湯
設

備
の

熱
源

設
備

が
複

数
の

熱
源

機
で

構
成

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
負

荷

の
状

態
に

応
じ

、
稼

働
台

数
の

調
整

に
よ

り
熱

源
設

備
の

総
合

的
な

エ
ネ

ル
ギ

ー

効
率

を
向

上
さ

せ
る

よ
う

に
管

理
す

る
こ

と
。

 

0
2 
給

湯
設

備
の

保
全

 

管
理

 

(
1
)
 
給

湯
設

備
は

、
伝

熱
性

能
の

低
下

を
防

止
し

、
良

好
な

状
態

を
維

持
す

る
た

め
、

熱
交

換
器

に
付

着
し

た
ス

ケ
ー

ル
の

除
去

等
、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
 
給

湯
設

備
の

自
動

制
御

装
置

は
、
良

好
な

状
態

に
維

持
す

る
た

め
、
定

期
的

に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

 

0
2 

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

0
1  
業

務
用

機
器

の
効

率
管

理
 

(
1
)
 
厨

房
機

器
、
業

務
用

冷
蔵

庫
、
業

務
用

冷
凍

庫
、
シ

ョ
ー

ケ
ー

ス
、
医

療
機

器
、

放
送

機
器

、
通

信
機

器
、
電

子
計

算
機

、
実

験
装

置
、
遊

戯
用

機
器

等
の

業
務

用

機
器

の
管

理
は

、
季

節
や

曜
日

、
時

間
帯

、
負

荷
量

、
不

要
時

等
に

応
じ

た
適

切

な
管

理
を

行
う

こ
と

。
 

0
2 
業

務
用

機
器

の
保

全
管

理
 

(
1
)
 
業

務
用

機
器

を
良

好
な

状
態

に
維

持
す

る
た

め
、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

2
9 
事

務
用

機
器

 
0
1 

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

0
1  
事

務
用

機
器

の
管

理
 

(
1
)
 
事

務
用

機
器

は
、
不

要
時

に
お

い
て

適
宜

電
源

を
切

る
と

と
も

に
低

電
力

モ
ー

ド
の

設
定

を
行

う
こ

と
。

 

0
2 
事

務
用

機
器

の
保

全
管

理
 

(
1
)
 
事

務
用

機
器

は
、

必
要

に
応

じ
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

3
0 
建

物
等

 
0
1 
そ

の
他

の
措

置
 

0
1 

断
熱

性
、

再
生

可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

源

の
利

用
等

 

(
1
)
 
ブ

ラ
イ

ン
ド

、
カ

ー
テ

ン
等

を
適

切
に

使
用

し
、
日

射
を

遮
蔽

で
き

る
場

所
で

は
積

極
的

に
利

用
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
燃

料
電

池
、

太
陽

光
発

電
、

太
陽

熱
発

電
、

風
力

発
電

等
の

設
備

に
つ

い
て

、

良
好

な
状

態
に

維
持

す
る

た
め

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

   

 

 
  

 

 
 

 
 

(
5
) 

空
気

調
和

機
設

備
が

同
一

区
画

に
お

い
て

複
数

の
同

機
種

の
空

気
調

和
機

で

構
成

さ
れ

、
又

は
種

類
の

異
な

る
複

数
の

空
気

調
和

機
で

構
成

さ
れ

て
い

る
場

合

は
、
混

合
損

失
の

防
止

や
負

荷
の

状
態

に
応

じ
、
稼

働
台

数
の

調
整

又
は

稼
働

機

器
の

選
択

に
よ

り
空

気
調

和
機

設
備

の
総

合
的

な
エ

ネ
ル

ギ
ー

効
率

を
向

上
さ

せ
る

よ
う

に
管

理
す

る
こ

と
。

 

0
3 
空

気
調

和
設

備
の

保
全

管
理

 

(
1
)
 
空

気
調

和
設

備
を

構
成

す
る

熱
源

設
備

、
熱

搬
送

設
備

、
空

気
調

和
機

設
備

は
、

保
温

材
の

維
持

、
フ

ィ
ル

タ
ー

の
目

詰
ま

り
、
熱

交
換

器
及

び
凝

縮
器

に
付

着
し

た
ス

ケ
ー

ル
並

び
に

コ
イ

ル
フ

ィ
ン

に
付

着
し

た
ご

み
の

除
去

等
、
個

別
機

器
の

効
率

及
び

空
気

調
和

設
備

全
体

の
総

合
的

な
効

率
の

改
善

に
必

要
な

事
項

の
保

守
及

び
点

検
を

行
い

、
良

好
な

状
態

に
維

持
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
空

気
調

和
設

備
の

自
動

制
御

装
置

は
、
良

好
な

状
態

に
維

持
す

る
た

め
、
定

期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

 

0
2 
換

気
設

備
の

運
転

管
理

 

0
1 
換

気
設

備
の

効
率

管
理

 

(
1
)
 
換

気
設

備
の

管
理

は
、
換

気
の

目
的

、
場

所
に

合
わ

せ
、
換

気
を

施
す

区
画

を

限
定

し
、

換
気

量
、

運
転

時
間

、
温

度
等

に
つ

い
て

適
切

な
設

定
を

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
 
機

械
室

、
電

気
室

等
に

お
い

て
、
一

定
温

度
以

下
で

あ
れ

ば
換

気
を

し
な

く
て

も
良

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
季

節
に

応
じ

て
適

切
に

換
気

を
停

止
す

る
こ

と
。

 

0
2 
換

気
設

備
の

保
全

管
理

 

(
1
)
 
換

気
設

備
を

構
成

す
る

フ
ァ

ン
、
ダ

ク
ト

等
は

、
フ

ィ
ル

タ
ー

の
目

詰
ま

り
除

去
等

個
別

機
器

の
効

率
及

び
換

気
設

備
全

体
の

総
合

的
な

効
率

の
改

善
の

た
め

、

定
期

的
に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

 

2
3 

発
電

専
用

設

備
、

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

 

0
1 
熱

の
動

力
等

へ
の

変
換

の
合

理
化

 

0
1 
発

電
専

用
設

備
の

効
率

管
理

 

(
1
)
 
発

電
専

用
設

備
に

あ
っ

て
は

、
高

効
率

の
運

転
を

維
持

で
き

る
よ

う
管

理
を

行

う
こ

と
。
ま

た
、
複

数
の

発
電

専
用

設
備

の
並

列
運

転
に

際
し

て
は

、
個

々
の

機

器
の

特
性

を
考

慮
の

上
、
負

荷
の

増
減

に
応

じ
て

適
切

な
配

分
が

な
さ

れ
る

よ
う

に
管

理
し

、
総

合
的

な
効

率
の

向
上

を
図

る
こ

と
。

 

0
2 
発

電
専

用
設

備
の

保
全

管
理

 

(
1
)
 
発

電
専

用
設

備
は

、
総

合
的

な
効

率
の

高
い

状
態

に
維

持
す

る
た

め
、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

0
3 

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー

シ
ョ

ン
設

備
の

効

率
管

理
 

(
1
)
 
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
に

使
用

さ
れ

る
ボ

イ
ラ

ー
、

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

、

蒸
気

タ
ー

ビ
ン

、
ガ

ス
エ

ン
ジ

ン
、
デ

ィ
ー

ゼ
ル

エ
ン

ジ
ン

等
の

運
転

の
管

理
は

、

発
生

す
る

熱
及

び
電

気
が

十
分

に
利

用
さ

れ
る

よ
う

、
負

荷
の

増
減

に
応

じ
た

総

合
的

な
効

率
を

高
め

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
ま

た
、
複

数
の

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

の
並

列
運

転
に

際
し

て
は

、
個

々
の

機
器

の
特

性
を

考
慮

の
上

、
負

荷

の
増

減
に

応
じ

て
適

切
な

配
分

が
な

さ
れ

る
よ

う
に

管
理

を
行

い
、
総

合
的

な
効

率
の

向
上

を
図

る
こ

と
。

 

(
2
) 

抽
気

タ
ー

ビ
ン

又
は

背
圧

タ
ー

ビ
ン

を
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
に

使

用
す

る
と

き
は

、
抽

気
タ

ー
ビ

ン
の

抽
気

圧
力

又
は

背
圧

タ
ー

ビ
ン

の
背

圧
の

許

容
さ

れ
る

最
低

値
に

つ
い

て
、

適
切

な
設

定
を

行
い

管
理

を
行

う
こ

と
。

 

0
4 

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー

シ
ョ

ン
設

備
の

保

全
管

理
 

(
1
)
 
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
は

、
総

合
的

な
効

率
を

高
い

状
態

に
維

持
す

る

た
め

、
定

期
的

に
保

守
及

び
点

検
を

行
う

こ
と

。
 

2
4 
受

変
電

設
備

 
0
1 
抵

抗
等

に
よ

る
電

気
の

損
失

の
防

止
 0
1 
変

圧
器

等
の

適
正

管
理

 

(
1
)
 
変

圧
器

及
び

無
停

電
電

源
装

置
は

、
部

分
負

荷
に

お
け

る
効

率
を

考
慮

し
て

、

変
圧

器
及

び
無

停
電

電
源

装
置

の
全

体
の

効
率

が
高

く
な

る
よ

う
に

、
稼

働
台

数

の
調

整
及

び
負

荷
の

適
正

配
分

を
行

う
こ

と
。

 

(
2
)
 
不

使
用

な
状

態
が

長
期

に
及

ぶ
変

圧
器

は
、
停

止
さ

せ
る

こ
と

に
よ

り
無

負
荷

損
を

防
止

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
二

次
側

電
圧

が
同

じ
変

圧
器

が
複

数
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
、
そ

の
負

荷
を

他
の

変
圧

器
に

移
行

で
き

る
と

き
は

、
変

圧
器

損
失

を
低

減
さ

せ
る

た
め

、
軽

負
荷

変

圧
器

を
停

止
さ

せ
る

こ
と

。
 

0
2 
受

電
端

力
率

の
管

理
 

(
1
)
 
受

電
端

に
お

け
る

力
率

は
、
9
5
パ

ー
セ

ン
ト

以
上

を
維

持
し

、
1
0
0
パ

ー
セ

ン

ト
と

す
る

こ
と

を
目

標
と

し
て

、
進

相
コ

ン
デ

ン
サ

を
運

用
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
進

相
コ

ン
デ

ン
サ

は
、
こ

れ
を

設
置

す
る

設
備

の
稼

働
又

は
停

止
に

合
わ

せ
て

稼
働

又
は

停
止

さ
せ

る
よ

う
に

適
正

な
運

転
を

行
う

こ
と

。
 

0
3 

受
変

電
設

備
及

び

配
電

設
備

の
保

全

管
理

 

(
1
)
 
受

変
電

設
備

及
び

配
電

設
備

は
、
良

好
な

状
態

に
維

持
す

る
た

め
、
定

期
的

に

保
守

及
び

点
検

を
行

う
こ

と
。

 

2
5 
ボ

イ
ラ

ー
 

0
1 

加
熱

及
び

冷
却

並

び
に

伝
熱

の
合

理

化
 

0
1 

ボ
イ

ラ
ー

の
負

荷

管
理

及
び

効
率

管

理
 

(
1
)
 
ボ

イ
ラ

ー
設

備
は

、
ボ

イ
ラ

ー
の

容
量

及
び

使
用

す
る

燃
料

の
種

類
に

応
じ

て

適
切

な
空

気
比

を
設

定
し

て
行

う
こ

と
。

 

(
2
)
 
ボ

イ
ラ

ー
設

備
は

、
蒸

気
等

の
圧

力
、
温

度
及

び
運

転
時

間
を

考
慮

し
適

切
な

運
転

を
行

い
、

過
剰

な
蒸

気
等

の
供

給
及

び
燃

料
の

供
給

を
な

く
す

こ
と

。
 

(
3
)
 
ボ

イ
ラ

ー
へ

の
給

水
は

、
伝

熱
管

へ
の

ス
ケ

ー
ル

の
付

着
及

び
ス

ラ
ッ

ジ
等

の

沈
殿

を
防

止
し

、
ボ

イ
ラ

ー
効

率
を

維
持

す
る

た
め

、
日

本
工

業
規

格
Ｂ

8
2
2
3（

ボ

イ
ラ

ー
の

給
水

及
び

ボ
イ

ラ
ー

水
の

水
質

）
に

規
定

す
る

と
こ

ろ
（

こ
れ

に
準

ず

る
規

格
を

含
む

。）
に

よ
り

水
質

管
理

を
行

う
こ

と
。

 

(
4
)
 
負

荷
側

の
要

求
に

応
じ

た
き

め
細

か
な

運
転

並
び

に
冷

暖
房

起
動

時
間
（

ウ
ォ

ー
ミ

ン
グ

ア
ッ

プ
運

転
）

及
び

停
止

時
間

の
適

切
な

設
定

を
行

う
こ

と
。

 

(
5
)
 
複

数
の

ボ
イ

ラ
ー

設
備

を
使

用
す

る
場

合
は

、
総

合
的

な
エ

ネ
ル

ギ
ー

効
率

を

向
上

さ
せ

る
よ

う
に

台
数

管
理

を
行

う
こ

と
。
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に
つ

い
て

十
分

な
検

討
を

行
い

、
年

間
を

総
合

し
て

排
熱

及
び

電
力

の
十

分
な

利

用
が

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
、
適

正
規

模
の

設
備

容
量

の
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
の

設
置

を
行

う
こ

と
。

 

2
4 
受

変
電

設
備

 
0
1 
抵

抗
等

に
よ

る
電

気
の

損
失

の
防

止
 0
4 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
受

変
電

設
備

を
新

設
す

る
場

合
に

は
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
損

失
の
少

な
い

機
器

を
採

用
す

る
と

と
も

に
、

電
力

の
需

要
実

績
と

将
来

の
動

向
に

つ
い

て
十

分
な

検
討

を

行
い

、
受

変
電

設
備

の
配

置
、

配
電

圧
、

設
備

容
量

を
決

定
す

る
こ

と
。

 

2
5 
ボ

イ
ラ

ー
 

0
1 

加
熱

及
び

冷
却

並

び
に

伝
熱

の
合

理

化
 

0
2  
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
ボ

イ
ラ

ー
設

備
を

新
設

す
る

場
合

に
は

、
必

要
な

負
荷

に
応
じ

た
設

備
を

選
定

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
ボ

イ
ラ

ー
設

備
か

ら
の

廃
ガ

ス
温

度
の

有
効

利
用

に
つ

い
て
検

討
を

行
い

、
利

用
で

き
る

場
合

は
、

廃
熱

利
用

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
。

ま
た

、
蒸

気
ド

レ
ン

の

廃
熱

が
有

効
利

用
で

き
る

場
合

は
、

回
収

利
用

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
ボ

イ
ラ

ー
設

備
は

、
蒸

気
等

の
需

要
実

績
と

将
来

の
動

向
に
つ

い
て

十
分

な
検

討
を

行
い

、
適

正
規

模
の

設
備

容
量

の
ボ

イ
ラ

ー
設

備
を

選
定

す
る

と
と

も
に

、

エ
コ

ノ
マ

イ
ザ

ー
等

を
搭

載
し

た
高

効
率

な
ボ

イ
ラ

ー
設

備
を

採
用

す
る

こ
と

。

ま
た

、
配

管
経

路
の

短
縮

、
配

管
の

断
熱

等
に

配
慮

し
た

エ
ネ

ル
ギ

ー
損

失
の

少

な
い

設
備

と
す

る
こ

と
。

 

(
4
)
 
負

荷
の

変
動

が
予

想
さ

れ
る

ボ
イ

ラ
ー

設
備

は
、

適
切

な
台
数

分
割

を
行

い
、

台
数

制
御

に
よ

り
効

率
の

高
い

運
転

が
可

能
と

な
る

シ
ス

テ
ム

を
採

用
す

る
こ

と
。

 

2
6 
照

明
設

備
 

0
1 

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

0
3  
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
必

要
な

照
度

に
応

じ
た

設
備

を
選

定
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
調

光
可

能
な

L
E
D
ラ

ン
プ

等
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
型

設
備

の
導

入
を

行
う

こ
と

。
 

(
3
)
 
高

輝
度

放
電

ラ
ン

プ
（

H
I
D
ラ

ン
プ

）
、
L
E
D
ラ

ン
プ

等
効

率
の

高
い

ラ
ン

プ
を

使
用

し
た

照
明

器
具

等
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
型

設
備

の
導

入
を

行
う

こ
と

。
 

(
4
)
 
清

掃
、

光
源

の
交

換
等

の
保

守
が

容
易

な
照

明
器

具
を

選
択

す
る

と
と

も
に

、

そ
の

設
置

場
所

、
設

置
方

法
等

に
つ

い
て

も
保

守
性

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

(
5
)
 
照

明
器

具
の

選
択

に
は

、
光

源
の

発
光

効
率

だ
け

で
な

く
、
点

灯
回

路
や

照
明

器
具

の
効

率
及

び
被

照
明

場
所

へ
の

照
射

効
率

も
含

め
た

総
合

的
な

照
明

効
率

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

(
6
)
 
窓

側
等

の
昼

光
を

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

場
所

の
照

明
設

備
の

回
路

は
、
他

の
照

明
設

備
と

別
回

路
に

す
る

こ
と

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

(
7
)
 
照

明
の

点
灯

区
画

の
限

定
、

照
明

器
具

の
適

切
な

間
隔

配
置

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

(
8
)
 
不

必
要

な
場

所
及

び
時

間
帯

の
消

灯
又

は
減

光
の

た
め

、
人

体
感

知
装

置
の

設

置
、
計

時
装

置
（

タ
イ

マ
ー

）
の

利
用

又
は

保
安

設
備

と
の

連
動

等
の

実
施

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

2
7 
昇

降
機

 
0
1 

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

0
3  
エ

ス
カ

レ
ー

タ
管

理
 

(
1
)
 
エ

ス
カ

レ
ー

タ
は

、
人

感
セ

ン
サ

ー
設

置
等

に
よ

る
運

転
に
よ

り
、

不
要

時
の

運
転

を
避

け
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
特

定
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

機
器

に
該

当
し

な
い

交
流

電
動

機
（
籠

型
三

相
誘

導
電

動
機

に
限

る
。
）
又

は
当

該
機

器
が

組
み

込
ま

れ
た

動
力

設
備

を
新

設
す

る
場

合
に

は
、

日
本

工
業

規
格

C
4
2
1
2
(
高

効
率

低
圧

三
相

か
ご

型
誘

導
電

動
機
)
に

規
定

す

る
効

率
値

以
上

の
効

率
の

も
の

の
採

用
を

考
慮

す
る

こ
と

。
 

2
8 
給

湯
設

備
、

業

務
用

機
器

等
 

0
1  

加
熱

及
び

冷
却

並

び
に

伝
熱

の
合

理

化
 

0
3 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
) 

給
湯

設
備

は
、

給
湯

負
荷

の
変

化
に

応
じ

た
運

用
が

可
能

な
も

の
と

す
る

こ

と
。

 

(
2
)
 
給

湯
設

備
は

、
使

用
量

の
少

な
い

給
湯

箇
所

は
局

所
式

に
す

る
等

の
措

置
を

講

ず
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
給

湯
設

備
は

、
ヒ

ー
ト

ポ
ン

プ
シ

ス
テ

ム
、
潜

熱
回

収
方

式
の

熱
源

設
備

の
採

用
を

考
慮

す
る

こ
と

。
 

0
2 

電
気

の
動

力
、

熱

等
へ

の
変

換
の

合

理
化

 

0
3  
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
業

務
用

機
器

は
、

エ
ネ

ル
ギ

ー
効

率
の

高
い

機
器

を
選

定
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
熱

を
発

生
す

る
業

務
用

機
器

は
、

空
調

区
画

の
限

定
や

外
気
量

の
制

限
等

に
よ

り
空

気
調

和
の

負
荷

を
増

大
さ

せ
な

い
よ

う
に

考
慮

す
る

こ
と

。
ま

た
、

ダ
ク

ト

の
使

用
や

装
置

に
熱

媒
体

を
還

流
さ

せ
る

な
ど

を
し

て
空

気
調

和
区

画
外

に
直

接

熱
を

排
出

し
、

空
気

調
和

の
負

荷
を

増
大

さ
せ

な
い

よ
う

に
考

慮
す

る
こ

と
。

 

3
0 
建

物
等

 
0
1 
そ

の
他

の
措

置
 

0
2 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
二

重
窓

、
複

層
ガ

ラ
ス

、
遮

光
フ

ィ
ル

ム
等

を
採

用
し

、
断

熱
強

化
を

図
る

こ

と
。

 

(
2
)
 
燃

料
電

池
、
太

陽
光

発
電

、
太

陽
熱

発
電

、
風

力
発

電
等

の
積

極
的

な
導

入
を

行
う

こ
と

。
 

(
3
)
 
電

気
自

動
車

充
給

電
設

備
、

蓄
電

池
の

積
極

的
な

導
入

を
行

う
こ

と
。

 

3
1 
廃

棄
物

処
理

 
0
1 
燃

焼
の

合
理

化
 

0
1 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
下

水
汚

泥
の

焼
却

炉
の

燃
焼

効
率

の
改

善
を

図
る

た
め

、
高
温

燃
焼

の
基

準
化

に
よ

り
、

下
水

汚
泥

の
8
5
0
℃

以
上

で
の

高
温

燃
焼

を
行

う
と

と
も

に
、

そ
れ

に

見
合

っ
た

焼
却

炉
の

更
新

を
行

う
こ

と
。

 

 

 

 
 別
表
第
４
 
業
務
部
門
に
お
け
る
目
標
対
策
 

分
類

 
対

策
の

内
容

 
大

分
類

 
中

分
類

 
小

分
類

 

2
1 
一

般
管

理
事

項
 

0
1 
管

理
体

制
の

構
築

 0
2 
外

部
機

関
の

利
用

等
 

(
1
)
 I
S
O
14

0
0
1
や
エ

コ
ア

ク
シ

ョ
ン

2
1
な

ど
の

環
境

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

や
、

I
S
O
50

0
0
1
な

ど
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
立

し
、
第

三
者

機

関
に

よ
る

点
検

・
検

査
が

実
施

さ
れ

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
自

社
で

温
暖

化
対

策
の

立
案

が
困

難
な

場
合

は
、
外

部
の

専
門

家
に

よ
る

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

診
断

等
を

行
い

、
対

策
の

立
案

が
実

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

0
4 
設

備
等

の
管

理
 

0
1 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
) 

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使
用

の
合

理
化

及
び

非
化

石
エ

ネ
ル

ギ
ー

へ
の

転
換

等
に

関

す
る

法
律

第
1
4
9
条

第
１

項
に

よ
り

定
め

ら
れ

た
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

機
器
（

以
下

「
特

定
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

機
器

」
と

い
う

。
）

に
該

当
す

る
も

の
を

新
設

等
す

る

場
合

は
、
当

該
機

器
に

関
す

る
性

能
の

向
上

に
関

す
る

製
造

事
業

者
等

の
判

断
の

基
準

に
規

定
す

る
基

準
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

効
率

以
上

の
効

率
の

も
の

の
採

用
を

考
慮

す
る

こ
と

。
 
 
 

0
5 
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
管

理
 

0
1  
シ

ス
テ

ム
の

導
入

等
 

(
1
)
 
電

気
を

使
用

す
る

設
備

や
空

気
調

和
設

備
等

を
総

合
的

に
管
理

し
評

価
を

す
る

た
め

に
ビ

ル
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

シ
ス

テ
ム
（

以
下
「

Ｂ
Ｅ

Ｍ
Ｓ

」
と

い
う

。
）
の

採

用
を

考
慮

す
る

こ
と

。
 

2
2 

空
気

調
和

設

備
、

 

換
気

設
備

 

0
1  
空

気
調

和
設

備
の

運
転

管
理

 

0
4 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
必

要
な

負
荷

に
応

じ
た

設
備

を
選

定
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
可

能
な

限
り

空
気

調
和

を
施

す
区

画
ご

と
に

個
別

制
御

が
で
き

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
ヒ

ー
ト

ポ
ン

プ
等

を
活

用
し

た
効

率
の

高
い

熱
源

設
備

を
採

用
す

る
こ

と
。

 

(
4
)
 
熱

搬
送

設
備

の
風

道
、
配

管
等

の
経

路
の

短
縮

や
断

熱
等

に
配

慮
し

た
エ

ネ
ル

ギ
ー

損
失

の
少

な
い

設
備

と
す

る
こ

と
。

 

(
5
)
 
負

荷
の

変
動

が
予

想
さ

れ
る

空
気

調
和

設
備

の
熱

源
設

備
、

熱
搬

送
設

備
は

、

適
切

な
台

数
分

割
、
台

数
制

御
及

び
回

転
数

制
御

、
部

分
負

荷
運

転
時

に
効

率
の

高
い

機
器

又
は

蓄
熱

シ
ス

テ
ム

等
効

率
の

高
い

運
転

が
可

能
と

な
る

シ
ス

テ
ム

を
採

用
す

る
こ

と
。
ま

た
、
熱

搬
送

設
備

は
変

揚
程

制
御

の
採

用
を

考
慮

す
る

こ

と
。

 

(
6
)
 
空

気
調

和
機

設
備

を
負

荷
変

動
の

大
き

い
状

態
で

使
用

す
る

と
き

は
、
負

荷
に

応
じ

た
運

転
制

御
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
、
回

転
数

制
御

装
置

等
に

よ
る

変
風

量
シ

ス
テ

ム
及

び
変

流
量

シ
ス

テ
ム

を
採

用
す

る
こ

と
。

 

(
7
)
 
夏

期
や

冬
期

の
外

気
導

入
に

伴
う

冷
暖

房
負

荷
を

軽
減

す
る

た
め

に
、
全

熱
交

換
器

の
採

用
を

考
慮

す
る

こ
と

。
ま

た
、
中

間
期

や
冬

期
に

冷
房

が
必

要
な

場
合

は
、
外

気
冷

房
制

御
の

採
用

を
考

慮
す

る
こ

と
。
そ

の
際

、
加

湿
を

行
う

場
合

に

は
、

冷
房

負
荷

を
軽

減
す

る
た

め
、

水
加

湿
方

式
の

採
用

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

(
8
)
 
蓄

熱
シ

ス
テ

ム
及

び
地

域
冷

暖
房

シ
ス

テ
ム

よ
り

熱
を

受
け

る
熱

搬
送

設
備

の
揚

程
が

大
き

い
場

合
は

、
熱

交
換

器
を

採
用

し
揚

程
の

低
減

を
行

う
こ

と
。

 

(
9
)
 
エ

ア
コ

ン
デ

ィ
シ

ョ
ナ

ー
の

室
外

機
の

設
置

場
所

や
設

置
方

法
は

、
日

射
や

通

風
状

況
、

集
積

す
る

場
合

の
通

風
状

態
等

を
考

慮
し

決
定

す
る

こ
と

。
 

(
1
0
) 

空
気

調
和

を
施

す
区

画
ご

と
の

温
度

、
湿

度
そ

の
他

の
空

気
の

状
態

の
把

握

及
び

空
気

調
和

の
効

率
の

改
善

に
必

要
な

事
項

の
計

測
に

必
要

な
計

量
器

、
セ

ン

サ
ー

等
を

設
置

す
る

と
と

も
に

、
Ｂ

Ｅ
Ｍ

Ｓ
等

の
採

用
に

よ
り

、
適

切
な

空
気

調

和
の

制
御

、
運

転
分

析
が

で
き

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

0
5 
空

調
機

器
等

の
適

切
な

運
転

管
理

 

(
1
)
 
室

内
の

設
備

の
状

況
等

に
よ

り
空

調
機

器
等

の
運

転
時

間
の
短

縮
が

可
能

な
場

合
は

、
タ

イ
マ

ー
、

セ
ン

サ
ー

等
に

よ
る

制
御

シ
ス

テ
ム

を
導

入
す

る
こ

と
。

 

0
6 
最

適
な

風
量

制
御

等
 

(
1
)
 
空

調
機

器
及

び
送

排
風

機
を

有
す

る
場

合
は

、
負

荷
の

状
況

、
稼

動
時

間
等

を

考
慮

し
、

ポ
ー

ル
チ

ェ
ン

ジ
、

プ
ー

リ
ー

ダ
ウ

ン
、

ダ
ン

パ
調

整
、

回
転

数
制

御

装
置

の
導

入
等

、
負

荷
に

応
じ

た
風

量
制

御
を

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
 
電

動
機

の
消

費
電

力
、

稼
動

時
間

等
を

考
慮

し
、

空
調

機
器
等

に
お

け
る

動
力

伝
達

媒
体

に
よ

る
動

力
損

失
低

減
対

策
を

行
う

こ
と

。
 

0
2 
換

気
設

備
の

運
転

管
理

 

0
3 
適

正
な

外
気

導
入

量
制

御
 

(
1
)
 
現

状
の

室
内

環
境

を
把

握
し

、
取

入
外

気
量

が
過

剰
で

あ
る
場

合
又

は
特

に
、

夏
季

及
び

冬
季

に
お

い
て

、
外

気
処

理
に

伴
う

熱
負

荷
を

軽
減

で
き

る
場

合
に

は
、

室
内

C
O
2
濃

度
の

程
度

、
在

室
人

員
の

変
動

の
程

度
等

に
よ

り
、

室
内

C
O
2
濃

度

1
0
0
0p

p
m
以

下
を

確
保

で
き

る
範

囲
で

、
C
O
2
濃

度
制

御
に

よ
る

ダ
ン

パ
ー

開
閉

の

自
動

制
御

又
は

給
排

気
フ

ァ
ン

の
回

転
数

制
御

を
導

入
す

る
こ

と
。

 

0
4 
駐

車
場

の
換

気
設

備
の

運
転

管
理

 

(
1
)
 
地

下
駐

車
場

、
屋

内
駐

車
場

等
の

駐
車

場
に

お
い

て
換

気
設
備

を
有

す
る

場
合

は
、

駐
車

車
両

数
、

利
用

時
間

帯
、

C
O
2
濃

度
又

は
C
O
濃

度
の

変
化

、
駐

車
場
の

換
気

能
力

等
の

駐
車

場
利

用
実

態
を

把
握

す
る

と
と

も
に

、
タ

イ
ム

ス
ケ

ジ
ュ

ー

ル
に

よ
る

運
転

制
御

、
ポ

ー
ル

チ
ェ

ン
ジ

、
C
O
2
濃

度
又

は
C
O
濃

度
に

よ
る

運
転

制
御

シ
ス

テ
ム

を
導

入
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
駐

車
場

に
お

い
て

は
、

運
転

時
間

に
関

す
る

タ
イ

ム
ス

ケ
ジ
ュ

ー
ル

の
設

定
、

C
O
2
濃

度
及

び
C
O
濃

度
に

よ
る

換
気

フ
ァ

ン
の

台
数

制
御

又
は

回
転

数
制

御
等

を

適
正

に
行

い
、

換
気

設
備

の
動

力
を

軽
減

さ
せ

る
こ

と
。

 

2
3 

発
電

専
用

設

備
、

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン

設
備

 

0
1 
熱

の
動

力
等

へ
の

変
換

の
合

理
化

 
0
5  
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
発

電
専

用
設

備
は

、
電

力
の

需
要

実
績

と
将

来
の

動
向

に
つ

い
て

十
分

検
討

を

行
い

、
適

正
規

模
の

設
備

容
量

の
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
発

電
専

用
設

備
は

、
国

内
の

火
力

発
電

専
用

設
備

の
平

均
的

な
受

電
端

発
電

効

率
と

比
較

し
、

年
間

で
著

し
く

こ
れ

を
下

回
ら

な
い

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
コ

ー
ジ

ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ

ン
設

備
は

、
熱

及
び

電
力

の
需

要
実

績
と

将
来

の
動

向
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 別
表
第
６
 
自
動
車
部
門
に
お
け
る
目
標
対
策
 

分
類

 
対

策
の

内
容

 
大

分
類

 
中

分
類

 
小

分
類

 

5
1 
自

動
車

全
般

 
0
2 
設

備
等

の
導

入
に

関
す

る
措

置
 

0
1 
次

世
代

自
動

車
等

の
導

入
 

(
1
)
 
目

的
に

応
じ

た
自

動
車

又
は

輸
送

量
に

見
合

っ
た

自
動

車
を

導
入

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
電

気
自

動
車

（
E
V
）
、

プ
ラ

グ
イ

ン
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ド
自

動
車

（
P
H
V
）
、

燃
料

電
池

自
動

車
（

F
C
V
）

な
ど

の
次

世
代

自
動

車
や

低
燃

費
車

等
の

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出

を
抑

え
た

車
両

を
計

画
的

に
導

入
す

る
こ

と
。

 

0
2 

エ
コ

ド
ラ

イ
ブ

管

理
シ

ス
テ

ム
の

導

入
 

(
1
)
 
エ

コ
ド

ラ
イ

ブ
管

理
シ

ス
テ

ム
の

導
入

に
よ

り
、

ド
ラ

イ
バ

ー
の

運
転

を
記

録

し
、

速
度

や
急

加
速

、
急

減
速

、
ア

イ
ド

リ
ン

グ
等

を
確

認
・

点
検

等
す

る
こ

と
。
 

(
2
)
 
エ

コ
ド

ラ
イ

ブ
管

理
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

記
録

を
活

用
し

て
、
運

転
管

理
を

適
切

に

行
う

こ
と

。
 

5
2 
貨

物
輸

送
 

0
1 
輸

送
の

効
率

化
等

に
よ

る
措

置
 

0
2 
共

同
輸

配
送

 

(
1
)
 
荷

主
等

と
連

携
し

、
複

数
の

事
業

者
に

よ
る

車
両

及
び

貨
物

の
相

互
融

通
等

に
よ

り
、
積

載
効

率
及

び
輸

送
効

率
の

向
上

並
び

に
輸

送
距

離
及

び
使

用
車

両
の

削
減

を

行
う

こ
と

。
 

0
3 
モ

ー
ダ

ル
シ

フ
ト

 (
1
)
 
幹

線
貨

物
輸

送
を

ト
ラ

ッ
ク

か
ら

鉄
道

や
海

運
に

転
換

し
、
環

境
負

荷
の

低
減

を

図
る

こ
と

。
 

0
4 
物

流
拠

点
の

整
理

合
理

化
 

(
1
)
 
効

率
的

な
物

流
シ

ス
テ

ム
を

構
築

す
る

た
め

に
、

物
流

拠
点

の
見

直
し

を
図

り
、

分
散

し
た

拠
点

を
集

約
す

る
等

す
る

こ
と

で
、

無
駄

な
走

行
を

減
ら

す
こ

と
 

0
2 
設

備
等

の
導

入
に

関
す

る
措

置
 

0
1 
輸

配
送

シ
ス

テ
ム

の
導

入
 

(
1
)
 
求

車
･
求

貨
シ

ス
テ

ム
や

配
車

支
援

シ
ス

テ
ム

等
を

導
入

・
活

用
す

る
こ

と
で

、

帰
り

荷
の

確
保

や
積

載
率

の
向

上
、
車

両
稼

動
率

の
向

上
な

ど
、
輸

送
効

率
向

上
を

図
る

こ
と

。
 

5
3 
建

物
等

 
0
1 
そ

の
他

の
措

置
 

0
1 
新

設
、

更
新

等
に

お
け

る
措

置
 

(
1
)
 
電

気
自

動
車

充
給

電
設

備
、

蓄
電

池
の

積
極

的
な

導
入

を
行

う
こ

と
。

 

                          

 

 
 別
表
第
５
 
自
動
車
部
門
に
お
け
る
基
本
対
策
 

分
類

 
対

策
の

内
容

 
大

分
類

 
中

分
類

 
小

分
類

 

5
1 
自

動
車

全
般

 
0
1 
一

般
管

理
事

項
 

0
1 
推

進
体

制
の

整
備

 (
1
)
 
指

針
に

基
づ

き
、

推
進

体
制

を
整

備
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

削
減

対
策

を
推

進
す

る
た

め
の

対
策

責
任

者
の

設
置

を
行

う
と

と
も

に
役

割
分

担
及

び
責

任
の

所
在

を
明

確
に

す
る

こ
と

。
ま

た
、
経

営
者

に
よ

る
基

本
方

針
及

び
対

策
目

標
の

明
示

が
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
(
2
)
の

基
本

方
針

及
び

対
策

目
標

に
基

づ
き

、
各

担
当

部
署

で
の

具
体

的
な

削

減
対

策
を

立
案

し
、
そ

れ
ら

を
検

討
で

き
る

組
織

横
断

的
な

委
員

会
等

を
設

置
す

る
こ

と
。

 

(
4
)
 
削

減
対

策
の

実
施

に
必

要
な

人
材

及
び

予
算

の
確

保
及

び
管

理
を

行
う

こ
と

。
 

(
5
)
 
削

減
対

策
の

適
切

な
進

行
管

理
（

P
D
C
A
サ

イ
ク

ル
）
を

行
う

た
め

の
推

進
体

制

を
整

備
す

る
こ

と
。

 

(
6
)
 
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

の
量

の
削

減
等

の
重

要
性

や
取

組
に

必
要

な
情

報
な

ど
に

つ
い

て
周

知
徹

底
さ

せ
る

た
め

、
研

修
等

の
教

育
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

。
 

0
2 
車

両
の

保
全

管
理

 (
1
)
 
温

室
効

果
ガ

ス
排

出
量

の
削

減
を

目
的

と
し

た
自

動
車

に
係

る
運

転
管

理
、

計

測
・

記
録

、
保

守
・

点
検

に
つ

い
て

の
自

主
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
作

成
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 
自

主
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
定

期
的

に
見

直
し

、
改

善
を

図
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
自

動
車

の
性

能
及

び
効

率
の

低
下

を
防

止
す

る
た

め
、

必
要

な
保

守
及

び
点

検

を
定

期
的

（
日

常
、

月
次

、
年

次
）

に
行

う
こ

と
。

 

(
4
)
 
自

動
車

に
係

る
維

持
管

理
等

に
関

す
る

点
検

、
検

査
措

置
の

記
録

を
作

成
し

、

一
定

期
間

保
存

す
る

こ
と

。
 

0
3 

エ
ネ

ル
ギ

ー
使

用

量
等

の
把

握
、

計

測
、

記
録

等
の

管

理
 

(
1
)
 
燃

料
使

用
量

等
、

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
の

量
と

密
接

に
関

係
を

持
つ

数
量

の

使
用

量
及

び
そ

の
負

荷
変

動
を

管
理

し
、

過
去

の
実

績
と

の
比

較
及

び
分

析
を

行

う
こ

と
。

 

(
2
)
 
燃

料
使

用
量

又
は

温
室

効
果

ガ
ス

の
排

出
の

量
の

管
理

指
標

と
し

て
、

エ
ネ

ル

ギ
ー

消
費

原
単

位
又

は
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

原
単

位
を

算
出

し
、

管
理

す
る

こ

と
。

 

0
4 

エ
コ

ド
ラ

イ
ブ

の

実
施

 

 

(
1
)
 
自

動
車

の
使

用
に

あ
た

っ
て

は
、

次
の

事
項

を
事

業
者

全
体

と
し

て
取

り
組

む

こ
と

。
 

・
急

発
進

、
急

停
止

を
行

わ
な

い
。

 

・
車

間
距

離
の

確
保

と
定

速
運

転
の

実
施

に
努

め
る

。
 

・
エ

ン
ジ

ン
ブ

レ
ー

キ
を

積
極

的
に

利
用

す
る

。
 

・
エ

ア
コ

ン
を

適
正

な
温

度
に

設
定

す
る

。
 

・
無

駄
な

ア
イ

ド
リ

ン
グ

は
行

わ
な

い
。

 

・
道

路
交

通
情

報
を

活
用

し
、

渋
滞

や
道

路
情

報
等

を
確

認
す

る
。

 

・
タ

イ
ヤ

の
空

気
圧

を
適

正
に

保
つ

。
 

・
不

要
な

荷
物

の
積

載
は

行
わ

な
い

。
 

・
交

通
の

妨
げ

に
な

る
場

所
で

の
駐

車
を

行
わ

な
い

。
 

(
2
)
 
定

期
的

に
自

治
体

等
が

開
催

す
る

エ
コ

ド
ラ

イ
ブ

講
習

会
な

ど
に

参
加

し
、

従

業
員

に
対

す
る

周
知

・
教

育
を

行
う

こ
と

。
 

5
2 
貨

物
輸

送
 

0
1  
輸

送
の

効
率

化
等

に
よ

る
措

置
 

0
1 
輸

送
の

効
率

化
 

(
1
)
 
事

前
に

目
的

地
ま

で
の

効
率

的
な

ル
ー

ト
を

選
定

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
混

雑
す

る
道

路
や

時
間

帯
を

避
け

る
輸

送
計

画
を

立
て

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
目

的
に

応
じ

た
自

動
車

又
は

輸
送

量
に

見
合

っ
た

自
動

車
を

使
用

し
、

輸
送

回

数
を

減
ら

す
こ

と
。
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 指
針
様
式
第
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
２
面
）
 

 

３
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
目
標
等
 

(
１
) 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
目
標
及
び
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
等
 

 
 
 
ア
 
基
準
排
出
量
と
目
標
排
出
量
(（

実
）
は
実
排

出
量
を
、（

調
）
は
調
整
後
排
出
量
を
示
す
。
以
下
同
じ
。
 
)
 

 
 

１
、
２
、
４
号
該
当
者
等
 

３
号
該
当
者
等
 

基
準

年
度

 
年
度
 

目
標

年
度

 
年
度
 

基
準

排
出

量
 

(
実
)
 

(
調
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t-
C
O
2 

(
実
)
 

(
調
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
-C
O
2 

目
標

排
出

量
 

(
実
)
 

(
調
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
-C
O
2 

(
実
)
 

(
調
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
-C
O
2 

削
減

量
 

(
実
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
-C
O
2
 

(
実
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
-C
O
2
 

内 訳
 

対
策

の
実

施
に

よ
る

削
減

量
 

(
実
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
-C
O
2
 

(
実
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
-C
O
2 

上
記

以
外

に
よ

る
削

減
量

 
(
実
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
-C
O
2
 

(
実
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
-C
O
2 

削
減

率
 

(
実
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％

 
(
実
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％

 

 
 
 

 
 
 
イ
 
基
準
排
出
量
原
単
位
等
と
目
標
排
出
量
原
単
位
等
（
任
意
記
載
）
 

 
 
 
 
 
 
 

１
、
２
、
４
号
該
当
者
等
 

３
号
該
当
者
等
 

原
単

位
等

の
活

動
量

 
 

 

原
単

位
等

の
単

位
 

 
 

基
準

年
度

の
値

 
 

 

目
標

年
度

の
値

 
 

 

削
減

率
 

％
 

％
 

  
 
 
ウ
 
目
標
設
定
に
関
す
る
説
明
 

       

 

(
２
) 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
目
標
（
全
社
目
標
）
（
任
意
記
載
）
 

   

 

 
 指
針
様
式
第
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
１
面
）
 

 

事
業
活
動

地
球
温
暖

化
対
策
計

画
 

 １
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
を
図
る
た
め
の
基
本
方
針
 

 
(
１
) 
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
削
減
に
向
け
た
方
針
 

      

 
(
２
) 
削
減
対
策
実
施
状
況
の
適
切
な
進
行
管
理
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
）
を
行
う
た
め
の
方
針
 

      

 ２
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
に
向
け
た
組
織
体
制
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 指
針
様
式
第
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
４
面
）
 

 (
２
) 
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
等
の
利
用
等
 

 
 
 
ア
 
基
準
年
度
ま
で
に
実
施
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
等
の
利
用
に
係
る
検
討
状
況
 

（
検

討
済

み
の

場
合

は
「

◯
」
、

未
検

討
の

場
合

は
「

×
 
」

を
記

載
し

、
検

討
済

み
の

場
合

は
検

討
結

果
を

記

載
し
て
く
だ
さ
い
。
）
 

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
源
 

等
の

種
類
 

検
討

の
 

有
無
 

検
 
討
 
結
 
果
 

太
陽

光
 

 
 

風
力
 

 
 

バ
イ

オ
マ

ス
 

 
 

未
利

用
エ

ネ
ル

ギ
ー
 

 
 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
）
 

 
 

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
）
 

 
 

 

イ
 
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
等
を
利
用
し
た
設
備
の
導
入
状
況
・
計
画
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
等
の
 

価
値
の
保
有
状
況
・
計
画
 

種
類
 

概
要
(
規
模
、
場
所
な
ど
) 

導
入
(保

有
)年

度
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 (
３
）
 
基
準
年
度
ま
で
に
実
施
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
な
利
用
を
図
る
た
め
の
設
備
等
の
導
入
・
検
討
状
況
 

（
導

入
済

み
の

場
合

は
「

◯
」
、

導
入

検
討

中
の

場
合

は
「

△
」
、

導
入

予
定

な
し

の
場

合
は

「
×

」
を

記
載

し
て
く
だ
さ
い
。
）
 

設
備
等
の
種
類
 

導
入
等
の
状
況
 

設
備
等
の
種
類
 

導
入
等
の
状
況
 

電
気

自
動

車
等

へ
の

充
電

設
備

 
 

エ
ネ

ル
ギ

ー
管

理
シ

ス
テ

ム

（
F
E
M
S
,
B
E
M
S

等
）
 

 

電
気

自
動

車
等

か
ら

建
物

等
へ

の 

給
電
設
備
 

 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 

） 
 

Ｅ
Ｖ
、
Ｐ
Ｈ
Ｖ
、
Ｆ
Ｃ
Ｖ
 

 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 

） 
 

 

 
 指
針
様
式
第
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
３
面
）
 

 ４
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
措
置
の
内
容
に
係
る
事
項
 

(
１
) 
措
置
の
内
容
 

ア
 
計
画
期
間
に
実
施
す
る
措
置
の
内
容
（
別
表
第
１
か
ら
６
等
を
参
考
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）
 

計
 
画
 

 

第
１
年
度
 

    

第
２
年
度
 

    

第
３
年
度
 

    

計
画
期
間
に
お
け
る
取
組
の
評
価
 

（
第
３
年
度
の
報
告
時
に
記
載
）
 

 

 

イ
 
実
施
済
み
の
主
な
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
対
策
内
容
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 指
針
様
式
第
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
６
面
）
 

 ７
 
基
準
年
度
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
Ｃ
Ｏ

２
の
排
出
の
量
等
の
実
績
（
１
、
２
号
該
当
者
等
）
 

(
１
) 
事
業
者
単
位
 

ア
 
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
Ｃ
Ｏ

２
の
排
出
量
 

(
実
)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
-C
O
2
 
 

(
調
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ
 
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
 

Ｋ
Ｌ
 

 
 
ウ
 
事
業
所
の
数
 

 

  

(
２
) 
事
業
所
等
単
位
 

 
 
ア
 
年
間
の
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
が

1
,5
0
0k
l
以
上
の
事
業
所
 

事
業
所
の
名
称
 

事
業
所
の
所
在
地
 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
Ｃ
Ｏ

２
の
排
出
量
 

 
 

t
-C
O
2 

 
 

t
-C
O
2 

 
 

t
-C
O
2 

 
 

t
-C
O
2 

 

イ
 
年
間
の
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
が

5
00
kl

以
上

1
,5
00
k
l
未
満
の
事
業
所
 

事
業
所
の
名
称
 

事
業
所
の
所
在
地
 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
Ｃ
Ｏ

２
の
排
出
量
 

 
 

t
-C
O
2 

 
 

t
-C
O
2 

 
 

t
-C
O
2 

 
 

t
-C
O
2 

   

 

 
 指
針
様
式
第
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
５
面
）
 

 ５
 
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
等
に
寄
与
す
る
措
置
に
係
る
事
項
 

 ６
 
そ
の
他
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
へ
の
貢
献
に
係
る
事
項
 

計
 
画
 

     

第
１
年
度
 

     

第
２
年
度
 

     

第
３
年
度
 

     

計
 
画
 

     

第
１
年
度
 

     

第
２
年
度
 

     

第
３
年
度
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 指
針
様
式
第
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（
第
８
面
）
 

 ９
 
事
業
者
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
種
類
ご
と
の
削
減
目
標
等
（
４
号
該
当
者
等
）
 

温
室
効
果
ガ
ス
の
種
類
 

温
室
効
果
ガ
ス
の
量
（
t
-C
O
2
）
 

削
減
率
 

基
準
年
度
 

目
標
年
度
 

削
減
量
 

①
非
ｴ
ﾈﾙ
ｷﾞ
ｰ起

源
C
O
2（

②
を
除
く
）
 

 
 

 
％

 

②
廃

棄
物

の
原

燃
料

使
用

に
伴

う

非
ｴ
ﾈﾙ

ｷﾞ
ｰ
起
源

C
O
2 

 
 

 
％

 

③
Ｃ
Ｈ

４
 

 
  

 
％

 

④
Ｎ

２
Ｏ
 

 
 

 
％

 

⑤
Ｈ
Ｆ
Ｃ
 

 
 

 
％

 

⑥
Ｐ
Ｆ
Ｃ
 

 
 

 
％

 

⑦
Ｓ
Ｆ

６
 

 
 

 
％

 

⑧
Ｎ
Ｆ

３
 

 
 

 
％

 

 

 

 
 指
針
様
式
第
１
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
７
面
）
 

 ８
 
基
準
年
度
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
等
の
実
績
（
３
号
該
当
者
等
）
 

(
１
) 
自
動
車
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
等
 

 
 
ア
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
 

(
実
)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
-C
O
2
 
 

(
調
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  イ

 
車
両
の
台
数
（
基
準
年
度
末
日
時
点
）
 

    

(
２
) 
車
両
の
内
訳
 

 
ア
 
車
両
の
種
別
 
 

種
 
別
 

台
 
数
 

普
通

貨
物

自
動

車
 

台
 

小
型

貨
物

自
動

車
 

台
 

大
型

バ
ス

 
 
台
 

マ
イ

ク
ロ

バ
ス
 

台
 

乗
用

自
動

車
 

台
 

特
種

自
動

車
 

台
 

 

イ
 
燃
料
の
種
別
 
 

種
 
別
 

台
 
数
 

比
 
率
 
 

次 世 代 自 動 車
 

電
気
自
動

車
 

台
 

％
 

プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
 

台
 

％
 

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
 

台
 

％
 

燃
料
電
池
自
動
車
 

台
 

％
 

天
然
ガ
ス
自
動
車
 

台
 

％
 

そ
の
他
 

台
 

％
 

低 燃 費 車
 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
上
記
を
除
く
）
 

台
 

％
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車
（
上
記
を
除
く
）
 

台
 

％
 

Ｌ
Ｐ
Ｇ
ガ
ス
車
 

台
 

％
 

そ
の
他
（
上
記
を
除
く
）
 

台
 

％
 

上
記
以
外

 
台

 
％
 

※
 
低
燃
費
車
と
は
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
燃
費
基
準

（
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
基
準
）
を
達
成
し
て
い
る
自
動
車
を
い
う
。
 

 

台
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 指
針
様
式
第
１
号
（
別
紙
 
 
）
 
 
 
 
 
（
第
２
面
）
 

 ２
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
目
標
等
 

(
１
) 
基
準
排
出
量
と
目
標
排
出
量
 

基
準

排
出

量
 

t
-C
O
2 

目
標

排
出

量
 

t
-C
O
2 

削
減

量
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
-C
O
2 

内 訳
 

対
策

の
実

施
に

よ
る

削
減

量
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
-C
O
2 

上
記

以
外

に
よ

る
削

減
量

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
-C
O
2
 

削
減

率
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
％

 

 
 
 
 

 
(
２
) 
基
準
排
出
量
原
単
位
等
と
目
標
排
出
量
原
単
位
等
（
任
意
記
載
）
 

原
単

位
等

の
活

動
量
 

 
原

単
位

等
の

単
位

 
 

基
準

年
度

の
値
 

 
目

標
年

度
の

値
 

 

削
減

率
 

％
 

 
 

  
(
３
) 
目
標
設
定
に
関
す
る
説
明
 

       ３
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
措
置
の
内
容
に
係
る
事
項
 

（
別
表
第
１
か
ら
６
等
を
参
考
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）
 

N
O.
 

対
策
の
名
称
 

対
策
の
内
容
 

実
施
 

予
定
年
度
 

1 
 
 

 
 

2 
 
 
 

 
 

3 
 
 

 
 
 

4 
 

 
 

5 
 

 
 

6 
 

 
 

7 
 
 
 

 
 
 
 

8 
 
 
 

 
 
 
 

      

 

 
 指
針
様
式
第
１
号
（
別
紙
 
 
）
 
 
 
 

（
第
１
面
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

事
業
活
動
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
（
大
規
模
事
業
所
用
）
 

 １
 
事
業
所
等
の
概
要
（
本
年
度
４
月
１
日
時
点
）
 

事
業
所
の
名
称
 

 
 

事
業
所
の
所
在
地
 

 
 

事
業
所
の
部
門
 

（
該
当
す
る
方
に
 

◯
を
記
載
）
 

 
 
産
業
部
門
 

 
 
業
務
部
門
 

事
業
の
内
容
 

 
 

事
業
所
の
規
模
等
 

（
業
務
部
門
の
場
合
は

記
載
）
 

建
物

の
延

床
面

積
 

 
 
 
  
  

ｍ
２
 

事
業

開
始

年
月

日
 

 

建
物

の
使

用
用

途
 

 

建
物

の
所

有
形

態
  

主
な
テ
ナ
ン
ト
等
 

事
業
者
の
概
要
 

（
業
務
部
門
の
場
合
は

記
載
）
 

(
１
) 

テ
ナ

ン
ト

等
事

業
者

の
名

称
  

 

事
業
の
概

要
 

 
 

  

(
２
) 

テ
ナ

ン
ト

等
事

業
者

の
名

称
  

 

事
業
の
概

要
 

 
 

  

(
３
) 

テ
ナ

ン
ト

等
事

業
者

の
名

称
  

 

事
業
の
概

要
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 指
針
様
式
第
２
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
１
－
２
面
）
 

 ２
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
目
標
の
達
成
状
況
（
第
３
号
該
当
者
等
）
 

(
１
) 
計
画
期
間
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
等
の
状
況
 

 
 
ア
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
 

 
 

基
準
年
度
 

（
 
 
 
年
度
）
 

第
１
年
度
 

（
 
 
 

年
度
）
 

第
２
年
度
 

（
 
 
 
年
度
）
 

第
３
年
度
 

（
 
 
 
年
度
）
 
目

標
排

出
量
 

排
出

量
 

（
t
-
C
O

2
）
 

(
実
)
 

(
調
)
 

(
実
)
 

(
調
)
 

(
実
)
 

(
調
)
 

(
実
)
 

(
調
)
 

(
実
)
 

(
調
)
 

削
減

率
 

 
 (
実
)
 
 
 
 
％
 

(
調
)
 
 
 
 
％
 

(
実
)
 
 
 
 
％
 

(
調
)
 
 
 
 
％
 

(
実
)
 
 
 
 
％
 

(
調
)
 
 
 
 
％
 

(
実
)
 
 
 
 
％
 

(
調
)
 
 
 
 
％
 

  
 
イ
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
に
係
る
原
単
位
等
の
値
（
任
意
記
載
）
 

原
単

位
等

の
活

動
量
 

 
原
単
位
等
の
単
位

 
 

 
 

基
準

年
度

 

（
 

 
年

度
）
 

第
１

年
度

 

（
 

 
年

度
）
 

第
２

年
度
 

（
 

 
年

度
）
 

第
３

年
度

 

（
 

 
年

度
）

 
目

標
と

し
た

値
 

排
出
量
原
単
位
等
の
値
 

 
 

 
 

 

活
動

量
の

値
 

 
 

 
 

 

排
出
量
原
単
位
等
の

削
減

率
 

 
 

％
 

％
 

％
 

％
 

  
 
ウ
 
計
画
期
間
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
状
況
等
に
つ
い
て
の
説
明
 

第
１
年
度
 

   

第
２
年
度
 

   

第
３
年
度
 

   

計
画
期
間
に
お
け
る
排
出
量
増
減
等
の
評
価

 

（
第
３
年
度
の
報
告
時
に
記
載
）
 

 

上
記
評
価
を
踏
ま
え
た
改
善
対
策
な
ど
 

（
第
３
年
度
の
報
告
時
に
記
載
）
 

 

 

(
２
) 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
状
況
（
全
社
目
標
）
（
任
意
記
載
）
 

 

 

 
 指
針
様
式
第
２
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
１
－
１
面
）
 

事
業
活
動

地
球
温
暖

化
対
策
結

果
報
告

 

１
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
目
標
の
達
成
状
況
（
第
１
、
２
、
４
号
該
当
者
等
）
 

(
１
) 
計
画
期
間
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
等
の
状
況
 

 
 
 
ア
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
 

 
 

基
準
年
度
 

（
 
 
 
年
度
）
 

第
１
年
度
 

（
 
 
 
年
度
）
 

第
２
年
度
 

（
 
 
 
年
度
）
 

第
３
年
度
 

（
 
 
 
年
度
）
 
目

標
排

出
量
 

排
出

量
 

（
t
-
C
O

2
）
 

(
実
)
 

(
調
)
 

(
実
)
 

(
調
)
 

(
実
)
 

(
調
)
 

(
実
)
 

(
調
)
 

(
実
)
 

(
調
)
 

削
減

率
 

 
 (
実
)
 
 
 
 
％
 

(
調
)
 
 
 
 
％
 

(
実
)
 
 
 
 
％
 

(
調
)
 
 
 
 
％
 

(
実
)
 
 
 
 
％
 

(
調
)
 
 
 
 
％
 

(
実
)
 
 
 
 
％
 

(
調
)
 
 
 
 
％
 

 

 
イ
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
に
係
る
原
単
位
等
の
値
（
任
意
記
載
）
 

原
単

位
等

の
活

動
量

 
 

原
単
位
等
の
単
位
 

 

 
 

基
準

年
度

 

（
 

 
 

年
度

）
 

第
１
年
度
 

（
 
 
 
年
度
）
 

第
２
年
度
 

（
 
 
 
年
度
）
 

第
３
年
度
 

（
 
 
 
年
度
）

 
目

標
と

し
た

値
 

排
出
量
原
単
位
等
の
値
 

 
 

 
 

 

活
動

量
の

値
 

 
 

 
 

 

排
出
量
原
単
位
等
の

削
減

率
 

 
 

％
 

％
 

％
 

％
 

 

 
ウ
 
計
画
期
間
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
状
況
等
に
つ
い
て
の
説
明
 

第
１
年
度
 

   

第
２
年
度
 

   

第
３
年
度
 

   

計
画
期
間
に
お
け
る
排
出
量
増
減
等
の
評
価

 

（
第
３
年
度
の
報
告
時
に
記
載
）
 

 

上
記
評
価
を
踏
ま
え
た
改
善
対
策
な
ど
 

（
第
３
年
度
の
報
告
時
に
記
載
）
 

 

 

(
２
) 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
状
況
（
全
社
目
標
）
（
任
意
記
載
）
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 指
針
様
式
第
２
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
３
面
）
 

 (
２
) 
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
等
の
利
用
等
 

 
 
 
ア
 
前
年
度
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
等
の
利
用
に
係
る
検
討
状
況
 

（
追
加
検
討
を
実
施
し
た
場
合
は
「
◯
」
、
追
加
の
検
討
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
は
「
×
」
を
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
追
加
検
討
を
実
施
し
た
場
合
は
そ
の
結
果
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）
 

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
源
 

等
の

種
類

 

追
加

検
討
 

の
有

無
 

検
 
討
 
結
 
果
 

太
陽

光
 

 
  

風
力

 
 

  

バ
イ

オ
マ

ス
 

 
  

未
利

用
エ

ネ
ル

ギ
ー

 
 

  

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
） 

 
  

そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
） 

 
  

 
イ
 
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
等
を
利
用
し
た
設
備
の
導
入
状
況
・
計
画
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
等
の
 

価
値
の
保
有
状
況
・
計
画
 

種
 
類
 

概
要
(
規
模
、
場
所
な
ど
) 

導
入
(保

有
)年

度
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 (
３
) 
前
年
度
に
実
施
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
な
利
用
を
図
る
た
め
の
設
備
等
の
導
入
状
況
 

（
追
加
導
入
が
あ
る
場
合
は
「
◯
」
、
追
加
導
入
が
な
い
場
合
は
「
×
」
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）
 

設
備
等
の
種
類
 

追
加
導
入
の
有

無
 

設
備
等
の
種
類
 

追
加
導
入
の
有

無
 

電
気

自
動

車
等

へ
の

充
電

設
備
 

 
エ

ネ
ル

ギ
ー

管
理

シ
ス

テ
ム

（
F
E
M
S
,
B
E
M
S

等
）
 

 

電
気

自
動

車
等

か
ら

建
物

等
へ

の
 

給
電
設
備
 

 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 

Ｅ
Ｖ
、
Ｐ
Ｈ
Ｖ
、
Ｆ
Ｃ
Ｖ
 

 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 

  

 

 
 指
針
様
式
第
２
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
２
面
）
 

 ３
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
措
置
の
実
施
状
況
 

(
１
) 
措
置
の
実
施
状
況
 

（
各

年
度

に
お

い
て

、
計

画
に

記
載

が
な

い
措

置
を

実
施

し
た

場
合

は
、
実

施
し

た
内

容
の

最
後

に
（

追
加

実
施

）
と

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
）
 

計
 
画
 

 

第
１
年
度
 

 

第
２
年
度
 

 

第
３
年
度
 

 

計
画
期
間
に
お
け
る
取
組
の
評
価
 

（
第
３
年
度
の
報
告
時
に
記
載
）
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 指
針
様
式
第
２
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
５
面
）
 

 ６
 
基
準
年
度
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
Ｃ
Ｏ

２
の
排
出
の
量
等
の
推
移
（
１
、
２
号
該
当
者
等
）
 

(
１
) 
事
業
者
単
位
 

 
基
準
年
度
 

第
１
年
度
 

第
２
年
度
 

第
３
年
度
 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源

Ｃ
Ｏ

２
排
出
量
 

t
-C
O
2 

t
-C
O
2 

t
-C
O
2 

t
-C
O
2 

原
油
換
算
ｴ
ﾈﾙ
ｷ
ﾞｰ

使
用
量
 

Ｋ
Ｌ

 
Ｋ
Ｌ
 

Ｋ
Ｌ
 

Ｋ
Ｌ
 

事
業
所
の
数
 

 
 

 
 

 (
２
) 
事
業
所
等
単
位
 

ア
 
基
準
年
に
お
け
る
年
間
の
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
が

1,
50
0k
l
以
上
の
事
業
所
 

事
業
所
の
名
称
 

事
業
所
の
所
在
地
 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
Ｃ
Ｏ

２
の
排
出
量
（
t
-C
O
2
）
 

基
準
年
度
 

第
１
年
度
 

第
２
年
度
 

第
３
年
度
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
イ
 
基
準
年
に
お
け
る
年
間
の
原
油
換
算
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
が

50
0k
l
以
上

1,
5
00
kl

未
満
の
事
業
所
 

事
業
所
の
名
称
 

事
業
所
の
所
在
地
 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源
Ｃ
Ｏ

２
の
排
出
量
（
t
-C
O
2
）
 

基
準
年
度
 

第
１
年
度
 

第
２
年
度
 

第
３
年
度
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 指
針
様
式
第
２
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
４
面
）
 

 ４
 
他
の
者
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
等
に
寄
与
す
る
措
置
の
実
施
状
況
 

（
各
年
度

に
お
い

て
、
計
画
に

記
載

が
な
い
措

置
を
実

施
し
た
場

合
は
、
実
施
し
た

内
容
の

最
後
に
（
追

加
実

施
）
と
記
載

し
て

く
だ
さ
い
。
）
 

計
 
画
 

    

第
１
年
度
 

    

第
２
年
度
 

    

第
３
年
度
 

    

 ５
 
そ
の
他
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
へ
の
貢
献
の
実
施
状
況
 

（
各
年
度

に
お
い

て
、
計
画
に

記
載

が
な
い
措

置
を
実

施
し
た
場

合
は
、
実
施
し
た

内
容
の

最
後
に
（
追

加
実

施
）
と
記
載

し
て

く
だ
さ
い
。
）
 

 

計
 
画
 

     

第
１
年
度
 

     

第
２
年
度
 

     

第
３
年
度
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 指
針
様
式
第
２
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
７
面
）
 

 

８
 
事
業
者
に
お
け
る
基
準
年
度
か
ら
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
種
類
ご
と
の
排
出
量
の
推
移
（
４
号
該
当
者
等
）
 

温
室
効
果
ガ
ス
の
種
類
 

温
室
効
果
ガ
ス
の
量
（
t-
CO

2）
 

目
標
排
出
量
 

（
t-
CO

2）
 

基
準
年
度
 

第
１
年
度
 

第
２
年
度
 

第
３
年
度
 

①
非
ｴﾈ
ﾙｷ
ﾞｰ
起
源

CO
2（

②
を
除
く
） 

 
 

 
 

 

②
廃

棄
物

の
原

燃
料

使
用

に
伴

う

非
ｴﾈ
ﾙｷ
ﾞｰ
起
源

CO
2 

 
 

 
 

 

③
Ｃ
Ｈ

４
 

 
 

 
 

 

④
Ｎ

２
Ｏ
 

 
 

 
 

 

⑤
Ｈ
Ｆ
Ｃ
 

 
 

 
 

 

⑥
Ｐ
Ｆ
Ｃ
 

 
 

 
 

 

⑦
Ｓ
Ｆ

６
 

 
 

 
 

 

⑧
Ｎ
Ｆ

３
 

 
 

 
 

 

   

 

 
 指
針
様
式
第
２
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
６
面
）
 

 ７
 
基
準
年
度
か
ら
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
等
の
推
移
（
３
号
該
当
者
等
）
 

(１
) 
自
動
車
に
係
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
等
 

 
基
準
年
度
 

第
１
年
度
 

第
２
年
度
 

第
３
年
度
 

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量
 

t-
CO

2 
t-
CO

2 
t-
CO

2 
t-
CO

2 

車
両

の
台

数
 

台
 

台
 

台
 

台
 

 (２
) 
車
両
の
内
訳
 

 
 ア

 
車
両
の
種
別
 

 
基
準
年
度
 

第
１
年
度
 

第
２
年
度
 

第
３
年
度
 

普
通

貨
物

自
動

車
 

台
 

台
 

台
 

台
 

小
型

貨
物

自
動

車
 

台
 

台
 

台
 

台
 

大
型

バ
ス
 

台
 

台
 

台
 

台
 

マ
イ

ク
ロ

バ
ス
 

台
 

台
 

台
 

台
 

乗
用

自
動

車
 

台
 

台
 

台
 

台
 

特
種

自
動

車
 

台
 

台
 

台
 

台
 

 

イ
 
燃
料
の
種
別
 

 
基
準
年
度
 

第
１
年
度
 

第
２
年
度
 

第
３
年
度
 

最
新
年
度

の
比
率
 

台
数
 

台
数
 

台
数
 

台
数
 

次 世 代 自 動 車 

電
気
自
動
車
 

台
 

台
 

台
 

台
 

％
 
 

プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
 

台
 

台
 

台
 

台
 

％
 

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
 

台
 

台
 

台
 

台
 

％
 

燃
料
電
池
自
動
車
 

台
 

台
 

台
 

台
 

％
 

天
然
ガ
ス
自
動
車
 

台
 

台
 

台
 

台
 

％
 

そ
の
他
 

台
 

台
 

台
 

台
 

％
 

低 燃 費 車  

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車

（
上
記
を
除
く
）
 

台
 

台
 

台
 

台
 

％
 

デ
ィ
ー
ゼ
ル
自
動
車

（
上
記
を
除
く
）
 

台
 

台
 

台
 

台
 

％
 

Ｌ
Ｐ
Ｇ
ガ
ス
車
 

台
 

台
 

台
 

台
 

％
 

そ
の
他

（
上
記
を
除
く
）
 

台
 

台
 

台
 

台
 

％
 

上
記
以
外

 
台
 

台
 

台
 

台
 

％
 

※
 
低
燃
費
車
と
は
、「

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
燃
費
基
準
 

（
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
基
準
）
を
早
期
達
成
し
て
い
る
自
動
車
を
い
う
。
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 指
針
様
式
第
２
号
（
別
紙
 
 
）
 
 
 
 

（
第
２
面
）
 

 ２
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
等
の
削
減
目
標
の
達
成
状
況
 

(１
) 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
 

 
 

基
準
年
度
 

第
１
年
度
 

第
２
年
度
 

第
３
年
度
 

目
標

排
出

量
 

排
出

量
 

（
t
-
C
O

2
）
 

 
 

 
 

 

削
減

率
 

 
 

％
 

％
 

％
 

％
 

 

(２
) 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
原
単
位
等
の
値
（
任
意
記
載
）
 

原
単

位
等

の
活

動
量
 

 
原

単
位

等
の

単
位
 

 

 
 

基
準

年
度
 

第
１
年
度
 

第
２
年
度
 

第
３
年
度
 

目
標

と
し

た
値

 

排
出
量
原
単
位
等
の
値
 

 
 

 
 

 

活
動

量
の

値
 

 
 

 
 

 

排
出
量
原
単
位
等
の
削
減
率
 

 
 

％
 

％
 

％
 

％
 

 

(３
) 

計
画
期
間
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
状
況
に
つ
い
て
の
説
明
 

第
１
年
度
 

  

第
２
年
度
 

  

第
３
年
度
 

  

 ３
 
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
量
の
削
減
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
措
置
の
実
施
状
況
 

NO
. 

対
策
の
名
称
 

 

対
策
の
内
容
 

【
計

画
期

間
の
途

中
で
対

策
を
追

加
し

た
場
合

は
、
対

策
の
内

容
の

最
後
に
(◯

◯
年

度
追

加
)と

記
載

し
て

く
だ

さ
い
】
 

実
施
年
度
に
◯
を
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

第
１
 

年
度
 

第
２
 

年
度
 

第
３
 

年
度
 

1 
 
 

 
 

 
 

2 
 
 
 

 
 

 
 

3 
 
 

 
 

 
 

 

4 
 

 
 

 
 

5 
 

 
 

 
 

6 
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川崎市公告第645号
開発事業地球温暖化対策指針の変更につい
て

　川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例（平成21
年川崎市条例第52号）第17条第２項の規定により、開発
事業地球温暖化対策指針（平成22年川崎市公告第102号）
を次のとおり変更し、令和５年３月30日から適用する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

開発事業地球温暖化対策等指針
平成22年４月１日

一部変更　令和５年３月30日
１　総則
　⑴　目的
　　�　この指針は、川崎市地球温暖化対策等の推進に関
する条例（平成21年川崎市条例第52号。以下「条例」
という。）第17条第１項の規定により、開発事業に
係る温室効果ガスの排出の量の削減等及び気候変動
適応の推進並びに開発事業地球温暖化対策等計画書
の作成のために必要な事項について定めるものであ
る。

　　�　また、この指針は、条例第17条第２項の規定によ
り、科学的知見、技術水準その他の事情の変動に応
じて必要な変更を行う。

　　�　なお、開発事業完了後の温室効果ガスの排出の量
の削減等については、その用途に応じて、条例第９
条第１項の規定による事業活動地球温暖化対策指針
などを踏まえながら、進める。

　⑵　用語の定義
　　�　この指針で使用する用語は、条例及び川崎市地球
温暖化対策等の推進に関する条例施行規則（平成21
年川崎市規則第90号。以下「規則」という。）で使
用する用語の例による。

２　開発事業に係る地球温暖化対策等
　⑴　開発事業地球温暖化対策等計画書の基本的事項
　　ア　開発事業地球温暖化対策等計画書の対象事業
　　　�　開発事業地球温暖化対策等計画書は、規則第11

条で定める特定開発事業が対象となり、対象要件
への該当については、開発行為と建築行為を一体
的に捉えて判断する。

　　　�　また、条例第18条第２項の規定により、特定開
発事業者以外の事業者も開発事業地球温暖化対策
等計画書を提出することができる。

　　イ　提出時期
　　　�　開発事業地球温暖化対策等計画書の提出は、規

則第12条第２項の規定により、川崎市環境影響評
価に関する条例（平成11年川崎市条例第48号。）
第２条第２号の指定開発行為に該当するものに

あっては同条例第18条第１項の規定による条例環
境影響評価準備書を提出する日までに、それ以外
の特定開発事業にあっては当該開発事業に係る工
事に着手しようとする日の90日前までに行う。

　⑵�　開発事業に係る温室効果ガスの排出の量の削減等
及び気候変動適応

　　ア　関係法令等による基準
　　　�　地球温暖化対策推進法（平成10年法律第117号）

の規定、エネルギーの使用の合理化及び非化石エ
ネルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律
第49号）に基づく建築主等及び特定建築物の所有
者の判断の基準をはじめ、当該開発事業に係る法
令の基準を整理し、これを遵守する。

　　　�　また、条例第７条第１項に規定する地球温暖化
対策等推進基本計画の内容等を踏まえながら、開
発事業に係る温室効果ガスの排出の量の削減等及
び気候変動適応や脱炭素エネルギー源の利用など、
技術レベル、抑制効果及び経済性等を総合的に評
価し、対策を検討する。

　　イ　開発事業区域の周辺のエネルギー資源
　　　�　開発事業区域の周辺のエネルギー資源の状況等

を調査し、その活用についても検討する。
　　ウ�　開発事業区域内の標準的なエネルギーの需要量

等
　　　�　開発事業者は、開発事業区域内の標準的なエネ

ルギーの需要量及びこれに伴うエネルギー起源の
二酸化炭素の排出量を計算する。

　　　�　エネルギー起源の二酸化炭素以外の温室効果ガ
スの排出量については、開発事業で予定している
建築物の規模や用途により、必要に応じて、二酸
化炭素の量に換算した排出量を計算する。

　　エ�　温室効果ガスの排出の量の削減等及び気候変動
適応を図るために実施しようとする措置の内容

　　　�　開発事業者は、次の項目について、別表の温室
効果ガスの排出の量の削減等及び気候変動適応を
図るための措置例を踏まえながら、実際に講ずる
措置を検討する。

　　　ア　エネルギーの使用の合理化
　　　　ａ　エネルギー高度利用技術の導入等
　　　　ｂ�　エネルギーの面的利用の促進・開発区域内

の省エネルギーの促進
　　　　ｃ　建築物の省エネルギーの促進
　　　イ　ヒートアイランド現象の緩和
　　　　ａ　人工排熱の抑制
　　　　ｂ　地表面の改善
　　　　ｃ　風の道の確保
　　　ウ　交通環境への配慮
　　　　ａ　自動車利用の抑制
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　　　　ｂ　環境負荷の少ない自動車利用の促進
　　　　ｃ　自動車交通の円滑化
　　　エ　緑地の保全と緑化の推進
　　　　ａ　緑地の保全
　　　　ｂ　緑化の推進
　　　オ　工事に係る配慮
　　　　ａ　環境負荷の少ない資材の調達
　　　　ｂ　工事における二酸化炭素排出量の削減
　　　　　�　アのエネルギーの使用の合理化に資する措

置を実施しようとする場合は、当該措置の実
施によって削減されるエネルギー量及びエネ
ルギー起源の二酸化炭素の排出量を計算する。

　　　　　�　開発事業の用途により、エネルギー起源の
二酸化炭素以外の温室効果ガスについて、二
酸化炭素の量に換算した排出量を計算した場
合は、当該排出量の削減に資する措置につい
て検討し、その措置に伴う削減量を計算する。

　　オ　脱炭素エネルギー源の利用の検討
　　　�　開発事業者は、開発区域の標準的なエネルギー

需要の状況とともに、立地条件、地理的条件、技
術的条件及び経済的条件などを考慮して、次に掲
げる脱炭素エネルギー源を利用した設備の導入に
ついて検討する。

　　　�　また、脱炭素エネルギー源を利用する設備を導
入する場合は、当該導入によって削減されるエネ
ルギー量及びエネルギー起源の二酸化炭素の排出
量を計算する。

　　　ア　太陽光
　　　イ　風力
　　　ウ　水力
　　　エ　地熱
　　　オ　太陽熱
　　　カ　大気中の熱その他の自然界に存する熱
　　　キ　バイオマス
　　　ク�　再生可能エネルギー源から製造される水素そ

の他のエネルギー源
　　カ　特定建築物の評価の目標
　　　�　開発事業者は、予定建築物が川崎市公害防止等

生活環境の保全に関する条例（平成11年川崎市条
例第50号）第127条の４第１項の特定建築物（床
面積の合計が5,000㎡を超える建築物）に該当す
る場合、川崎市建築物環境配慮制度（CASBEE
川崎）による環境性能の総合評価について具体的
な目標を設定する。

　⑶　開発事業地球温暖化対策等計画書の作成等
　　ア　開発事業地球温暖化対策等計画の作成
　　　�　２⑵開発事業に係る温室効果ガスの排出の量の

削減等及び気候変動適応による検討内容を踏まえ、

開発事業地球温暖化対策等計画（指針第１号様式）
に該当する項目を記入する。

　　イ　開発事業地球温暖化対策等計画書の提出
　　　�　開発事業地球温暖化対策等計画書（規則第４号

様式）に開発事業地球温暖化対策等計画（指針第
１号様式）を添付し、提出する。その際、次の資
料を添付する。

　　　ア　位置図
　　　イ　現況図
　　　ウ　土地利用計画図
　　　エ　造成計画平面図
　　　オ�　２⑵ウの開発区域内の標準的なエネルギーの

需要量等を記載した資料
　　　カ�　２⑵エのエネルギーの使用の合理化に資する

措置によって削減されるエネルギー量及びエネ
ルギー起源の二酸化炭素の排出量を記載した資
料

　　　キ�　２⑵オの脱炭素エネルギー源を利用する設備
の導入によって削減されるエネルギー量及びエ
ネルギー起源の二酸化炭素の排出量を記載した
資料

　　ウ　開発事業地球温暖化対策等計画書の変更
　　　�　開発事業地球温暖化対策等計画書変更届出書

（規則第５号様式）とともに、変更部分を記載し
た開発事業地球温暖化対策等計画（指針第１号様
式）を提出する。その際、２⑶イのアからキに掲
げるもののうち、変更のあったものを添付する。

　　エ�　開発事業地球温暖化対策等計画書に係る事業の
中止

　　　�　開発事業中止届出書（規則第７号様式）により
提出する。

　　オ�　開発事業地球温暖化対策等計画書に係る事業の
完了

　　　�　開発事業完了届出書（規則第６号様式）に、開
発事業地球温暖化対策等結果（指針第２号様式）
を添付し、提出する。その際、完成の状況が分か
る資料を添付する。

　　カ　開発事業地球温暖化対策等計画書の概要の公表
　　　�　条例第20条の規定により、市長は、条例第18条

第１項若しくは第２項の規定による開発事業地球
温暖化対策等計画書（規則第４号様式）の提出又
は条例第18条第４項の規定による開発事業地球温
暖化対策等計画書変更届出書（規則第５号様式）、
第19条第１項の規定による開発事業完了届出書
（規則第６号様式）若しくは開発事業中止届出書
（規則第７号様式）の届出があった場合には、市
長はインターネットホームページへの掲載及び川
崎市環境局へ備え付けることにより、公表する。
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　　　�　なお、公表の対象となる事項は、開発事業地球
温暖化対策等計画（指針第１号様式）及び開発事
業地球温暖化対策等結果（指針第２号様式）の内
容とする。

３　雑則
　⑴　指導・助言等
　　�　条例第21条の規定により、市長は、開発事業者が
提出した開発事業地球温暖化対策等計画書の内容に
ついて、本指針に基づき、必要な指導及び助言を行
うことができる。

　⑵　立入検査等
　　�　条例第35条第１項の規定により、市長は、措置の
実施の状況その他必要な事項について、報告若しく
は資料の提出を求め、又はその職員に、計画書提出
開発事業者が設置し、若しくは管理している事業所、
事務所その他の場所に立ち入り調査させることがで
きる。

　⑶　勧告・公表等
　　�　条例第36条の規定により、市長は、開発事業地球
温暖化対策等計画書を提出しない特定事業者などに
対して、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧
告することができ、勧告に従わない場合には、条例
第37条の規定により、あらかじめ、意見を述べる機
会を与えた上で、勧告を受けたものの氏名等を公表
することができる。
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に
お

け
る

効
率

的
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

用
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
輸
送
の
効

率
化

 

・
複
数
施
設
に
お
け
る
高
効
率
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
の
導
入

 
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
面
的
な
利
用

 
・
ロ
ー
カ
ル
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
敷
設
等
、
開
発
区
域
内
に
お
け
る
電
力
・
燃

料
輸
送
の
効
率
化

 

・
開

発
区

域
内

に
お

け
る

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

管
理

、
電

力
・
熱
負
荷
の
平
準
化

 

・
開

発
区

域
内

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

需
要

の
把

握
に

よ
る

過
剰

利
用

防
止

/需
要

抑
制

 
・
開
発
域
内
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入

 
・
蓄
熱
シ
ス
テ
ム
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
制
御
シ
ス
テ
ム
等
の
導
入
等
に
よ
る
開
発

区
域
内
に
お
け
る
電
力
・
熱
負
荷
の
平
準
化

 
1.

3 
建
築
物
の
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進

 

 
 

・
建

築
物

に
お

け
る

エ
ネ

ル
ギ
ー
需
要
の
抑
制

 

・
建
築
物
の
断
熱
化

 
・
建
築
物
へ
の
日
射
遮
へ
い

 
・
自
然
採
光
、
通
風
等
の
積
極
的
な
活
用

 
・
建
築
物
に
お
け
る
自
然
採
光
、
自
然
通
風
等
を
利
用
し
た
設
備
の
導
入

 
・
外
壁
の
方
位
、
室
の
配
置
等
に
配
慮
し
た
建
築
計
画
に
よ
る
熱
の
損
失
防

止
 

・
建

築
物

に
お

け
る

高
効

率
な

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

用
設

備
の
導
入

 

・
空
調
設
備
に
係
る
効
率
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
の
導
入

 
・
機
械
換
気
設
備
（
空
調
設
備
以
外
）
に
係
る
効
率
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用

設
備
の
導
入

 
・
照
明
設
備
に
係
る
効
率
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
の
導
入

 
・
給
湯
設
備
に
係
る
効
率
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
の
導
入

 
・
昇
降
設
備
に
係
る
効
率
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
設
備
の
導
入

 

・
建

築
物

に
お

け
る

エ
ネ

ル
ギ
ー
の
管
理
、
電
力
・
熱

負
荷
の
平
準
化

 

・
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
要
の
把
握
に
よ
る
過
剰
利
用
防
止

/需
要
抑
制

 
・
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
導
入

 
・
蓄
熱
シ
ス
テ
ム
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
制
御
シ
ス
テ
ム
等
の
導
入
等
に
よ
る
建
築

物
に
お
け
る
電
力
・
熱
負
荷
の
平
準
化
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（
第
１
面
）

 
 

開
発
事
業
地
球
温
暖
化
対
策
等
計
画

 
 

事
業

者
の

氏
名

 
又

は
名

称
 

 

主
た

る
事

務
所

又
は

 
事

業
所

の
所

在
地

 

 

開
発

事
業

の
名

称
 

 

開
発

事
業

を
行

う
 

土
地

の
位

置
及

び
区

域
 

 

開
発

事
業

の
目

的
 

 

工
事

の
着

手
 

予
定

年
月

日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

工
事

の
完

了
 

予
定

年
月

日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

開
発

事
業

の
概

要
 

区
域

面
積

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㎡

 

床
面

積
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㎡

 

主
な

予
定

建
築

物
の

内
容

 

棟
番
号

 
用
途

 
床
面
積

 
備
 
 
 
考

 
 

 
㎡

 
 

 
 

㎡
 

 
 

 
㎡

 
 

 
 

㎡
 

 
 

 
㎡

 
 

床
面

積
の

合
計

 
㎡

 
 

第
１
号
様
式

 

 項
目

 
措
置
例

 

 
3.

2 
環
境
負
荷
の
少
な
い
自
動
車
利
用
の
促
進

 

 
・

電
気

自
動

車
の

利
用

促

進
 

・
電
気
自
動
車
用
充
電
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

 

 
 

・
そ

の
他

二
酸

化
炭

素
排

出
量

の
少

な
い

自
動

車
利

用
の
促
進

 

・
天
然
ガ
ス
そ
の
他
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
少
な
い
自
動
車
用
イ
ン
フ
ラ
の

整
備

 

 
3.

3 
自
動
車
交
通
の
円
滑
化

 
 

・
交
通
計
画
の
作
成

 
・
交
通
需
要
の
適
切
な
予
測
に
よ
る
交
通
計
画
の
作
成

 

 
 

・
物
流
の
効
率
化
・
円
滑
化

 

・
荷
捌
き
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
等
に
よ
る
開
発
区
域
内
の
交
通
流
の
妨
げ
と
な

ら
な
い
措
置

 
・
共
同
物
流
サ
ー
ビ
ス
等
、
開
発
区
域
内
の
交
通
流
の
円
滑
化
、
物
流
の
効

率
化
に
資
す
る
シ
ス
テ
ム
の
整
備

 
 

 
・
駐
車
場
の
整
備

 
・
事
業
の
目
的
・
用
途
に
応
じ
た
適
正
規
模
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
確
保

 
４

 緑
地
の
保
全
と
緑
化
の
推
進

 

 
4.

1 
緑
地
の
保
全

 
 

・
既
存
樹
木
、
緑
地
の
保
全

 
・
既
存
の
樹
木
、
緑
地
の
保
全

 
4.

2
緑
化
の
推
進

 

 
 

・
緑
化
の
推
進

 

・
街
区
や
道
路
の
緑
化

 
・
改
変
箇
所
に
お
け
る
植
生
等
の
回
復

 
・
建
築
物
の
屋
上
、
外
壁
面
、
道
路
壁
面
等
、
特
殊
空
間
の
緑
化

 
・
造
成
法
面
等
、
改
変
箇
所
に
お
け
る
在
来
種
に
よ
る
緑
化

 
５

 工
事
に
係
る
配
慮

 

 

5.
1 

環
境
負
荷
の
少
な
い
資
材
の
調
達

 

 

・
製
造

/廃
棄
時
の
二
酸
化

炭
素

排
出

量
の

少
な

い
建

設
資
材
の
使
用

 

・
環
境
ラ
ベ
ル
の
つ
い
た
建
設
資
材
等
の
積
極
的
な
利
用

 
・
環
境
に
配
慮
し
た
建
設
資
材
の
積
極
的
な
利
用

 

 
・

資
材

調
達

時
に

お
け

る

配
慮

 
・
資
材
輸
送
に
お
け
る
距
離
の
最
小
化

 
・
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
等
、
環
境
負
荷
の
少
な
い
輸
送
手
段
の
選
択

 

 

5.
2 

工
事
に
お
け
る
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
抑
制

 

 

・
二

酸
化

炭
素

排
出

量
の

少
な
い
建
設
機
器
の
使
用

 
・
低
燃
費
型
建
設
機
械
の
積
極
的
な
利
用

 

・
建

設
機

器
の

使
用

時
の

配
慮

 
・
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
等
の
省
エ
ネ
運
転
・
機
械
操
作
の
徹
底

 

 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2312 －

 

（
第
３
面
）

 
 

 特
定

建
築

物
の

 
評

価
の

目
標

 

棟
番
号

 
評
価
の
目
標

 

 
 

 
 

 
 

備
 
 
考

 
 

備
考
 
１
 
用
途
の
欄
は
、
次
か
ら
当
該
予
定
建
築
物
の
主
た
る
用
途
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
［
事
務
所
／
学
校
／
物
販
店
／
飲
食
店
／
集
会
所
／
工
場
／
病
院
／
ホ
テ
ル
／
住
宅
／
そ
の
他
］

 
２
 
□
の
あ
る
欄
は
、
該
当
す
る
□
内
に
レ
印
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
３
 
特
定
建
築
物
の
評
価
の
目
標
に
つ
い
て
は
、
予
定
建
築
物
が
川
崎
市
公
害
防
止
等
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る

条
例
（
平
成

11
年
 
川
崎
市
条
例
第

50
号

)第
12

7
条
の

4
第
１
項
の
特
定
建
築
物
に
該
当
す
る
場
合
、
同
項

第
５
号
に
規
定
す
る
環
境
性
能
の
評
価
の
目
標
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

 

（
第
２
面
）

 
 

 温
室

効
果

ガ
ス

の

排
出

の
量

の
削

減

等
及

び
気

候
変

動

適
応

を
 

図
る

た
め

実
施

 
し

よ
う

と
す

る
 

措
置

の
内

容
 

 

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使

用
の

合
理

化
 

 

ヒ
ー

ト
ア

イ
ラ

ン

ド
現

象
の

緩
和

 

 

交
通

環
境

 
へ

の
配

慮
 

 

緑
地

の
保

全
 

と
緑

化
の

推
進

 

 

工
事

に
係

る
 

配
慮

 

 

そ
の

他
 

 

脱
炭

素
エ

ネ
ル

ギ

ー
源

の
利

用
 

検
討

結
果

 
□
導
入
す
る
 
 
 
 
 
 
 
 
□
導
入
し
な
い

 

導
入

機
器
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（
第
２
面
）

 
 
 温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

の
量

の
削

減

等
及

び
気

候
変

動

適
応

を
 

図
る

た
め

実
施

 
し

よ
う

と
す

る
 

措
置

の
内

容
 

 

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

使

用
の

合
理

化
 

 

ヒ
ー

ト
ア

イ
ラ

ン

ド
現

象
の

緩
和

 

 

交
通

環
境

 
へ

の
配

慮
 

 

緑
地

の
保

全
 

と
緑

化
の

推
進

 

 

工
事

に
係

る
 

配
慮

 

 

そ
の

他
 

 

脱
炭

素
エ

ネ
ル

ギ

ー
源
の
利
用

 
導

入
機

器
 

 

  
（
第
１
面
）

 
 

 

開
発
事
業

地
球
温
暖

化
対
策
等

結
果

 

 

事
業

者
の

氏
名

 
又

は
名

称
 

 

主
た

る
事

務
所

又
は

 
事

業
所

の
所

在
地

 
 

開
発

事
業

の
名

称
 

 

開
発

事
業

を
行

う
 

土
地

の
位

置
及

び
区

域
 

 

開
発

事
業

の
目

的
 

 

工
事

の
着

手
 

予
定

年
月

日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

工
事

の
完

了
 

予
定

年
月

日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日

 

開
発

事
業

の
概

要
 

区
域

面
積

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㎡

 

床
面

積
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㎡

 

主
な

建
築

物
の

内
容

 

棟
番
号

 
用
途

 
床

面
積

 
備
 
 
 
考

 

 
 

㎡
 

 

 
 

㎡
 

 

 
 

㎡
 

 

 
 

㎡
 

 

 
 

㎡
 

 

床
面

積
の

合
計

 
㎡

 
 

 第
２
号
様
式
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（
第
３
面
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特
定
建
築
物
の
評
価

 

棟
番
号

 
評
価
の
目
標

 
評
価
の
結
果

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

備
 
 
考

 
 

備
考
 
１
 
用
途
の
欄
は
、
次
か
ら
当
該
予
定
建
築
物
の
主
た
る
用
途
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
［
事
務
所
／
学
校
／
物
販
店
／
飲
食
店
／
集
会
所
／
工
場
／
病
院
／
ホ
テ
ル
／
住
宅
／
そ
の
他
］

 
２
 
□
の
あ
る
欄
は
、
該
当
す
る
□
内
に
レ
印
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
３

 
特

定
建

築
物

の
評

価
に

つ
い

て
は

、
予

定
建

築
物

が
川

崎
市

公
害

防
止

等
生

活
環

境
の

保
全

に
関

す
る

条

例
（
平
成

11
年
 
川
崎
市
条
例
第

50
号

)第
12

7
条
の

4
第
１
項
の
特
定
建
築
物
に
該
当
す
る
場
合
、
同
項

第
５
号
に
規
定
す
る
環
境
性
能
の
評
価
の
目
標
に
つ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 

     

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市公告第646号
道路位置の廃止について

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第２項の
規定による道路を次のとおり廃止します。
　なお、関係図書は、川崎市まちづくり局指導部建築審
査課に備えて縦覧に供します。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
築造主
住所・氏名

川崎市多摩区中野島二丁目10番１号
浅谷　和子

道路位置の
地名・地番

川崎市多摩区中野島二丁目317番７、319番４、
373番１、373番３、無地番地の各一部

別図省略

幅　　員
4.00メートル

幅　　員
41.75メートル

以下余白 以下余白

川崎市指令ま建指　第617号 廃止年月日 令和５年
３月31日

公 告（ 調 達 ）

川崎市公告（調達）第149号
　　　落札者等の公示
　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい
て公示します。
　　令和５年４月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　調達の名称
　�　川崎市社会保障関連システム運用オペレーション業
務委託
２　契約に関する事務担当部局
　　健康福祉局総務部保健福祉システム課
　　川崎市川崎区駅前本町12番地１
　　タワーリバーク８階
３　契約の相手方を決定した日
　　令和５年３月７日
４　契約の相手方の氏名及び住所
　　株式会社　アイネス　公共営業部
　　部長　前田　好治
　　東京都中央区晴海三丁目10番１号
５　契約金額
　　65,780,000円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　入札の公告を行った日
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　　令和５年１月25日
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第150号
　　　落札者等の公示
　川崎市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
規則第11条の規定に基づき、次のとおり落札者等につい
て公示します。
　　令和５年４月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　調達の名称
　�　道水路台帳平面図等管理・閲覧システム運用業務委
託
２　契約事務担当部局の名称及び所在地
　　建設緑政局道路河川管理部管理課
　　川崎市川崎区駅前本町12番地１
　　タワーリバーク14階
３　契約の相手方を決定した日
　　令和５年３月10日
４　契約の相手方の氏名及び住所
　　国際航業　株式会社　神奈川支店
　　支店長　小林　誠
　　横浜市中区日本大通17番地
　　ＪＰＲ横浜日本大通ビル
５　契約金額
　　49,412,000円
６　契約の相手方を決定した手続
　　随意契約
７　随意契約理由
　�　地方公共団体の物品又は特定役務の調達手続の特例
を定める政令第11条第１項第１号及び第２号の規定に
よる。
　　　───────────────────
川崎市公告（調達）第151号
　　　入　　札　　公　　告
　特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお
り公告します。
　　令和５年４月10日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件名　
　　　行政情報システム管理業務委託契約
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　川崎市役所第３庁舎　ほか
　⑶　履行期間
　　　令和５年７月１日から令和９年12月31日まで
　⑷　委託概要
　　�　行政情報システムの運用管理業務及びシステムを

利用する職員からの問合わせ対応を行うヘルプデス
ク業務。詳細は「行政情報システム管理業務委託仕
様書」によります。

２　競争参加資格者に関する事項
　�　この入札に参加を希望するものは、次の条件をすべ
て満たさなければなりません。
　⑴�　川崎市契約規則（昭和39年川崎市規則第28号）第
２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　入札期日において、令和５・６年度川崎市業務委
託有資格業者名簿の業種「電算関連業務」に登載さ
れていること。

　　�　なお、有資格業者名簿に登録のない者（入札参加
業種に登載のない者も含む。）は、財政局資産管理
部契約課に所定の様式により、資格審査申請を令和
５年４月21日㈮までに行ってください。

　⑶�　この業務委託について、本市又は本市と同規模の
他官公庁において類似の契約実績があること。

　⑷�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

３　競争参加申込書の配布、提出及び問合わせ先
　�　この入札に参加を希望するものは、次により一般競
争入札参加資格確認申請書及び「６　事前資料の提出」
に記載の資料を提出しなければなりません。
　⑴　配布・提出場所及び問合わせ先
　　　〒210－8577　川崎市川崎区東田町５番地４
　　　（第３庁舎９階）
　　　総務企画局デジタル化施策推進室
　　　担当　　佐伯・木村・小田
　　　電　話：044－200－2071
　　　ＦＡＸ：044－200－3752
　　　E-mail：17digital@city.kawasaki.jp
　⑵　配布・提出期間
　　�　令和５年４月10日㈪から令和５年４月21日㈮まで
とします（土・日及び休日を除く毎日８時30分から
12時まで及び13時から17時まで）。

　⑶　提出方法
　　　持参とします。
４　競争参加資格確認通知書及び入札説明書の交付
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、入札参
加資格があると認められた者には、次により一般競争
入札参加資格確認通知書を交付します。
　⑴　場所及び問合せ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　日時
　　　令和５年５月１日㈪
　　　８時30分から12時まで及び13時から17時まで
　⑶　その他
　　�　競争参加資格があると認められた者には、入札説
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明書を無料交付します。
　　�　また、入札説明書は３⑴の場所において令和５年
４月10日㈪から令和５年４月21日㈮まで縦覧に供し
ます（土・日及び休日を除く、毎日８時30分から12
時まで及び13時から17時まで）。

５　仕様に関する問合わせ
　⑴　問合わせ先
　　　３⑴に同じ
　⑵　問合わせ期間
　　�　令和５年５月１日㈪から令和５年５月10日㈬まで
（毎日８時30分から12時まで及び13時から17時まで）。

　⑶　問合わせ方法
　　�　入札説明書に添付の「質問書」の様式に必要事項
を記入し、指定するＦＡＸ番号又は電子メールアド
レス宛て送付してください。また、FAX・メール
で質問する場合は、質問書を送信した旨を担当まで
御連絡ください（土曜日・日曜日及び休日を除く、
毎日８時30分から正午まで及び13時から17時まで）。

　⑷　回答方法
　　�　質問に対する回答は、令和５年５月18日㈭までに、
全社宛てに電子メールにより送付します。

６　事前資料の提出
　�　この入札の参加者は、次の事前資料を令和５年５月
22日㈪までに３⑴の場所に提出しなければなりません。
また、競争入札参加者は、開札日の前日までの間にお
いて、本市から該当書類に関し説明を求められたとき
には、これに応じなければなりません。
　⑴　運用体制図・要員一覧
　⑵�　運用管理及びヘルプデスク要員の類似業務実績と
保有資格

　⑶�　Windowsサーバ、Unixサーバ及びLinuxサーバの
運用実績

７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入
札参加資格を喪失します。
　⑴�　開札前に上記２の各号のいずれかの条件を欠いた
とき。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について虚偽の
記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札の方法
　　ア�　入札は、総額（税抜き）で行います。また、こ

の金額には契約期間内のサービス提供及びサービ
スの導入に際して必要となる各種工事・設定・代
行手続き等に係る一切の費用を含め見積もるもの
とします。

　　イ�　落札決定に当たっては、入札書に記載された金
額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し

た金額をもって落札価格とするので、入札者は見
積もった契約希望金額の110分の100に相当する金
額を入札書に記載してください。

　　ウ�　入札は所定の入札書をもって行い、入札書は入
札件名を記載した封筒に封印して提出してくださ
い。

　　　�　なお、郵送による入札を行う場合は、さらに「入
札書在中」と明記した封筒に入れて、必ず書留郵
便にて送付してください。この場合は、郵送した
日に３⑴の場所に必ず電話をしてください。

　⑵　入札・開札の日時及び場所
　　ア　日時
　　　　令和５年５月26日㈮　14時半
　　イ　場所
　　　　デジタル化施策推進室　開発室Ⅱ
　⑶　郵送による場合の入札書の受領期限及びあて先
　　ア　期限　　令和５年５月25日㈭必着
　　イ　あて先　　３⑴に同じ
　⑷　入札保証金
　　　免除とします。
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市契約規則第14条の規定に基づいて作成した
予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札
を行った者を落札者とします。ただし、著しく低価
格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　入札に参加する資格のない者が行った入札及び
「川崎市競争入札参加者心得」で無効と定める入札
は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　⑴　契約保証金
　　ア�　川崎市契約規則第33条各号に該当する場合は免

除します。
　　イ�　ア以外の場合は、契約金額の10％を納入しなけ

ればなりません。
　⑵　契約書作成の要否
　　　契約書を作成することを要します。
　　�　落札者は契約書２通を作成し、令和５年６月１日
㈭17時までに３⑴の場所に持参してください。

　⑶　契約条項等の閲覧
　　�　川崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得等
は、川崎市のホームページの「入札情報　かわさき」
の契約関係規程において閲覧することができます。

10　その他
　⑴�　公告に定めるもののほかは、川崎市契約条例、川
崎市契約規則及び川崎市競争入札参加者心得の定め
るところによります。

　⑵�　この入札への参加者が、２社以上にならないとき
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は、入札を中止することがあります。
　⑶�　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本
語及び日本国通貨に限ります。

　⑷�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当
該金額について減額又は削除があった場合は、この
契約を変更又は解除することができるものとします。

　　�　また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その
損失の補償を川崎市に対して請求することができる
ものとし、補償額は協議して定めるものとします。

　⑸　その他問合わせ窓口は上記３⑴に同じです。
11　Summary
　⑴　�Nature�and�quantity�of�the�service�to�be�required:
　　　�Operation�management�of�Administrative�

information�system�and�Response�to�inquiries.
　⑵　Time-limit�for�tender:
　　　2:30�P.M.�May�26,�2023
　⑶　Time-limit�for�tender�by�mail:
　　　May�25,�2023
　⑷　Contact�point�for�the�notice:
　　　KAWASAKI�CITY�OFFICE
　　　Digitalization�Policy�Promotion�Office
　　　General�Affairs�and�Planning�Bureau
　　　5-4,�Higashida-cho,�Kawasaki-ku
　　　Kawasaki,�Kanagawa�210-0005,�Japan
　　　Tel:�044-200-2071
　　　FAX:�044-200-3752
　　　E-mail:�17jouhou@city.kawasaki.jp

税 公 告

川崎市税公告第31号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第32号
　次の市税に係る納税通知書を別紙記載の者に送達すべ
きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不
明のため送達することができないので、地方税法（昭和
25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭

和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま
す。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

年　度 税　目 期　別
この公告に
より変更す
る 納 期 限

件数
・
備考

令和
４年度

市民税・県民税
（普通徴収）

２月
随時分
以降

令和５年
３月31日

（２月随時分）
計41件

令和
４年度
（令和３年
度課税分）

市民税・県民税
（普通徴収）

２月
随時分

令和５年
３月31日

（２月随時分）
計２件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第33号
　次の市税に係る課税額変更（取消）通知書を別紙記載
の者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所
及び事業所が不明のため送達することができないので、
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２及び川崎
市市税条例（昭和25年川崎市条例第26号）第10条の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　　　　　　　令和５年３月14日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

年　度 税　目 期　別
この公告に
より変更す
る 納 期 限

件数
・
備考

令和
４年度
（平成31年
度課税分）

市民税・県民税
（普通徴収）

第１期分
以降 計１件

令和
４年度
（令和２年
度課税分）

市民税・県民税
（普通徴収）

第１期分
以降 計１件

令和
４年度
（令和３年
度課税分）

市民税・県民税
（普通徴収）

第１期分
以降 計１件

令和
４年度

市民税・県民税
（普通徴収）

第１期分
以降 計１件

令和
４年度
（令和２年
度課税分）

市民税・県民税
（普通徴収）

２月
随時分 計１件

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第34号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2318 －

その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月16日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第35号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月17日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第36号
　市税過誤納金等還付通知書を別紙記載の者に送達すべ
きところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不
明のため送達することができないので、地方税法（昭和
25年法律第226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭
和25年川崎市条例第26号）第10条の規定により公告しま
す。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月27日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第37号
　交付要求通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月29日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市税公告第38号

　差押解除通知書を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、地方税法（昭和25年法律第
226号）第20条の２及び川崎市市税条例（昭和25年川崎
市条例第26号）第10条の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月29日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

（別紙省略）

訓 令

川崎市訓令第１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務企画局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども未来局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設緑政局
　　　川崎市事務分掌規則等の一部を改正する規
　　　則の制定に伴う職員の勤務について
　川崎市事務分掌規則等の一部を改正する規則（令和５
年川崎市規則第17号）の制定に伴い、別に発令されない
限り、現に別表第１の左欄に掲げる主任に命ぜられてい
る者は令和５年４月１日付けで同表の右欄に掲げる主任
を命ぜられたものとし、現に別表第２の左欄に掲げる課
又はセンターに勤務を命ぜられている職員は同日付けで
同表の右欄に掲げる課又はセンターに勤務を命ぜられた
ものとする。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
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別表第１ 
       左     欄        右     欄 
総務企画局情報管理部統計情報課主任 
 
総務企画局情報管理部行政情報課主任 
 
 
こども未来局保育事業部川崎区保育・子育て

総合支援センター主任 
 
こども未来局保育事業部中原区保育・子育て

総合支援センター主任 
 
こども未来局保育事業部保育第１課主任 
 
こども未来局保育事業部保育第２課主任 
 
建設緑政局道路管理部路政課主任 
 
建設緑政局道路管理部管理課主任 
 
建設緑政局道路管理部用地調整課主任 

総務企画局都市政策部統計情報課主任 
 
総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管

理部行政情報課主任 
 
川崎区保育・子育て総合支援センター主任 
 
 
中原区保育・子育て総合支援センター主任 
 
 
こども未来局保育・幼児教育部保育第１課主任 
 
こども未来局保育・幼児教育部保育第２課主任 
 
建設緑政局道路河川管理部路政課主任 
 
建設緑政局道路河川管理部管理課主任 
 
建設緑政局道路河川管理部用地調整課主任 

 
 

別表第２ 
       左     欄        右     欄 
総務企画局情報管理部統計情報課 
 
総務企画局情報管理部行政情報課 
 
 
こども未来局保育事業部中原区保育・子育て

総合支援センター 
 
こども未来局保育事業部保育第１課 
 
こども未来局保育事業部保育第２課 
 
建設緑政局道路管理部路政課 
 
建設緑政局道路管理部管理課 
 
建設緑政局道路管理部用地調整課 

総務企画局都市政策部統計情報課 
 
総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管

理部行政情報課 
 
中原区保育・子育て総合支援センター 
 
 
こども未来局保育・幼児教育部保育第１課 
 
こども未来局保育・幼児教育部保育第２課 
 
建設緑政局道路河川管理部路政課 
 
建設緑政局道路河川管理部管理課 
 
建設緑政局道路河川管理部用地調整課 

 

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市訓令第２号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庁 中 一 般
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各　か　い
　川崎市公有地総合調整会議規程の一部を改正する訓令
を次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　川崎市公有地総合調整会議規程の一部を改
　　　正する訓令
　川崎市公有地総合調整会議規程（平成10年川崎市訓令
第３号）の一部を次のように改正する。
　題名を次のように改める。
　　　川崎市公有地等総合調整会議規程
　第１条中「及び」を「、」に改め、「有効活用」の次に
「及び施設等の整備」を加え、「川崎市公有地総合調整会
議」を「川崎市公有地等総合調整会議」に改める。
　第２条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号
を加える。
　⑺�　施設等の整備に係る工事その他これに準ずるもの
として別に定めるもの（予定価格等を基準として別
に定めるものを除く。）の実施（これに係る計画、
設計等を含む。）に関すること。

　第７条第１項中「及び」を「、」に改め、「低未利用地
対策部会」の次に「及び施設整備等調整部会」を加える。
　　　附　則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市訓令第３号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庁 中 一 般
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各　か　い
　川崎市事業所等事務決裁規程等の一部を改正する訓令
を次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　川崎市事業所等事務決裁規程等の一部を改
　　　正する訓令
　（川崎市事業所等事務決裁規程の一部改正）
第�１条　川崎市事業所等事務決裁規程（昭和41年川崎市
訓令第９号）の一部を次のように改正する。
　�　第２条第３号中「、所長（前号に該当するものを除
く。）」を削り、「及び担当課長」を「及び課長（担当
課長を含む。）」に改める。
　（川崎市公文書管理規程の一部改正）
第�２条　川崎市公文書管理規程（昭和36年川崎市訓令第
２号）の一部を次のように改正する。
　�　第３条第１項第４号及び第11条第１項中「総務企画
局情報管理部行政情報課」を「総務企画局コンプライ
アンス推進・行政情報管理部行政情報課」に改める。

　�　第12号様式の４中「総務企画局情報管理部行政情報
課長」を「総務企画局コンプライアンス推進・行政情
報管理部行政情報課長」に改める。
　（川崎市マイクロフィルム文書取扱規程の一部改正）
第�３条　川崎市マイクロフィルム文書取扱規程（昭和46
年川崎市訓令第２号）の一部を次のように改正する。
　�　第３条中「総務企画局情報管理部行政情報課長」を
「総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部
行政情報課長」に改める。
　�　第19条第１項中「第10条第１項第１号」を「第８条
第１項第１号」に改め、同条第２項中「公文書管理規
程同条」を「同条」に、「総務企画局情報管理部行政
情報課」を「総務企画局コンプライアンス推進・行政
情報管理部行政情報課」に改める。
　　第２号様式中
　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　を
　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　に改める。
　（川崎市職員出勤記録整理規程の一部改正）
第�４条　川崎市職員出勤記録整理規程（昭和35年川崎市
訓令第５号）の一部を次のように改正する。
　�　別表こども未来局の項中「保育事業部」を「保育・
子育て推進部」に、「副所長」を「総務課長」に改め、
同表区役所の項中
　「
支所区民センター 室長
出張所 所長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　を
　「
出張所 所長
道路公園センター 所長
支所区民センター 室長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　に改める。
　（川崎市職員服務規程の一部改正）
第�５条　川崎市職員服務規程（昭和35年川崎市訓令第３
号）の一部を次のように改正する。
　�　第37条第１号中「総務企画局情報管理部行政情報課
長」を「総務企画局コンプライアンス推進・行政情報
管理部行政情報課長」に改め、同条第４号中「総務企
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画局情報管理部行政情報課」を「総務企画局コンプラ
イアンス推進・行政情報管理部行政情報課」に改める。
　�　第40条第１項中「総務企画局情報管理部行政情報課」
を「総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理
部行政情報課」に改める。
　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市訓令第４号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庁 中 一 般　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各　か　い　
　川崎市公用文に関する規程の一部を改正する訓令を次
のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　川崎市公用文に関する規程の一部を改正す
　　　る訓令
　川崎市公用文に関する規程（昭和36年川崎市訓令第３
号）の一部を次のように改正する。
　第６条第１号を次のように改める。
　⑴　区切り符号
　　�　。（まる）、（てん），（コンマ）．（ピリオド）・（な
かてん）：（コロン）～（なみがた）―（ダッシュ）
→（やじるし）�（３てんリーダー）＊（アステリ
スク）※（こめじるし）／（スラッシュ）「　」（か
ぎかっこ）『　』（ふたえかぎかっこ）（　）（まるかっ
こ）〔　〕（そでかっこ）【　】（すみつきかっこ）

　別表第１の１の項第３号中「10時30分」を「午後５時
15分（24時制の場合は、17時15分）」に、「10：30」を「午
後５：15（24時制の場合は、17：15）」に改める。
　別表第２の１の項中第13号を第17号とし、同項第12号
中「かっこ」を「まるかっこ」に改め、同号を同項第16
号とし、同項第11号中「ふたえかぎ」を「ふたえかぎかっ
こ」に改め、同号を同項第15号とし、同項第10号中「か
ぎ」を「かぎかっこ」に改め、同号を同項第14号とし、
同項第９号の次に次の４号を加える。
　⑽��　「�」（３てんリーダー）　続くものの存在を示す
場合及び重ねて項目とページ数又は内容をつなぐ場
合に用いる。

　　（例）�牛、馬、豚、鶏�　第５章���２　材料
���鉄

　⑾�　「＊」（アステリスク）　文中の語句に付けて、注
又は補足に導き、及び補足的事項の頭に付ける場合
に用いる。

　　（例）規則第24条（＊）により許可します。
　⑿�　「※」（こめじるし）　見出し又は補足的事項の頭
に付けて、目立たせる場合に用いる。

　　（例）※　データは令和５年３月現在
　⒀�　「／」（スラッシュ）　引用文の改行位置を示す場
合、文節等の文の区切りを示す場合及び対比をする
場合に用いる。

　　（例）��であった。／なお、�　痛む／傷む／悼む　
直流／交流

　別表第２の１の項に次の１号を加える。
　⒅�　「【　】」（すみつきかっこ）　項目を示す場合及び
強調すべき点を目立たせる場合に用いる。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　改正後の訓令の規定は、この訓令の施行の日以後に
作成する公用文から適用する。
　　　───────────────────
川崎市訓令第５号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務企画局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済労働局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こども未来局
　川崎市職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正す
る訓令を次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　川崎市職員の勤務時間等に関する規程の一
　　　部を改正する訓令
　川崎市職員の勤務時間等に関する規程（昭和35年川崎
市訓令第４号）の一部を次のように改正する。
　別表総務企画局の部情報管理部の款中「情報管理部」
を「コンプライアンス推進・行政情報管理部」に改め、
同表経済労働局の部中

「
公
営
事
業
部

公営事業部に
勤務する職員

38時間45分
（公営事業部長）

１　日勤
　　８：30 ～ 17：15
２　変則勤務
　⑴　８：45 ～ 17：30
　⑵　12：45 ～ 21：30
　⑶　15：15 ～ 24：00

勤務時間の途中において
１時間

４週間を通じ８日

」
を
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「
消
費
者
行
政
セ
ン
タ
ー

消費者行政セ
ンターに勤務
する職員

38時間45分
（室長）

１　日勤
　　８：30 ～ 17：15
２　変則勤務
　　11：15 ～ 20：00

１　日勤
　　12：00 ～ 13：00
２　変則勤務
　�　勤務時間の途中にお
いて１時間

日曜日及び４週間を通
じ４日

公
営
事
業
部

公営事業部に
勤務する職員

38時間45分
（公営事業部長）

１　日勤
　　８：30 ～ 17：15
２　変則勤務
　⑴　12：15 ～ 21：00
　⑵　12：30 ～ 21：15
　⑶　15：15 ～ 24：00

勤務時間の途中において
１時間

４週間を通じ８日

」
に改め、同表こども未来局の部運営管理課の款及び保育事業部の款を次のように改める。
保
育
・
子
育
て
推
進
部

保
育
園

保育園に勤務
する職員（園
長、栄養士、
看護師、調理
業務に従事す
る職員及び用
務に従事する
職員を除く。）

38時間45分
（保育・子育て
推進部長）

１　日勤
　　８：30 ～ 17：15
２　変則勤務
　⑴　６：50 ～ 15：35
　⑵　７：00 ～ 15：45
　⑶　７：15 ～ 16：00
　⑷　７：30 ～ 16：15
　⑸�　７：45 ～ 16：30
　⑹　８：00 ～ 16：45
　⑺　８：15 ～ 17：00
　⑻　８：45 ～ 17：30
　⑼　９：00 ～ 17：45
　⑽　９：15 ～ 18：00
　⑾　９：30 ～ 18：15
　⑿　９：45 ～ 18：30
　⒀　10：00 ～ 18：45
　⒁　10：15 ～ 19：00
　⒂　10：30 ～ 19：15
　⒃　10：45 ～ 19：30
　⒄　11：00 ～ 19：45
　⒅　11：15 ～ 20：00
　⒆　11：25 ～ 20：10

勤務時間の途中におい
て１時間

日曜日及び４週間を
通じ４日

園長、栄養士、
調理業務に従
事する職員及
び用務に従事
する職員

38時間45分
（保育・子育て
推進部長）

８：30 ～ 17：15 勤務時間の途中において
１時間

日曜日及び４週間を通
じ４日

看護師 38時間45分
（保育・子育て
推進部長）

１　日勤
　８：30 ～ 17：15
２　変則勤務
　⑴　７：30 ～ 16：15
　⑵　７：45 ～ 16：30
　⑶　８：00 ～ 16：45
　⑷　８：15 ～ 17：00
　⑸�　８：45 ～ 17：30
　⑹　９：00 ～ 17：45
　⑺　９：15 ～ 18：00
　⑻　９：30 ～ 18：15
　⑼　９：45 ～ 18：30

勤務時間の途中におい
て１時間

日曜日及び４週間を
通じ４日
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保
育
・
子
育
て
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

保育園に勤務
する職員（園
長、一時預か
り事業の業務
に従事する職
員、栄養士、
看護師、調理
業務に従事す
る職員及び用
務に従事する
職員を除く。）

38時間45分
（所長）

１　日勤
　　８：30 ～ 17：15
２　変則勤務
　⑴　６：50 ～ 15：35
　⑵　７：00 ～ 15：45
　⑶　７：15 ～ 16：00
　⑷　７：30 ～ 16：15
　⑸　７：45 ～ 16：30
　⑹　８：00 ～ 16：45
　⑺　８：15 ～ 17：00
　⑻　８：45 ～ 17：30
　⑼　９：00 ～ 17：45
　⑽　９：15 ～ 18：00
　⑾　９：30 ～ 18：15
　⑿　９：45 ～ 18：30
　⒀　10：00 ～ 18：45
　⒁　10：15 ～ 19：00
　⒂　10：30 ～ 19：15
　⒃　10：45 ～ 19：30
　⒄　11：00 ～ 19：45
　⒅　11：15 ～ 20：00
　⒆　11：25 ～ 20：10

勤務時間の途中におい
て１時間

日曜日及び４週間を
通じ４日

保育園に勤務
する職員（園
長、栄養士、
調理業務に従
事する職員及
び用務に従事
する職員に限
る。）

38時間45分
（所長）

８：30 ～ 17：15 勤務時間の途中において
１時間

日曜日及び４週間を通
じ４日

保育園に勤務
する職員（一
時預かり事業
の業務に従事
する職員及び
看護師に限
る。）

38時間45分
（所長）

８：30 ～ 17：15 勤務時間の途中において
１時間

日曜日及び土曜日

　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市訓令第６号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庁 中 一 般
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各　か　い
　川崎市職員の自己啓発等休業に関する規程の一部を改
正する訓令を次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦
　　　川崎市職員の自己啓発等休業に関する規程
　　　の一部を改正する訓令
　川崎市職員の自己啓発等休業に関する規程（平成29年
川崎市訓令第１号）の一部を次のように改正する。
　第８条第１項第２号中「（懲戒免職の処分を除く。）」
を削り、同項第３号中エをオとし、ウをエとし、同号イ
中「法第28条の２第１項」を「川崎市職員の定年等に関
する条例（昭和59年川崎市条例第38号）第２条」に、「法

第28条の３第１項」を「同条例第４条第１項」に改め、
同号中イをウとし、アの次に次のように加える。
　　イ�　地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年

法律第63号）附則第３条第５項に規定する旧地方
公務員法勤務延長期限若しくは川崎市職員の定年
等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年
川崎市条例第32号）附則第２項の規定により延長
された期限の到来により退職した場合又はこれに
準ずる他の法令等の規定により退職した場合

　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

上 下 水 道 局 規 程

川崎市上下水道局規程第４号
　川崎市水道条例施行規程の一部を改正する規程を次の
ように定める。
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　　令和５年３月20日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
　　　川崎市水道条例施行規程の一部を改正する
　　　規程
　川崎市水道条例施行規程（平成22年川崎市水道局規程
第１号）の一部を次のように改正する。
　第13条に次の１項を加える。
３�　条例第６条第２項に規定する工事上の条件は、この
規程に定めるもののほか、管理者が別に定める。
　別表を次のように改める。
別表（第13条関係）
区分 種類 規格
口径50ミ
リメート
ル以下の
給水管、
給水用具
等

サドル付分水
栓

ＪＷＷＡ　Ｂ　117のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　止水構造がボール（Ａ形）
であるもの

⑵�　給水管取出しねじの種類が
平行おねじ（Ｇ）であるもの

⑶�　止水機構の呼び径が25、40
又は50であるもの

管理者が別に定めるもの
管穿孔口防錆
工法用挿入コ
ア

管理者が別に定めるもの

波状ステンレ
ス鋼管

ＪＷＷＡ　Ｇ　119のうち、呼び
径が25、40又は50であるもの

ステンレス鋼
鋼管

ＪＷＷＡ　Ｇ　115のうち、呼び
径が25、40又は50であるもの

ステンレス鋼
鋼管継手

ＪＷＷＡ　Ｇ　116のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　継手の形式が伸縮可とう式
であるもの

⑵�　呼び径が25、40又は50であ
るもの

管理者が別に定めるもの
止水栓 管理者が別に定めるもの
青銅製仕切弁 管理者が別に定めるもの
止水栓ボック
ス

管理者が別に定めるもの

口径75ミ
リメート
ル以上の
給水管、
給水用具
等

割Ｔ字管 管理者が別に定めるもの
ダクタイル鋳
鉄管

ＪＷＷＡ　Ｇ　113のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　管厚の種類が１種管である
もの

⑵�　接合形式がＮＳ形であるも
の

⑶�　呼び径が75、100、150、
200、250又は300であるもの

ＪＷＷＡ　Ｇ　120のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　管厚の種類が１種管である
もの

⑵�　呼び径が75、100、150、
200、250又は300であるもの

ダクタイル鋳
鉄異形管

ＪＷＷＡ　Ｇ　114のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　接合形式がＮＳ形であるも
の

⑵�　呼び径が75、100、150、
200、250又は300であるもの

⑶�　内面塗装がＪＷＷＡ　Ｇ　
112のエポキシ樹脂粉体塗装で
あるもの

　 ＪＷＷＡ　Ｇ　121のうち、呼び
径が75、100、150、200、250又
は300であるもの
管理者が別に定めるもの

ダクタイル鋳
鉄管及び異形
管用接合部品

ＪＷＷＡ　Ｇ　113、114（附属
書Ｂ及び附属書Ｃ）のうち、次
のいずれにも該当するもの
⑴�　接合形式がＮＳ形又はフラ
ンジ形であるもの

⑵�　呼び径が75、100、150、
200、250又は300であるもの

ＪＷＷＡ　Ｇ　120、121（附属
書Ｂ及び附属書Ｃ）のうち、呼
び径が75、100、150、200、250
又は300であるもの
管理者が別に定めるもの

ソフトシール
仕切弁

ＪＷＷＡ　Ｂ　120のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　接合形式がＮＳ形であるも
の

⑵　種類が３種であるもの
⑶�　呼び径が75、100、150、200
又は250であるもの

⑷�　開閉方向が右回り開き、左
回り閉じであるもの

ＪＷＷＡ　Ｂ　120のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　接合形式がＧＸ形であるも
の

⑵　種類が３種であるもの
⑶�　呼び径が75、100、150、
200、250又は300であるもの

⑷�　開閉方向が右回り開き、左
回り閉じであるもの

ＪＷＷＡ　Ｂ　120のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　接合形式がフランジ形であ
るもの

⑵�　種類が２種であるもの
⑶�　呼び径が75、100、150、
200、250又は300であるもの

⑷�　構造及び形状が立形内ねじ
式であるもの

⑸�　開閉方向が右回り開き、左
回り閉じであるもの

管理者が別に定めるもの
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ダクタイル鋳
鉄（メタル
シート）仕切
弁

ＪＷＷＡ　Ｂ　122のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴　種類が２種であるもの
⑵�　呼び径が75、100、150、
200、250又は300であるもの

⑶�　構造及び形状が立形内ねじ
式であるもの

⑷�　開閉方向が右回り開き、左
回り閉じであるもの

消火栓 ＪＷＷＡ　Ｂ　103のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　種類が単口であるもの
⑵�　開閉方向が左回り開き、右
回り閉じであるもの

⑶�　外面に塗装する塗料がＪＷ
ＷＡ　Ｇ　112の水道用エポキ
シ樹脂粉体塗料であるもの

管理者が別に定めるもの
補修弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　126のうち、次の

いずれにも該当するもの
⑴　種類が２種であるもの
⑵　形式がボール弁であるもの
⑶　操作がレバー式であるもの
⑷�　補修弁の上側にＧＦ形フラ
ンジを用いたもの

⑸�　外面に塗装する塗料がＪＷ
ＷＡ　Ｇ　112の水道用エポキ
シ樹脂粉体塗料であるもの

管理者が別に定めるもの
円形鉄蓋 管理者が別に定めるもの
レジンコンク
リート製ボッ
クス

ＪＷＷＡ　Ｋ　148のうち、種類
が円形用１号（250）、同３号
（500）又は同４号（600）であ
るもの
管理者が別に定めるもの

第１号様式中
「

」
を
「

」
に改める。
　第２号様式中
「

」
を
「

」
に改める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　令和６年３月31日までに工事承認申込書が提出され
た工事は、この規程による改正前の川崎市水道条例施
行規程別表に規定された給水管、給水用具等を引き続
き使用することができる。
３�　この規程による改正前の川崎市水道条例施行規程の
規定により調整した帳票で現に残存するものについて
は、当分の間、引き続き使用することができる。
　　　───────────────────
川崎市上下水道局規程第５号
　川崎市工業用水道条例施行規程の一部を改正する規程
を次のように定める。
　　令和５年３月20日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
　　　川崎市工業用水道条例施行規程の一部を改
　　　正する規程
　川崎市工業用水道条例施行規程（平成22年川崎市水道
局規程第50号）の一部を次のように改正する。
　別表第１及び別表第２を次のように改める。
別表第１（第12条関係）
区分 種類 規格

管・継手
類

ダクタイル鋳
鉄管

ＪＷＷＡ　Ｇ　113のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　管厚の種類が１種管である
もの

⑵�　接合形式がＮＳ形であるも
の

⑶�　呼び径が75、100、150、
200、250、300、350、400又は
450であるもの
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ＪＷＷＡ　Ｇ　113のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　管厚の種類がＳ種管である
もの

⑵�　接合形式がＮＳ形であるも
の

⑶�　呼び径が500、600、700、
800、900又は1000であるもの

ＪＷＷＡ　Ｇ　120のうち、管厚
の種類が１種管であるもの
管理者が別に定めるもの

ダクタイル鋳
鉄異形管

ＪＷＷＡ　Ｇ　114のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　接合形式がＮＳ形であるも
の

⑵�　内面塗装がＪＷＷＡ　Ｇ　
112のエポキシ樹脂粉体塗装で
あるもの

ＪＷＷＡ　Ｇ　121の規格品であ
るもの
管理者が別に定めるもの

ダクタイル鋳
鉄管及び異形
管用接合部品

ＪＷＷＡ　Ｇ　113、114（附属
書Ｂ及び附属書Ｃ）のうち、接
合形式がＮＳ形又はフランジ形
であるもの
ＪＷＷＡ　Ｇ　120、121（附属
書Ｂ及び附属書Ｃ）の規格品で
あるもの
管理者が別に定めるもの

割Ｔ字管 管理者が別に定めるもの
溶接短管 管理者が別に定めるもの

弁類 ソフトシール
仕切弁

ＪＷＷＡ　Ｂ　120のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　接合形式がＮＳ形又はＧＸ
形であるもの

⑵�　種類が３種であるもの
⑶�　開閉方向が右回り開き、左
回り閉じであるもの

ＪＷＷＡ　Ｂ　120のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　接合形式がフランジ形であ
るもの

⑵　種類が２種であるもの
⑶　呼び径が75以上であるもの
⑷�　構造及び形状が立形内ねじ
式であるもの

⑸�　開閉方向が右回り開き、左
回り閉じであるもの

管理者が別に定めるもの
ダクタイル鋳
鉄 （ メ タ ル
シート）仕切
弁

ＪＷＷＡ　Ｂ　122のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴　種類が２種であるもの
⑵　呼び径が75以上であるもの
⑶�　構造及び形状が立形内ねじ
式であるもの

⑷�　開閉方向が右回り開き、左
回り閉じであるもの

歯車付仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　131のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　呼び径が1000以下であるも
の

⑵�　開閉方向が右回り開き、左
回り閉じであるもの

⑶�　内面に塗装する塗料がＪＷ
ＷＡ　Ｇ　112の水道用エポキ
シ樹脂粉体塗料であるもの

補修弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　126のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴　種類が２種であるもの
⑵　形式がボール弁であるもの
⑶　操作がレバー式であるもの
⑷�　補修弁の上側にＧＦ形フラ
ンジを用いたもの

⑸�　外面に塗装する塗料がＪＷ
ＷＡ　Ｇ　112の水道用エポキ
シ樹脂粉体塗料であるもの

管理者が別に定めるもの
急速空気弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　137のうち、次の

いずれにも該当するもの
⑴　種類が２種であるもの
⑵�　呼び径が75、100又は150で
あるもの

⑶�　接続部の形状がフランジ形
であるもの

⑷�　内面及び外面に塗装する塗
料がＪＷＷＡ　Ｇ　112の水道
用エポキシ樹脂粉体塗料であ
るもの

その他の
用具

円形鉄蓋 管理者が別に定めるもの
レジンコンク
リート製ボッ
クス

ＪＷＷＡ　Ｋ　148のうち、種類
が円形用１号（250）、同３号
（500）又は同４号（600）であ
るもの
管理者が別に定めるもの

ポリエチレン
スリーブ

ＪＷＷＡ　Ｋ　158の規格品であ
るもの

ポリエチレン
スリーブ固定
用ゴムバンド
及び締め具

ＪＷＷＡ　Ｋ　158（附属書Ａ及
び附属書Ｂ）の規格品であるも
の

管明示テーブ 管理者が別に定めるもの
管明示シート 管理者が別に定めるもの

別表第２（第17条関係）
区分 種類 規格
弁類 ソフトシール

仕切弁
ＪＷＷＡ　Ｂ　120のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　接合形式がフランジ形であ
るもの

⑵�　種類が２種又は３種である
もの

⑶�　呼び径が75以上であるもの
⑷�　開閉方向が右回り開き、左
回り閉じであるもの
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ダクタイル鋳
鉄（メタル
シート）仕切
弁

ＪＷＷＡ　Ｂ　122のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　種類が２種又は３種である
もの

⑵�　呼び径が75以上であるもの
⑶�　開閉方向が右回り開き、左
回り閉じであるもの

歯車付仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　131のうち、次の
いずれにも該当するもの
⑴�　呼び径が1000以下であるも
の

⑵�　開閉方向が右回り開き、左
回り閉じであるもの

⑶�　内面に塗装する塗料がＪＷ
ＷＡ　Ｇ　112の水道用エポキ
シ樹脂粉体塗料であるもの

　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市上下水道局規程第６号
　川崎市下水道条例施行規程の一部を改正する規程を次
のように定める。
　　令和５年３月20日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
　　　川崎市下水道条例施行規程の一部を改正する規程
　川崎市下水道条例施行規程（平成22年川崎市水道局規
程第59号）の一部を次のように改正する。
　第11条第１項中「届出は、」の次に「全ての排水の種
別について」を加え、同条第２項中「場合は、」の次に「水
道水又は工業用水の排除に係る」を加える。
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市上下水道局規程第７号
　川崎市上下水道局公文書管理規程の一部を改正する規
程を次のように定める。
　　令和５年３月20日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
　　　川崎市上下水道局公文書管理規程の一部を
　　　改正する規程
　川崎市上下水道局公文書管理規程（昭和36年川崎市水
道局規程第３号）の一部を次のように改正する。
　第41条第２項第４号中「川崎市個人情報保護条例（昭
和60年川崎市条例第26号）第16条第１項若しくは第４項」
を「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
第76条第１項」に改める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　この規程の施行の日前に川崎市個人情報の保護に関

する法律施行条例（令和４年川崎市条例第76号）附則
第２項の規定による廃止前の川崎市個人情報保護条例
（昭和60年川崎市条例第26号）第16条第１項又は第４
項の規定による開示の請求があった公文書に係るこの
規程による改正前の規程第41条第２項の規定による保
存期間の延長については、なお従前の例による。
　　　───────────────────
川崎市上下水道局規程第８号
　川崎市上下水道局事務分掌規程の一部を改正する規程
を次のように定める。
　　令和５年３月24日
川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　　　　　
　　　川崎市上下水道局事務分掌規程の一部を改
　　　正する規程
　川崎市上下水道局事務分掌規程（昭和56年川崎市水道
局規程第９号）の一部を次のように改正する。
　第２条経営戦略・危機管理室の事務分掌第６号中「資
産の有効活用」を「局の資産マネジメント」に改め、同
条経営戦略・危機管理室の事務分掌中第12号を第13号と
し、第11号を第12号とし、第10号の次に次の１号を加え
る。
　⑾�　上下水道工事の事故防止対策に係る連絡調整に関
すること。

　第２条労務課の事務分掌中第８号を削り、第９号を第
８号とし、第10号を第９号とし、第11号を第10号とする。
　第２条サービス推進部の事務分掌各号を削る。
　第２条営業課の事務分掌第３号及び第４号中「料金関
係業務」を「水道料金、下水道使用料関係業務」に改め、
同条営業課の事務分掌第５号中「水道料金」の次に「、
下水道使用料」を加え、同条営業課の事務分掌第６号中
「料金等」を「水道料金、下水道使用料等」に改める。
　第２条水道管路課の事務分掌中第２号を削り、第３号
を第２号とし、同条水道管路課の事務分掌第４号中「、
電気及び機械の設備」を削り、同号を同条水道管路課の
事務分掌第３号とし、同条水道管路課の事務分掌中第５
号を第４号とし、第６号を第５号とし、第７号を第６号
とする。
　第２条施設整備課の事務分掌中第６号を削り、第７号
を第６号とし、第８号から11号までを１号ずつ繰り上げ
る。
　第２条水道施設管理課の事務分掌中第７号を第10号と
し、第６号を第９号とし、第５号を第８号とし、第４号
の次に次の３号を加える。
　⑸�　施設及び設備の維持管理に係る委託の設計単価及
び歩掛りの調査に関すること。

　⑹�　電気及び機械の工事に係る設計単価並びに歩掛り
の調査に関すること。

　⑺�　電気及び機械の設備に係る完成図書の整理保管に
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関すること。
　第２条水道施設管理課施設第１係の事務分掌中第２号
を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。
　　　⑵�　センター及び長沢浄水場が所管する水密性を

有するコンクリート構造物等の点検に係る調査、
設計、施工及び監督に関すること。

　第２条等々力水処理センター及び麻生水処理センター
管理係の事務分掌第１号中「維持管理」の次に「に関す
ること」を加え、「及び修繕に関すること」を削る。
　第２条等々力水処理センター及び麻生水処理センター
操作係の事務分掌第１号及び第２号中「及び維持管理」
を「並びに維持管理及び修繕」に改める。
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市上下水道局規程第９号
　川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程
の一部を改正する規程
を次のように定める。
　　令和５年３月28日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎　
　　　川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に
　　　関する規程の一部を改正する規程
　川崎市上下水道局企業職員の育児休業等に関する規程
（平成４年川崎市水道局規程第５号）の一部を次のよう
に改正する。
　第17条中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」
に改める。
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。

上 下 水 道 局 告 示

川崎市上下水道局告示第14号
　　　川崎市排水設備指定工事店の指定について
　川崎市排水設備指定工事店の指定等に関する規程（平
成22年川崎市水道局規程第64号）第５条の規定に基づき、
川崎市排水設備指定工事店として指定したので、同規程
第12条第１号の規定により告示します。
　　令和５年３月20日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　指定有効期間
　　令和５年４月01日から
　　令和10年１月31日まで
２　指定工事店
　　指定番号　　　1211
　　商号又は名称　株式会社ＩＥＭ

　　営業所所在地　川崎市川崎区宮本町６番地１
　　　　　　　　　高木ビル７Ｆ
　　代表者氏名　　角野　修一
　　　───────────────────
川崎市上下水道局告示第15号
　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者
　　　の指定について
　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成
10年川崎市水道局規程第３号）第４条の規定に基づき、
川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者
を指定したので、同規程第９条第１号の規定により告示
します。
　　令和５年３月24日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　指 定 番 号　第1891号
　　氏名又は名称　株式会社Ｌｉｍ水道設備
　　住　　　　所　東京都大田区西六郷一丁目41番10号
　　代表者氏名　深野　義人
　　指定年月日　令和５年４月１日
　　有 効 期 限　令和10年３月31日
２　指 定 番 号　第1892号
　　氏名又は名称　株式会社東建
　　住　　　　所　東京都大田区矢口一丁目２番11号
　　代表者氏名　福田　賢治
　　指定年月日　令和５年４月１日
　　有 効 期 限　令和10年３月31日
３　指 定 番 号　第1893号
　　氏名又は名称　合同会社ダイショウ
　　住　　　　所　川崎市宮前区犬蔵１－１－43
　　代表者氏名　大勝　正俊
　　指定年月日　令和５年４月１日
　　有 効 期 限　令和10年３月31日
４　指 定 番 号　第1894号
　　氏名又は名称　株式会社タイコー
　　住　　　　所　千葉県船橋市本町七丁目27番15号
　　　　　　　　　新船橋ビル
　　代表者氏名　米村　直樹
　　指定年月日　令和５年４月１日
　　有 効 期 限　令和10年３月31日
５　指 定 番 号　第1895号
　　氏名又は名称　大栄建設株式会社
　　住　　　　所　川崎市幸区戸手四丁目５番18号
　　代表者氏名　福島　圭一
　　指定年月日　令和５年４月１日
　　有 効 期 限　令和10年３月31日
　　　───────────────────
川崎市上下水道局告示第16号
　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者
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　　　の指定事項の変更について
　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成
10年川崎市水道局規程第３号）第６条の規定に基づき、
次の指定給水装置工事事業者の指定事項の変更を行いま
したので、同規程第９条第３号の規定により告示します。
　　令和５年３月24日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　指 定 番 号　第1526号
　　氏名又は名称　株式会社ノーリツ
　　住　　　　所　神戸市中央区江戸町93番地
　　代表者氏名　（新）腹巻　知
　　　　　　　　　（旧）國井　総一郎
　　変更年月日　令和４年３月31日
２　指 定 番 号　第1595号
　　氏名又は名称　東京ガスエスネット株式会社
　　住　　　　所　山梨県甲府市若松町５番１号
　　代表者氏名　（新）鈴木　聖太
　　　　　　　　　（旧）鈴木　政孝
　　変更年月日　令和４年７月５日
　　　───────────────────
川崎市上下水道局告示第17号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
項の規定に基づいて、川崎市入江崎余熱利用プールの指
定管理者を次のとおり指定しましたので、川崎市入江崎
余熱利用プール条例（平成８年川崎市条例第７号）第13
条第３項の規定により告示します。
　　令和５年３月24日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
管理を行わ
せる施設の
名称及び所
在地

川崎市入江崎余熱利用プール
川崎市川崎区塩浜３丁目24番12号

指定管理者

（所 在 地）�東京都渋谷区
　　　　　 道玄坂１丁目10番８号
（名　　称）�東急スポーツオアシス・東急コ

ミュニティー共同事業体
（代 表 者）�株式会社東急スポーツオアシス
　　　　　 代表取締役　山岸　通庸
（構 成 員）株式会社東急コミュニティー
　　　　　 代表取締役　木村　昌平

指 定 期 間 令和５年３月31日
　　　───────────────────
川崎市上下水道局告示第18号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３
項の規定に基づいて、川崎市入江崎余熱利用プールの指
定管理者を次のとおり指定しましたので、川崎市入江崎
余熱利用プール条例（平成８年川崎市条例第７号）第13
条第３項の規定により告示します。
　　令和５年３月24日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

管理を行わ
せる施設の
名称及び所
在地

川崎市入江崎余熱利用プール
川崎市川崎区塩浜３丁目24番12号

指定管理者

（所 在 地）東京都渋谷区
　　　　　 道玄坂１丁目10番８号
（名　　称）株式会社東急スポーツオアシス
　　　　　 代表取締役　山岸　通庸

指 定 期 間 令和５年４月１日から令和９年３月31日まで
　　　───────────────────
川崎市上下水道局告示第19号
　　　情報通信の技術を利用する方法により行う
　　　行政手続等
　川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条
例施行規程（平成18年川崎市水道局規程第38号)第３条
の規定及びこの規定の準用により、電子情報処理組織を
使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法に
より行う手続等を次のように定め、令和５年４月１日か
ら施行する。
　　令和５年３月31日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

根拠となる条例等の条項
対象手続等

名称 条項
川崎市情報公開条
例施行規程（平成
13年川崎市水道局
規程第８号）

第３条第１項 公文書開示請求

川崎市上下水道局
財務規程（昭和39
年川崎市水道局規
程第８号）

第149条の２ 固定資産使用許可申請

川崎市水道条例施
行規程（平成22年
川崎市水道局規程
第１号）

第３条第１項 給水装置工事の申し込
み

第11条第１項 設計水圧等の調査依頼

川崎市上下水道局
指定給水装置工事
事業者規程（平成
10川崎市水道局規
程第３号）

第３条 指定給水装置工事事業
者指定申請

第５条 指定給水装置工事事業
者指定更新申請

第６条 指定給水装置工事事業
者指定事項変更届

川崎市工業用水道
条例施行規程（平
成22年川崎市水道
局規程第50号）

第４条第１項 工業用水給水申込書

第９条第２項 給水装置工事施行届出
書

川崎市工業用水道
受託給水工事施行
規程（平成22年川
崎市水道局規程第
52号）

第４条第１項 受託給水工事申込書

川崎市下水道条例
（昭和36年川崎市
条例第18号）

第５条第１項 排水設備計画確認申請

第５条第２項 除害施設新設・増設・
改築計画確認申請
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川崎市下水道条例
施行規程（平成22
年川崎市水道局規
程第59号）

第６条第１項 排水設備計画確認申請

第６条第２項 除害施設新設・増設・
改築計画確認申請

第７条第２項 除害施設工事完成届
第７条第２項 排水設備工事完成届

第12条第１項 公共下水道一時使用
（変更）承認申請

第21条第１項 公共下水道物件設置
（変更）許可申請

第23条 公共下水道の付近地掘
削届出

第30条第１項 公共下水道施設工事等
承認申請

第31条 公共下水道の施設工事
等着手届

第32条 公共下水道の施設工事
等工期延長届

第32条 公共下水道の施設工事
等変更届

第33条第１項 公共下水道施設工事等
完成届

川崎市水洗便所設
備費助成に関する
条例施行規程（平
成22年川崎市水道
局規程第60号）

第２条第１項 水洗便所設備費助成に
関する申請

川崎市下水道暗渠
等の使用に関する
規程（平成22年川
崎市水道局規程第
63号）

第７条第１項 下水道暗渠使用許可申
請

第７条第１項 下水道光ファイバー使
用許可申請

川崎市排水設備指
定工事店の指定等
に関する規程（平
成22年川崎市水道
局規程第64号）

第４条 川崎市排水設備指定工
事店指定申請

第９条 川崎市排水設備指定工
事店更新申請

第15条 川崎市排水設備工事責
任技術者新規登録申請

第17条４項 川崎市排水設備工事責
任技術者異動届

第20条第２項 川崎市排水設備工事責
任技術者更新登録申請

　　　───────────────────
川崎市上下水道局告示第20号
　　　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者
　　　の指定更新について
　川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成
10年川崎市水道局規程第３号）第５条の規定に基づき、
川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者として次の者
を指定更新したので、同規程第９条第２号の規定により
告示します。
　　令和５年３月31日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　指 定 番 号　第986号
　　氏名又は名称　有限会社岡田設備

　　住　　　　所　横浜市磯子区岡村四丁目22番32号
　　代表者氏名　岡田　敏雄
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
２　指 定 番 号　第989号
　　氏名又は名称　株式会社コトブキ
　　住　　　　所　横浜市保土ヶ谷区川島町1569番地５
　　代表者氏名　佐藤　幸充
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
３　指 定 番 号　第990号
　　氏名又は名称　有限会社木村上下水道
　　住　　　　所　東京都世田谷区
　　　　　　　　　喜多見七丁目７番３号
　　代表者氏名　木村　弘美
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
４　指 定 番 号　第991号
　　氏名又は名称　株式会社フルカワ
　　住　　　　所　横浜市中区元浜町四丁目35番地
　　代表者氏名　多根　与四秀
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
５　指 定 番 号　第994号
　　氏名又は名称　丸ノ内工業株式会社
　　住　　　　所　東京都練馬区大泉町二丁目26番１号
　　代表者氏名　朝永　利幸
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
６　指 定 番 号　第995号
　　氏名又は名称　有限会社イワマ設備
　　住　　　　所　相模原市緑区根小屋2573番地９
　　代表者氏名　岩間　裕文
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
７　指 定 番 号　第996号
　　氏名又は名称　有限会社杉崎水道
　　住　　　　所　相模原市緑区城山三丁目１番24号
　　代表者氏名　杉嵜　貴之
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
８　指 定 番 号　第998号
　　氏名又は名称　株式会社吾妻工業
　　住　　　　所　横浜市泉区和泉町4861番地１
　　代表者氏名　吾妻　広士
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
９　指 定 番 号　第999号
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　　氏名又は名称　齊藤設備
　　住　　　　所　神奈川県厚木市下荻野563番地18
　　代表者氏名　齊藤　茂広
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
10　指 定 番 号　第1000号
　　氏名又は名称　有限会社シチグ設備工業
　　住　　　　所　横浜市保土ケ谷区川島町651番地
　　　　　　　　　ハイム向台１－303
　　代表者氏名　七宮　宏治
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
11　指 定 番 号　第1004号
　　氏名又は名称　有限会社中嶋設備
　　住　　　　所　川崎市宮前区土橋四丁目１番地９
　　代表者氏名　中嶋　千江子
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
12　指 定 番 号　第1006号
　　氏名又は名称　有限会社守屋設備設計企画
　　住　　　　所　東京都町田市小野路町84番地５
　　代表者氏名　守屋　寿一
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
13　指 定 番 号　第1007号
　　氏名又は名称　株式会社石塚土木
　　住　　　　所　川崎市川崎区池田二丁目４番19号
　　代表者氏名　石塚　博一
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
14　指 定 番 号　第1008号
　　氏名又は名称　有限会社オハラ設備工業
　　住　　　　所　横浜市港南区上永谷五丁目23番40号
　　代表者氏名　小原　敬
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
15　指 定 番 号　第1011号
　　氏名又は名称　株式会社東和商会
　　住　　　　所　�東京都東久留米市
　　　　　　　　　前沢五丁目34番17号
　　代表者氏名　野田　昌宏
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
16　指 定 番 号　第1012号
　　氏名又は名称　有限会社安室設備
　　住　　　　所　神奈川県藤沢市菖蒲沢899番地
　　代表者氏名　安室　慶和
　　指定更新日　令和５年３月31日

　　有 効 期 限　令和10年９月29日
17　指 定 番 号　第1013号
　　氏名又は名称　株式会社リバティ
　　住　　　　所　東京都小平市天神町四丁目17番20号
　　代表者氏名　髙橋　廣樹
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
18　指 定 番 号　第1014号
　　氏名又は名称　株式会社アイズ
　　住　　　　所　川崎市幸区塚越四丁目345番地１
　　　　　　　　　ザ・ミレナリータワーズ520
　　代表者氏名　相澤　暢宏
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
19　指 定 番 号　第1017号
　　氏名又は名称　株式会社杉田設備
　　住　　　　所　�相模原市中央区
　　　　　　　　　陽光台五丁目２番18号
　　代表者氏名　杉田　匡房
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
20　指 定 番 号　第1018号
　　氏名又は名称　吉岡エンジニアリング有限会社
　　住　　　　所　東京都世田谷区
　　　　　　　　　千歳台三丁目９番16号
　　代表者氏名　吉岡　實
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
21　指 定 番 号　第1019号
　　氏名又は名称　大応プラミング株式会社
　　住　　　　所　東京都世田谷区
　　　　　　　　　八幡山一丁目21番13号
　　代表者氏名　大森　泰樹
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
22　指 定 番 号　第1021号
　　氏名又は名称　有限会社ライフガード
　　住　　　　所　神奈川県綾瀬市
　　　　　　　　　寺尾本町一丁目９番30号
　　代表者氏名　小山田　航
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
23　指 定 番 号　第1023号
　　氏名又は名称　星野設備工業株式会社
　　住　　　　所　東京都杉並区方南一丁目23番５号
　　代表者氏名　星野　栄治
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
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24　指 定 番 号　第1024号
　　氏名又は名称　株式会社三栄
　　住　　　　所　横浜市保土ヶ谷区新井町150番地18
　　代表者氏名　倉澤　英次
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
25　指 定 番 号　第1026号
　　氏名又は名称　株式会社高栄設備工業
　　住　　　　所　横浜市瀬谷区
　　　　　　　　　南瀬谷一丁目41番地の２
　　代表者氏名　高　正巳
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
26　指 定 番 号　第1032号
　　氏名又は名称　株式会社ＭＫ設備設計
　　住　　　　所　横浜市戸塚区川上町87番地１
　　　　　　　　　ウエルストン１ビル６階
　　代表者氏名　小森　秀也
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
27　指 定 番 号　第1034号
　　氏名又は名称　株式会社松下設備
　　住　　　　所　横浜市鶴見区北寺尾七丁目13番17号
　　代表者氏名　松下　博幸
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
28　指 定 番 号　第1035号
　　氏名又は名称　有限会社斎藤設備工業所
　　住　　　　所　横浜市鶴見区東寺尾一丁目７番15号
　　代表者氏名　齋藤　好一
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
29　指 定 番 号　第1038号
　　氏名又は名称　有限会社脇田設備工業
　　住　　　　所　東京都町田市小野路町1993番地６
　　代表者氏名　脇田　慶治
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
30　指 定 番 号　第1040号
　　氏名又は名称　有限会社谷口設備
　　住　　　　所　川崎市幸区北加瀬
　　　　　　　　　一丁目37番25－101号
　　代表者氏名　谷口　知嗣
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
31　指 定 番 号　第1041号
　　氏名又は名称　株式会社
　　　　　　　　　アーバン・ライフ・コミュニティ

　　住　　　　所　横浜市神奈川区
　　　　　　　　　松見町四丁目1036番地
　　代表者氏名　吉田　良夫
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
32　指 定 番 号　第1043号
　　氏名又は名称　株式会社セイコーテクノ東京
　　住　　　　所　相模原市南区下溝2570番地11
　　代表者氏名　瀬川　昭
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
33　指 定 番 号　第1044号
　　氏名又は名称　宮本管機株式会社
　　住　　　　所　横浜市都筑区南山田二丁目36番16号
　　代表者氏名　宮本　誠一
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
34　指 定 番 号　第1048号
　　氏名又は名称　永光建設株式会社
　　住　　　　所　横浜市港北区大豆戸町477番地
　　代表者氏名　𠮷田　寛之
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
35　指 定 番 号　第1049号
　　氏名又は名称　株式会社ライフライン岩崎
　　住　　　　所　神奈川県横須賀市
　　　　　　　　　三春町三丁目８番地
　　代表者氏名　岩崎　重次
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
36　指 定 番 号　第1050号
　　氏名又は名称　有限会社春澤設備
　　住　　　　所　横浜市保土ケ谷区岩崎町29－26
　　代表者氏名　春澤　次男
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
37　指 定 番 号　第1052号
　　氏名又は名称　有限会社井上住設
　　住　　　　所　神奈川県三浦市南下浦町
　　　　　　　　　上宮田3314番地
　　代表者氏名　井上　聡
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
38　指 定 番 号　第1053号
　　氏名又は名称　東都熱工業株式会社
　　住　　　　所　川崎市川崎区富士見二丁目５番６号
　　代表者氏名　林田　武
　　指定更新日　令和５年３月31日
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　　有 効 期 限　令和10年９月29日
39　指 定 番 号　第1056号
　　氏名又は名称　有限会社こじま設備
　　住　　　　所　横浜市旭区今宿西町373番地８
　　代表者氏名　小島　秀夫
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
40　指 定 番 号　第1058号
　　氏名又は名称　有限会社岩本設備
　　住　　　　所　横浜市旭区川井本町87番地27号
　　代表者氏名　岩本　勲
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
41　指 定 番 号　第1063号
　　氏名又は名称　大阪ガスリノテック株式会社
　　住　　　　所　大阪市中央区備後町三丁目３番15号
　　代表者氏名　服部　淳
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
42　指 定 番 号　第1064号
　　氏名又は名称　株式会社渡部興業
　　住　　　　所　横浜市都筑区東山田町1568番地30
　　代表者氏名　渡部　竜
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
43　指 定 番 号　第1067号
　　氏名又は名称　ブームタウン
　　住　　　　所　横浜市神奈川区大口仲町43番地の４
　　　　　　　　　田村ハイツ103
　　代表者氏名　井上　学
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
44　指 定 番 号　第1074号
　　氏名又は名称　有限会社光工業
　　住　　　　所　東京都世田谷区若林一丁目19番６号
　　代表者氏名　猪狩　博貴
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
45　指 定 番 号　第1075号
　　氏名又は名称　株式会社シムラ
　　住　　　　所　川崎市宮前区初山一丁目24番10号
　　代表者氏名　志村　知哉
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
46　指 定 番 号　第1078号
　　氏名又は名称　株式会社ミライ工業
　　住　　　　所　神奈川県茅ヶ崎市
　　　　　　　　　赤羽根2165番地２号

　　代表者氏名　藤田　正良
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
47　指 定 番 号　第1079号
　　氏名又は名称　有限会社Ｍｏｔｏｍｉ
　　住　　　　所　横浜市泉区下飯田町596番地
　　代表者氏名　内田　元
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
48　指 定 番 号　第1084号
　　氏名又は名称　東鹿園株式会社
　　住　　　　所　川崎市麻生区王禅寺1241番地
　　代表者氏名　木原　義房
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
49　指 定 番 号　第1087号
　　氏名又は名称　有限会社ベル・テック
　　住　　　　所　横浜市港南区笹下三丁目39番51号
　　代表者氏名　鈴木　昭
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
50　指 定 番 号　第1090号
　　氏名又は名称　株式会社平和設備工業所
　　住　　　　所　横浜市神奈川区
　　　　　　　　　六角橋四丁目14番地１
　　代表者氏名　高桑　啓則
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
51　指 定 番 号　第1092号
　　氏名又は名称　橋本工業
　　住　　　　所　横浜市都筑区加賀原一丁目８番７号
　　　　　　　　　大谷テラスＡ－２
　　代表者氏名　橋本　健
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
52　指 定 番 号　第1093号
　　氏名又は名称　有限会社矢部設備
　　住　　　　所　横浜市港南区芹が谷二丁目20番32号
　　代表者氏名　矢部　昌俊
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
53　指 定 番 号　第1094号
　　氏名又は名称　株式会社宝屋工業所
　　住　　　　所　東京都品川区大井三丁目３番15号
　　代表者氏名　西崎　達也
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
54　指 定 番 号　第1096号
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　　氏名又は名称　株式会社日本工業所
　　住　　　　所　横浜市南区六ツ川二丁目10番地13
　　代表者氏名　佐藤　拓
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
55　指 定 番 号　第1097号
　　氏名又は名称　嘉貴工業株式会社
　　住　　　　所　神奈川県座間市
　　　　　　　　　ひばりが丘三丁目52番７号
　　代表者氏名　𠮷川　康志
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
56　指 定 番 号　第1098号
　　氏名又は名称　株式会社横浜技研
　　住　　　　所　横浜市港南区東芹が谷11番15号
　　　　　　　　　ＨＡＭＡＫＥＮビル
　　代表者氏名　堀本　寛
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
57　指 定 番 号　第1100号
　　氏名又は名称　株式会社ユニリブ
　　住　　　　所　横浜市泉区上飯田町3780番地12
　　代表者氏名　本川　一徳
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
58　指 定 番 号　第1101号
　　氏名又は名称　ＳＡＳ株式会社
　　住　　　　所　横浜市南区井土ケ谷下町28番８
　　代表者氏名　太田　康之
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
59　指 定 番 号　第1102号
　　氏名又は名称　有限会社三高商会
　　住　　　　所　神奈川県海老名市
　　　　　　　　　杉久保南四丁目16番１号
　　代表者氏名　高部　修二
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
60　指 定 番 号　第1103号
　　氏名又は名称　相武設備工業株式会社
　　住　　　　所　横浜市神奈川区片倉二丁目66番６号
　　代表者氏名　大月　隆
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
61　指 定 番 号　第1104号
　　氏名又は名称　株式会社イースマイル
　　住　　　　所　大阪市中央区瓦屋町三丁目７番３号
　　　　　　　　　イースマイルビル

　　代表者氏名　島村　禮孝
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
62　指 定 番 号　第1105号
　　氏名又は名称　関東設備有限会社
　　住　　　　所　神奈川県平塚市田村四丁目19番20号
　　代表者氏名　糟谷　次郎
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
63　指 定 番 号　第1110号
　　氏名又は名称　馬渡設備
　　住　　　　所　川崎市多摩区菅３丁目10番４号
　　代表者氏名　馬渡　利貴
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
64　指 定 番 号　第1112号
　　氏名又は名称　株式会社漸進
　　住　　　　所　横浜市南区西中町二丁目36番地
　　代表者氏名　石井　貞嘉
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
65　指 定 番 号　第1113号
　　氏名又は名称　有限会社辻設備
　　住　　　　所　川崎市川崎区
　　　　　　　　　大師駅前二丁目12番21号
　　代表者氏名　辻　靖浩
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
66　指 定 番 号　第1114号
　　氏名又は名称　株式会社小倉設備工業
　　住　　　　所　横浜市鶴見区栄町通二丁目11番地７
　　代表者氏名　小倉　健二
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
67　指 定 番 号　第1115号
　　氏名又は名称　株式会社ケイテック
　　住　　　　所　東京都あきる野市野辺280番地４
　　代表者氏名　伊東　清伸
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
68　指 定 番 号　第1121号
　　氏名又は名称　株式会社くすのき建設
　　住　　　　所　横浜市港南区日野五丁目31番８号
　　代表者氏名　山田　文男
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
69　指 定 番 号　第1122号
　　氏名又は名称　株式会社シンサナミ
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　　住　　　　所　横浜市旭区鶴ケ峰二丁目５番地
　　代表者氏名　岩下　幸男
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
70　指 定 番 号　第1123号
　　氏名又は名称　株式会社ワークス
　　住　　　　所　横浜市港南区
　　　　　　　　　日野中央一丁目４番11号
　　代表者氏名　小幡　伸弘
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
71　指 定 番 号　第1124号
　　氏名又は名称　株式会社アンセイ
　　住　　　　所　東京都世田谷区駒沢一丁目４番15号
　　代表者氏名　青木　幹
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
72　指 定 番 号　第1125号
　　氏名又は名称　有限会社柴崎工業所
　　住　　　　所　神奈川県綾瀬市
　　　　　　　　　深谷上二丁目３番26号
　　代表者氏名　柴崎　雅司
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
73　指 定 番 号　第1126号
　　氏名又は名称　有限会社小原設備工業
　　住　　　　所　埼玉県新座市馬場一丁目９番29号
　　代表者氏名　小原　正吾郎
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
74　指 定 番 号　第1129号
　　氏名又は名称　有限会社フタバ設備工業
　　住　　　　所　東京都品川区中延五丁目11番24号
　　代表者氏名　平野　吉春
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
75　指 定 番 号　第1131号
　　氏名又は名称　佐藤設備
　　住　　　　所　東京都稲城市平尾２丁目54番地の６
　　　　　　　　　メゾン石井101
　　代表者氏名　佐藤　伸
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
76　指 定 番 号　第1132号
　　氏名又は名称　建装工業株式会社
　　住　　　　所　東京都港区西新橋三丁目11番１号
　　代表者氏名　髙橋　修身
　　指定更新日　令和５年３月31日

　　有 効 期 限　令和10年９月29日
77　指 定 番 号　第1133号
　　氏名又は名称　進和工業株式会社
　　住　　　　所　相模原市中央区共和三丁目４番５号
　　代表者氏名　伊澤　直通
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
78　指 定 番 号　第1134号
　　氏名又は名称　有限会社丸和佐藤工業
　　住　　　　所　東京都武蔵村山市
　　　　　　　　　大南三丁目82番地２
　　代表者氏名　佐藤　福子
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
79　指 定 番 号　第1135号
　　氏名又は名称　有限会社池田設備
　　住　　　　所　横浜市鶴見区駒岡三丁目35番６号
　　代表者氏名　池田　清
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
80　指 定 番 号　第1137号
　　氏名又は名称　有限会社水屋
　　住　　　　所　神奈川県藤沢市
　　　　　　　　　石川四丁目１番地の14
　　代表者氏名　宮本　憲一
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
81　指 定 番 号　第1140号
　　氏名又は名称　有限会社フジ管工設備
　　住　　　　所　神奈川県伊勢原市日向1155番地
　　代表者氏名　細野　喜裕
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
82　指 定 番 号　第1144号
　　氏名又は名称　株式会社小野崎電業
　　住　　　　所　川崎市川崎区追分町８番14号
　　代表者氏名　小野崎　俊輝
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
83　指 定 番 号　第1145号
　　氏名又は名称　有限会社アクアステージ
　　住　　　　所　東京都大田区
　　　　　　　　　山王三丁目37番６－806号
　　代表者氏名　加藤　友樹
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
84　指 定 番 号　第1146号
　　氏名又は名称　ＴＳ設備
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　　住　　　　所　川崎市中原区宮内３丁目11番５号
　　　　　　　　　ハイツ宮内Ⅲ202
　　代表者氏名　嶋田　貴裕
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
85　指 定 番 号　第1147号
　　氏名又は名称　有限会社加藤工務店
　　住　　　　所　神奈川県厚木市中町三丁目１番７号
　　代表者氏名　加藤　明
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
86　指 定 番 号　第1152号
　　氏名又は名称　エバーリンクス株式会社
　　住　　　　所　大阪市西区南堀江四丁目17番18号
　　代表者氏名　松本　英隆
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
87　指 定 番 号　第1154号
　　氏名又は名称　株式会社茅ヶ崎設備工業
　　住　　　　所　神奈川県茅ヶ崎市
　　　　　　　　　みずき二丁目21番９号
　　代表者氏名　深谷　祐介
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
88　指 定 番 号　第1155号
　　氏名又は名称　株式会社モリセツ
　　住　　　　所　川崎市多摩区菅三丁目12番25号
　　代表者氏名　森　博明
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
89　指 定 番 号　第1157号
　　氏名又は名称　株式会社沢設備工業所
　　住　　　　所　横浜市緑区三保町2595－８
　　代表者氏名　石黒　辰英
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
90　指 定 番 号　第1158号
　　氏名又は名称　株式会社皐月
　　住　　　　所　東京都府中市
　　　　　　　　　小柳町五丁目12番地の28
　　代表者氏名　橘井　広幸
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
91　指 定 番 号　第1160号
　　氏名又は名称　株式会社エース産業
　　住　　　　所　横浜市港南区芹が谷五丁目37番６号
　　代表者氏名　関　富栄
　　指定更新日　令和５年３月31日

　　有 効 期 限　令和10年９月29日
92　指 定 番 号　第1162号
　　氏名又は名称　大橋設備設計
　　住　　　　所　横浜市港北区
　　　　　　　　　仲手原二丁目17番－38号
　　代表者氏名　大𣘺　昭彦
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
93　指 定 番 号　第1164号
　　氏名又は名称　株式会社内田総合
　　住　　　　所　神奈川県横須賀市
　　　　　　　　　佐原三丁目22番６号
　　代表者氏名　内田　博之
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
94　指 定 番 号　第1165号
　　氏名又は名称　株式会社オアシスソリューション
　　住　　　　所　東京都豊島区池袋二丁目23番21号
　　代表者氏名　小川　隆玄
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
95　指 定 番 号　第1166号
　　氏名又は名称　株式会社ムラサキ設備
　　住　　　　所　横浜市泉区中田西四丁目31番19号
　　代表者氏名　村崎　健一
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
96　指 定 番 号　第1167号
　　氏名又は名称　株式会社コウセイ
　　住　　　　所　横浜市戸塚区上倉田町1577番地２
　　代表者氏名　國光　伸之
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
97　指 定 番 号　第1169号
　　氏名又は名称　株式会社善立
　　住　　　　所　東京都八王子市左入町403番地
　　代表者氏名　榊󠄀田　義久
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
98　指 定 番 号　第1170号
　　氏名又は名称　株式会社小山設備
　　住　　　　所　横浜市鶴見区
　　　　　　　　　本町通三丁目167番地２
　　代表者氏名　小山　信太郎
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
99　指 定 番 号　第1171号
　　氏名又は名称　株式会社オーエヌサービス
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　　住　　　　所　横浜市都筑区
　　　　　　　　　折本町484番地翠ハイツ102
　　代表者氏名　小澤　崇
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
100　指 定 番 号　第1173号
　　氏名又は名称　株式会社カンパイ
　　住　　　　所　横浜市神奈川区三枚町248番地６
　　代表者氏名　桑原　正幸
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
101　指 定 番 号　第1174号
　　氏名又は名称　有限会社ニシハラ工業
　　住　　　　所　東京都立川市幸町二丁目51番地の３
　　代表者氏名　西原　徳男
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
102　指 定 番 号　第1178号
　　氏名又は名称　神中工業株式会社
　　住　　　　所　横浜市南区井土ケ谷下町18番地
　　代表者氏名　石田　隆
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
103　指 定 番 号　第1182号
　　氏名又は名称　株式会社早瀬工業
　　住　　　　所　横浜市中区曙町一丁目３番地
　　　　　　　　　藤和伊勢佐木ハイタウン228号室
　　代表者氏名　竹村　和昭
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
104　指 定 番 号　第1183号
　　氏名又は名称　菊永建設株式会社
　　住　　　　所　相模原市南区下溝3065番地１
　　代表者氏名　菊永　秀樹
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
105　指 定 番 号　第1191号
　　氏名又は名称　有限会社創光工業
　　住　　　　所　横浜市旭区今宿一丁目14番13号
　　代表者氏名　大山　武志
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
106　指 定 番 号　第1194号
　　氏名又は名称　株式会社カーザテクニコ
　　住　　　　所　横浜市泉区中田西三丁目８番２号
　　代表者氏名　時津　耕基
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日

107　指 定 番 号　第1195号
　　氏名又は名称　株式会社セイシン
　　住　　　　所　東京都練馬区高野台二丁目４番７号
　　代表者氏名　水野　成則
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
108　指 定 番 号　第1197号
　　氏名又は名称　有限会社村田工業所
　　住　　　　所　東京都三鷹市牟礼三丁目６番３号
　　代表者氏名　村田　吉弘
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
109　指 定 番 号　第1199号
　　氏名又は名称　有限会社三栄配管工業所
　　住　　　　所　横浜市瀬谷区相沢六丁目47番地の１
　　代表者氏名　志田　守
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
110　指 定 番 号　第1209号
　　氏名又は名称　株式会社アルテクト
　　住　　　　所　横浜市保土ケ谷区
　　　　　　　　　西谷三丁目26番36号
　　代表者氏名　原　寛和
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
111　指 定 番 号　第1210号
　　氏名又は名称　ジャパンベストレスキューシステム
　　　　　　　　　株式会社
　　住　　　　所　名古屋市中区錦一丁目10番20号
　　代表者氏名　榊原　暢宏
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
112　指 定 番 号　第1213号
　　氏名又は名称　株式会社エコタ
　　住　　　　所　川崎市多摩区生田三丁目４番１号
　　代表者氏名　太田　かよ
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
113　指 定 番 号　第1214号
　　氏名又は名称　有限会社荒川水道工業所
　　住　　　　所　東京都稲城市矢野口755番地
　　代表者氏名　荒川　博雅
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
114　指 定 番 号　第1218号
　　氏名又は名称　株式会社大徳工務店
　　住　　　　所　横浜市青葉区市ケ尾町1059番地29
　　代表者氏名　大徳　稔
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　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
115　指 定 番 号　第1223号
　　氏名又は名称　株式会社双葉巴
　　住　　　　所　東京都国立市
　　　　　　　　　富士見台三丁目24番地の４
　　代表者氏名　若生　英樹
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
116　指 定 番 号　第1224号
　　氏名又は名称　有限会社サンコー設備
　　住　　　　所　横浜市瀬谷区南台一丁目８番地の１
　　代表者氏名　小林　雄一
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
117　指 定 番 号　第1225号
　　氏名又は名称　サガラ建設株式会社
　　住　　　　所　横浜市西区戸部町四丁目128番地１
　　代表者氏名　鈴木　千津子
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
118　指 定 番 号　第1227号
　　氏名又は名称　矢島建設工業株式会社
　　住　　　　所　川崎市多摩区東生田四丁目８番30号
　　代表者氏名　矢島　秀一
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
119　指 定 番 号　第1228号
　　氏名又は名称　株式会社水道救急車
　　住　　　　所　東京都杉並区浜田山四丁目10番５号
　　代表者氏名　飯島　暁
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
120　指 定 番 号　第1229号
　　氏名又は名称　株式会社アクアエンジニアリング
　　住　　　　所　横浜市鶴見区梶山二丁目37番25号
　　代表者氏名　國分　智
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
121　指 定 番 号　第1230号
　　氏名又は名称　有限会社ジャストイシバシ
　　住　　　　所　川崎市川崎区貝塚一丁目１番15号
　　代表者氏名　石橋　志朗
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
122　指 定 番 号　第1231号
　　氏名又は名称　アオキ工業株式会社
　　住　　　　所　横浜市金沢区

　　　　　　　　　釜利谷東四丁目57番14号
　　代表者氏名　青木　孝信
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
123　指 定 番 号　第1232号
　　氏名又は名称　株式会社シティスケープ
　　住　　　　所　横浜市港北区新横浜二丁目14番地30
　　代表者氏名　川野　優
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
124　指 定 番 号　第1233号
　　氏名又は名称　仲村設備
　　住　　　　所　横浜市鶴見区平安町１丁目87番地５
　　代表者氏名　仲村　志郎
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
125　指 定 番 号　第1234号
　　氏名又は名称　株式会社スターテック
　　住　　　　所　東京都大田区
　　　　　　　　　蒲田三丁目23番８号蒲田ビル９階
　　代表者氏名　星野　隆之
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
126　指 定 番 号　第1236号
　　氏名又は名称　大川工業
　　住　　　　所　東京都町田市原町田２丁目32番18号
　　代表者氏名　大川　隆司
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
127　指 定 番 号　第1238号
　　氏名又は名称　株式会社アクロテック
　　住　　　　所　横浜市旭区上川井町544番地１
　　代表者氏名　赤荻　潤
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
128　指 定 番 号　第1239号
　　氏名又は名称　株式会社梅原工業
　　住　　　　所　横浜市栄区桂台西一丁目25番25号
　　代表者氏名　梅原　賢二
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
129　指 定 番 号　第1241号
　　氏名又は名称　株式会社協同設備工業
　　住　　　　所　東京都立川市錦町三丁目６番16号
　　代表者氏名　蛯子　裕樹
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
130　指 定 番 号　第1242号
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　　氏名又は名称　リフォーム東京株式会社
　　住　　　　所　川崎市中原区
　　　　　　　　　木月住吉町６番12号１階
　　代表者氏名　江﨑　博孝
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
131　指 定 番 号　第1244号
　　氏名又は名称　興津エンジニアリング
　　住　　　　所　川崎市麻生区
　　　　　　　　　王禅寺東６丁目12番20号
　　代表者氏名　興津　穰
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
132　指 定 番 号　第1246号
　　氏名又は名称　株式会社モリヤ工商
　　住　　　　所　神奈川県大和市福田1801番地16
　　代表者氏名　森　秀夫
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
133　指 定 番 号　第1247号
　　氏名又は名称　日本住宅ツーバイ株式会社
　　住　　　　所　神奈川県大和市
　　　　　　　　　深見西三丁目２番30号
　　代表者氏名　丸山　宗宜
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
134　指 定 番 号　第1248号
　　氏名又は名称　株式会社ライフ・コア横浜
　　住　　　　所　横浜市港南区下永谷二丁目26番10号
　　代表者氏名　木村　正司
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
135　指 定 番 号　第1249号
　　氏名又は名称　環境サービス
　　住　　　　所　東京都世田谷区
　　　　　　　　　上用賀６丁目31番９号第１末広荘
　　代表者氏名　齊藤　宏行
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
136　指 定 番 号　第1250号
　　氏名又は名称　有限会社田中装建
　　住　　　　所　神奈川県海老名市
　　　　　　　　　今里三丁目23番23号
　　代表者氏名　田中　弘伸
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
137　指 定 番 号　第1251号
　　氏名又は名称　株式会社ユタカ工業

　　住　　　　所　東京都北区浮間五丁目15番22号
　　代表者氏名　中島　新吾
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
138　指 定 番 号　第1255号
　　氏名又は名称　株式会社アクアライン
　　住　　　　所　広島市中区上八丁堀８番８号第１
　　　　　　　　　ウエノヤビル６Ｆ
　　代表者氏名　大垣内　剛
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
139　指 定 番 号　第1256号
　　氏名又は名称　株式会社ヒロズ
　　住　　　　所　神奈川県愛甲郡愛川町中津2148
　　代表者氏名　髙麗　浩一郎
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
140　指 定 番 号　第1257号
　　氏名又は名称　和設備工業
　　住　　　　所　川崎市多摩区登戸303番地
　　　　　　　　　ヴィザージュ登戸303
　　代表者氏名　髙𣘺　和也
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
141　指 定 番 号　第1259号
　　氏名又は名称　株式会社ライフサポート
　　住　　　　所　東京都三鷹市牟礼五丁目８番18号
　　　　　　　　　信濃ビル
　　代表者氏名　藤門　篤史
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
142　指 定 番 号　第1260号
　　氏名又は名称　株式会社Ｎｅｏｘ
　　住　　　　所　東京都町田市金森東四丁目21番８号
　　代表者氏名　髙山　新
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
143　指 定 番 号　第1261号
　　氏名又は名称　池田配管建設工業株式会社
　　住　　　　所　東京都狛江市東和泉一丁目９番14号
　　代表者氏名　池田　義春
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
144　指 定 番 号　第1263号
　　氏名又は名称　有限会社山口商会
　　住　　　　所　神奈川県愛甲郡愛川町中津1918番地
　　代表者氏名　木藤　和範
　　指定更新日　令和５年３月31日



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2340 －

　　有 効 期 限　令和10年９月29日
145　指 定 番 号　第1264号
　　氏名又は名称　株式会社幸栄工業
　　住　　　　所　川崎市中原区木月三丁目７番１号
　　代表者氏名　濵田　淳子
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
146　指 定 番 号　第1270号
　　氏名又は名称　株式会社ケイアド
　　住　　　　所　埼玉県八潮市八潮六丁目17番４
　　代表者氏名　小杉　豊
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
147　指 定 番 号　第1271号
　　氏名又は名称　株式会社栄建
　　住　　　　所　川崎市宮前区
　　　　　　　　　犬蔵一丁目６番16－203号
　　代表者氏名　安田　隆浩
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
148　指 定 番 号　第1273号
　　氏名又は名称　ケイ・アイ工業
　　住　　　　所　横浜市青葉区柿の木台13番地12
　　代表者氏名　石黒　清信
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
149　指 定 番 号　第1274号
　　氏名又は名称　池谷ホーム株式会社
　　住　　　　所　横浜市鶴見区岸谷四丁目３番17号
　　代表者氏名　川畑　博史
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
150　指 定 番 号　第1276号
　　氏名又は名称　株式会社タカラ
　　住　　　　所　東京都大田区山王二丁目１番８号
　　代表者氏名　西崎　達也
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
151　指 定 番 号　第1277号
　　氏名又は名称　イノテック
　　住　　　　所　川崎市麻生区
　　　　　　　　　王禅寺東１丁目25番20号
　　代表者氏名　井上　政幸
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
152　指 定 番 号　第1278号
　　氏名又は名称　有限会社和田建設
　　住　　　　所　相模原市中央区上溝2265番地の16

　　代表者氏名　和田　雅嗣
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
153　指 定 番 号　第1279号
　　氏名又は名称　豊建設株式会社
　　住　　　　所　神奈川県伊勢原市東富岡959番地10
　　代表者氏名　渡邊　淳矢
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
154　指 定 番 号　第1280号
　　氏名又は名称　アクアトランス株式会社
　　住　　　　所　東京都板橋区赤塚四丁目９番34号
　　代表者氏名　信澤　成実
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
155　指 定 番 号　第1281号
　　氏名又は名称　有限会社中央エアコン
　　住　　　　所　川崎市宮前区西野川一丁目20番24号
　　代表者氏名　平山　正知
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
156　指 定 番 号　第1282号
　　氏名又は名称　義原設備
　　住　　　　所　�神奈川県三浦郡葉山町一色2512番地

の５ＬＭ葉山マリンビュー 212号
　　代表者氏名　義原　勝二
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
157　指 定 番 号　第1284号
　　氏名又は名称　株式会社リウォータ
　　住　　　　所　横浜市神奈川区菅田町985番地37
　　代表者氏名　浅野　貴光
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
158　指 定 番 号　第1285号
　　氏名又は名称　株式会社野﨑設備
　　住　　　　所　山梨県甲府市武田三丁目２番23号
　　代表者氏名　野﨑　正明
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
159　指 定 番 号　第1286号
　　氏名又は名称　株式会社Ｔ．Ｉ．ジャパン
　　住　　　　所　横浜市港北区新羽町2432番地５
　　代表者氏名　廣田　虎治
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
160　指 定 番 号　第1287号
　　氏名又は名称　株式会社スイドウサービス
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　　住　　　　所　大阪市城東区野江４－１－８－402
　　代表者氏名　森井　雅人
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
161　指 定 番 号　第1290号
　　氏名又は名称　株式会社荏原製作所
　　住　　　　所　東京都大田区羽田旭町11番１号
　　代表者氏名　浅見　正男
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
162　指 定 番 号　第1291号
　　氏名又は名称　横浜プラント株式会社
　　住　　　　所　神奈川県座間市明王15番地10
　　代表者氏名　相浦　敏成
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
163　指 定 番 号　第1294号
　　氏名又は名称　株式会社池部設備
　　住　　　　所　相模原市緑区橋本台２－９－５
　　代表者氏名　池部　晋一郎
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
164　指 定 番 号　第1296号
　　氏名又は名称　中央日化サービス株式会社
　　住　　　　所　千葉県千葉市花見川区
　　　　　　　　　犢橋町1627番地12
　　代表者氏名　森永　隆二
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
165　指 定 番 号　第1297号
　　氏名又は名称　ノアル総合設備株式会社
　　住　　　　所　相模原市緑区下九沢1558番地85
　　代表者氏名　髙橋　直幸
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
166　指 定 番 号　第1298号
　　氏名又は名称　株式会社日本スペーシオ
　　住　　　　所　東京都調布市
　　　　　　　　　東つつじケ丘一丁目８番地６
　　代表者氏名　岩谷　匡晴
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
167　指 定 番 号　第1300号
　　氏名又は名称　株式会社三和水道管理
　　住　　　　所　横浜市旭区二俣川二丁目50番地14
　　代表者氏名　内田　竜文
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日

168　指 定 番 号　第1305号
　　氏名又は名称　山羽メンテナンス有限会社
　　住　　　　所　神奈川県藤沢市下土棚1594番地の１
　　代表者氏名　沓名　知之
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
169　指 定 番 号　第1308号
　　氏名又は名称　株式会社嵐設備
　　住　　　　所　横浜市泉区緑園二丁目39番地36
　　代表者氏名　嵐　信明
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
170　指 定 番 号　第1310号
　　氏名又は名称　株式会社落合
　　住　　　　所　川崎市多摩区生田八丁目５番５号
　　代表者氏名　落合　宏亮
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
171　指 定 番 号　第1312号
　　氏名又は名称　株式会社パイプ山陽
　　住　　　　所　川崎市宮前区西野川三丁目13番37号
　　代表者氏名　高野　貴生
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
172　指 定 番 号　第1313号
　　氏名又は名称　東栄住宅設備株式会社
　　住　　　　所　神奈川県海老名市
　　　　　　　　　東柏ケ谷二丁目12番47号
　　代表者氏名　島村　琢人
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
173　指 定 番 号　第1317号
　　氏名又は名称　有限会社藤田管工
　　住　　　　所　神奈川県厚木市温水1869番地１
　　代表者氏名　藤田　一廣
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
174　指 定 番 号　第1319号
　　氏名又は名称　ホームライフパートナーズ株式会社
　　住　　　　所　東京都中央区
　　　　　　　　　日本橋茅場町二丁目５番６号
　　　　　　　　　日本橋大江戸ビル４階
　　代表者氏名　上松　俊之
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
175　指 定 番 号　第1323号
　　氏名又は名称　有限会社山丸設備工業
　　住　　　　所　東京都世田谷区宮坂三丁目44番６号
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　　代表者氏名　山本　博史
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
177　指 定 番 号　第1324号
　　氏名又は名称　株式会社Ｐｏｌｙｖａｌｅｎｔ
　　住　　　　所　川崎市川崎区田町二丁目10番12号
　　代表者氏名　金子　賢次
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日
177　指 定 番 号　第1327号
　　氏名又は名称　征矢設備
　　住　　　　所　川崎市麻生区

　　　　　　　　　東百合丘１丁目36番１－２号
　　代表者氏名　征矢　伸一
　　指定更新日　令和５年３月31日
　　有 効 期 限　令和10年９月29日

上 下 水 道 局 公 告

川崎市上下水道局公告第19号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和５年３月28日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎

（案件１）

競争入札に
付する事項

件　　名 大師河原地区下水枝線第２号工事

履行場所 川崎市川崎区大師河原２丁目地内

履行期間 契約の日から150日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ランク「B」
で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「土木」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2099

入札日時等
令和５年４月19日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。
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（案件２）

競争入札に
付する事項

件　　名 細山送水ポンプ所　細山送水ポンプ等修理その２工事

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（細山送水ポンプ所内）

履行期間 契約の日から令和６年３月15日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」種目「水処理施設」で登録されて
いること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　機械器具設置工事業に係る建設業の許可を受けていること。
⑼　主任技術者（業種「機械器具設置」）を配置できること。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和５年４月19日　午後２時30分
（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件３）

競争入札に
付する事項

件　　名 生田浄水場工作室等　新築その他工事

履行場所 川崎市多摩区生田１－１－１（生田浄水場内）

履行期間 契約の日から令和６年３月22日まで

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「建築」種目「一般建築」ランク「Ｂ」で
登録されていること。
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⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　建築工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「建築」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和５年５月８日　午後２時30分
（財政局資産管理部契約課建築契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件４）

競争入札に
付する事項

件　　名 溝口３丁目300ｍｍ～ 100ｍｍ配水管布設替工事

履行場所
自：高津区溝口３－11－１先
至：高津区溝口３－14－１先

履行期間 契約の日から130日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ランク「Ｂ」
で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
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⑻　水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和５年５月８日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

（案件５）

競争入札に
付する事項

件　　名 菅北浦地区下水枝線第63号工事

履行場所 川崎市多摩区菅北浦２丁目地内

履行期間 契約の日から290日間

参 加 資 格

⑴　川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
⑵　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。
⑶　次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。
　ア　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。
　イ　経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。
　ウ　建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。
　※�　上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札システムに
よる申込ができません。

⑷　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
⑸�　令和５・６年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開削」ランク「Ａ」
で登録されていること。
⑹�　「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による中小企業
者であること。
⑺　有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。
⑻　土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。
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　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建設業の許可でも可とします。
　�　また、本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は特定
建設業の許可を要しません。
⑼　監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。
　※�　当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなければなりま
せん（別に定める場合は、この限りではありません。）。　

　　�　ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）
を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技術者でも可とします。

　　�　本工事の請負金額が4,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）未満となった場合は監理技術
者を要しません。また、本工事の請負金額が4,000万円（建築一式工事の場合は8,000万円）未満と
なった場合は専任を要しません。

　　�　なお、特例監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれ
の現場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。

契約条項を
示す場所等

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒210－8577川崎市川崎区宮本町１番地）
電話番号　044－200－2100

入札日時等
令和５年５月８日　午後１時30分
（財政局資産管理部契約課土木契約係（明治安田生命ビル13階））

入札保証金 　　免

契約書作成 　　要

入札の無効
　この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札参加者心
得で無効と定める入札は、これを無効とします。

そ の 他 　詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市上下水道局公告第20号
　川崎都市計画下水道事業の認可について、神奈川県知
事から、都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第
１項の規定により、関係図書の写しの送付を受けたので、
同法同条第２項の規定により、その図書を縦覧に供しま
す。
　　令和５年３月28日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　都市計画事業の種類および名称
　　川崎都市計画下水道事業第１号公共下水道
２　縦覧の場所
　　川崎市川崎区宮本町１番地（第２庁舎）
　　川崎市上下水道局下水道部下水道計画課
　　　───────────────────
川崎市上下水道局公告第21号
　川崎都市計画下水道事業の事業計画の変更について、
神奈川県知事から、都市計画法（昭和43年法律第100号）
第63条第１項の規定による認可を受けたので、同法第66
条の規定により、次のとおり公告します。
　　令和５年３月28日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　都市計画事業の種類および名称

　　川崎都市計画下水道事業第１号公共下水道
２　施行者の名称
　　川崎市
３　事務所の所在
　　川崎市川崎区宮本町１番地（第２庁舎）
　　川崎市上下水道局下水道部下水道計画課
４　事業地の所在
　⑴　収用の部分
　　　川崎市川崎区　　�小島町、田辺新田、江川１丁目、

江川２丁目、田町３丁目、塩浜
２丁目、塩浜３丁目、塩浜４丁
目、四谷下町、池上新町３丁目、
大師河原１丁目、中瀬２丁目、
中瀬３丁目、大師駅前１丁目、
大師駅前２丁目、伊勢町、桜本
１丁目、桜本２丁目、池上町、
浜町２丁目、浜町４丁目、浅野
町、鋼管通３丁目、鋼管通４丁
目、鋼管通５丁目、南渡田町、
小田栄２丁目、小田２丁目、小
田３丁目、小田４丁目、小田５
丁目、小田７丁目、鈴木町、港
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町、旭町１丁目、旭町２丁目、
京町２丁目、京町３丁目、本町
２丁目、白石町、夜光１丁目及
び夜光３丁目地内

　　　同　　幸　区　　�堀川町、幸町２丁目、幸町３丁
目、戸手２丁目、戸手３丁目、
戸手４丁目、小向町、小向仲野
町、東古市場、古市場１丁目、
小向東芝町、小向西町１丁目、
鹿島田３丁目、新川崎、小倉５
丁目、古市場字重枚通及び字下
耕地、北加瀬１丁目、北加瀬２
丁目、南加瀬４丁目、南加瀬５
丁目並びに矢上地内

　　　同　　中原区　　�上平間字天神台、字玉川渕及び
字北村、田尻町、北谷町、上丸
子八幡町、上丸子天神町、小杉
陣屋町２丁目、小杉御殿町１丁
目、西加瀬、市ノ坪字新田、大
倉町、木月３丁目、木月４丁目、
井田中ノ町、井田１丁目、等々
力、宮内１丁目、宮内２丁目、
宮内３丁目、宮内４丁目、上小
田中６丁目、上小田中７丁目、
下新城１丁目、下新城３丁目並
びに下小田中１丁目地内

　　　同　　高津区　　�北見方１丁目、北見方２丁目、
北見方３丁目、二子３丁目、二
子４丁目、二子６丁目、溝口３
丁目、溝口４丁目、溝口５丁目、
溝口６丁目、久地字堰前耕地、
久地１丁目、久地２丁目、久地
３丁目、上作延字原間谷、下作
延４丁目、下作延５丁目、下作
延７丁目、千年字蟻山、字岩川、
字岩之前、字上原宿、字下原宿
及び字前田耕地、子母口富士見
台、明津字西川久保、久末字堰
下並びに東野川１丁目地内

　　　同　　多摩区　　�堰２丁目、宿河原２丁目、宿河
原３丁目、宿河原６丁目、登戸
字庚耕地、字戌耕地及び字壬耕
地、長尾１丁目、長尾４丁目、
長尾５丁目、東生田１丁目並び
に枡形３丁目地内　

　　　同　　麻生区　　�高石３丁目、上麻生６丁目、下
麻生３丁目、片平２丁目及び片
平３丁目地内

　　　横浜市鶴見区　　�朝日町１丁目、朝日町２丁目、
浜町１丁目、浜町２丁目、弁天
町及び寛政町地内

　⑵　使用の部分
　　　な　し

上下水道局公告（調達）

川崎市上下水道局公告（調達）第13号
　　　落札者等の公示
　川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特
例を定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札
者等について公示します。
　　令和５年４月10日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
１　調達の名称及び数量
　⑴　デジタル水道メーター（新品）
　　　20ｍｍ　39,600個
　⑵�　デジタル水道メーター（修理品）
　　　20ｍｍ　43,200個
　⑶�　デジタル水道メーター（修理品）
　　　13ｍｍ　24,300個
２　契約事務担当課の名称及び所在地
　　財政局資産管理部契約課
　　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階
３　落札者を決定した日
　　令和５年３月９日
４　落札者の氏名及び住所
　　柏原計器工業　株式会社　神奈川営業所
　　所長　鹿島　康弘
　　横浜市青葉区あざみ野２丁目２番地４
５　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）
　⑴� 119,988,000円
　⑵� 41,904,000円
　⑶� 21,384,000円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　入札の公告を行った日
　　令和５年１月25日
　　　───────────────────
川崎市上下水道局公告（調達）第14号
　　　落札者等の公示
　川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特
例を定める規程第11条の規定に基づき、次のとおり落札
者等について公示します。
　　令和５年４月10日
　　　川崎市上下水道事業管理者　大　澤　太　郎
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１　調達の名称及び数量
　⑴�　水道用超高塩基度ポリ塩化アルミニウム１ｔ
　　　（単価契約）約1,390ｔ
　⑵�　水道用次亜塩素酸ナトリウム１ｔ
　　　（単価契約）約488ｔ
　⑶�　水道用粉末活性炭（ドライ炭）１ｋｇ
　　　（単価契約）約157,000ｋｇ
　⑷�　ポリ塩化アルミニウム１ｔ
　　　（単価契約）（下水）約3,609ｔ
　⑸�　苛性ソーダ１ｔ
　　　（単価契約）（下水）約769ｔ
　⑹�　高分子凝集剤１ｔ
　　　（単価契約）（下水）約97ｔ
　⑺�　次亜塩素酸ナトリウム１ｔ
　　　（単価契約）（下水）約2,330ｔ
２　契約事務担当課の名称及び所在地
　　財政局資産管理部契約課
　　川崎市川崎区宮本町１番地　明治安田生命ビル13階
３　落札者を決定した日
　　令和５年３月15日
４　落札者の氏名及び住所
　⑴�　株式会社　泰山堂
　　　川崎市川崎区駅前本町15番地１
　　　代表取締役　金成　敏史
　⑵�　株式会社　泰山堂
　　　川崎市川崎区駅前本町15番地１
　　　代表取締役　金成　敏史
　⑶�　大豊商事　株式会社　横浜営業所
　　　横浜市中区翁町２丁目７番地10
　　　関内フレックスビル　907
　　　営業所所長　千葉　茂樹
　⑷�　大和化成　株式会社　横浜営業所
　　　横浜市神奈川区台町２丁目５番地
　　　ネオマイム横浜台町1102号
　　　所長　宮永　勝美
　⑸�　コスモケミカル　株式会社　神奈川営業所
　　　神奈川県平塚市西真土３－９－28
　　　営業所長　吉田　隆之
　⑹�　株式会社　泰山堂
　　　川崎市川崎区駅前本町15番地１
　　　代表取締役　金成　敏史
　⑺�　葵薬品産業　株式会社
　　　川崎市川崎区本町１丁目５番地15
　　　タウンビル１階
　　　代表取締役　間瀬　良夫
５　落札金額（消費税及び地方消費税を除く。）
　⑴�　38,000円
　⑵�　64,500円

　⑶�　292円
　⑷�　27,900円
　⑸�　53,600円
　⑹�　890,000円
　⑺�　52,000円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　入札の公告を行った日
　　令和５年１月25日

交 通 局 規 程

川崎市交通局規程第３号
　川崎市交通局会計規程の一部を改正する規程を次のよ
うに定める。
　　令和５年３月17日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局会計規程の一部を改正する規
　　　程
　川崎市交通局会計規程（平成25年交通局規程第13号）
の一部を次のように改正する。
　目次中
「第３章　収入、支出及び公金取扱金融機関
　　第１節　収入（第23条～第34条）
　　第２節　支出（第35条～第61条）
　　第３節　公金取扱金融機関（第62条～第67条）」
を
「第３章　金銭会計
　　第１節　収入（第23条～第34条）
　　第２節　支出（第35条～第61条）
　　第３節　資金の運用（第61条の２）
　　第４節　公金取扱金融機関（第62条～第67条）」
に改める。
　第３章の章名を次のように改める。
　　　第３章　金銭会計
　第３章中第３節を第４節とし、第２節の次に次の１節
を加える。
　　　　第３節　資金の運用
　（資金の運用）
第�61条の２　交通事業の資金に余剰又は不足を生ずると
きは、同一年度に限って一般会計又は他の特別会計と
の間に資金の運用をすることができる。
２�　前項の場合においては、市中金利の範囲内で利子を
付することができる。
３�　前２項に定めるもののほか、資金の運用については、
局長が別に定める。



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2349 －

　　　附　則
　この規程は、公布の日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市交通局規程第４号
　川崎市交通局障がい者用ＩＣカード取扱規程を次のよ
うに定める。
　　令和５年３月17日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局障がい者用ＩＣカード取扱規
　　　程
目次
　第１章　総則（第１条～第５条）
　第２章　障がい者用ＩＣＳＦカード
　　第１節　発売（第６条・第７条）
　　第２節　運賃（第８条）
　　第３節　効力（第９条～第13条）
　　第４節　再発行及び交換（第14条～第17条）
　　第５節　払戻し（第18条）
　第３章　障がい者用ＩＣ定期乗車券
　　第１節　発売（第19条～第21条）
　　第２節　運賃（第22条）
　　第３節　効力（第23条～第26条）
　　第４節　再発行及び交換（第27条～第30条）
　　第５節　払戻し（第31条）
　　　附則
　　　第１章　総則
　（目的）
第�１条　この規程は、川崎市交通局（以下「局」とい
う。）が、川崎市交通局ＩＣカード取扱規程（平成19
年交通局規程第６号。以下「ＩＣカード取扱規程」と
いう。）に定めるサービス内容とその使用条件のうち、
障がい者ＩＣカード（身体障害者福祉法（昭和24年法
律第283号）第15条第４項に規定する身体障害者手帳
又は「療育手帳制度について」（昭和48年９月厚生省
発児第156号厚生事務次官通知）により定められた療
育手帳制度要綱に規定する療育手帳（以下「手帳」と
いう。）の交付を受けている者のうち、第１種身体障
害者又は第１種知的障害者及びその介護者に限り発行
するＩＣカードをいう。以下同じ。）における、局が
定める障がい者用ＩＣカードによる旅客の運送等につ
いて、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上
と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
　（適用範囲）
第�２条　局において旅客の運送等を行う障がい者用ＩＣ
カードは、次の各号に掲げるとおりとする。
　⑴�　株式会社パスモが発行する「障がい者用ＰＡＳＭ
Ｏ」

　⑵�　株式会社パスモが相互利用を行う以下の障がい者
用ＩＣカード

　　ア�　東日本旅客鉄道株式会社が発行する「障がい者
用Ｓｕｉｃａ」

　　イ�　東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「障がい
者用りんかいＳｕｉｃａ」

２�　前項のＩＣカードによる旅客の運送等については、
この規程に定めるところによる。
３�　前項の規定にかかわらず、次の各号に定める障がい
者用ＩＣカードにおいては、それぞれ当該各号に定め
る取扱いは行わない。
　⑴�　第14条第１項に規定する紛失再発行（同条に定め
る再発行整理票交付手続を除く。）

　⑵�　� 第15条第１項に規定する障害再発行（同条に定
める再発行整理票交付手続を除く。）

　⑶�　� 第27条第２項に規定する紛失再発行（同条に定
める再発行整理票交付手続を除く。）

　⑷�　� 第28条第２項に規定する障害再発行（同条に定
める再発行整理票交付手続を除く。）

４�　この規程及びこの規程に関連して定められた規定を
相当な範囲で変更することがある。この場合において、
変更の時期及び変更内容を予め周知するものとする。
５�　この規程が改定された場合、以後の障がい者用ＩＣ
カードによる旅客の運送等については、改定された規
程の定めるところによる。
６�　ＩＣカードのうち、障がい者用ＩＣカードのサービ
スは、ＩＣカード取扱規程に対する特約とし、ＩＣ
カード取扱規程と異なる取扱いについては、この規程
の定めるところによる。
７�　障がい者用ＩＣカードの使用について、この規程に
定めのない事項については、法令、局が定める運送約
款（以下「運送約款」という。）、障がい者用ＩＣ
カード発行事業者が定めるＩＣカード取扱規則、障が
い者用ＩＣカード取扱特約等（以下「障がい者用ＩＣ
発行事業者規則」という。）、その他の関連する規則
等の定めるところによるものとする。
（用語の定義）
第�３条　この規程における主な用語の定義は、次の各号
に掲げるとおりとする。
　⑴�　「障がい者ＩＣカード」とは、障がい者用ＩＣ
カードのうち、障がい者本人の使用に供する障がい
者用ＩＣカードをいう。

　⑵�　「介護者ＩＣカード」とは、障がい者用ＩＣカー
ドのうち、障がい者本人に付添う介護人の使用に供
する障がい者用ＩＣカードをいう。

　⑶�　「障がい者用ＩＣＳＦカード」とは、ＳＦにより
旅客の運送等に供する障がい者用ＩＣカードをいう。

　⑷�　「障がい者ＩＣＳＦカード」とは、障がい者用Ｉ
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ＣＳＦカードのうち、障がい者本人の使用に供する
障がい者ＩＣカードをいう。

　⑸�　「介護者ＩＣＳＦカード」とは、障がい者用ＩＣ
ＳＦカードのうち、障がい者本人に付添う介護人の
使用に供する障がい者ＩＣカードをいう。

　⑹�　「障がい者用ＩＣ定期乗車券」とは、ＩＣバス事
業者の定期乗車券の機能を付加した障がい者用ＩＣ
カードをいう。

　⑺�　「障がい者ＩＣ定期乗車券」とは、定期乗車券の
機能を付加した障がい者用ＩＣ定期乗車券のうち、
障がい者本人の使用に供する障がい者用ＩＣ定期乗
車券をいう。

　⑻�　「介護者ＩＣ定期乗車券」とは、定期乗車券の機
能を付加した障がい者用ＩＣ定期乗車券のうち、障
がい者本人に付添う介護人の使用に供する障がい者
用ＩＣ定期乗車券をいう。

　⑼�　「障がい者用ＩＣ企画乗車券」とは、ＩＣ鉄道事
業者が旅客営業規則等に定める旅客運賃の割引を行
う乗車券（以下「企画乗車券」という。）の機能を
付加した障がい者用ＩＣカードをいう。

　⑽�　「障がい者ＩＣ企画乗車券」とは、企画乗車券の
機能を付加した障がい者用ＩＣ企画乗車券のうち、
障がい者本人の使用に供する障がい者用ＩＣ企画乗
車券をいう。

　⑾�　「介護者ＩＣ企画乗車券」とは、企画乗車券の機
能を付加した障がい者用ＩＣ企画乗車券のうち、障
がい者本人に付添う介護人の使用に供する障がい者
用ＩＣ企画乗車券をいう。

２�　この規程に定めのない用語の定義については、ＩＣ
カード取扱規程、障がい者用ＩＣ発行事業者規則、そ
の他の関連する規則等の定めるところによるものとす
る。
　（使用方法及び制限事項）
第�４条　障がい者用ＩＣカードを使用して、乗車すると
きに乗車処理が必要な場合は、バスＲ／Ｗで乗車処理
を行い、降車するときに降車処理が必要な場合は、バ
スＲ／Ｗで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車
処理が必要な場合は、乗車時にバスＲ／Ｗで乗車処理
を行い、降車時に同一の障がい者用ＩＣカードにより
バスＲ／Ｗで降車処理を行わなければならない。
２�　１回の乗車につき、２枚以上のＩＣカードを同時に
使用することはできない。
３�　運賃支払時に、ＳＦ残額が減額する運賃相当額に満
たないときは、現金又は局が別に定める方法で運賃を
支払う。
４�　障がい者用ＩＣカードのＳＦでは、回数乗車券、定
期乗車券、局が別に定める乗車券等との引換えはでき
ない。

５�　10円未満のＳＦは、ＩＣ運賃を適用する場合を除き、
旅客運賃等に充当することはできない。
６�　障がい者用ＩＣカードの破損、バスＲ／Ｗの故障又
はバスＲ／Ｗによる障がい者用ＩＣカードの内容の読
取りが不能となったときは、障がい者用ＩＣカードを
バスＲ／Ｗで使用できないことがある。
７�　障がい者ＩＣカードは、当該障がい者ＩＣカードに
記録された記名人本人以外が使用することはできない。
８�　障がい者用ＩＣカードは、有効期限終了後は使用す
ることができない。この場合において、有効期限の更
新手続をＩＣ鉄道事業者が行うことにより、有効期限
を延長して使用することができる。
９�　偽造、変造又は不正に作成された障がい者用ＩＣ
カード、ＳＦ及び定期乗車券並びに企画乗車券の機能
を使用することはできない。
10�　障がい者ＩＣカード及びその対となる介護者ＩＣ
カードは、同時かつ同一行程で使用しなければならな
い。ただし、局が運行する路線内を乗車する場合に限
り、障がい者ＩＣカードを単独で使用することができ
る。
11�　介護者ＩＣカードは、局が介護の必要があると認め
た場合に限り、使用することができる。
（個人情報の取扱い）
第�５条　障がい者用ＩＣカードに係る個人情報の取扱い
は、障がい者用ＩＣ発行事業者規則の定めるところに
よる。
　　　第２章　障がい者用ＩＣＳＦカード
　　　　第１節　発売
　（発売）
第�６条　障がい者用ＩＣＳＦカードは、障がい者用ＩＣ
発行事業者規則の定めによりＩＣ鉄道事業者の駅等で
発売する。
　（ＳＦ残額の確認）
第�７条　障がい者用ＩＣＳＦカードのＳＦ残額は、障が
い者用ＩＣカードを処理する機器により確認すること
ができる。
２�　障がい者用ＩＣＳＦカードのＳＦ残額履歴の表示又
は印字は、障がい者用ＩＣ発行事業者規則の定めると
ころにより、障がい者用ＩＣカードを処理する機器で
行うことができる。ただし、第２条第１項第２号に規
定する障がい者用ＩＣカードのＳＦ残額履歴の表示又
は印字は、最近のＳＦ残額履歴から20件までとし、次
の各号に定める場合は、表示又は印字による確認はで
きないものとする。
　⑴�　出場処理がされていないＳＦ残額履歴
　⑵�　所定の機器による処理が完全に行われなかったと
きのＳＦ残額履歴

　⑶�　第14条又は第15条の規定により障がい者用ＩＣＳ
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Ｆカードを再発行したときの再発行前のＳＦ残額履
歴

　⑷�　第16条の規定により障がい者用ＩＣＳＦカードを
交換したときの交換前のＳＦ残額履歴

　　　　第２節　運賃
　（ＩＣ運賃の減額）
第�８条　旅客が障がい者用ＩＣＳＦカードを使用して乗
車する場合は、運賃支払時に局が定める障害者割引運
賃１名分を減額する。
２�　前項の規定による運賃支払以外の場合は、乗務員に
申告し、乗務員が金額を設定した後に、内容に応じた
運賃を減額することができる。
３�　介護者ＩＣＳＦカードから障害者割引運賃以外の運
賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児にあって
も大人の障害者割引運賃１名分を減額する。
４�　第４条第３項による場合は、現金運賃を適用し、障
がい者用ＩＣＳＦカードから10円未満の端数を除いて
減額した金額との差額を現金又は局が別に定める方法
により支払う。
　　　　第３節　効力
　（効力）
第�９条　障がい者用ＩＣＳＦカードにより乗車する場合
の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
　⑴�　当該乗車において、１回の乗車に限り有効なもの
とする。

　⑵�　乗車後は、当日限り有効とする。
　⑶�　途中下車の取扱いはしない。
　（障がい者用ＩＣＳＦカードの再表示）
第�10条　障がい者用ＩＣＳＦカードは、その券面に表示
すべき事項（以下「券面表示事項」という。）が不明
となったときは、使用してはならない。
２�　前項の場合において、障がい者用ＩＣ発行事業者規
則の定めるところにより、速やかに当該障がい者用Ｉ
ＣＳＦカードをＩＣ鉄道事業者に差し出して、券面表
示事項の再表示を請求しなければならない。
　（障がい者用ＩＣＳＦカードの個人情報変更）
第�11条　改氏名等により、障がい者用ＩＣＳＦカードの
記名人本人の個人情報と障がい者用ＩＣＳＦカードに
記録された個人情報に相違が生じたときは、当該障が
い者用ＩＣＳＦカードを使用してはならない。
２�　前項の場合において、旅客は速やかにＩＣ鉄道事業
者が定める申込書及び当該障がい者用ＩＣＳＦカード
をＩＣ鉄道事業者に差し出して、個人情報変更の請求
をしなければならない。この場合の取扱いは、障がい
者用ＩＣ発行事業者規則の定めるところによる。
　（無効となる場合）
第�12条　障がい者用ＩＣＳＦカードは、次の各号のいず
れかに該当する場合は、無効とする。この場合におい

て、無効となった障がい者用ＩＣＳＦカードの取扱い
は、障がい者用ＩＣ発行事業者規則の定めるところに
よる。
　⑴�　乗車処理後の障がい者用ＩＣＳＦカードを他人か
ら譲り受けて使用した場合

　⑵�　障がい者ＩＣＳＦカードを記名人以外の者が使用
した場合

　⑶�　介護者ＩＣＳＦカードを介護者が単独で使用した
場合

　⑷�　券面表示事項が不明となった障がい者ＩＣＳＦ
カードを使用した場合

　⑸�　使用資格、氏名、生年月日、性別又は電話番号を
偽って購入した障がい者用ＩＣカードを使用した場
合

　⑹�　券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用した
場合

　⑺�　その他不正乗車の手段として使用した場合
２�　次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定
を準用する。
　⑴�　偽造、変造若しくは不正に作成された障がい者用
ＩＣＳＦカード又はＳＦを使用した場合

　⑵�　旅客の故意又は重大な過失により障がい者用ＩＣ
ＳＦカードが障害状態となったと認められる場合

　（不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受）
第�13条　前条の規定に該当し使用した場合は、運送約款
の定めるところにより現金運賃に基づいた普通旅客運
賃及び割増運賃を収受する。
　　　　第４節　再発行及び交換
　（紛失再発行）
第�14条　障がい者用ＩＣＳＦカードの記名人が当該障が
い者用ＩＣＳＦカードを紛失した場合で、局が定める
申請書を提出したときは、障がい者用ＩＣ発行事業者
規則の定めるところにより、使用停止措置と再発行す
るために必要な帳票（以下「再発行整理票」とい
う。）を交付する手続をした後、再発行の取扱いを行
う。
２�　紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した障がい
者用ＩＣＳＦカードが発見された場合におけるデポ
ジットの取扱いは、障がい者用ＩＣ発行事業者規則の
定めによる。
３�　障がい者用ＩＣＳＦカードのいずれか一方を紛失し
た場合で、紛失した障がい者用ＩＣＳＦカードの再発
行が完了するまでの間、対となるもう一方の障がい者
用ＩＣＳＦカードを使用することはできない。ただし、
局が運行する路線内を乗車する場合に限り、障がい者
ＩＣＳＦカードを単独で使用することができる。
　（障害再発行）
第�15条　障がい者用ＩＣＳＦカードの破損等によって所
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定の機器で使用できない場合で、局が定める申請書を
旅客が提出したときは、障がい者用ＩＣ発行事業者規
則の定めるところにより、再発行整理票を交付する手
続をした後、再発行の取扱いを行う。
２�　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該
当する場合は、理由のいかんを問わず再発行の取扱い
を行わない。
　⑴�　裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場
合

　⑵�　旅客の故意又は重大な過失により障がい者用ＩＣ
ＳＦカードが障害状態になったと認められ、第12条
第２項第２号により無効となった場合

３�　障がい者用ＩＣＳＦカードのいずれか一方が障害状
態となった場合で、障害状態となった障がい者用ＩＣ
ＳＦカードの再発行が完了するまでの間、対となるも
う一方の障がい者用ＩＣＳＦカードを使用することは
できない。ただし、局が運行する路線内を乗車する場
合に限り、障がい者ＩＣＳＦカードを単独で使用する
ことができる。
　（障がい者用ＩＣＳＦカードの交換）
第�16条　局及び障がい者用ＩＣカード発行事業者の都合
により、旅客が使用している障がい者用ＩＣＳＦカー
ドを、当該ＩＣカード裏面に刻印されたものと異なる
カード番号の障がい者用ＩＣＳＦカードに予告なく交
換することがある。
２�　前項の交換を行った後、交換前の障がい者用ＩＣＳ
Ｆカードの機能停止の取消し又は機能の復元はできな
い。
　（免責事項）
第�17条　障がい者用ＩＣカードの交換又は再発行により、
障がい者用ＩＣＳＦカード裏面に刻印されたものと異
なるカード番号の障がい者用ＩＣＳＦカードを発行し
たことによる旅客の損害等については、局はその責め
を負わない。
２�　紛失した障がい者用ＩＣＳＦカードの払戻し、ＳＦ
の使用等で生じた旅客の損害等については、局はその
責めを負わない。
３�　この規程に定めるもののほか、障がい者用ＩＣＳＦ
カードを媒体としたサービス（局が提供するものを除
く。）に関して生じた使用者の損害等については、局
はその責めを負わない。
　　　　第５節　払戻し
　（払戻し）
第�18条　旅客が、障がい者用ＩＣＳＦカードが不要と
なった場合は、障がい者用ＩＣ発行事業者規則の定め
るところにより、ＩＣ鉄道事業者の駅等で払戻しを行
う。
　　　第３章　障がい者用ＩＣ定期乗車券

　　　　第１節　発売
　（発売）
第�19条　旅客が障がい者用ＩＣ定期乗車券の購入申込書
に必要事項を記入して提出したときは、次の各号に定
める障がい者用ＩＣカードに、局が別に定める障がい
者用ＩＣ定期乗車券を障がい者ＩＣカード及び介護者
ＩＣカードに対して同時に発売する。ただし、障がい
者ＩＣ定期乗車券を単独で使用する場合に限り、障が
い者ＩＣカードに対してのみ単独で発売する。
　⑴�　第２条第１項第１号に規定する障がい者用ＩＣ
カードには障がい者ＩＣ定期乗車券又は介護者ＩＣ
定期乗車券を付加する。

　⑵�　第２条第１項第２号に規定する障がい者用ＩＣ
カードには障がい者ＩＣ定期乗車券又は介護者ＩＣ
定期乗車券を付加する。

２�　無記名ＩＣカードに記名人式の定期乗車券を付加す
るときは、当該無記名ＩＣカードを記名ＩＣカードに
変更した後、前項の規定による取扱いを行う。
　（ＩＣ定期券内容控）
第�20条　障がい者用ＩＣ定期乗車券を発売した場合は、
当該障がい者用ＩＣカードの定期券情報を印字したＩ
Ｃ定期券内容控を同時に発行する。
２�　ＩＣ定期券内容控は、本人の覚えであり、定期乗車
券の効力はない。
３�　障がい者用ＩＣ定期乗車券の障害又は機器の故障に
より障がい者用ＩＣ定期乗車券が使用できなくなった
場合は、局が認めたときに限り、当該障がい者用ＩＣ
定期乗車券及びＩＣ定期券内容控を提示することによ
り乗車することができる。
４�　障がい者用ＩＣ定期乗車券を使用する場合は、原則
として当該障がい者用ＩＣ定期乗車券のＩＣ定期券内
容控を所持するものとし、係員から提示を求められた
ときは、これを拒んではならない。
　（ＳＦ残額の確認）
第�21条　障がい者用ＩＣ定期乗車券のＳＦ残額は、障が
い者用ＩＣカードを処理する機器により確認すること
ができる。
２�　障がい者用ＩＣ定期乗車券のＳＦ残額履歴の表示又
は印字は、障がい者用ＩＣ発行事業者規則の定めると
ころにより、障がい者用ＩＣカードを処理する機器で
行うことができる。ただし、第２条第１項第２号に規
定する障がい者用ＩＣカードのＳＦ残額履歴の表示又
は印字は、最近のＳＦ残額履歴から20件までとし、次
の各号に掲げるものについて、表示又は印字による確
認はできないものとする。
　⑴�　出場処理がされていないＳＦ残額履歴
　⑵�　所定の機器による処理が完全に行われなかったと
きのＳＦ残額履歴
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　⑶�　第27条又は第28条の規定により障がい者用ＩＣ定
期乗車券を再発行したときの再発行前のＳＦ残額履
歴

　⑷�　第29条の規定により障がい者用ＩＣ定期乗車券を
交換したときの交換前のＳＦ残額履歴

　　　　第２節　運賃
　（ＩＣ運賃の減額）
第�22条　ＳＦをチャージした有効期間内の障がい者用Ｉ
Ｃ定期乗車券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、
当該乗車区間は別途乗車（乗越し）したものとして取
り扱い、別途乗車となる区間の障害者割引運賃相当額
を減額する。
２�　有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以
降において乗車する場合は、実際の乗車区間の障害者
割引運賃を減額する。
３�　第４条第３項による場合は、現金運賃を適用し、障
がい者用ＩＣ定期乗車券から10円未満の端数を除いて
減額した金額との差額を現金又は局が別に定める方法
により支払う。
　　　　第３節　効力
　（効力）
第�23条　第19条の規定により発売した障がい者用ＩＣ定
期乗車券は運送約款の定めるところにより取り扱う。
２�　ＳＦをチャージした障がい者用ＩＣ定期乗車券を、
定期乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは
有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の
効力は、第９条の規定を準用する。
　（障がい者用ＩＣ定期乗車券の再表示）
第�24条　障がい者用ＩＣ定期乗車券は、券面表示事項が
不明となったときは、使用してはならない。
２�　前項の場合において、速やかに当該障がい者用ＩＣ
定期乗車券をＩＣ鉄道事業者に差し出して、券面表示
事項の再表示を請求しなければならない。
　（無効となる場合）
第�25条　障がい者用ＩＣ定期乗車券は、次の各号のいず
れかに該当する場合は、無効とする。この場合におい
て、無効となった障がい者用ＩＣ定期乗車券の取扱い
は、障がい者用ＩＣ発行事業者規則の定めるところに
よる。
　⑴�　乗車処理後の障がい者用ＩＣ定期乗車券を他人か
ら譲り受けて使用した場合

　⑵�　取扱区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けず
に降車した場合

　⑶�　障がい者ＩＣ定期乗車券を記名人以外の者が使用
した場合

　⑷�　介護者ＩＣ定期乗車券を介護者が単独で使用した
場合

　⑸�　券面表示事項が不明となった障がい者用ＩＣ定期

乗車券を使用した場合
　⑹�　使用資格、氏名、生年月日、性別又は電話番号を
偽って購入した障がい者用ＩＣ定期乗車券を使用し
た場合

　⑺�　券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用した
場合

　⑻�　局の運送約款に定める定期乗車券が無効となる事
項に該当する場合

　⑼�　その他不正乗車の手段として使用した場合
２�　次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定
を準用する。
　⑴�　偽造、変造若しくは不正に作成された障がい者用
ＩＣ定期乗車券又はＳＦを使用した場合

　⑵�　旅客の故意又は重大な過失により障がい者用ＩＣ
定期乗車券が障害状態となったと認められる場合

　（不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受）
第�26条　前条の規定に該当し使用した場合は、運送約款
の定めるところにより現金運賃に基づいた普通旅客運
賃及び割増運賃を収受する。
　　　　第４節　再発行及び交換
　（紛失再発行）
第�27条　障がい者用ＩＣ定期乗車券の記名人が当該障が
い者用ＩＣ定期乗車券を紛失した場合で、局が定める
申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場
合に限って、紛失した障がい者用ＩＣ定期乗車券の使
用停止措置及び再発行整理票を交付する手続を行う。
　⑴�　申請書を提出するときは、公的証明書等の提示に
より、再発行を請求する旅客が当該障がい者用ＩＣ
定期乗車券の記名人本人であることを証明できるこ
と。

　⑵�　記名人の氏名、生年月日及び性別の情報がＩＣ
カード発行事業者のシステムに登録されていること。

２�　前項の規定により使用停止措置を行った当該障がい
者用ＩＣ定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行日の
翌日から起算して14日以内に次の第１号及び第２号の
条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、当
該障がい者用ＩＣ定期乗車券裏面に刻印されたものと
異なるカード番号の障がい者用ＩＣ定期乗車券を再発
行する。
　⑴�　公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅
客が当該障がい者ＩＣ定期乗車券の記名人本人であ
ることを証明できること。

　⑵�　旅客が前項の規定により発行された再発行整理票
を提出すること。

３�　前項の規定により再発行の取扱いを行う場合におけ
る紛失再発行手数料及びデポジットの取扱いは、障が
い者用ＩＣ発行事業者規則の定めるところによる。
４�　当該障がい者用ＩＣ定期乗車券の使用停止の申出を
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受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、
紛失した障がい者用ＩＣ定期乗車券が発見された場合
に、当該障がい者用ＩＣ定期乗車券を再発行用の媒体
として使用することはできない。
５�　第１項から第３項までの取扱いを行った後に、紛失
した障がい者用ＩＣ定期乗車券が発見された場合にお
けるデポジットの取扱いは、障がい者用ＩＣ発行事業
者規則の定めるところによる。
６�　障がい者用ＩＣ定期乗車券のいずれか一方を紛失し
た場合で、紛失した障がい者用ＩＣ定期乗車券の再発
行が完了するまでの間、対となるもう一方の障がい者
用ＩＣ定期乗車券を使用することはできない。ただし、
局が運行する路線内を乗車する場合に限り、障がい者
ＩＣ定期乗車券を単独で使用することができる。
　（障害再発行）
第�28条　障がい者用ＩＣ定期乗車券の破損等によって所
定の機器で使用できない場合で、局が定める申請書を
提出し、かつ、当該障がい者用ＩＣ定期乗車券を提示
したときは、再発行整理票を交付する手続を行う。
２�　前項の規定により再発行整理票が発行された当該障
がい者用ＩＣ定期乗車券は、旅客が再発行整理票発行
日の翌日から起算して14日以内に次の第１号及び第２
号の条件を満たした上、発行を請求した場合に限って、
当該障がい者用ＩＣ定期乗車券裏面に刻印されたもの
と異なるカード番号の障がい者用ＩＣ定期乗車券を再
発行する。
　⑴�　旅客が前項の規定により発行した再発行整理票を
提出すること。

　⑵�　旅客が当該障がい者用ＩＣ定期乗車券を提出する
こと。

３�　当該障がい者用ＩＣ定期乗車券の障害再発行の申出
を受け付けた後、これを取り消すことはできない。ま
た、当該障がい者用ＩＣ定期乗車券を再発行用の媒体
として使用することはできない。
４�　次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいか
んを問わず再発行の取扱いを行わない。ただし、デポ
ジットの取扱いは、障がい者用ＩＣ発行事業者規則の
定めるところによる。
　⑴�　裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場
合

　⑵�　旅客の故意又は重大な過失により障がい者用ＩＣ
定期乗車券が障害状態となったと認められ、第25条
第２項第２号により無効となった場合

５�　障がい者用ＩＣ定期乗車券のいずれか一方が障害状
態となった場合で、障害状態となった障がい者用ＩＣ
定期乗車券の再発行が完了するまでの間、対となるも
う一方の障がい者用ＩＣ定期乗車券を使用することは
できない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限

りではない。
　⑴�　障がい者用ＩＣ定期乗車券に有効な定期乗車券が
付加されていた場合において、定期乗車券の有効区
間に限り使用するとき。

　⑵�　局が運行する路線内を乗車する場合に限り、障が
い者ＩＣ定期乗車券を単独で使用するとき。

　（障がい者用ＩＣ定期乗車券の交換）
第�29条　局及び障がい者用ＩＣカード発行事業者の都合
により、旅客が使用している障がい者用ＩＣ定期乗車
券を、当該障がい者用ＩＣ定期乗車券裏面に刻印され
たものと異なるカード番号の障がい者用ＩＣ定期乗車
券に予告なく交換することがある。
　（免責事項）
第�30条　障がい者用ＩＣ定期乗車券の交換又は再発行に
より、障がい者用ＩＣ定期乗車券裏面に刻印されたも
のと異なるカード番号の障がい者用ＩＣ定期乗車券を
発行したことによる旅客の損害等については、局はそ
の責めを負わない。
２�　紛失した障がい者用ＩＣ定期乗車券の払戻し、ＳＦ
の使用等で生じた旅客の損害等については、局はその
責めを負わない。
３�　この規程に定めるもののほか、障がい者用ＩＣ定期
乗車券を媒体としたサービス（局が提供するものを除
く。）に関して生じた使用者の損害等については、局
はその責めを負わない。
　　　　第５節　払戻し
　（払戻し）
第�31条　旅客は、障がい者用ＩＣ定期乗車券に付加され
た定期乗車券が不要となり、局が定める申請書を提出
し、かつ、公的証明書等の提示により当該障がい者用
ＩＣ定期乗車券の記名人本人であることを証明した場
合は、障がい者ＩＣ定期乗車券及びその対となる介護
者ＩＣ定期乗車券について、共に行う場合に限り、付
加された定期乗車券の払戻しを請求することができる。
この場合において、運送約款に定める払戻しを行い、
障がい者用ＩＣ定期乗車券から定期乗車券のみを消去
して返却する。ただし、障がい者ＩＣ定期乗車券を単
独で使用している場合又は障がい者ＩＣ定期乗車券を
単独で使用する場合に限り、障がい者ＩＣ定期乗車券
又は介護者ＩＣ定期乗車券に対してのみ単独で払戻し
を請求することができる。
２�　前項の払戻しを行う場合の手数料は、ＩＣ定期乗車
券１枚につき、運送約款に定める定期乗車券の払戻し
手数料額（以下「定期乗車券払戻し手数料」とい
う。）とする。ただし、定期乗車券の払戻し額が、定
期乗車券払戻し手数料未満のときは、その全てを手数
料とする。
　　　附　則
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　この規程は、令和５年３月18日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市交通局規程第５号
　川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の一部を改正す
る規程を次のように定める。川崎市乗合自動車乗車料条
例施行規程の一部を改正する規程
　　令和５年３月17日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程の一
　　　部を改正する規程
　川崎市乗合自動車乗車料条例施行規程（昭和29年交通
部規程第６号）の一部を次のように改正する。
　第２条第１号中「及び川崎市交通局外国人向けＩＣ
カード取扱規程」を「、川崎市交通局外国人向けＩＣ
カード取扱規程」に改め、「以下「外国人ＩＣカード取
扱規程」という。）」の次に「及び川崎市交通局障がい
者用ＩＣカード取扱規程（令和５年交通局規程第４号。
以下「障がい者用ＩＣカード取扱規程」という。）」を
加える。
　第13条第１項の表を次のように改める。

種別 発売場所
１日
乗車券

大人
乗合自動車内

小児

定期乗車券
上平間営業所、井田営業所、
鷲ヶ峰営業所、川崎乗車券発売
所、溝口乗車券発売所

共通定期
乗車券

宮前区役
所前～上
野川

井田営業所、溝口乗車券発売所

　第17条第１項ただし書中「ＩＣカード取扱規程第38
条」の次に「及び障がい者用ＩＣカード取扱規程第31
条」を加える。
　第22条第１項中「第３条第７号」の次に「及び障がい
者用ＩＣカード取扱規程第３条第６号」を加える。
　第30条第２項中「及び外国人ＩＣカード取扱規程」を
「、外国人ＩＣカード取扱規程及び障がい者用ＩＣカー
ド取扱規程」に改める。
　第31条第１項中「及び第２号」の次に「並びに障がい
者用ＩＣカード取扱規程第２条第１項第１号及び第２
号」を加え、同条第２項中「外国人ＩＣカード取扱規程
第２条第１項第１号及び第２号に規定するＩＣカード」
の次に「並びに障がい者用ＩＣカード取扱規程第２条第
１項第１号及び第２号に規定するＩＣカード」を加える。
　　附　則
　この規程は、令和５年３月18日から施行する。ただし、
第13条の改正規定は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────

川崎市交通局規程第６号
　川崎市交通局外国人向けＩＣカード取扱規程の一部を
改正する規程を次のように定める。
　　令和５年３月17日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局外国人向けＩＣカード取扱規
　　　程の一部を改正する規程
　川崎市交通局外国人向けＩＣカード取扱規程（令和元
年交通局規程第２号）の一部を次のように改正する。
　第１条中「（平成19年交通局規程第６号。以下「ＩＣ
カード取扱規程」という。）」を「（平成19年交通局規
程第６号）及び川崎市交通局障がい者用ＩＣカード取扱
規程（令和５年交通局規程第４号）」に改める。
　　　附　則
　この規程は、令和５年３月18日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市交通局規程第７号
　川崎市交通局モバイルＰＡＳＭＯ取扱規程の一部を改
正する規程を次のように定める。
　　令和５年３月17日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局モバイルＰＡＳＭＯ取扱規程
　　　の一部を改正する規程
　川崎市交通局モバイルＰＡＳＭＯ取扱規程（令和２年
交通局規程第３号）の一部を次のように改正する。
　第１条中「ＰＡＳＭＯ」の次に「及びＡｐｐｌｅ　Ｐ
ａｙのＰＡＳＭＯ（以下「モバイルＰＡＳＭＯ等」とい
う。）」を加える。
　第２条を次のように改める。
　（用語の定義）
第�２条　この規程における主な用語の定義は、次の各号
に掲げるとおりとする。
　⑴�　「モバイルＰＡＳＭＯ携帯情報端末」とは、モバ
イルＰＡＳＭＯを発行した携帯情報端末をいう。

　⑵�　「モバイルＩＣ端末」とは、ＰＡＳＭＯのうちモ
バイルＰＡＳＭＯ携帯情報端末をいう。

　⑶�　「記名モバイルＩＣ端末」とは、会員登録された
モバイルＩＣ端末をいう。

　⑷�　「無記名モバイルＩＣ端末」とは、会員登録を
行っていないモバイルＩＣ端末をいう。

　⑸�　「モバイルＰＡＳＭＯ特定携帯情報端末」とは、
Ａｐｐｌｅ　ＰａｙのＰＡＳＭＯを発行した特定携
帯情報端末をいう。

　⑹�　「モバイルＩＣ特定端末」とは、ＰＡＳＭＯのう
ちモバイルＰＡＳＭＯ特定携帯情報端末をいう。

　⑺�　「記名モバイルＩＣ特定端末」とは、会員登録さ
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れたモバイルＩＣ特定端末をいう。
　⑻�　「無記名モバイルＩＣ特定端末」とは、会員登録
を行っていないモバイルＩＣ特定端末をいう。

　⑼�　「ＳＦ」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類
との引換えに充当する金銭的価値をいう。

　⑽�　「モバイルＩＣＳＦ」とは、モバイルＩＣ端末に
付加したＳＦをいう。

　⑾�　「モバイルＩＣ定期乗車券」とは、モバイルＩＣ
端末に付加した定期乗車券をいう。

　⑿�　「特定モバイルＩＣＳＦ」とは、モバイルＩＣ特
定端末に付加したＳＦをいう。

　⒀�　「特定モバイルＩＣ定期乗車券」とは、モバイル
特定ＩＣ端末に付加した定期乗車券をいう。

　⒁�　「ＩＣ取扱事業者」とは、ＰＡＳＭＯ取扱規則に
規定するＰＡＳＭＯ取扱事業者をいう。

　⒂�　「バスリーダ・ライタ（以下「バスＲ／Ｗ」とい
う。）」とは、ＩＣカードへの情報書込み又はＩＣ
カードからの情報読取りを行う装置をいう。

　⒃�　「ＩＣ運賃」とは、普通旅客運賃のうち、１枚の
ＩＣカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用す
る運賃をいう。

　⒄�　「現金運賃」とは、普通旅客運賃のうち、運賃の
支払いに現金又は回数券を含む場合に適用する運賃
をいう。

　第３条第１項中「モバイルＩＣ端末」の次に「及びモ
バイルＩＣ特定端末（以下「モバイルＩＣ端末等」とい
う。）」を加え、同条第２項及び同条第３項中「モバイ
ルＩＣ端末」を「モバイルＩＣ端末等」に改める。
　第５条第１項中「モバイルＩＣ端末」を「モバイルＩ
Ｃ端末等」に改め、�同条第２項中「がモバイルＩＣ端
末」を「がモバイルＩＣ端末等」に、「、当該購入操作�
」を「及びＡｐｐｌｅ　ＰａｙのＰＡＳＭＯの会員であ
る旅客がモバイルＩＣ特定端末に特定モバイルＩＣ定期
乗車券を購入する場合、当該購入操作」に、「、モバイ
ルＩＣ端末」を「、モバイルＩＣ端末等」に改める。
　第６条第１項及び同条第２項中「モバイルＩＣ端末」
を「モバイルＩＣ端末等」に改め、同条第３項中「モバ
イルＩＣＳＦ」の次に「及び特定モバイルＩＣＳＦ（以
下「モバイルＩＣＳＦ等」という。）」を加え、同条第
４項及び同条第５項中「モバイルＩＣＳＦ」を「モバイ
ルＩＣＳＦ等」に改め、同条第６項中「モバイルＩＣ端
末」を「モバイルＩＣ端末等」に改め、同条第７項中
「記名モバイルＩＣ端末は」を「記名モバイルＩＣ端末
及び記名モバイルＩＣ特定端末（以下「記名モバイルＩ
Ｃ端末等」という。）は」に、「当該記名モバイルＩＣ
端末」を「当該記名モバイルＩＣ端末等」に改め、同条
第８項中「モバイルＩＣ端末」を「モバイルＩＣ端末
等」に改め、同条第９項中「モバイルＩＣ端末」を「モ

バイルＩＣ端末等」に、「、及び」を「及び」に改め、
同項を同条�第10項とし、同条�第８項の次に次の１項を
加える。
９�　モバイルＩＣ特定端末を使用する場合は、使用の都
度において、旅客は、特定携帯情報端末に設定した指
紋等による認証操作を必要とする。ただし、使用都度
の指紋等による認証操作を省略する設定を行っている
場合は、これを省略することができる。
　第７条第１項本文中「モバイルＩＣ端末」を「モバイ
ルＩＣ端末等」に改め、同項ただし書（各号列記以外の
部分に限る。）中「モバイルＩＣ定期乗車券」の次に
「及び特定モバイルＩＣ定期乗車券（以下「モバイルＩ
Ｃ定期乗車券等」という。）」を加え、同項第１号及び
第２号中「モバイルＩＣ定期乗車券」を「モバイルＩＣ
定期乗車券等」に改め、同項第３号及び同条第２項中
「モバイルＩＣ端末」を「モバイルＩＣ端末等」に改め、
同条に次の２項を加える。
３�　旅客が、株式会社パスモが定めるアプリケーション
ソフトを用いてモバイルＩＣ定期乗車券等を利用する
場合は、旅客に代わって局は、当該アプリケーション
ソフトの開発会社及びその関係会社（以下「開発会社
等」という。）に対し、モバイルＩＣ定期乗車券等に
かかわる発行会社�、券面情報有無、区間名、券種、
期間、使用開始日、使用終了日、運賃、継続及び発行
日の個人情報を、株式会社パスモが定める会員規約第
８条第１項（利用目的）コ．（次に掲げる第三者提
供）④の関連として当該規約に定める開発会社等にお
ける利用目的�その他これらと関連性を有する目的の
ために、当該開発会社等に個人情報を提供するものと
し、旅客は同意するものとする。
４�　前項に規定する開発会社等への個人情報の提供につ
いて、当局は、株式会社パスモへ委託するものとする。
　第８条第１項各号列記以外の部分中「モバイルＩＣ端
末」を「モバイルＩＣ端末等」に、同項第１号、第２号
及び第４号中�「モバイルＰＡＳＭＯ」を「モバイルＰ
ＡＳＭＯ等」に、同項第５号中「モバイルＩＣ端末」を
「モバイルＩＣ端末等」に改める。
　第９条（見出しを含む。）及び第10条（見出しを含
む。）中「モバイルＩ
ＣＳＦ」を「モバイルＩＣＳＦ等」に改める。
　第11条の見出し中「モバイルＩＣＳＦ」を「モバイル
ＩＣＳＦ等」に、同条第１項中「モバイルＩＣＳＦ」を
「モバイルＩＣＳＦ等」に、「モバイルＰＡＳＭＯ携帯
情報端末」を「モバイルＰＡＳＭＯ携帯情報端末等」に、
「、又はモバイルＰＡＳＭＯアプリケーション等」を「、
又はモバイルＰＡＳＭＯ等アプリケーション」に改め、
同条第２項第３号中「モバイルＩＣＳＦ」を「モバイル
ＩＣＳＦ等」に、「モバイルＩＣ定期乗車券」を「モバ
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イルＩＣ定期乗車券等」に改める。�
　第12条�第１項中「モバイルＩＣＳＦ」を「モバイル
ＩＣＳＦ等」に改め、同条第３項中「無記名モバイルＩ
Ｃ端末」の次に「及び無記名モバイルＩＣ特定端末」を
加え、同条第４項中「モバイルＩＣＳＦ」を「モバイル
ＩＣＳＦ等」に改める。
　第13条（見出しを含む。）及び第14条（見出しを含
む。）中「モバイル
ＩＣＳＦ」を「モバイルＩＣＳＦ等」に改める。
　第15条（見出しを含む。）中「モバイルＩＣＳＦ」を
「モバイルＩＣＳＦ等」に、「モバイルＰＡＳＭＯ携帯
情報端末」を「モバイルＰＡＳＭＯ携帯情報端末等」に
改める。
　第16条（見出しを含む。）中「モバイルＩＣＳＦ」を
「モバイルＩＣＳＦ等」に改める。
　第17条の見出し中「モバイルＩＣ定期乗車券」を「モ
バイルＩＣ定期乗車券等」に改め、同条第１項中「モバ
イルＩＣ定期乗車券」を「モバイルＩＣ定期乗車券等」
に、「モバイルＰＡＳＭＯ」を「モバイルＰＡＳＭＯ
等」に改め、同条第２項中「モバイルＩＣ端末」を「モ
バイルＩＣ端末等」に改め、「当該通学定期乗車券の有
効期間の開始日の７日前」を「所定の期日」に、「パソ
コン向けサイトを利用し作成した所定の購入申込書を印
刷の上、通学証明書の本通、又は通学定期乗車券購入兼
用証明書の写しとあわせて、サポートセンターへの郵送
により申し込まなければならない」を「ＰＡＳＭＯサイ
トを利用して所定の購入申込書等に必要な事項等を記入
の上、通学証明書の本通又は通学定期乗車券購入兼用証
明書の写しをサポートセンターへ送付することにより購
入に必要な申込みを行うものとする」に改め、同項第３
号中「年度末」を「３月31日」に改め、同条第３項中
「モバイルＰＡＳＭＯ」を「モバイルＰＡＳＭＯ等」に、
「パソコン向けサイトを利用して、モバイルＩＣ端末に
画面表示させることにより」を「会員メニューで」に改
め、同条第５項を削り、同条�第６項中「モバイルＩＣ
定期乗車券」を「モバイルＩＣ定期乗車券等」に改め、
同項を同条第５項とする。
　第18条（見出しを含む。）及び第19条（見出しを含
む。）中「モバイル
ＩＣ定期乗車券」を「モバイルＩＣ定期乗車券等」に改
める。
　第20条の見出し中「モバイルＩＣ定期乗車券」を「モ
バイルＩＣ定期乗車券等」に改め、同条中「モバイルＩ
Ｃ定期乗車券」を「モバイルＩＣ定期乗車券等」に、
「モバイルＰＡＳＭＯ携帯情報端末」を「モバイルＰＡ
ＳＭＯ携帯情報端末等」に改める。
　第21条の見出し中「モバイルＩＣ定期乗車券」を「モ
バイルＩＣ定期乗車券等」に改め、同条第１項中「モバ

イルＩＣ端末」を「モバイルＩＣ端末等」に、「モバイ
ルＰＡＳＭＯ」を「モバイルＰＡＳＭＯ等」に、「パソ
コン向けサイト」を「会員メニュー」に改め、同条第３
項中「モバイルＰＡＳＭＯ」を「モバイルＰＡＳＭＯ
等」に改め、同条第４項中「モバイルＰＡＳＭＯ」を
「モバイルＰＡＳＭＯ等」に、「パソコン向けサイト」
を「会員メニュー」に、「モバイルＩＣ定期乗車券」を
「モバイルＩＣ定期乗車券等」に改め、同条に次の１項
を加える。
６�　モバイルＩＣ定期乗車券等により乗車を開始した場
合は、その乗車が終了するまで払戻しを請求すること
はできない。
　第23条第２項中「モバイルＰＡＳＭＯ携帯情報端末」
を「モバイルＰＡＳＭＯ携帯情報端末等」に改め、同条
第３項中「モバイルＩＣＳＦ」を「モバイルＩＣＳＦ
等」に、「モバイルＩＣ定期乗車券」を「モバイルＩＣ
定期乗車券等」に改め、同条第４項中「モバイルＰＡＳ
ＭＯ携帯情報端末」を「モバイルＰＡＳＭＯ携帯情報端
末等」に、「モバイルＩＣＳＦ」を「モバイルＩＣＳＦ
等」に、「モバイルＩＣ定期乗車券」を「モバイルＩＣ
定期乗車券等」に改め、同条第５項中「モバイルＩＣ�
定期乗車券」を「モバイルＩＣ定期乗車券等」に改め、
同条を第24条とし、第22条の次に次の１条を加える。
　（ＰＡＳＭＯカードからの発行替え）
第�23条　ＰＡＳＭＯカードからモバイルＰＡＳＭＯ携帯
情報端末等への発行替えは、ＰＡＳＭＯ取扱規則に関
する特約の定めるところにより行う。この場合におい
て、発行替え後のＰＡＳＭＯカードの取扱いは、ＰＡ
ＳＭＯ取扱規則に関する特約の定めによる。
２�　前項による発行替えは、次の各号のいずれかに該当
するＰＡＳＭＯカードの場合は、取扱うことができな
い。
　⑴�　持参人ＩＣ定期乗車券が付加された無記名ＰＡＳ
ＭＯ

　⑵�　定期乗車券の機能を、別に定めるＩＣ事業者以外
で付加された�ＩＣ定期乗車券

　⑶�　障がい者用ＰＡＳＭＯ、小児用ＰＡＳＭＯ及び一
体型ＰＡＳＭＯ

　⑷�　企画乗車券及びモバイルＩＣ端末等で発売できな
い乗車券が付加されたＰＡＳＭＯ

　⑸�　有効なバスＩＣ一日乗車券の機能が付加されたＰ
ＡＳＭＯ

　⑹�　出場処理が完了していないＰＡＳＭＯ
３�　モバイルＩＣＳＦ等からＰＡＳＭＯカードへの発行
替えはできない。
　　　附　則
　この規程は、令和５年３月18日から施行する。
　　　───────────────────
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川崎市交通局規程第８号
　川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に
関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支
　　　給方法等に関する規程の一部を改正する規
　　　程
　川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に
関する規程（昭和32年交通部規程第７号）の一部を次の
ように改正する。
　第３条第11項を次のように改める。
11�　川崎市職員の定年等に関する条例（昭和59年川崎市
条例第38号。以下「定年条例」という。）第12条又は
第13条第１項の規定により採用された職員（以下「定
年前再任用短時間勤務職員」という。）の基準給料月
額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される
給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基
準給料月額のうち、第３条第３項の規定により当該定
年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた
額とする。
　第３条第12項中「第28条の５第１項」を「第22条の４
第１項」に、「、第６項及び前項」を「及び第６項」に、
「同項」を「これらの規定及び前項」に改める。
　附則に次の見出し及び７項を加える。
　（特定日以後の職員の給料月額）
13�　当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達
した日後における�最初の４月１日（附則第15項にお
いて「特定日」という。）以後、当該職員に適用され
る給料表の給料月額のうち、第３条第１項により当該
職員の属する職務の級並びに同条第２項、第４項、第
６項及び第７項の規定により当該職員の受ける号給に
応じた額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、50
円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以
上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り
上げるものとする。）とする。
14　前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
　⑴�　臨時的に任用される職員その他の法律により任期
を定めて任用される職員及び非常勤職員

　⑵�　定年条例第４条第１項又は第２項の規定により勤
務している職員（定年条例第２条に規定する定年退
職日において前項の規定が適用されていた職員を除
く。）

　⑶�　定年条例第９条第１項又は第２項の規定により同
条第１項に規定する異動期間（同条第１項又は第２
項の規定により延長された期間を含む。）を延長さ
れた定年条例第６条に規定する職を占める職員

15�　地方公務員法第28条の２第４項に規定する他の職へ
の降任等をされた職員であって、当該他の職への降任
等をされた日（以下この項及び附則第１７項において
「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料
表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の
規定により当該職員の受ける給料月額（以下この項に
おいて「特定日給料月額」という。）が異動日の前日
に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じ
て得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたときは
これを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じた
ときはこれを100円に切り上げるものとする。以下こ
の項において「基礎給料月額」という。）に達しない
こととなる職員（給料等支給規程附則規程で定める職
員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第13
項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基
礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を
給料として支給する。
16�　前項の規定による給料の額と当該給料を支給される
職員の受ける給料月額との合計額が第３条第１項の規
定により当該職員の属する職務の級における最高の号
給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用
については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月
額」とあるのは、「第３条第１項の規定により当該職
員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と
当該職員の受ける給料月額」とする。
17�　異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職
員（附則第13項の規定の適用を受ける職員に限り、附
則第15項に規定する職員を除く。）であって、同項の
規定による給料を支給される職員との権衡上必要があ
ると認められる職員には、当分の間、当該職員の受け
る給料月額のほか、給料等支給規程附則規程で定める
ところにより、前２項の規定に準じて算出した額を給
料として支給する。
18�　附則第15項又は前項の規定による給料を支給される
職員以外の附則第13項の規定の適用を受ける職員で
あって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される
職員との権衡上必要があると認められる職員には、当
分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、給料等支
給規程附則規程で定めるところにより、前３項の規定
に準じて算出した額を給料として支給する。
19�　附則第13項から前項までに定めるもののほか、附則
第13項の規定による給料月額、附則第15項の規定によ
る給料その他附則第13項から前項までの規定の施行に
関し必要な事項は、局長が定める。
　別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」
を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用
職員の項を次のように改める。
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定年前再任用短時間勤務
職員

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
170,600

円
209,100

円
230,400

円
256,300

円
303,600

円
341,600

円
373,900

円
410,800

　別表第２再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員
の項を次のように改める。

定年前再任用短時間勤務
職員

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
170,600

円
209,100

円
230,400

円
256,300

円
303,600

円
341,600

　別表第３再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員
の項を次のように改める。

定年前再任用短時間勤務
職員

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

基　　準
給料月額

円
162,200

円
198,900

円
219,000

円
243,400

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　（職員の勤務延長に関する経過措置）
２�　改正後の川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支
給方法等に関する規程（以下「改正後の給料等支給規
程」という。）附則第13項から第19項までの規定は、
地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第
63号）附則第３条第５項又は川崎市職員の定年等に関
する条例の一部を改正する条例（令和４年川崎市条例
第32号。以下「令和４年改正定年条例」という。）附
則第２項の規定により勤務している職員には適用しな
い。
（定年退職者等の再任用に関する経過措置）
３�　暫定再任用職員（令和４年改正定年条例附則第８項
に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。）（短
時間勤務の職を占める暫定再任用職員（以下「暫定再
任用短時間勤務職員」という。）を除く。以下この項
及び次項において同じ。）の給料月額は、当該暫定再
任用職員が定年前再任用短時間勤務職員（川崎市職員
の定年等に関する条例（昭和59年川崎市条例第38号）
第12条又は第13条第１項の規定により採用された職員
をいう。以下同じ。）であるものとした場合に適用さ
れる川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法
等に関する規程（以下「給料等支給規程」という。）
第２条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間
勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第３条第
１項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の
級に応じた額とする。

４�　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法
律第110号）第10条第１項に規定する育児短時間勤務
をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用
については、同項中「とする」とあるのは、「に、給
料等支給規程第３条第13項で定める割合を乗じて得た
額とする」とする。
５�　暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定
再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員
であるものとした場合に適用される給料等支給規程第
２条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤
務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第３条第１
項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属す
る職務の級に応じた額に、改正後の給料等支給規程第
３条第12項で定める割合を乗じて得た額とする。
６�　改正後の給料等支給規程第３条第１項から第10項ま
で、第10条から第12条まで及び第12条の３の規定は、
暫定再任用職員には適用しない。
７�　附則第３項から前項までに定めるもののほか、暫定
再任用職員の給与に関し必要な事項は、局長が定める。
　　　───────────────────
川崎市交通局規程第９号
　川崎市交通局企業職員の通勤手当支給規程の一部を改
正する規程を次のように定める。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局企業職員の通勤手当支給規程
　　　の一部を改正する規程
　川崎市交通局企業職員の通勤手当支給規程（昭和57年
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交通局規程第27号）の一部を次のように改正する。
　第３条第１項第２号中「第28条の５第１項」を「第22
条の４第１項」に改める。
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市交通局規程第10号
　川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給
に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉
　　　手当の支給に関する規程の一部を改正する
　　　規程
　川崎市交通局企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給
に関する規程（昭和38年交通局規程第14号）の一部を次
のように改正する。
　第２条第２項第２号ア中「法第28条の５第１項」を
「法第22条の４第１項」に改める。
　第３条第１項中「法第28条の４第１項、第28条の５第
１項又は第28条の６第１項若しくは第２項」を「川崎市
職員の定年等に関する条例（昭和59年川崎市条例第38
号）第12条又は第13条第１項」に、「再任用職員」を
「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
　第４条の３及び第４条の４中「再任用職員」を「定年
前再任用短時間勤務職員」に改める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　（暫定再任用職員に関する経過措置）
２�　暫定再任用職員（川崎市職員の定年等に関する条例
の一部を改正する条例（令和４年川崎市条例第32号）
附則第８項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同
じ。）は、定年前再任用短時間勤務職員（川崎市職員
の定年等に関する条例（昭和59年川崎市条例第38号）
第12条又は第13条第１項の規定により採用された職員
をいう。）とみなして、改正後の規程第３条、第４条
の３及び第４条の４の規定を適用する。
　　　───────────────────
川崎市交通局規程第11号
　川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支給方法等に
関する規程附則第15項、第17項、第18項又は第19項の規
定による給料に関する規程を次のように定める。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局企業職員の給料等の額及び支

　　　給方法等に関する規程附則第15項、第17項、
　　　第18項又は第19項の規定による給料に関す
　　　る規程
　（趣旨)
第�１条　この規程は、川崎市交通局企業職員の給料等の
額及び支給方法等に関する規程（昭和32年交通部規程
第７号。以下「給料等支給規程」という。）附則第15
項、第17項、第18項又は第19項の規定による給料に関
し必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第�２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意
義は、当該各号に定めるところによる。
　⑴�　管理監督職　川崎市職員の定年等に関する条例
（昭和59年川崎市条例第38号。以下「定年条例」と
いう。)第６条に規定する職をいう。

　⑵�　異動期間　定年条例第９条第１項に規定する異動
期間（同条の規定により延長された期間を含む。）
をいう。

　⑶�　特例任用後降任等職員　地方公務員法（昭和25年
法律第261号。以下「法」という。）第28条の２第
４項に規定する他の職への降任等をされた職員で
あって、給料等支給規程附則第15項に規定する異動
日（以下「異動日」という。)の前日において第１
項特例任用職員（定年条例第９条第１項又は第２項
の規定により異動期間を延長された管理監督職を占
める職員をいう。以下同じ。）又は第３項特例任用
職員（同条第３項又は第４項の規定により異動期間
を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下
同じ。）であったものをいう。

　⑷�　特定日　給料等支給規程附則第13項に規定する特
定日をいう。

　⑸�　降格　川崎市交通局企業職員の初任給、昇格、昇
給等に関する規程（昭和47年交通局規程９号。以下
「初任給規程」という。）第７条第３項に規定する
降格のうち、法第28条の２第４項に規定する他の職
への降任等に伴うものを除いたものをいう。

　⑹�　初任給基準異動　給料等支給規程第２条第１項に
規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を
異にしない初任給規程別表第１又は別表第２までに
定める初任給基準表（第６条第１項第１号において
「初任給基準表」という。）に異なる初任給の定め
がある他の職種に属する職務への異動をいう。

　⑺�　給料表異動　給料表の適用を異にする異動をいう。
　⑻�　上限額　給料等支給規程第２条第１項の規定によ
り職員が属する職務の級における最高の号給の給料
月額（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成
３年法律第110号）第10条第１項又は第17条の規定
による勤務（以下「育児短時間勤務等」という。)
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をしている職員にあっては、当該給料月額に給料等
支給規程第３条第13項に規定する割合（以下「算出
率」という。）を乗じて得た額（その額に１円未満
の端数があるときは、その端数を切り捨てた額））
をいう。

　⑼�　その者の号給等　当該職員に適用される給料表並
びにその職務の級及び号給をいう。

　�（給料等支給規程附則第15項の給料等支給規程附則規
程で定める職員）
第�３条　給料等支給規程附則第15項の給料等支給規程附
則規程で定める職員は、次に掲げる職員とする。
　⑴�　法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等
をされた職員（特例任用後降任等職員を除く。）の
うち、次に掲げる職員

　　ア　異動日以後に初任給基準異動をした職員
　　イ　異動日から特定日までの間に降格をした職員
　　ウ�　異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職

員（異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特
定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を
除く。)

　　エ�　異動日以後に交通局長（以下「局長」とい
う。）の承認を得てその号給を決定された職員

　⑵�　異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料
月額が増額改定又は減額改定（給料月額の改定をす
る規程が制定された場合において、当該規程による
改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額
又は減額されることをいう。以下同じ。）をされた
職員

　�（他の職への降任等をされた職員に対する給料等支給
規程附則第17項の規定による給料の支給）
第�４条　法第28条の２第４項に規定する他の職への降任
等をされた職員（特例任用後降任等職員を除く。）で
あって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受
ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定
日に給料等支給規程附則第13項の規定により当該職員
が受ける給料月額（特定日後に第１号、第３号又は第
４号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に
当該各号に掲げる職員となったものとした場合に特定
日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給
料月額に相当する額。以下この項において「特定日給
料月額」という。）が当該各号の区分に応じ当該各号
に定める額（第３号アに掲げる職員以外の職員にあっ
ては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれ
を切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたとき
はこれを100円に切り上げた額。以下この条において
「第４条基礎給料月額」という。）に達しないことと
なる職員（次の各号のうち２以上の号に掲げる職員に
該当する職員（第３項の規定の適用を受ける職員を除

く。）を除く。）には、特定日以後の当該各号に掲げ
る職員となった日以後、第４条基礎給料月額と特定日
給料月額との差額に相当する額を、給料等支給規程附
則第17項の規定による給料として支給する。
　⑴�　異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動（以
下「給料表異動等」という。）をした職員（第４号
に掲げる職員を除く。）　異動日の前日に当該給料
表異動等があったものとした場合（給料表異動等が
２回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給
料表異動等が順次あったものとした場合）に同日に
おいて当該職員が受けることとなる給料月額に相当
する額に100分の70を乗じて得た額

　⑵�　異動日から特定日までの間に降格をした職員（第
４号に掲げる職員を除く。）　異動日の前日に当該
職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日
に当該降格がないものとした場合の同日のその者の
号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格
後のその者の号給等に対応する給料月額との差額
（降格を２回以上した場合にあっては、それぞれの
当該差額を合算した額）に相当する額を減じた額に
100分の70を乗じて得た額

　⑶�　異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員
（異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日
前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除
く。）　次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める
額

　　ア�　特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている
職員　異動日の前日のその者の号給等に対応する
給料月額に100分の70を乗じて得た額（当該額に、
50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、
50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを
100円に切り上げた額）に算出率を乗じて得た額
（その額に１円未満の端数があるときは、その端
数を切り捨てた額）

　　イ�　アに掲げる職員以外の職員　異動日の前日のそ
の者の号給等に対応する給料月額に100分の70を
乗じて得た額

　⑷�　異動日以後に局長の承認を得てその号給を決定さ
れた職員　局長の定める額

　⑸�　異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料
月額が増額改定又は減額改定をされた職員　異動日
の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表
の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じ
て得た額

２�　前項の規定による給料の額と当該給料を支給される
職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場
合における同項の規定の適用については、同項中「第
４条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とある
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のは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差
額」とする。
３�　第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する
職員であって同項第５号に掲げる職員に該当する職員
に対する前２項の規定の適用については、当該職員は
第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する職
員であるものとし、当該職員について適用される第４
条基礎給料月額は、同項第１号から第３号までに規定
する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に
掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
４�　第１項第１号から第５号までのうち２以上の号に掲
げる職員に該当する職員（前項の規定の適用を受ける
職員を除く。）には、局長の定める日以後、局長の定
める額を、給料等支給規程附則第17項の規定による給
料として支給する。
　�（特例任用後降任等職員に対する給料等支給規程附則
第17項の規定による給料の支給）
第�５条　特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間
末日（定年条例第９条の規定による異動期間の延長が
ないものとした場合における異動期間の末日をいう。
以下同じ。）の前日から引き続き同一の給料表の適用
を受ける職員のうち、異動日に給料等支給規程附則第
13項の規定により当該職員が受ける給料月額（以下こ
の項において「異動日給料月額」という。）が異動日
の前日のその者の号給等に対応する給料月額（仮定異
動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその
者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給
料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相
当する額）に100分の70を乗じて得た額（当該額に、
50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円
以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切
り上げた額。以下この項において「第５条基礎給料月
額」という。）に達しないこととなる職員（次条第１
項各号、第３項及び第４項に該当する職員を除く。）
には、異動日以後、第５条基礎給料月額と異動日給料
月額との差額に相当する額を、給料等支給規程附則第
17項の規定による給料として支給する。
２�　前項の規定による給料の額と当該給料を支給される
職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場
合における同項の規定の適用については、同項中「第
５条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とある
のは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差
額」とする。
第�６条　特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間
末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員の
うち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給料等
支給規程附則第13項の規定により当該職員が受ける給
料月額（異動日後に第１号、第３号又は第４号に掲げ

る職員となったものにあっては、異動日に当該各号に
掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の
規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相
当する額。以下この項において「異動日給料月額」と
いう。）が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額
（第３号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該
額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、
50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円
に切り上げた額。以下この条において「第６条基礎給
料月額」という。）に達しないこととなる職員（次の
各号のうち２以上の号に掲げる職員に該当する職員
（第３項の規定の適用を受ける職員を除く。）を除
く。）には、異動日以後の当該各号に掲げる職員と
なった日以後、第６条基礎給料月額と異動日給料月額
との差額に相当する額を、給料等支給規程附則第17項
の規定による給料として支給する。
　⑴�　仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員
（第４号に掲げる職員を除く。）　仮定異動期間末
日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動
日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている
給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引
き続き適用されているものとした場合（給料表異動
等が２回以上あった場合にあっては、仮定異動期間
末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同
日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に
適用されている給料表及び初任給基準表における初
任給の定めが引き続き適用されているものとした場
合）の同日のその者の号給等に対応する給料月額に
相当する額（これらの場合において、仮定異動期間
末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の
号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料
月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相
当する額）に100分の70を乗じて得た額

　⑵�　仮定異動期間末日から異動日までの間に降格（職
員の同意を得て行うものを除く。以下この号におい
て同じ。）をした職員（第４号に掲げる職員を除
く。）　異動日の前日のその者の号給等に対応する
給料月額（仮定異動期間末日の前日から異動日の
前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月
額に、これよりも多い給料月額がある場合は、その
うち最も多い給料月額に相当する額）から、当該降
格をした日に当該降格がないものとした場合の同日
のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額
と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額
との差額（降格を２回以上した場合にあっては、そ
れぞれの当該差額を合算した額）に相当する額を減
じた額に100分の70を乗じて得た額

　⑶�　仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等
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をした職員　次に掲げる職員の区分に応じ、次に定
める額

　　ア�　異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている
職員　異動日の前日のその者の号給等に対応する
給料月額（仮定異動期間末日の前日から異動日の
前々日までの間のその者の号給等に対応する給料
月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、
そのうち最も多い給料月額に相当する額）に100
分の70を乗じて得た額（当該額に、50円未満の端
数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100
円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り
上げた額）に算出率を乗じて得た額（その額に１
円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て
た額）

　　イ�　アに掲げる職員以外の職員　異動日の前日のそ
の者の号給等に対応する給料月額（仮定異動期間
末日の前日から異動日の前々日までの間のその者
の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い
給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月
額に相当する額）に100分の70を乗じて得た額

　⑷�　仮定異動期間末日以後に局長の承認を得てその号
給を決定された職員局長の定める額

　⑸�　仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給
料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職
員　異動日の前日のその者の号給等に対応する異動
日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額（仮定異
動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のそ
の者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額
欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額が
ある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する
額）に100分の70を乗じて得た額

２�　前項の規定による給料の額と当該給料を支給される
職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場
合における同項の規定の適用については、同項中「第
６条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とある
のは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差
額」とする。
３�　第１項第１号から第３号までのいずれかに該当する
職員であって、第５号に掲げる職員に該当する職員に
対する前２項の規定の適用については、当該職員は第
１項第１号から第３号までのいずれかに該当する職員
であるものとし、当該職員について適用される第６条
基礎給料月額は、同項第１号から第３号までに規定す
る給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲
げる給料月額を用いて、算出するものとする。
４�　第１項第１号から第５号までのうち２以上の号に掲
げる職員に該当する職員（前項の規定の適用を受ける
職員を除く。）には、局長の定める日以後、局長の定

める額を、給料等支給規程附則第17項の規定による給
料として支給する。
　�（特例任用期間降格職員に対する給料等支給規程附則
第18項の規定による給料の支給）
第�７条　特例任用期間降格職員（第３項特例任用職員の
うち、仮定異動期間末日から法第28条の２第１項に規
定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前
日までの間において、降格（職員の同意を得て行うも
のに限る。）をされた職員をいう。以下この条におい
て同じ。）であって、仮定異動期間末日の前日から引
き続き給料表の適用を受ける職員（第４項各号に掲げ
る職員を除く。）のうち、特例任用期間降格職員と
なった日（当該日が２以上あるときは、当該日のうち
最も遅い日。以下この条において同じ。）に給料等支
給規程附則第13項の規定により当該職員が受ける給料
月額（以下この項において「降格相当日給料月額」と
いう。)が、特例任用期間降格職員となった日の前日
のその者の号給等に対応する給料月額（仮定異動期間
末日の前日から特例任用期間降格職員となった日の
前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額
に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最
も多い給料月額に相当する額）に100分の70を乗じて
得た額（当該額に、50円未満の端数を生じたときはこ
れを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたと
きはこれを100円に切り上げた額。以下この条におい
て「第７条基礎給料月額」という。）に達しないこと
となる職員には、特例任用期間降格職員となった日か
ら法第28条の２第１項に規定する他の職への昇任、降
任又は転任をされる日の前日までの間、第７条基礎給
料月額と降格相当日給料月額との差額に相当する額を、
給料等支給規程附則第18項の規定による給料として支
給する。
２�　前項の規定による給料の額と当該給料を支給される
職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場
合における同項の規定の適用については、同項中「第
７条基礎給料月額と降格相当日給料月額との差額」と
あるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との
差額」とする。
３�　仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格職員
となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又
は減額改定をされた職員に対する前２項の規定の適用
については、当該職員について適用される第７条基礎
給料月額は、第１項に規定する給料月額について特例
任用期間降格職員となった日の給料表の給料月額欄に
掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
４�　特例任用期間降格職員であって、仮定異動期間末日
の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、
給料等支給規程附則第13項の規定の適用を受ける職員
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であって、次に掲げる職員には、局長の定める日から
法第28条の２第１項に規定する他の職への昇任、降任
又は転任をされる日の前日までの間、局長の定める額
を、給料等支給規程附則第18項の規定による給料とし
て支給する。
　⑴�　特例任用期間降格職員となった日の翌日から法第
28条の２第１項に規定する他の職への昇任、降任又
は転任をされる日の前日までの間に初任給規程第７
条第１項に規定する昇格をした職員

　⑵�　特例任用期間降格職員となった日以後に給料表異
動等をした職員

　⑶�　仮定異動期間末日から特例任用期間降格職員と
なった日までの間に降格（職員の同意を得て行うも
のを除く。）をした職員

　⑷�　仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等
をした職員

　⑸�　仮定異動期間末日以後に局長の承認を得てその号
給を決定された職員

　�（人事交流等職員に対する給料等支給規程附則第18項
の規定による給料の支給）
第�８条　給料表の適用を受けない職員、国家公務員、他
の地方公共団体の地方公務員、公益的法人等への一般
職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律
第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。）第10
条第２項に規定する退職派遣者又はその他これらに準
ずる者であった者から人事交流等により引き続いて管
理監督職以外の職に任用された職員（以下この条にお
いて「人事交流等職員」という。）のうち人事交流等
職員となった日（当該日が２以上あるときは、当該日
のうち最も遅い日。以下この条において同じ。）前に
職員であったものとした場合に異動日とみなされる日
（以下この条において「みなし異動日」という。）が
ある者であって、人事交流等職員となった日から引き
続き給料表の適用を受ける職員（第４項各号に掲げる
職員を除く。）のうち、特定日に給料等支給規程附則
第13項の規定により当該職員が受ける給料月額（人事
交流等職員となった日が60歳に達した日後における最
初の４月１日（以下この条において「仮定特定日」と
いう。）後であるときは、仮定特定日に職員であった
ものとして給料等支給規程附則第13項の規定が適用さ
れた場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる
給料月額に相当する額。以下この項において「特定日
給料月額」という。）がみなし異動日の前日に職員と
なったものとした場合に当該職員が受けることとなる
給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額
（当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切
り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこ
れを100円に切り上げた額。以下この条において「第

８条基礎給料月額」という。）に達しないこととなる
職員には、人事交流等職員となった日（特定日前に人
事交流等職員となった場合にあっては特定日）以後、
第８条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当
する額を、給料等支給規程附則第18項の規定による給
料として支給する。
２�　前項の規定による給料の額と当該給料を支給される
職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場
合における同項の規定の適用については、同項中「第
８条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とある
のは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差
額」とする。
３�　給料月額の改定をする規程の制定により、みなし異
動日の前日から特定日（人事交流等職員となった日が
仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項
において同じ。）までの間の給料表の給料月額が改定
された場合における前２項の規定の適用については、
人事交流等職員について適用される第８条基礎給料月
額は、第１項に規定する給料月額について特定日の給
料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出す
るものとする。
４�　人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であっ
て、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の
適用を受ける職員のうち、給料等支給規程附則第13項
の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員
には、局長の定める日以後、局長の定める額を、給料
等支給規程附則第18項の規定による給料として支給す
る。
　⑴�　かつて第１項特例任用職員又は第３項特例任用職
員として勤務していた者で、人事交流等により引き
続いて給料表の適用を受けない職員、国家公務員、
他の地方公共団体の地方公務員、公益的法人等派遣
法第10条第２項に規定する退職派遣者又はその他こ
れらに準ずる者となり引き続いて人事交流等職員と
なったもの及びこれに準ずるもの

　⑵�　人事交流等職員となった日後に給料表異動等をし
た職員

　⑶�　人事交流等職員となった日から特定日までの間に
降格をした職員

　⑷�　人事交流等職員となった日（特定日前に人事交流
等職員となった場合にあっては特定日）以後に育児
短時間勤務等をした職員

　⑸�　人事交流等職員となった日以後に局長の承認を得
てその号給を決定された職員

　（この規程より難い場合の措置）
第�９条　給料等支給規程附則第15項、第17項、第18項又
は第19項の規定による給料の支給について、この規程
により難い場合又はこの規程の規定による場合には局
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内の他の職員との均衡を著しく失すると認められると
きその他の特別な事情があるときは、あらかじめ局長
の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
　（雑則）
第�10条　この規程に定めるもののほか、給料等支給規程
附則第15項、第17項、第18項又は第19項の規定による
給料の支給に関し必要な事項は、局長が定める。
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市交通局規程第12号
　川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関
する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、
　　　休暇等に関する規程の一部を改正する規程
　川崎市交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関
する規程（平成元年交通局規程第６号）の一部を次のよ
うに改正する。

　第２条第３項中「第28条の５第１項」を「第22条の４
第１項」に改める。
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市交通局規程第13号
　川崎市交通局企業職員のうち特別の勤務に従事する職
員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正
する規程を次のように定める。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局企業職員のうち特別の勤務に
　　　従事する職員の勤務時間、休日、休暇等に
　　　関する規程の一部を改正する規程
　川崎市交通局企業職員のうち特別の勤務に従事する職
員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平成元年交
通局規程第７号）の一部を次のように改正する。
　第２条第２項中「第28条の５第１項」を「第22条の４
第１項」に改める。
　別表第１及び別表第２を次のように改める。

別表第１（第３条、第４条関係）

種別 勤務形態
１日の勤務時間（勤
務時間等を割り振
る者）

勤務時間帯 休憩時間 週休日

所長 日勤勤務 ７時間45分 午前８時30分から
午後５時15分まで

勤務時間帯の途中
において60分

日曜日及び土曜日

営業所の事務に従
事する職員

日勤勤務 ７時間45分
（所属長）

所属長が割り振っ
た時間

勤務時間帯の途中
において60分以上

１週間につき２日

自動車運転手 変則勤務 ７時間45分
（所属長）

所属長が割り振っ
た時間

勤務時間帯の途中
において60分

日曜日及び土曜日

自動車の整備に従
事する職員

変則勤務 ７時間45分
（所属長）

午前８時30分から
午後５時15分まで
又は午前９時から
午後５時45分まで

勤務時間帯の途中
において60分

１週間につき２日

別表第２（第３条、第４条関係）

種別 勤務形態
１月の勤務時間等（勤務時間等を割り振る者）

休憩時間
月 勤務時間 週休日

営業所の事務に従
事する職員

変則勤務
（変形労働）

４月、６月、９月
及び11月

170時間30分
（所属長）

１月につき８日 １日の勤務の途中
において60分以上

162時間45分
（所属長）

１月につき９日

１月、３月、５月、
７月、８月、10月
及び12月

170時間30分
（所属長）

１月につき９日

162時間45分
（所属長）

１月につき10日

２月（うるう年を
除く）

155時間
（所属長）

１月につき８日

147時間15分
（所属長）

１月につき９日
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２月（うるう年） 162時間45分
（所属長）

１月につき８日

155時間
（所属長）

１月につき９日

誘導員 変則勤務
（変形労働）

４月及び６月 159時間30分
（所属長）

１月につき８日 １日の勤務の途中
において60分

１月、３月、５月、
７月、８月、10月
及び12月

174時間
（所属長）

１月につき７日

９月及び11月 166時間45分
（所属長）

１月につき７日

２月 152時間15分。ただ
し、うるう年は、
159時間30分（所属
長）

１月につき７日

備考
　営業所の事務に従事する職員の週休日、勤務日及び勤務時間については、職員ごとに所属長が指定した月（１年を
通じて１月まで）は下段、その他の月は上段によるものとし、年間の週休日の総数を104日とする。
　別表第４を次のように改める。

別表第４（第３条、第４条関係）

種別 勤務形態
１日の勤務時間（勤
務時間等を割り振
る者）

勤務時間帯 休憩時間 週休日

自動車の整備に従
事する短時間勤務
職員

変則勤務 ７時間45分
（所属長）

午前５時15分から
午後７時45分まで
のうち割り振られ
た時間

１回の勤務の途中
において60分

１週間につき３日

　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市交通局規程第14号
　川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程の一
部を改正する規程を次のように定める。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局企業職員の育児休業等に関す
　　　る規程の一部を改正する規程
　川崎市交通局企業職員の育児休業等に関する規程（平
成４年交通局規程第４号）の一部を次のように改正する。
　第16条第１項中「第28条の５第１項」を「第22条の４
第１項」に、「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再
任用短時間勤務職員等」に改める。
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市交通局規程第15号
　川崎市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に
関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
　　令和５年３月30日

　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局会計年度任用職員の勤務時間、
　　　休暇等に関する規程の一部を改正する規程
　川崎市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に
関する規程（令和２年交通局規程第20号）の一部を次の
ように改正する。
　第７条第２項中「限る。）」の次に「又は前休暇年度
に各号職員であった者（任用期間が継続する者に限
る。）であって任用期間（継続する各号職員の任用期間
の初日の属する月から会計年度任用職員の任用期間の末
日の属する月までの期間）の月数が７月未満となるも
の」を加え、同条第３項中「者に限る。）」の次に
「（前項の規定の適用を受ける者を除く。）」を加える。
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市交通局規程第16号
　川崎市交通局企業職員の自己啓発等休業に関する規程
の一部を改正する規程を次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
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　　　川崎市交通局企業職員の自己啓発等休業に
　　　関する規程の一部を改正する規程
　川崎市交通局企業職員の自己啓発等休業に関する規程
（平成29年交通局規程第８号）の一部を次のように改正
する。
　第９条第１項第２号中「（懲戒免職の処分を除
く。）」を削り、同項第３号中エをオとし、ウをエとし、
同号イ中「法第28条の２第１項」を「川崎市職員の定年
等に関する条例（昭和59年川崎市条例第38号）第２条」
に、「法第28条の３第１項」を「同条例第４条第１項」
に改め、同号イを同号ウとし、同号アの次に次のように
加える。
　　イ�　地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年

法律第63号）附則第３条第５項に規定する旧地方
公務員法勤務延長期限若しくは川崎市職員の定年
等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年
川崎市条例第32号）附則第２項の規定により延長
された期限の到来により退職した場合又はこれに
準ずる他の法令等の規定により退職した場合

　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市交通局規程第17号
　川崎市交通局会計規程の一部を改正する規程を次のよ
うに定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局会計規程の一部を改正する規程
　川崎市交通局会計規程（平成25年交通局規程第13号）
の一部を次のように改正する。
　第２条第６項第１号中「収納」の次に「及び第６条第
２項に規定する現金の保管」を加える。
　第６条第２項中「営業所長」を「管理課長及び営業所
長」に改める。
　第29条第１項中「その内訳を示す書類を添えて」を削
り、同条第２項ただし書中「この限りでない」を「、相
当の期間内において企業出納員が認める期日までに納入
することができる」に改め、同条中第５項を第６項とし、
第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次
に次の１項を加える。
３�　前項の場合において、企業出納員等は、公金取扱金
融機関に預け入れられた金額の内訳を確認しなければ
ならない。
　第42条第１項中「、振替先の金融機関」を「て、又は
交通局の使用に係る電子計算機と申請人の使用に係る電
子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
（以下「電子情報処理組織」という。）を使用して振替

先の金融機関」に改め、同条第２項中「提出し」の次に
「て、又は電子情報処理組織を使用してし」を加える。
　第62条第１項中「又は納付書」を「、納付書又は営業
所長の所管に属する諸収入金について集金を行う事業者
が発行する当該日付の収納金の額が示される書面で企業
出納員が認めるもの」に改める。
　第65条第２項に次のただし書を加える。
ただし、残高証明書に記載すべき事項が電磁的記録によ
り確認できる場合は、この限りでない。
　第82条の見出しを「（備品の検査等）」に改め、同条
に次の１項を加える。
２�　前項の場合において、備品でない物品についても、
１年以内に購入したもののうち一部を抽出して検査を
行うものとする。
　第101条中「、局長」を「、又は電子情報処理組織を
使用して局長」に改める。
　第104条第３項中「行政財産使用許可申請書により」
を「、行政財産使用許可申請書に関係書類を添付して、
又は電子情報処理組織を使用して局長に」に改める。
　第106条の２中「10日」の次に「以内」を加える。
　第112条中「、局長」を「、又は電子情報処理組織を
使用して局長」に改める。
　第115条中「、納入期限後20日以内に」を「、納期限
後遅滞なく」に改め、「10日」の次に「以内」を加える。
　第116条を次のように改める。
第116条　削除
　第122条を次のように改める。
　（準用）
　第122条　第82条第１項の規定は、固定資産の検査を
する場合に準用する。
２�　第102条、第106条、第107条及び第108条の規定は、
普通財産を貸し付ける場合に準用する。
　第126条を次のように改める。
第126条　削除
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市交通局規程第18号
　川崎市交通局公文書取扱規程の一部を改正する規程を
次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局公文書取扱規程の一部を改正
　　　する規程
　川崎市交通局公文書取扱規程（昭和36年交通局規程第
４号）の一部を次のように改正する。
　第３条第６号中「情報管理部」を「コンプライアンス
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推進・行政情報管理部」に改める。
　第40条第１項第４号中「川崎市個人情報保護条例（昭
和60年川崎市条例第26号）第16条第１項若しくは第３
項」を「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第
57号）第76条第１項」に改める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　この規程の施行の日前に川崎市個人情報の保護に関
する法律施行条例（令和４年川崎市条例第76号）附則
第２項の規定による廃止前の川崎市個人情報保護条例
（昭和60年川崎市条例第26号）第16条第１項又は第３
項の規定による開示の請求があった公文書に係るこの
規程による改正前の規程の規定による保存期間の延長
については、なお従前の例による。
　　　───────────────────
川崎市交通局規程第19号
　川崎市個人情報の保護に関する法律施行規程を次のよ
うに定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市個人情報の保護に関する法律施行規程
　（趣旨）
第�１条　この規程は、交通局長（以下「局長」とい
う。）の保有個人情報について、個人情報の保護に関
する法律（平成15年法律第57号。以下「法」とい
う。）、個人情報の保護に関する法律施行令（平成15
年政令第507号。以下「政令」という。）、個人情報
の保護に関する法律施行規則（平成28年個人情報保護
委員会規則第３号。以下「個人情報保護委員会規則」
という。）及び川崎市個人情報の保護に関する法律施
行条例（令和４年川崎市条例第76号。以下「条例」と
いう。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
　（用語）
第�２条　この規程で使用する用語の意義は、法、政令、
個人情報保護委員会規則及び条例で使用する用語の例
による。
　（保有個人情報等管理責任者）
第�３条　条例第３条に規定する保有個人情報等管理責任
者は、川崎市交通局分課分掌規程（昭和27年交通部規
程第１号）第２条に規定する課及び川崎市交通局現業
機関設置規程（昭和30年交通部規程第５号）第２条に
規定する営業所の長をもって充てる。
　（開示請求の方法等）
第�４条　開示請求書は、保有個人情報開示請求書（第１
号様式）又は法第77条第１項各号に掲げる事項を記載

した書面によるものとし、次に掲げる方法により、局
長に提出するものとする。
　⑴�　直接提出して行う方法
　⑵�　送付して行う方法
２�　条例第８条に規定する実施機関が定める事項は、開
示請求者の連絡先とする。
３�　局長は、第１項第２号に掲げる方法による開示請求
があった場合又は法第76条第２項の規定による開示請
求があった場合には、開示請求者に対し、速やかに当
該開示請求の事実の確認を行うものとする。ただし、
精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如により
当該開示請求者に当該確認を行うことが困難である場
合その他局長が当該開示請求の事実の確認を行う必要
がないと認める場合は、この限りでない。
　（開示決定等の通知）
第�５条　法第82条第１項の規定による通知は、保有個人
情報開示決定通知書（第２号様式）により行うものと
する。
２�　法第82条第２項の規定による通知は、保有個人情報
の開示をしない旨の決定通知書（第３号様式）により
行うものとする。
　（開示決定等の期限の延長の通知）
第�６条　条例第10条第２項の規定による通知は、保有個
人情報開示決定等期限延長通知書（第４号様式）によ
り行うものとする。
　（開示決定等の期限の特例の通知）
第�７条　条例第11条の規定による通知は、保有個人情報
開示決定等期限特例延長通知書（第５号様式）により
行うものとする。
　（開示請求に係る事案の移送の通知）
第�８条　法第85条第１項の規定による通知は、保有個人
情報開示請求事案移送通知書（第６号様式）により行
うものとする。
　（意見照会等）
第�９条　法第86条第１項の規定による通知は、第三者意
見照会書（法第86条第１項適用）（第７号様式）によ
り行うものとする。ただし、局長が書面により行う必
要がないと認めるときは、この限りでない。
２�　法第86条第２項の規定による通知は、第三者意見照
会書（法第86条第２項適用）（第８号様式）により行
うものとする。
３�　法第86条第１項及び第２項に規定する意見書は、保
有個人情報開示決定等意見書（第９号様式）によるも
のとする。
４�　法第86条第３項の規定による通知は、保有個人情報
の開示に関する通知書（第10号様式）により行うもの
とする。
　（開示の実施の方法）
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第�10条　次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、
当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定
める方法により難いときは、局長が適当と認める方法
により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）当該文書又は図画（法第87
条第１項ただし書の規定が適用される場合にあって
は、次項第１号アに規定するもの）の閲覧

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを専用
機器により映写したものの閲覧。ただし、これによ
り難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日
本産業規格Ａ列１番（以下「Ａ１判」という。）以
下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙（縦89
ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203
ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。
以下同じ。）に印画したものの閲覧

　⑷�　スライド（第５項に規定する場合におけるものを
除く。次項第４号において同じ。）　当該スライド
を専用機器により映写したものの閲覧

２�　次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法
は、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号
に定める方法により難いときは、局長が適当と認める
方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）次に掲げる方法（イ及びウ
に掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に
支障を生ずるおそれがなく、かつ、局長がその保有
する処理装置及びプログラム（電子計算機に対する
指令であって、一の結果を得ることができるように
組み合わされたものをいう。以下同じ。）により当
該文書又は図画の開示を実施することができる場合
に限る。）

　　ア�　当該文書又は図画を複写機により日本産業規格
Ａ列３番（以下「Ａ３判」という。）以下の大き
さの用紙に複写したものの交付（イに掲げる方法
に該当するものを除く。）。ただし、これにより
難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複
写機によりＡ１判若しくは日本産業規格Ａ列２番
（以下「Ａ２判」という。）の用紙に複写したも
のの交付（イに掲げる方法に該当するものを除
く。）又は当該文書若しくは図画を撮影した写真
フィルムを印画紙に印画したものの交付

　　イ�　当該文書又は図画を複写機により用紙にカラー
で複写したものの交付

　　ウ�　当該文書又は図画をスキャナにより読み取って
できた電磁的記録を光ディスク（日本産業規格Ｘ
0606及びＸ6281又はＸ6241に適合する直径120ミ

リメートルの光ディスクの再生装置で再生するこ
とが可能なものに限る。次項第３号オにおいて同
じ。）に複写したものの交付

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを日本
産業規格Ａ列４番の用紙に印刷したものの交付。た
だし、これにより難い場合にあっては、Ａ１判、Ａ
２判又はＡ３判の用紙に印刷したものの交付

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙に印画
したものの交付

　⑷�　スライド　当該スライドを印画紙に印画したもの
の交付

３�　次の各号に掲げる電磁的記録についての法第87条第
１項の行政機関等が定める方法は、当該各号に定める
方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難
いときは、局長が適当と認める方法により行うことが
できる。
　⑴�　録音テープ（第５項に規定する場合におけるもの
を除く。以下この号において同じ。）又は録音ディ
スク　次に掲げる方法

　　ア�　当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器に
より再生したものの聴取

　　イ�　当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセッ
トテープ（日本産業規格Ｃ5568に適合する記録時
間120分のものに限る。）に複写したものの交付

　⑵�　ビデオテープ又はビデオディスク　次に掲げる方
法

　　ア�　当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機
器により再生したものの視聴

　　イ�　当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオ
カセットテープ（日本産業規格Ｃ5581に適合する
記録時間120分のものに限る。以下同じ。）に複
写したものの交付

　⑶�　電磁的記録（前２号又は次項に該当するものを除
く。）次に掲げる方法であって、局長がその保有す
る処理装置及びプログラムにより行うことができる
もの

　　ア�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
出力したものの閲覧

　　イ�　当該電磁的記録を専用機器により再生したもの
の閲覧又は視聴

　　ウ�　当該電磁的録をＡ３判以下の大きさの用紙に出
力したものの交付（エに掲げる方法に該当するも
のを除く。）

　　エ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
カラーで出力したものの交付

　　オ�　当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの
交付

４�　映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方
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法とする。ただし、当該各号に定める方法により難い
ときは、局長が適当と認める方法により行うことがで
きる。
　⑴�　当該映画フィルムを専用機器により映写したもの
の視聴

　⑵�　当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写
したものの交付

５�　スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記
録した録音テープを同時に視聴する場合における開示
の実施の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当
該各号に定める方法により難いときは、局長が適当と
認める方法により行うことができる。
　⑴�　当該スライド及び当該録音テープを専用機器によ
り再生したものの視聴

　⑵�　当該スライド及び当該録音テープをビデオカセッ
トテープに複写したものの交付

　（開示の実施の方法等の申出）
第�11条　法第87条第３項の規定による申出は、開示の実
施方法等申出書（第11号様式）又は政令第26条第３項
各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとす
る。
　（開示の実施）
第�12条　保有個人情報の開示は、局長が指定する日時及
び場所において行うものとする。ただし、写し等の交
付は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する
法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する
一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定
信書便事業者による同条第２項に規定する信書便によ
る送付により行うことができる。
２�　前項本文の場合において保有個人情報の閲覧、聴取
又は視聴をする者は、当該保有個人情報を汚損し、又
は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければな
らない。
３�　局長は、前項の規定に違反する者に対し、保有個人
情報の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止する
ことができる。
　（開示請求に係る費用の納付）
第�13条　条例第12条第２項に規定する費用及び政令第28
条第４項に規定する送付に要する費用は、前納とする。
ただし、局長がやむを得ない理由があると認めるとき
は、この限りでない。
２�　条例第12条第２項に規定する費用の納付の方法及び
政令第28条第４項に規定する規則で定める方法は、川
崎市交通局会計規程（平成25年交通局規程第13号）第
24条第１項に規定する納入通知書により納付するもの
とする。ただし、当該方法により難いときは、この限
りでない。
　（訂正請求の方法等）

第�14条　訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書（第12
号様式）又は法第91条第１項各号（条例第13条第１項
各号に掲げる自己を本人とする保有個人情報に係る訂
正請求の場合にあっては、第２号を除く。）に掲げる
事項を記載した書面によるものとし、次に掲げる方法
により、局長に提出するものとする。
　⑴�　直接提出して行う方法
　⑵�　送付して行う方法
２�　条例第14条に規定する実施機関が定める事項は、訂
正請求者の連絡先とする。
３�　局長は、第１項第２号に掲げる方法による訂正請求
があった場合又は法第90条第２項の規定による訂正請
求があった場合には、当該訂正請求に係る保有個人情
報の本人に対し、速やかに当該訂正請求の事実の確認
を行うものとする。ただし、精神上の障害による事理
を弁識する能力の欠如により当該本人に当該確認を行
うことが困難である場合その他局長が当該訂正請求の
事実の確認を行う必要がないと認める場合は、この限
りでない。
　（訂正決定等の通知）
第�15条　法第93条第１項の規定による通知は、保有個人
情報訂正決定通知書（第13号様式）により行うものと
する。
２�　法第93条第２項の規定による通知は、保有個人情報
の訂正をしない旨の決定通知書（第14号様式）により
行うものとする。
　（訂正決定等の期限の延長の通知）
第�16条　条例第15条第２項の規定による通知は、保有個
人情報訂正決定等期限延長通知書（第15号様式）によ
り行うものとする。
　（訂正決定等の期限の特例の通知）
第�17条　法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂
正決定等期限特例延長通知書（第16号様式）により行
うものとする。
　（訂正請求に係る事案の移送の通知）
第�18条　法第96条第１項の規定による通知は、保有個人
情報訂正請求事案移送通知書（第17号様式）により行
うものとする。
　（訂正した保有個人情報の提供先への通知）
第�19条　法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂
正通知書（第18号様式）により行うものとする。
　（利用停止請求の方法等）
第�20条　利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求
書（第19号様式）又は法第99条第１項各号（条例第16
条第１項各号に掲げる自己を本人とする保有個人情報
に係る利用停止請求の場合にあっては、第２号を除
く。）に掲げる事項を記載した書面によるものとし、
次に掲げる方法により、局長に提出するものとする。
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　⑴�　直接提出して行う方法
　⑵�　送付して行う方法
２�　条例第17条に規定する実施機関が定める事項は、利
用停止請求者の連絡先とする。
３�　局長は、第１項第２号に掲げる方法による利用停止
請求があった場合又は法第98条第２項の規定による利
用停止請求があった場合には、当該利用停止請求に係
る保有個人情報の本人に対し、速やかに当該利用停止
請求の事実の確認を行うものとする。ただし、精神上
の障害による事理を弁識する能力の欠如により当該本
人に当該確認を行うことが困難である場合その他局長
が当該利用停止請求の事実の確認を行う必要がないと
認める場合は、この限りでない。
　（利用停止決定等の通知）
第�21条　法第101条第１項の規定による通知は、保有個
人情報利用停止決定通知書（第20号様式）により行う
ものとする。
２�　法第101条第２項の規定による通知は、保有個人情
報の利用停止をしない旨の決定通知書（第21号様式）
により行うものとする。
　（利用停止決定等の期限の延長の通知）
第�22条　条例第18条第２項の規定による通知は、保有個
人情報利用停止決定等期限延長通知書（第22号様式）
により行うものとする。
　（利用停止決定等の期限の特例の通知）
第�23条　法第103条の規定による通知は、保有個人情報
利用停止決定等期限特例延長通知書（第23号様式）に
より行うものとする。
　（行政機関等匿名加工情報に係る手数料の納付）
第�24条　条例第19条第１項及び第２項に定める手数料は、
前納とする。ただし、局長がやむを得ない理由がある
と認めるときは、この限りでない。
２�　条例第19条第１項及び第２項に規定する手数料の納
付の方法は、川崎市交通局会計規程（平成25年交通局
規程第13号）第24条第１項に規定する納入通知書によ
り納付するものとする。ただし、当該方法により難い
ときは、この限りでない。
　（記載事項の変更の申出）
第�25条　法第112条第１項の規定による提案を行った者
又は法第118条第１項前段の規定による提案を行った
者は、法第112条第２項（法第118条第２項の規定によ
り読み替えて準用する場合を含む。）の規定により提
出した書面に記載された事項に変更（行政機関等匿名
加工情報をその用に供する事業の変更を除く。）が生
じた場合は、直ちに、行政機関等匿名加工情報提案書
記載事項変更申出書（第24号様式）により、その旨を
局長に申し出るものとする。
　（保有個人情報の取扱い等）

第�26条　交通局の職員による保有個人情報、仮名加工情
報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱い等に関し
ては、別に定めるもののほか、市長事務部局の例によ
る。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　（川崎市個人情報保護条例施行規程の廃止）
２�　川崎市個人情報保護条例施行規程（昭和60年交通局
規程第11号）は、廃止する。
　様式目次
様式番号 名称 関係条文
１ 保有個人情報開示請求書 第４条第１項
２ 保有個人情報開示決定通知書 第５条第１項

３ 保有個人情報の開示をしない旨
の決定通知書 第５条第２項

４ 保有個人情報開示決定等期限延
長通知書 第６条

５ 保有個人情報開示決定等期限特
例延長通知書 第７条

６ 保有個人情報開示請求事案移送
通知書 第８条

７ 第三者意見照会書（法第86条第
１項適用） 第９条第１項

８ 第三者意見照会書（法第86条第
２項適用） 第９条第２項

９ 保有個人情報開示決定等意見書 第９条第３項

10 保有個人情報の開示に関する通
知書 第９条第４項

11 開示の実施方法等申出書 第11条
12 保有個人情報訂正請求書 第14条第１項
13 保有個人情報訂正決定通知書 第15条第１項

14 保有個人情報の訂正をしない旨
の決定通知書 第15条第２項

15 保有個人情報訂正決定等期限延
長通知書 第16条

16 保有個人情報訂正決定等期限特
例延長通知書 第17条

17 保有個人情報訂正請求事案移送
通知書 第18条

18 保有個人情報訂正通知書 第19条
19 保有個人情報利用停止請求書 第20条第１項

20 保有個人情報利用停止決定通知
書 第21条第１項

21 保有個人情報の利用停止をしな
い旨の決定通知書 第21条第２項

22 保有個人情報利用停止決定等期
限延長通知書 第22条

23 保有個人情報利用停止決定等期
限特例延長通知書 第23条

24 行政機関等匿名加工情報提案書
記載事項変更申出書 第25条
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報
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決

定
通

知
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号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
開

示
請

求
の

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

２
条

第
１

項
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

開
示

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

開
示

す
る

 

保
有

個
人

情
報

 

□
全

部
開

示
 

□
部

分
開

示
 

  

不
開

示
と

し
た

 

部
分

と
そ

の
理

由
 

 

時
限

性
開

示
 

年
 

 
月

 
 

日
以

後
で

あ
れ

ば
不

開
示

と
し

た
 

部
分
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
を

開
示

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す

の
で

、
同

日
以

後
に

改
め

て
開

示
請

求
を

し
て

く
だ

さ
い

。
 

開
示

す
る

保
有

個

人
情
報
の
利
用
目
的

 

 

開
示

の
 

実
施

方
法

等
 

１
 

開
示

の
実

施
方

法
等

 

・
 

□
文

書
又

は
図

画
 

 
□

電
磁

的
記

録
 

・
 

□
閲

覧
 

 
 

 
 

 
□

聴
取

 
 

 
 

 
 

□
視

聴
 

□
写

し
等

の
交

付
(□

写
し

 
□

複
写

し
た

も
の
)(

□
郵

便
又

は
信

書
便

に
よ

る
送

付
)
 

２
 

事
務

所
に

お
け

る
開

示
を

実
施

す
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き
る

日
時
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場
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し
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さ
い

。
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当

日
御
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い
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、
あ

ら
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そ
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を
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話

等
で
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務
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課
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で
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さ

い
。
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務

所
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係
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番
号

 
 

 
 

―
 

注
 

１
 

開
示

を
受

け
る

際
に

は
、

こ
の

通
知

書
を

職
員

に
提

示
し

て
く

だ
さ

い
。

 
２

 
「

時
限

性
開

示
」
欄

は
、
部

分
開

示
と

し
た

理
由

が
な

く
な

る
時

期
を

あ
ら

か
じ

め
明

示
す

る
こ

と
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で
き

る
と

き
に

記
載

し
て

い
ま

す
。

 
３

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、
川

崎
市

交
通

局
長

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処

分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
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翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月
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を
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告
と

し
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川
崎

市
交

通
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被
告

の
代

表
者

と
な

り
ま

す
。
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提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
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前
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又
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情
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護
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関
す
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法
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第

７
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１
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定
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づ
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次

の
と

お
り

保
有

個
人

情

報
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開
示

を
請

求
し

ま
す

。
 

開
示

を
請

求
す

る
 

保
有

個
人

情
報

 

（
具

体
的

に
特

定
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

 

求
め

る
開

示
の

 

実
施

方
法

等
 

□
事

務
所

に
お

け
る

開
示

の
実

施
を

希
望

す
る

。
 

＜
実

施
の

方
法

＞
□

閲
覧

 
 

□
写

し
の

交
付

 
 

□
そ
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他
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）
 

 
＜

実
施
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希

望
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＞
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＜
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開
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本
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定
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□
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請

求
書

を
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付
し
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求
す

る
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合
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、
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人
確

認
書
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し
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え
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０
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写
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。
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の
状
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定
代

理
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又
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。
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□
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)
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)
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又
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す
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場
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の
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又
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て
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。
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□
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□
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又
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付
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（
 
 

 
．

 
 

．
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１
 
「

氏
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又
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び
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番
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又
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又
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。
 

２
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求
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開

示
の

実
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方
法
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受
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開
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。

 
な

お
、
開
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実
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の
方

法
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実
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定

め
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よ
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す
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、
希

望
す

る
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法
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で
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な
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場
合
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あ
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。

 
３

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
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。
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崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
開

示
請

求
の

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

２
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

開
示

を
し

な
い

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

開
示

請
求

に
係

る

保
有

個
人

情
報

の

名
称

等
 

 

開
示

を
し

な
い

 

こ
と

と
し

た
理

由
 

 

時
限

性
開

示
 

年
 

 
月

 
 

日
以

後
で

あ
れ

ば
開

示
を

し
な

い
こ

と
と

し
た

 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

を
開

示
す

る
こ

と
が

 

で
き

ま
す

の
で

、
同

日
以

後
に

改
め

て
開

示
請

求
を

し
て

く
だ

さ
い

。
 

事
務

所
管

課
 

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
―

 

注
 

１
 
「

時
限

性
開

示
」
欄

は
、
開

示
を

し
な

い
こ

と
と

し
た

理
由

が
な

く
な

る
時

期
を

あ
ら

か
じ

め
明

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
に

記
載

し
て

い
ま

す
。

 

２
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日

か
ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、
川

崎
市

交
通

局
長

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま

す
。
こ

の
処

分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て
（

川
崎

市
交

通
局

長
が

被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
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第
６

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
請

求
事

案
移

送
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

の
開

示
請

求
に

係
る

事

案
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

５
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

移
送

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 
 

な
お

、
保

有
個

人
情

報
の

開
示

決
定

等
は

、
次

の
移

送
先

の
行

政
機

関
等

に
お

い
て

行
わ

れ
ま

す
。
 

 

 

開
示

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

移
送

を
し

た
日

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

移
送

の
理

由
 

 

移
送

先
の

 

行
政

機
関

の
長

等
 

（
行

政
機

関
の

長
等

）
 

  （
連

絡
先

）
 

 
部

局
課

室
名

：
 

 
担

当
者

名
：

 

 
所

在
地

：
 

 
電

話
番

号
：

 

備
 

 
考

 
 

事
務

所
管

課
 

（
移

送
元

）
 

 
 

 
 

 
 

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
５

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

期
限

特
例

延
長

通
知

書
 

 
第

 
 

 
号

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
開

示
請

求
の

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
１

条
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

開
示

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

条
例

第
１

１
条

の
規

定

（
開

示
決

定
等

の
期

限

の
特

例
）

を
適

用
す

る

理
由
 

 

残
り

の
保

有
個

人
情

報

に
つ

い
て

開
示

決
定

等

を
す

る
期

限
 

（
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

に
可

能
な

部
分

に
つ

い
て

開
示

決
定

等
を

行
い

、
残

り
の

部
分

に
つ

い
て

は
、
次

に
記

載
す

る
期

限
ま

で
に

開
示

決
定

等
を

行
う

予
定

で
す

。
）

 

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
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第
８

号
様

式
 

 
第

三
者

意
見

照
会

書
（

法
第

８
６

条
第

２
項

適
用

）
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  

次
の

と
お

り
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

が
含

ま
れ

て
い

る

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
７

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
開

示

請
求

が
あ

り
、
当

該
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
行

う
際

の
参

考
と

す
る

た
め

、
同

法
第

８
６

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

御
意

見
を

伺
い

ま
す

。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
お

手
数

で
す

が
、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

に
つ

き
御

意
見

が
あ

る

と
き

は
、
同

封
し

た
「

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
意

見
書

」
を

提
出

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

な
お

、
提

出
期

限
ま

で
に

意
見

書
の

提
出

が
な

い
場

合
に

は
、
特

に
御

意
見

が
な

い
も

の
と

し
て

取

り
扱

わ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

の
年

月
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

法
第

８
６

条
第

２
項

 

第
１

号
又

は
第

２
号

 

の
規

定
の

適
用

区
分

 

及
び

そ
の

理
由

 

適
用

区
分

：
□

第
１

号
 

 
 

□
第

２
号

 

適
用

理
由

：
 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
内

容
 

 

意
見

書
の

提
出

期
限

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

事
務

所
管

課
 

（
意

見
書

の
提

出
先

）
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

 所
在

地
 

〒
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
７

号
様

式
 

 
第

三
者

意
見

照
会

書
（

法
第

８
６

条
第

１
項

適
用

）
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  

次
の

と
お

り
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

が
含

ま
れ

て
い

る

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
７

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
開

示

請
求

が
あ

り
、
当

該
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
行

う
際

の
参

考
と

す
る

た
め

、
同

法
第

８
６

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

御
意

見
を

伺
う

こ
と

と
し

ま
し

た
。

 

つ
き

ま
し

て
は

、
お

手
数

で
す

が
、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

に
つ

き
御

意
見

が
あ

る

と
き

は
、
同

封
し

た
「

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
意

見
書

」
を

提
出

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

な
お

、
提

出
期

限
ま

で
に

意
見

書
の

提
出

が
な

い
場

合
に

は
、
特

に
御

意
見

が
な

い
も

の
と

し
て

取

り
扱

わ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

の
年

月
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
内

容
 

 

意
見

書
の

提
出

期
限

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

事
務

所
管

課
 

（
意

見
書

の
提

出
先

）
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

 所
在

地
 

〒
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
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第
１

０
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
に

関
す

る
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
か

ら
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
「

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
意

見
書

」
の

提
出

が
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
次

の
と

お
り

開
示

決
定

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、
川

崎
市

交
通

局
長

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起

算
し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て
（

川
崎

市
交

通
局

長
が

被
告

の
代

表
者

と
な

り
ま

す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
う

ち

開
示

す
る

こ
と

と
し

た

も
の
 

 

開
示

す
る

こ
と

 

と
し

た
理

由
 

 

開
示

決
定

を
し

た
日

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

開
示

を
実

施
す

る
日

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
９

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

意
見

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
（

宛
先

）
川

崎
市

交
通

局
長

 
 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団
体

に
あ

っ
て
は

、
本

店
又

は
そ
の

主
た

る
事
務

所
の

所
在

地
）

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
照

会
の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

開
示

に
つ

い
て

、
次

の
と

お

り
意

見
を

提
出

し
ま

す
。

 

注
 

□
の

あ
る

欄
に

は
、

該
当

す
る

□
内

に
レ

印
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

に
関

し
て

の
 

御
意

見
 

 □
保

有
個

人
情

報
を

開
示

さ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
支

障
が

な
い

。
 

    □
保

有
個

人
情

報
を

開
示

さ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
支

障
が

あ
る

。
 

 
（

１
）

 
支

障
（

不
利

益
）

が
あ

る
部

分
 

       
（

２
）

 
支

障
（

不
利

益
）

の
具

体
的

理
由
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第
１

２
号

様
式

 
保

有
個

人
情

報
訂

正
請

求
書

 
年

 
 
 

月
 
 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
 

 
 

 
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
１

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
次

の
と

お
り

保
有

個
人

情

報
の

訂
正

を
請

求
し

ま
す

。
 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

開
示

決
定
通

知
書

等
 

（
事
前
に
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
を
し
て
い
た
場
合
に

の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 

開
示

決
定

通
知

書
の

文
書

番
号

：
 

開
示

決
定

通
知

書
の

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

開
示

を
受

け
た

日
：

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有
個
人
情
報
の
名
称
等
 

 

訂
正

請
求

の
 

趣
旨

及
び

理
由

 

（
趣

旨
）

 

 （
理

由
）

 

 

 
１

 
訂

正
請

求
者

：
□

本
人

 
 

□
法

定
代

理
人

 
 

□
任

意
代

理
人

 

２
 

訂
正

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

 
□

運
転

免
許

証
 

□
健

康
保

険
被

保
険

者
証

 
□

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
の

）
 

□
在

留
カ

ー
ド

、
特

別
永

住
者

証
明

書
又

は
特

別
永

住
者

証
明

書
と

み
な

さ
れ

る
外

国
人

登
録

証
明

書
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
※

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
す

る
場

合
に

は
、

上
記

の
本

人
確

認
書

類
を

複
写

し
た

も
の

に
加

え
て

、
請

求
の

３
０

日
前

ま
で

に
交

付
さ

れ
た

住
民

票
の

写
し

（
複

写
し

た
も

の
は

不
可

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
 

本
人

の
状

況
等

（
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

(
1
)
 

本
人

の
状

況
 

 
□

未
成

年
者

（
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
）

 
 

□
成

年
被

後
見

人
 

 
 

□
任

意
代

理
人

委
任

者
 

 
 

 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
2
)
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
3
)
 

本
人

の
住

所
又

は
居

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
請

求
資

格
確

認
書

類
：

□
戸

籍
謄

本
 

□
登

記
事

項
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）
 

５
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

請
求

資
格

確
認

書
類

：
□

委
任

状
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
）

 

処
理

欄
 

所
管

課
：

 

 
受

付
場

所
：

 

受
付

：
 

 
 

 
 

年
度

第
 
 
 
 

 
号

（
 
 

 
．

 
 

．
 

 
受

付
）
 

備
考

：
 

注
 

１
 
「

氏
名

」
、「

住
所

又
は

居
所

」
及

び
「

電
話

番
号

」
欄

に
つ

い
て

、
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

訂
正

請
求

の
場

合
に

は
、

当
該

代
理

人
の

氏
名

、
住

所
又

は
居

所
及

び
電

話
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
２

 
「

訂
正

請
求

の
趣

旨
及

び
理

由
」
欄

に
つ

い
て

、「
趣

旨
」
は

ど
の

よ
う

な
訂

正
を

求
め

る
か

を
、「

理
由

」
は

訂
正

請
求

の
理

由
を

裏
付

け
る

根
拠

を
、

そ
れ

ぞ
れ

明
確

か
つ

簡
潔

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
な

お
、
本

欄
に

記
載

し
き

れ
な

い
場

合
は

、
本

欄
を

参
考

に
別

紙
に

記
載

し
、
そ

の
書

面
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
３

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

第
１

１
号

様
式

 
 

開
示

の
実

施
方

法
等

申
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
交

通
局

長
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

  

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

８
７

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
次

の
と

お
り

申
出

を
し

ま

す
。

 

注
 
１

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

２
 

こ
の

申
出

は
、

保
有

個
人

情
報
開

示
決

定
通

知
書

を
受

け
取
っ

た
日

か
ら

３
０

日
以

内
に
行
っ

て
く

だ
さ

い
。

 

保
有

個
人

情
報

開
示

 

決
定

通
知

書
の

番
号

等
 

文
書

番
号

：
 

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

求
め

る
開

示
の

 

実
施

方
法
 

□
閲

覧
・
聴

取
・
視

聴
 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

□
事

務
所

管
課

 

□
行

政
情

報
課

 

□
写

し
等

の
窓

口
で

の
交

付
 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

□
事

務
所

管
課

 

□
行

政
情

報
課

 

□
そ

の
他

 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

開
示

の
実

施
を

 

希
望

す
る

日
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 
 

午
前

・
午

後
 

写
し

の
送

付
の

 

希
望

の
有

無
 

 
 

 
□

有
 

 
 

 
 

□
無
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第
１

４
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
を

し
な

い
旨

の
決

定
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

３
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

訂
正

を
し

な
い

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、
川

崎
市

交
通

局
長

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起

算
し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て
（

川
崎

市
交

通
局

長
が

被
告

の
代

表
者

と
な

り
ま

す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

を
し

な
い

 

こ
と

と
し

た
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

３
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

訂
正

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、
川

崎
市

交
通

局
長

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起

算
し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て
（

川
崎

市
交

通
局

長
が

被
告

の
代

表
者

と
な

り
ま

す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

請
求

の
趣

旨
 

 

訂
正

の
内

容
 

及
び

理
由

 

（
訂

正
内

容
）

 

   （
訂

正
理

由
）

 

   

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
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第
１

６
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

等
期

限
特

例
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

５
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

訂
正

決
定

等
の

期
限

を
延

長

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

法
第

９
５

条
の

規
定

 

（
訂

正
決

定
等

の
期

 

限
の

特
例

）
を

適
用

 

す
る

理
由

 

 

訂
正

決
定

等
 

を
す

る
期

限
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

５
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

等
期

限
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
５

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

訂

正
決

定
等

の
期

限
を

延
長

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

条
例

第
１

５
条

第
１

項
 

の
規

定
に

よ
る

期
間

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

  
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

 

延
長

後
の

期
間

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

（
 

 
 

日
間

）
 

延
長

の
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
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第
１

８
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  

に
提

供
し

て
い

る
次

の
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
２

条
の

規
定

に
よ

り
訂

正
を

実
施

し
ま

し
た

の
で

、
同

法
第

９
７

条
の

規

定
に

よ
り

通
知

し
ま

す
。

 

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

請
求

者
の

氏
名

等

保
有

個
人

情
報

を
特

定
 

す
る

た
め

の
情

報
 

（
氏

名
、

住
所

等
）

 

   

訂
正

請
求

の
趣

旨
 

 

訂
正

決
定

を
し

た
 

内
容

及
び

理
由

 

（
訂

正
内

容
）

 

  （
訂

正
理

由
）

 

  

訂
正

を
し

た
年

月
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

７
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

請
求

事
案

移
送

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
請

求
に

係
る

事

案
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

移
送

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 
 

な
お

、
保

有
個

人
情

報
の

訂
正

決
定

等
は

、
次

の
移

送
先

の
行

政
機

関
等

に
お

い
て

行
わ

れ
ま

す
。
 

 

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

移
送

を
し

た
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

移
送

の
理

由
 

 

移
送

先
の
 

行
政

機
関

の
長

等
 

（
行

政
機

関
の

長
等

）
 

  （
連

絡
先

）
 

 
部

局
課

室
名

：
 

 
担

当
者

名
：

 

 
所

 
在

 
地

：
 

 
電

話
番

号
：

 

備
 

 
考

 
 

事
務

所
管

課
 

（
移

送
元

）
 

 
 

 
 

 
 

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
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第
２

０
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

１
０

１
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、
川

崎
市

交
通

局
長

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起

算
し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て
（

川
崎

市
交

通
局

長
が

被
告

の
代

表
者

と
な

り
ま

す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

利
用

停
止

請
求

に
係

 

る
保

有
個

人
情

報
の

 

名
称

等
 

 

利
用

停
止

請
求

 

の
趣

旨
 

 

利
用

停
止

の
 

内
容

及
び

理
由

 

（
利

用
停

止
の

内
容

）
 

   （
利

用
停

止
の

理
由

）
 

   

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

９
号

様
式

 
保

有
個

人
情

報
利

用
停

止
請

求
書

 
年

 
 
 

月
 
 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
 

 
 

 
 

 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
９

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
次

の
と

お
り

保
有

個
人

情

報
の

利
用

停
止

を
請

求
し

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

に
係

 

る
保

有
個

人
情

報
の

 

開
示

決
定

通
知

書
等

 

（
事
前
に
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
を
し
て
い
た
場
合
に

の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 

開
示

決
定

通
知

書
の

文
書

番
号

：
 

開
示

決
定

通
知

書
の

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

開
示

を
受

け
た

日
：

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

利
用

停
止

請
求

に
係

る

保
有
個
人
情
報
の
名
称
等
 

 

利
用

停
止

請
求

の
 

趣
旨

及
び

理
由

 

（
趣

旨
）

 

□
利

用
の

停
止

 
 

 
□

消
去

 
 

 
□

提
供

の
停

止
 

（
理

由
）

 

 

 
１

 
利

用
停

止
請

求
者

：
□

本
人

 
 

□
法

定
代

理
人

 
 

□
任

意
代

理
人

 

２
 

利
用

停
止

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

 
□

運
転

免
許

証
 

□
健

康
保

険
被

保
険

者
証

 
□

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
の）

 
□

在
留

カ
ー

ド
、

特
別

永
住

者
証

明
書

又
は

特
別

永
住

者
証

明
書

と
み

な
さ

れ
る

外
国

人
登

録
証

明
書
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
※

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
す

る
場

合
に

は
、

上
記

の
本

人
確

認
書

類
を

複
写

し
た

も
の

に
加

え
て

、
請

求
の

３
０

日
前

ま
で

に
交

付
さ

れ
た

住
民

票
の

写
し

（
複

写
し

た
も

の
は

不
可

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
 

本
人

の
状

況
等

（
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

(
1
)
 

本
人

の
状

況
 

 
□

未
成

年
者

（
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
）

 
 

□
成

年
被

後
見

人
 

 
 

□
任

意
代

理
人

委
任

者
 

 
 

 
 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
2
)
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
3
)
 

本
人

の
住

所
又

は
居

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
請

求
資

格
確

認
書

類
：

□
戸

籍
謄

本
 

□
登

記
事

項
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）
 

５
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

請
求

資
格

確
認

書
類

：
□

委
任

状
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
）

 

処
理

欄
 

所
管

課
：

 

 
受

付
場

所
：

 

受
付

：
 

 
 

 
 

年
度

第
 
 
 
 

 
号

（
 
 

 
．

 
 

．
 

 
受

付
）
 

備
考

：
 

注
 

１
 
「

氏
名

」
、「

住
所

又
は

居
所

」
及

び
「

電
話

番
号

」
欄

に
つ

い
て

、
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

利
用

停
止

請
求

の
場

合
に

は
、
当

該
代

理
人

の
氏

名
、
住

所
又

は
居

所
及

び
電

話
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
２

 
「

利
用

停
止

請
求

の
趣

旨
及

び
理

由
」
欄

の
「

理
由

」
は

、
利

用
停

止
請

求
の

趣
旨

を
裏

付
け

る
根

拠
を

明
確

か
つ

簡
潔

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
な

お
、
本

欄
に

記
載

し
き

れ
な

い
場

合
は

、
本

欄
を

参
考

に
別

紙
に

記
載

し
、
そ

の
書

面
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
３

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
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第
２

２
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

等
期

限
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

川
崎

市
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

施
行

条
例

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 

利
用

停
止

請
求

に
 

係
る

保
有

個
人

情
報

 

の
名

称
等

 

 

条
例

第
１

８
条

第
１

項
 

の
規

定
に

よ
る

期
間

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

  
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

 

延
長

後
の

期
間

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

（
 

 
 

 
日

間
）
 

延
長

の
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
２

１
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
利

用
停

止
を

し
な

い
旨

の
決

定
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
交

通
局

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

１
０

１
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

を
し

な
い

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、
川

崎
市

交
通

局
長

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起

算
し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て
（

川
崎

市
交

通
局

長
が

被
告

の
代

表
者

と
な

り
ま

す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

利
用

停
止

請
求

に
係

 

る
保

有
個

人
情

報
の

 

名
称

等
 

 

利
用

停
止

を
し

な
い
 

こ
と

と
し

た
理

由
 
 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
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第
２

４
号

様
式

 
 

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
提

案
書

記
載

事
項

変
更

申
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
交

通
局

長
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は
、

本
店

又
は

主
た

る
事

務
所
の

所
在

地
）

 

 
【

連
絡

先
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

担
当

部
署

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

担
当

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
（

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

電
子

ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ﾄ
ﾞ
ﾚ
ｽ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け
「

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
を

そ
の

用
に

供
し

て
行

う
事

業
に

関
す

る
提

案
書

」
又

は
「

作
成

さ
れ

た
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

を
そ

の
用

に
供

し
て

行
う

事
業

に

関
す

る
提

案
書

」
に

つ
い

て
、
記

載
事

項
に

変
更

が
あ

っ
た

の
で

、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
細

則
第

３
０

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

申
し

出
ま

す
。

 

１
 

変
更

内
容

 

変
更

事
項

 
変

更
前

 
変

更
後

 

 
 

 

変
更

年
月

日
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

備
 

 
考

 
 

２
 

変
更

事
項

に
係

る
添

付
書

類
名

 

 注
 

１
 

取
扱

従
事

者
が

変
更

に
な

っ
た

場
合

は
、
取

扱
従

事
者

で
な

く
な

っ
た

者
が

取
り

扱
っ

て
い

た
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

に
関

す
る

安
全

管
理

の
具

体
的

な
措

置
内

容
を
「

備
考

」
欄

に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 

上
記

１
の

「
変

更
内

容
」

欄
に
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川崎市交通局規程第20号
　川崎市交通局情報公開条例施行規程の一部を改正する
規程を次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局情報公開条例施行規程の一部
　　　を改正する規程
　川崎市交通局情報公開条例施行規程（平成13年交通局
規程第20号）の一部を次のように改正する。
　第３条第１項中「行なう」を「行う」に改め、同条第
２項第２号中「電話番号」を「連絡先」に改める。
　第８条第２項中「、市長」を「、局長」に改める。
　第９条を次のように改める。
　（開示の方法）
第�９条　次の各号に掲げる文書又は図画の条例第16条第
２項の閲覧の方法は、当該各号に定める方法とする。
ただし、当該各号に定める方法により難いときは、局
長が適当と認める方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）

　　�　当該文書又は図画（条例第16条第３項の規定が適
用される場合にあっては、次項第１号アに規定する
もの）の閲覧

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを専用
機器により映写したものの閲覧。ただし、これによ
り難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日
本産業規格Ａ列１番（以下「Ａ１判」という。）以
下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙（縦89
ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203
ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。
以下同じ。）に印画したものの閲覧

　⑷�　スライド（第５項に規定する場合におけるものを
除く。次項第４号において同じ。）　当該スライド
を専用機器により映写したものの閲覧

２�　次の各号に掲げる文書又は図画の条例第16条第２項
の写しの交付の方法は、当該各号に定める方法とする。
ただし、当該各号に定める方法により難いときは、局
長が適当と認める方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）

　　�　次に掲げる方法（イ及びウに掲げる方法にあって
は当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれが
なく、かつ、局長がその保有する処理装置及びプロ
グラム（電子計算機に対する指令であって、一の結
果を得ることができるように組み合わされたものを
いう。以下同じ。）により当該文書又は図画の開示

を実施することができる場合に限る。）
　　ア�　当該文書又は図画を複写機により日本産業規格

Ａ列３番（以下「Ａ３判」という。）以下の大き
さの用紙に複写したものの交付（イに掲げる方法
に該当するものを除く。）。ただし、これにより
難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複
写機によりＡ１判若しくは日本産業規格Ａ列２番
（以下「Ａ２判」という。）の用紙に複写したも
のの交付（イに掲げる方法に該当するものを除
く。）又は当該文書若しくは図画を撮影した写真
フィルムを印画紙に印画したものの交付

　　イ�　当該文書又は図画を複写機により用紙にカラー
で複写したものの交付

　　ウ�　当該文書又は図画をスキャナにより読み取って
できた電磁的記録を光ディスク（日本産業規格Ｘ
0606及びＸ6281又はＸ6241に適合する直径120ミ
リメートルの光ディスクの再生装置で再生するこ
とが可能なものに限る。次項第３号オにおいて同
じ。）に複写したものの交付

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを日本
産業規格Ａ列４番の用紙に印刷したものの交付。た
だし、これにより難い場合にあっては、Ａ１判、Ａ
２判又はＡ３判の用紙に印刷したものの交付

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙に印画
したものの交付

　⑷�　スライド　当該スライドを印画紙に印画したもの
の交付

３�　次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第16条
第２項の実施機関の定める方法は、当該各号に定める
方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難
いときは、局長が適当と認める方法により行うことが
できる。
　⑴�　録音テープ（第５項に規定する場合におけるもの
を除く。以下この号において同じ。）又は録音ディ
スク　次に掲げる方法

　　ア�　当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器に
より再生したものの聴取　

　　イ�　当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセッ
トテープ（日本産業規格Ｃ5568に適合する記録時
間120分のものに限る。）に複写したものの交付

　⑵�　ビデオテープ又はビデオディスク　次に掲げる方
法

　　ア�　当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機
器により再生したものの視聴

　　イ�　当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオ
カセットテープ（日本産業規格Ｃ5581に適合する
記録時間120分のものに限る。以下同じ。）に複
写したものの交付
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　⑶�　電磁的記録（前２号又は次項に該当するものを除
く。）次に掲げる方法であって、局長がその保有す
る処理装置及びプログラムにより行うことができる
もの

　　ア�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
出力したものの閲覧

　　イ�　当該電磁的記録を専用機器により再生したもの
の閲覧又は視聴

　　ウ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
出力したものの交付（エに掲げる方法に該当する
ものを除く。）

　　エ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
カラーで出力したものの交付

　　オ�　当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの
交付

４�　映画フィルムの開示の方法は、次に掲げる方法とす
る。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、
局長が適当と認める方法により行うことができる。
　⑴�　当該映画フィルムを専用機器により映写したもの
の視聴

　⑵�　当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写
したものの交付

５�　スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記
録した録音テープを同時に視聴する場合における開示
の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該各号
に定める方法により難いときは、局長が適当と認める
方法により行うことができる。
　⑴�　当該スライド及び当該録音テープを専用機器によ
り再生したものの視聴

　⑵�　当該スライド及び当該録音テープをビデオカセッ
トテープに複写したものの交付

　第３号様式注を次のように改める。
　注�　開示を受ける際には、この通知書を係員に提示し
てください。

　　�　この処分について不服がある場合は、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して３月以内
に、川崎市交通局長に対して審査請求をすることが
できます。この処分の取消しを求める訴えは、この
処分があったことを知った日（前記の審査請求をし
た場合には、当該審査請求についての裁決があった
ことを知った日）の翌日から起算して６月以内に、
川崎市を被告として（川崎市交通局長が被告の代表
者となります。）提起することができます。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　改正後の規程第９条の規定は、この規程の施行の日

以後に川崎市情報公開条例（平成13年川崎市条例第１
号）第６条の規定によりされた開示の請求について適
用し、同日前に行われた開示の請求については、なお
従前の例による。
３�　この規程による改正前の規程の規定により調製した
帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必
要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用すること
ができる。
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交 通 局 告 示

川崎市交通局告示第１号
情報通信技術を活用した方法により行う行
政手続等

　川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条
例施行規程（平成18年交通局規程第32号）第３条の規定
及びこの規定の準用により、電子情報処理組織を使用す
る方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行
う手続等を次のように定め、令和５年４月１日から適用
し、平成19年交通局告示第３号は、同日から廃止する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫

根拠となる条例等の条項
対象手続等

名称 条項
川崎市情報公開条例施行規
程（平成13年川崎市交通局
規程第20号）

第３条
第１項

公文書開示請求

　　　───────────────────
川崎市交通局告示第２号
　　　公金徴収業務の委託について

　川崎市交通局上平間営業所における公金の徴収業務を
次のとおり委託したので、地方公営企業法施行令（昭和
27年政令第403号）第26条の４第１項の規定に基づき告
示します。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
１　受託者の所在地及び名称
　　所在地　川崎市川崎区中瀬３丁目21番６号
　　名　称　川崎鶴見臨港バス株式会社
　　代表者　取締役社長　平位　武
２　委託する業務の種類
　　川崎市交通局上平間営業所における公金の徴収
３　委託期間
　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
　　　───────────────────
川崎市交通局告示第３号

公金徴収業務の委託について
　川崎市交通局井田営業所における公金の徴収業務を次
のとおり委託したので、地方公営企業法施行令（昭和27
年政令第403号）第26条の４第１項の規定に基づき告示
します。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
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　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
１　受託者の所在地及び名称
　　所在地　平塚市八重咲町６番18号
　　名　称　神奈川中央交通東株式会社
　　代表者　取締役社長　北村　聡
２　委託する業務の種類
　　川崎市交通局井田営業所における公金の徴収
３　委託期間
　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
　　　───────────────────
川崎市交通局告示第４号

公金徴収業務の委託について
　東急バス武蔵小杉案内所における公金の徴収業務を次
のとおり委託したので、地方公営企業法施行令（昭和27
年政令第403号）第26条の４第１項の規定に基づき告示
します。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
１　受託者の所在地及び名称
　　所在地　東京都目黒区東山三丁目８番地１
　　名　称　東急バス株式会社
　　代表者　取締役社長　古川　卓
２　委託する業務の種類
　　東急バス武蔵小杉案内所における公金の徴収
３　委託期間
　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
４　履行場所
　　東急バス武蔵小杉案内所
　　（中原区小杉町３－492－１）
　　　───────────────────
川崎市交通局告示第５号

公金徴収業務の委託について
　小田急バス新百合ヶ丘案内所における公金の徴収業務
を次のとおり委託したので、地方公営企業法施行令（昭
和27年政令第403号）第26条の４第１項の規定に基づき
告示します。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
１　受託者の所在地及び名称
　　所在地　東京都調布市仙川町二丁目19番地５
　　名　称　小田急バス株式会社
　　代表者　取締役社長　早川　弘之
２　委託する業務の種類
　　小田急バス新百合ヶ丘案内所における公金の徴収
３　委託期間
　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

４　履行場所
　　小田急バス新百合ヶ丘案内所
　　（麻生区上麻生１－20－１）
　　　───────────────────
川崎市交通局告示第６号

公金徴収業務の委託について
　上作延停留所及び上作団地前停留所における公金の徴
収業務を次のとおり委託したので、地方公営企業法施行
令（昭和27年政令第403号）第26条の４第１項の規定に
基づき告示します。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
１　受託者の所在地及び名称
　　所在地　川崎市宮前区水沢１丁目１番１号
　　名　称　川崎北部市場輸送サービス株式会社
　　代表者　代表取締役　沖島　由二郎
２　委託業務の種類
　�　上作延停留所及び上作団地前停留所における公金の
徴収業務
３　委託期間
　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

交 通 局 公 告

川崎市交通局公告第36号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　自家用電気工作物保守管理業務委託
　⑵　履行場所
　　　川崎市川崎区塩浜２－２－１ほか
　⑶　履行期間
　　　令和５年４月１日から令和６年３月31日まで
　⑷　業務概要
　　�　電気事業法第42条第１項及び第43条又同施行規則
第52条第２項の規定に基づき、電気工作物の保守管
理業務を行うものである。

　　�　また、自家用電気工作物の保全確保を目的とし、
経済産業省で定める技術基準に適合するように保持
して事故を未然に防止するため高圧受変電設備及び
負荷設備並びに発電設備の点検を行うものである。
（詳細は仕様書による）

２　一般競争入札参加資格
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　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市【業務委託】有資格業者名
簿に、業種「施設維持管理」、種目「電気・機械設
備保守点検」、地域区分「市内」、企業規模「中小」
で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　平成26年４月１日以降、自家用電気工作物保守管
理業務の契約実績を有すること。

　⑸�　電気事業法の定める電気主任技術者の資格を保有
するものを業務に従事させること。また、当該技術
者と雇用関係にあること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により必要書類
を提出しなければなりません。
　⑴　提出書類
　　ア　一般競争入札参加資格確認申請書
　　イ�　２⑷の実績を証明する書類（契約書、仕様書の

写し等）
　　ウ�　２⑸の免状の写し及び雇用関係を証明する書類

（健康保険証の写し等）
　⑵　提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　神宮司
　　　電話　044－200－3228
　⑶　提出期間
　　�　令和５年３月20日から令和５年３月22日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（国民の祝日を除く。）

　⑷　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の入手方法
　�　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」
→「交通局委託入札公表一覧」→「令和５年度」から
ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも
配布しています。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書等を提出した者に
は、その結果を令和５年３月23日までに一般競争入札
参加資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部管理課　施設担当　立石
　　電話　044－200－3224
７　一般競争入札参加資格の喪失

　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。
　⑴�　２の各号に定める資格条件を満たさなくなったと
き。

　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書等について、虚
偽の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　総価で行います。この金額には、その他一切の諸
経費を含めて算定してください。入札者は、算定し
た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書

到達後から令和５年３月27日まで
の、午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　郵送
　　　ア　提出期限　令和５年３月27日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　　　　　　　　　�必ず書留郵便により送付してくだ

さい。
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和５年３月29日　午前10時00分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を
もって入札を行った者を落札者とします。ただし、
著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
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　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契
約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで
す。

　　　───────────────────
川崎市交通局公告第37号
　一般競争入札について次のとおり公告します。
　　令和５年３月24日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　件　　名
　　　塩浜・鷲ヶ峰営業所応急車リース
　⑵　履行場所
　　　仕様書のとおり
　⑶　履行期間
　　　令和５年７月１日から令和12年６月30日まで
　⑷　業務概要
　　�　川崎市交通局塩浜・鷲ヶ峰営業所において使用す
る軽貨物用自動車に係る応急車リース（詳細は仕様
書のとおり）。

２　一般競争入札参加資格
　�　この入札に参加を希望する者は、次の条件を全て満
たしていなければなりません。
　⑴�　川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４
号）第２条の規定に該当しないこと。

　⑵�　令和５・６年度川崎市【製造の請負・物件の供給
等】有資格業者名簿に、業種「リース」、種目「車両」
で登録されていること。

　⑶�　川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による
指名停止期間中でないこと。

　⑷�　仕様書による内容を遵守し、当該業務を確実に履
行することが可能であること。

３　一般競争入札参加に必要な手続
　�　この入札に参加を希望する者は、次により提出書類
を提出しなければなりません。

　⑴　提出書類
　　　一般競争入札参加資格確認申請書
　⑵　提出場所及び問い合わせ先
　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　川崎御幸ビル９階
　　　企画管理部経理課　契約担当　神宮司
　　　電話　044－200－3228
　⑶　提出期間
　　�　令和５年３月24日から令和５年３月29日までの午
前８時30分から正午まで及び午後１時から午後５時
15分まで（土曜日及び日曜日を除く。）

　⑷　提出方法
　　　持参
４　入札説明書の交付
　�　市バスホームページ内「入札情報」→「入札公表」
→「交通局物品入札公表一覧」→「令和５年度」から
ダウンロードしてください。なお、交通局経理課でも
配布しています。
５　一般競争入札参加資格確認の通知
　�　一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、
その結果を令和５年３月31日までに一般競争入札参加
資格確認通知書により通知します。
６　仕様に関する問い合わせ先
　　自動車部管理課　関口
　　電話　044－200－3235
７　一般競争入札参加資格の喪失
　�　一般競争入札参加資格があると認められた者が、次
のいずれかに該当するときは、参加資格を喪失します。
　⑴　２に定める入札参加資格を満たさなくなったとき。
　⑵�　一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽
の記載をしたとき。

８　入札の手続等
　⑴　入札方法
　　�　総価で行います。この金額には、その他一切の諸
経費を含めて算定してください。入札者は、算定し
た金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を
除いた金額を入札書に記載してください。

　⑵　入札書の提出方法等
　　�　郵送（簡易書留又は一般書留）又は持参とします。
一般競争入札参加資格確認通知書で参加資格を有す
ることを確認して提出してください。

　　ア　郵送
　　　ア　提出期限　令和５年４月７日　必着
　　　イ　宛　　先　〒210－8577
　　　　　　　　　　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　　イ　持参
　　　ア　提出期間　�一般競争入札参加資格確認通知書



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2390 －

到達後から令和５年４月７日まで
の、午前８時30分から正午まで及
び午後１時から午後５時15分まで
（土曜日及び日曜日を除く。）

　　　イ　提 出 先　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　　　川崎御幸ビル９階
　　　　　　　　　　川崎市交通局企画管理部経理課長
　⑶　開札の日時及び場所
　　ア　日　時　令和５年４月11日　午後２時00分
　　イ　場　所　川崎市交通局会議室
　　　　　　　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　　　　　　　川崎御幸ビル８階
　⑷　入札保証金
　　　免除
　⑸　落札者の決定方法
　　�　川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作
成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格を
もって有効な入札を行った者を落札者とします。た
だし、著しく低価格の場合は、調査を行うことがあ
ります。

　⑹　入札の無効
　　�　川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める
入札は、これを無効とします。

９　契約の手続等
　　次により、契約を締結します。
　⑴　契約保証金
　　�　契約金額の10％とします。なお、川崎市交通局契
約規程第33条各号に該当する場合は免除します。

　⑵　契約書作成の要否
　　　必要
10　その他
　⑴�　この公告に定めるもののほか、川崎市契約条例（昭
和39年川崎市条例第14号）、川崎市交通局契約規程、
川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めるところ
によります。

　⑵�　川崎市契約条例、川崎市交通局契約規程、川崎市
交通局競争入札参加者心得等は、３⑵の場所におい
て閲覧できます。

　⑶�　この公告に関する問い合わせ先は、３⑵に同じで
す。

　⑷�　当該契約は、翌年度以降における所要の予算金額
について減額又は削除があった場合は、この契約を
変更又は解除をすることができるものとします。ま
た、上記変更又は解除に伴い損失が生じた場合は、
その損失の補填を川崎市交通局に対して請求するこ
とができるものとし、補償額は協議して定めるもの
とします。

交 通 局 訓 令

川崎市交通局訓令第１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　局内一般
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　営 業 所
　川崎市交通局企業職員服務規程の一部を改正する訓令
を次のように定める。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　　　川崎市交通事業管理者
　　　　　　　　　　　交通局長　中　上　一　夫
　　　川崎市交通局企業職員服務規程の一部を改
　　　正する訓令
　川崎市交通局企業職員服務規程（平成18年交通局訓令
第１号）の一部を次のように改正する。
　第30条第１項中「情報管理部」を「コンプライアンス
推進・行政情報管理部」に改める。
　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

病 院 局 規 程

川崎市病院局規程第３号
　川崎市病院局事務分掌規程の一部を改正する規程を次
のように定める。
　　令和５年３月28日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
　　　川崎市病院局事務分掌規程の一部を改正す
　　　る規程
　川崎市病院局事務分掌規程（平成17年川崎市病院局規
程第２号）の一部を次のように改正する。
　第４条第２項の表中
「　リハビリテーションセンター
　　⑴　リハビリテーションに関すること。　」
を削る。
　第５条第４項中「及びリハビリテーションセンター」
を削り、同条第５項中「、リハビリテーションセン
ター」を削る。
　別表井田病院の項中
「
耳鼻咽喉科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を
「



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2391 －

耳鼻咽喉科
リハビリテーション科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に、
「

健康管理室
リハビリテーションセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を
「

健康管理室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に改める。
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市病院局規程第４号
　川崎市病院局公文書管理規程の一部を改正する規程を
次のように定める。

　　令和５年３月29日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
　　　川崎市病院局公文書管理規程の一部を改正
　　　する規程
　川崎市病院局公文書管理規程（平成17年川崎市病院局
規程第５号）の一部を次のように改正する。
　第２条第１項第７号中「情報管理部」を「コンプライ
アンス推進・行政情報管理部」に改める。
　第31条を次のように改める。
　（電子署名）
第�31条　管理者が認める電子情報処理組織により施行す
る電磁的記録については、電子署名を行うものとする。
２�　電子署名を行うために必要な事項は、管理者が別に
定める。
　第48条第２項第４号中「川崎市個人情報保護条例（昭
和60年川崎市条例第26号）第16条第１項若しくは第４項」
を「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
第76条第１項」に改める。
　第12号様式を次のように改める。

 

川崎市病院局公文書管理規程の一部を改正する規程 

川崎市病院局公文書管理規程（平成１７年川崎市病院局規程第５号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第１項第７号中「情報管理部」を「コンプライアンス推進・行政情報

管理部」に改める。 

第３１条を次のように改める。 

（電子署名） 

第３１条 管理者が認める電子情報処理組織により施行する電磁的記録につい

ては、電子署名を行うものとする。 

２ 電子署名を行うために必要な事項は、管理者が別に定める。 

第４８条第２項第４号中「川崎市個人情報保護条例（昭和６０年川崎市条例

第２６号）第１６条第１項若しくは第４項」を「個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）第７６条第１項」に改める。 

 第１２号様式を次のように改める。 

 

 

    

円 通 円

円 通 円

円 通 円

円 通 円

円 通 円

円 通 円

円 通 円

郵　　便　　等　　依　　頼　　票

年月日 件名
種類
重量

特殊取扱
単価 通数 料金 備考

押印欄

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　この規程の施行の日前に川崎市個人情報の保護に関
する法律施行条例（令和４年川崎市条例第76号）附則
第２項の規定による廃止前の川崎市個人情報保護条例
（昭和60年川崎市条例第26号）第16条第１項又は第４
項の規定による開示の請求があった公文書に係るこの
規程による改正前の規程第48条第３項の規定による保

存期間の延長については、なお従前の例による。
　　　制　定　要　旨
　組織改正に対応すること等のため、この規程を制定す
るものである。

病院局公告（調達）

川崎市病院局公告（調達）第８号
　　　落札者等の公示
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　川崎市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める規程（平成17年川崎市病院局規程第40号）第11条
の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示しま
す。
　　令和５年４月10日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
１　役務の名称
　⑴　川崎病院清掃業務委託
　⑵　井田病院清掃業務委託
２　契約事務担当部局の名称及び所在地
　　病院局経営企画室契約担当
　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　川崎御幸ビル７階
３　契約の相手方を決定した日
　⑴　令和５年２月24日
　⑵　令和５年２月24日
４　契約の相手方の氏名及び住所
　⑴�　株式会社　坂口ビルクリーン
　　　代表取締役　坂口　幸一
　　　川崎市高津区溝口３丁目１番１号
　⑵　株式会社　ダイラ
　　　代表取締役　大良　昭夫
　　　東京都大田区多摩川１丁目27番16号
５　契約金額
　⑴�　108,790,000円（消費税額及び地方消費税額を含
む。）

　⑵　62,700,000円（消費税額及び地方消費税額を含む。）
６　契約の相手方を決定した手続
　⑴　一般競争入札
　⑵　一般競争入札
７　入札の公告（公示）を行った日
　�　令和５年１月10日
　　　───────────────────
川崎市病院局公告（調達）第９号
　　　落札者等の公示
　川崎市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める規程（平成17年川崎市病院局規程第40号）第11条
の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示しま
す。
　　令和５年４月10日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
１　役務の名称
　⑴　川崎病院総合医療情報システム保守業務委託
　⑵　井田病院総合医療情報システム保守業務委託
２　契約事務担当部局の名称及び所在地
　　病院局経営企画室契約担当
　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　川崎御幸ビル７階

３　契約の相手方を決定した日
　⑴　令和５年４月１日
　⑵　令和５年４月１日
４　契約の相手方の氏名及び住所
　⑴　富士通Ｊａｐａｎ　株式会社　川崎支店
　　　支店長　染谷　淳
　　　川崎市川崎区東田町８
　⑵　富士通Ｊａｐａｎ　株式会社　川崎支店
　　　支店長　染谷　淳
　　　川崎市川崎区東田町８
５　契約金額
　⑴　71,868,379円（消費税額及び地方消費税額を含む。）
　⑵　64,431,983円（消費税額及び地方消費税額を含む。）
６　契約の相手方を決定した手続
　⑴　随意契約
　⑵　随意契約
７　随意契約理由
　�　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特
例を定める政令第11条第１項第１号の規定による。
　　　───────────────────
川崎市病院局公告（調達）第10号
　　　落札者等の公示
　川崎市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める規程（平成17年川崎市病院局規程第40号）第11条
の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示しま
す。
　　令和５年４月10日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
１　物品及び役務の名称
　　令和５年度医薬品の基本単価契約
２　契約事務担当部局の名称及び所在地
　　病院局経営企画室契約担当
　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　川崎御幸ビル７階
３　契約の相手方を決定した日
　　令和５年３月20日
４　契約の相手方の氏名及び住所
　⑴　アルフレッサ　株式会社　川崎南支店
　　　川崎南支店　支店長　佐々木　昭人
　　　川崎市幸区矢上１番８号
　⑵　株式会社　スズケン　宮前支店
　　　支店長　森口　貴志
　　　川崎市宮前区土橋二丁目２の７
　⑶　株式会社　メディセオ　川崎支店
　　　支店長　望月　新
　　　川崎市高津区千年1200番地１
　⑷　東京薬品　株式会社
　　　代表取締役　大塚　武司
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　　　東京都板橋区東坂下二丁目13番16号
　⑸　東邦薬品　株式会社　高津営業所
　　　営業所長　大矢　祐樹
　　　川崎市宮前区有馬２丁目11番７号
　⑹　東和薬品　株式会社　横浜北営業所
　　　横浜北営業所　所長　市川　敏之
　　　横浜市港北区新羽町1290番
５　契約金額
　⑴�　662品目　19,553,886円（落札品目の単価の合計額。
消費税額及び地方消費税額を含まない。）

　⑵�　563品目　26,604,140円（落札品目の単価の合計額。
消費税額及び地方消費税額を含まない。）

　⑶�　1,120品目　20,622,977円（落札品目の単価の合計
額。消費税額及び地方消費税額を含まない。）

　⑷�　39品目　93,003円（落札品目の単価の合計額。消
費税額及び地方消費税額を含まない。）

　⑸�　321品目　13,329,412円（落札品目の単価の合計額。
消費税額及び地方消費税額を含まない。）

　⑹�　69品目　222,643円（落札品目の単価の合計額。
消費税額及び地方消費税額を含まない。）

６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　入札の公告（公示）を行った日
　　令和５年１月25日
　　　───────────────────
川崎市病院局公告（調達）第11号
　　　落札者等の公示
　川崎市病院局物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める規程（平成17年川崎市病院局規程第40号）第11条
の規定に基づき、次のとおり落札者等について公示しま
す。
　　令和５年４月10日
　　　　　川崎市病院事業管理者　金　井　歲　雄
１　物品及び役務の名称
　　令和５年度検査薬品の基本単価契約
２　契約事務担当部局の名称及び所在地
　　病院局経営企画室契約担当
　　川崎市川崎区砂子１丁目８番地９
　　川崎御幸ビル７階
３　契約の相手方を決定した日
　　令和５年３月10日
４　契約の相手方の氏名及び住所
　⑴�　アズサイエンス　株式会社　横浜営業所
　　　所長　北原　崇宏
　　　横浜市旭区都岡町33 ‐ 26
　⑵　アルフレッサ　株式会社　川崎南支店
　　　川崎南支店　支店長　佐々木　昭人
　　　川崎市幸区矢上１番８号

　⑶　株式会社　スズケン　宮前支店
　　　支店長　森口　貴志
　　　川崎市宮前区土橋二丁目２の７
　⑷　株式会社　メディセオ　川崎支店
　　　支店長　望月　新
　　　川崎市高津区千年1200番地１
　⑸　協和医科器械　株式会社　横浜支店
　　　支店長　高柳　貴也
　　　横浜市都筑区中川中央２-４-８
　⑹　株式会社　八神製作所
　　　代表取締役　荒木　篤志
　　　名古屋市中区千代田二丁目16番30号
５　契約金額
　⑴�　39品目　678,880円（落札品目の単価の合計額。
消費税額及び地方消費税額を含まない。）

　⑵�　198品目　2,795,462円（落札品目の単価の合計額。
消費税額及び地方消費税額を含まない。）

　⑶�　309品目　6,510,698円（落札品目の単価の合計額。
消費税額及び地方消費税額を含まない。）

　⑷�　71品目　793,646円（落札品目の単価の合計額。
消費税額及び地方消費税額を含まない。）

　⑸�　56品目　3,169,210円（落札品目の単価の合計額。
消費税額及び地方消費税額を含まない。）

　⑹�　１品目　1,230円（落札品目の単価の合計額。消
費税額及び地方消費税額を含まない。）

６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　入札の公告（公示）を行った日
　　令和５年１月25日

消 防 局 訓 令

川崎市消防局訓令第４号
局　内　一　般
消　　防　　署

　川崎市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に
関する法律事務処理要綱を次のように定める。
　　令和５年３月27日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一
　　　川崎市液化石油ガスの保安の確保及び取引
　　　の適正化に関する法律事務処理要綱

　　令和５年３月27日
消防局訓令第４号

　（趣旨）
第�１条　この要綱は、液化石油ガスの保安の確保及び取
引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号。以
下「法」という。）、液化石油ガスの保安の確保及び取
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引の適正化に関する法律施行令（昭和43年政令第14号。
以下「政令」という。）及び液化石油ガスの保安の確
保及び取引の適正化に関する法律施行規則（平成９年
通商産業省令第11号。以下「省令」という。）の施行
に関し、必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第�２条　この要綱で使用する用語の意義は、法、政令及
び省令（以下「法令」という。）で使用する用語の例
による。
　（専決事項）
第�３条　法令及びこの要綱に基づき市長の執行する液化
石油ガス規制事務に係る消防局長等の専決事項は、別
表のとおりとする。
　（販売事業の登録の申請等）
第�４条　市長は、法第３条第１項の規定による液化石油
ガス販売事業の登録の申請があったときは、申請書の
内容を審査し、必要により検査又は関係者に対する質
問（以下「検査等」という。）を行うものとする。
２�　前項の申請に対し、液化石油ガス販売事業者登録簿
（第１号様式。以下「登録簿」という。）に登録をした
ときは、液化石油ガス販売事業登録通知書（第２号様
式）により申請者に通知し、登録を拒否したときは液
化石油ガス販売事業登録拒否通知書（第３号様式）に
より申請者に通知するものとする。
３�　省令第５条の２第２項の規定により、液化石油ガス
販売事業の適切な実施が著しく困難となった旨を届け
出ようとする者は、業務適正実施困難者届書（第４号
様式）を市長に提出するものとする。
４�　市長は、前項の規定による業務適正実施困難者の届
出があったときは、届出書の内容を確認し、必要によ
り検査等を行うものとし、省令で定める要件に該当し
ないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を
行うものとする。
　（登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求）
第�５条　市長は、法第３条の２第３項の規定による登録
簿の謄本の交付又は閲覧の請求があったときは、請求
書の内容を確認し、登録簿の謄本の交付又は閲覧に支
障がないと認めるときは、登録簿の謄本を請求者に交
付し、又は登録簿を請求者に閲覧させるものとする。
　（登録行政庁の変更の場合の届出）
第�６条　市長は、法第６条の規定による登録行政庁の変
更の届出があったときは、届出書の内容を確認し、同
条第２号又は第３号に定める要件に該当しないと認め
るときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものと
する。
　（販売所等の変更の届出）
第�７条　市長は、法第８条の規定による販売所等の変更
の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要

により検査等を行うものとし、法第４条第１項各号の
いずれかに該当すると認め、又は法第11条の規定によ
る貯蔵施設が省令で定める技術上の基準に適合しない
と認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行う
ものとする。
　（液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出）
第�８条　市長は、法第10条第３項の規定による液化石油
ガス販売事業者の地位の承継の届出があったときは、
届出書の内容を確認し、法第４条第１項各号のいずれ
かに該当すると認めるときは、届出者に対し、必要な
指示等を行うものとする。
　（業務主任者の選任又は解任の届出）
第�９条　市長は、法第19条第２項の規定による業務主任
者の選任又は解任の届出があったときは、届出書の内
容を確認し、選任された者が同条第１項に定める要件
を満たしていないと認めるときは、届出者に対し、必
要な指示等を行うものとする。
　（業務主任者の代理者の選任又は解任の届出）
第�10条　市長は、法第21条第２項の規定による業務主任
者の代理者の選任又は解任の届出があったときは、届
出書の内容を確認し、選任された者が同条第１項に定
める要件を満たしていないと認めるときは、届出者に
対し、必要な指示等を行うものとする。
　（液化石油ガス販売事業の廃止の届出）
第�11条　市長は、法第23条の規定による液化石油ガス販
売事業の廃止の届出があったときは、届出書の内容を
確認し、必要により検査等を行うものとし、公共の福
祉の増進又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれ
があると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等
を行うものとする。
　（保安機関の認定の申請）
第�12条　市長は、法第29条第２項の規定による保安機関
の認定の申請があったときは、申請書の内容を審査し、
必要により検査等を行うものとする。
２�　前項の申請に対し、保安機関の認定をしたときは、
保安機関認定書（第５号様式）を申請者に交付し、認
定しないときは保安機関不認定通知書（第６号様式）
により申請者に通知するものとする。
　（保安機関の認定の更新の申請）
第�13条　市長は、法第32条第２項により準用する法第29
条第２項の規定による保安機関の認定の更新の申請が
あったときは、申請書の内容を審査し、必要により検
査等を行うものとする。
２�　前項の申請に対し、保安機関の認定の更新をしたと
きは、保安機関更新認定書（第７号様式）を申請者に
交付し、認定しないときは保安機関更新不認定通知書
（第８号様式）により申請者に通知するものとする。
　（一般消費者等の数の増加の認可の申請等）
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第�14条　市長は、法第33条第１項の規定による保安業務
に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請があった
ときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を
行うものとする。
２�　前項の申請に対し、保安業務に係る一般消費者等の
数の増加の認可をしたときは、一般消費者等の数の増
加の認可書（第９号様式）を申請者に交付し、認可し
ないときは一般消費者等の数の増加の不認可通知書
（第10号様式）により申請者に通知するものとする。
３�　市長は、法第33条第２項の規定による保安業務に係
る一般消費者等の数の減少の届出があったときは、届
出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものと
し、同条同項に定める要件に該当しないと認めるとき
は、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
４�　前項の届出に対し、認定番号の変更があったときは、
認定番号変更通知書（第11号様式）により届出者に通
知するものとする。
　（保安業務規程の制定又は変更の認可の申請）
第�15条　市長は、法第35条第１項の規定による保安業務
規程の制定又は変更の認可の申請があったときは、申
請書及び保安業務規程の内容を審査し、必要により検
査等を行うものとする。
２�　前項の申請に対し、保安業務規程の制定又は変更の
認可をしたときは、保安業務規程制定・変更認可書（第
12号様式）を申請者に交付し、認可しないときは保安
業務規程制定・変更不認可通知書（第13号様式）によ
り申請者に通知するものとする。
　（認定行政庁の変更の場合の届出）
第�16条　市長は、法第35条の４において準用する法第６
条の規定による認定行政庁の変更の届出があったとき
は、届出書の内容を確認し、同条第２号又は第３号に
定める要件に該当しないと認めるときは、届出者に対
し、必要な指示等を行うものとする。
　（保安機関の変更の届出）
第�17条　市長は、法第35条の４において準用する法第８
条の規定による保安機関の変更の届出があったときは、
届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うもの
とし、法第30条各号のいずれかに該当すると認めると
きは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
　（保安機関の地位の承継の届出）
第�18条　市長は、法第35条の４において準用する法第10
条第３項の規定による保安機関の地位の承継の届出が
あったときは、届出書の内容を確認し、法第30条各号
のいずれかに該当すると認めるときは、届出者に対し、
必要な指示等を行うものとする。
２�　前項の届出に対し、認定番号の変更があったときは、
第14条第４項の例により処理するものとする。
　（保安業務の廃止の届出）

第�19条　市長は、法第35条の４において準用する法第23
条の規定による保安業務の廃止の届出があったときは、
届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うもの
とし、公共の福祉の増進又は災害の発生の防止に支障
を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出者に対し、
必要な指示等を行うものとする。
　（液化石油ガス販売事業者の認定の申請）
第�20条　市長は、法第35条の６第１項の規定による液化
石油ガス販売事業者の認定の申請があったときは、申
請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものと
する。
２�　前項の申請に対し、液化石油ガス販売事業者の認定
をしたときは、液化石油ガス販売事業者認定書（第14
号様式）を申請者に交付するとともに法第88条第３項
の規定により公示するものとし、認定しないときは液
化石油ガス販売事業者不認定通知書（第15号様式）に
より申請者に通知するものとする。
　（認定液化石油ガス販売事業者の報告）
第�21条　市長は、法第35条の７の規定による認定液化石
油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費
者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の数の
報告があったときは、報告書の内容を確認し、省令で
定める要件に該当しないと認めるときは、報告者に対
し、必要な指示等を行うものとする。
　（貯蔵施設等の設置の許可の申請）
第�22条　市長は、法第36条第１項の規定による貯蔵施設
又は特定供給設備（以下「貯蔵施設等」という。）の
設置の許可の申請があったときは、申請書の内容を審
査し、必要により検査等を行うものとする。
２�　前項の申請に対し、貯蔵施設等の設置を許可したと
きは、貯蔵施設等設置許可書（第16号様式）を申請者
に交付し、許可しないときは貯蔵施設等設置不許可通
知書（第17号様式）により申請者に通知するものとす
る。
　（貯蔵施設等の変更の許可の申請等）
第�23条　市長は、法第37条の２第１項の規定による貯蔵
施設等の変更の許可の申請があったときは、申請書の
内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
２�　前項の申請に対し、貯蔵施設等の変更の許可をした
ときは、貯蔵施設等変更許可書（第18号様式）を申請
者に交付し、許可しないときは貯蔵施設等変更不許可
通知書（第19号様式）により申請者に通知するものと
する。
３�　市長は、法第37条の２第２項の規定による貯蔵施設
等の軽微な変更の届出があったときは、届出書の内容
を確認し、必要により検査等を行うものとし、省令で
定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、
届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
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　（貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査の申請等）
第�24条　市長は、法第37条の３第１項本文の規定による
貯蔵施設等の完成検査の申請があったときは、申請書
の内容を審査し、完成検査を行うものとする。
２�　前項の完成検査を行った結果、貯蔵施設等が省令で
定める技術上の基準に適合していると認めるときは、
省令で定める貯蔵施設等完成検査証を申請者に交付し、
技術上の基準に適合していないと認めるときは貯蔵施
設等完成検査不適合通知書（第20号様式）により申請
者に通知するものとする。
３�　市長は、法第37条の３第１項ただし書の規定により、
貯蔵施設等につき、協会又は指定完成検査機関が行う
完成検査を受けた旨の届出があったときは、届出書の
内容を確認し、当該完成検査に係る許可の内容と異な
ると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行
うものとする。
４�　市長は、法第37条の３第２項の規定により、貯蔵施
設等につき、協会又は指定完成検査機関が行った完成
検査の結果の報告があったときは、報告書及び完成検
査の記録の内容を確認し、省令で定める技術上の基準
に適合していないと認めるときは、当該完成検査を受
けた者に対し、必要な指示等を行うものとする。
　（充てん設備の許可の申請）
第�25条　市長は、法第37条の４第１項の規定による充て
ん設備の許可の申請があったときは、申請書の内容を
審査し、必要により検査等を行うものとする。
２�　前項の申請に対し、充てん設備の許可をしたときは、
充てん設備許可書（第21号様式）を申請者に交付し、
許可しないときは充てん設備不許可通知書（第22号様
式）により申請者に通知するものとする。
　（充てん設備の変更の許可の申請等）
第�26条　市長は、法第37条の４第３項において準用する
法第37条の２第１項の規定による充てん設備の変更の
許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、
必要により検査等を行うものとする。
２�　前項の申請に対し、充てん設備の変更の許可をした
ときは、充てん設備変更許可書�（第23号様式）を申請
者に交付し、許可しないときは充てん設備変更不許可
通知書（第24号様式）により申請者に通知するものと
する。
３�　市長は、法第37条の４第３項において準用する法第
37条の２第２項の規定による充てん設備の軽微な変更
の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要
により検査等を行うものとし、省令で定める技術上の
基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、
必要な指示等を行うものとする。
　（充てん設備の完成検査の申請等）
第�27条　市長は、法第37条の４第４項において準用する

法第37条の３第１項本文の規定による充てん設備の完
成検査の申請があったときは、申請書の内容を審査し、
完成検査を行うものとする。
２�　前項の完成検査を行った結果、充てん設備が省令で
定める技術上の基準に適合していると認めるときは、
省令で定める充てん設備完成検査証を申請者に交付し、
技術上の基準に適合していないと認めるときは充てん
設備完成検査不適合通知書（第25号様式）により申請
者に通知するものとする。
３�　市長は、法第37条の４第４項において準用する法第
37条の３第１項ただし書の規定により、充てん設備に
つき、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受
けた旨の届出があったときは、届出書の内容を確認し、
当該完成検査に係る許可の内容と異なると認めるとき
は、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
４�　市長は、法第37条の４第４項において準用する法第
37条の３第２項の規定により、充てん設備につき、協
会又は指定完成検査機関が行った完成検査の結果の報
告があったときは、報告書及び完成検査の記録の内容
を確認し、省令で定める技術上の基準に適合していな
いと認めるときは、当該完成検査を受けた者に対し、
必要な指示等を行うものとする。
　（充てん設備の保安検査の申請等）
第�28条　市長は、法第37条の６第１項本文の規定による
充てん設備の保安検査の申請があったときは、申請書
の内容を審査し、保安検査を行うものとする。
２�　前項の保安検査を行った結果、充てん設備が省令で
定める技術上の基準に適合していると認めるときは、
省令で定める充てん設備保安検査証を申請者に交付し、
技術上の基準に適合していないと認めるときは、充て
ん設備保安検査不適合通知書（第26号様式）により申
請者に通知するものとする。
３�　市長は、法第37条の６第１項ただし書の規定により、
充てん設備につき、協会又は指定保安検査機関が行う
保安検査を受けた旨の届出があったときは、届出書の
内容を確認し、定期に保安検査を受けていないと認め
るときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものと
する。
４�　市長は、法第37条の６第３項の規定により、充てん
設備につき、協会又は指定保安検査機関が行った保安
検査の結果の報告があったときは、報告書及び保安検
査の記録の内容を確認し、省令で定める技術上の基準
に適合していないと認めるときは、当該保安検査を受
けた者に対し、必要な指示等を行うものとする。
５�　省令第81条第２項の規定により、充てん設備の使用
を休止し、又は再び使用しようとする日を届け出よう
とする者は、充てん設備使用休止・再開届書（第27号
様式）に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
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６�　市長は、前項の規定による充てん設備の使用を休止
又は再び使用しようとする届出があったときは、届出
書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、
公共の福祉の増進又は災害の発生の防止に支障を及ぼ
すおそれがあると認めるときは、届出者に対し、必要
な指示等を行うものとする。
　（液化石油ガス設備工事の届出）
第�29条　市長は、法第38条の３の規定による液化石油ガ
ス設備工事の届出があったときは、届出書の内容を確
認し、必要により検査等を行うものとし、同条に定め
る要件に該当しないと認めるときは、届出者に対し、
必要な指示等を行うものとする。
　（特定液化石油ガス設備工事の事業の開始等の届出）
第�30条　市長は、法第38条の10第１項の規定による特定
液化石油ガス設備工事事業の開始の届出があったとき
は、届出書の内容を確認し、同条同項に定める要件に
該当しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指
示等を行うものとする。
２�　市長は、法第38条の10第２項の規定による特定液化
石油ガス設備工事事業の変更の届出があったときは、
届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うもの
とし、同条第１項に定める要件に該当していないと認
めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うもの
とする。
３�　市長は、法第38条の10第２項の規定による特定液化
石油ガス設備工事事業の廃止の届出があったときは、
届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うもの
とし、公共の福祉の増進又は災害の発生の防止に支障
を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出者に対し、
必要な指示等を行うものとする。
　（事故の届出等）
第�31条　高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号。以下「高
圧法」という。）第63条第１項の規定により、事故を
届け出ようとする者は、液化石油ガス保安規則（昭和
41年通商産業省令第52号以下「液石則」という。）第
96条で定める事故届書に必要書類を添えて市長に提出
するものとする。
　（液化石油ガス販売事業者等の報告）
第�32条　次の各号に掲げる者は、省令第132条の規定に
より報告を行うときは、それぞれ当該各号に定める様
式による報告書を市長に提出するものとする。
　⑴�　液化石油ガス販売事業者　液化石油ガス販売事業
報告書（第28号様式）

　⑵�　保安機関　保安業務実施状況報告書（第29号様式）
　⑶�　充てん事業者　充塡事業報告書（第30号様式）
　（関係行政機関への通報等）
第�33条　市長は、法第87条第１項の規定により通報を行
うときは、必要書類を神奈川県公安委員会に提出する

ものとする。
２�　市長は、高圧法第74条第４項の規定により報告を行
うときは、液石則で定める事故報告書に必要書類を添
えて関東東北産業保安監督部長に提出するものとする。
　（許可申請等の取下げ等の届出）
第�34条　法の規定による許可等の申請をした者は、許可
等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、
許可申請等取下げ・取りやめ届書（第31号様式）を市
長に提出するものとする。
２�　法第36条第１項、第37条の２第１項本文又は第37条
の４第１項若しくは第３項の許可を受けた者は、貯蔵
施設等若しくは充てん設備の設置又は変更を取りやめ
ようとするときは、許可申請等取下げ・取りやめ届書
に当該許可証等を添えて市長に提出するものとする。
　（許可等の証明の申請）
第�35条　液化石油ガス販売事業者、保安機関、認定液化
石油ガス販売事業者、充てん事業者、液化石油ガス設
備工事をした者又は特定液化石油ガス設備工事事業者
は、法の規定による許可等を受けていること又は届出
をしていることの証明を受けようとするときは、許可
等証明申請書（第32号様式）を市長に提出するものと
する。
　（申請書等の提出部数）
第�36条　法令及びこの要綱に規定する申請書、届出書、
報告書及びこれらに添付する図書の提出部数は、それ
ぞれ２部（法第36条第１項、第37条の２第１項本文又
は第37条の４第１項若しくは第３項の許可（法第37条
の３第１項ただし書の規定により、高圧法第20条第１
項で定める協会又は指定完成検査機関が行う完成検査
を受けようとするものに限る。）の申請書については
３部）とする。
　（委任）
第�37条　この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定め
る。
　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
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３

５
条

の
４

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

２
３

条

の
規

定
に

よ
る

保
安

業
務

の
廃

止
の

届
出

に
関

す
る

こ

と
。

 
 

 
○

 

18
 

 
法

第
３

５
条

の
６

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
液

化
石

油

ガ
ス

販
売

事
業

者
の

認
定

に
関

す
る
こ

と
。

 
特

に
重
要

 
な

も
の

 
重

要
な

 
も

の
 

一
般

的
な

も
の

 

19
 

 
法

第
３

５
条

の
７

の
規

定
に

よ
る

認
定

販
売

事
業

者

の
報

告
に

関
す

る
こ

と
。

 
 

 
○

 

20
 

 
法

第
３

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
貯

蔵
施

設
等

の

設
置

の
許

可
若

し
く

は
法

第
３

７
条

の
２

第
１

項
の

規

定
に

よ
る

貯
蔵

施
設

等
の

変
更

の
許

可
又

は
当

該
許

可

に
係

る
法

第
３

７
条

の
３

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
完

成

検
査

の
申

請
に

関
す

る
こ

と
。

 

特
に

重
要

 
な

も
の

 
重

要
な

 
も

の
 

一
般

的
な

も
の

 

21
 

 
法

第
３

７
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
貯

蔵
施

設

等
の

軽
微

な
変

更
の
届
出

に
関

す
る
こ

と
。

 
 

 
○

 

22
 

 
法

第
３

７
条

の
３

第
１

項
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

る

協
会

又
は

指
定

完
成

検
査

機
関

が
行

う
完

成
検

査
を

受

け
た

旨
の

届
出

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 

23
 

 
法

第
３

７
条

の
３

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
協

会
又

は

指
定

完
成

検
査

機
関

が
行

っ
た

完
成

検
査

の
結

果
の

報

告
に

関
す

る
こ

と
。

 
 

 
○

 

24
 

 
法

第
３

７
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
充

て
ん

設

備
の

許
可

若
し

く
は

法
第

３
７

条
の

４
第

３
項

に
お

い

て
準

用
す

る
法

第
３

７
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

る

充
て

ん
設

備
の

変
更

の
許

可
又

は
当

該
許

可
に

係
る

法

第
３

７
条

の
４

第
４

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
３

７

条
の

３
第

１
項

本
文

の
規

定
に

よ
る

充
て

ん
設

備
の

完

特
に

重
要

 
な

も
の

 
重

要
な

 
も

の
 

一
般

的
な

も
の

 

別
表

 

専
 

決
 

事
 

項
 

局
 

長
 

部
 

長
 

課
 

長
 

１
 

法
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
の

登
録

の
申

請
に

関
す

る
こ
と

。
 

特
に

重
要

 
な

も
の

 
重

要
な

 
も

の
 

一
般

的
な

も
の

 

２
 

省
令

第
５

条
の

２
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事
業

の
適

切
な

実
施

が
著

し
く

困
難

と
な

っ

た
旨

の
届

出
に

関
す

る
こ

と
。

 
 

 
○

 

３
 

法
第

３
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

登
録

簿
の

謄
本

の
交

付
又

は
閲

覧
の

請

求
に

関
す

る
こ

と
。

 
 

 
○

 

４
 

法
第

６
条

の
規

定
に

よ
る

登
録

行
政

庁
の

変
更

の
届

出
に

関
す

る
こ

と
。

 
 

 
○

 

５
 

法
第

８
条

の
規

定
に

よ
る

販
売

所
等

の
変

更
の

届
出

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 

６
 

 
法

第
１

０
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
液

化
石

油
ガ

ス

販
売

事
業

者
の

地
位

の
承

継
の

届
出
に

関
す

る
こ

と
。

 
 

 
○

 

７
 

 
法

第
１

９
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
業

務
主

任
者

の

選
任

又
は

解
任

の
届

出
に

関
す

る
こ
と

。
 

 
 

○
 

８
 

 
法

第
２

１
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
業

務
主

任
者

の

代
理

者
の

選
任

又
は

解
任

の
届

出
に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 

９
 

 
法

第
２

３
条

の
規

定
に

よ
る

液
化

石
油

ガ
ス

販
売

事

業
の

廃
止

の
届

出
に

関
す

る
こ

と
。

 
 

 
○

 

10
 

 
法

第
２

９
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
保

安
機

関
の

認

定
又

は
法

第
３

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
保

安
機

関

の
認

定
の

更
新

の
申

請
に

関
す

る
こ
と

。
 

特
に

重
要

 
な

も
の

 
重

要
な

 
も

の
 

一
般

的
な

も
の

 

11
 

 
法

第
３

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
保

安
業

務
に

係

る
一

般
消

費
者

等
の

増
加

の
認

可
の

申
請

に
関

す
る

こ

と
。

 
 

 
○

 

12
 

 
法

第
３

３
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
保

安
業

務
に

係

る
一

般
消

費
者

等
の

減
少

の
届

出
に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 

13
 

 
法

第
３

５
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
保

安
業

務
規

程

の
制

定
又

は
変

更
の

認
可

の
申

請
に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2399 －

 

と
。

 

38
 

 
要

綱
第

３
４

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

等
の

申

請
の

取
り

下
げ

の
届

出
に

関
す

る
こ
と

。
 

 
 

○
 

39
 

 
要

綱
第

３
４

項
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

貯
蔵

施
設

等

若
し

く
は

充
て

ん
設

備
の

設
置

又
は

変
更

の
取

り
や

め

の
届

出
に

関
す

る
こ

と
。

 
 

 
○

 

40
 

 
要

綱
第

３
５

条
の

規
定

に
よ

る
許

可
等

を
受

け
て

い

る
こ

と
又

は
届

出
を

し
て

い
る

こ
と

の
証

明
の

申
請

に

関
す

る
こ

と
。

 
 

 
○

 

成
検

査
の

申
請

に
関

す
る

こ
と

。
 

25
 

 
法

第
３

７
条

の
４

第
４

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第

３
７

条
の

３
第

１
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
る

協
会

又

は
指

定
完

成
検

査
機

関
が

行
う

完
成

検
査

を
受

け
た

旨

の
届

出
に

関
す

る
こ

と
。

 

 
 

○
 

26
 

 
法

第
３

７
条

の
４

第
４

項
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第

３
７

条
の

３
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

協
会

又
は

指
定

完

成
検

査
機

関
が

行
っ

た
完

成
検

査
の

結
果

の
報

告
に

関

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 

27
 

 
法

第
３

７
条

の
６

第
１

項
本

文
の

規
定

に
よ

る
保

安

検
査

の
申

請
に

関
す

る
こ

と
。

 
 

 
○

 

28
 

 
法

第
３

７
条

の
６

第
１

項
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

る

協
会

又
は

指
定

保
安

検
査

機
関

が
行

う
保

安
検

査
を

受

け
た

旨
の

届
出

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 

29
 

省
令

第
８

１
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
充

て
ん

設
備

の
使

用
の

休
止

又
は

再
開

の
届

出
に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 

30
 

 
法

第
３

７
条

の
６

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
協

会
又

は

指
定

保
安

検
査

機
関

が
行

う
保

安
検

査
の

結
果

の
報

告

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 

31
 

 
法

第
３

８
条

の
３

の
規

定
に

よ
る

液
化

石
油

ガ
ス

設

備
工

事
の

届
出

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 

32
 

 
法

第
３

８
条

の
１

０
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

特
定

液

化
石

油
ガ

ス
設

備
工

事
事

業
の

開
始

の
届

出
に

関
す

る

こ
と

。
 

 
 

○
 

33
 

 
法

第
３

８
条

の
１

０
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

特
定

液

化
石

油
ガ

ス
設

備
工

事
事

業
の

変
更

又
は

廃
止

の
届

出

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 

34
 

 
高

圧
法

第
６

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
事

故
の

届

出
に

関
す

る
こ

と
。

 
○

 
 

 

35
 

 
高

圧
法

第
７

４
条

第
４

項
の

規
定

に
よ

る
報

告
に

関

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 

36
 

 
法

第
８

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
通

報
に

関
す

る

こ
と

。
 

 
 

○
 

37
 
 

 
 

 
 

省
令

第
１

３
２

条
の

規
定

に
よ

る
報

告
に

関
す

る
こ

 
 

○
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第
１
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

 
 

液
 
化
 
石
 
油
 
ガ
 
ス
 
販
 
売
 
事
 
業
 
者
 
登
 
録
 
簿

 
川
 
崎
 
市

 
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の

氏
名
又
は
名
称

 
 

代
表
者
氏
名

 
 

住
所
（
本
社
）

 
 

登
録
年
月
日

 
 

登
録
番
号

 
 

販
売
所
の
名
称

 
販
売
所
の
所
在
地

 
連
絡
先
（
電
話
番
号
等
）

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

様
式
目
次
 

様
式

番
号
 

名
 
 
 
称
 

関
係
条
文
 

１
 

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
登
録
簿
 

第
４
条
第
２
項
 

２
 

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
登
録
通
知
書
 

第
４
条
第
２
項
 

３
 

液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
登
録
拒
否
通
知
書
 

第
４
条
第
２
項
 

４
 

業
務
適
正
実
施
困
難
者
届
書
 

第
４
条
第
３
項
 

５
 

保
安
機
関
認
定
書
 

第
１
２
条
第
２
項
 

６
 

保
安
機
関
不
認
定
通
知
書
 

第
１
２
条
第
２
項
 

７
 

保
安
機
関
更
新
認
定
書
 

第
１
３
条
第
２
項
 

８
 

保
安
機
関
更
新
不
認
定
通
知
書
 

第
１
３
条
第
２
項
 

９
 

一
般
消
費
者
等
の
数
の
増
加
の
認
可
書
 

第
１
４
条
第
２
項
 

１
０
 
一
般
消
費
者
等
の
数
の
増
加
の
不
認
可
通
知
書
 

第
１
４
条
第
２
項
 

１
１
 
認
定
番
号
変
更
通
知
書
 

第
１
４
条
第
４
項
、
第
１
８
条
第
２
項
 

１
２
 
保
安
業
務
規
程
制
定
・
変
更
認
可
書
 

第
１
５
条
第
２
項
 

１
３
 
保
安
業
務
規
程
制
定
・
変
更
不
認
可
通
知
書
 

第
１
５
条
第
２
項
 

１
４
 
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
認
定
書
 

第
２
０
条
第
２
項
 

１
５
 
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
不
認
定
通
知
書
 

第
２
０
条
第
２
項
 

１
６
 
貯
蔵
施
設
等
設
置
許
可
書
 

第
２
２
条
第
２
項
 

１
７
 
貯
蔵
施
設
等
設
置
不
許
可
通
知
書
 

第
２
２
条
第
２
項
 

１
８
 
貯
蔵
施
設
等
変
更
許
可
書
 

第
２
３
条
第
２
項
 

１
９
 
貯
蔵
施
設
等
変
更
不
許
可
通
知
書
 

第
２
３
条
第
２
項
 

２
０
 
貯
蔵
施
設
等
完
成
検
査
不
適
合
通
知
書
 

第
２
４
条
第
２
項
 

２
１
 
充
て
ん
設
備
許
可
書
 

第
２
５
条
第
２
項
 

２
２
 
充
て
ん
設
備
不
許
可
通
知
書
 

第
２
５
条
第
２
項
 

２
３
 
充
て
ん
設
備
変
更
許
可
書
 

第
２
６
条
第
２
項
 

２
４
 
充
て
ん
設
備
変
更
不
許
可
通
知
書
 

第
２
６
条
第
２
項
 

２
５
 
充
て
ん
設
備
完
成
検
査
不
適
合
通
知
書
 

第
２
７
条
第
２
項
 

２
６
 
充
て
ん
設
備
保
安
検
査
不
適
合
通
知
書
 

第
２
８
条
第
２
項
 

２
７
 
充
て
ん
設
備
使
用
休
止
・
再
開
届
書
 

第
２
８
条
第
５
項
 

２
８
 
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
報
告
書
 

第
３
２
条
第
１
号
 

２
９
 
保
安
業
務
実
施
状
況
報
告
書
 

第
３
２
条
第
１
号
 

３
０
 
充
塡
事
業
報
告
書
 

第
３
２
条
第
１
号
 

３
１
 
許
可
申
請
等
取
下
げ
・
取
り
や
め
届
書
 

第
３
４
条
 

３
２
 
許
可
等
証
明
申
請
書
 

第
３
５
条
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第
３
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

 
 

液
化

石
油
ガ

ス
販
売
事

業
登

録
拒

否
通
知
書

 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 
 
 

号
 

 
住

所
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏
名

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
様

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

所
在
地
 

川
崎
市

 
 

 
 

 
 
 

年
 

 
月
 
 

日
付

け
で

申
請
の

あ
り
ま
し
た

液
化
石

油
ガ
ス

販
売
事
業

に
つ

い
て

は
、

次
の
理

由
に
よ

り
登
録
を

拒
否

し
ま

す
の
で
通

知
し
ま

す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

 
 

 
 

 
理

 
由

 
        教

示
 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が
あ

る
場

合
は
、
こ
の

処
分

が
あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、
川
崎

市
長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処
分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日
（
前

記
の

審
査

請
求

を
し
た
場

合
に

は
、
当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算
し
て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し
て

（
川

崎
市

長
が

被
告

の
代
表

者
と

な
り

ま
す

。）
提

起
す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

第
２
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

 
 

液
化

石
油
ガ

ス
販
売
事

業
登

録
通

知
書

 

川
崎

市
指
令

消
  

第
 

 
 
号

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 様

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
り
ま
し

た
液

化
石

油
ガ
ス

販
売
事
業
に

つ
い

て
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引

の
適
正
化

に
関

す
る

法
律
第

３
条
第
１

項
の

規
定
に
よ
り
登
録
し
ま
す
。

 
   

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 
 

印
 

 
  

 
 
１
 

登
録
番
号

 
 

２
 

販
売
所
の
名
称
及
び
所
在
地
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－ 2402 －

第
５
号
様
式
（
第
１
２
条
関
係
）

 
 

保
安

機
関
認

定
書

 川
崎

市
指
令

消
  

第
 
 
 

号
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

住
所

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

氏
名

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 様

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
年
 

 
月
 
 

日
付

け
で

申
請
の

あ
り
ま
し

た
保

安
業
務

に
つ
い
て
は
、

液
化

石

油
ガ

ス
の
保

安
の
確

保
及
び
取

引
の

適
正

化
に
関

す
る
法
律

第
２

９
条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り

認
定

し
ま
す

。
 

   
 

 
 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 
 

印
 

 
  

  １
 
認

定
番

号
 

 ２
 
保

安
機

関
の
名
称
及
び
所
在
地

 
 

３
 
認

定
に

係
る
保

安
業
務
区

分
及

び
一

般
消
費

者
等
の
数

 
 ４

 
認

定
の

有
効
期

限
 

 
  

第
４
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
 

 

業
務

適
正
実

施
困
難
者

届
書

 

（
宛
先
）
川
崎
市
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
届
出
者
 
住
所
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

氏
名
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
（
対
象
者
と
の

関
係

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏
名

又
は

名
称

 
  

住
所

（
本

社
）

 
  

登
録

番
号

 
  

対
象

者
の

役
職

・
氏

名
 

  

※
 受

 付
 欄

 
※

 経
 過

 欄
 

     

 

備
考

 

１
 

こ
の

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

と
し

て
く

だ
さ

い
。

 

２
 

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

名
称

、
代

表
者

氏
名

及
び

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
 

３
 

規
則

第
５

条
の

２
第

２
項

に
該

当
す

る
者

に
つ

い
て

、
そ

の
病

名
、
障

害
の

程
度

、
病

因
、
病

後
の

経
過

、
 

治
癒

の
見

込
み

そ
の

他
参

考
と

な
る

所
見

を
記

載
し

た
医

師
の

診
断

書
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

４
 

※
印

の
欄

は
、

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
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第
７
号
様
式
（
第
１
３
条
関
係
）

 
 

保
安

機
関
更

新
認
定
書

 

川
崎

市
指
令

消
  

第
 
 
 

号
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

住
所

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

氏
名

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 様

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
年
 

 
月
 
 

日
付

け
で

申
請
の

あ
り
ま
し

た
保

安
業
務

に
つ
い
て
は
、

液
化

石

油
ガ

ス
の
保

安
の
確

保
及
び
取

引
の

適
正

化
に
関

す
る
法
律

第
３

２
条

第
１
項

の
規
定
に
よ
り

認
定

し
ま
す

。
 

   
 

 
 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 
 

印
 

 
  

  １
 
認

定
番

号
 

 ２
 
保

安
機

関
の
名
称
及
び
所
在
地

 
 

３
 
認

定
に

係
る
保

安
業
務
区

分
及

び
一

般
消
費

者
等
の
数

 
 ４

 
認

定
の

有
効
期

限
 

 
  

第
６
号
様
式
（
第
１
２
条
関
係
）

 
 

保
安

機
関
不

認
定
通
知
書

 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 

 
 
号

 
 

住
所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
氏
名

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
様

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
所
在
地

 
川
崎
市

 
 
 
 
 
 

 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ

り
ま
し

た
保

安
業

務
に
つ

い
て
は
、

次
の

理
由

に
よ
り
認
定
し
ま
せ
ん
の
で
通
知
し
ま
す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

 
 

 
 
 
理
 
由

 
        教

示
 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が
あ

る
場

合
は
、
こ
の

処
分

が
あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、
川
崎

市
長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処
分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日
（
前

記
の

審
査

請
求

を
し
た
場

合
に

は
、
当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算
し
て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し
て

（
川

崎
市

長
が

被
告

の
代
表

者
と

な
り

ま
す

。）
提

起
す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
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第
９
号
様
式
（
第
１
４
条
関
係
）

 
 

一
般

消
費
者

等
の
数
の

増
加

の
認

可
書

 

川
崎

市
指
令

消
  

第
 
 
 

号
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

住
所

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

氏
名

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 様

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
年
 

 
月
 
 

日
付

け
で

申
請
の

あ
り
ま
し

た
一

般
消

費
者
等

の
数
の
増

加
に

つ

い
て

は
、
液

化
石
油

ガ
ス
の
保

安
の

確
保

及
び
取

引
の
適
正

化
に

関
す

る
法
律

第
３
３
条

第
１

項
の

規
定
に

よ
り
認

可
し
ま
す
。

 
   

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 
 

印
 

 
  

  １
 
認

定
の

年
月
日

及
び
認
定

番
号

 
 ２

 
保

安
機

関
の
名

称
及
び
所
在
地

 
 ３

 
一

般
消

費
者
等

の
数
の
増

加
に

係
る

保
安
業

務
区
分
ご

と
の

一
般
消
費
者
等

の
数

 
 

 

第
８
号
様
式
（
第
１
３
条
関
係
）

 
 

保
安

機
関
更

新
不
認
定

通
知

書
 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 

 
 
号

 
 

住
所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
氏
名

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
様

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
所
在
地

 
川
崎
市

 
 
 
 
 
 

 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ

り
ま
し

た
保

安
業

務
に
つ

い
て
は
、

次
の

理
由

に
よ
り
認
定
し
ま
せ
ん
の
で
通
知
し
ま
す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

 
 

 
 
 
理
 
由

 
        教

示
 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が
あ

る
場

合
は
、
こ
の

処
分

が
あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、
川
崎

市
長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処
分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日
（
前

記
の

審
査

請
求

を
し
た
場

合
に

は
、
当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算
し
て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し
て

（
川

崎
市

長
が

被
告

の
代
表

者
と

な
り

ま
す

。）
提

起
す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
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第
１
１
号
様
式
（
第
１
４
条
、
第
１
８
条
関
係
）

 
 

認
定

番
号
変

更
通
知
書

 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 
 
 

号
 

 
住

所
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏
名

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
様

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 
 

 
年
 

 
月
 
 

日
付

け
で

あ
り
ま

し
た
 
 

 
 

 
 

の
届
出

に
よ
り
、

認
定

番
号

が
変

更
さ
れ

ま
し
た

の
で
通
知

し
ま

す
。

 
 

 
 

 
 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

  変
更

後
の
認

定
番
号

 
         

第
１
０
号
様
式
（
第
１
４
条
関
係
）

 
 

一
般

消
費
者

等
の
数
の

増
加

の
不

認
可
通
知
書

 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 

 
 
号

 
 

住
所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
氏
名

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
様

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
所
在
地

 
川
崎
市

 
 
 
 
 
 

 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ

り
ま
し

た
一

般
消

費
者
等

の
数
の
増

加
に

つ
い

て
は
、
次
の
理
由
に
よ
り
認
可
し
ま
せ
ん
の
で
通
知

し
ま
す

。
 

  
 

 
 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

 
 

 
 
 
理
 
由

 
        教

示
 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が
あ

る
場

合
は
、
こ
の

処
分

が
あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、
川
崎

市
長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処
分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日
（
前

記
の

審
査

請
求

を
し
た
場

合
に

は
、
当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算
し
て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し
て

（
川

崎
市

長
が

被
告

の
代
表

者
と

な
り

ま
す

。）
提

起
す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
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第
１
３
号
様
式
（
第
１
５
条
関
係
）

 
 

保
安

業
務
規

程
制
定
・

変
更

不
認

可
通
知
書

 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 
 
 

号
 

 
住

所
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏
名

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
様

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

所
在
地
 

川
崎
市

 
 

 
 

 
 
 

年
 

 
月
 
 

日
付

け
で

申
請
の

あ
り
ま
し
た

保
安
業

務
規
程

の
制
定
・
変
更

に
つ

い
て

は
、
次

の
理
由
に
よ
り
認

可
し

ま
せ

ん
の
で

通
知
し
ま

す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

 
 

 
 

 
理

 
由

 
        教

示
 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が
あ

る
場

合
は
、
こ
の

処
分

が
あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、
川
崎

市
長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処
分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日
（
前

記
の

審
査

請
求

を
し
た
場

合
に

は
、
当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算
し
て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し
て

（
川

崎
市

長
が

被
告

の
代
表

者
と

な
り

ま
す

。）
提

起
す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

第
１
２
号
様
式
（
第
１
５
条
関
係
）

 
 

保
安

業
務
規

程
制
定
・

変
更

認
可

書
 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 

 
 
号

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
様

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
り

ま
し
た
保

安
業

務
規

程
の
制

定
・
変
更

に
つ

い
て
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取

引
の
適
正

化
に

関
す

る
法
律

第
３
５
条

第
１

項

の
規
定
に
よ
り
認
可
し
ま
す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 
 

印
 

 
 

  １
 

認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

 
 ２
 

保
安
機
関
の
名
称
及
び
所
在

地
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報
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第
１
５
号
様
式
（
第
２
０
条
関
係
）

 
 

液
化

石
油
ガ

ス
販
売
事

業
者

不
認

定
通
知
書

 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 
 
 

号
 

 
住

所
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏
名

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
様

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

所
在
地
 

川
崎
市

 
 

 
 

 
 
 

年
 

 
月
 
 

日
付

け
で

申
請
の

あ
り
ま
し
た

液
化
石

油
ガ
ス

販
売
事
業

者
に
つ
い

て
は

、
次
の

理
由
に

よ
り
認
定

し
ま

せ
ん

の
で
通

知
し
ま
す

。
 

  
 

 
 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

 
 

 
 

 
理

 
由

 
        教

示
 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市
長

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

こ
の
処

分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

（
前

記
の

審
査

請
求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に
つ

い
て

の
裁

決
が

あ
っ

た
こ
と

を
知

っ
た

日
）

の
翌

日
か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を
被

告
と

し
て

（
川

崎
市

長
が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す
。）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

第
１
４
号
様
式
（
第
２
０
条
関
係
）

 
 

液
化

石
油
ガ

ス
販
売
事

業
者

認
定

書
 

 
川

崎
市

指
令

消
 

 第
 

 
 
号

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 様

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ

り
ま
し

た
液

化
石

油
ガ
ス

販
売
事
業

者
に

つ

い
て
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取

引
の
適
正

化
に

関
す

る
法
律

第
３
５
条

の
６

第
１
項
の
規
定

に
よ
り
認
定
し
ま
す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

  １
 

登
録
の
年
月
日
及
び
登
録
番
号

 
 ２
 

保
安
確
保
機
器
の
設
置
及
び
管
理
の
方
法
の
別
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第
１
７
号
様
式
（
第
２
２
条
関
係
）

 
 

貯
蔵

施
設
等

設
置
不
許

可
通

知
書

 
 
 

 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 
 
 

号
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

住
所

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
氏

名
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

様
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
所

在
地
 

川
崎
市

 
 

 
 

 
 
 

年
 

 
月
 
 

日
付

け
で

申
請
の

あ
り
ま
し
た

貯
蔵
施

設
・
特
定
供
給
設
備

の
設
置

に
つ

い
て
は

、
次
の

理
由
に
よ

り
許

可
し

ま
せ
ん

の
で
通
知

し
ま

す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

 
 

 
 

 
理

 
由

 
        教
示

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌

日
か

ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、

川
崎

市
長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処
分

の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日

（
前

記
の

審
査

請
求

を
し
た

場

合
に

は
、

当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算
し

て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し
て

（
川

崎
市

長
が

被
告

の
代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起
す

る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

第
１
６
号
様
式
（
第
２
２
条
関
係
）

 
 

貯
蔵

施
設
等

設
置
許
可
書

 

 
川

崎
市

指
令

消
 

 第
 

 
 
号

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 様

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ

り
ま
し

た
貯

蔵
施

設
・
特

定
供
給
設

備
の

設
置

に
つ
い
て
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及

び
取
引
の

適
正

化
に

関
す
る

法
律
第
３

６
条

第

１
項
の
規
定

に
よ
り
許
可
し
ま
す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

  １
 

販
売
所
の
名
称
及
び
所
在
地

 
 
３
 

貯
蔵
施
設
・
特
定
供
給
設
備
の
所
在
地

 
 

 
４
 

貯
蔵
施
設
・

特
定
供
給
設
備
の
貯
蔵
能
力
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第
１
９
号
様
式
（
第
２
３
条
関
係
）

 
 

貯
蔵

施
設
等

変
更
不
許

可
通

知
書

 
 
 

 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 
 
 

号
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

住
所

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
氏

名
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

様
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
所

在
地
 

川
崎
市

 
 

 
 

 
 
 

年
 

 
月
 
 

日
付

け
で

申
請
の

あ
り
ま
し
た

貯
蔵
施

設
・
特

定
供
給
設

備
の
変
更

に
つ

い
て
は

、
次
の

理
由
に
よ

り
許

可
し

ま
せ
ん

の
で
通
知

し
ま

す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

 
 

 
 

 
理

 
由

 
        教
示

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌

日
か

ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、

川
崎

市
長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処
分

の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日

（
前

記
の

審
査

請
求

を
し
た

場

合
に

は
、

当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算
し

て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し
て

（
川

崎
市

長
が

被
告

の
代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起
す

る
 

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

第
１
８
号
様
式
（
第
２
３
条
関
係
）

 
 

貯
蔵

施
設
等

変
更
許
可
書

 

 
川

崎
市

指
令

消
 

 第
 

 
 
号

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 様

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ

り
ま
し

た
貯

蔵
施

設
・
特

定
供
給
設

備
の

変
更

に
つ
い
て
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及

び
取
引
の

適
正

化
に

関
す
る

法
律
第
３

７
条

の

２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
ま
す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

  １
 

販
売
所
の
名
称
及
び
所
在
地

 
 

 
２
 

貯
蔵
施
設
・

特
定
供
給
設
備
の
所
在
地

 
 
３
 

変
更
の
内
容
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第
２
１
号
様
式
（
第
２
５
条
関
係
）

 
 

充
て

ん
設
備

許
可
書

 

 
川

崎
市

指
令

消
 

 第
 
 
 

号
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

住
所

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

氏
名

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 様

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

年
 

 
月
 
 

日
付

け
で

申
請
の

あ
り
ま
し
た
充
て
ん

設
備
に

つ
い
て
は
、
液
化
石

油
ガ

ス
の
保

安
の
確

保
及
び
取

引
の

適
正

化
に
関

す
る
法
律

第
３

７
条

の
４
第

１
項
の
規
定

に
よ

り
許

可
し
ま

す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

  １
 
使

用
の

本
拠
の

名
称
及
び

所
在

地
 

 
２

 
貯

蔵
設

備
の
記

号
及
び
番

号
 

 
 

３
 
貯
蔵

能
力

 
 

 

第
２
０
号
様
式
（
第
２
４
条
関
係
）

 
 

貯
蔵

施
設
等

完
成
検
査

不
適

合
通

知
書
 
 
 

 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 

 
 
号

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
氏
名
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

様
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
所
在
地

 
川
崎
市

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ

り
ま
し

た
貯

蔵
施

設
・
特

定
供
給
設

備
の

完
成

検
査
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
事
項
が
基
準
に
適
合
し

て
い
ま

せ
ん

の
で

通
知
し

ま
す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

 
 

 
 
 
不
適
合
事
項

 
         教
示

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌

日
か

ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、

川
崎

市
長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処
分

の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日

（
前

記
の

審
査

請
求

を
し
た

場

合
に

は
、

当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算
し

て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し
て

（
川

崎
市

長
が

被
告

の
代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起
す

る
 

こ
と

が
で

き
ま

す
。
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第
２
３
号
様
式
（
第
２
６
条
関
係
）

 
 

充
て

ん
設
備

変
更
許
可
書

 

 
川

崎
市

指
令

消
 

 第
 
 
 

号
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

住
所

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

氏
名

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 様

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

年
 

 
月
 
 

日
付

け
で

申
請
の

あ
り
ま
し
た
充
て
ん

設
備
の

変
更
に
つ

い
て

は
、

液
化

石
油
ガ

ス
の
保

安
の
確
保

及
び

取
引

の
適
正

化
に
関
す

る
法

律
第

３
７
条

の
４
第
３

項
に

お

い
て

準
用
す

る
第
３

７
条
の
２

第
１

項
の

規
定
に

よ
り
許
可
し

ま
す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

  １
 
使

用
の

本
拠
の

名
称
及
び

の
所
在
地

 
 

 
２

 
貯
蔵
設

備
の

記
号
及
び

番
号

 
  

３
 
変
更
の
内
容

 
 

第
２
２
号
様
式
（
第
２
５
条
関
係
）

 
 

充
て

ん
設
備

不
許
可
通

知
書

 
 

 
 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 

 
 
号

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
氏
名
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

様
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
所
在
地

 
川
崎
市

 
 
 
 
 
 

 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
り
ま
し

た
充

て
ん
設

備
に

つ
い
て
は

、
次

の
理

由
に
よ
り
許
可
し
ま
せ
ん
の
で
通
知
し
ま
す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

 
 

 
 
 
理
 
由

 
        教
示

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌

日
か

ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、

川
崎

市
長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処
分

の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日

（
前

記
の

審
査

請
求

を
し
た

場

合
に

は
、

当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算
し

て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し
て

（
川

崎
市

長
が

被
告

の
代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起
す

る
 

こ
と

が
で

き
ま

す
。
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－ 2412 －

第
２
５
号
様
式
（
第
２
７
条
関
係
）

 
 

充
て

ん
設
備

完
成
検
査

不
適

合
通

知
書
 
 
 

 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 
 
 

号
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

住
所

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
氏

名
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

様
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
所

在
地
 

川
崎
市

 
 

 
 

 
 

 
年
 

 
月
 
 

日
付

け
で

申
請
の

あ
り
ま
し

た
充

て
ん

設
備
の

完
成
検
査

を
行

っ
た

結
果

、
次
の

事
項
が

基
準
に
適

合
し

て
い

ま
せ
ん

の
で
通
知

し
ま

す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

 
 

 
 

 
不

適
合
事

項
 

         教
示

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌

日
か

ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、

川
崎

市
長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処
分

の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日

（
前

記
の

審
査

請
求

を
し
た

場

合
に

は
、

当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算
し

て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し
て

（
川

崎
市

長
が

被
告

の
代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起
す

る
 

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
 

第
２
４
号
様
式
（
第
２
６
条
関
係
）

 
 

充
て

ん
設
備

変
更
不
許

可
通

知
書

 
 
 

 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 

 
 
号

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
氏
名
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

様
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
所
在
地

 
川
崎
市

 
 
 
 
 
 

 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
り
ま
し

た
充

て
ん
設

備
の

変
更
に
つ

い
て

は
、

次
の
理
由
に
よ
り
許
可
し
ま
せ
ん
の
で
通
知
し
ま

す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

 
 

 
 
 
理
 
由

 
        教
示

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌

日
か

ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、

川
崎

市
長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処
分

の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日

（
前

記
の

審
査

請
求

を
し
た

場

合
に

は
、

当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算
し

て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し
て

（
川

崎
市

長
が

被
告

の
代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起
す

る
 

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2413 －

第
２
７
号
様
式
（
第
２
８
条
関
係
）

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
 

 

充
て

ん
設
備

使
用
休
止

・
再

開
届

書
 

（
宛

先
）
川

崎
市
長

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
届
出
者

 
住
所

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

氏
名

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

充
て

ん
設

備
の

 
使

用
の

本
拠

 

名
称

 
  

所
在

地
 

  

充
て

ん
設

備
の

許
可

 
許

可
年

月
日

 
  

許
可

番
号

 
  

充
て

ん
設

備
の

 
貯

蔵
設

備
の

記
号

及
び

番
号

 
 

充
て

ん
設

備
の

 
貯

蔵
設

備
の

貯
蔵

能
力

 
 

前
回

の
保

安
検

査
 

検
査

年
月

日
 

 
検

査
番

号
 

 

休
止

・
再

開
年

月
日

 
 

休
止

・
再

開
の

理
由

 
 

※
 受

 付
 欄

 
※

 経
 過

 欄
 

   
 

備
考

 

１
 

こ
の

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

と
し

て
く

だ
さ

い
。

 

２
 

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

名
称

、
代

表
者

氏
名

及
び

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
 

３
 

※
印

の
欄

は
、

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

第
２
６
号
様
式
（
第
２
８
条
関
係
）

 
 

充
て

ん
設
備

保
安
検
査

不
適

合
通

知
書
 
 
 

 

 
川

崎
市

指
令

消
  

第
 

 
 
号

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
所
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
氏
名
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

様
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
所
在
地

 
川
崎
市

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ

り
ま
し

た
充

て
ん

設
備
の

保
安
検
査

を
行

っ
た

結
果
、
次
の
事
項
が
基
準
に
適
合
し
て
い
ま
せ
ん

の
で
通
知

し
ま

す
。

 
  

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 
 

 印
  

 

 
 

 
 
 
不
適
合
事
項

 
         教
示

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌

日
か

ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、

川
崎

市
長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処
分

の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日

（
前

記
の

審
査

請
求

を
し
た

場

合
に

は
、

当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算
し

て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し
て

（
川

崎
市

長
が

被
告

の
代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起
す

る
 

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2414 －

第
２
９
号
様
式
（
第
３
２
条
関
係
）

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
 

 

保
安

業
務
実

施
状
況
報

告
書

 

（
宛

先
）
川

崎
市
長

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
報
告

者
 

住
所

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
氏

名
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
認

定
番

号
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

液
化

石
油

ガ
ス
の
保

安
の
確

保
及

び
取

引
の
適

正
化
に
関

す
る

法
律

施
行
規

則
第
１
３

２
条

の
規

定
に
よ

り
報
告
し

ま
す

。
 

１
 
報

告
す

る
事
業

年
度
の
期

間
 

 
 

 
 
 

 
 
年
 

 
月

 
 

日
～
 
 
 
 
 

年
 

 
月

 
 
日

 
２

 
保

安
業

務
実
施

状
況

 
事

業
所

の
名

称
 

 
事

業
所

の
所

在
地

 
 

保
安

業
務

資
格

者
の

数
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

人
 

（
う

ち
、

保
安

業
務

に
係

る
技

術
的

能
力

の
基

準
等

の
細

目
を

定
め

る
告

示
（

平
成

９
年

通

商
産

業
省

告
示

第
１

２
２

号
）

第
２

条
第

１
号

又
は

第
２

号
に

規
定

す
る

数
 

 
 

 
人

）
 

 保
安

業
務

の
区

分
 

保
安

業
務

に
係

る
一

般
消

費
者

等
の

数
 

保
安

業
務

計
画

に
 

記
載

し
た

数
 
保

安
業

務
を

 
行

う
べ

き
数

 
当

該
事

業
年

度
に

 
保

安
業

務
を

実
施

し
た

数
 

１
 

供
給

開
始

時
点

検
・

調
査

 
戸

 
 

 
 

戸
 

 
（

戸
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
 

 
（

戸
）

 
う

ち
再

調
査

 
 

 
 
戸

 
 

（
戸

）
 

２
 

容
器

交
換

時
等

供
給

設
備

 
点

検
 

戸
 

戸
 

 
（

戸
） 

戸
 

 
（

戸
）

 

３
 

定
期

供
給

設
備

点
検

 
戸

 
戸

 
 

（
戸

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
戸

 
 

（
戸

）
 

う
ち

拒
否

数
 

 
 

 
戸

 
 

（
戸

）
 

４
 

定
期

消
費

設
備

調
査

 
戸

 
戸

 
 

（
戸

） 

当
年

調
査

 
 

 
 

 
 

戸
 

 
（

戸
）

 
う

ち
完

了
数

 
 

 
 

戸
 

 
（

戸
）

 
拒

否
数

 
 

 
 

戸
 

 
（

戸
）

 
不

在
数

 
 

 
 

戸
 

 
（

戸
）

 
当

年
再

調
査

 
 

 
 

 
戸

 
 

（
戸

）
 

う
ち

完
了

数
 

 
 

 
戸

 
 

（
戸

）
 

 
 

拒
否

数
 

 
 

 
戸

 
 

（
戸

）
 

 
 

不
在

数
 

 
 

 
戸

 
 

（
戸

）
 

 

５
 

周
知

 
戸

 
戸

 
 

（
戸

） 

戸
 

 
（

戸
）

 
う

ち
書

面
配

布
 

 
 

 
戸

 
 

（
戸

）
 

電
子

メ
ー

ル
 

 
 

 
戸

 
 

（
戸

）
 

フ
ァ

イ
ル

記
録

 
 

 
 

戸
 

 
（

戸
）

 
記

録
媒

体
 

 
 

 
戸

 
 

（
戸

）
 

６
 

緊
急

時
対

応
 

戸
 

戸
 

 
（

戸
） 

戸
 

 
（

戸
）

 
７

 
緊

急
時

連
絡

 
戸

 
戸

 
 

（
戸

） 
戸

 
 

（
戸

）
 

３
 
役

員
又

は
構
成

員
の
変
更

の
内

容
 

変
更

の
内

容
 

 
 

※
 受

 付
 欄

 
※

 経
 過

 欄
 

  
 

備
考

 
１

 
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

名
称

、
代

表
者

氏
名

及
び

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 
３

 
※

印
の

欄
は

、
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
４

 
定

期
消

費
設

備
調

査
の

「
当

該
事

業
年

度
に

保
安

業
務

を
実

施
し

た
数

」
の

欄
に

お
け

る
「

不
在

数
」

に
は

、
調

査
又

は
再

調
査

の
た

め
に

３
回

以
上

訪
問

し
た

が
、

不
在

で
調

査
又

は
再

調
査

が
実

施
で

き
な

い
一

般
消

費
者

等
の

数
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

５
 
「

保
安

業
務

を
行

う
べ

き
数

」
の

欄
及

び
「

当
該

事
業

年
度

に
保

安
業

務
を

実
施

し
た

数
」
の

欄
に

お
け

る
括

弧
内

に
は

、
他

の
液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

か
ら

受
託

し
た

保
安

業
務

に
係

る
一

般
消

費
者

等
の

数
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

第
２
８
号
様
式
（
第
３
２
条
関
係
）

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
 

 

液
化

石
油
ガ

ス
販
売
事

業
報

告
書

 

（
宛

先
）
川
崎
市
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
報
告
者
 

住
所

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
液

化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律

施
行
規

則
第
１
３

２
条

の
規

定
に
よ

り
報
告

し
ま

す
。

 
１

 
報

告
す
る
事
業
年
度
の
期
間
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月

 
 
日

～
 

 
 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 
２

 
販
売
す
る
一
般
消
費
者
等
の
数
及
び
保
安
業
務
の
委
託
状
況

 

販
売

す
る

一
般

消
費

者
等

の
数

 
戸

  
保

安
業

務
の

 
 

委
託

状
況

 
保

安
業

務
区

分
 

委
託

先
の

保
安

機
関

の
名

称
及

び
認

定
番

号
 

委
託

し
て

い
る

 
一

般
消

費
者

等
の

数
 

１
 

供
給
開
始
時

 
点
検
・
調
査

 
 

戸
 

２
 

容
器
交
換
時
等

 
供
給
設
備
点
検

 
 

戸
 

３
 

定
期
供
給
設
備

 
点
検

 
 

戸
 

４
 

定
期
消
費
設
備

 
調
査

 
 

戸
 

５
 

周
知

 
 

戸
 

６
 

緊
急
時
対
応

 
 

戸
 

７
 

緊
急
時
連
絡

 
 

戸
 

※
 受

 付
 欄

 
※

 経
 過

 欄
 

    

 

備
考

 
１

 
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

名
称

、
代

表
者

氏
名

及
び

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 
３

 
※

印
の

欄
は

、
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 
４

 
液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

が
保

安
業

務
の

全
部

又
は

一
部

に
つ

い
て

自
ら

が
行

っ
て

い
る

場
合

に
は

「
委

託
先

の
保

安

機
関

の
名

称
及

び
認

定
番

号
」

及
び

「
委

託
し

て
い

る
一

般
消

費
者

等
の

数
」

の
欄

に
自

社
の

名
称

及
び

認
定

番
号

、
一

般

消
費

者
等

の
数

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2415 －

第
３
１
号
様
式
（
第
３
４
条
関
係
）

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
 

 

許
可

申
請
等

取
下
げ
・

取
り

や
め

届
書

 

（
宛

先
）
川

崎
市
長

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
届
出
者

 
住
所

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

氏
名

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

氏
名

又
は

名
称

 
  

事
務

所
等

の
所

在
地

 
  

取
下

げ
又

は
取

り
や

め
る

 
事

項
 

  
申

請
年

月
日

及
び

受
付

番
号

 
又

は
 

許
可

年
月
日

及
び

許
可

番
号

 
 

理
由

 

     

備
考

 
  

※
 受

 付
 欄

 
※

 経
 過

 欄
 

     

 

備
考

 

１
 

こ
の

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

と
し

て
く

だ
さ

い
。

 

２
 

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

名
称

、
代

表
者

氏
名

及
び

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
 

３
 

※
印

の
欄

は
、

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

第
３
０
号
様
式
（
第
３
２
条
関
係
）

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
 

 

充
塡

事
業
報

告
書

 

（
宛

先
）
川
崎
市
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
報
告
者
 

住
所

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
液

化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律

施
行
規

則
第
１
３

２
条

の
規

定
に
よ

り
報
告

し
ま

す
。

 
１

 
報

告
す
る
事
業
年
度
の
期
間
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月

 
 
日

～
 

 
 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 
２

 
充
塡
す
る
一
般
消
費
者
等
の
数
及
び
充
塡
作
業
に
従
事
し
て

い
る

作
業
者

の
数

 
車

両
番

号
並

び
に

 
貯

蔵
設

備
の

記
号

 
及

び
番

号
 

使
用

の
本

拠
の

名
称

 
及

び
所

在
地

 
充

塡
す

る
一

般
消

費
者

等
の

数
 
充

塡
作

業
者

の
数

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
 受

 付
 欄

 
※

 経
 過

 欄
 

    

 

備
考

 
１

 
こ

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 

法
人

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

名
称

、
代

表
者

氏
名

及
び

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 
３

 
※

印
の

欄
は

、
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ

い
。
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第
３
２
号
様
式
（
第
３
５
条
関
係
）

 
 

 
 

 
年

 
 
月

 
 
日
 

 

許
可

等
証
明

申
請
書

 

（
宛

先
）
川

崎
市
長

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
申

請
者

 
住

所
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
氏

名
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

次
の

と
お

り
許

可
等

を
受

け
て

い
る

こ
と

又
は

届
出

を
し

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
証

明
願

い
ま

す
。

 

氏
名

又
は

名
称

 
  

事
務

所
等

の
所

在
地

 
  

証
明

を
必

要
と

す
る

 
許

可
書

等
の

種
別

 
  

許
可

等
の

年
月

日
及

び
番

号
 

 

備
考

 
 

※
 受

 付
 欄

 
※

 経
 過

 欄
 

     

    

 上
記

の
内

容
に

つ
き

ま
し

て
は

、
相

違
あ

り
ま

せ
ん

。
 

  
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

川
崎

市
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

 
 

 
  備

考
 

１
 

こ
の

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

と
し

て
く

だ
さ

い
。

 
２

 
法

人
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
名

称
、

代
表

者
氏

名
及

び
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
 

※
印

の
欄

は
、

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市消防局訓令第５号
局　内　一　般
消　　防　　署

　川崎市火災予防事務処理規程の一部を改正する訓令を
次のように定める。
　　令和５年３月29日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一
　　　川崎市火災予防事務処理規程の一部を改正
　　　する訓令
　川崎市火災予防事務処理規程（平成11年消防局訓令第
24号）の一部を次のように改正する。
　第３条第４号を次のように改める。
　⑷�　予防規則第22条の規定による消防用設備等特例適
用申請書（政令第29条の４第１項（条例第49条第２
項において準用する場合を含む。）に規定する必要
とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設
備等（以下「必要とされる防火安全性能を有する消
防の用に供する設備等」という。）に関する基準及
び第22条により特例適用承認の基準が示されている
ものを除く。）

　第12条を次のように改める。
　（着工届出書及び工事計画届の添付図書）
第�12条　着工届出書及び工事計画届の添付図書について

は、別に定める。
　第15条を次のように改める。
　（設置届出書の添付図書）
第15条　設置届出書の添付図書については、別に定める。
　第21条第２項中「前項の規定による特例適用申請書の
審査は、」の次に「必要とされる防火安全性能を有する
消防の用に供する設備等に関する基準又は」を加える。
　第22条の次に次の１条を加える。
　（特例適用申請書の添付図書）
第�22条の２　特例適用申請書の添付図書については、別
に定める。
　別表第２（12条関係）を削る。
　第３号様式の12中「型式番号」を「届出番号」に改め
る。
　第３号様式の13中「型式番号」を「認定番号」に改め
る
　第６号様式漏電火災警報器の項中「型式番号」を「届
出番号」に改め、同様式火災通報装置の項中「型式番号」
を「認定番号」に改める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
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２�　改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存
するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し
た上で引き続きこれを使用することができる。
　　　───────────────────
川崎市消防局訓令第６号

局　内　一　般
消　　防　　署

　川崎市消防吏員服制等に関する規程の一部を改正する
訓令を次のように定める。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一
　　　川崎市消防吏員服制等に関する規程の一部
　　　を改正する訓令
　川崎市消防吏員服制等に関する規程（平成13年消防局
訓令第７号）の一部を次のように改正する。
　第２条に次の１項を加える。
　２�　前項の規定にかかわらず、消防局長が特に認めた
ときは、戸籍上の性別によらないで着用することが
できるものとし、服制等の制式の変更に必要な事項
は、消防局長が別に定める。

　第３条を次のように改める。
　（貸与品の貸与等）
第�３条　規則第３条に規定する貸与品（以下「貸与品」
という｡）の貸与、第４条に規定する再貸与、第６条
に規定する返納、第７条に規定する弁償及び第８条に
規定する廃棄に必要な事項は、消防局長が別に定める。
　第８条を削る。
　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市消防局訓令第７号

局　内　一　般
消　　防　　署

　川崎市消防職員の自己啓発等休業に関する規程の一部
を改正する訓令を次のように定める。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一
　　　川崎市消防職員の自己啓発等休業に関する
　　　規程の一部を改正する訓令
　川崎市職員の自己啓発等休業に関する規程（平成29年
消防局訓令第６号）の一部を次のように改正する。
　第８条第１項第２号中「（懲戒免職の処分を除く。）」
を削り、同項第３号中エをオとし、ウをエとし、同号イ
中「法第28条の２第１項」を「川崎市職員の定年等に関
する条例（昭和59年川崎市条例第38号）第２条」に、「法
第28条の３第１項」を「同条例第４条第１項」に改め、
同号中イをウとし、アの次に次のように加える。
　イ�　地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法

律第63号）附則第３条第５項に規定する旧地方公務
員法勤務延長期限若しくは川崎市職員の定年等に関
する条例の一部を改正する条例（令和４年川崎市条
例第32号）附則第２項の規定により延長された期限
の到来により退職した場合又はこれに準ずる他の法
令等の規定により退職した場合

　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
制　定　理　由
　地方公務員法の一部を改正する法律及び川崎市職員の
定年等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴い、
所要の整備を行うため、この訓令を制定するものである。
　　　───────────────────
川崎市消防局訓令第８号

局　内　一　般
消　　防　　署

　消防職員及び主要機械の配置基準を次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一
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庶務
係

全国
消防
長会
担当

調査
担当

広報
担当

経理
係

消防
団・
防災
支援
係

小計
人事
係

表彰
・

試験
担当

服務
担当

研修
担当

職員
厚生
係

音楽
隊

担当
小計

施設
係

装備
係

小計
警防
係

計画
係

消防
係

救助
係

小計
救急
管理
係

救急
指導
係

MC
担当

小計
情報
係

指令
統制
担当

指令
第１
係

指令
第２
係

小計
航空
係

運航
安全
管理
担当

航空
救助
係

整備
係

小計
予防
係

設備
係

調査
係

小計
査察
計画
係

査察
係

小計
危険
物担
当

法令
企画
担当

高圧
ガス
・

火薬
類
担当

検査
担当

ｺﾝﾋﾞ
ﾅｰﾄ
指導
担当

小計

消防司監 1 1 1 1

消防正監 3 1 1 1 1 1 1 3

消防監 11 1 1 1 1 　 1 1 3

消防司令長 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 2 　 3 1 1 1 1 2 15

消防司令 177 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 7 39

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

小計 1430 3 3 7 1 1 1 2 2 14 9 1 1 1 4 1 17 4 4 8 7 2 3 2 14 4 3 1 8 3 3 13 13 32 9 2 6 7 24 6 5 3 14 5 4 9 7 1 7 5 1 21 164

事務職員 1 1 1 1

技術職員 3 1 1 2 2 3

小計 4 1 1 1 1 2 2 4

1434 3 3 7 1 1 1 3 2 15 9 1 1 1 4 1 17 5 4 9 7 2 3 2 14 4 3 1 8 5 3 13 13 34 9 2 6 7 24 6 5 3 14 5 4 9 7 1 7 5 1 21 168

44 3510 18

消防局

企画
担当

1

警防部

警防課 査察課

7 13

一
般
職
員

合計

7

庶務課

合計

1183 127 25

消
防
吏
員

12 1223

救急課

22 3 23 15

総務部

小計

1 61

施設装備課人事課

12

予防部

予防課 保安課指令課 航空隊

432 3

消防局　消防職員（階級別）・一般職員

6

局
合
計

3 1039 56

本署 千鳥町 殿町 藤崎 浮島 小計 本署 小田 大島 小計 本署 南河原 平間 加瀬 小計 本署 苅宿 井田 小田中 小計

消防司監

消防正監

消防監 1 1 1 1 1 1 1 1

消防司令長 5 5 5 5 5 5 5 5

消防司令 12 2 2 2 2 20 10 2 2 14 10 2 2 2 16 10 2 2 2 16

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

小計 99 22 24 24 14 183 91 28 22 141 80 22 22 24 148 87 12 22 28 149

事務職員

技術職員

小計

99 22 24 24 14 183 91 28 22 141 80 22 22 24 148 87 12 22 28 149

一
般
職
員

合計

中原消防署

20

消
防
吏
員

81 20 22 22 12 121 20 22 12620 12710 20 26

消防署　消防職員（階級別）・一般職員　１

臨港消防署 川崎消防署 幸消防署

157 75 26 64 71
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本署 子母口 新作 梶ヶ谷 久地 小計 本署 野川 宮崎 向丘 犬蔵 菅生 小計 本署 宿河原 菅 栗谷 小計 本署 王禅寺 百合丘 柿生 栗木 小計

消防司監

消防正監

消防監 1 1 1 1 1 1 1 1 8

消防司令長 5 5 5 5 5 5 5 5 40

消防司令 10 2 2 2 2 18 10 2 2 2 2 2 20 10 2 2 2 16 10 2 2 2 2 18 138

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

小計 82 14 22 12 22 152 82 22 22 22 14 22 184 80 24 22 22 148 81 22 12 24 22 161 1266

事務職員

技術職員

小計

82 14 22 12 22 152 82 22 22 22 14 22 184 80 24 22 22 148 81 22 12 24 22 161 1266

一
般
職
員

合計

高津消防署 宮前消防署

128 12 20 158

消
防
吏
員

66 12 20 20 2010 20 20 1372210

多摩消防署 麻生消防署

64 20

消防署　消防職員（階級別）・一般職員　２

22 2066 20

署合計

108020 126 65

庶務
係

全国
消防
長会
担当

調査
担当

広報
担当

経理
係

消防
団・
防災
支援
係

小計
人事
係

表彰
・

試験
担当

服務
担当

研修
担当

職員
厚生
係

音楽
隊

担当
小計

施設
係

装備
係

小計
警防
係

計画
係

消防
係

救助
係

小計
救急
管理
係

救急
指導
係

ﾒﾃﾞｨｶ
ﾙｺﾝﾄ
ﾛｰﾙ
推進
担当

小計
情報
係

小計
航空
救助
係

小計
予防
係

設備
係

調査
係

小計
査察
計画
係

査察
係

小計
危険
物担
当

法令
企画
担当

高圧
ガス
・

火薬類
担当

検査
担当

ｺﾝﾋﾞ
ﾅｰﾄ
指導
担当

小計

消防吏員 124 3 3 7 1 1 1 2 2 14 9 1 1 1 4 1 17 4 4 8 7 2 3 2 14 4 3 1 8 3 3 1 1 68

事務職員 1 1 1 1

技術職員 3 1 1 2 2 3

小計 128 3 3 7 1 1 1 3 2 15 9 1 1 1 4 1 17 5 4 9 7 2 3 2 14 4 3 1 8 5 5 1 1 72

消防吏員 130 6 5 3 14 5 4 9 7 1 7 5 1 21 44

事務職員

技術職員

小計 130 6 5 3 14 5 4 9 7 1 7 5 1 21 44

258 3 3 7 1 1 1 3 2 15 9 1 1 1 4 1 17 5 4 9 7 2 3 2 14 4 3 1 8 5 5 1 1 6 5 3 14 5 4 9 7 1 7 5 1 21 116

総務部

消防局（庶務要員・予防要員）

合計

合計
人事課

庶
務
要
員

予
防
要
員

消防局

局合
計

予防部

警防課 救急課 予防課 保安課

警防部

指令課施設装備課

企画
担当

庶務課 査察課航空隊

小計
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庶務係
消防団・
防災支
援係

予防係
危険物

係
小計 庶務係

消防団・
防災支
援係

予防係
危険物

・
査察係

小計 庶務係
消防団・
防災支
援係

予防係
危険物

・
査察係

小計 庶務係
消防団・
防災支
援係

予防係
危険物

・
査察係

小計 庶務係
消防団・
防災支
援係

予防係
危険物

・
査察係

小計 庶務係
消防団・
防災支
援係

予防係
危険物

・
査察係

小計 庶務係
消防団・
防災支
援係

予防係
危険物

・
査察係

小計 庶務係
消防団・
防災支
援係

予防係
危険物

・
査察係

小計

消防吏員 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 56

事務職員

技術職員

小計 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 5 2 7 56

消防吏員 7 9 16 8 6 14 5 4 9 7 5 12 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 3 8 86

事務職員

技術職員

小計 7 9 16 8 6 14 5 4 9 7 5 12 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 3 8 86

5 2 7 9 23 5 2 8 6 21 5 2 5 4 16 5 2 7 5 19 5 2 5 4 16 5 2 5 4 16 5 2 5 4 16 5 2 5 3 15 142

庶
務
要
員

予
防
要
員

合計

消防署（庶務要員・予防要員）

宮前消防署 多摩消防署 麻生消防署

署合計

川崎消防署 幸消防署 中原消防署 高津消防署臨港消防署

本署 千鳥町 殿町 藤崎 浮島 小計 本署 小田 大島 小計 本署 南河原 平間 加瀬 小計 本署 苅宿 井田 小田中 小計
航空隊要員 2 2

車両 1 1
人員 21 21

48 6 6 6 6 6 6 6 6
車両 33 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
人員 272 8 8 8 24 10 10 20 8 8 8 8 32 10 8 8 10 36
車両 1 1 1
人員
車両 11 ＊1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
人員
車両 8 1 1 1 1 1 1 1 1
人員 32 4 4 4 4 4 4 4 4
車両 8 1 1 1 1 1 1 1 1
人員 80 10 10 10 10 10 10 10 10
車両 5 1 1 1 1 2 1 1
人員 8 8 8
車両 2 1 1 2
人員 8 8 8
車両 1 1 1
人員
車両 1 1 1
人員
車両 1 1 1
人員 2 2 2
車両 1 1 1
人員
車両 1 1 1
人員
車両 1 1 1
人員
車両 2 1 1
人員
車両 29 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3
人員 174 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 6 24 6 6 6 18
車両 8 1 1 1 1 1 1 1 1
人員
車両 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
人員 48 6 6 6 6 6 6 6 6
車両 2 1 1
人員 6 6 6
車両 1 1 1
人員
車両 1
人員

　 車両 1 1 1
人員 12 12 12
車両 76 24 5 2 1 1 9 5 5 6 6 5 1 6
人員

通信要員 83 29 4 2 2 2 2 12 4 2 6 4 2 6 4 2 6
380 26 8 8 8 4 54 22 10 8 40 20 8 8 8 44 22 4 8 10 44

車両 204 26 16 4 4 3 4 31 13 3 2 18 14 2 3 2 21 15 2 2 2 21
人員 1176 52 76 22 24 24 14 160 70 28 22 120 64 22 22 24 132 68 12 22 28 130

＊１　泡原液搬送車を含む。　＊２　最低操作人員に週休係数（０．５３３６）を乗じて計上する。

救助工作車

大型化学高所放水車

変則勤務

臨港消防署
局合計

水槽付消防ポンプ
自動車（＊１）

はしご自動車

中原消防署

ヘリコプター

指揮車

幸消防署

消防ポンプ自動車　

川崎消防署

電源車

ポンプ積載車

大型動力ポンプ自動車

震災工作車

合計

週休等要員（＊２）

その他車両

ホース延長車

水災害対応車

特別高度工作車

大型除染システム
搭載車

消防艇

特殊災害対応自動車

消防局・消防署（警防要員）　１

合計

支援車

高発泡車

指揮者

日勤

隔日勤
務（署

長・担当
課長（警
防統括
担当）を
含む。）

化学消防車

大型化学消防車

救急自動車

最

低

操

作

人

員
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本署 子母口 新作 梶ヶ谷 久地 小計 本署 野川 宮崎 向丘 犬蔵 菅生 小計 本署 宿河原 菅 栗谷 小計 本署 王禅寺 百合丘 柿生 栗木 小計
航空隊要員

車両
人員

6 6 6 6 6 6 6 6
車両 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5
人員 8 8 8 8 8 40 8 8 8 8 8 8 48 8 8 8 8 32 8 8 8 8 8 40
車両
人員
車両 1 1 1 1 2 1 1 1 1
人員
車両 1 1 1 1 1 1 1 1
人員 4 4 4 4 4 4 4 4
車両 1 1 1 1 1 1 1 1
人員 10 10 10 10 10 10 10 10
車両 1 1
人員
車両
人員
車両
人員
車両
人員
車両
人員
車両
人員
車両
人員
車両
人員
車両 1 1
人員
車両 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
人員 6 6 6 18 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 24 6 6 6 6 24
車両 1 1 1 1 1 1 1 1
人員
車両 1 1 1 1 1 1 1 1
人員 6 6 6 6 6 6 6 6
車両 1 1
人員
車両
人員
車両 1 1
人員

　 車両
人員
車両 4 1 5 6 1 7 6 1 7 5 1 1 7
人員

通信要員 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6
22 4 8 4 8 46 22 8 8 8 4 8 58 20 8 8 8 44 22 8 4 8 8 50

車両 12 2 2 2 2 20 14 2 2 2 4 2 26 13 3 2 2 20 12 2 2 2 3 21
人員 66 14 22 12 22 136 66 22 22 22 14 22 168 64 24 22 22 132 66 22 12 24 22 146

＊１　泡原液搬送車を含む。　＊２　最低操作人員に週休係数（０．５３３６）を乗じて計上する。

その他車両

化学消防車

大型化学高所放水車

隔日勤
務（署

長・担当
課長（警
防統括
担当）を
含む。）

大型除染システム
搭載車

合計

週休等要員（＊２）

電源車

ホース延長車

大型動力ポンプ自動車

消防局・消防署（警防要員）　２

日勤

変則勤務

指揮者

ポンプ積載車

多摩消防署

水災害対応車

救急自動車

ヘリコプター

はしご自動車

消防艇

特別高度工作車

特殊災害対応自動車

支援車

高発泡車

震災工作車

大型化学消防車

消防ポンプ自動車　

指揮車

水槽付消防ポンプ
自動車（＊１）

救助工作車

麻生消防署高津消防署 宮前消防署

最

低

操

作

人

員

庶務
係

経理
係

消防
団・
防災
支援
係

小計
人事
係

初任
教育
訓練
所

職員
厚生
係

音楽
隊

担当
小計

施設
係

装備
係

小計
警防
係

計画
係

訓練
救助
係

小計
救急
管理
係

救急
指導
係

小計
情報
係

指令
第1
係

指令
第２
係

小計
航空
係

航空
救助
係

整備
係

小計
予防
係

設備
係

調査
係

小計
査察
計画
係

査察
係

小計
危険
物担
当

検査
担当

小計

消防ポンプ自動車 33

水槽付消防ポンプ
自動車（＊１）

11

化学消防車 5

大型化学消防車 2

大型化学高所放水車 1

はしご自動車 8

救助工作車 8

高発泡車 1

電源車 1

救急自動車 29

指揮車 9 1 1 1

支援車 1

震災工作車 1

大型動力ポンプ自動車 1

ホース延長車 1

ポンプ積載車 8

水災害対応車 2

特殊災害対応自動車 2

特別高度工作車 1

大型除染システム
搭載車

1

消防艇 1

ヘリコプター 1 1 1 1

その他車両（＊２） 76 4 4 2 2 4 4 3 3 2 2 3 1 4 2 2 3 3 24

204 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 1 4 2 2 3 3 26

＊１　泡原液搬送車を含む。　　　＊２　非常用車両はその他車両に含む。

合計

合計

庶務課

消防局

局
合
計

航空隊

消
防
機
械

人事課 警防課 保安課

警防部

予防課

総務部

指令課

消防局　消防機械

予防部

企画
担当

小計

査察課救急課施設装備課
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本署 千鳥町 殿町 藤崎 浮島 小計 本署 小田 大島 小計 本署 南河原 平間 加瀬 小計 本署 苅宿 井田 小田中 小計

消防ポンプ自動車 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

水槽付消防ポンプ
自動車（＊１）

＊1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

化学消防車 1 1 1 1 2 1 1

大型化学消防車 1 1 2

大型化学高所放水車 1 1

はしご自動車 1 1 1 1 1 1 1 1

救助工作車 1 1 1 1 1 1 1 1

高発泡車 1 1

電源車 1 1

救急自動車 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3

指揮車 1 1 1 1 1 1 1 1

支援車 1 1

震災工作車 1 1

大型動力ポンプ自動車 1 1

ホース延長車 1 1

ポンプ積載車 1 1 1 1 1 1 1 1

水災害対応車 1 1

特殊災害対応自動車 1 1

特別高度工作車 1 1

大型除染システム
搭載車

消防艇 1 1

ヘリコプター

その他車両（＊２） 5 2 1 1 9 5 5 6 6 5 1 6

16 4 4 3 4 31 13 3 2 18 14 2 3 2 21 15 2 2 2 21

＊１　泡原液搬送車を含む。　　　＊２　非常用車両はその他車両に含む。

消防署　消防機械　１

幸消防署 中原消防署

消
防
機
械

合計

臨港消防署 川崎消防署

本署 子母口 新作 梶ヶ谷 久地 小計 本署 野川 宮崎 向丘 犬蔵 菅生 小計 本署 宿河原 菅 栗谷 小計 本署 王禅寺 百合丘 柿生 栗木 小計

消防ポンプ自動車 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 33

水槽付消防ポンプ
自動車（＊１）

1 1 1 1 2 1 1 1 1 11

化学消防車 1 1 5

大型化学消防車 2

大型化学高所放水車 1

はしご自動車 1 1 1 1 1 1 1 1 8

救助工作車 1 1 1 1 1 1 1 1 8

高発泡車 1

電源車 1

救急自動車 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 29

指揮車 1 1 1 1 1 1 1 1 8

支援車 1

震災工作車 1

大型動力ポンプ自動車 1

ホース延長車 1

ポンプ積載車 1 1 1 1 1 1 1 1 8

水災害対応車 1 1 2

特殊災害対応自動車 1 1 2

特別高度工作車 1

大型除染システム
搭載車

1 1 1

消防艇 1

ヘリコプター

その他車両（＊２） 4 1 5 6 1 7 6 1 7 5 1 1 7 52

12 2 2 2 2 20 14 2 2 2 4 2 26 13 3 2 2 20 12 2 2 2 3 21 178

＊１　泡原液搬送車を含む。　　　＊２　非常用車両はその他車両に含む。

消防署　消防機械　２

麻生消防署
署合計

消
防
機
械

合計

高津消防署 宮前消防署 多摩消防署
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庶務
係

経理
係

消防
団・
防災
支援
係

小計
人事
係

初任
教育
訓練
所

職員
厚生
係

音楽
隊

担当
小計

施設
係

装備
係

小計
警防
係

計画
係

訓練
救助
係

小計
救急
管理
係

救急
指導
係

小計
情報
係

指令
第1
係

指令
第２
係

小計
航空
係

航空
救助
係

整備
係

小計
予防
係

設備
係

調査
係

小計
査察
計画
係

査察
係

小計
危険
物担
当

検査
担当

小計

消防ポンプ自動車 8

水槽付消防ポンプ
自動車

1

大型高所放水車 1

救助工作車 1

救急自動車 9 1 1 1

消防艇 1

ヘリコプター 1 1 1 1

指令車 1 1 1 1

広報車 21 3 3 1 1 1 1 5

査察車 13 1 1 1 1 2

査察車（緊急車） 5 1 1 1 1 2 2 4

警備連絡車 3 1 1 1 1 2

防災指導車 2 2 2 2

防災資器材運搬車 3

人員輸送車
（警防バス）

1  1 1 1

人員輸送車
（その他バス）

5 2 2 3 3 5

76 4 4 2 2 4 4 3 3 2 2 3 1 4 2 2 3 3 24

＊　非常用車両はその他車両に含む。

指令課 査察課

そ
の
他
車
両

消防局　その他車両

航空隊警防課 救急課 予防課
局
合
計

消防局

警防部 予防部

保安課

合計

合計
庶務課 人事課

企画
担当

小計

総務部

施設装備課

本署 千鳥町 殿町 藤崎 浮島 小計 本署 小田 大島 小計 本署 南河原 平間 加瀬 小計 本署 苅宿 井田 小田中 小計

消防ポンプ自動車 1 1 1 1 1 1 1 1

水槽付消防ポンプ
自動車

大型高所放水車 1 1

救助工作車 1 1

救急自動車 1 1 1 1 1 1 1 1

消防艇 1 1

ヘリコプター

指令車

広報車 2 2 1 1 2 2 3 3

査察車 1 1 2 2 1 1

査察車（緊急車） 1 1

警備連絡車

防災指導車

防災資器材運搬車 1 1 1 1

人員輸送車
（警防バス）

人員輸送車
（その他バス）

5 2 1 1 9 5 5 6 6 5 1 6

＊　非常用車両はその他車両に含む。

消防署　その他車両　１

幸消防署 中原消防署

そ
の
他
車
両

合計

臨港消防署 川崎消防署
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本署 子母口 新作 梶ヶ谷 久地 小計 本署 野川 宮崎 向丘 犬蔵 菅生 小計 本署 宿河原 菅 栗谷 小計 本署 王禅寺 百合丘 柿生 栗木 小計

消防ポンプ自動車 1 1 1 1 1 1 1 1 8

水槽付消防ポンプ
自動車

1 1 1

大型高所放水車 1

救助工作車 1

救急自動車 1 1 1 1 1 1 1 1 8

消防艇 1

ヘリコプター

指令車

広報車 2 2 2 2 2 2 2 2 16

査察車 1 1 2 2 2 2 2 2 11

査察車（緊急車） 1

警備連絡車 1 1 1

防災指導車

防災資器材運搬車 1 1 3

人員輸送車
（警防バス）

人員輸送車
（その他バス）

4 1 5 6 1 7 6 1 7 5 1 1 7 52

＊　非常用車両はその他車両に含む。

消防署　その他車両　２

麻生消防署
署合計

そ
の
他
車
両

合計

高津消防署 宮前消防署 多摩消防署

　　　附　則
　（施行期日）
１　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　（消防職員及び主要機械の配置基準の廃止）
２　消防職員及び主要機械の配置基準（令和４年消防局
訓令第９号）は、廃止する。
　　　───────────────────
川崎市消防局訓令第９号

局　内　一　般
消　　防　　署

　川崎市危険物事務処理規程の一部を改正する訓令を次
のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一
　　　川崎市危険物事務処理規程の一部を改正す
　　　る訓令
　川崎市危険物事務処理規程（平成11年消防局訓令第23
号）の一部を次のように改正する。
　第３条第２項中「規定する承認済印」を「規定する承
認済の印」に改める。
　第５条中「消防局危険物課」を「消防局主管課」に改
める。
　第６条第１項に次のただし書を加える。
　�　ただし、電子情報処理組織を使用する方法により政

令第６条第１項又は第７条第１項の規定による提出が
されたときは、申請書の１部の返却については、この
限りでない。
　第８条第３項に次のただし書を加える。
　�　ただし、電子情報処理組織を使用する方法により政
令第８条第１項の規定による申請がされたときは、申
請書の１部の交付又は通知については、この限りでな
い。
　第９条第３項に次のただし書を加える。
　�　ただし、電子情報処理組織を使用する方法により政
令第８条の２第６項の規定による申請がされたときは、
申請書の１部の交付又は通知については、この限りで
ない。
　第10条第２項中「完成検査前不適合通知書」を「完成
検査前検査不適合通知書」に改め、同項に次のただし書
を加える。
　�　ただし、電子情報処理組織を使用する方法により政
令第８条の２第６項の規定による申請がされたときは、
申請書の１部の交付又は通知については、この限りで
ない。
　第12条第２項に次のただし書を加える。
　�　ただし、電子情報処理組織を使用する方法により省
令第62条の３第１項の規定による提出がされたときは、
申請書の１部の交付又は通知については、この限りで
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ない。
　第13条第２項中「危険物製造所等設置・変更許可取り
やめ届出書」を「危険物製造所等設置・変更許可取りや
め届」に改め、同条第３項中「危険物製造所等設置・変
更許可申請取下げ届出書」を「危険物製造所等設置・変
更許可申請取下げ届（以下「取下げ届」という。）」に改
め、同項に次のただし書を加える。
　�　ただし、電子情報処理組織を使用する方法により同
項の規定による取下げ届の提出がされたときは、この
限りでない。
　第18条第３項中「規定する届出済印」を「規定する届
出済の印」に改める。
　第20条第３項中「当該申請書の副本」を「予防規則第
14条第２項に規定する検査済の印を押した申請書の副
本」に改める。
　第22条第２項に次のただし書を加える。
　�　ただし、電子情報処理組織を使用する方法により法
第９条の３第１項の規定による届出がされたときは、
この限りでない。
　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市消防局訓令第10号

局　内　一　般
消　　防　　署

　川崎市火災予防査察規程の一部を改正する訓令を次の
ように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一
　　　川崎市火災予防査察規程の一部を改正する
　　　訓令
　川崎市火災予防査察規程（平成17年消防局訓令第３号）
の一部を次のように改正する。
　第１条中「「高圧法」という。）」の次に「、液化石油
ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和
42年法律第149号。以下「液石法」という。）」を加える。
　第２条第２号中「第62条」の次に「、液石法第83条」を、
「高圧ガス関係施設」の次に「、液化石油ガス関係施設」
を加え、「若しくは高圧ガス」を「、高圧ガス」に改め、
同条第３号中「火薬類取締法令又は高圧ガス保安法令」
を「火取法令、高圧法令又は液石法令」に改め、同条第
７号及び第８号を削り、同条第９号中「、法第36条」を
「若しくは法第36条」に、「又は火薬類取扱副保安責任者」
を「若しくは火薬類取扱副保安責任者」に、「、検査主
任者」を「若しくは検査主任者、液化石油ガス業務主任
者（代理者を含む。）」に、「又は副防災管理者」を「若
しくは副防災管理者」に改め、同号を同条第７号とし、
同条中第10号を第８号とし、第11号から第14号までを２

号ずつ繰り上げ、同条第15号中「火薬類業務又は高圧ガ
ス業務」を「火取法業務、高圧法業務又は液石法業務」
に改め、同号を同条第13号とし、同条中第16号を第14号
とし、第17号から第21号までを２号ずつ繰り上げ、同条
第22号中「高圧法」の次に「、液石法」を加え、同号を
同条第20号とし、同条中第23号を第21号とし、同条第24
号中「又は火取法」を「、火取法」に、「又は高圧法」
を「、高圧法」に改め、「第38条」の次に「又は液石法
第37条の７第１項」を加え、「火薬類関係施設等又は高
圧ガス関係施設等」を「火薬類製造業者等、高圧ガス第
１種製造者等又は液化石油ガス貯蔵施設等」に改め、同
号を同条第22号とし、同号の次に次の２号を加える。
　2�3　認定の取消し　法第８条の２の３第６項（法第
36条第１項において準用する場合を含む。）又は液
石法第35条の３若しくは第35条の10の規定に基づき、
特例認定を受けた防火対象物等又は保安機関等に関
する認定の効力を将来に向かって失わせる意思表示
をいう。

　2�4　登録の取消し　高圧法第53条又は液石法第25条
若しくは第26条の規定に基づき、容器検査所又は液
化石油ガス販売事業者に関する登録の効力を将来に
向かって失わせる意思表示をいう。

　第２条中第25号及び第26号を削り、第27号を第25号と
し、第28号から第35号までを２号ずつ繰り上げる。
　第７条中「危険物課長」を「保安課長」に改める。
　第12条第２項中「又は第46条第２項」を「若しくは第
46条第２項」に、「又は第63条第２項」を「若しくは第
63条第２項又は液石法第82条第１項若しくは第２項」に、
「又は第４号様式の３」を「、第４号様式の３又は第４
号様式の４」に改める。
　第13条第５項中「又は消防署長」を削り、「火薬類取
締法施行規則」を「火取法施行規則」に改め、同条第６
項中「又は消防署長」を削り、同条に次の１項を加える。
７�　消防長は、液石法第83条第３項の規定により液化石
油ガスを収去する場合は、収去証（液石法施行規則様
式第60）を関係者に交付しなければならない。
　第14条第２項中「及び高圧法」を「、高圧法及び液石
法」に改め、同条第４項及び第５項中「又は消防署長」
を削り、同条第６項中「又は消防署長」及び「速やかに」
を削り、同条に次の１項を加える。
７�　消防長は、液石法第87条第１項の規定により、同法
第26条の規定による登録の取消しをしたときは、その
旨を神奈川県公安委員会に通報しなければならない。
　第19条第１項中「第62条」の次に「、液石法第83条」
を加える。
　第21条第１項中「高圧ガス関係施設立入検査結果通知
票（第11号様式の18）」の次に「、液化石油ガス関係施
設立入検査結果通知票（第11号様式の23）」を加える。
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　第22条中「高圧ガス関係施設改善結果・計画書（第11
号様式の19）」の次に「、液化石油ガス関係施設改善結果・
計画書（第11号様式の24）」を加える。
　第23条第１項中「高圧ガス容器検査所立入検査票（第
11号様式の17）」の次に「、液化石油ガス販売事業者立
入検査票（第11号様式の20）、保安機関立入検査票（第
11号様式の21）、充てん事業者立入検査票（第11号様式
の22）」を加え、同条に次の１項を加える。
３�　消防長は、液石法第82条第１項又は第83条第１項若
しくは第２項に規定する経済産業大臣の権限に属する
販売所等の報告の徴収又は立入検査を行い、液石法令
に違反する事実その他災害の発生につながるおそれの
ある重大な事実があると認めるとき等は、経済産業局
長等に報告するものとする。
　第31条の２中「又は消防署長」を削る。
　第31条の３第１項中「又は消防署長」を削る。
　第33条第１項に次の１号を加える。
　⑸�　液石法第22条に基づく資格等の取消し、液石法第
25条に基づく登録の取消し、液石法第26条に基づく
登録の取消し若しくは事業の停止の命令、液石法第
35条の３若しくは第35条の10に基づく認定の取消し
又は液石法第37条の７第１項に基づく許可の取消し

第33条第２項第５号中「および」を「及び」に改め、同
号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加え
る。
　⑸�　液石法第13条第２項、第14条第２項、第16条第３
項、第16条の２第２項、第34条第３項、第35条第３
項、第35条の２、第35条の５、第37条の５第３項及
び第37条の７第１項に基づく命令

　第34条中「又は第19号様式の４」を「、第19号様式の
４又は第19号様式の５」に改める。
　第36条に次の１項を加える。
３　消防長は、液石法第88条第３項の規定により、同法
第35条の６第１項の認定を取り消したときは、その旨を
公示しなければならない。
　第39条第１項中「又は高圧法」を「、高圧法」に改め、
「第53条」の次に「又は液石法第26条若しくは第37条の
７第１項」を加える。
　第40条第１項に次の１号を加える。
　⑼�　液石法第36条第１項又は第37条の４第１項の許可
について、液石法第37条の７第１項各号のいずれか
に該当し、当該違反内容等から許可の取消しを行う
ことが相当であると認めるとき。

　第40条第２項に次の１号を加える。
　⑹�　前項第９号の規定による許可の取消し　貯蔵施
設・特定供給設備・充てん設備設置許可取消通知書
（第23号様式の８）

　第40条の２に次の１項を加える。

２�　消防長は、液石法第35条の３又は第35条の10の規定
による認定の取消しを行う場合は、認定取消通知書（第
23号様式の９）を交付するものとする。
　第40条の３を次のように改める。
　第40条の３　登録の取消しは、次のいずれかに該当す
る場合に行うものとする。
　⑴�　高圧法第53条各号のいずれかに該当し、かつ、当
該違反内容等から登録の取消しを行うことが相当で
あると認めるとき。

　⑵�　液石法第25条又は第26条各号のいずれかに該当し、
かつ、当該違反内容等から登録の取消しを行うこと
が相当であると認めるとき。

２�　前項の規定による登録の取消しは、それぞれ当該各
号に定める様式により行うものとする。
　⑴�　前項第１号の規定による登録の取消し　高圧ガス
容器検査所登録取消通知書（第23号様式の10）

　⑵�　前項第２号の規定による登録の取消し　液化石油
ガス販売事業者登録取消通知書（第23号様式の11）

　第47条第４項第１号中「又は第26号様式の３」を「、
第26号様式の３又は第26号様式の４」に改め、同項第２
号中「又は第27号様式の３」を「、第27号様式の３又は
第27号様式の４」に改める。
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の
２

３
 

液
化

石
油

ガ
ス

関
係

施
設

立
入

検
査

結
果

通
知

票
 

第
２

１
条

関
係

 
第

１
１

号
様

式
の

２
４

 
液

化
石

油
ガ

ス
関

係
施

設
改

善
結

果
・

計
画

書
 

第
２

２
条

関
係

 
第

１
２

号
様

式
 

少
量

危
険

物
及

び
可

燃
性

液
体

類
等

施
設

立
入

検

査
票

 

第
２

３
条

関
係

 

」
 

に
、

 

   

 
別

表
第

３
中

 

「
 

 
９

 そ
の

他
消

防
長

又
は

消
防

署
長

が
必

要
と

認
め

る
別

表
第

１
に

掲

げ
る

消
防

対
象

物
 

」
 

を
 

「
 

 
９

 
液

化
石

油
ガ

ス
関

係
施

設
 

 
１

０
 そ

の
他

消
防

長
又

は
消

防
署

長
が

必
要

と
認

め
る

別
表

第
１

に

掲
げ

る
消

防
対

象
物

 

」
 

に
改

め
る

。
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2429 －

「
 第
２

６
号

様
式

の
３

 
戒

告
書

 
第

４
７

条
関

係
 

第
２

７
号

様
式

 
代

執
行

令
書

 
第

４
７

条
関

係
 

第
２

７
号

様
式

の
２

 
代

執
行

令
書

 
第

４
７

条
関

係
 

第
２

７
号

様
式

の
３

 
代

執
行

令
書

 
第

４
７

条
関

係
 

第
２

８
号

様
式

 
代

執
行

費
用

納
付

命
令

書
 

第
４

７
条

関
係

 

」
 

を
 

「
 第
２

６
号

様
式

の
３

 
戒

告
書

 
第

４
７

条
関

係
 

第
２

６
号

様
式

の
４

 
戒

告
書

 
第

４
７

条
関

係
 

第
２

７
号

様
式

 
代

執
行

令
書

 
第

４
７

条
関

係
 

第
２

７
号

様
式

の
２

 
代

執
行

令
書

 
第

４
７

条
関

係
 

第
２

７
号

様
式

の
３

 
代

執
行

令
書

 
第

４
７

条
関

係
 

第
２

７
号

様
式

の
４

 
代

執
行

令
書

 
第

４
７

条
関

係
 

第
２

８
号

様
式

 
代

執
行

費
用

納
付

命
令

書
 

第
４

７
条

関
係

 

」
 

に
改

め
る

。
 

            

「
 第
１

９
号

様
式

の
４

 
命

令
書

 
第

３
４

条
関

係
 

第
２

０
号

様
式

 
命

令
通

知
書

 
第

３
５

条
関

係
 

」
 

を
 

「
 第
１

９
号

様
式

の
４

 
命

令
書

 
第

３
４

条
関

係
 

第
１

９
号

様
式

の
５

 
命

令
書

 
第

３
４

条
関

係
 

第
２

０
号

様
式

 
命

令
通

知
書

 
第

３
５

条
関

係
 

」
 

に
、

 

「
 第
２

３
号

様
式

の
７

 
第

１
種

貯
蔵

所
設

置
許

可
取

消
通

知
書

 
第

４
０

条
関

係
 

第
２

３
号

様
式

の
８

 
高

圧
ガ

ス
容

器
検

査
所

登
録

取
消

通
知

書
 

第
４

０
条

の
３

関
係

 
第

２
４

号
様

式
 

告
発

書
 

第
４

２
条

関
係

 

」
 

を
 

「
 第
２

３
号

様
式

の
７

 
第

１
種

貯
蔵

所
設

置
許

可
取

消
通

知
書

 
第

４
０

条
関

係
 

第
２

３
号

様
式

の
８

 
貯

蔵
施

設
・

特
定

供
給

設
備

・
充

て
ん

設
備

設
置

許
可

取
消

通
知

書
 

第
４

０
条

関
係

 

第
２

３
号

様
式

の
９

 
認

定
取

消
通

知
書

 
第

４
０

条
の

２

関
係

 
第

２
３

号
様

式
の

１
０

 
高

圧
ガ

ス
容

器
検

査
所

登
録

取
消

通
知

書
 

第
４

０
条

の
３

関
係

 
第

２
３

号
様

式
の

１
１

 
液

化
石

油
ガ

ス
販

売
事

業
者

登
録

取
消

通
知

書
 

第
４

０
条

の
３

関
係

 
第

２
４

号
様

式
 

告
発

書
 

第
４

２
条

関
係

 

」
 

に
、
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第
１

１
号

様
式

の
６

（
第

２
３

条
関

係
）

中
 

「
 

 
見

張
人

 
第

５
６

条
の

４
 

第
３

項
第

３
号

 
有

 
・

 
無

 
煙

火
置

場
に

煙
火

を
存

置
す

る
場

合
 

」
 

を
 

「
 

 
盗

難
防

止
措

置
 

第
５

６
条

の
４

 

第
３

項
第

３
号

 
有

 
・

 
無

 
煙

火
置

場
に

煙
火

を
存

置
す

る
場

合

は
見

張
人

を
常

時
配

置
す

る
 

」
 

に
、

 

「
 

 
点

火
玉

又
は

電
気

導

火
線

の
使

用
 

第
５

６
条

の
４

 

第
５

項
第

１
号

 
適

 
・

 
否

 
 

点
火

玉
又

は
電

気
導

火
線

の
導

通
又

は
抵

抗
の

試
験

の
実

施
 

第
５

６
条

の
４

 

第
５

項
第

２
号

 
適

 
・

 
否

 
で

き
る

だ
け

実
施

 

」
 

を
 

「
 

 
摩

擦
、

衝
撃

等
に

対

し
て

安
全

な
点

火
具

の
使

用
 

第
５

６
条

の
４

 

第
５

項
第

１
号

 
適

 
・

 
否

 
安

全
な

点
火

具
と

は
点

火
玉

及
び

電

気
導

火
線

 

点
火

具
の

導
通

又
は

抵
抗

の
試

験
の

実
施

 

第
５

６
条

の
４

 

第
５

項
第

２
号

 
適

 
・

 
否

 

試
験

器
の

電
流

を
あ

ら
か

じ
め

測
定

し
、

０
.
０

１
Ａ

以
下

の
電

流
で

試
験

を
で

き
る

だ
け

実
施

 

」
 

に
、

 

「
 

 
電

流
回

路
に

係
る

安

全
な

導
通

又
は

抵
抗

の
試

験
の

実
施

 

第
５

６
条

の
４

 

第
５

項
第

１
１

号
 
 
適

 
・

 
否

 
時

 
 
 
分

頃
 

」
 

を
 

第
４

号
様

式
の

３
の

次
に

次
の

１
様

式
を

加
え

る
。
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第
１

１
号

様
式

の
１

０
（

第
２

３
関

係
）

中
 

「
 

 

保
安

統
括

者
 

保
安

技
術

管
理

者
 

保
安

係
員

 

・
保

安
統

括
者

は
事

業
所

を
統

括
で

き
る

者
を

選
任

し
て

い
る

か
。

 

・
保

安
技

術
管

理
者

は
技

術
的

事
項

を
管

理
で

き
る

者
を

選
任

し
て

い
る

か
。

 

・
保

安
係

員
は

製
造

施
設

区
分

ご
と

に
選

任
さ

れ
て

い
る

か
。

 

・
保

安
係

員
の

外
部

委
託

条
件

は
適

切
か

。
 

・
保

安
係

員
等

の
代

理
者

は
選

任
さ

れ
て

い
る

か
。

 

（
法

第
２

７
条

の
２

、
第

３
３

条
）

 

適
・

不
適

 

」
 

を
 

「
 

 

保
安

統
括

者
 

保
安

技
術

管
理

者
 

保
安

係
員

 

保
安

監
督

者
 

・
保

安
統

括
者

は
事

業
所

を
統

括
で

き
る

者
を

選
任

し
て

い
る

か
。

 

・
保

安
技

術
管

理
者

は
技

術
的

事
項

を
管

理
で

き
る

者
を

選
任

し
て

い
る

か
。

 

・
保

安
係

員
は

製
造

施
設

区
分

ご
と

に
選

任
さ

れ
て

い
る

か
。

 

・
保

安
係

員
の

外
部

委
託

条
件

は
適

切
か

。
 

・
保

安
係

員
等

の
代

理
者

は
選

任
さ

れ
て

い
る

か
。

 

・
保

安
監

督
者

は
選

任
さ

れ
て

い
る

か
。

 （
法

第
２

７
条

の
２

、
第

３
３

条
）

 

適
・

不
適

 

」
 

に
改

め
る

。
 

 第
１

１
号

様
式

１
９

（
第

２
２

条
関

係
）

中
「

（
消

防
署

長
）

」
を

削
る

。
 

         

「
 

 
点

火
回

路
に

係
る

安

全
な

導
通

又
は

抵
抗

の
試

験
の

実
施

 

第
５

６
条

の
４

 

第
５

項
第

１
１

号
 
 
適

 
・

 
否

 
時

 
 
 
分

頃
 

点
火

回
路

の
無

線
式

の
誤

受
信

に
よ

る
発

火
防

止
措

置
 

第
５

６
条

の
４

 

第
５

項
第

１
２

号
 

適
 
・

 
否

 
 

 
」

 

に
改

め
る

。
 

 第
１

１
号

様
式

の
８

（
第

２
２

条
関

係
）

中
「

（
消

防
署

長
）

」
を

削
る

。
 

 第
１

１
号

様
式

の
９

（
第

２
３

関
係

）
中

 

「
 

 

保
安

統
括

者
 

保
安

技
術

管
理

者
 

保
安

係
員

 

・
保

安
統

括
者

は
事

業
所

を
統

括
で

き
る

者
を

選
任

し
て

い
る

か
。

 

・
保

安
技

術
管

理
者

は
技

術
的

事
項

を
管

理
で

き
る

者
を

選
任

し
て

い
る

か
。

 

・
保

安
係

員
は

製
造

施
設

区
分

ご
と

に
選

任
さ

れ
て

い
る

か
。

 

・
保

安
係

員
の

外
部

委
託

条
件

は
適

切
か

。
 

 

・
保

安
係

員
等

の
代

理
者

は
選

任
さ

れ
て

い
る

か
。

 

 
（

法
第

２
７

条
の

２
、

第
３

３
条

）
 

適
・

不
適

 

」
 

を
 

「
 

 

保
安

統
括

者
 

保
安

技
術

管
理

者
 

保
安

係
員

 

保
安

監
督

者
 

・
保

安
統

括
者

は
事

業
所

を
統

括
で

き
る

者
を

選
任

し
て

い
る

か
。

 

・
保

安
技

術
管

理
者

は
技

術
的

事
項

を
管

理
で

き
る

者
を

選
任

し
て

い
る

か
。

 

・
保

安
係

員
は

製
造

施
設

区
分

ご
と

に
選

任
さ

れ
て

い
る

か
。

 

・
保

安
係

員
の

外
部

委
託

条
件

は
適

切
か

。
 

・
保

安
係

員
等

の
代

理
者

は
選

任
さ

れ
て

い
る

か
。

 

・
保

安
監

督
者

は
選

任
さ

れ
て

い
る

か
。

 （
法

第
２

７
条

の
２

、
第

３
３

条
）

 

適
・

不
適

 

」
 

に
改

め
る

。
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第
１

１
号

様
式

の
１

９
の

次
に

次
の

５
様

式
を

加
え

る
。
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第
１

７
号

様
式

の
５

（
第

３
１

条
の

２
関

係
）

中
「

（
消

防
署

長
）

」
を

削
る

。
 

 

第
１

８
号

様
式

の
３

（
第

３
２

条
関

係
）

中
「

（
消

防
署

長
）

」
を

削
る

。
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第
２

３
号

様
式

の
８

を
第

２
３

号
様

式
の

１
０

に
改

め
、

第
２

３
号

様
式

の
７

の
次

に
次

の
２

様
式

を
加

え
る

。
 

 

   

第
１

９
号

様
式

の
４

の
次

に
次

の
１

様
式

を
加

え
る

。
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第
２

３
号

様
式

の
１

０
の

次
に

次
の

１
様

式
を

加
え

る
。
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第
２

７
号

様
式

（
第

４
７

条
関

係
）

中
「

上
記

消
防

対
象

物
」

を
「

次
の

消
防

対
象

物
」

に
改

め
る

。
 

第
２

７
号

様
式

の
２

（
第

４
７

条
関

係
）

中
「

上
記

火
薬

類
関

係
施

設
」

を
「

次
の

火
薬

類
関

係
施

設
」

に
改

め
る

。
 

第
２

７
号

様
式

の
３

（
第

４
７

条
関

係
）

中
「

上
記

高
圧

ガ
ス

関
係

施
設

」
を

「
次

の
高

圧
ガ

ス
関

係
施

設
」

に
改

め
、

同
様

式
の

次
に

次
の

１
様

式
を

加
え

る
。

 

 

 
 

第
２

６
号

様
式

の
３

の
次

に
次

の
１

様
式

を
加

え
る

。
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　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市消防局訓令第11号

局　内　一　般
消　　防　　署

　川崎市消防団機能別団員の種類、職務、階級等に関す
る規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一
　　　川崎市消防団機能別団員の種類、職務、階
　　　級等に関する規程の一部を改正する訓令
　川崎市消防団機能別団員の種類、職務、階級等に関す
る規程（令和２年消防局訓令第10号）の一部を次のよう
に改正する。
　第２条第２号の次に次の１号を加える。
　⑶�　大規模災害団員のうち災害対応活動を行う機能別
団員は警護部長、後方支援活動を行う機能別団員は
消防部長、広報活動団員は広報部長の指揮命令の下
にその職務を行う。

　第３条を削り、第４条中「は、団員とし、階級移動は
しない」を「異動はできない」に改め、同条を第３条と
し、以下１条ずつ繰り上げる。

　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。　
　　　制　定　理　由
　川崎市消防団の組織及び消防団員の階級等に関する規
則の改正に伴い、この訓令を制定するものである。
　　　───────────────────
川崎市消防局訓令第12号

局　内　一　般
消　　防　　署

　川崎市消防局個人情報の保護に関する法律施行規程を
次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一
　　　川崎市消防局個人情報の保護に関する法律
　　　施行規程
　（趣旨）
第�１条　この規程は、川崎市消防長（以下「消防長」と
いう。）の保有個人情報について、個人情報の保護に
関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）、
個人情報の保護に関する法律施行令（平成15年政令第
507号。以下「政令」という。）、個人情報の保護に関
する法律施行規則（平成28年個人情報保護委員会規則
第３号。以下「個人情報保護委員会規則」という。）
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及び川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例（令
和４年川崎市条例第76号。以下「条例」という。）の
実施に関し必要な事項を定めるものとする。
　（用語）
第�２条　この規程で使用する用語の意義は、法、政令、
個人情報保護委員会規則及び条例で使用する用語の例
による。
　（保有個人情報等管理責任者）
第�３条　条例第３条に規定する保有個人情報等管理責任
者は、消防局の組織に関する規則（昭和38年川崎市規
則第47号）第４条に掲げる課の長及び川崎市消防署の
組織に関する規程（昭和53年消防局訓令第９号）第２
条に規定する消防署長をもって充てる。
　（開示請求の方法等）
第�４条　開示請求書は、保有個人情報開示請求書（第１
号様式）又は法第77条第１項各号に掲げる事項を記載
した書面によるものとし、次に掲げる方法により、消
防長に提出するものとする。
　⑴　直接提出して行う方法
　⑵　送付して行う方法
２�　条例第８条に規定する実施機関が定める事項は、開
示請求者の連絡先とする。
３�　消防長は、第１項第２号に掲げる方法による開示請
求があった場合又は法第76条第２項の規定による開示
請求があった場合には、開示請求者に対し、速やかに
当該開示請求の事実の確認を行うものとする。ただし、
精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如により
当該開示請求者に当該確認を行うことが困難である場
合、その他消防長が当該開示請求の事実の確認を行う
必要がないと認める場合は、この限りでない。
　（開示決定等の通知）
第�５条　法第82条第１項の規定による通知は、保有個人
情報開示決定通知書（第２号様式）により行うものと
する。
２�　法第82条第２項の規定による通知は、保有個人情報
の開示をしない旨の決定通知書（第３号様式）により
行うものとする。
　（開示決定等の期限の延長の通知）
第�６条　条例第10条第２項の規定による通知は、保有個
人情報開示決定等期限延長通知書（第４号様式）によ
り行うものとする。
　（開示決定等の期限の特例の通知）
第�７条　条例第11条の規定による通知は、保有個人情報
開示決定等期限特例延長通知書（第５号様式）により
行うものとする。
　（開示請求に係る事案の移送の通知）
第�８条　法第85条第１項の規定による通知は、保有個人
情報開示請求事案移送通知書（第６号様式）により行

うものとする。
　（意見照会等）
第�９条　法第86条第１項の規定による通知は、第三者意
見照会書（法第86条第１項適用）（第７号様式）によ
り行うものとする。ただし、消防長が書面により行う
必要がないと認めるときは、この限りでない。
２�　法第86条第２項の規定による通知は、第三者意見照
会書（法第86条第２項適用）（第８号様式）により行
うものとする。
３�　法第86条第１項及び第２項に規定する意見書は、保
有個人情報開示決定等意見書（第９号様式）によるも
のとする。
４�　法第86条第３項の規定による通知は、保有個人情報
の開示に関する通知書（第10号様式）により行うもの
とする。
　（開示の実施の方法）
第�10条　次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、
当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定
める方法により難いときは、消防長が適当と認める方
法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）　　当該文書又は図画（法第
87条第１項ただし書の規定が適用される場合にあっ
ては、次項第１号アに規定するもの）の閲覧

　⑵�　マイクロフィルム　　当該マイクロフィルムを専
用機器により映写したものの閲覧。ただし、これに
より難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを
日本産業規格Ａ列１番（以下「Ａ１判」という。）
以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧

　⑶�　写真フィルム　　当該写真フィルムを印画紙（縦
89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦
203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。
以下同じ。）に印画したものの閲覧

　⑷�　スライド（第５項に規定する場合におけるものを
除く。次項第４号において同じ。）　当該スライドを
専用機器により映写したものの閲覧

２�　次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法
は、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号
に定める方法により難いときは、消防長が適当と認め
る方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）　　次に掲げる方法（イ及び
ウに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存
に支障を生ずるおそれがなく、かつ、消防長がその
保有する処理装置及びプログラム（電子計算機に対
する指令であって、一の結果を得ることができるよ
うに組み合わされたものをいう。以下同じ。）によ
り当該文書又は図画の開示を実施することができる
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場合に限る。）
　　ア�　当該文書又は図画を複写機により日本産業規格

Ａ列３番（以下「Ａ３判」という。）以下の大き
さの用紙に複写したものの交付（イに掲げる方法
に該当するものを除く。）。ただし、これにより難
い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写
機によりＡ１判若しくは日本産業規格Ａ列２番
（以下「Ａ２判」という。）の用紙に複写したもの
の交付（イに掲げる方法に該当するものを除く。）
又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィル
ムを印画紙に印画したものの交付　

　　イ�　当該文書又は図画を複写機により用紙にカラー
で複写したものの交付

　　ウ�　当該文書又は図画をスキャナにより読み取って
できた電磁的記録を光ディスク（日本産業規格Ｘ
0606及びＸ6281又はＸ6241に適合する直径120ミ
リメートルの光ディスクの再生装置で再生するこ
とが可能なものに限る。次項第３号オにおいて同
じ。）に複写したものの交付

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを日本
産業規格Ａ列４番の用紙に印刷したものの交付。た
だし、これにより難い場合にあっては、Ａ１判、Ａ
２判又はＡ３判の用紙に印刷したものの交付

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙に印画
したものの交付

　⑷�　スライド　当該スライドを印画紙に印画したもの
の交付

３�　次の各号に掲げる電磁的記録についての法第87条第
１項の行政機関等が定める方法は、当該各号に定める
方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難
いときは、消防長が適当と認める方法により行うこと
ができる。
　⑴�　録音テープ（第５項に規定する場合におけるもの
を除く。以下この号において同じ。）又は録音ディ
スク　次に掲げる方法　

　　ア�　当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器に
より再生したものの聴取

　　イ�　当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセッ
トテープ（日本産業規格Ｃ5568に適合する記録時
間120分のものに限る。）に複写したものの交付

　⑵�　ビデオテープ又はビデオディスク　次に掲げる方
法

　　ア�　当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機
器により再生したものの視聴

　　イ�　当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオ
カセットテープ（日本産業規格Ｃ5581に適合する
記録時間120分のものに限る。以下同じ。）に複写
したものの交付

　⑶�　電磁的記録（前２号又は次項に該当するものを除
く。）　　次に掲げる方法であって、消防長がその保
有する処理装置及びプログラムにより行うことがで
きるもの

　　ア�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
出力したものの閲覧

　　イ�　当該電磁的記録を専用機器により再生したもの
の閲覧又は視聴

　　ウ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
出力したものの交付（エに掲げる方法に該当する
ものを除く。）

　　エ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
カラーで出力したものの交付

　　オ�　当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの
交付

４�　映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方
法とする。ただし、当該各号に定める方法により難い
ときは、消防長が適当と認める方法により行うことが
できる。
　⑴�　当該映画フィルムを専用機器により映写したもの
の視聴

　⑵�　当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写
したものの交付

５�　スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記
録した録音テープを同時に視聴する場合における開示
の実施の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当
該各号に定める方法により難いときは、消防長が適当
と認める方法により行うことができる。
　⑴�　当該スライド及び当該録音テープを専用機器によ
り再生したものの視聴

　⑵�　当該スライド及び当該録音テープをビデオカセッ
トテープに複写したものの交付

　（開示の実施の方法等の申出）
第�11条　法第87条第３項の規定による申出は、開示の実
施方法等申出書（第11号様式）又は政令第26条第３項
各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとす
る。
　（開示の実施）
第�12条　保有個人情報の開示は、消防長が指定する日時
及び場所において行うものとする。ただし、写し等の
交付は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関す
る法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定す
る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特
定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便に
よる送付により行うことができる。
２�　前項本文の場合において保有個人情報の閲覧、聴取
又は視聴をする者は、当該保有個人情報を汚損し、又
は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければな
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らない。
３�　消防長は、前項の規定に違反する者に対し、保有個
人情報の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止す
ることができる。
　（開示請求に係る費用の納付）
第�13条　条例第12条第２項に規定する費用及び政令第28
条第４項に規定する送付に要する費用は、前納とする。
ただし、消防長がやむを得ない理由があると認めると
きは、この限りでない。
２�　条例第12条第２項に規定する費用の納付の方法及び
政令第28条第４項に規定する規則で定める方法は、川
崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規則第31号）第８
号様式⑴の納入通知書により納付する方法とする。た
だし、当該方法により難いときは、この限りでない。
　（訂正請求の方法等）
第�14条　訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書（第12
号様式）又は法第91条第１項各号（条例第13条第１項
各号に掲げる自己を本人とする保有個人情報に係る訂
正請求の場合にあっては、第２号を除く。）に掲げる
事項を記載した書面によるものとし、次に掲げる方法
により、消防長に提出するものとする。
　⑴　直接提出して行う方法
　⑵　送付して行う方法
２�　条例第14条に規定する実施機関が定める事項は、訂
正請求者の連絡先とする。
３�　消防長は、第１項第２号に掲げる方法による訂正請
求があった場合又は法第90条第２項の規定による訂正
請求があった場合には、当該訂正請求に係る保有個人
情報の本人に対し、速やかに当該訂正請求の事実の確
認を行うものとする。ただし、精神上の障害による事
理を弁識する能力の欠如により当該本人に当該確認を
行うことが困難である場合、その他消防長が当該訂正
請求の事実の確認を行う必要がないと認める場合は、
この限りでない。
　（訂正決定等の通知）
第�15条　法第93条第１項の規定による通知は、保有個人
情報訂正決定通知書（第13号様式）により行うものと
する。
２�　法第93条第２項の規定による通知は、保有個人情報
の訂正をしない旨の決定通知書（第14様式）により行
うものとする。
　（訂正決定等の期限の延長の通知）
第�16条　条例第15条第２項の規定による通知は、保有個
人情報訂正決定等期限延長通知書（第15号様式）によ
り行うものとする。
　（訂正決定等の期限の特例の通知）
第�17条　法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂
正決定等期限特例延長通知書（第16号様式）により行

うものとする。
　（訂正請求に係る事案の移送の通知）
第�18条　法第96条第１項の規定による通知は、保有個人
情報訂正請求事案移送通知書（第17号様式）により行
うものとする。
　（訂正した保有個人情報の提供先への通知）
第�19条　法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂
正通知書（第18号様式）により行うものとする。
　（利用停止請求の方法等）
第�20条　利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求
書（第19号様式）又は法第99条第１項（条例第16条第
１項各号に掲げる自己を本人とする保有個人情報に係
る利用停止請求の場合にあっては、第２号を除く。）
に掲げる事項を記載した書面によるものとし、次に掲
げる方法により、消防長に提出するものとする。
　⑴　直接提出して行う方法
　⑵　送付して行う方法
２�　条例第17条に規定する実施機関が定める事項は、利
用停止請求者の連絡先とする。
３�　消防長は、第１項第２号に掲げる方法による利用停
止請求があった場合又は法第98条第２項の規定による
利用停止請求があった場合には、当該利用停止請求に
係る保有個人情報の本人に対し、速やかに当該利用停
止請求の事実の確認を行うものとする。ただし、精神
上の障害による事理を弁識する能力の欠如により当該
本人に当該確認を行うことが困難である場合、その他
消防長が当該利用停止請求の事実の確認を行う必要が
ないと認める場合は、この限りでない。
　（利用停止決定等の通知）
第�21条　法第101条第１項の規定による通知は、保有個
人情報利用停止決定通知書（第20号様式）により行う
ものとする。
２�　法第101条第２項の規定による通知は、保有個人情
報の利用停止をしない旨の決定通知書（第21号様式）
により行うものとする。
　（利用停止決定等の期限の延長の通知）
第�22条　条例第18条第２項の規定による通知は、保有個
人情報利用停止決定等期限延長通知書（第22号様式）
により行うものとする。
　（利用停止決定等の期限の特例の通知）
第�23条　法第103条の規定による通知は、保有個人情報
利用停止決定等期限特例延長通知書（第23号様式）に
より行うものとする。
　（行政機関等匿名加工情報に係る手数料の納付）
第�24条　条例第19条第１項及び第２項に定める手数料は、
前納とする。ただし、消防長がやむを得ない理由があ
ると認めるときは、この限りでない。
２�　条例第19条第１項及び第２項に規定する手数料の納
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付の方法は、川崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規
則第31号）第８号様式⑴の納入通知書により納付する
ものとする。ただし、当該方法により難いときは、こ
の限りでない。
　（記載事項の変更の申出）
第�25条　法第112条第１項の規定による提案を行った者
又は法第118条第１項前段の規定による提案を行った
者は、法第112条第２項（法第118条第２項の規定によ
り読み替えて準用する場合を含む。）の規定により提
出した書面に記載された事項に変更（行政機関等匿名
加工情報をその用に供する事業の変更を除く。）が生
じた場合は、直ちに、行政機関等匿名加工情報提案書
記載事項変更申出書（第24号様式）により、その旨を
消防長に申し出るものとする。
　（保有個人情報の取扱い等）
第�26条　消防局の職員による保有個人情報、仮名加工情
報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱い等に関し
ては、別に定めるもののほか、市長事務部局の例によ
る。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　（川崎市個人情報保護条例施行規程の廃止）
２�　川崎市個人情報保護条例施行規程（昭和60年消防局
訓令第18号）は、廃止する。
様式目次
様式
番号 名称 関係

条文

１ 保有個人情報開示請求書 第４条
第１項

２ 保有個人情報開示決定通知書 第５条
第１項

３ 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知
書

第５条
第２項

４ 保有個人情報開示決定等期限延長通知書 第６条

５ 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知
書 第７条

６ 保有個人情報開示請求事案移送通知書 第８条

７ 第三者意見照会書（法第86条第１項適用） 第９条
第１項

８ 第三者意見照会書（法第86条第２項適用） 第９条
第２項

９ 保有個人情報開示決定等意見書 第９条
第３項

10 保有個人情報の開示に関する通知書 第９条
第４項

11 開示の実施方法等申出書 第11条

12 保有個人情報訂正請求書 第14条
第１項

13 保有個人情報訂正決定通知書 第15条
第１項

14 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知
書

第15条
第２項

15 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 第16条

16 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知
書 第17条

17 保有個人情報訂正請求事案移送通知書 第18条
18 保有個人情報訂正通知書 第19条

19 保有個人情報利用停止請求書 第20条
第１項

20 保有個人情報利用停止決定通知書 第21条
第１項

21 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定
通知書

第21条
第２項

22 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知
書 第22条

23 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長
通知書 第23条

24 行政機関等匿名加工情報提案書記載事項変
更申出書 第25条
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第
２

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
通

知
書

 
 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

２
条

第
１

項
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

開
示

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

開
示

す
る

 

保
有

個
人

情
報

 

□
全

部
開

示
 

□
部

分
開

示
 

  

不
開

示
と

し
た
 

部
分

と
そ

の
理

由
 

 

時
限

性
開

示
 

年
 

 
月

 
 

日
以

後
で

あ
れ

ば
不

開
示

と
し

た
 

部
分

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

を
開

示
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

の
で

、
同

日
以

後
に

改
め

て
開

示
請

求
を

し
て

く
だ

さ
い

。
 

開
示

す
る

保
有

個

人
情
報
の
利
用
目
的

 

 

開
示

の
 

実
施

方
法

等
 

１
 

開
示

の
実

施
の

方
法

等
 

・
 

□
文

書
又

は
図

面
 

 
□

電
磁

的
記

録
 

・
 

□
閲

覧
 

 
 

 
 

 
□

聴
取

 
 

 
 

 
 

□
視

聴
 

 
□

写
し

等
の

交
付

(
□

写
し

 
□

複
写

し
た

も
の
)
(
□
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
)
 

２
 

事
務

所
に

お
け

る
開

示
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

日
時

及
び

場
所

 

  
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

時
か

ら
 

 
 

 
 

時
ま

で
の

間
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

お
越

し
く

だ
さ

い
。

 

 
※

 
当

日
御

都
合

が
悪

い
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

そ
の

旨
を

電
話

等
で

担
当

係
ま

で
御

連

絡
く

だ
さ

い
。

 

事
務

所
管

課
 

消
防

局
 

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
消

防
署

 
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

―
 

注
 

１
 

開
示

を
受

け
る

際
に

は
、

こ
の

通
知

書
を

職
員

に
提

示
し

て
く

だ
さ

い
。

 
２

 
「

時
限

性
開

示
」
欄

は
、
部

分
開

示
と

し
た

理
由

が
な

く
な

る
時

期
を

あ
ら

か
じ

め
明

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
に

記
載

し
て

い
ま

す
。

 
３

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、

川
崎

市
長

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処

分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

（
前

記
の

審
査

請
求

を
し

た
場

合
に

は
、

当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て

の
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し

て
（

川
崎

市
長

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

午
前

 
午

後
 

午
前

 
午

後
 

第
１

号
様

式
 

保
有

個
人

情
報

開
示

請
求

書
 

年
 
 
 

月
 
 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
消

防
長

  
 

 
 

 
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

７
７

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
次

の
と

お
り

保
有

個
人

情
報

の
開

示
を

請
求

し
ま

す
。

 

開
示

を
請

求
す

る
 

保
有

個
人

情
報

 

（
具

体
的

に
特

定
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

 

求
め

る
開

示
の

 

実
施

方
法

 

□
事

務
所

に
お

け
る

開
示

の
実

施
を

希
望

す
る

。
 

＜
実

施
の

方
法

＞
□

閲
覧

 
 

□
写

し
の

交
付

 
 

□
そ

の
他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

 
＜

実
施

の
希

望
日

＞
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
＜

実
施

の
場

所
＞

□
事

務
所

管
課

 
 

 
 

□
行

政
情

報
課

 

□
写

し
の

送
付

を
希

望
す

る
。

 

 １
 

開
示

請
求

者
：

□
本

人
 

 
□

法
定

代
理

人
 

 
□

任
意

代
理

人
 

２
 

開
示

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

 
□

運
転

免
許

証
 

□
健

康
保

険
被

保
険

者
証

 
□

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
の

）
 

□
在

留
カ

ー
ド

、
特

別
永

住
者

証
明

書
又

は
特

別
永

住
者

証
明

書
と

み
な

さ
れ

る
外

国
人

登
録

証
明

書
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
※

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
す

る
場

合
に

は
、

上
記

の
本

人
確

認
書

類
を

複
写

し
た

も
の

に
加

え
て

、
請

求
の

３
０

日
前

ま
で

に
交

付
さ

れ
た

住
民

票
の

写
し

（
複

写
し

た
も

の
は

不
可

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
 

本
人

の
状

況
等

（
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

ア
 

本
人

の
状

況
 

□
未

成
年

者
（

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
）

 
 

□
成

年
被

後
見

人
 

 
□

任
意

代
理

人
委

任
者

 
 

 
 

 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

イ
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ウ

 
本

人
の

住
所

又
は

居
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
請

求
資

格
確

認
書

類
：

□
戸

籍
謄

本
 

□
登

記
事

項
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）
 

５
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

請
求

資
格

確
認

書
類

：
□

委
任

状
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
）

 

処
理

欄
 

所
管

課
：

 

 
受

付
場

所
：
 

受
付
：

 
 

 
 

 
年

度
第

 
 
 
 

 
号

（
 
 

 
．

 
 

．
 

 
受

付
）

 

備
考
：

 

注
 

１
 

「
氏

名
」
、「

住
所

又
は

居
所

」
及

び
「

電
話

番
号

」
欄

に
つ

い
て

、
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

開
示

請
求

の
場

合
に

は
、

当
該

代
理

人
の

氏
名

、
住

所
又

は
居

所
及

び
電

話
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 
「

求
め

る
開

示
の

実
施

方
法

等
」
欄

に
は

、
開

示
を

受
け

る
場

合
の

開
示

の
実

施
の

方
法
（

事
務

所
に

お
け

る
開

示
又

は
写

し
の

送
付

）
に

つ
い

て
希

望
が

あ
る

場
合

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
な

お
、

開
示

の
実

施
の

方
法

は
実

施
機

関
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
ま

す
の

で
、

希
望

す
る

方
法

に
対

応
で

 
き

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

 
３

 
□

の
あ

る
欄

に
は

該
当

す
る

□
に

印
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。
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第
４

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

期
限

延
長

通
知

書
 

 
第

 
 

 
 

 
号

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
０

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

開
示

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

条
例

第
１

０
条

第
１

項
 

の
規

定
に

よ
る

期
間

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
か

ら
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
ま

で
 

延
長

後
の

期
間

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
ま

で
 

（
 

 
 

日
間

）
 

延
長

の
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

消
防

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

消
防

署
 

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

―
 

第
３

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
の

開
示

を
し

な
い

旨
の

決
定

通
知

書
 

 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

２
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

不
開

示
と

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

開
示

請
求

に
係

る

保
有

個
人

情
報

の

名
称

等
 

 

開
示

し
な

い
こ

と

と
し

た
理

由
 

 

時
限

性
開

示
 

年
 

 
月

 
 

日
以

後
で

あ
れ

ば
開

示
を

し
な

い
こ

と
と

し
た

 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
を

開
示

す
る

こ
と

が

で
き

ま
す

の
で

、
同

日
以

後
に

改
め

て
開

示
請

求
を

し
て

く
だ

さ
い

。
 

事
務

所
管

課
 

消
防

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

 
係

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
消

防
署

 
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

―
 

注
 

１
 
「

時
限

性
開

示
」
欄

は
、
開

示
を

し
な

い
こ

と
と

し
た

理
由

が
な

く
な

る
時

期
を

あ
ら

か
じ

め

明
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
き

に
記

載
し

て
い

ま
す

。
 

２
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
こ

の
処

分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て
（

川
崎

市
長

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。

）
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
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第
６

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
請

求
事

案
移

送
通

知
書

 
 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

の
開

示
請

求
に

係
る

事
案

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

５
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

移
送

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 
な

お
、

保
有

個
人

情
報

の
開

示
決

定
等

は
、

下
記

の
移

送
先

の
行

政
機

関
等

に
お

い
て

行
わ

れ
ま

す
。
 

 

開
示

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

移
送

を
し

た
日

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

移
送

の
理

由
 

 

移
送

先
の

 

行
政

機
関

の
長

等
 

（
行

政
機

関
の

長
等

）
 

  （
連

絡
先

）
 

 
部
局
課
室
名
：

 

 
担

当
者

名
：

 

 
所

在
地

：
 

 
電

話
番

号
：

 

備
 

 
考

 
 

事
務

所
管

課
 

（
移

送
元

）
 

 
 

 
 

消
防

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
消

防
署

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 
 

 
 

 
―

 

第
５

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

期
限

特
例

延
長

通
知

書
 

 
第

 
 

 
 

 
号

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
１

条
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

開
示

決
定

等
の

期
限

を

延
長

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

条
例

第
１

１
条

の
規

定

（
開

示
決

定
等

の
期

限

の
特

例
）

を
適

用
す

る

理
由
 

 

残
り

の
保

有
個

人
情

報

に
つ

い
て

開
示

決
定

等

を
す

る
期

限
 

（
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
に

可
能

な
部

分
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
行

い
、
残

り
の

部
分

に
つ

い
て

は
、
次

に
記

載
す

る
期

限
ま

で
に

開
示

決
定

等
を

行
う

予
定

で
す

。
）

 

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
消

防
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

消
防

署
 

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
―
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第
８

号
様

式
 

 
第

三
者

意
見

照
会

書
（

法
第

８
６

条
第

２
項

適
用

）
 

 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

次
の

と
お

り
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

が
含

ま
れ

て
い

る
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
７

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
開

示
請

求

が
あ

り
、
当

該
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
行

う
際

の
参

考
と

す
る

た
め

、
同

法
第

８
６

条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
御

意
見

を
伺

い
ま

す
。

 

つ
き

ま
し

て
は

、
お

手
数

で
す

が
、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

に
つ

き
御

意
見

が
あ

る
と

き
は

、
同

封
し

た
「

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
意

見
書

」
を

提
出

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

な
お

、
提

出
期

限
ま

で
に

意
見

書
の

提
出

が
な

い
場

合
に

は
、
特

に
御

意
見

が
な

い
も

の
と

し
て

取
り

扱
わ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

の
年

月
日

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

法
第

８
６

条
第

２
項

 

第
１

号
又

は
第

２
号

 

の
規

定
の

適
用

区
分

 

及
び

そ
の

理
由

 

適
用

区
分

：
□

第
１

号
 

 
 

□
第

２
号

 

適
用

理
由

：
 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
内

容
 

 

意
見

書
の

提
出

期
限

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

事
務

所
管

課
 

（
意

見
書

の
提

出
先

）
 

 
 

 
 

消
防

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
消

防
署

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

 所
在

地
 

〒
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 
 
 

 
 

 
―

 

第
７

号
様

式
 

 
第

三
者

意
見

照
会

書
（

法
第

８
６

条
第

１
項

適
用

）
 

 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

次
の

と
お

り
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

が
含

ま
れ

て
い

る
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
７

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
開

示
請

求

が
あ

り
、
当

該
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
行

う
際

の
参

考
と

す
る

た
め

、
同

法
第

８
６

条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
御

意
見

を
伺

う
こ

と
と

し
ま

し
た

。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
お

手
数

で
す

が
、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

に
つ

き
御

意
見

が
あ

る
と

き
は

、
同

封
し

た
「

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
意

見
書

」
を

提
出

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

な
お

、
提

出
期

限
ま

で
に

意
見

書
の

提
出

が
な

い
場

合
に

は
、
特

に
御

意
見

が
な

い
も

の
と

し
て

取
り

扱
わ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

の
年

月
日

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
内

容
 

 

意
見

書
の

提
出

期
限

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

事
務

所
管

課
 

（
意

見
書

の
提

出
先

）
 

 
 

 
 

消
防

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
消

防
署

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

 所
在

地
 

〒
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

電
話

番
号

 
 
 

 
 

 
―
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第
１

０
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
に

関
す

る
通

知
書

 
 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
か

ら
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で
「

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
意

見
書

」
の

提
出

が
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
次

の
と

お
り

開
示

決
定

し
ま

し

た
の

で
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

８
６

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

通
知

し
ま

す
。

 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
こ

の
処

分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し

て
（

川
崎

市
長

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き

ま
す

。
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
う

ち

開
示

す
る

こ
と

と
し

た

も
の
 

 

開
示

す
る

こ
と

 

と
し

た
理

由
 

 

開
示

決
定

を
し

た
日

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

開
示

を
実

施
す

る
日

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

消
防

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
消

防
署

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 
 

 
 

 
―

 

第
９

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

意
見

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
（

宛
先

）
川

崎
市

消
防

長
 

 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
本
店
又
は
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
（

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
照

会
の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

開
示

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

意

見
を

提
出

し
ま

す
。

 

注
 

□
の

あ
る

欄
に

は
、

該
当

す
る

□
に

印
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

に
関

し
て

の
 

御
意

見
 

 □
保

有
個

人
情

報
を

開
示

さ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
支

障
が

な
い

。
 

    □
保

有
個

人
情

報
を

開
示

さ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
支

障
が

あ
る

。
 

 
（

１
）

 
支

障
（

不
利

益
）

が
あ

る
部

分
 

      
（

２
）

 
支

障
（

不
利

益
）

の
具

体
的

理
由
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第
１

２
号

様
式

 
保

有
個

人
情

報
訂

正
請

求
書

 
年

 
 
 

月
 
 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
消

防
長

 

 
 

 
 

 
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
１

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
次

の
と

お
り

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
を

請
求

し
ま

す
。

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

開
示

決
定

通
知

書
等
 

（
事
前

に
保

有
個
人
情

報
の

開
示
請
求

を
し

て
い
た
場
合
に

の
み
記
載

し
て

く
だ
さ
い

。
）

 

開
示

決
定

通
知

書
の

文
書

番
号

：
 

開
示

決
定

通
知

書
の

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

開
示

を
受

け
た

日
：

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有
個
人
情
報
の
名
称
等
 

 

訂
正

請
求

の
 

趣
旨

及
び

理
由

 

（
趣

旨
）

 

 （
理

由
）

 

 

 １
 

訂
正

請
求

者
：

□
本

人
 

 
□

法
定

代
理

人
 

 
□

任
意

代
理

人
 

２
 

訂
正

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

 
□

運
転

免
許

証
 

□
健

康
保

険
被

保
険

者
証

 
□

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
の

）
 

□
在

留
カ

ー
ド

、
特

別
永

住
者

証
明

書
又

は
特

別
永

住
者

証
明

書
と

み
な

さ
れ

る
外

国
人

登
録

証
明

書
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
※

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
す

る
場

合
に

は
、

上
記

の
本

人
確

認
書

類
を

複
写

し
た

も
の

に
加

え
て

、
請

求
の

３
０

日
前

ま
で

に
交

付
さ

れ
た

住
民

票
の

写
し

（
複

写
し

た
も

の
は

不
可

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
 

本
人

の
状

況
等

（
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

(
1
）

 
本

人
の

状
況

 
 

□
未

成
年

者
（

 
 

年
 

 
月

 
 

日
生

）
 

 
□

成
年

被
後

見
人

 
 

 
□

任
意

代
理

人
委

任
者

 
 

 
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(
2
)
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
3
)
 

本
人

の
住

所
又

は
居

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
請

求
資

格
確

認
書

類
：

□
戸

籍
謄

本
 

□
登

記
事

項
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）
 

５
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

請
求

資
格

確
認

書
類

：
□

委
任

状
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
）

 

処
理

欄
 

所
管

課
：

 

 
受

付
場

所
：
 

受
付
：

 
 

 
 

 
年

度
第

 
 
 
 

 
号

（
 
 

 
．

 
 

．
 

 
受

付
）

 

備
考
：

 

注
 

１
 
「

氏
名

」
、「

住
所

又
は

居
所

」
及

び
「

電
話

番
号

」
欄

に
つ

い
て

、
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

訂
 

 
 

 
 

正
請

求
の

場
合

に
は

、
当

該
代

理
人

の
氏

名
、

住
所

又
は

居
所

及
び

電
話

番
号

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
 

２
 
「

訂
正

請
求

の
趣

旨
及

び
理

由
」
欄

に
つ

い
て

、「
趣

旨
」
は

ど
の

よ
う

な
訂

正
を

求
め

る
か

を
、「

理
由

」
は

訂
正

請
求

の
理

由
を

裏
付

け
る

根
拠

を
、

そ
れ

ぞ
れ

明
確

か
つ

簡
潔

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
な

お
、
本

欄
に

記
載

し
き

れ
な

い
場

合
は

、
本

欄
を

参
考

に
別

紙
に

記
載

し
、
そ

の
書

面
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
３

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

第
１

１
号

様
式

 
 

開
示

の
実

施
方

法
等

申
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
消

防
長

 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

  

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

８
７

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

次
の

と
お

り
申

出
を

し
ま

 

す
。

 

注
 

１
 

□
の

あ
る

欄
に

は
、

該
当

す
る

□
内

に
レ

印
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 

こ
の

申
出

は
、
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
通

知
書

を
受

け
取

っ
た

日
か

ら
３

０
日

以
内

に
行

っ
 

て
く

だ
さ

い
。

 

 

保
有

個
人

情
報

開
示

 

決
定

通
知

書
の

番
号

等
 

文
書

番
号

：
 

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

求
め

る
開

示
の

 

実
施

方
法
 

□
閲

覧
・
聴

取
・
視

聴
 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

□
事

務
所

管
課

 

□
行

政
情

報
課

 

□
写

し
等

の
窓

口
で

の
交

付
 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

□
事

務
所

管
課

 

□
行

政
情

報
課

 

□
そ

の
他

 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

開
示

の
実

施
を

 

希
望

す
る

日
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 
 

午
前

・
午

後
 

写
し

の
送

付
の

 

希
望

の
有

無
 

 
 

 
□

有
 

 
 

 
 

□
無
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第
１

４
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
を

し
な

い
旨

の
決

定
通

知
書

 
 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

３
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

訂
正

を
し

な
い

こ
と

に
決

定
し

ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
こ

の
処

分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し

て
（

川
崎

市
長

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き

ま
す

。
 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

を
し

な
い

 

こ
と

と
し

た
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
消

防
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

消
防

署
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

―
 

第
１

３
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

通
知

書
 

 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

訂
正

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
こ

の
処

分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し

て
（

川
崎

市
長

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き

ま
す

。
 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

請
求

の
趣

旨
 

 

訂
正

の
内

容
 

及
び

理
由

 

（
訂

正
内

容
）

 

   （
訂

正
理

由
）

 

   

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

消
防

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
消

防
署

 
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

―
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第
１

６
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

等
期

限
特

例
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

５
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

訂
正

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 

訂
正

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

法
第

９
５

条
の

規
定

 

（
訂

正
決

定
等

の
期

 

限
の

特
例

）
を

適
用

 

す
る

理
由

 

 

訂
正

決
定

等
 

を
す

る
期

限
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

消
防

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
消

防
署

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 
 

 
 

 
―

 

第
１

５
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

等
期

限
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
５

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

訂
正

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

条
例

第
１

５
条

第
１

項
 

の
規

定
に

よ
る

期
間

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

  
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

 

延
長

後
の

期
間

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

 
（

 
 

 
 

日
間

）
 

延
長

の
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

消
防

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
消

防
署

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 

 
 
 

 
 
―
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第
１

８
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

通
知

書
 

 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

に
提

供
し

て
い

る
次

の
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

２
条

の
規

定
に

よ
り

訂
正

を
実

施
し

ま
し

た
の

で
、
同

法
第

９
７

条
の

規
定

に

よ
り

通
知

し
ま

す
。

 

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

請
求

者
の

氏
名

等

保
有

個
人

情
報

を
特

定

す
る

た
め

の
情

報
 

（
氏

名
、

住
所

等
）

 

   

訂
正

請
求

の
趣

旨
 

 

訂
正

決
定

を
し

た
 

内
容

及
び

理
由

 

（
訂

正
内

容
）

 

  （
訂

正
理

由
）

 

  

訂
正

を
し

た
年

月
日

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

消
防

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
消

防
署

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 
 

 
 

 
―

 

第
１

７
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

請
求

事
案

移
送

通
知

書
 

 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
請

求
に

係
る

事
案

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

移
送

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 
な

お
、

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
決

定
等

は
、

下
記

の
移

送
先

の
行

政
機

関
等

に
お

い
て

行
わ

れ
ま

す
。
 

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

移
送

を
し

た
日

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

移
送

の
理

由
 

 

移
送

先
の
 

行
政

機
関

の
長

等
 

（
行

政
機

関
の

長
等

）
 

  （
連

絡
先

）
 

 
部

局
課

室
名

：
 

 
担

当
者

名
：

 

 
所

 
在

 
地

：
 

 
電

話
番

号
：

 

備
 

 
考

 
 

事
務

所
管

課
 

（
移

送
元

）
 

 
 

 
 

消
防

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
消

防
署

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 
 

 
 

 
―
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第
２

０
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

通
知

書
 

 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
１

０
１

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
こ

の
処

分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し

て
（

川
崎

市
長

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

名
称

等
 

 

利
用

停
止

請
求

 

の
趣

旨
 

 

利
用

停
止

の
 

内
容

及
び

理
由

 

（
利

用
停

止
の

内
容

）
 

   （
利

用
停

止
の

理
由

）
 

   

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
消

防
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

消
防

署
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 
 

 
 

―
 

第
１

９
号

様
式

 
保

有
個

人
情

報
利

用
停

止
請

求
書

 
年

 
 
 

月
 
 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
消

防
長

 

 
 

 
 

 
 

 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
９

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
次

の
と

お
り

保
有

個
人

情
報

の
利

用
停

止
を

請
求

し
ま

す
。

 

利
用

停
止

請
求

に
係

 

る
保

有
個

人
情

報
の

 

開
示

決
定

通
知

書
等

 

（
事
前

に
保

有
個
人
情

報
の

開
示
請
求

を
し

て
い
た
場
合
に

の
み
記
載

し
て

く
だ
さ
い

。
）

 

開
示

決
定

通
知

書
の

文
書

番
号

：
 

開
示

決
定

通
知

書
の

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

開
示

を
受

け
た

日
：

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

利
用

停
止

請
求

に
係

る

保
有
個
人
情
報
の
名
称
等
 

 

利
用

停
止

請
求

の
 

趣
旨

及
び

理
由

 

（
趣

旨
）

 

□
利

用
の

停
止

 
 

 
□

消
去

 
 

 
□

提
供

の
停

止
 

（
理

由
）

 

 

 １
 

利
用

停
止

請
求

者
：

□
本

人
 

 
□

法
定

代
理

人
 

 
□

任
意

代
理

人
 

２
 

利
用

停
止

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

 
□

運
転

免
許

証
 

□
健

康
保

険
被

保
険

者
証

 
□

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
の）

 
□

在
留

カ
ー

ド
、

特
別

永
住

者
証

明
書

又
は

特
別

永
住

者
証

明
書

と
み

な
さ

れ
る

外
国

人
登

録
証

明
書
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
※

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
す

る
場

合
に

は
、

上
記

の
本

人
確

認
書

類
を

複
写

し
た

も
の

に
加

え
て

、
請

求
の

 
３

０
日

前
ま

で
に

交
付

さ
れ

た
住

民
票

の
写

し
（

複
写

し
た

も
の

は
不

可
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

３
 

本
人

の
状

況
等

（
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

(
1
)
 

本
人

の
状

況
 

 
□

未
成

年
者

（
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
）

 
 

□
成

年
被

後
見

人
 

 
 

□
任

意
代

理
人

委
任

者
 

 
 

 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
2
)
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
3
)
 

本
人

の
住

所
又

は
居

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
請

求
資

格
確

認
書

類
：

□
戸

籍
謄

本
 

□
登

記
事

項
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）
 

５
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

請
求

資
格

確
認

書
類

：
□

委
任

状
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
）

 

処
理

欄
 

所
管

課
：

 

 
受

付
場

所
：
 

受
付
：

 
 

 
 

 
年

度
第

 
 
 
 

 
号

（
 
 

 
．

 
 

．
 

 
受

付
）

 

備
考
：

 

注
 

１
 
「

氏
名

」
、「

住
所

又
は

居
所

」
及

び
「

電
話

番
号

」
欄

に
つ

い
て

、
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

利
 

 
 

用
停

止
請

求
の

場
合

に
は

、
当

該
代

理
人

の
氏

名
、

住
所

又
は

居
所

及
び

電
話

番
号

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
２

 
「

利
用

停
止

請
求

の
趣

旨
及

び
理

由
」

欄
の

「
理

由
」

は
、

利
用

停
止

請
求

の
趣

旨
を

裏
付

け
る

根
拠

を
明

 
確

か
つ

簡
潔

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
な

お
、

本
欄

に
記

載
し

き
れ

な
い

場
合

は
、

本
欄

を
参

考
に

別
紙

に
記

載
し

、
そ

の
書

面
を

添
付

し
て

く
だ

 
さ

い
。

 
３

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
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第
２

２
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

等
期

限
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 

利
用

停
止

請
求

に
 

係
る

保
有

個
人

情
報

 

の
名

称
等

 

 

条
例

第
１

８
条

第
１

項
 

の
規

定
に

よ
る

期
間

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

  
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

 

延
長

後
の

期
間

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

 
（

 
 

 
 

日
間

）
 

延
長

の
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

消
防

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
消

防
署

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 
 

 
 

 
―

 

第
２

１
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
利

用
停

止
を

し
な

い
旨

の
決

定
通

知
書

 
 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
１

０
１

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

を
し

な
い

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
こ

の
処

分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し

て
（

川
崎

市
長

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

名
称

等
 

 

利
用

停
止

を
し

な
い

こ
と

と
し

た
理

由
 
 

事
務

所
管

課
 

 
 

消
防

局
 

 
 

 
 

 
部

（
署

）
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

―
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第
２

４
号

様
式

 
 

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
提

案
書

記
載

事
項

変
更

申
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

（
宛

先
）

川
崎

市
消

防
長

 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

 

 
【

連
絡

先
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

担
当

部
署

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

担
当

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
（

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

電
子

ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ﾄ
ﾞ
ﾚ
ｽ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け
「

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
を

そ
の

用
に

供
し

て
行

う
事

業
に

関
す

る
提

案
書

」
又

は
「

作
成

さ
れ

た
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

を
そ

の
用

に
供

し
て

行
う

事
業

に

関
す

る
提

案
書

」
に

つ
い

て
、
記

載
事

項
に

変
更

が
あ

っ
た

の
で

、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
細

則
第

３
０

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

申
し

出
ま

す
。

 

１
 

変
更

内
容

 

変
更

事
項

 
変

更
前

 
変

更
後

 

 
 

 

変
更

年
月

日
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

備
 

 
考

 
 

２
 

変
更

事
項

に
係

る
添

付
書

類
名

 

 注
 

１
 

取
扱

従
事

者
が

変
更

に
な

っ
た

場
合

は
、
取

扱
従

事
者

で
な

く
な

っ
た

者
が

取
り

扱
っ

て
い

た
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

に
関

す
る

安
全

管
理

の
具

体
的

な
措

置
内

容
を
「

備
考

」
欄

に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 

上
記

１
の

「
変

更
内

容
」

欄
に

記
載

し
き

れ
な

い
場

合
は

、
本

欄
を

参
考

に
別

紙
に

記
載

し
、

そ
の

書
面

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

 
３

 
上

記
２

の
「

変
更

事
項

に
係

る
添

付
書

類
名

」
欄

に
列

記
し

た
書

類
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

第
２

３
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

等
期

限
特

例
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

 
 

号
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
消

防
長

 
 

 
印

 

 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
１

０
３

条
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

決
定

等
の

期
限

を
延

長

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 

利
用

停
止

請
求

に
 

係
る

保
有

個
人

情
報

 

の
名

称
等

 

 

法
第

１
０

３
条

の
規

定

（
利

用
停

止
決

定
等

の

期
限

の
特

例
）

を
適

用

す
る

理
由

 

 

利
用

停
止

決
定

等
 

を
す

る
期

限
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

事
務
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川崎市消防局訓令第13号
局　内　一　般
消　　防　　署

　川崎市消防局の情報公開に関する運用規程の一部を改
正する訓令を次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一
　　　川崎市消防局の情報公開に関する運用規程
　　　の一部を改正する訓令
　川崎市消防局の情報公開に関する運用規程（平成13年
消防局訓令第11号）の一部を次のように改正する。
　　第９条を次のように改める。
　（開示の方法）
第�９条　次の各号に掲げる文書又は図画の条例第16条第
２項の閲覧の方法は、当該各号に定める方法とする。
ただし、当該各号に定める方法により難いときは、消
防長が適当と認める方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）　当該文書又は図画（条例第
16条第３項の規定が適用される場合にあっては、次
項第１号アに規定するもの）の閲覧

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを専用
機器により映写したものの閲覧。ただし、これによ
り難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日
本産業規格Ａ列１番（以下「Ａ１判」という。）以
下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙（縦89
ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203
ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。
以下同じ。）に印画したものの閲覧

　⑷�　スライド（第５項に規定する場合におけるものを
除く。次項第４号において同じ。）当該スライドを
専用機器により映写したものの閲覧

２�　次の各号に掲げる文書又は図画の条例第16条第２項
の写しの交付の方法は、当該各号に定める方法とする。
ただし、当該各号に定める方法により難いときは、消
防長が適当と認める方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）次に掲げる方法（イ及びウ
に掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に
支障を生ずるおそれがなく、かつ、消防長がその保
有する処理装置及びプログラム（電子計算機に対す
る指令であって、一の結果を得ることができるよう
に組み合わされたものをいう。以下同じ。）により
当該文書又は図画の開示を実施することができる場
合に限る。）

　　ア�　当該文書又は図画を複写機により日本産業規格
Ａ列３番（以下「Ａ３判」という。）以下の大き

さの用紙に複写したものの交付（イに掲げる方法
に該当するものを除く。）。ただし、これにより難
い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写
機によりＡ１判若しくは日本産業規格Ａ列２番
（以下「Ａ２判」という。）の用紙に複写したもの
の交付（イに掲げる方法に該当するものを除く。）
又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィル
ムを印画紙に印画したものの交付

　　イ�　当該文書又は図画を複写機により用紙にカラー
で複写したものの交付

　　ウ�　当該文書又は図画をスキャナにより読み取って
できた電磁的記録を光ディスク（日本産業規格Ｘ
0606及びＸ6281又はＸ6241に適合する直径120ミ
リメートルの光ディスクの再生装置で再生するこ
とが可能なものに限る。次項第３号オにおいて同
じ。）に複写したものの交付

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを日本
産業規格Ａ列４番の用紙に印刷したものの交付。た
だし、これにより難い場合にあっては、Ａ１判、Ａ
２判又はＡ３判の用紙に印刷したものの交付

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙に印画
したものの交付

　⑷�　スライド　当該スライドを印画紙に印画したもの
の交付

３�　次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第16条
第２項の実施機関の定める方法は、当該各号に定める
方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難
いときは、消防長が適当と認める方法により行うこと
ができる。
　⑴�　録音テープ（第５項に規定する場合におけるもの
を除く。以下この号において同じ。）又は録音ディ
スク　次に掲げる方法

　　ア�　当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器に
より再生したものの聴取　

　　イ�　当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセッ
トテープ（日本産業規格Ｃ5568に適合する記録時
間120分のものに限る。）に複写したものの交付

　⑵�　ビデオテープ又はビデオディスク　次に掲げる方
法

　　ア�　当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機
器により再生したものの視聴

　　イ�　当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオ
カセットテープ（日本産業規格Ｃ5581に適合する
記録時間120分のものに限る。以下同じ。）に複写
したものの交付

　⑶�　電磁的記録（前２号又は次項に該当するものを除
く。）　次に掲げる方法であって、消防長がその保有
する処理装置及びプログラムにより行うことができ
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るもの
　　ア�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に

出力したものの閲覧
　　イ�　当該電磁的記録を専用機器により再生したもの

の閲覧又は視聴
　　ウ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に

出力したものの交付（エに掲げる方法に該当する
ものを除く。）

　　エ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
カラーで出力したものの交付

　　オ�　当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの
交付

４�　映画フィルムの開示の方法は、次に掲げる方法とす
る。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、
消防長が適当と認める方法により行うことができる。

　⑴�　当該映画フィルムを専用機器により映写したもの
の視聴

　⑵�　当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写
したものの交付

５�　スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記
録した録音テープを同時に視聴する場合における開示
の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該各号
に定める方法により難いときは、消防長が適当と認め
る方法により行うことができる。
　⑴�　当該スライド及び当該録音テープを専用機器によ
り再生したものの視聴

　⑵�　当該スライド及び当該録音テープをビデオカセッ
トテープに複写したものの交付

　第３号様式を次のように改める。
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　　　附　則
　（施行期日）
１　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　改正後の規程第９条の規定は、この訓令の施行の日
以後に川崎市情報公開条例（平成13年川崎市条例第１
号）第６条の規定によりされた開示の請求について適
用し、同日前にされた開示の請求については、なお従

前の例による。
３�　この訓令による改正前の訓令の規定により調製した
帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必
要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用すること
ができる。
　　　───────────────────
川崎市消防局訓令第14号

局　内　一　般
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消　　防　　署
　川崎市消防局公文書管理規程の一部を改正する訓令を
次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一
　　　川崎市消防局公文書管理規程の一部を改正
　　　する訓令
　川崎市消防局公文書管理規程（昭和61年消防局訓令第
10号）の一部を次のように改正する。
　第７条中「、危険物課」を「、保安課」に改める。
　第24条中「、総務局長」を「、総務企画局長」に改め
る。
　第37条第２項第４号中「川崎市個人情報保護条例（昭
和60年川崎市条例第26号）第16条第１項若しくは第４項」
を「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
第76条第１項」に改める。
　　　附　則（令和５年３月31日消防局訓令第　号）
　（施行期日）
１　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過処置）
２�　この訓令の施行の日前に川崎市個人情報の保護に関
する法律施行条例（令和４年川崎市条例第76号）附則
第２項の規定による廃止前の川崎市個人情報保護条例
（昭和60年川崎市条例第26号）第16条第１項又は第４
項の規定による開示の請求があった公文書に係るこの
訓令による改正前の訓令の規定による保存期間の延長
については、なお従前の例による。
　　　───────────────────
川崎市消防局訓令第15号

局　内　一　般
消　　防　　署

　川崎市消防職員出勤記録整理規程及び川崎市消防局警
防規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　川崎市消防長　原　田　俊　一
　　　川崎市消防職員出勤記録整理規程及び川崎
　　　市消防局警防規程の一部を改正する訓令
　（川崎市消防職員出勤記録整理規程の一部改正）
第�１条　川崎市消防職員出勤記録整理規程（昭和45年消
防局訓令第７号）の一部を次のように改正する。
　別表中「危険物課」を「保安課」に改める。
　（川崎市消防局警防規程の一部改正）
第�２条　川崎市消防局警防規程（平成28年消防局訓令第
３号）の一部を次のように改正する。
　別表第２中「危険物課長」を「保安課長」に、「規制
係長」を「担当係長〔危険物〕」に改める。
　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

教 育 委 員 会 規 則

川崎市教育委員会規則第３号
　川崎市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正す
る規則をここに公布する。
　　令和５年３月29日
　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　教育長　　小　田　嶋　　満
　　　川崎市教育委員会事務局事務分掌規則の一
　　　部を改正する規則
　川崎市教育委員会事務局事務分掌規則（昭和46年川崎
市教育委員会規則第19号）の一部を次のように改正する。
　第３条の表中
「
学校教育部 指導課 指導事務係

支援教育課 支援教育係
健康教育課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を
「
学校教育部 指導課 指導事務係

支援教育課
健康教育課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に改める。
　第４条の表生涯学習部の部地域教育推進課の項第３号
中「特別開放施設」を「川崎市子ども会議」に改める。
　　　附　則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市教育委員会規則第４号
　川崎市博物館の登録等に関する規則の一部を改正する
規則をここに公布する。
　　令和５年３月29日
　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　教育長　　小　田　嶋　　満
　　　川崎市博物館の登録等に関する規則の一部
　　　を改正する規則
　川崎市博物館の登録等に関する規則（平成27年川崎市
教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。
　第２条中「第10条」を「第14条」に改める。
　第３条第１項中「第11条第１項」を「第12条第１項」
に改め、同条第２項を次のように改める。
２�　法第12条第２項第２号に掲げる書類は、博物館資料
目録（第３号様式）、職員名簿（第４号様式）、博物館
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の事業の用に供する建物・土地の概要（第５号様式）
その他教育長が必要と認める書類とする。
　第３条第３項から第５項までを削る。
　第４条の見出し中「登録要件」を「登録」に改め、同
条中「第12条の規定による」を「第13条第１項に規定す
る」に、「登録要件」を「登録」に改め、「審査」の次に
「、法第18条の規定による勧告及び命令」を加え、「第14
条第１項」を「第19条」に改め、「当該博物館の」及び「、
学識経験者又は専門機関からの意見の聴取」を削る。
　第５条中「第13条第１項」を「第15条第１項」に改め、
「当該登録事項の変更があった日から１箇月以内に」を
削り、同条ただし書中「９月末日及び３月末日」を「６
月末日」に改める。
　第10条を第11条とし、第９条を削る。
　第８条中「第21条」を「第25条」に、「当該指定要件
を欠くに至った日」を「施行規則第24条第１項に規定す
る要件を備えなくなった日」に、「第８号様式」を「第
10号様式」に改め、同条を第10条とし、同条の前に次の
１条を加える。
　（指定等の審査方法）
第�９条　施行規則第24条第１項の規定による指定の審査
又は施行規則第27条の規定による指定の取消しに当
たっては、必要に応じて学識経験者からの意見の聴取
及び実地調査を行うものとする。
　第７条第１項中「第19条第２号に掲げる図面は、配置
図、平面図、立面図及び当該施設周辺図」を「第23条第
１項に規定する指定申請書は、第９号様式」に改め、同
条第２項を次のように改める。
２　施行規則第23条第２項第２号に掲げる書類は、第３
条第２項に掲げる書類に準ずるもののほか、教育長が必
要と認める書類とする。
　第７条第３項及び第４項を削り、同条を第８条とする。
　第６条中「第15条第１項」を「第20条第１項」に、「第
７号様式」を「第８号様式」に改め、同条を第７条とし、
第５条の次に次の１条を加える。
　（定期報告）
第�６条　法第16条の規定による報告は、定期報告書（第
７号様式）により毎年１回６月１日から同月末日まで
の間に行わなければならない。
　第２号様式及び第３号様式を次のように改める。
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第
２

号
様

式
 

博
 
物

 
館

 
登

 
録

 
申

 
請

 
書
 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
（
宛
先
）
川
崎
市
教
育
委
員
会
 

住
 
 
所
 

名
 
 
称
 

申
請
者
名
 

連
 
絡
 
先
 

 
 
次
の
博
物
館
を
設
置
し
た
い
の
で
、
博
物
館
法
第
１
１
条
の
規
定
に
よ
り
、
登
録
を
申
請
し
ま
す
。
 

設
置
者
 

名
称
 

  

住
所
 

  

博
物
館
 

名
称
 

  

所
在
地
 

  

    

博 物 館 資 料 目 録                      

資料種別 

分 類 

実 物 標 本 模 写
複 写 

模 型
模 造 
複 製 

図 書 
文 献 図 表 写 真 フィルム

スライド レコード その他 

備 考 
種
類
名 

数
量 

種
類
名 

数
量 

種
類
名 

数
量 

種
類
名 

数
量 

種
類
名 

数
量 

種
類
名 

数
量 

種
類
名 

数
量 

種
類
名 

数
量 

種
類
名 

数
量 

種
類
名 

数
量 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

   注 １ 種類名の欄は、絵画、彫刻等と記入してください。 

     ２ 数量は単位まで記載してください。 

     ３ 資料目録の詳細な内訳は、別に添付してください。 

 

第３号様式 
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　第４号様式を削る。
　第５号様式中「担当事務」を「職務内容」に改め、同
様式を第４号様式とし、同様式の次に次の様式を加える。

第
５

号
様

式
 

博
物
館
の
事
業
の
用
に
供
す
る
建
物
・
土
地
の
概
要
 

 
１
 
建
物
 

 
 
(１

)
 
延
床
面
積
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㎡
 

 
 
(２

)
 
構
 
 

造
 

 
 
(３

)
 
階
 
 

層
 

階
層
 
部

屋
名
 
面

積
 
階

層
 
部

屋
名
 
面

積
 

 
 

㎡
 
 

 
㎡
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
４
）
保
有
形
態
 

  

２
 
土
地
 

所
在

及
び

地
番
 

面
積
 

保
有

形
態

 

 
㎡
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　第６号様式中「に変更があった」を「を変更する」に、
「第13条第１項」を「第15条第１項」に改める。
　第８号様式中「次の博物館相当施設」を「次の指定施
設」に、「欠くに至った」を「備えなくなった」に、「第
21条」を「第25条」に改め、同様式を第10号様式とし、
同様式の前に次の様式を加える。

第
９

号
様

式
 

 

指
 
定
 
申
 
請
 
書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
 
 
（
宛
先
）
川
崎
市
教
育
委
員
会
 

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
話
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
次

の
施

設
に

つ
い

て
、

博
物

館
に

相
当

す
る

施
設

と
し

て
指

定
を

受
け

た
い

の
で

、
博

物
館

法
施

行
規

則
第
２
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
別
添
関
係
書
類
を

添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

設
置

者
 

名
称
 
 

住
所
 
 

施
設

名
 

名
称
 
 

所
在

地
 
 

設
立

年
月

日
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　第７号様式中「第15条第１項」を「第20条第１項」に
改め、同様式を第８号様式とし、第６号様式の次に次の
様式を加える。

第
７

号
様

式
 

定
 

 
期

 
 

報
 

 
告

 
 

書
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

  

（
宛

先
）

川
崎

市
教

育
委

員
会

 

 

 

申
請

者
 

施
設

名
 

住
 

所
 

   
博

物
館

法
第

１
６

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

。
 

 

対
象

期
間

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日

か
ら

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日

ま
で

 

 

項
 

目
 

記
入

欄
 

１
 

博
物

館
の

設
置

者
の

名
称

及
び

住
所

の
変

更
 

有
 

・
 

無
 

２
 

博
物

館
の

名
称

及
び

住
所

の
変

更
 

有
 

・
 

無
 

３
 

学
芸

員
の

人
数

 
人

 
 

４
 

博
物

館
資

料
の

数
（

 
 

年
 

 
月

 
 

日
現

在
）

 
件

 

５
 

年
間

の
開

館
日

数
 

日
 

 

６
 

博
物

館
の

事
業

の
用

に
供

す
る

土
地

及
び

建
物

に
関

す
る

変
更

 
有

 
・

 
無

 

７
 

活
動

実
績

 

         

 

備
考

 
１

、
２

及
び

６
の

欄
は

、
該

当
す

る
も

の
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。
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　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存
するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正し
た上、引き続きこれを使用することができる
　　　───────────────────
川崎市教育委員会規則第５号
　川崎市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則を
ここに公布する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　教育長　　小　田　嶋　　満
　　　川崎市情報公開条例施行規則の一部を改正
　　　する規則
　川崎市情報公開条例施行規則（平成13年川崎市教育委
員会規則第７号）の一部を次のように改正する。
　第９条を次のように改める。
　（開示の方法）
第�９条　次の各号に掲げる文書又は図画の条例第16条第
２項の閲覧の方法は、当該各号に定める方法とする。
ただし、当該各号に定める方法により難いときは、委
員会が適当と認める方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）

　�　当該文書又は図画（条例第16条第３項の規定が適用
される場合にあっては、次項第１号アに規定するもの）
の閲覧
　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを専用
機器により映写したものの閲覧。ただし、これによ
り難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日
本産業規格Ａ列１番（以下「Ａ１判」という。）以
下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙（縦89
ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203
ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。
以下同じ。）に印画したものの閲覧

　⑷�　スライド（第５項に規定する場合におけるものを
除く。次項第４号において同じ。）当該スライドを
専用機器により映写したものの閲覧

２�　次の各号に掲げる文書又は図画の条例第16条第２項
の写しの交付の方法は、当該各号に定める方法とする。
ただし、当該各号に定める方法により難いときは、委
員会が適当と認める方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）次に掲げる方法（イ及びウ
に掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に

支障を生ずるおそれがなく、かつ、委員会がその保
有する処理装置及びプログラム（電子計算機に対す
る指令であって、一の結果を得ることができるよう
に組み合わされたものをいう。以下同じ。）により
当該文書又は図画の開示を実施することができる場
合に限る。）

　　ア�　当該文書又は図画を複写機により日本産業規格
Ａ列３番（以下「Ａ３判」という。）以下の大き
さの用紙に複写したものの交付（イに掲げる方法
に該当するものを除く。）。ただし、これにより難
い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写
機によりＡ１判若しくは日本産業規格Ａ列２番
（以下「Ａ２判」という。）の用紙に複写したもの
の交付（イに掲げる方法に該当するものを除く。）
又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィル
ムを印画紙に印画したものの交付　

　　イ�　当該文書又は図画を複写機により用紙にカラー
で複写したものの交付

　　ウ�　当該文書又は図画をスキャナにより読み取って
できた電磁的記録を光ディスク（日本産業規格Ｘ
0606及びＸ6281又はＸ6241に適合する直径120ミ
リメートルの光ディスクの再生装置で再生するこ
とが可能なものに限る。次項第３号オにおいて同
じ。）に複写したものの交付

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを日本
産業規格Ａ列４番の用紙に印刷したものの交付。た
だし、これにより難い場合にあっては、Ａ１判、Ａ
２判又はＡ３判の用紙に印刷したものの交付

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙に印画
したものの交付

　⑷�　スライド　当該スライドを印画紙に印画したもの
の交付

３�　次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第16条
第２項の実施機関の定める方法は、当該各号に定める
方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難
いときは、委員会が適当と認める方法により行うこと
ができる。
　⑴�　録音テープ（第５項に規定する場合におけるもの
を除く。以下この号において同じ。）又は録音ディ
スク　次に掲げる方法　

　　ア�　当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器に
より再生したものの聴取

　　イ�　当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセッ
トテープ（日本産業規格Ｃ5568に適合する記録時
間120分のものに限る。）に複写したものの交付

　⑵�　ビデオテープ又はビデオディスク　次に掲げる方
法

　　ア�　当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機
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器により再生したものの視聴
　　イ�　当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオ

カセットテープ（日本産業規格Ｃ5581に適合する
記録時間120分のものに限る。以下同じ。）に複写
したものの交付

　⑶�　電磁的記録（前２号又は次項に該当するものを除
く。）次に掲げる方法であって、委員会がその保有
する処理装置及びプログラムにより行うことができ
るもの

　　ア�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
出力したものの閲覧

　　イ�　当該電磁的記録を専用機器により再生したもの
の閲覧又は視聴

　　ウ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
出力したものの交付（エに掲げる方法に該当する
ものを除く。）

　　エ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
カラーで出力したものの交付

　　オ�　当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの
交付

４�　映画フィルムの開示の方法は、次に掲げる方法とす
る。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、
委員会が適当と認める方法により行うことができる。
　⑴�　当該映画フィルムを専用機器により映写したもの
の視聴

　⑵�　当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写
したものの交付

５�　スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記
録した録音テープを同時に視聴する場合における開示
の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該各号
に定める方法により難いときは、委員会が適当と認め
る方法により行うことができる。
　⑴�　当該スライド及び当該録音テープを専用機器によ
り再生したものの視聴

　⑵�　当該スライド及び当該録音テープをビデオカセッ
トテープに複写したものの交付

　第３号様式注を次のように改める。
　注�　開示を受ける際には、この通知書を係員に提示し
てください。

　　�　この処分について不服がある場合は、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して３月以内
に、川崎市教育委員会に対して審査請求をすること
ができます。この処分の取消しを求める訴えは、こ
の処分があったことを知った日（前記の審査請求を
した場合には、当該審査請求についての裁決があっ
たことを知った日）の翌日から起算して６月以内に、
川崎市を被告として（川崎市教育委員会が被告の代
表者となります。）提起することができます。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　改正後の規則第９条の規定は、この規則の施行の日
以後に川崎市情報公開条例（平成13年川崎市条例第１
号）第６条の規定によりされた開示の請求について適
用し、同日前にされた開示の請求については、なお従
前の例による。
３�　改正前の規則の規定により調製した帳票で、現に残
存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正
した上、引き続きこれを使用することができる。
　　　───────────────────
川崎市教育委員会規則第６号
　川崎市個人情報の保護に関する法律施行細則をここに
公布する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　教育長　　小　田　嶋　　満
　　　川崎市個人情報の保護に関する法律施行細則
　（趣旨）
第�１条　この規則は、教育委員会（以下「委員会」とい
う。）の保有個人情報について、個人情報の保護に関
する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）、
個人情報の保護に関する法律施行令（平成15年政令第
507号。以下「政令」という。）、個人情報の保護に関
する法律施行規則（平成28年個人情報保護委員会規則
第３号。以下「個人情報保護委員会規則」という。）
及び川崎市個人情報の保護に関する法律施行条例（令
和４年川崎市条例第76号。以下「条例」という。）の
実施に関し必要な事項を定めるものとする。
　（用語）
第�２条　この規則で使用する用語の意義は、法、政令、
個人情報保護委員会規則及び条例で使用する用語の例
による。
　（保有個人情報等管理責任者）
第�３条　条例第３条に規定する保有個人情報等管理責任
者は、次に掲げる者をもって充てる。
　⑴�　川崎市教育委員会事務局事務分掌規則（昭和46年
川崎市教育委員会規則第19号）第３条に規定する課
の長（室にあっては、担当課長）

　⑵�　川崎市総合教育センター処務規則（昭和61年川崎
市教育委員会規則第10号）第４条第１項に規定する
室長

　⑶�　川崎市学校給食センター条例施行規則（平成29年
川崎市教育委員会規則第12号）第４条第１項に規定
する所長

　⑷�　川崎市教育機関事務分掌規則（平成３年川崎市教
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育委員会規則第４号）第５条第１項に規定する教育
機関の長。ただし、教育文化会館分館、市民館分館
及び図書館分館の長を除く。

　⑸�　川崎市立学校の長
　（開示請求の方法等）
第�４条　開示請求書は、保有個人情報開示請求書（第１
号様式）又は法第77条第１項各号に掲げる事項を記載
した書面によるものとし、次に掲げる方法により、委
員会に提出するものとする。
　⑴�　直接提出して行う方法
　⑵�　送付して行う方法
２�　条例第８条に規定する実施機関が定める事項は、開
示請求者の連絡先とする。
３�　委員会は、第１項第２号に掲げる方法による開示請
求があった場合又は法第76条第２項の規定による開示
請求があった場合には、開示請求者に対し、速やかに
当該開示請求の事実の確認を行うものとする。ただし、
精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如により
当該開示請求者に当該確認を行うことが困難である場
合その他委員会が当該開示請求の事実の確認を行う必
要がないと認める場合は、この限りでない。
　（開示決定等の通知）
第�５条　法第82条第１項の規定による通知は、保有個人
情報開示決定通知書（第２号様式）により行うものと
する。
２�　法第82条第２項の規定による通知は、保有個人情報
の開示をしない旨の決定通知書（第３号様式）により
行うものとする。
　（開示決定等の期限の延長の通知）
第�６条　条例第10条第２項の規定による通知は、保有個
人情報開示決定等期限延長通知書（第４号様式）によ
り行うものとする。
　（開示決定等の期限の特例の通知）
第�７条　条例第11条の規定による通知は、保有個人情報
開示決定等期限特例延長通知書（第５号様式）により
行うものとする。　
　（開示請求に係る事案の移送の通知）
第�８条　法第85条第１項の規定による通知は、保有個人
情報開示請求事案移送通知書（第６号様式）により行
うものとする。
　（意見照会等）
第�９条　法第86条第１項の規定による通知は、第三者意
見照会書（法第86条第１項適用）（第７号様式）によ
り行うものとする。ただし、委員会が書面により行う
必要がないと認めるときは、この限りでない。
２�　法第86条第２項の規定による通知は、第三者意見照
会書（法第86条第２項適用）（第８号様式）により行
うものとする。

３�　法第86条第１項及び第２項に規定する意見書は、保
有個人情報開示決定等意見書（第９号様式）によるも
のとする。
４�　法第86条第３項の規定による通知は、保有個人情報
の開示に関する通知書（第10号様式）により行うもの
とする。
　（開示の実施の方法）
第�10条　次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、
当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定
める方法により難いときは、委員会が適当と認める方
法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）当該文書又は図画（法第87
条第１項ただし書の規定が適用される場合にあって
は、次項第１号アに規定するもの）の閲覧

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを専用
機器により映写したものの閲覧。ただし、これによ
り難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日
本産業規格Ａ列１番（以下「Ａ１判」という。）以
下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙（縦89
ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203
ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。
以下同じ。）に印画したものの閲覧

　⑷�　スライド（第５項に規定する場合におけるものを
除く。次項第４号において同じ。）当該スライドを
専用機器により映写したものの閲覧

２�　次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法
は、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号
に定める方法により難いときは、委員会が適当と認め
る方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）次に掲げる方法（イ及びウ
に掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に
支障を生ずるおそれがなく、かつ、委員会がその保
有する処理装置及びプログラム（電子計算機に対す
る指令であって、一の結果を得ることができるよう
に組み合わされたものをいう。以下同じ。）により
当該文書又は図画の開示を実施することができる場
合に限る。）

　　ア�　当該文書又は図画を複写機により日本産業規格
Ａ列３番（以下「Ａ３判」という。）以下の大き
さの用紙に複写したものの交付（イに掲げる方法
に該当するものを除く。）。ただし、これにより難
い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写
機によりＡ１判若しくは日本産業規格Ａ列２番
（以下「Ａ２判」という。）の用紙に複写したもの
の交付（イに掲げる方法に該当するものを除く。）
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又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィル
ムを印画紙に印画したものの交付　

　　イ�　当該文書又は図画を複写機により用紙にカラー
で複写したものの交付

　　ウ�　当該文書又は図画をスキャナにより読み取って
できた電磁的記録を光ディスク（日本産業規格Ｘ
0606及びＸ6281又はＸ6241に適合する直径120ミ
リメートルの光ディスクの再生装置で再生するこ
とが可能なものに限る。次項第３号オにおいて同
じ。）に複写したものの交付

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを日本
産業規格Ａ列４番の用紙に印刷したものの交付。た
だし、これにより難い場合にあっては、Ａ１判、Ａ
２判又はＡ３判の用紙に印刷したものの交付

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙に印画
したものの交付

　⑷�　スライド　当該スライドを印画紙に印画したもの
の交付

３�　次の各号に掲げる電磁的記録についての法第87条第
１項の行政機関等が定める方法は、当該各号に定める
方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難
いときは、委員会が適当と認める方法により行うこと
ができる。
　⑴�　録音テープ（第５項に規定する場合におけるもの
を除く。以下この号において同じ。）又は録音ディ
スク　次に掲げる方法　

　　ア�　当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器に
より再生したものの聴取

　　イ�　当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセッ
トテープ（日本産業規格Ｃ5568に適合する記録時
間120分のものに限る。）に複写したものの交付

　⑵�　ビデオテープ又はビデオディスク　次に掲げる方
法

　　ア�　当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機
器により再生したものの視聴

　　イ�　当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオ
カセットテープ（日本産業規格Ｃ5581に適合する
記録時間120分のものに限る。以下同じ。）に複写
したものの交付

　⑶�　電磁的記録（前２号又は次項に該当するものを除
く。）次に掲げる方法であって、委員会がその保有
する処理装置及びプログラムにより行うことができ
るもの

　　ア�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
出力したものの閲覧

　　イ�　当該電磁的記録を専用機器により再生したもの
の閲覧又は視聴

　　ウ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に

出力したものの交付（エに掲げる方法に該当する
ものを除く。）

　　エ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
カラーで出力したものの交付

　　オ�　当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの
交付

４�　映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方
法とする。ただし、当該各号定める方法により難いと
きは、委員会が適当と認める方法により行うことがで
きる。
　⑴�　当該映画フィルムを専用機器により映写したもの
の視聴

　⑵�　当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写
したものの交付

５�　スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記
録した録音テープを同時に視聴する場合における開示
の実施の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当
該各号定める方法により難いときは、委員会が適当と
認める方法により行うことができる。
　⑴�　当該スライド及び当該録音テープを専用機器によ
り再生したものの視聴

　⑵�　当該スライド及び当該録音テープをビデオカセッ
トテープに複写したものの交付

　（開示の実施の方法等の申出）
第�11条　法第87条第３項の規定による申出は、開示の実
施方法等申出書（第11号様式）又は政令第26条第３項
各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとす
る。
　（開示の実施）
第�12条　保有個人情報の開示は、委員会が指定する日時
及び場所において行うものとする。ただし、写し等の
交付は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関す
る法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定す
る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特
定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便に
よる送付により行うことができる。
２�　前項本文の場合において保有個人情報の閲覧、聴取
又は視聴をする者は、当該保有個人情報を汚損し、又
は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければな
らない。
３�　委員会は、前項の規定に違反する者に対し、保有個
人情報の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止す
ることができる。
　（訂正請求の方法等）
第�13条　訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書（第12
号様式）又は法第91条第１項各号（条例第13条第１項
各号に掲げる自己を本人とする保有個人情報に係る訂
正請求の場合にあっては、第２号を除く。）に掲げる
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事項を記載した書面によるものとし、次に掲げる方法
により、委員会に提出するものとする。
　⑴�　直接提出して行う方法
　⑵�　送付して行う方法
２�　条例第14条に規定する実施機関が定める事項は、訂
正請求者の連絡先とする。
３�　委員会は、第１項第２号に掲げる方法による訂正請
求があった場合又は法第90条第２項の規定による訂正
請求があった場合には、当該訂正請求に係る保有個人
情報の本人に対し、速やかに当該訂正請求の事実の確
認を行うものとする。ただし、精神上の障害による事
理を弁識する能力の欠如により当該本人に当該確認を
行うことが困難である場合その他委員会が当該訂正請
求の事実の確認を行う必要がないと認める場合は、こ
の限りでない。
　（訂正決定等の通知）
第�14条　法第93条第１項の規定による通知は、保有個人
情報訂正決定通知書（第13号様式）により行うものと
する。
２�　法第93条第２項の規定による通知は、保有個人情報
の訂正をしない旨の決定通知書（第14号様式）により
行うものとする。
　（訂正決定等の期限の延長の通知）
第�15条　条例第15条第２項の規定による通知は、保有個
人情報訂正決定等期限延長通知書（第15号様式）によ
り行うものとする。
　（訂正決定等の期限の特例の通知）
第�16条　法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂
正決定等期限特例延長通知書（第16号様式）により行
うものとする。
　（訂正請求に係る事案の移送の通知）
第�17条　法第96条第１項の規定による通知は、保有個人
情報訂正請求事案移送通知書（第17号様式）により行
うものとする。
　（訂正した保有個人情報の提供先への通知）
第�18条　法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂
正通知書（第18号様式）により行うものとする。
　（利用停止請求の方法等）
第�19条　利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求
書（第19号様式）又は法第99条第１項各号（条例第16
条第１項各号に掲げる自己を本人とする保有個人情報
に係る利用停止請求の場合にあっては、第２号を除
く。）に掲げる事項を記載した書面によるものとし、
次に掲げる方法により、委員会に提出するものとする。
　⑴�　直接提出して行う方法
　⑵�　送付して行う方法
２�　条例第17条に規定する実施機関が定める事項は、利
用停止請求者の連絡先とする。

３�　委員会は、第１項第２号に掲げる方法による利用停
止請求があった場合又は法第98条第２項の規定による
利用停止請求があった場合には、当該利用停止請求に
係る保有個人情報の本人に対し、速やかに当該利用停
止請求の事実の確認を行うものとする。ただし、精神
上の障害による事理を弁識する能力の欠如により当該
本人に当該確認を行うことが困難である場合その他委
員会が当該利用停止請求の事実の確認を行う必要がな
いと認める場合は、この限りでない。
　（利用停止決定等の通知）
第�20条　法第101条第１項の規定による通知は、保有個
人情報利用停止決定通知書（第20号様式）により行う
ものとする。
２�　法第101条第２項の規定による通知は、保有個人情
報の利用停止をしない旨の決定通知書（第21号様式）
により行うものとする。
　（利用停止決定等の期限の延長の通知）
第�21条　条例第18条第２項の規定による通知は、保有個
人情報利用停止決定等期限延長通知書（第22号様式）
により行うものとする。
　（利用停止決定等の期限の特例の通知）
第�22条　法第103条の規定による通知は、保有個人情報
利用停止決定等期限特例延長通知書（第23号様式）に
より行うものとする。
　（記載事項の変更の申出）
第�23条　法第112条第１項の規定による提案を行った者
又は法第118条第１項前段の規定による提案を行った
者は、法第112条第２項（法第118条第２項の規定によ
り読み替えて準用する場合を含む。）の規定により提
出した書面に記載された事項に変更（行政機関等匿名
加工情報をその用に供する事業の変更を除く。）が生
じた場合は、直ちに、行政機関等匿名加工情報提案書
記載事項変更申出書（第24号様式）により、その旨を
委員会に申し出るものとする。
　（保有個人情報の取扱い等）
第�24条　委員会の職員による保有個人情報、仮名加工情
報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱い等に関し
ては、別に定めるもののほか、市長事務部局の例によ
る。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　（川崎市個人情報保護条例施行規則の廃止）
２�　川崎市個人情報保護条例施行規則（昭和60年川崎市
教育委員会規則第14号）は、廃止する。　



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2468 －

  
 

２
２

 
保

有
個

人
情

報
利

用
停

止
決

定
等

期
限

延
長

通
知

書
 

第
２

１
条

 

２
３

 
保

有
個

人
情

報
利

用
停

止
決

定
等

期
限

特
例

延
長

通
 

知
書

 
第

２
２

条
 

２
４

 
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

提
案

書
記

載
事

項
変

更
 

申
出

書
 

第
２

３
条

 

様
式

目
次

 

様
式

番
号

 
名

称
 

関
係

条
文

 

１
 

保
有

個
人

情
報

開
示

請
求

書
 

第
４

条
第

１
項

 

２
 

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

通
知

書
 

第
５

条
第

１
項

 

３
 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
を

し
な

い
旨

の
決

定
通

知
書

 
第

５
条

第
２

項
 

４
 

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
期

限
延

長
通

知
書

 
第

６
条

 

５
 

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
期

限
特

例
延

長
通

知
書

 
第

７
条

 

６
 

保
有

個
人

情
報

開
示

請
求

事
案

移
送

通
知

書
 

第
８

条
 

７
 

第
三

者
意

見
照

会
書

（
法

第
８

６
条

第
１

項
適

用
）

 
第

９
条

第
１

項
 

８
 

第
三

者
意

見
照

会
書

（
法

第
８

６
条

第
２

項
適

用
）

 
第

９
条

第
２

項
 

９
 

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
意

見
書

 
第

９
条

第
３

項
 

１
０

 
保

有
個

人
情

報
の

開
示

に
関

す
る

通
知

書
 

第
９

条
第

４
項

 

１
１

 
開

示
の

実
施

方
法

等
申

出
書

 
第

１
１

条
 

１
２

 
保

有
個

人
情

報
訂

正
請

求
書

 
第

１
３

条
第

１
項

 

１
３

 
保

有
個

人
情

報
訂

正
決

定
通

知
書

 
第

１
４

条
第

１
項

 

１
４

 
保

有
個

人
情

報
の

訂
正

を
し

な
い

旨
の

決
定

通
知

書
 

第
１

４
条

第
２

項
 

１
５

 
保

有
個

人
情

報
訂

正
決

定
等

期
限

延
長

通
知

書
 

第
１

５
条

 

１
６

 
保

有
個

人
情

報
訂

正
決

定
等

期
限

特
例

延
長

通
知

書
 

第
１

６
条

 

１
７

 
保

有
個

人
情

報
訂

正
請

求
事

案
移

送
通

知
書

 
第

１
７

条
 

１
８

 
保

有
個

人
情

報
訂

正
通

知
書

 
第

１
８

条
 

１
９

 
保

有
個

人
情

報
利

用
停

止
請

求
書

 
第

１
９

条
第

１
項

 

２
０

 
保

有
個

人
情

報
利

用
停

止
決

定
通

知
書

 
第

２
０

条
第

１
項

 

２
１

 
保

有
個

人
情

報
の

利
用

停
止

を
し

な
い

旨
の

決
定

通
 

知
書

 
第

２
０

条
第

２
項

 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2469 －

第
２

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

２
条

第
１

項
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

開
示

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

開
示

す
る

 

保
有

個
人

情
報

 

□
全

部
開

示
 

□
部

分
開

示
 

  

不
開

示
と

し
た

 

部
分

と
そ

の
理

由
 

 

時
限

性
開

示
 

年
 

 
月

 
 

日
以

後
で

あ
れ

ば
不

開
示

と
し

た
 

部
分

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

）
を

開
示

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
の

で
、

同
日

以
後

に
改

め
て

開
示

請
求

を
し

て
く

だ
さ

い
。

 

開
示

す
る

保
有

個

人
情
報
の
利
用
目
的

 

 

開
示

の
 

実
施

方
法

等
 

１
 

開
示

の
実

施
方

法
等

 

・
 

□
文

書
又

は
図

画
 

 
□

電
磁

的
記

録
 

・
 

□
閲

覧
 

 
 

 
 

 
□

聴
取

 
 

 
 

 
 

□
視

聴
 

□
写

し
等

の
交

付
(□

写
し

 
□

複
写

し
た

も
の

)(
□

郵
便

又
は

信
書

便
に

よ
る

送
付

)
 

２
 

事
務

所
に

お
け

る
開

示
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

日
時

及
び

場
所

 

  
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

時
か

ら
 

 
 

 
 

時
ま

で
の

間
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
お

越
し

く
だ

さ
い

。
 

 
※

 
当

日
御

都
合

が
悪

い
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

そ
の

旨
を

電
話

等
で

事
務

所
管

課
ま

で
御

連
絡

く
だ

さ
い

。
 

事
務

所
管

課
 

 電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

注
 

１
 

開
示

を
受

け
る

際
に

は
、

こ
の

通
知

書
を

職
員

に
提

示
し

て
く

だ
さ

い
。

 
２

 
「

時
限

性
開

示
」

欄
は

、
部

分
開

示
と

し
た

理
由

が
な

く
な

る
時

期
を

あ
ら

か
じ

め
明

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
に

記
載

し
て

い
ま

す
。

 
３

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、

川
崎

市
教

育
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処

分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

（
前

記
の

審
査

請
求

を
し

た
場

合
に

は
、

当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て

の
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し

て
（

川
崎

市
教

育
委

員
会

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

 

午
前

 

午
後

 

午
前

 

午
後

 

第
１

号
様

式
 

保
有

個
人

情
報

開
示

請
求

書
 

年
 
 
 

月
 
 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
教

育
委

員
会

 

 
 

 
 

 
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

７
７

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

次
の

と
お

り
保

有
個

人

情
報

の
開

示
を

請
求

し
ま

す
。

 

開
示

を
請

求
す

る
 

保
有

個
人

情
報

 

（
具

体
的

に
特

定
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

 

求
め

る
開

示
の

 

実
施

方
法

等
 

□
事

務
所

に
お

け
る

開
示

の
実

施
を

希
望

す
る

。
 

＜
実

施
の

方
法

＞
□

閲
覧

 
 

□
写

し
の

交
付

 
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 
＜

実
施

の
希

望
日

＞
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
＜

実
施

の
場

所
＞

□
事

務
所

管
課

 
 

 
 

□
行

政
情

報
課

 

□
写

し
の

送
付

を
希

望
す

る
。

 

 
１

 
開

示
請

求
者

：
□

本
人

 
 

□
法

定
代

理
人

 
 

□
任

意
代

理
人

 

２
 

開
示

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

 
□

運
転

免
許

証
 

□
健

康
保

険
被

保
険

者
証

 
□

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
の

）
 

□
在

留
カ

ー
ド

、
特

別
永

住
者

証
明

書
又

は
特

別
永

住
者

証
明

書
と

み
な

さ
れ

る
外

国
人

登
録

証
明

書
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
※

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
す

る
場

合
に

は
、

上
記

の
本

人
確

認
書

類
を

複
写

し
た

も
の

に
加

え
て

、
請

求
の

３
０

日
前

ま
で

に
交

付
さ

れ
た

住
民

票
の

写
し

（
複

写
し

た
も

の
は

不
可

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
 

本
人

の
状

況
等

（
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

(
1
)
 

本
人

の
状

況
 

□
未

成
年

者
（

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
）

 
 

□
成

年
被

後
見

人
 

 
□

任
意

代
理

人
委

任
者

 
 

 
 

 
 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
2
)
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
3
)
 

本
人

の
住

所
又

は
居

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
請

求
資

格
確

認
書

類
：

□
戸

籍
謄

本
 

□
登

記
事

項
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）
 

５
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

請
求

資
格

確
認

書
類

：
□

委
任

状
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
）

 

処
理

欄
 

所
管

課
：

 

 
受

付
場

所
：

 

受
付
：

 
 

 
 

 
年

度
第

 
 
 
 

 
号

（
 
 

 
．

 
 

．
 

 
受

付
）

 

備
考
：

 

注
 

１
 

「
氏

名
」
、
「

住
所

又
は

居
所

」
及

び
「

電
話

番
号

」
欄

に
つ

い
て

、
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

開
示

請
求

の
場

合
に

は
、

当
該

代
理

人
の

氏
名

、
住

所
又

は
居

所
及

び
電

話
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 

「
求

め
る

開
示

の
実

施
方

法
等

」
欄

に
は

、
開

示
を

受
け

る
場

合
の

開
示

の
実

施
の

方
法

（
事

務
所

に
お

け
る

開
示

又
は

写
し

の
送

付
）

に
つ

い
て

希
望

が
あ

る
場

合
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

な
お

、
開

示
の

実
施

の
方

法
は

実
施

機
関

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

ま
す

の
で

、
希

望
す

る
方

法
に

対
応

で
き

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

 
３

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
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第
４

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

期
限

延
長

通
知

書
 

 
第

 
 

 
号

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
０

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

開
示

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

  
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

条
例

第
１

０
条

第
１

項
 

の
規

定
に

よ
る

期
間

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
か

ら
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
ま

で
 

延
長

後
の

期
間

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
ま

で
（

 
 

 
日

間
）

 

延
長

の
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
３

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
の

開
示

を
し

な
い

旨
の

決
定

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

２
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
開

示
を

し
な

い
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

開
示

請
求

に
係

る

保
有

個
人

情
報

の

名
称

等
 

 

開
示

を
し

な
い
 

こ
と

と
し

た
理

由
 

 

時
限

性
開

示
 

年
 

 
月

 
 

日
以

後
で

あ
れ

ば
開

示
し

な
い

こ
と

と
し

た
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

を
開

示
す

る
こ

と
が

で
き

ま

す
の

で
、

同
日

以
後

に
改

め
て

開
示

請
求

を
し

て
く

だ
さ

い
。

 

事
務

所
管

課
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
―

 

注
 

１
 

「
時

限
性

開
示

」
欄

は
、

開
示

請
求

を
し

な
い

こ
と

と
し

た
理

由
が

な
く

な
る

時
期

を
あ

ら
か

じ
め

明
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
き

に
記

載
し

て
い

ま
す

。
 

２
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

教
育

委
員

会
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が

で
き

ま
す

。
こ

の
処

分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た

日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
、

川
崎

市
を

被
告

と
し

て
（

川
崎

市

教
育

委
員

会
が

被
告

の
代

表
者

と
な

り
ま

す
。

）
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
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第
６

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
請

求
事

案
移

送
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

の
開

示
請

求
に

係
る

事

案
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

５
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
移

送
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 
 

な
お

、
保

有
個

人
情

報
の

開
示

決
定

等
は

、
次

の
移

送
先

の
行

政
機

関
等

に
お

い
て

行
わ

れ
ま

す
。

 
 

    

開
示

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

移
送

を
し

た
日

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

移
送

の
理

由
 

 

移
送

先
の

 

行
政

機
関

の
長

等
 

（
行

政
機

関
の

長
等

）
 

  （
連

絡
先

）
 

 
部

局
課

室
名

：
 

 
担

当
者

名
：

 

 
所

在
地
：

 

 
電

話
番

号
：

 

備
 

 
考

 
 

事
務

所
管

課
 

（
移

送
元

）
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
５

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

期
限

特
例

延
長

通
知

書
 

 
第

 
 

 
号

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
１

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
開

示
決

定
等

の
期

限
を

延
長

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

  
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

条
例

第
１

１
条

の
規

定

（
開

示
決

定
等

の
期

限

の
特

例
）

を
適

用
す

る

理
由
 

 

残
り

の
保

有
個

人
情

報

に
つ

い
て

開
示

決
定

等

を
す

る
期

限
 

（
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

に
可

能
な

部
分

に
つ

い
て

開
示

決
定

等
を

行
い

、
残

り
の

部
分

に
つ

い
て

は
、

次
に

記
載

す
る

期
限

ま
で

に
開

示
決

定
等

を
行

う
予

定
で

す
。

）
 

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2472 －

第
８

号
様

式
 

 
第

三
者

意
見

照
会

書
（

法
第

８
６

条
第

２
項

適
用

）
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

次
の

と
お

り
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

関
す

る
情

報
が

含
ま

れ
て

い

る
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

７
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

開
示

請
求

が
あ

り
、

当
該

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

開
示

決
定

等
を

行
う

際
の

参
考

と
す

る
た

め
、

同
法

第
８

６
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
御

意
見

を
伺

い
ま

す
。

 

つ
き

ま
し

て
は

、
お

手
数

で
す

が
、

当
該

保
有

個
人

情
報

を
開

示
す

る
こ

と
に

つ
き

御
意

見
が

あ

る
と

き
は

、
同

封
し

た
「

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
意

見
書

」
を

提
出

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

な
お

、
提

出
期

限
ま

で
に

意
見

書
の

提
出

が
な

い
場

合
に

は
、

特
に

御
意

見
が

な
い

も
の

と
し

て

取
り

扱
わ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

の
年

月
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

法
第

８
６

条
第

２
項

 

第
１

号
又

は
第

２
号

 

の
規

定
の

適
用

区
分

 

及
び

そ
の

理
由

 

適
用

区
分

：
□

第
１

号
 

 
 

□
第

２
号

 

適
用

理
由

：
 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
内

容
 

 

意
見

書
の

提
出

期
限

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

事
務

所
管

課
 

（
意

見
書

の
提

出
先

）
 

 
 

 
 

 
 

 所
在

地
 

〒
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
７

号
様

式
 

 
第

三
者

意
見

照
会

書
（

法
第

８
６

条
第

１
項

適
用

）
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

次
の

と
お

り
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

関
す

る
情

報
が

含
ま

れ
て

い

る
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

７
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

開
示

請
求

が
あ

り
、

当
該

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

開
示

決
定

等
を

行
う

際
の

参
考

と
す

る
た

め
、

同
法

第
８

６
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
御

意
見

を
伺

う
こ

と
と

し
ま

し
た

。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
お

手
数

で
す

が
、

当
該

保
有

個
人

情
報

を
開

示
す

る
こ

と
に

つ
き

御
意

見
が

あ

る
と

き
は

、
同

封
し

た
「

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
意

見
書

」
を

提
出

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

な
お

、
提

出
期

限
ま

で
に

意
見

書
の

提
出

が
な

い
場

合
に

は
、

特
に

御
意

見
が

な
い

も
の

と
し

て

取
り

扱
わ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
 

  
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

の
年

月
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
内

容
 

 

意
見

書
の

提
出

期
限

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

事
務

所
管

課
 

（
意

見
書

の
提

出
先

）
 

 
 

 
 

 
 

 所
在

地
 

〒
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2473 －

第
１

０
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
に

関
す

る
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
か

ら
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
「

保
有

個
人

情
報

開

示
決

定
等

意
見

書
」

の
提

出
が

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
次

の
と

お
り

開
示

決
定

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

教
育

委
員

会
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

こ
の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
（

前
記

の
審

査

請
求

を
し

た
場

合
に

は
、

当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て

の
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て

（
川

崎
市

教
育

委
員

会
が

被
告

の
代

表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
う

ち

開
示

す
る

こ
と

と
し

た

も
の
 

 

開
示

す
る

こ
と

 

と
し

た
理

由
 

 

開
示

決
定

を
し

た
日

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

開
示

を
実

施
す

る
日

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
９

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

意
見

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
（

宛
先

）
川

崎
市

教
育

委
員

会
 

 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
本

店
又

は
そ

の
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
照

会
の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

開
示

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

意
見

を
提

出
し

ま
す

。
 

注
 

□
の

あ
る

欄
に

は
、

該
当

す
る

□
内

に
レ

印
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

  
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

に
関

し
て

の
 

御
意

見
 

 □
保

有
個

人
情

報
を

開
示

さ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
支

障
が

な
い

。
 

    □
保

有
個

人
情

報
を

開
示

さ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
支

障
が

あ
る

。
 

 
（

１
）

 
支

障
（

不
利

益
）

が
あ

る
部

分
 

       
（

２
）

 
支

障
（

不
利

益
）

の
具

体
的

理
由

 

    



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2474 －

第
１

２
号

様
式

 
保

有
個

人
情

報
訂

正
請

求
書

 
年

 
 
 

月
 
 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
教

育
委

員
会

 

 
 

 
 

 
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
１

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

次
の

と
お

り
保

有
個

人

情
報

の
訂

正
を

請
求

し
ま

す
。

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

開
示

決
定
通

知
書
等
 

（
事
前
に
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
を
し
て
い
た
場
合
に
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 

開
示

決
定

通
知

書
の

文
書

番
号

：
 

開
示

決
定

通
知

書
の

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

開
示

を
受

け
た

日
：

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有
個
人
情
報
の
名
称
等
 

 

訂
正

請
求

の
 

趣
旨

及
び

理
由

 

（
趣

旨
）

 

 （
理

由
）

 

 

 
１

 
訂

正
請

求
者

：
□

本
人

 
 

□
法

定
代

理
人

 
 

□
任

意
代

理
人

 

２
 

訂
正

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

 
□

運
転

免
許

証
 

□
健

康
保

険
被

保
険

者
証

 
□

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
の

）
 

□
在

留
カ

ー
ド

、
特

別
永

住
者

証
明

書
又

は
特

別
永

住
者

証
明

書
と

み
な

さ
れ

る
外

国
人

登
録

証
明

書
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
※

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
す

る
場

合
に

は
、

上
記

の
本

人
確

認
書

類
を

複
写

し
た

も
の

に
加

え
て

、
請

求
の

３
０

日
前

ま
で

に
交

付
さ

れ
た

住
民

票
の

写
し

（
複

写
し

た
も

の
は

不
可

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
 

本
人

の
状

況
等

（
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

(
1
)
 

本
人

の
状

況
 

 
□

未
成

年
者

（
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
）

 
 

□
成

年
被

後
見

人
 

 
 

□
任

意
代

理
人

委
任

者
 

 
 

 
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(
2
)
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
3
)
 

本
人

の
住

所
又

は
居

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
請

求
資

格
確

認
書

類
：

□
戸

籍
謄

本
 

□
登

記
事

項
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）
 

５
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

請
求

資
格

確
認

書
類

：
□

委
任

状
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
）

 

処
理

欄
 

所
管

課
：

 

 
受

付
場

所
：

 

受
付
：

 
 

 
 

 
年

度
第

 
 
 
 

 
号

（
 
 

 
．

 
 

．
 

 
受

付
）

 

備
考
：

 

注
 

１
 

「
氏

名
」

、
「

住
所

又
は

居
所

」
及

び
「

電
話

番
号

」
欄

に
つ

い
て

、
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

訂
正

請
求

の
場

合
に

は
、

当
該

代
理

人
の

氏
名

、
住

所
又

は
居

所
及

び
電

話
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
２

 
「

訂
正

請
求

の
趣

旨
及

び
理

由
」

欄
に

つ
い

て
、

「
趣

旨
」

は
ど

の
よ

う
な

訂
正

を
求

め
る

か
を

、
「

理
由

」
は

訂
正

請
求

の
理

由
を

裏
付

け
る

根
拠

を
、

そ
れ

ぞ
れ

明
確

か
つ

簡
潔

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
な

お
、

本
欄

に
記

載
し

き
れ

な
い

場
合

は
、

本
欄

を
参

考
に

別
紙

に
記

載
し

、
そ

の
書

面
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
３

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

第
１

１
号

様
式

 
 

開
示

の
実

施
方

法
等

申
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
教

育
委

員
会

 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

  

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

８
７

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

次
の

と
お

り
申

出
を

し

ま
す

。
 

注
 
１

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

２
 

こ
の

申
出

は
、

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

通
知

書
を

受
け

取
っ

た
日

か
ら

３
０

日
以

内
に

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

保
有

個
人

情
報

開
示

 

決
定

通
知

書
の

番
号

等
 

文
書

番
号

：
 

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

求
め

る
開

示
の

 

実
施

方
法
 

□
閲

覧
・

聴
取

・
視

聴
 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

□
事

務
所

管
課

 

□
行

政
情

報
課

 

□
写

し
等

の
窓

口
で

の
交

付
 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

□
事

務
所

管
課

 

□
行

政
情

報
課

 

□
そ

の
他

 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

開
示

の
実

施
を

 

希
望

す
る

日
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 
 

午
前

・
午

後
 

写
し

の
送

付
の

 

希
望

の
有

無
 

 
 

 
□

有
 

 
 

 
 

□
無
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－ 2475 －

第
１

４
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
を

し
な

い
旨

の
決

定
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

３
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
訂

正
を

し
な

い
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

教
育

委
員

会
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

こ
の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
（

前
記

の
審

査

請
求

を
し

た
場

合
に

は
、

当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て

の
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て

（
川

崎
市

教
育

委
員

会
が

被
告

の
代

表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

を
し

な
い

 

こ
と

と
し

た
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

３
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
訂

正
す

る
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

教
育

委
員

会
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

こ
の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
（

前
記

の
審

査

請
求

を
し

た
場

合
に

は
、

当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て

の
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て

（
川

崎
市

教
育

委
員

会
が

被
告

の
代

表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

請
求

の
趣

旨
 

 

訂
正

の
内

容
 

及
び

理
由

 

（
訂

正
内

容
）

 

   （
訂

正
理

由
）

 

   

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
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第
１

６
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

等
期

限
特

例
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

５
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

訂
正

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

  
 

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

法
第

９
５

条
の

規
定

 

（
訂

正
決

定
等

の
期

 

限
の

特
例

）
を

適
用

 

す
る

理
由

 

 

訂
正

決
定

等
 

を
す

る
期

限
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

５
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

等
期

限
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
５

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

訂
正

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

  
 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

条
例

第
１

５
条

第
１

項
 

の
規

定
に

よ
る

期
間

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

  
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

 

延
長

後
の

期
間

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

（
 

 
 

日
間

）
 

延
長

の
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2477 －

第
１

８
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

に
提

供
し

て
い

る
次

の
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

２
条

の
規

定
に

よ
り

訂
正

を
実

施
し

ま
し

た
の

で
、

同
法

第
９

７
条

の
規

定
に

よ
り

通
知

し
ま

す
。

 

  
 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

請
求

者
の

氏
名

等

保
有

個
人

情
報

を
特

定
 

す
る

た
め

の
情

報
 

（
氏

名
、

住
所

等
）

 

   

訂
正

請
求

の
趣

旨
 

 

訂
正

決
定

を
し

た
 

内
容

及
び

理
由
 

（
訂

正
内

容
）

 

  （
訂

正
理

由
）

 

  

訂
正

を
し

た
年

月
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

７
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

請
求

事
案

移
送

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
請

求
に

係
る

事

案
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
移

送
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 
 

な
お

、
保

有
個

人
情

報
の

訂
正

決
定

等
は

、
次

の
移

送
先

の
行

政
機

関
等

に
お

い
て

行
わ

れ
ま

す
。

 

  
 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

移
送

を
し

た
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

移
送

の
理

由
 

 

移
送

先
の

 

行
政

機
関

の
長

等
 

（
行

政
機

関
の

長
等

）
 

  （
連

絡
先

）
 

 
部

局
課

室
名

：
 

 
担

当
者

名
：

 

 
所

 
在

 
地

：
 

 
電

話
番

号
：

 

備
 

 
考

 
 

事
務

所
管

課
 

（
移

送
元

）
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2478 －

第
２

０
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

１
０

１
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
利

用
停

止
す

る
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

教
育

委
員

会
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

こ
の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
（

前
記

の
審

査

請
求

を
し

た
場

合
に

は
、

当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て

の
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て

（
川

崎
市

教
育

委
員

会
が

被
告

の
代

表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

利
用

停
止

請
求

に
係

 

る
保

有
個

人
情

報
の

 

名
称

等
 

 

利
用

停
止

請
求

 

の
趣

旨
 

 

利
用

停
止

の
 

内
容

及
び

理
由

 

（
利

用
停

止
の

内
容

）
 

   （
利

用
停

止
の

理
由

）
 

   

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

９
号

様
式

 
保

有
個

人
情

報
利

用
停

止
請

求
書

 
年

 
 
 

月
 
 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
教

育
委

員
会

 

 
 

 
 

 
 

 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
９

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

次
の

と
お

り
保

有
個

人

情
報

の
利

用
停

止
を

請
求

し
ま

す
。

 

利
用

停
止

請
求

に
係

 

る
保

有
個

人
情

報
の

 

開
示

決
定

通
知

書
等

 

（
事
前
に
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
を
し
て
い
た
場
合
に
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 

開
示

決
定

通
知

書
の

文
書

番
号

：
 

開
示

決
定

通
知

書
の

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

開
示

を
受

け
た

日
：

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

利
用

停
止

請
求

に
係

る

保
有
個
人
情
報
の
名
称
等
 

 

利
用

停
止

請
求

の
 

趣
旨

及
び

理
由

 

（
趣

旨
）

 

□
利

用
の

停
止

 
 

 
□

消
去

 
 

 
□

提
供

の
停

止
 

（
理

由
）

 

 

 
１

 
利

用
停

止
請

求
者

：
□

本
人

 
 

□
法

定
代

理
人

 
 

□
任

意
代

理
人

 

２
 

利
用

停
止

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

 
□

運
転

免
許

証
 

□
健

康
保

険
被

保
険

者
証

 
□

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
の
）

 
□

在
留

カ
ー

ド
、

特
別

永
住

者
証

明
書

又
は

特
別

永
住

者
証

明
書

と
み

な
さ

れ
る

外
国

人
登

録
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

※
 

請
求

書
を

送
付

し
て

請
求

す
る

場
合

に
は

、
上

記
の

本
人

確
認

書
類

を
複

写
し

た
も

の
に

加
え

て
、

請
求

の
３

０
日

前
ま

で
に

交
付

さ
れ

た
住

民
票

の
写

し
（

複
写

し
た

も
の

は
不

可
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

３
 

本
人

の
状

況
等

（
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

(
1
)
 

本
人

の
状

況
 

 
□

未
成

年
者

（
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
）

 
 

□
成

年
被

後
見

人
 

 
 

□
任

意
代

理
人

委
任

者
 

 
 

 
 

 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
2
)
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
3
)
 

本
人

の
住

所
又

は
居

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
請

求
資

格
確

認
書

類
：

□
戸

籍
謄

本
 

□
登

記
事

項
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）
 

５
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

請
求

資
格

確
認

書
類

：
□

委
任

状
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
）

 

処
理

欄
 

所
管

課
：

 

 
受

付
場

所
：

 

受
付
：

 
 

 
 

 
年

度
第

 
 
 
 

 
号

（
 
 

 
．

 
 

．
 

 
受

付
）

 

備
考
：

 

注
 

１
 

「
氏

名
」

、
「

住
所

又
は

居
所

」
及

び
「

電
話

番
号

」
欄

に
つ

い
て

、
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

利
用

停
止

請
求

の
場

合
に

は
、

当
該

代
理

人
の

氏
名

、
住

所
又

は
居

所
及

び
電

話
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
２

 
「

利
用

停
止

請
求

の
趣

旨
及

び
理

由
」

欄
の

「
理

由
」

は
、

利
用

停
止

請
求

の
趣

旨
を

裏
付

け
る

根
拠

を
明

確
か

つ
簡

潔
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

な
お

、
本

欄
に

記
載

し
き

れ
な

い
場

合
は

、
本

欄
を

参
考

に
別

紙
に

記
載

し
、

そ
の

書
面

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
 

３
 

□
の

あ
る

欄
に

は
、

該
当

す
る

□
内

に
レ

印
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
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第
２

２
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

等
期

限
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

川
崎

市
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

施
行

条
例

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
利

用
停

止
決

定
等

の
期

限
を

延
長

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

  
 

利
用

停
止

請
求

に
 

係
る

保
有

個
人

情
報

 

の
名

称
等

 

 

条
例

第
１

８
条

第
１

項
 

の
規

定
に

よ
る

期
間

 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
か

ら
 

  
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
ま

で
 

延
長

後
の

期
間

 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
か

ら
 

 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
ま

で
（

 
 

 
 

日
間

）
 

延
長

の
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
２

１
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
利

用
停

止
を

し
な

い
旨

の
決

定
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

１
０

１
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
利

用
停

止
を

し
な

い
こ

と
に

決
定

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

教
育

委
員

会
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

こ
の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
（

前
記

の
審

査

請
求

を
し

た
場

合
に

は
、

当
該

審
査

請
求

に
つ

い
て

の
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

）
の

翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て

（
川

崎
市

教
育

委
員

会
が

被
告

の
代

表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 

 
 

利
用

停
止

請
求

に
係

 

る
保

有
個

人
情

報
の

 

名
称

等
 

 

利
用

停
止

を
し

な
い

 

こ
と

と
し

た
理

由
 
 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
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第
２

４
号

様
式

 
 

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
提

案
書

記
載

事
項

変
更

申
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
教

育
委

員
会

 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
本

店
又

は
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

 

 
【

連
絡

先
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

担
当

部
署

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

担
当

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
（

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

電
子

ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ﾄ
ﾞ
ﾚ
ｽ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

「
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

を
そ

の
用

に
供

し
て

行
う

事
業

に
関

す
る

提
案

書
」

又
は

「
作

成
さ

れ
た

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
を

そ
の

用
に

供
し

て
行

う
事

業
に

関
す

る
提

案
書

」
に

つ
い

て
、

記
載

事
項

に
変

更
が

あ
っ

た
の

で
、

川
崎

市
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

施
行

細
則

第
２

３
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

次
の

と
お

り
申

し
出

ま
す

。
 

１
 

変
更

内
容

 

変
更

事
項

 
変

更
前

 
変

更
後

 

 
 

 

変
更

年
月

日
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

備
 

 
考

 
 

２
 

変
更

事
項

に
係

る
添

付
書

類
名

 

 注
 

１
 

取
扱

従
事

者
が

変
更

に
な

っ
た

場
合

は
、

取
扱

従
事

者
で

な
く

な
っ

た
者

が
取

り
扱

っ
て

い
た

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
に

関
す

る
安

全
管

理
の

具
体

的
な

措
置

内
容

を
「

備
考

」

欄
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 

上
記

１
の

「
変

更
内

容
」

欄
に

記
載

し
き

れ
な

い
場

合
は

、
本

欄
を

参
考

に
別

紙
に

記
載

し
、

そ
の

書
面

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

 
３

 
上

記
２

の
「

変
更

事
項

に
係

る
添

付
書

類
名

」
欄

に
列

記
し

た
書

類
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

 
 

 
 

第
２

３
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

等
期

限
特

例
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
教

育
委

員
会

 
 

印
  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

１
０

３
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

  
 

利
用

停
止

請
求

に
 

係
る

保
有

個
人

情
報

 

の
名

称
等

 

 

法
第

１
０

３
条

の
規

定
 

（
利

用
停

止
決

定
等

の
 

期
限

の
特

例
）

を
適

用
 

す
る

理
由
 

 

利
用

停
止

決
定

等
 

を
す

る
期

限
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市教育委員会規則第７号
　川崎市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則の
一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　教育長　　小　田　嶋　　満
　　　川崎市審議会等の会議の公開に関する条例
　　　施行規則の一部を改正する規則
　川崎市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則
（平成11年川崎市教育委員会規則第２号）の一部を次の
ように改正する。
　第２条第２項中「総務企画局情報管理部行政情報課」
を「総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部
行政情報課」に改める。
　　　附　則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市教育委員会規則第８号
　川崎市教育委員会事務局公文書管理規則の一部を改正
する規則をここに公布する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　教育長　　小　田　嶋　　満
　　　川崎市教育委員会事務局公文書管理規則の
　　　一部を改正する規則
　川崎市教育委員会事務局公文書管理規則（平成13年川
崎市教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正す
る。
　第７条第２項第４号中「川崎市個人情報保護条例（昭
和60年川崎市条例第26号）第16条第１項若しくは第４項」
を「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
第76条第１項」に改める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　この規則の施行の日前に川崎市個人情報の保護に関
する法律施行条例（令和４年川崎市条例第76号）附則
第２項の規定による廃止前の川崎市個人情報保護条例
（昭和60年川崎市条例第26号）第16条第１項又は第４
項の規定による開示の請求があった公文書に係るこの
規則による改正前の規則の規定による保存期間の延長
については、なお従前の例による。

教 育 委 員 会 告 示

川崎市教育委員会告示第５号

　川崎市教育委員会臨時会を次のとおり招集します。
　　令和５年３月22日
　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　教育長　　小　田　嶋　　満
１　日　　時　　令和５年３月29日㈬　10時00分から
２　場　　所　　川崎市役所第３庁舎15階
　　　　　　　　第１・２・３会議室
３　議　　事
　　　議案第54号　通学区域の一部変更について
　　　議案第55号　�川崎市教員育成指標の改正について

（案）
　　　議案第56号　�川崎市教育委員会事務局事務分掌規

則の一部を改正する規則の制定につ
いて

　　　議案第57号　�川崎市博物館の登録等に関する規則
の一部を改正する規則の制定につい
て

　　　議案第58号　�川崎市立学校用務員の職務及び服務
に関する規程の一部を改正する訓令
の制定について

　　　議案第59号　�川崎市教育委員会職員の勤務時間等
に関する規程の一部を改正する訓令
の制定について

　　　議案第60号　人事について
４　その他報告等
　　　───────────────────
川崎市教育委員会告示第６号
　川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　教育長　　小　田　嶋　　満
１　日　　時　　令和５年４月７日㈮　13時00分から
２　場　　所　　教育会館　第１会議室
３　報 告 等
　　　───────────────────
川崎市教育委員会告示第７号
　　　情報通信技術を活用した方法により行う行
　　　政手続等
　川崎市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条
例施行規則（平成18年川崎市教育委員会規則第６号）第
３条の規定により、電子情報処理組織を使用する方法そ
の他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等
を次のように定め、令和５年４月１日から施行する。
　なお、平成21年川崎市教育委員会告示第17号は、同日
に廃止する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　教育長　　小　田　嶋　　満
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根拠となる条例等の条項
対象手続等

名称 条項
川崎市情報公開条例施行規則
（平成13年川崎市教育委員会規
則第７号）

第３条
第１項 公文書開示請求

川崎市立学校施設使用規則（昭
和27年川崎市教育委員会規則
第３号）

第３条 使用の申請

川崎市市民館使用規則（昭和
47年川崎市教育委員会規則第
29号）

第３条 使用許可申請

川崎市立図書館規則（平成２
年川崎市教育委員会規則第15
号）

第７条
第２項 登録の申込み

川崎市教育文化会館使用規則
（昭和42年川崎市教育委員会規
則第３号）

第３条 使用許可申請

川崎市青少年の家条例施行規
則（昭和63年川崎市教育委員
会規則第12号）

第３条
第２項

事業計画書等の
提出

川崎市少年自然の家条例施行
規則（昭和52年川崎市教育委
員会規則第18号）

第３条
第２項

事業計画書等の
提出

川崎市黒川青少年野外活動セ
ンター条例施行規則（平成３
年川崎市教育委員会規則第１
号）

第３条
第２項

事業計画書等の
提出

川崎市子ども夢パーク条例施
行規則（平成15年川崎市教育
委員会規則第９号）

第３条
第２項

事業計画書等の
提出

川崎市博物館の登録等に関す
る規則（平成27年川崎市教育
委員会規則第４号）

第３条 登録申請

第５条 登録事項等の変
更届出

第６条 定期報告
第７条 廃止の届出

第８条 博物館相当施設
指定申請

第10条 指定要件欠如の
報告

川崎市青少年科学館使用規則
（昭和46年川崎市教育委員会規
則第11号）

第３条
第２項

事業計画書等の
提出

川崎市立日本民家園使用規則
（昭和51年川崎市教育委員会規
則第11号）

第３条
第２項

事業計画書等の
提出

川崎市有馬・野川生涯学習支
援施設条例施行規則（平成20
年川崎市教育委員会規則第15
号）

第３条
第２項

事業計画書等の
提出

第８条 利用許可申請

川崎市文化財保護条例施行規
則（昭和34年川崎市教育委員
会規則第２号）

第２条 指定申請
第６条 補助申請

第８条 滅失、毀損等の
報告

第９条 所在及び所有権
の変更

第10条 現状の変更

第11条 保持者の身分等
の変更

第12条 再交付申請

教 育 委 員 会 訓 令

川崎市教育委員会訓令第１号
事務局各課
各教育機関

　川崎市立学校用務員の職務及び服務に関する規程の一
部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和５年３月29日
　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　教育長　　小　田　嶋　　満
　　　川崎市立学校用務員の職務及び服務に関す
　　　る規程の一部を改正する訓令
　川崎市立学校用務員の職務及び服務に関する規程（昭
和55年川崎市教育委員会訓令第１号）の一部を次のよう
に改正する。
　第１条中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」
に改める。
　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市教育委員会訓令第２号

事務局各課
各教育機関

　川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の一
部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和５年３月29日
　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　教育長　　小　田　嶋　　満
　　　川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関す
　　　る規程の一部を改正する訓令
　川崎市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程（昭
和42年川崎市教育委員会訓令第２号）の一部を次のよう
に改正する。
　第１条の２及び第２条第４項中「第28条の５第１項」
を「第22条の４第１項」に改める。
　別表第２を次のように改める。
別表第２（第２条関係）

所属 種別

１週間の
勤務時間
（勤務時
間等を割
り 振 る
者）

勤務時間 休憩時間 週休日
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学校 小学校、中
学校、高等
学校及び特
別支援学校
に勤務する
教育職員

４週間を
通じ１週
間につき
38時間45
分
（校長）

３時間45分
から11時間
45分までの
範囲内

勤務時間
が６時間
を超える
場合は勤
務時間の
途中にお
い て 4 5
分、８時
間を超え
る場合は
勤務時間
の途中に
おいて１
時間とす
る。

４週間を
通じ８日
以上

小学校、中
学校及び特
別支援学校
に勤務する
学校栄養職
及び学校事
務職である
職員

38時間45
分
（校長）

１　８：10
～ 16：40

勤務時間
の途中に
おいて45
分

日曜日及
び土曜日

２　８：15
～ 16：45
３　８：20
～ 16：50
４　８：25
～ 16：55
５　８：30
～ 17：00

高 等 学 校
（全日制）
に勤務する
一般事務職
である職員

38時間45
分

（校長）

１　８：30
～ 17：15

勤務時間
の途中に
おいて１
時間

日曜日及
び土曜日

高 等 学 校
（定時制）
に勤務する
一般事務職
である職員

38時間45
分
（校長）

１　13：00
～ 21：45

勤務時間
の途中に
おいて１
時間

日曜日及
び土曜日

２　13：05
～ 21：50
３　13：10
～ 21：55
４　13：15
～ 22：00

小学校、中
学校、高等
学校及び特
別支援学校
に勤務する
用務に従事
する職員

38時間45
分
（校長）

１　７：45
～ 16：30

勤務時間
の途中に
おいて１
時間

日曜日及
び土曜日

２　８：00
～ 16：45

小学校に勤
務する給食
調理業務に
従事する職
員

38時間45
分
（校長）

１　７：30
～ 16：15

勤務時間
の途中に
おいて１
時間

日曜日及
び土曜日

２　７：40
～ 16：25
３　８：00
～ 16：45

備考
１�　この表中１週間の勤務時間の欄における勤務時間等
を割り振る者は、勤務時間、休憩時間又は週休日の割
振りを行うものとする。
２�　この表中勤務時間の欄における時間の表記は、24時
間制によるものである。
　　　附　則

　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市教育委員会訓令第３号

事務局各課
各教育機関

　川崎市教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令
を次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　教育長　　小　田　嶋　　満
　　　川崎市教育委員会職員服務規程の一部を改
　　　正する訓令
　川崎市教育委員会職員服務規程（平成29年川崎市教育
委員会訓令第３号）の一部を次のように改正する。
　第30条第１項中「総務企画局情報管理部行政情報課」
を「総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部
行政情報課」に改める。
　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市教育委員会訓令第４号

事務局各課
各教育機関

　川崎市教育委員会職員の自己啓発等休業に関する規程
の一部を改正する訓令を次のように定める。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　川崎市教育委員会
　　　　　　　　　　教育長　　小　田　嶋　　満
　　　川崎市教育委員会職員の自己啓発等休業に
　　　関する規程の一部を改正する訓令
　川崎市教育委員会職員の自己啓発等休業に関する規程
（平成29年川崎市教育委員会訓令第５号）の一部を次の
ように改正する。
　第８条第１項第２号中「（懲戒免職の処分を除く。）」
を削り、同項第３号中エをオとし、ウをエとし、同号イ
中「法第28条の２第１項」を「川崎市職員の定年等に関
する条例（昭和59年川崎市条例第38号）第２条」に、「法
第28条の３第１項」を「同条例第４条第１項」に改め、
同号中イをウとし、アの次に次のように加える。
　イ�　地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法
律第63号）附則第３条第５項に規定する旧地方公務
員法勤務延長期限若しくは川崎市職員の定年等に関
する条例の一部を改正する条例（令和４年川崎市条
例第32号）附則第２項の規定により延長された期限
の到来により退職した場合又はこれに準ずる他の法
令等の規定により退職した場合

　　　附　則
　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
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監 査 告 示

川崎市監査告示第１号
　川崎市個人情報の保護に関する法律施行規程を次のよ
うに定める。
　　令和５年３月31日

川崎市監査委員　大　村　研　一
同　　　　　　　植　村　京　子
同　　　　　　　浅　野　文　直
同　　　　　　　山　田　晴　彦

　　　川崎市個人情報の保護に関する法律施行規
　　　程
　（趣旨）
第�１条　この規程は、監査委員の保有個人情報について、
個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。
以下「法」という。）、個人情報の保護に関する法律施
行令（平成15年政令第507号。以下「政令」という。）、
個人情報の保護に関する法律施行規則（平成28年個人
情報保護委員会規則第３号。以下「個人情報保護委員
会規則」という。）及び川崎市個人情報の保護に関す
る法律施行条例（令和４年川崎市条例第76号。以下「条
例」という。）の実施に関し必要な事項を定めるもの
とする。
　（用語）
第�２条　この規程で使用する用語の意義は、法、政令、
個人情報保護委員会規則及び条例で使用する用語の例
による。
　（保有個人情報等管理責任者）
第�３条　条例第３条に規定する保有個人情報等管理責任
者は、川崎市監査事務局規程(昭和52年川崎市監査訓
令第１号)第２条に規定する課の長をもって充てる。
　（開示請求の方法等）
第�４条　開示請求書は、保有個人情報開示請求書（第１
号様式）又は法第77条第１項各号に掲げる事項を記載
した書面によるものとし、次に掲げる方法により、代
表監査委員に提出するものとする。
　⑴　直接提出して行う方法
　⑵　送付して行う方法
２�　条例第８条に規定する実施機関が定める事項は、開
示請求者の連絡先とする。
３�　代表監査委員は、第１項第２号に掲げる方法による
開示請求があった場合又は法第76条第２項の規定によ
る開示請求があった場合には、開示請求者に対し、速
やかに当該開示請求の事実の確認を行うものとする。
ただし、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠
如により当該開示請求者に当該確認を行うことが困難

である場合その他代表監査委員が当該開示請求の事実
の確認を行う必要がないと認める場合は、この限りで
ない。
　（開示決定等の通知）
第�５条　法第82条第１項の規定による通知は、保有個人
情報開示決定通知書（第２号様式）により行うものと
する。
２�　法第82条第２項の規定による通知は、保有個人情報
の開示をしない旨の決定通知書（第３号様式）により
行うものとする。
　（開示決定等の期限の延長の通知）
第�６条　条例第10条第２項の規定による通知は、保有個
人情報開示決定等期限延長通知書（第４号様式）によ
り行うものとする。
　（開示決定等の期限の特例の通知）
第�７条　条例第11条の規定による通知は、保有個人情報
開示決定等期限特例延長通知書（第５号様式）により
行うものとする。
　（開示請求に係る事案の移送の通知）
第�８条　法第85条第１項の規定による通知は、保有個人
情報開示請求事案移送通知書（第６号様式）により行
うものとする。
　（意見照会等）
第�９条　法第86条第１項の規定による通知は、第三者意
見照会書（法第86条第１項適用）（第７号様式）によ
り行うものとする。ただし、代表監査委員が書面によ
り行う必要がないと認めるときは、この限りでない。
２�　法第86条第２項の規定による通知は、第三者意見照
会書（法第86条第２項適用）（第８号様式）により行
うものとする。
３�　法第86条第１項及び第２項に規定する意見書は、保
有個人情報開示決定等意見書（第９号様式）によるも
のとする。
４�　法第86条第３項の規定による通知は、保有個人情報
の開示に関する通知書（第10号様式）により行うもの
とする。
　（開示の実施の方法）
第�10条　次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、
当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定
める方法により難いときは、代表監査委員が適当と認
める方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）

　　�　当該文書又は図画（法第87条第１項ただし書の規
定が適用される場合にあっては、次項第１号アに規
定するもの）の閲覧

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを専用
機器により映写したものの閲覧。ただし、これによ
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り難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日
本産業規格Ａ列１番（以下「Ａ１判」という。）以
下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙（縦89
ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203
ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。
以下同じ。）に印画したものの閲覧

　⑷�　スライド（第５項に規定する場合におけるものを
除く。次項第４号において同じ。）　当該スライドを
専用機器により映写したものの閲覧

２�　次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法
は、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号
に定める方法により難いときは、代表監査委員が適当
と認める方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）

　　�　次に掲げる方法（イ及びウに掲げる方法にあって
は当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれが
なく、かつ、代表監査委員がその保有する処理装置
及びプログラム（電子計算機に対する指令であって、
一の結果を得ることができるように組み合わされた
ものをいう。以下同じ。）により当該文書又は図画
の開示を実施することができる場合に限る。）

　　ア�　当該文書又は図画を複写機により日本産業規格
Ａ列３番（以下「Ａ３判」という。）以下の大き
さの用紙に複写したものの交付（イに掲げる方法
に該当するものを除く。）。ただし、これにより難
い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写
機によりＡ１判若しくは日本産業規格Ａ列２番
（以下「Ａ２判」という。）の用紙に複写したもの
の交付（イに掲げる方法に該当するものを除く。）
又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィル
ムを印画紙に印画したものの交付　

　　イ�　当該文書又は図画を複写機により用紙にカラー
で複写したものの交付

　　ウ�　当該文書又は図画をスキャナにより読み取って
できた電磁的記録を光ディスク（日本産業規格Ｘ
0606及びＸ6281又はＸ6241に適合する直径120ミ
リメートルの光ディスクの再生装置で再生するこ
とが可能なものに限る。次項第３号オにおいて同
じ。）に複写したものの交付

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを日本
産業規格Ａ列４番の用紙に印刷したものの交付。た
だし、これにより難い場合にあっては、Ａ１判、Ａ
２判又はＡ３判の用紙に印刷したものの交付

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙に印画
したものの交付

　⑷�　スライド　当該スライドを印画紙に印画したもの

の交付
３�　次の各号に掲げる電磁的記録についての法第87条第
１項の行政機関等が定める方法は、当該各号に定める
方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難
いときは、代表監査委員が適当と認める方法により行
うことができる。
　⑴�　録音テープ（第５項に規定する場合におけるもの
を除く。以下この号において同じ。）又は録音ディ
スク　次に掲げる方法　

　　ア�　当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器に
より再生したものの聴　　取

　　イ�　当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセッ
トテープ（日本産業規格Ｃ5568に適合する記録時
間120分のものに限る。）に複写したものの交付

　⑵�　ビデオテープ又はビデオディスク　次に掲げる方
法

　　ア�　当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機
器により再生したものの視聴

　　イ�　当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオ
カセットテープ（日本産業規格Ｃ5581に適合する
記録時間120分のものに限る。以下同じ。）に複写
したものの交付

　⑶�　電磁的記録（前２号又は次項に該当するものを除
く。）　次に掲げる方法であって、代表監査委員がそ
の保有する処理装置及びプログラムにより行うこと
ができるもの

　　ア�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
出力したものの閲覧

　　イ�　当該電磁的記録を専用機器により再生したもの
の閲覧又は視聴

　　ウ�　当該電磁的録をＡ３判以下の大きさの用紙に出
力したものの交付（エに掲げる方法に該当するも
のを除く。）

　　エ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
カラーで出力したものの交付

　　オ�　当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの
交付

４�　映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方
法とする。ただし、当該各号に定める方法により難い
ときは、代表監査委員が適当と認める方法により行う
ことができる。
　⑴�　当該映画フィルムを専用機器により映写したもの
の視聴

　⑵�　当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写
したものの交付

５�　スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記
録した録音テープを同時に視聴する場合における開示
の実施の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当
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該各号に定める方法により難いときは、代表監査委員
が適当と認める方法により行うことができる。
　⑴�　当該スライド及び当該録音テープを専用機器によ
り再生したものの視聴

　⑵�　当該スライド及び当該録音テープをビデオカセッ
トテープに複写したものの交付

　（開示の実施の方法等の申出）
第�11条　法第87条第３項の規定による申出は、開示の実
施方法等申出書（第11号様式）又は政令第26条第３項
各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとす
る。
　（開示の実施）
第�12条　保有個人情報の開示は、代表監査委員が指定す
る日時及び場所において行うものとする。ただし、写
し等の交付は、郵便又は民間事業者による信書の送達
に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に
規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定
する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信
書便による送付により行うことができる。
２�　前項本文の場合において保有個人情報の閲覧、聴取
又は視聴をする者は、当該保有個人情報を汚損し、又
は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければな
らない。
３�　代表監査委員は、前項の規定に違反する者に対し、
保有個人情報の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は
禁止することができる。
　（開示請求に係る費用の納付）
第�13条　条例第12条第２項に規定する費用及び政令第28
条第４項に規定する送付に要する費用は、前納とする。
ただし、代表監査委員がやむを得ない理由があると認
めるときは、この限りでない。
２�　条例第12条第２項に規定する費用の納付の方法及び
政令第28条第４項に規定する規則で定める方法は、川
崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規則第31号）第８
号様式⑴の納入通知書により納付する方法とする。た
だし、当該方法により難いときは、この限りでない。
　（訂正請求の方法等）
第�14条　訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書（第12
号様式）又は法第91条第１項各号（条例第13条第１項
各号に掲げる自己を本人とする保有個人情報に係る訂
正請求の場合にあっては、第２号を除く。）に掲げる
事項を記載した書面によるものとし、次に掲げる方法
により、代表監査委員に提出するものとする。
　⑴　直接提出して行う方法
　⑵　送付して行う方法
２�　条例第14条に規定する実施機関が定める事項は、訂
正請求者の連絡先とする。
３�　代表監査委員は、第１項第２号に掲げる方法による

訂正請求があった場合又は法第90条第２項の規定によ
る訂正請求があった場合には、当該訂正請求に係る保
有個人情報の本人に対し、速やかに当該訂正請求の事
実の確認を行うものとする。ただし、精神上の障害に
よる事理を弁識する能力の欠如により当該本人に当該
確認を行うことが困難である場合その他代表監査委員
が当該訂正請求の事実の確認を行う必要がないと認め
る場合は、この限りでない。
　（訂正決定等の通知）
第�15条　法第93条第１項の規定による通知は、保有個人
情報訂正決定通知書（第13号様式）により行うものと
する。
２�　法第93条第２項の規定による通知は、保有個人情報
の訂正をしない旨の決定通知書（第14号様式）により
行うものとする。
　（訂正決定等の期限の延長の通知）
第�16条　条例第15条第２項の規定による通知は、保有個
人情報訂正決定等期限延長通知書（第15号様式）によ
り行うものとする。
　（訂正決定等の期限の特例の通知）
第�17条　法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂
正決定等期限特例延長通知書（第16号様式）により行
うものとする。
　（訂正請求に係る事案の移送の通知）
第�18条　法第96条第１項の規定による通知は、保有個人
情報訂正請求事案移送通知書（第17号様式）により行
うものとする。
　（訂正した保有個人情報の提供先への通知）
第�19条　法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂
正通知書（第18号様式）により行うものとする。
　（利用停止請求の方法等）
第�20条　利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求
書（第19号様式）又は法第99条第１項各号（条例第16
条第１項各号に掲げる自己を本人とする保有個人情報
に係る利用停止請求の場合にあっては、第２号を除
く。）に掲げる事項を記載した書面によるものとし、
次に掲げる方法により、代表監査委員に提出するもの
とする。
　⑴　直接提出して行う方法
　⑵　送付して行う方法
２�　条例第17条に規定する実施機関が定める事項は、利
用停止請求者の連絡先とする。
３�　代表監査委員は、第１項第２号に掲げる方法による
利用停止請求があった場合又は法第98条第２項の規定
による利用停止請求があった場合には、当該利用停止
請求に係る保有個人情報の本人に対し、速やかに当該
利用停止請求の事実の確認を行うものとする。ただし、
精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如により
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当該本人に当該確認を行うことが困難である場合その
他代表監査委員が当該利用停止請求の事実の確認を行
う必要がないと認める場合は、この限りでない。
　（利用停止決定等の通知）
第�21条　法第101条第１項の規定による通知は、保有個
人情報利用停止決定通知書（第20号様式）により行う
ものとする。
２�　法第101条第２項の規定による通知は、保有個人情
報の利用停止をしない旨の決定通知書（第21号様式）
により行うものとする。
　（利用停止決定等の期限の延長の通知）
第�22条　条例第18条第２項の規定による通知は、保有個
人情報利用停止決定等期限延長通知書（第22号様式）
により行うものとする。
　（利用停止決定等の期限の特例の通知）
第�23条　法第103条の規定による通知は、保有個人情報
利用停止決定等期限特例延長通知書（第23号様式）に
より行うものとする。
　（行政機関等匿名加工情報に係る手数料の納付）
第�24条　条例第19条第１項及び第２項に定める手数料は、
前納とする。ただし、代表監査委員がやむを得ない理
由があると認めるときは、この限りでない。
２�　条例第19条第１項及び第２項に規定する手数料の納
付の方法は、川崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規
則第31号）第８号様式⑴の納入通知書により納付する
ものとする。ただし、当該方法により難いときは、こ
の限りでない。
　（記載事項の変更の申出）
第�25条　法第112条第１項の規定による提案を行った者
又は法第118条第１項前段の規定による提案を行った
者は、法第112条第２項（法第118条第２項の規定によ
り読み替えて準用する場合を含む。）の規定により提
出した書面に記載された事項に変更（行政機関等匿名
加工情報をその用に供する事業の変更を除く。）が生
じた場合は、直ちに、行政機関等匿名加工情報提案書
記載事項変更申出書（第24号様式）により、その旨を
代表監査委員に申し出るものとする。
　（保有個人情報の取扱い等）
第�26条　監査事務局の職員による保有個人情報、仮名加
工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱い等に
関しては、別に定めるもののほか、市長事務部局の例
による。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　（川崎市個人情報保護条例施行規程の廃止）
２�　川崎市個人情報保護条例施行規程（平成17年川崎市
監査告示第２号）は、廃止する。

様式目次
様式
番号 名称 関係

条文

１ 保有個人情報開示請求書 第４条
第１項

２ 保有個人情報開示決定通知書 第５条
第１項

３ 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知
書

第５条
第２項

４ 保有個人情報開示決定等期限延長通知書 第６条

５ 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知
書 第７条

６ 保有個人情報開示請求事案移送通知書 第８条

７ 第三者意見照会書（法第86条第１項適用） 第９条
第１項

８ 第三者意見照会書（法第86条第２項適用） 第９条
第２項

９ 保有個人情報開示決定等意見書 第９条
第３項

10 保有個人情報の開示に関する通知書 第９条
第４項

11 開示の実施方法等申出書 第11条

12 保有個人情報訂正請求書 第14条
第１項

13 保有個人情報訂正決定通知書 第15条
第１項

14 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知
書

第15条
第２項

15 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 第16条

16 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知
書 第17条

17 保有個人情報訂正請求事案移送通知書 第18条
18 保有個人情報訂正通知書 第19条

19 保有個人情報利用停止請求書 第20条
第１項

20 保有個人情報利用停止決定通知書 第21条
第１項

21 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定
通知書

第21条
第２項

22 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知
書 第22条

23 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長
通知書 第23条

24 行政機関等匿名加工情報提案書記載事項変
更申出書 第25条
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情

報
の

開
示

を
請

求
し

ま
す

。
 

開
示

を
請

求
す

る
 

保
有

個
人

情
報

 

（
具

体
的

に
特

定
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

 

求
め

る
開

示
の

 

実
施

方
法

等
 

□
事

務
所

に
お

け
る

開
示

の
実

施
を

希
望

す
る

。
 

＜
実

施
の

方
法

＞
□

閲
覧

 
 

□
写

し
の

交
付

 
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
＜

実
施

の
希

望
日

＞
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
＜

実
施

の
場

所
＞

□
事

務
所

管
課

 
 

 
 

□
行

政
情

報
課

 

□
写

し
の

送
付

を
希

望
す

る
。

 

 
１

 
開

示
請

求
者

：
□

本
人

 
 

□
法

定
代

理
人

 
 

□
任

意
代

理
人

 

２
 

開
示

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

 
□

運
転

免
許

証
 

□
健

康
保

険
被

保
険

者
証

 
□

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
の

）
 

□
在

留
カ

ー
ド

、
特

別
永

住
者

証
明

書
又

は
特

別
永

住
者

証
明

書
と

み
な

さ
れ

る
外

国
人

登
録

証
明

書
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
※

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
す

る
場

合
に

は
、

上
記

の
本

人
確

認
書

類
を

複
写

し
た

も
の

に
加

え
て

、
請

求
の

３
０

日
前

ま
で

に
交

付
さ

れ
た

住
民

票
の

写
し

（
複

写
し

た
も

の
は

不
可

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
 

本
人

の
状

況
等

（
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

(
1
)
 

本
人

の
状

況
 

□
未

成
年

者
（

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
）

 
 

□
成

年
被

後
見

人
 

 
□

任
意

代
理

人
委

任
者

 
 

 
 

 
 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
2
)
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
3
)
 

本
人

の
住

所
又

は
居

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
請

求
資

格
確

認
書

類
：

□
戸

籍
謄

本
 

□
登

記
事

項
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）
 

５
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

請
求

資
格

確
認

書
類

：
□

委
任

状
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
）

 

処
理

欄
 

所
管

課
：

 

 
受

付
場

所
：

 

受
付
：

 
 

 
 

 
年

度
第

 
 
 
 

 
号

（
 
 

 
．

 
 

．
 

 
受

付
）
 

備
考
：

 

注
 

１
 

「
氏

名
」

、
「

住
所

又
は

居
所

」
及

び
「

電
話

番
号

」
欄

に
つ

い
て

、
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

開
示

請
求

の
場

合
に

は
、

当
該

代
理

人
の

氏
名

、
住

所
又

は
居

所
及

び
電

話
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 

「
求

め
る

開
示

の
実

施
方

法
等

」
欄

に
は

、
開

示
を

受
け

る
場

合
の

開
示

の
実

施
の

方
法

（
事

務
所

に
お

け
る

開
示

又
は

写
し

の
送

付
）

に
つ

い
て

希
望

が
あ

る
場

合
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

な
お

、
開

示
の

実
施

の
方

法
は

実
施

機
関

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

ま
す

の
で

、
希

望
す

る
方

法
に

対
応

で
き

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

 
３

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
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第
４

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

期
限

延
長

通
知

書
 

 
第

 
 

 
号

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
開

示
請

求
の

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
０

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

開

示
決

定
等

の
期

限
を

延
長

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

             

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

条
例

第
１

０
条

第
１

項
 

の
規

定
に

よ
る

期
間

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
か

ら
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
ま

で
 

延
長

後
の

期
間

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
ま

で
（

 
 

 
日

間

）
 

延
長

の
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
３

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
の

開
示

を
し

な
い

旨
の

決
定

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
開

示
請

求
の

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

２
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

開
示

を
し

な
い

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

開
示

請
求

に
係

る

保
有

個
人

情
報

の

名
称

等
 

 

開
示

を
し

な
い

 

こ
と

と
し

た
理

由
 

 

時
限

性
開

示
 

年
 

 
月

 
 

日
以

後
で

あ
れ

ば
開

示
を

し
な

い
こ

と
と

し
た

 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

を
開

示
す

る
こ

と
が

 

で
き

ま
す

の
で

、
同

日
以

後
に

改
め

て
開

示
請

求
を

し
て

く
だ

さ
い

。
 

事
務

所
管

課
 

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
―

 

注
 
１

 
「

時
限

性
開

示
」

欄
は

、
開

示
を

し
な

い
こ

と
と

し
た

理
由

が
な

く
な

る
時

期
を

あ
ら

か
じ

め
明

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
に

記
載

し
て

い
ま

す
。

 

２
 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、
川

崎
市

代
表

監
査

委
員

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で

き
ま

す
。
こ

の
処

分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て
（

川
崎

市
代

表
監

査

委
員

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
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第
６

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
請

求
事

案
移

送
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

の
開

示
請

求
に

係
る

事

案
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

５
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

移
送

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 
 

な
お

、
保

有
個

人
情

報
の

開
示

決
定

等
は

、
次

の
移

送
先

の
行

政
機

関
等

に
お

い
て

行
わ

れ
ま

す
。
 

 

      

開
示

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

移
送

を
し

た
日

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

移
送

の
理

由
 

 

移
送

先
の

 

行
政

機
関

の
長

等
 

（
行

政
機

関
の

長
等

）
 

  （
連

絡
先

）
 

 
部

局
課

室
名

：
 

 
担

当
者

名
：

 

 
所

在
地
：

 

 
電

話
番

号
：

 

備
 

 
考

 
 

事
務

所
管

課
 

（
移

送
元

）
 

 
 

 
 

 
 

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
５

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

期
限

特
例

延
長

通
知

書
 

 
第

 
 

 
号

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
開

示
請

求
の

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
１

条
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

開
示

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

                  

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

条
例

第
１

１
条

の
規

定

（
開

示
決

定
等

の
期

限

の
特

例
）

を
適

用
す

る

理
由
 

 

残
り

の
保

有
個

人
情

報

に
つ

い
て

開
示

決
定

等

を
す

る
期

限
 

（
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

に
可

能
な

部
分

に
つ

い
て

開
示

決
定

等
を

行
い

、
残

り
の

部
分

に
つ

い
て

は
、

次
に

記
載

す
る

期
限

ま
で

に
開

示
決

定
等

を
行

う
予

定
で

す
。

）
 

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
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第
８

号
様

式
 

 
第

三
者

意
見

照
会

書
（

法
第

８
６

条
第

２
項

適
用

）
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  

次
の

と
お

り
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

関
す

る
情

報
が

含
ま

れ
て

い
る

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
７

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
開

示

請
求

が
あ

り
、
当

該
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
行

う
際

の
参

考
と

す
る

た
め

、
同

法
第

８
６

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

御
意

見
を

伺
い

ま
す

。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
お

手
数

で
す

が
、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

に
つ

き
御

意
見

が
あ

る

と
き

は
、
同

封
し

た
「

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
意

見
書

」
を

提
出

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

な
お

、
提

出
期

限
ま

で
に

意
見

書
の

提
出

が
な

い
場

合
に

は
、
特

に
御

意
見

が
な

い
も

の
と

し
て

取

り
扱

わ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

の
年

月
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

法
第

８
６

条
第

２
項

 

第
１

号
又

は
第

２
号

 

の
規

定
の

適
用

区
分

 

及
び

そ
の

理
由

 

適
用

区
分

：
□

第
１

号
 

 
 

□
第

２
号

 

適
用

理
由

：
 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
内

容
 

 

意
見

書
の

提
出

期
限

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

事
務

所
管

課
 

（
意

見
書

の
提

出
先

）
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

 所
在

地
 

〒
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
７

号
様

式
 

 
第

三
者

意
見

照
会

書
（

法
第

８
６

条
第

１
項

適
用

）
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  

次
の

と
お

り
、

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

関
す

る
情

報
が

含
ま

れ
て

い
る

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
７

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
開

示

請
求

が
あ

り
、
当

該
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
行

う
際

の
参

考
と

す
る

た
め

、
同

法
第

８
６

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

御
意

見
を

伺
う

こ
と

と
し

ま
し

た
。

 

つ
き

ま
し

て
は

、
お

手
数

で
す

が
、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

に
つ

き
御

意
見

が
あ

る

と
き

は
、
同

封
し

た
「

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
意

見
書

」
を

提
出

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

な
お

、
提

出
期

限
ま

で
に

意
見

書
の

提
出

が
な

い
場

合
に

は
、
特

に
御

意
見

が
な

い
も

の
と

し
て

取

り
扱

わ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

 

        

開
示

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

の
年

月
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
内

容
 

 

意
見

書
の

提
出

期
限

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

事
務

所
管

課
 

（
意

見
書

の
提

出
先

）
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

 所
在

地
 

〒
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
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第
１

０
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
に

関
す

る
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
か

ら
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
「

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
意

見
書

」
の

提
出

が
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
次

の
と

お
り

開
示

決
定

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

注
 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

こ
の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か

ら
起

算
し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て
（

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
が

被
告

の
代

表
者

と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
        

開
示

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
う

ち

開
示

す
る

こ
と

と
し

た

も
の

 

 

開
示

す
る

こ
と

 

と
し

た
理

由
 

 

開
示

決
定

を
し

た
日

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

開
示

を
実

施
す

る
日

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
９

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

意
見

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
（

宛
先

）
川

崎
市

代
表

監
査

委
員

 
 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
本

店
又

は
そ

の
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
照

会
の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

開
示

に
つ

い
て

、
次

の
と

お

り
意

見
を

提
出

し
ま

す
。

 

注
 

□
の

あ
る

欄
に

は
、

該
当

す
る

□
内

に
レ

印
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

       

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

に
関

し
て

の
 

御
意

見
 

 □
保

有
個

人
情

報
を

開
示

さ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
支

障
が

な
い

。
 

    □
保

有
個

人
情

報
を

開
示

さ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
支

障
が

あ
る

。
 

 
（

１
）

 
支

障
（

不
利

益
）

が
あ

る
部

分
 

       
（

２
）

 
支

障
（

不
利

益
）

の
具

体
的

理
由
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第
１

２
号

様
式

 
保

有
個

人
情

報
訂

正
請

求
書

 
年

 
 
 

月
 
 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
 

 
 

 
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
１

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
次

の
と

お
り

保
有

個
人

情

報
の

訂
正

を
請

求
し

ま
す

。
 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

開
示

決
定

通
知

書
等
 

（
事

前
に

保
有

個
人

情
報

の
開

示
請

求
を

し
て

い
た

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

開
示

決
定

通
知

書
の

文
書

番
号

：
 

開
示

決
定

通
知

書
の

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

開
示

を
受

け
た

日
：

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有
個
人
情
報
の
名
称
等
 

 

訂
正

請
求

の
 

趣
旨

及
び

理
由

 

（
趣

旨
）

 

 （
理

由
）

 

 

 
１

 
訂

正
請

求
者

：
□

本
人

 
 

□
法

定
代

理
人

 
 

□
任

意
代

理
人

 

２
 

訂
正

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

 
□

運
転

免
許

証
 

□
健

康
保

険
被

保
険

者
証

 
□

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
の

）
 

□
在

留
カ

ー
ド

、
特

別
永

住
者

証
明

書
又

は
特

別
永

住
者

証
明

書
と

み
な

さ
れ

る
外

国
人

登
録

証
明

書
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
※

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
す

る
場

合
に

は
、

上
記

の
本

人
確

認
書

類
を

複
写

し
た

も
の

に
加

え
て

、
請

求
の

３
０

日
前

ま
で

に
交

付
さ

れ
た

住
民

票
の

写
し

（
複

写
し

た
も

の
は

不
可

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
 

本
人

の
状

況
等

（
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

(
1
)
 

本
人

の
状

況
 

 
□

未
成

年
者

（
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
）

 
 

□
成

年
被

後
見

人
 

 
 

□
任

意
代

理
人

委
任

者
 

 
 

 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
2
)
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
3
)
 

本
人

の
住

所
又

は
居

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
請

求
資

格
確

認
書

類
：

□
戸

籍
謄

本
 

□
登

記
事

項
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）
 

５
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

請
求

資
格

確
認

書
類

：
□

委
任

状
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
）

 

処
理

欄
 

所
管

課
：

 

 
受

付
場

所
：

 

受
付
：

 
 

 
 

 
年

度
第

 
 
 
 

 
号

（
 
 

 
．

 
 

．
 

 
受

付
）
 

備
考
：

 

注
 

１
 

「
氏

名
」

、
「

住
所

又
は

居
所

」
及

び
「

電
話

番
号

」
欄

に
つ

い
て

、
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

訂
正

請
求

の
場

合
に

は
、

当
該

代
理

人
の

氏
名

、
住

所
又

は
居

所
及

び
電

話
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
２

 
「

訂
正

請
求

の
趣

旨
及

び
理

由
」

欄
に

つ
い

て
、

「
趣

旨
」

は
ど

の
よ

う
な

訂
正

を
求

め
る

か
を

、
「

理
由

」
は

訂
正

請
求

の
理

由
を

裏
付

け
る

根
拠

を
、

そ
れ

ぞ
れ

明
確

か
つ

簡
潔

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
な

お
、

本
欄

に
記

載
し

き
れ

な
い

場
合

は
、

本
欄

を
参

考
に

別
紙

に
記

載
し

、
そ

の
書

面
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
３

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

第
１

１
号

様
式

 
 

開
示

の
実

施
方

法
等

申
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

  

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

８
７

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
次

の
と

お
り

申
出

を
し

ま

す
。

 

注
 
１

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

２
 

こ
の

申
出

は
、

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

通
知

書
を

受
け

取
っ

た
日

か
ら

３
０

日
以

内
に

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

 

     

保
有

個
人

情
報

開
示

 

決
定

通
知

書
の

番
号

等
 

文
書

番
号

：
 

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

求
め

る
開

示
の

 

実
施

方
法
 

□
閲

覧
・

聴
取

・
視

聴
 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

□
事

務
所

管
課

 

□
行

政
情

報
課

 

□
写

し
等

の
窓

口
で

の
交

付
 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

□
事

務
所

管
課

 

□
行

政
情

報
課

 

□
そ

の
他

 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

開
示

の
実

施
を

 

希
望

す
る

日
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 
 

午
前

・
午

後
 

写
し

の
送

付
の

 

希
望

の
有

無
 

 
 

 
□

有
 

 
 

 
 

□
無
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第
１

４
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
を

し
な

い
旨

の
決

定
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

３
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

訂
正

を
し

な
い

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

注
 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

代
表

監
査

委
員

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し

た
場

合
に

は
、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て

（
川

崎
市

代
表

監
査

委
員

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。

）
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

                

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

を
し

な
い

 

こ
と

と
し

た
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

３
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

訂
正

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

注
 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

代
表

監
査

委
員

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し

た
場

合
に

は
、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て

（
川

崎
市

代
表

監
査

委
員

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。

）
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

          

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

請
求

の
趣

旨
 

 

訂
正

の
内

容
 

及
び

理
由

 

（
訂

正
内

容
）

 

   （
訂

正
理

由
）

 

   

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2495 －

第
１

６
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

等
期

限
特

例
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

５
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

訂
正

決
定

等
の

期
限

を
延

長

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

                        

訂
正

請
求

に
係

る
保

有
 

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

法
第

９
５

条
の

規
定

 

（
訂

正
決

定
等

の
期

 

限
の

特
例

）
を

適
用

 

す
る

理
由

 

 

訂
正

決
定

等
 

を
す

る
期

限
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

５
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

等
期

限
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、

川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
５

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

訂

正
決

定
等

の
期

限
を

延
長

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

                 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

条
例

第
１

５
条

第
１

項
 

の
規

定
に

よ
る

期
間

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

  
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

 

延
長

後
の

期
間

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

（
 

 
 

日
間

）
 

延
長

の
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2496 －

第
１

８
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  

に
提

供
し

て
い

る
次

の
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
２

条
の

規
定

に
よ

り
訂

正
を

実
施

し
ま

し
た

の
で

、
同

法
第

９
７

条
の

規

定
に

よ
り

通
知

し
ま

す
。

 

         

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

請
求

者
の

氏
名

等

保
有

個
人

情
報

を
特

定
 

す
る

た
め

の
情

報
 

（
氏

名
、

住
所

等
）

 

   

訂
正

請
求

の
趣

旨
 

 

訂
正

決
定

を
し

た
 

内
容

及
び

理
由

 

（
訂

正
内

容
）

 

  （
訂

正
理

由
）

 

  

訂
正

を
し

た
年

月
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

７
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

請
求

事
案

移
送

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
請

求
に

係
る

事

案
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

移
送

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 
 

な
お

、
保

有
個

人
情

報
の

訂
正

決
定

等
は

、
次

の
移

送
先

の
行

政
機

関
等

に
お

い
て

行
わ

れ
ま

す
。
 

 

         

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

移
送

を
し

た
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

移
送

の
理

由
 

 

移
送

先
の

 

行
政

機
関

の
長

等
 

（
行

政
機

関
の

長
等

）
 

  （
連

絡
先

）
 

 
部

局
課

室
名

：
 

 
担

当
者

名
：

 

 
所

 
在

 
地

：
 

 
電

話
番

号
：

 

備
 

 
考

 
 

事
務

所
管

課
 

（
移

送
元

）
 

 
 

 
 

 
 

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2497 －

第
２

０
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  

年
 
 
月

 
 
日

付
け

で
利

用
停

止
請

求
の

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

１
０

１
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

注
 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

代
表

監
査

委
員

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し

た
場

合
に

は
、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て

（
川

崎
市

代
表

監
査

委
員

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。

）
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

          

利
用

停
止

請
求

に
係

 

る
保

有
個

人
情

報
の

 

名
称

等
 

 

利
用

停
止

請
求

 

の
趣

旨
 

 

利
用

停
止

の
 

内
容

及
び

理
由

 

（
利

用
停

止
の

内
容

）
 

   （
利

用
停

止
の

理
由

）
 

   

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

９
号

様
式

 
保

有
個

人
情

報
利

用
停

止
請

求
書

 
年

 
 
 

月
 
 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
 

 
 

 
 

 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
９

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
次

の
と

お
り

保
有

個
人

情

報
の

利
用

停
止

を
請

求
し

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

に
係

 

る
保

有
個

人
情

報
の

 

開
示

決
定

通
知

書
等

 

（
事

前
に

保
有

個
人

情
報

の
開

示
請

求
を

し
て

い
た

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

開
示

決
定

通
知

書
の

文
書

番
号

：
 

開
示

決
定

通
知

書
の

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

開
示

を
受

け
た

日
：

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

利
用

停
止

請
求

に
係

る

保
有
個
人
情
報
の
名
称
等
 

 

利
用

停
止

請
求

の
 

趣
旨

及
び

理
由

 

（
趣

旨
）

 

□
利

用
の

停
止

 
 

 
□

消
去

 
 

 
□

提
供

の
停

止
 

（
理

由
）

 

 

 
１

 
利

用
停

止
請

求
者

：
□

本
人

 
 

□
法

定
代

理
人

 
 

□
任

意
代

理
人

 

２
 

利
用

停
止

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

 
□

運
転

免
許

証
 

□
健

康
保

険
被

保
険

者
証

 
□

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
の
）

 
□

在
留

カ
ー

ド
、

特
別

永
住

者
証

明
書

又
は

特
別

永
住

者
証

明
書

と
み

な
さ

れ
る

外
国

人
登

録
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

※
 

請
求

書
を

送
付

し
て

請
求

す
る

場
合

に
は

、
上

記
の

本
人

確
認

書
類

を
複

写
し

た
も

の
に

加
え

て
、

請
求

の
３

０
日

前
ま

で
に

交
付

さ
れ

た
住

民
票

の
写

し
（

複
写

し
た

も
の

は
不

可
）

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

３
 

本
人

の
状

況
等

（
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

(
1
)
 

本
人

の
状

況
 

 
□

未
成

年
者

（
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
）

 
 

□
成

年
被

後
見

人
 

 
 

□
任

意
代

理
人

委
任

者
 

 
 

 
 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
2
)
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
3
)
 

本
人

の
住

所
又

は
居

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
請

求
資

格
確

認
書

類
：

□
戸

籍
謄

本
 

□
登

記
事

項
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）
 

５
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

請
求

資
格

確
認

書
類

：
□

委
任

状
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
）

 

処
理

欄
 

所
管

課
：

 

 
受

付
場

所
：

 

受
付
：

 
 

 
 

 
年

度
第

 
 
 
 

 
号

（
 
 

 
．

 
 

．
 

 
受

付
）
 

備
考
：

 

注
 

１
 

「
氏

名
」
、
「

住
所

又
は

居
所

」
及

び
「

電
話

番
号

」
欄

に
つ

い
て

、
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

利
用

停
止

請
求

の
場

合
に

は
、

当
該

代
理

人
の

氏
名

、
住

所
又

は
居

所
及

び
電

話
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
２

 
「

利
用

停
止

請
求

の
趣

旨
及

び
理

由
」

欄
の

「
理

由
」

は
、

利
用

停
止

請
求

の
趣

旨
を

裏
付

け
る

根
拠

を
明

確
か

つ
簡

潔
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

な
お

、
本

欄
に

記
載

し
き

れ
な

い
場

合
は

、
本

欄
を

参
考

に
別

紙
に

記
載

し
、

そ
の

書
面

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
 

３
 

□
の

あ
る

欄
に

は
、

該
当

す
る

□
内

に
レ

印
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
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第
２

２
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

等
期

限
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  

年
 
 
月

 
 
日

付
け

で
利

用
停

止
請

求
の

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、

川
崎

市
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

施
行

条
例

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

            

 

利
用

停
止

請
求

に
 

係
る

保
有

個
人

情
報

 

の
名

称
等

 

 

条
例

第
１

８
条

第
１

項
 

の
規

定
に

よ
る

期
間

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

  
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

 

延
長

後
の

期
間

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

（
 

 
 

 
日

間
）
 

延
長

の
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
２

１
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
利

用
停

止
を

し
な

い
旨

の
決

定
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  

年
 
 
月

 
 
日

付
け

で
利

用
停

止
請

求
の

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

１
０

１
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

を
し

な
い

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

注
 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
川

崎
市

代
表

監
査

委
員

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し

た
場

合
に

は
、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て

（
川

崎
市

代
表

監
査

委
員

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。

）
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

 

      

利
用

停
止

請
求

に
係

 

る
保

有
個

人
情

報
の

 

名
称

等
 

 

利
用

停
止

を
し

な
い

 

こ
と

と
し

た
理

由
 
 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

局
 

 
 

 
 

 
部

 
 

 
 

 
 

課
 

 
 

 
 

 
係

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
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第
２

４
号

様
式

 
 

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
提

案
書

記
載

事
項

変
更

申
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
本

店
又

は
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

 

 
【

連
絡

先
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

担
当

部
署

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

担
当

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
（

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

電
子

ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ﾄ
ﾞ
ﾚ
ｽ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

「
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

を
そ

の
用

に
供

し
て

行
う

事
業

に

関
す

る
提

案
書

」
又

は
「

作
成

さ
れ

た
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

を
そ

の
用

に
供

し
て

行
う

事
業

に

関
す

る
提

案
書

」
に

つ
い

て
、
記

載
事

項
に

変
更

が
あ

っ
た

の
で

、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
細

則
第

３
０

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

申
し

出
ま

す
。

 

１
 

変
更

内
容

 

変
更

事
項

 
変

更
前

 
変

更
後

 

 
 

 

変
更

年
月

日
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

備
 

 
考

 
 

２
 

変
更

事
項

に
係

る
添

付
書

類
名

 

 注
 
１

 
取

扱
従

事
者

が
変

更
に

な
っ

た
場

合
は

、
取

扱
従

事
者

で
な

く
な

っ
た

者
が

取
り

扱
っ

て
い

た
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

に
関

す
る

安
全

管
理

の
具

体
的

な
措

置
内

容
を
「

備
考

」
欄

に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 

上
記

１
の

「
変

更
内

容
」

欄
に

記
載

し
き

れ
な

い
場

合
は

、
本

欄
を

参
考

に
別

紙
に

記
載

し
、

そ
の

書
面

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 
 
３

 
上

記
２

の
「

変
更

事
項

に
係

る
添

付
書

類
名

」
欄

に
列

記
し

た
書

類
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

  

第
２

３
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

等
期

限
特

例
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
代

表
監

査
委

員
 

 
印

  

年
 
 
月

 
 
日

付
け

で
利

用
停

止
請

求
の

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

１
０

３
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

決
定

等
の

期

限
を

延
長

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 

       

利
用

停
止

請
求

に
 

係
る

保
有

個
人

情
報

 

の
名

称
等

 

 

法
第

１
０

３
条

の
規

定
 

（
利

用
停

止
決

定
等

の
 

期
限

の
特

例
）

を
適

用
 

す
る

理
由

 

 

利
用

停
止

決
定

等
 

を
す

る
期

限
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
局

 
 

 
 

 
 

部
 

 
 

 
 

 
課

 
 

 
 

 
 

係
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

　　　　　　　　　　────────────────────────────────
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川崎市監査告示第２号
　川崎市代表監査委員規程の一部を改正する規程を次の
ように定める。
　　令和５年３月31日

川崎市監査委員　大　村　研　一
同　　　　　　　植　村　京　子
同　　　　　　　浅　野　文　直
同　　　　　　　山　田　晴　彦

　　　川崎市代表監査委員規程の一部を改正する
　　　規程
　川崎市代表監査委員規程（昭和52年川崎市監査告示第
１号）の一部を次のように改正する。
　第４条第７号中「川崎市個人情報保護条例（昭和60年
川崎市条例第26号）」を「個人情報の保護に関する法律（平
成15年法律第57号）及び川崎市個人情報の保護に関する
法律施行条例(令和４年川崎市条例第76号)」に改める。
　　　附　則
　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
川崎市監査告示第３号
　川崎市情報公開条例施行規程の一部を改正する規程を
次のように定める。
　　令和５年３月31日

川崎市監査委員　大　村　研　一
同　　　　　　　植　村　京　子
同　　　　　　　浅　野　文　直
同　　　　　　　山　田　晴　彦

　　　川崎市情報公開条例施行規程の一部を改正
　　　する規程
　川崎市情報公開条例施行規程（平成13年川崎市監査告
示第３号）の一部を次のように改正する。
　第９条を次のように改める。
　（開示の方法）
第�９条　次の各号に掲げる文書又は図画の条例第16条第
２項の閲覧の方法は、当該各号に定める方法とする。
ただし、当該各号に定める方法により難いときは、代
表監査委員が適当と認める方法により行うことができ
る。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）

　　�　当該文書又は図画（条例第16条第３項の規定が適
用される場合にあっては、次項第１号アに規定する
もの）の閲覧

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを専用
機器により映写したものの閲覧。ただし、これによ
り難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日
本産業規格Ａ列１番（以下「Ａ１判」という。）以
下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙（縦89
ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203
ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。
以下同じ。）に印画したものの閲覧

　⑷�　スライド（第５項に規定する場合におけるものを
除く。次項第４号において同じ。）　当該スライドを
専用機器により映写したものの閲覧

２�　次の各号に掲げる文書又は図画の条例第16条第２項
の写しの交付の方法は、当該各号に定める方法とする。
ただし、当該各号に定める方法により難いときは、代
表監査委員が適当と認める方法により行うことができ
る。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）

　　�　次に掲げる方法（イ及びウに掲げる方法にあって
は当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれが
なく、かつ、代表監査委員がその保有する処理装置
及びプログラム（電子計算機に対する指令であって、
一の結果を得ることができるように組み合わされた
ものをいう。以下同じ。）により当該文書又は図画
の開示を実施することができる場合に限る。）

　　ア�　当該文書又は図画を複写機により日本産業規格
Ａ列３番（以下「Ａ３判」という。）以下の大き
さの用紙に複写したものの交付（イに掲げる方法
に該当するものを除く。）。ただし、これにより難
い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写
機によりＡ１判若しくは日本産業規格Ａ列２番
（以下「Ａ２判」という。）の用紙に複写したもの
の交付（イに掲げる方法に該当するものを除く。）
又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィル
ムを印画紙に印画したものの交付

　　イ�　当該文書又は図画を複写機により用紙にカラー
で複写したものの交付

　　ウ�　当該文書又は図画をスキャナにより読み取って
できた電磁的記録を光ディスク（日本産業規格Ｘ
0606及びＸ6281又はＸ6241に適合する直径120ミ
リメートルの光ディスクの再生装置で再生するこ
とが可能なものに限る。次項第３号オにおいて同
じ。）に複写したものの交付

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを日本
産業規格Ａ列４番の用紙に印刷したものの交付。た
だし、これにより難い場合にあっては、Ａ１判、Ａ
２判又はＡ３判の用紙に印刷したものの交付

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙に印画
したものの交付

　⑷�　スライド　当該スライドを印画紙に印画したもの
の交付

３�　次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第16条
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第２項の実施機関の定める方法は、当該各号に定める
方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難
いときは、代表監査委員が適当と認める方法により行
うことができる。
　⑴�　録音テープ（第５項に規定する場合におけるもの
を除く。以下この号において同じ。）又は録音ディ
スク　次に掲げる方法

　　ア�　当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器に
より再生したものの聴取　

　　イ�　当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセッ
トテープ（日本産業規格Ｃ5568に適合する記録時
間120分のものに限る。）に複写したものの交付

　⑵�　ビデオテープ又はビデオディスク　次に掲げる方
法

　　ア�　当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機
器により再生したものの視聴

　　イ�　当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオ
カセットテープ（日本産業規格Ｃ5581に適合する
記録時間120分のものに限る。以下同じ。）に複写
したものの交付

　⑶�　電磁的記録（前２号又は次項に該当するものを除
く。）　次に掲げる方法であって、代表監査委員がそ
の保有する処理装置及びプログラムにより行うこと
ができるもの

　　ア�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
出力したものの閲覧

　　イ�　当該電磁的記録を専用機器により再生したもの
の閲覧又は視聴

　　ウ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
出力したものの交付（エに掲げる方法に該当する
ものを除く。）

　　エ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
カラーで出力したものの交付

　　オ�　当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの
交付

４�　映画フィルムの開示の方法は、次に掲げる方法とす
る。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、
代表監査委員が適当と認める方法により行うことがで
きる。
　⑴�　当該映画フィルムを専用機器により映写したもの
の視聴

　⑵�　当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写
したものの交付

５�　スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記
録した録音テープを同時に視聴する場合における開示
の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該各号
に定める方法により難いときは、代表監査委員が適当
と認める方法により行うことができる。

　⑴�　当該スライド及び当該録音テープを専用機器によ
り再生したものの視聴

　⑵�　当該スライド及び当該録音テープをビデオカセッ
トテープに複写したものの交付

　第３号様式注を次のように改める。
　注�　開示を受ける際には、この通知書を係員に提示し
てください。

　　�　この処分について不服がある場合は、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して３月以内
に、川崎市代表監査委員に対して審査請求をするこ
とができます。この処分の取消しを求める訴えは、
この処分があったことを知った日（前記の審査請求
をした場合には、当該審査請求についての裁決が
あったことを知った日）の翌日から起算して６月以
内に、川崎市を被告として（川崎市代表監査委員が
被告の代表者となります。）提起することができます。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　改正後の規程第９条の規定は、この規程の施行の日
以後に川崎市情報公開条例（平成13年川崎市条例第１
号）第６条の規定によりされた開示の請求について適
用し、同日前にされた開示の請求については、なお従
前の例による。
３�　この規程による改正前の規程の規定により調製した
帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要
な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することが
できる。

人 事 委 員 会 規 則

　川崎市職員の苦情相談に関する規則の一部を改正する
規則をここに公布する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　　川崎市人事委員会
　　　　　　　　　　　　委員長　魚　津　利　興
川崎市人事委員会規則第12号
　　　川崎市職員の苦情相談に関する規則の一部
　　　を改正する規則
　�　川崎市職員の苦情相談に関する規則（平成17年川崎
市人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正す
る。
第１条中「。以下「法」という。」を削る。
　第２条第２項第２号中「法第28条の４、第28条の５又
は第28条の６」を「川崎市職員の定年等に関する条例（昭
和59年川崎市条例第38号）第12条又は第13条第１項」に
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改める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　暫定再任用職員（川崎市職員の定年等に関する条例
の一部を改正する条例（令和４年川崎市条例第32号）
附則第８項に規定する暫定再任用職員をいう。）は、
定年前再任用短時間勤務職員（川崎市職員の定年等に
関する条例（昭和59年川崎市条例第38号）第12条又は
第13条第１項の規定により採用された職員をいう。）
とみなして、改正後の川崎市職員の苦情相談に関する
規則第２条第２項第２号の規定を適用する。
　　　───────────────────
　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則
をここに公布する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　　川崎市人事委員会
　　　　　　　　　　　　委員長　魚　津　利　興
川崎市人事委員会規則第13号
　　　管理職員等の範囲を定める規則の一部を改
　　　正する規則
　管理職員等の範囲を定める規則（昭和46年川崎市人事
委員会規則第21号）の一部を次のように改正する。
　別表市長事務部局の項中「コンプライアンス推進室の
担当係長」を「コンプライアンス推進・行政情報管理部
の監察・内部統制推進を担当する担当係長及び行政不服
審査・内部統制評価を担当する担当係長」に、「労務課
の担当係長」を「労務厚生課の勤務条件制度担当の担当
係長」に、「臨海部国際戦略本部事業推進部の庶務担当
の担当係長」を「臨海部国際戦略本部事業推進部の庶務
を担当する担当係長」に、「労務課の職員団体関係事務
の主たる担当者」を「労務厚生課の職員団体関係事務の
主たる担当者」に改める。
　　　附　則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
　川崎市職員の管理職手当に関する規則の一部を改正す
る規則をここに公布する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　　川崎市人事委員会
　　　　　　　　　　　　委員長　魚　津　利　興
川崎市人事委員会規則第14号
　　　川崎市職員の管理職手当に関する規則の一
　　　部を改正する規則
　川崎市職員の管理職手当に関する規則（平成15年川崎
市人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。
　別表第１中「コンプライアンス推進室長」を削り、「デ

ジタル化推進室長」を「デジタル化施策推進室長」に改
め、「情報化施策推進室長」を削り、「労務課長」を「労
務厚生課長」に改め、「新型コロナウイルスワクチン調
整室長」を削り、「等々力緑地再編整備室長」を「富士見・
等々力再編整備室長」に改める。
　　　附　則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
　川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の
一部を改正する規則をここに公布する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　　川崎市人事委員会
　　　　　　　　　　　　委員長　魚　津　利　興
川崎市人事委員会規則第15号
　　　川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関
　　　する規則の一部を改正する規則
　川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
（平成14年川崎市人事委員会規則第７号）の一部を次の
ように改正する。
　第２条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号
を第２号とする。
　別表第１を次のように改める。
別表第１　削除
　　　附　則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　　　───────────────────
　川崎市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則を
ここに公布する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　　　川崎市人事委員会
　　　　　　　　　　　　委員長　魚　津　利　興
川崎市人事委員会規則第16号
　　　川崎市情報公開条例施行規則の一部を改正
　　　する規則
　川崎市情報公開条例施行規則（平成13年川崎市人事委
員会規則第３号）の一部を次のように改正する。
　　第９条を次のように改める。
　（開示の方法）
第�９条　次の各号に掲げる文書又は図画の条例第16条第
２項の閲覧の方法は、当該各号に定める方法とする。
ただし、当該各号に定める方法により難いときは、人
事委員会が適当と認める方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）　当該文書又は図画（条例第
16条第３項の規定が適用される場合にあっては、次
項第１号アに規定するもの）の閲覧

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを専用
機器により映写したものの閲覧。ただし、これによ
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り難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日
本産業規格Ａ列１番（以下「Ａ１判」という。）以
下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙（縦89
ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203
ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。
以下同じ。）に印画したものの閲覧

　⑷�　スライド（第５項に規定する場合におけるものを
除く。次項第４号において同じ。）　当該スライドを
専用機器により映写したものの閲覧

２　次の各号に掲げる文書又は図画の条例第16条第２項
の写しの交付の方法は、当該各号に定める方法とする。
ただし、当該各号に定める方法により難いときは、人事
委員会が適当と認める方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）　次に掲げる方法（イ及びウ
に掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に
支障を生ずるおそれがなく、かつ、人事委員会がそ
の保有する処理装置及びプログラム（電子計算機に
対する指令であって、一の結果を得ることができる
ように組み合わされたものをいう。以下同じ。）に
より当該文書又は図画の開示を実施することができ
る場合に限る。）

　　ア�　当該文書又は図画を複写機により日本産業規格
Ａ列３番（以下「Ａ３判」という。）以下の大き
さの用紙に複写したものの交付（イに掲げる方法
に該当するものを除く。）。ただし、これにより難
い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写
機によりＡ１判若しくは日本産業規格Ａ列２番
（以下「Ａ２判」という。）の用紙に複写したもの
の交付（イに掲げる方法に該当するものを除く。）
又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィル
ムを印画紙に印画したものの交付

　　イ�　当該文書又は図画を複写機により用紙にカラー
で複写したものの交付

　　ウ�　当該文書又は図画をスキャナにより読み取って
できた電磁的記録を光ディスク（日本産業規格Ｘ
0606及びＸ6281又はＸ6241に適合する直径120ミ
リメートルの光ディスクの再生装置で再生するこ
とが可能なものに限る。次項第３号オにおいて同
じ。）に複写したものの交付

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを日本
産業規格Ａ列４番の用紙に印刷したものの交付。た
だし、これにより難い場合にあっては、Ａ１判、Ａ
２判又はＡ３判の用紙に印刷したものの交付

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙に印画
したものの交付

　⑷�　スライド　当該スライドを印画紙に印画したもの

の交付
３�　次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第16条
第２項の実施機関の定める方法は、当該各号に定める
方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難
いときは、人事委員会が適当と認める方法により行う
ことができる。
　⑴�　録音テープ（第５項に規定する場合におけるもの
を除く。以下この号において同じ。）又は録音ディ
スク　次に掲げる方法

　　ア�　当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器に
より再生したものの聴取　

　　イ�　当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセッ
トテープ（日本産業規格Ｃ5568に適合する記録時
間120分のものに限る。）に複写したものの交付

　⑵�　ビデオテープ又はビデオディスク　次に掲げる方
法

　　ア�　当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機
器により再生したものの視聴

　　イ�　当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオ
カセットテープ（日本産業規格Ｃ5581に適合する
記録時間120分のものに限る。以下同じ。）に複写
したものの交付

　⑶�　電磁的記録（前２号又は次項に該当するものを除
く。）　次に掲げる方法であって、人事委員会がその
保有する処理装置及びプログラムにより行うことが
できるもの

　　ア�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
出力したものの閲覧

　　イ�　当該電磁的記録を専用機器により再生したもの
の閲覧又は視聴

　　ウ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
出力したものの交付（エに掲げる方法に該当する
ものを除く。）

　　エ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
カラーで出力したものの交付

　　オ�　当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの
交付

４�　映画フィルムの開示の方法は、次に掲げる方法とす
る。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、
人事委員会が適当と認める方法により行うことができ
る。
　⑴�　当該映画フィルムを専用機器により映写したもの
の視聴

　⑵�　当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写
したものの交付

５�　スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記
録した録音テープを同時に視聴する場合における開示
の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該各号
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に定める方法により難いときは、人事委員会が適当と
認める方法により行うことができる。
　⑴�　当該スライド及び当該録音テープを専用機器によ
り再生したものの視聴

　⑵�　当該スライド及び当該録音テープをビデオカセッ
トテープに複写したものの交付

第３号様式注を次のように改める。
注�　開示を受ける際には、この通知書を係員に提示して
ください。
　�　この処分について不服がある場合は、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、
人事委員会に対して審査請求をすることができます。
この処分の取消しを求める訴えは、この処分があった
ことを知った日（前記の審査請求をした場合には、当
該審査請求についての裁決があったことを知った日）
の翌日から起算して６月以内に、川崎市を被告として
（人事委員会が被告の代表者となります。）提起するこ
とができます。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２�　改正後の規則第９条の規定は、この規則の施行の日
以後に川崎市情報公開条例（平成13年川崎市条例第１
号）第６条の規定によりされた開示の請求について適
用し、同日前にされた開示の請求については、なお従
前の例による。
３�　この規則による改正前の規則の規定により調製した
帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必
要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用すること
ができる。
　　　───────────────────
　川崎市個人情報の保護に関する法律施行細則をここに
公布する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　　川崎市人事委員会
　　　　　　　　　　　　委員長　魚　津　利　興
川崎市人事委員会規則第17号
　　　川崎市個人情報の保護に関する法律施行細則
　（趣旨）
第�１条　この規則は、人事委員会の保有個人情報につい
て、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57
号。以下「法」という。）、個人情報の保護に関する法
律施行令（平成15年政令第507号。以下「政令」という。）、
個人情報の保護に関する法律施行規則（平成28年個人
情報保護委員会規則第３号。以下「個人情報保護委員
会規則」という。）及び川崎市個人情報の保護に関す
る法律施行条例（令和４年川崎市条例第76号。以下「条

例」という。）の実施に関し必要な事項を定めるもの
とする。
　（用語）
第�２条　この規則で使用する用語の意義は、法、政令、
個人情報保護委員会規則及び条例で使用する用語の例
による。
　（保有個人情報等管理責任者）
第�３条　条例第３条に規定する保有個人情報等管理責任
者は、川崎市人事委員会事務局の組織等に関する規則
（昭和46年川崎市人事委員会規則第２号）第２条に規
定する課の長をもって充てる。
　（開示請求の方法等）
第�４条　開示請求書は、保有個人情報開示請求書（第１
号様式）又は法第77条第１項各号に掲げる事項を記載
した書面によるものとし、次に掲げる方法により、人
事委員会に提出するものとする。
　⑴　直接提出して行う方法
　⑵　送付して行う方法
２�　条例第８条に規定する実施機関が定める事項は、開
示請求者の連絡先とする。
３�　人事委員会は、第１項第２号に掲げる方法による開
示請求があった場合又は法第76条第２項の規定による
開示請求があった場合には、開示請求者に対し、速や
かに当該開示請求の事実の確認を行うものとする。た
だし、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如
により当該開示請求者に当該確認を行うことが困難で
ある場合その他人事委員会が当該開示請求の事実の確
認を行う必要がないと認める場合は、この限りでない。
　（開示決定等の通知）
第�５条　法第82条第１項の規定による通知は、保有個人
情報開示決定通知書（第２号様式）により行うものと
する。
２�　法第82条第２項の規定による通知は、保有個人情報
の開示をしない旨の決定通知書（第３号様式）により
行うものとする。
　（開示決定等の期限の延長の通知）
第�６条　条例第10条第２項の規定による通知は、保有個
人情報開示決定等期限延長通知書（第４号様式）によ
り行うものとする。
　（開示決定等の期限の特例の通知）
第�７条　条例第11条の規定による通知は、保有個人情報
開示決定等期限特例延長通知書（第５号様式）により
行うものとする。
　（開示請求に係る事案の移送の通知）
第�８条　法第85条第１項の規定による通知は、保有個人
情報開示請求事案移送通知書（第６号様式）により行
うものとする。
　（意見照会等）
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第�９条　法第86条第１項の規定による通知は、第三者意
見照会書（法第86条第１項適用）（第７号様式）によ
り行うものとする。ただし、人事委員会が書面により
行う必要がないと認めるときは、この限りでない。
２�　法第86条第２項の規定による通知は、第三者意見照
会書（法第86条第２項適用）（第８号様式）により行
うものとする。
３�　法第86条第１項及び第２項に規定する意見書は、保
有個人情報開示決定等意見書（第９号様式）によるも
のとする。
４�　法第86条第３項の規定による通知は、保有個人情報
の開示に関する通知書（第10号様式）により行うもの
とする。
　（開示の実施の方法）
第�10条　次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、
当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定
める方法により難いときは、人事委員会が適当と認め
る方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）　当該文書又は図画（法第87
条第１項ただし書の規定が適用される場合にあって
は、次項第１号アに規定するもの）の閲覧

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを専用
機器により映写したものの閲覧。ただし、これによ
り難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日
本産業規格Ａ列１番（以下「Ａ１判」という。）以
下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙（縦89
ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203
ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。
以下同じ。）に印画したものの閲覧

　⑷�　スライド（第５項に規定する場合におけるものを
除く。次項第４号において同じ。）　当該スライドを
専用機器により映写したものの閲覧

２�　次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法
は、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号
に定める方法により難いときは、人事委員会が適当と
認める方法により行うことができる。
　⑴�　文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に
該当するものを除く。）　次に掲げる方法（イ及びウ
に掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に
支障を生ずるおそれがなく、かつ、人事委員会がそ
の保有する処理装置及びプログラム（電子計算機に
対する指令であって、一の結果を得ることができる
ように組み合わされたものをいう。以下同じ。）に
より当該文書又は図画の開示を実施することができ
る場合に限る。）

　　ア�　当該文書又は図画を複写機により日本産業規格

Ａ列３番（以下「Ａ３判」という。）以下の大き
さの用紙に複写したものの交付（イに掲げる方法
に該当するものを除く。）。ただし、これにより難
い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写
機によりＡ１判若しくは日本産業規格Ａ列２番
（以下「Ａ２判」という。）の用紙に複写したもの
の交付（イに掲げる方法に該当するものを除く。）
又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィル
ムを印画紙に印画したものの交付

　　イ�　当該文書又は図画を複写機により用紙にカラー
で複写したものの交付

　　ウ�　当該文書又は図画をスキャナにより読み取って
できた電磁的記録を光ディスク（日本産業規格Ｘ
0606及びＸ6281又はＸ6241に適合する直径120ミ
リメートルの光ディスクの再生装置で再生するこ
とが可能なものに限る。次項第３号オにおいて同
じ。）に複写したものの交付

　⑵�　マイクロフィルム　当該マイクロフィルムを日本
産業規格Ａ列４番の用紙に印刷したものの交付。た
だし、これにより難い場合にあっては、Ａ１判、Ａ
２判又はＡ３判の用紙に印刷したものの交付

　⑶�　写真フィルム　当該写真フィルムを印画紙に印画
したものの交付

　⑷�　スライド　当該スライドを印画紙に印画したもの
の交付

３�　次の各号に掲げる電磁的記録についての法第87条第
１項の行政機関等が定める方法は、当該各号に定める
方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難
いときは、人事委員会が適当と認める方法により行う
ことができる。
　⑴�　録音テープ（第５項に規定する場合におけるもの
を除く。以下この号において同じ。）又は録音ディ
スク　次に掲げる方法

　　ア�　当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器に
より再生したものの聴取

　　イ�　当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセッ
トテープ（日本産業規格Ｃ5568に適合する記録時
間120分のものに限る。）に複写したものの交付

　⑵�　ビデオテープ又はビデオディスク　次に掲げる方
法

　　ア�　当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機
器により再生したものの視聴

　　イ�　当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオ
カセットテープ（日本産業規格Ｃ5581に適合する
記録時間120分のものに限る。以下同じ。）に複写
したものの交付

　⑶�　電磁的記録（前２号又は次項に該当するものを除
く。）　次に掲げる方法であって、人事委員会がその



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2506 －

保有する処理装置及びプログラムにより行うことが
できるもの

　　ア�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
出力したものの閲覧

　　イ�　当該電磁的記録を専用機器により再生したもの
の閲覧又は視聴

　　ウ�　当該電磁的録をＡ３判以下の大きさの用紙に出
力したものの交付（エに掲げる方法に該当するも
のを除く。）

　　エ�　当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に
カラーで出力したものの交付

　　オ�　当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの
交付

４�　映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方
法とする。ただし、当該各号に定める方法により難い
ときは、人事委員会が適当と認める方法により行うこ
とができる。
　⑴�　当該映画フィルムを専用機器により映写したもの
の視聴

　⑵�　当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写
したものの交付

５�　スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記
録した録音テープを同時に視聴する場合における開示
の実施の方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当
該各号に定める方法により難いときは、人事委員会が
適当と認める方法により行うことができる。
　⑴�　当該スライド及び当該録音テープを専用機器によ
り再生したものの視聴

　⑵�　当該スライド及び当該録音テープをビデオカセッ
トテープに複写したものの交付

　（開示の実施の方法等の申出）
第�11条　法第87条第３項の規定による申出は、開示の実
施方法等申出書（第11号様式）又は政令第26条第３項
各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとす
る。
　（開示の実施）
第�12条　保有個人情報の開示は、人事委員会が指定する
日時及び場所において行うものとする。ただし、写し
等の交付は、郵便又は民間事業者による信書の送達に
関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規
定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定す
る特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書
便による送付により行うことができる。
２�　前項本文の場合において保有個人情報の閲覧、聴取
又は視聴をする者は、当該保有個人情報を汚損し、又
は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければな
らない。
３�　人事委員会は、前項の規定に違反する者に対し、保

有個人情報の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁
止することができる。
　（開示請求に係る費用の納付）
第�13条　条例第12条第２項に規定する費用及び政令第28
条第４項に規定する送付に要する費用は、前納とする。
ただし、人事委員会がやむを得ない理由があると認め
るときは、この限りでない。
２�　条例第12条第２項に規定する費用の納付の方法及び
政令第28条第４項に規定する規則で定める方法は、川
崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規則第31号）第８
号様式⑴の納入通知書により納付する方法とする。た
だし、当該方法により難いときは、この限りでない。
　（訂正請求の方法等）
第�14条　訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書（第12
号様式）又は法第91条第１項各号（条例第13条第１項
各号に掲げる自己を本人とする保有個人情報に係る訂
正請求の場合にあっては、第２号を除く。）に掲げる
事項を記載した書面によるものとし、次に掲げる方法
により、人事委員会に提出するものとする。
　⑴　直接提出して行う方法
　⑵　送付して行う方法
２�　条例第14条に規定する実施機関が定める事項は、訂
正請求者の連絡先とする。
３�　人事委員会は、第１項第２号に掲げる方法による訂
正請求があった場合又は法第90条第２項の規定による
訂正請求があった場合には、当該訂正請求に係る保有
個人情報の本人に対し、速やかに当該訂正請求の事実
の確認を行うものとする。ただし、精神上の障害によ
る事理を弁識する能力の欠如により当該本人に当該確
認を行うことが困難である場合その他人事委員会が当
該訂正請求の事実の確認を行う必要がないと認める場
合は、この限りでない。
　（訂正決定等の通知）
第�15条　法第93条第１項の規定による通知は、保有個人
情報訂正決定通知書（第13号様式）により行うものと
する。
２�　法第93条第２項の規定による通知は、保有個人情報
の訂正をしない旨の決定通知書（第14号様式）により
行うものとする。
　（訂正決定等の期限の延長の通知）
第�16条　条例第15条第２項の規定による通知は、保有個
人情報訂正決定等期限延長通知書（第15号様式）によ
り行うものとする。
　（訂正決定等の期限の特例の通知）
第�17条　法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂
正決定等期限特例延長通知書（第16号様式）により行
うものとする。
　（訂正請求に係る事案の移送の通知）
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第�18条　法第96条第１項の規定による通知は、保有個人
情報訂正請求事案移送通知書（第17号様式）により行
うものとする。
　（訂正した保有個人情報の提供先への通知）
第�19条　法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂
正通知書（第18号様式）により行うものとする。
　（利用停止請求の方法等）
第�20条　利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求
書（第19号様式）又は法第99条第１項各号（条例第16
条第１項各号に掲げる自己を本人とする保有個人情報
に係る利用停止請求の場合にあっては、第２号を除
く。）に掲げる事項を記載した書面によるものとし、
次に掲げる方法により、人事委員会に提出するものと
する。
　⑴　直接提出して行う方法
　⑵　送付して行う方法
２�　条例第17条に規定する実施機関が定める事項は、利
用停止請求者の連絡先とする。
３�　人事委員会は、第１項第２号に掲げる方法による利
用停止請求があった場合又は法第98条第２項の規定に
よる利用停止請求があった場合には、当該利用停止請
求に係る保有個人情報の本人に対し、速やかに当該利
用停止請求の事実の確認を行うものとする。ただし、
精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如により
当該本人に当該確認を行うことが困難である場合その
他人事委員会が当該利用停止請求の事実の確認を行う
必要がないと認める場合は、この限りでない。
　（利用停止決定等の通知）
第�21条　法第101条第１項の規定による通知は、保有個
人情報利用停止決定通知書（第20号様式）により行う
ものとする。
２�　法第101条第２項の規定による通知は、保有個人情
報の利用停止をしない旨の決定通知書（第21号様式）
により行うものとする。
　（利用停止決定等の期限の延長の通知）
第�22条　条例第18条第２項の規定による通知は、保有個
人情報利用停止決定等期限延長通知書（第22号様式）
により行うものとする。
　（利用停止決定等の期限の特例の通知）
第�23条　法第103条の規定による通知は、保有個人情報
利用停止決定等期限特例延長通知書（第23号様式）に
より行うものとする。
　（行政機関等匿名加工情報に係る手数料の納付）
第�24条　条例第19条第１項及び第２項に定める手数料は、
前納とする。ただし、人事委員会がやむを得ない理由
があると認めるときは、この限りでない。
２�　条例第19条第１項及び第２項に規定する手数料の納
付の方法は、川崎市金銭会計規則（昭和39年川崎市規

則第31号）第８号様式⑴の納入通知書により納付する
ものとする。ただし、当該方法により難いときは、こ
の限りでない。
　（記載事項の変更の申出）
第�25条　法第112条第１項の規定による提案を行った者
又は法第118条第１項前段の規定による提案を行った
者は、法第112条第２項（法第118条第２項の規定によ
り読み替えて準用する場合を含む。）の規定により提
出した書面に記載された事項に変更（行政機関等匿名
加工情報をその用に供する事業の変更を除く。）が生
じた場合は、直ちに、行政機関等匿名加工情報提案書
記載事項変更申出書（第24号様式）により、その旨を
人事委員会に申し出るものとする。
　（保有個人情報の取扱い等）
第�26条　人事委員会事務局の職員による保有個人情報、
仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱
い等に関しては、別に定めるもののほか、市長事務部
局の例による。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
　（川崎市個人情報保護条例施行規則の廃止）
２�　川崎市個人情報保護条例施行規則（昭和60年川崎市
人事委員会規則第17号）は、廃止する。
様式目次
様式番号 名　　　称 関係条文
１ 保有個人情報開示請求書 第４条
２ 保有個人情報開示決定通知書 第５条第１項

３ 保有個人情報の開示をしない旨
の決定通知書 第５条第２項

４ 保有個人情報開示決定等期限延
長通知書 第６条

５ 保有個人情報開示決定等期限特
例延長通知書 第７条

６ 保有個人情報開示請求事案移送
通知書 第８条

７ 第三者意見照会書（法第86条第
１項適用） 第９条第１項

８ 第三者意見照会書（法第86条第
２項適用） 第９条第２項

９ 保有個人情報開示決定等意見書 第９条第３項

10 保有個人情報の開示に関する通
知書 第９条第４項

11 開示の実施方法等申出書 第11条
12 保有個人情報訂正請求書 第14条第１項
13 保有個人情報訂正決定通知書 第15条第１項

14 保有個人情報の訂正をしない旨
の決定通知書 第15条第２項

15 保有個人情報訂正決定等期限延
長通知書 第16条
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16 保有個人情報訂正決定等期限特
例延長通知書 第17条

17 保有個人情報訂正請求事案移送
通知書 第18条

18 保有個人情報訂正通知書 第19条
19 保有個人情報利用停止請求書 第20条第１項

20 保有個人情報利用停止決定通知
書 第21条第１項

21 保有個人情報の利用停止をしな
い旨の決定通知書 第21条第２項

22 保有個人情報利用停止決定等期
限延長通知書 第22条

23 保有個人情報利用停止決定等期
限特例延長通知書 第23条

24 行政機関等匿名加工情報提案書
記載事項変更申出書 第25条
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□
閲

覧
 

 
 

 
 

 
□

聴
取

 
 

 
 

 
 

□
視

聴
 

□
写

し
等

の
交

付
(□

写
し
 
□
複
写
し
た
も
の
)(

□
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
送
付
)
 

２
 

事
務

所
に

お
け

る
開

示
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

日
時

及
び

場
所

 

  
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

時
か

ら
 

 
 

 
 

時
ま

で
の

間
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
お

越
し

く
だ

さ
い

。
 

 
※

 
当

日
御

都
合

が
悪

い
場

合
は

、
あ

ら
か

じ
め

そ
の

旨
を

電
話

等
で

事
務

所
管

課
ま

で

御
連

絡
く

だ
さ

い
。

 

事
務

所
管

課
 

人
事

委
員

会
事

務
局

 
 

 
 

 
 

課
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

注
 

１
 

開
示

を
受

け
る

際
に

は
、

こ
の

通
知

書
を

職
員

に
提

示
し

て
く

だ
さ

い
。

 
２

 
「

時
限

性
開

示
」
欄

は
、
部

分
開

示
と

し
た

理
由

が
な

く
な

る
時

期
を

あ
ら

か
じ

め
明

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
に

記
載

し
て

い
ま

す
。

 
３

 
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、
人

事
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処

分
の

取
消

し
を

求
め

る
訴

え
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以
内

に
、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て
（

人
事

委
員

会
が

被
告

の
代

表
者

と
な

り
ま

す
。
）
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

午
前

 
午

後
 

午
前

 
午

後
 

第
１

号
様

式
 

保
有

個
人

情
報

開
示

請
求

書
 

年
 
 
 

月
 
 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
 

 
 

 
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

７
７

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
次

の
と

お
り

保
有

個
人

情

報
の

開
示

を
請

求
し

ま
す

。
 

開
示

を
請

求
す

る
 

保
有

個
人

情
報

 

（
具

体
的

に
特

定
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

 

求
め

る
開

示
の

 

実
施

方
法

等
 

□
事

務
所

に
お

け
る

開
示

の
実

施
を

希
望

す
る

。
 

＜
実

施
の

方
法

＞
□

閲
覧

 
 

□
写

し
の

交
付

 
 

□
そ

の
他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

 
＜

実
施

の
希

望
日

＞
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
＜

実
施

の
場

所
＞

□
事

務
所

管
課

 
 

 
 

□
行

政
情

報
課

 

□
写

し
の

送
付

を
希

望
す

る
。

 

 
１

 
開

示
請

求
者

：
□

本
人

 
 

□
法

定
代

理
人

 
 

□
任

意
代

理
人

 

２
 

開
示

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

 
□

運
転

免
許

証
 

□
健

康
保

険
被

保
険

者
証

 
□

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
の

）
 

□
在

留
カ

ー
ド

、
特

別
永

住
者

証
明

書
又

は
特

別
永

住
者

証
明

書
と

み
な

さ
れ

る
外

国
人

登
録

証
明

書
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
※

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
す

る
場

合
に

は
、

上
記

の
本

人
確

認
書

類
を

複
写

し
た

も
の

に
加

え
て

、
請

求
の

３
０

日
前

ま
で

に
交

付
さ

れ
た

住
民

票
の

写
し

（
複

写
し

た
も

の
は

不
可

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
 

本
人

の
状

況
等

（
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

(
1
)
 

本
人

の
状

況
 

□
未

成
年

者
（

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
）

 
 

□
成

年
被

後
見

人
 

 
□

任
意

代
理

人
委

任
者

 
 

 
 

 
 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
2
)
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
3
)
 

本
人

の
住

所
又

は
居

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
請

求
資

格
確

認
書

類
：

□
戸

籍
謄

本
 

□
登

記
事

項
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）
 

５
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

請
求

資
格

確
認

書
類

：
□

委
任

状
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
）

 

処
理

欄
 

所
管

課
：

 

 
受

付
場

所
：

 

受
付
：

 
 

 
 

 
年

度
第

 
 
 
 

 
号

（
 
 

 
．

 
 

．
 

 
受

付
）
 

備
考
：

 

注
 

１
 
「

氏
名

」
、「

住
所

又
は

居
所

」
及

び
「

電
話

番
号

」
欄

に
つ

い
て

、
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

開
示

請
求

の
場

合
に

は
、

当
該

代
理

人
の

氏
名

、
住

所
又

は
居

所
及

び
電

話
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 
「

求
め

る
開

示
の

実
施

方
法

等
」
欄

に
は

、
開

示
を

受
け

る
場

合
の

開
示

の
実

施
の

方
法
（

事
務

所
に

お
け

る
開

示
又

は
写

し
の

送
付

）
に

つ
い

て
希

望
が

あ
る

場
合

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
な

お
、
開

示
の

実
施

の
方

法
は

実
施

機
関

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

ま
す

の
で

、
希

望
す

る
方

法
に

対
応

で
き

な
い

場
合

が
あ

り
ま

す
。

 
３

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
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第
４

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

期
限

延
長

通
知

書
 

 
第

 
 

 
号

 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

開
示

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
０

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

開
示

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

川
崎

市
個

人
情

報
の

保

護
に

関
す

る
法

律
施

行

条
例

第
１

０
条

第
１

項

の
規

定
に

よ
る

期
間

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
か

ら
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
ま

で
 

延
長

後
の

期
間

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
ま

で
 

（
 

 
 

日
間

）
 

延
長

の
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

人
事

委
員

会
事

務
局

 
 

 
 

 
 

課
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
３

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
の

開
示

を
し

な
い

旨
の

決
定

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
開

示
請

求
の

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

２
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

開
示

を
し

な
い

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

開
示

請
求

に
係

る

保
有

個
人

情
報

の

名
称

等
 

 

開
示

を
し

な
い

 

こ
と

と
し

た
理

由
 

 

時
限

性
開

示
 

年
 

 
月

 
 

日
以

後
で

あ
れ

ば
開

示
を

し
な

い
こ

と
と

し
た

 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

を
開

示
す

る
こ

と
が

 

で
き

ま
す

の
で

、
同

日
以

後
に

改
め

て
開

示
請

求
を

し
て

く
だ

さ
い

。
 

事
務

所
管

課
 

 
人

事
委

員
会

事
務

局
 

 
 

 
 

 
 

課
 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
―

 

注
 

１
 
「

時
限

性
開

示
」
欄

は
、
開

示
を

し
な

い
こ

と
と

し
た

理
由

が
な

く
な

る
時

期
を

あ
ら

か
じ

め
明

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

き
に

記
載

し
て

い
ま

す
。

 

２
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日

か
ら

起
算

し
て

３
月

以
内

に
、

人
事

委
員

会
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

こ
の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

月
以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て
（

人
事

委
員

会
が

被
告

の
代

表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2511 －

第
６

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
請

求
事

案
移

送
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

の
開

示
請

求
に

係
る

事
案

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

５
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

移
送

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 
な

お
、

保
有

個
人

情
報

の
開

示
決

定
等

は
、

下
記

の
移

送
先

の
行

政
機

関
等

に
お

い
て

行
わ

れ
ま

す
。
 

 

開
示

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

移
送

を
し

た
日

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

移
送

の
理

由
 

 

移
送

先
の

 

行
政

機
関

の
長

等
 

（
行

政
機

関
の

長
等

）
 

  （
連

絡
先

）
 

 
部
局
課
室
名
：

 

 
担

当
者

名
：

 

 
所

在
地

：
 

 
電

話
番

号
：

 

備
 

 
考

 
 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

人
事

委
員

会
事

務
局

 
 

 
 

 
 

課
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
５

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

期
限

特
例

延
長

通
知

書
 

 
第

 
 

 
号

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
開

示
請

求
の

あ
り

ま
し

た
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
１

条
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

開
示

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

条
例

第
１

１
条

の
規

定

（
開

示
決

定
等

の
期

限

の
特

例
）

を
適

用
す

る

理
由
 

 

残
り

の
保

有
個

人
情

報

に
つ

い
て

開
示

決
定

等

を
す

る
期

限
 

（
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

に
可

能
な

部
分

に
つ

い
て

開
示

決
定

等
を

行
い

、
残

り
の

部
分

に
つ

い
て

は
、
次

に
記

載
す

る
期

限
ま

で
に

開
示

決
定

等
を

行
う

予
定

で
す

。
）

 

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

人
事

委
員

会
事

務
局

 
 

 
 

 
 

課
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2512 －

第
８

号
様

式
 

 
第

三
者

意
見

照
会

書
（

法
第

８
６

条
第

２
項

適
用

）
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

次
の

と
お

り
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

が
含

ま
れ

て
い

る
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
７

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
開

示
請

求

が
あ

り
、
当

該
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
行

う
際

の
参

考
と

す
る

た
め

、
同

法
第

８
６

条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
御

意
見

を
伺

う
こ

と
と

し
ま

し
た

。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
お

手
数

で
す

が
、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

に
つ

き
御

意
見

が
あ

る
と

き
は

、
同

封
し

た
「

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
意

見
書

」
を

提
出

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

な
お

、
提

出
期

限
ま

で
に

意
見

書
の

提
出

が
な

い
場

合
に

は
、
特

に
御

意
見

が
な

い
も

の
と

し
て

取
り

扱
わ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

の
年

月
日

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

法
第

８
６

条
第

２
項

 

第
１

号
又

は
第

２
号

 

の
規

定
の

適
用

区
分

 

及
び

そ
の

理
由

 

適
用

区
分

：
□

第
１

号
 

 
 

□
第

２
号

 

適
用

理
由

：
 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
内

容
 

 

意
見

書
の

提
出

期
限

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

事
務

所
管

課
 

（
意

見
書

の
提

出
先

）
 

 
 

 
 

 
 

人
事

委
員

会
事

務
局

 
 

 
 

 
 

課
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
７

号
様

式
 

 
第

三
者

意
見

照
会

書
（

法
第

８
６

条
第

１
項

適
用

）
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

次
の

と
お

り
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

が
含

ま
れ

て
い

る
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
７

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
開

示
請

求

が
あ

り
、
当

該
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
開

示
決

定
等

を
行

う
際

の
参

考
と

す
る

た
め

、
同

法
第

８
６

条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
御

意
見

を
伺

う
こ

と
と

し
ま

し
た

。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
お

手
数

で
す

が
、
当

該
保

有
個

人
情

報
を

開
示

す
る

こ
と

に
つ

き
御

意
見

が
あ

る
と

き
は

、
同

封
し

た
「

保
有

個
人

情
報

開
示

決
定

等
意

見
書

」
を

提
出

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
 

な
お

、
提

出
期

限
ま

で
に

意
見

書
の

提
出

が
な

い
場

合
に

は
、
特

に
御

意
見

が
な

い
も

の
と

し
て

取
り

扱
わ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
 

 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

の
年

月
日

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
内

容
 

 

意
見

書
の

提
出

期
限

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

事
務

所
管

課
 

（
意

見
書

の
提

出
先

）
 

 
 

 
 

 
 

人
事

委
員

会
事

務
局

 
 

 
 

 
 

課
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2513 －

第
１

０
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
開

示
に

関
す

る
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

次
の

と
お

り
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

か
ら

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

意
見

書
」
の

提
出

が
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
次

の
と

お
り

開
示

決
定

し
ま

し
た

の
で

、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
８

６
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
通

知
し

ま
す

。
 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
人

事
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処

分
の

取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に

は
、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て

（
人

事
委

員
会

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が

で
き

ま
す

。
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

に
含

ま
れ

て
 

い
る

 
 

 
 

 
 

 
 

に
関

す
る

情
報

の
う

ち

開
示

す
る

こ
と

と
し

た

も
の

 

 

開
示

す
る

こ
と

 

と
し

た
理

由
 

 

開
示

決
定

を
し

た
日

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

開
示

を
実

施
す

る
日

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

人
事

委
員

会
事

務
局

 
 

 
 

 
 

課
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
９

号
様

式
 

 
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
等

意
見

書
 

 

年
 

月
 

日
 

 
（

宛
先

）
川

崎
市

人
事

委
員

会
委

員
長

 
 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け

で
照

会
の

あ
っ

た
保

有
個

人
情

報
の

開
示

に
つ

い
て

、
次

の
と

お
り

意

見
を

提
出

し
ま

す
。

 

注
 

□
の

あ
る

欄
に

は
該

当
す

る
□

に
印

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

開
示

に
関

し
て

の
 

御
意

見
 

□
保

有
個

人
情

報
を

開
示

さ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
支

障
が

な
い

。
 

   □
保

有
個

人
情

報
を

開
示

さ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
支

障
が

あ
る

。
 

 
（

１
）

 
支

障
（

不
利

益
）

が
あ

る
部

分
 

     
（

２
）

 
支

障
（

不
利

益
）

の
具

体
的

理
由

 

    



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2514 －

第
１

２
号

様
式

 
保

有
個

人
情

報
訂

正
請

求
書

 
年

 
 
 

月
 
 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
 

 
 

 
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
１

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
次

の
と

お
り

保
有

個
人

情

報
の

訂
正

を
請

求
し

ま
す

。
 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

開
示

決
定

通
知

書
等
 

（
事
前

に
保

有
個
人
情

報
の

開
示
請
求

を
し

て
い
た
場
合
に

の
み
記
載

し
て

く
だ
さ
い

。
）

 

開
示

決
定

通
知

書
の

文
書

番
号

：
 

開
示

決
定

通
知

書
の

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

開
示

を
受

け
た

日
：

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有
個
人
情
報
の
名
称
等
 

 

訂
正

請
求

の
 

趣
旨

及
び

理
由

 

（
趣

旨
）

 

 （
理

由
）

 

 

 
１

 
訂

正
請

求
者

：
□

本
人

 
 

□
法

定
代

理
人

 
 

□
任

意
代

理
人

 

２
 

訂
正

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

 
□

運
転

免
許

証
 

□
健

康
保

険
被

保
険

者
証

 
□

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
の

）
 

□
在

留
カ

ー
ド

、
特

別
永

住
者

証
明

書
又

は
特

別
永

住
者

証
明

書
と

み
な

さ
れ

る
外

国
人

登
録

証
明

書
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
※

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
す

る
場

合
に

は
、

上
記

の
本

人
確

認
書

類
を

複
写

し
た

も
の

に
加

え
て

、
請

求
の

３
０

日
前

ま
で

に
交

付
さ

れ
た

住
民

票
の

写
し

（
複

写
し

た
も

の
は

不
可

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
 

本
人

の
状

況
等

（
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

(
1
)
 

本
人

の
状

況
 

 
□

未
成

年
者

（
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
）

 
 

□
成

年
被

後
見

人
 

 
 

□
任

意
代

理
人

委
任

者
 

 
 

 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
2
)
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
3
)
 

本
人

の
住

所
又

は
居

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
請

求
資

格
確

認
書

類
：

□
戸

籍
謄

本
 

□
登

記
事

項
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）
 

５
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

請
求

資
格

確
認

書
類

：
□

委
任

状
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
）

 

処
理

欄
 

所
管

課
：

 

 
受

付
場

所
：

 

受
付
：

 
 

 
 

 
年

度
第

 
 
 
 

 
号

（
 
 

 
．

 
 

．
 

 
受

付
）
 

備
考
：

 

注
 

１
 
「

氏
名

」
、「

住
所

又
は

居
所

」
及

び
「

電
話

番
号

」
欄

に
つ

い
て

、
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

訂
正

請
求

の
場

合
に

は
、

当
該

代
理

人
の

氏
名

、
住

所
又

は
居

所
及

び
電

話
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
２

 
「

訂
正

請
求

の
趣

旨
及

び
理

由
」
欄

に
つ

い
て

、「
趣

旨
」
は

ど
の

よ
う

な
訂

正
を

求
め

る
か

を
、「

理
由

」
は

訂
正

請
求

の
理

由
を

裏
付

け
る

根
拠

を
、

そ
れ

ぞ
れ

明
確

か
つ

簡
潔

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
な

お
、
本

欄
に

記
載

し
き

れ
な

い
場

合
は

、
本

欄
を

参
考

に
別

紙
に

記
載

し
、
そ

の
書

面
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
３

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

第
１

１
号

様
式

 
 

開
示

の
実

施
方

法
等

申
出

書
 

 

年
 

月
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

  

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
８
７
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
申
出
を
し
ま
す
。

 

注
 

１
 

「
求

め
る

開
示

の
実

施
方

法
」

欄
及

び
「

写
し

の
送

付
の

希
望

の
有

無
」

欄
は

該
当

す
る

□
に

印
を

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

２
 

こ
の

申
出

は
、
保

有
個

人
情

報
開

示
決

定
通

知
書

を
受

け
取

っ
た

日
か

ら
３

０
日

以
内

に
行

っ

て
く

だ
さ

い
。

 

 

 

保
有

個
人

情
報

開
示

 

決
定

通
知

書
の

番
号

等
 

文
書

番
号

：
 

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

開
示

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

求
め

る
開

示
の

 

実
施

方
法
 

□
閲

覧
・
聴

取
・
視

聴
 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

□
事

務
所

管
課

 

□
行

政
情

報
課

 

□
写

し
等

の
窓

口
で

の
交

付
 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

□
事

務
所

管
課

 

□
行

政
情

報
課

 

□
そ

の
他

 

□
全

部
 

□
一

部
 

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

開
示

の
実

施
を

 

希
望

す
る

日
 

年
 

 
 

 
月

 
 

 
 

日
 

 
 

午
前

・
午

後
 

写
し

の
送

付
の

 

希
望

の
有

無
 

 
□

有
 

 
 

 
 

□
無

 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2515 －

第
１

４
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
を

し
な

い
旨

の
決

定
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

３
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

訂
正

を
し

な
い

こ
と

に
決

定
し

ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
人

事
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処

分
の

取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に

は
、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て

（
人

事
委

員
会

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が

で
き

ま
す

。
 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

を
し

な
い

 

こ
と

と
し

た
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

 
人

事
委

員
会

事
務

局
 

 
 

 
 

 
課

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

３
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

訂
正

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
人

事
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処

分
の

取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に

は
、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て

（
人

事
委

員
会

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が

で
き

ま
す

。
 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

請
求

の
趣

旨
 

 

訂
正

の
内

容
 

及
び

理
由

 

（
訂

正
内

容
）

 

   （
訂

正
理

由
）

 

   

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

 
人

事
委

員
会

事
務

局
 

 
 

 
 

 
課

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2516 －

第
１

６
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

等
期

限
特

例
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

５
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

訂
正

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 

訂
正

請
求

に
係

る
保

有

個
人

情
報

の
名

称
等

 
 

法
第

９
５

条
の

規
定

 

（
訂

正
決

定
等

の
期

 

限
の

特
例

）
を

適
用

 

す
る

理
由

 

 

訂
正

決
定

等
 

を
す

る
期

限
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

人
事

委
員

会
事

務
局

 
 

 
 

 
 

課
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

５
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

決
定

等
期

限
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

訂
正

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
５

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

訂
正

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

川
崎

市
個

人
情

報
の

保

護
に

関
す

る
法

律
施

行

条
例

第
１

５
条

第
１

項

の
規

定
に

よ
る

期
間

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

  
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

 

延
長

後
の

期
間

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

 
（

 
 

 
 

日
間

）
 

延
長

の
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

人
事

委
員

会
事

務
局

 
 

 
 

 
 

課
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日川 崎 市 公 報

－ 2517 －

第
１

８
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

に
提

供
し

て
い

る
次

の
保

有
個

人
情

報
に

つ
い

て
は

、
個

人
情

報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
２

条
の

規
定

に
よ

り
訂

正
を

実
施

し
ま

し
た

の
で

、
同

法
第

９
７

条
の

規

定
に

よ
り

通
知

し
ま

す
。

 

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

訂
正

請
求

者
の

氏
名

等

保
有

個
人

情
報

を
特

定
 

す
る

た
め

の
情

報
 

（
氏

名
、

住
所

等
）

 

   

訂
正

請
求

の
趣

旨
 

 

訂
正

決
定

を
し

た
 

内
容

及
び

理
由

 

（
訂

正
内

容
）

 

  （
訂

正
理

由
）

 

  

訂
正

を
し

た
年

月
日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

人
事

委
員

会
事

務
局

 
 

 
 

 
 

課
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

７
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

訂
正

請
求

事
案

移
送

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
請

求
に

係
る

事
案

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
９

６
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

移
送

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 
な

お
、

保
有

個
人

情
報

の
訂

正
決

定
等

は
、

下
記

の
移

送
先

の
行

政
機

関
等

に
お

い
て

行
わ

れ
ま

す
。
 

 

訂
正

請
求

に
係

る
 

保
有

個
人

情
報

の
 

名
称

等
 

 

移
送

を
し

た
日

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

移
送

の
理

由
 

 

移
送

先
の

 

行
政

機
関

の
長

等
 

（
行

政
機

関
の

長
等

）
 

  （
連

絡
先

）
 

 
部
局
課
室
名
：

 

 
担

当
者

名
：

 

 
所

在
地

：
 

 
電

話
番

号
：

 

備
 

 
考

 
 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

人
事

委
員

会
事

務
局

 
 

 
 

 
 

課
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2518 －

第
２

０
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

通
知

書
 

 

第
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
１

０
１

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

す
る

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
人

事
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処

分
の

取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に

は
、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て

（
人

事
委

員
会

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が

で
き

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

名
称

等
 

 

利
用

停
止

請
求

 

の
趣

旨
 

 

利
用

停
止

の
 

内
容

及
び

理
由

 

（
利

用
停

止
の

内
容

）
 

   （
利

用
停

止
の

理
由

）
 

   

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

 
人

事
委

員
会

事
務

局
 

 
 

 
 

 
課

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
１

９
号

様
式

 
保

有
個

人
情

報
利

用
停

止
請

求
書

 
年

 
 
 

月
 
 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
 

 
 

 
 

 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

（
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
第

９
９

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

き
、
次

の
と

お
り

保
有

個
人

情

報
の

利
用

停
止

を
請

求
し

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

に
係

 

る
保

有
個

人
情

報
の

 

開
示

決
定

通
知

書
等

 

（
事
前

に
保

有
個
人
情

報
の

開
示
請
求

を
し

て
い
た
場
合
に

の
み
記
載

し
て

く
だ
さ
い

。
）

 

開
示

決
定

通
知

書
の

文
書

番
号

：
 

開
示

決
定

通
知

書
の

日
 

 
付

：
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

開
示

を
受

け
た

日
：

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

利
用

停
止

請
求

に
係

る

保
有
個
人
情
報
の
名
称
等
 

 

利
用

停
止

請
求

の
 

趣
旨

及
び

理
由

 

（
趣

旨
）

 

□
利

用
の

停
止

 
 

 
□

消
去

 
 

 
□

提
供

の
停

止
 

（
理

由
）

 

 

 
１

 
利

用
停

止
請

求
者

：
□

本
人

 
 

□
法

定
代

理
人

 
 

□
任

意
代

理
人

 

２
 

利
用

停
止

請
求

者
の

本
人

確
認

書
類

 
□

運
転

免
許

証
 

□
健

康
保

険
被

保
険

者
証

 
□

個
人

番
号

カ
ー

ド
又

は
住

民
基

本
台

帳
カ

ー
ド

（
住

所
記

載
の

あ
る

も
の）

 
□

在
留

カ
ー

ド
、

特
別

永
住

者
証

明
書

又
は

特
別

永
住

者
証

明
書

と
み

な
さ

れ
る

外
国

人
登

録
証

明
書
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
※

 
請

求
書

を
送

付
し

て
請

求
す

る
場

合
に

は
、

上
記

の
本

人
確

認
書

類
を

複
写

し
た

も
の

に
加

え
て

、
請

求
の

３
０

日
前

ま
で

に
交

付
さ

れ
た

住
民

票
の

写
し

（
複

写
し

た
も

の
は

不
可

）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

３
 

本
人

の
状

況
等

（
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

に
の

み
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 

(
1
)
 

本
人

の
状

況
 

 
□

未
成

年
者

（
 

 
年

 
 

月
 

 
日

生
）

 
 

□
成

年
被

後
見

人
 

 
 

□
任

意
代

理
人

委
任

者
 

 
 

 
 
（

ふ
り

が
な

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
2
)
 

本
人

の
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
3
)
 

本
人

の
住

所
又

は
居

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

４
 

法
定

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
い

ず
れ

か
の

書
類

を
提

示
し

、
又

は
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

 
請

求
資

格
確

認
書

類
：

□
戸

籍
謄

本
 

□
登

記
事

項
証

明
書

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

）
 

５
 

任
意

代
理

人
が

請
求

す
る

場
合

、
次

の
書

類
を

提
示

し
、

又
は

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

請
求

資
格

確
認

書
類

：
□

委
任

状
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
）

 

処
理

欄
 

所
管

課
：

 

 
受

付
場

所
：

 

受
付
：

 
 

 
 

 
年

度
第

 
 
 
 

 
号

（
 
 

 
．

 
 

．
 

 
受

付
）
 

備
考
：

 

注
 

１
 
「

氏
名

」
、「

住
所

又
は

居
所

」
及

び
「

電
話

番
号

」
欄

に
つ

い
て

、
法

定
代

理
人

又
は

任
意

代
理

人
に

よ
る

利
用

停
止

請
求

の
場

合
に

は
、
当

該
代

理
人

の
氏

名
、
住

所
又

は
居

所
及

び
電

話
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
２

 
「

利
用

停
止

請
求

の
趣

旨
及

び
理

由
」
欄

の
「

理
由

」
は

、
利

用
停

止
請

求
の

趣
旨

を
裏

付
け

る
根

拠
を

明
確

か
つ

簡
潔

に
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

 
な

お
、
本

欄
に

記
載

し
き

れ
な

い
場

合
は

、
本

欄
を

参
考

に
別

紙
に

記
載

し
、
そ

の
書

面
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
３

 
□

の
あ

る
欄

に
は

、
該

当
す

る
□

内
に

レ
印

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
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第
２

２
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

等
期

限
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
条

例
第

１
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

決
定

等
の

期
限

を
延

長
す

る
こ

と
と

し
ま

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

 

利
用

停
止

請
求

に
 

係
る

保
有

個
人

情
報

 

の
名

称
等

 

 

川
崎

市
個

人
情

報
の

保

護
に

関
す

る
法

律
施

行

条
例

第
１

８
条

第
１

項

の
規

定
に

よ
る

期
間

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

  
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

 

延
長

後
の

期
間

 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

か
ら

 

 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

ま
で

 
（

 
 

 
 

日
間

）
 

延
長

の
理

由
 

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

人
事

委
員

会
事

務
局

 
 

 
 

 
 

課
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
 

第
２

１
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

の
利

用
停

止
を

し
な

い
旨

の
決

定
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
１

０
１

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

を
し

な
い

こ
と

に
決

定
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

注
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

月
以

内
に

、
人

事
委

員
会

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
こ

の
処

分
の

取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日
（

前
記

の
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に

は
、
当

該
審

査
請

求
に

つ
い

て
の

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
）
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
月

以

内
に

、
川

崎
市

を
被

告
と

し
て

（
人

事
委

員
会

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が

で
き

ま
す

。
 

利
用

停
止

請
求

に
係

る
保

有
個

人
情

報
の

名
称

等
 

 

利
用

停
止

を
し

な
い

こ
と

と
し

た
理

由
 
 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

 
人

事
委

員
会

事
務

局
 

 
 

 
 

 
課

 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
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第
２

４
号

様
式

 
 

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
提

案
書

記
載

事
項

変
更

申
出

書
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
宛

先
）

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

（
ふ

り
が

な
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏
 

 
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
に

あ
っ

て
は

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）

 

住
所

又
は

居
所

 
〒

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

 

 
【

連
絡

先
】

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

担
当

部
署

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

担
当

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
（

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

電
子

ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ﾄ
ﾞ
ﾚ
ｽ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け
「

行
政

機
関

等
匿

名
加

工
情

報
を

そ
の

用
に

供
し

て
行

う
事

業
に

関
す

る
提

案
書

」
又

は
「

作
成

さ
れ

た
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

を
そ

の
用

に
供

し
て

行
う

事
業

に

関
す

る
提

案
書

」
に

つ
い

て
、
記

載
事

項
に

変
更

が
あ

っ
た

の
で

、
川

崎
市

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
施

行
細

則
第

３
０

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

申
し

出
ま

す
。

 

１
 

変
更

内
容

 

変
更

事
項

 
変

更
前

 
変

更
後

 

 
 

 

変
更

年
月

日
 

年
 

 
 

 
 

月
 

 
 

 
 

日
 

備
 

 
考

 
 

２
 

変
更

事
項

に
係

る
添

付
書

類
名

 

 注
 

１
 

取
扱

従
事

者
が

変
更

に
な

っ
た

場
合

は
、
取

扱
従

事
者

で
な

く
な

っ
た

者
が

取
り

扱
っ

て
い

た
行

政
機

関
等

匿
名

加
工

情
報

に
関

す
る

安
全

管
理

の
具

体
的

な
措

置
内

容
を
「

備
考

」
欄

に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
 

２
 

上
記

１
の

「
変

更
内

容
」

欄
に

記
載

し
き

れ
な

い
場

合
は

、
本

欄
を

参
考

に
別

紙
に

記
載

し
、

そ
の

書
面

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

 
３

 
上

記
２

の
「

変
更

事
項

に
係

る
添

付
書

類
名

」
欄

に
列

記
し

た
書

類
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 

第
２

３
号

様
式

 
 

保
有

個
人

情
報

利
用

停
止

決
定

等
期

限
特

例
延

長
通

知
書

 
 

第
 

 
 

号
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 

川
崎

市
人

事
委

員
会

委
員

長
 

 
印

  

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

利
用

停
止

請
求

の
あ

り
ま

し
た

保
有

個
人

情
報

に
つ

い
て

は
、
個

人
情

報
の

保
護

に
関

す
る

法
律

第
１

０
３

条
の

規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り

利
用

停
止

決
定

等
の

期
限

を
延

長

す
る

こ
と

と
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

 

利
用

停
止

請
求

に
 

係
る

保
有

個
人

情
報

 

の
名

称
等

 

 

法
第

１
０

３
条

の
規

定

（
利

用
停

止
決

定
等

の

期
限

の
特

例
）

を
適

用

す
る

理
由

 

 

利
用

停
止

決
定

等
 

を
す

る
期

限
 

 
年

 
 

 
 

 
月

 
 

 
 

 
日

 

事
務

所
管

課
 

 
 

 
 

 
 

人
事

委
員

会
事

務
局

 
 

 
 

 
 

課
 

電
話

番
号

 
 

 
 

―
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農 業 委 員 会 訓 令

農委訓令第１号
　川崎市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則を
次のとおり公布する。
　　令和５年３月29日
　　　　　川崎市農業委員会会長　小　川　耕　平
　　　川崎市情報公開条例施行規則の一部を改正
　　　する規則
　川崎市情報公開条例施行規則（平成17年農委訓令第１
号）の一部を、次のように改正する。
　第12条第２項「総務企画局情報管理部行政情報課」を
「総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行
政情報課」に改める。
　　　附則
　この規則は、令和５年４月１日から施行する

職員共済組合規則

川崎市共済規則第１号
　川崎市職員共済組合運営規則の一部を改正する規則を
ここに公布する。
　　令和５年３月24日
　　　　　　　　　　　　　川崎市職員共済組合
　　　　　　　　　　　　　理事長　伊　藤　　弘
　　　川崎市職員共済組合運営規則の一部を改正
　　　する規則
　川崎市職員共済組合運営規則（昭和37年12月22日共済
規則第１号）の一部を次のように改正する。
　第15条第１項第１号中「永年」を「30年」に改正する。
　　　附　則（令和５年３月24日共済規則第１号）
１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。
２�　改正後の第15条第１項第１号の規定は、この規則の
施行の日（以下「施行日」という。）において処理の
終わっていない書類から適用し、施行日において処理
の終わっている書類については、同号の規定にかかわ
らず第３号の期間を新たに指定するものとする。

職員共済組合規程

川崎市共済規程第２号
　川崎市職員共済組合事務局管理規程の一部を改正する
規程をここに公告する。
　　令和５年３月24日

　　　　　　　　　　　　　川崎市職員共済組合
　　　　　　　　　　　　　理事長　伊　藤　　弘
　川崎市職員共済組合事務局管理規程（昭和41年10月１
日共済規程第３号）の一部を次のように改正する。
　別表第４（第26条関係）を次のように改める。
　　　附　則（令和５年３月24日共済規程第２号）
１　この規程は、令和５年４月１日から施行する。
２�　改正後の別表第４（第26条関係）の規定は、この規
程の施行の日（以下「施行日という。」）において処理
の終わっていない書類から適用し、施行日において処
理の終わっている書類については、この規程に定める
保存年限を経過しているものは、改めて保存年限を指
定するものとする。
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分
類

保
存
年

限
種
類

備
考

第
2
類

１
０
年

そ
の
他
上
記
に
準
ず
る
書
類

申
請
、
報
告
、
届
け
出
、
通
知
、
照
会
、
回
答
等
に
関
す
る
文
書

定
例
的
な
事
務
事
業
の
執
行
に
関
す
る
文
書

契
約
に
関
す
る
文
書

職
員
の
任
用
に
関
す
る
文
書

諸
統
計
に
関
す
る
書
類

被
扶
養
者
の
認
定
等
に
関
す
る
書
類

長
期
給
付
等
以
外
の
、
伝
票
、
収
入
及
び
支
出
の
証
ひ
ょ
う
書
類
、
給

付
関
係
帳
簿
、
給
付
の
請
求
書
そ
の
他
の
関
係
書
類

法
施
行
規
程
第
１
６
５

条
第
４
号

そ
の
他
上
記
に
準
ず
る
書
類

報
告
書
類

法
施
行
規
程
第
１
６
５

条
第
５
号

そ
の
他
上
記
に
準
ず
る
書
類

軽
易
な
事
務
事
業
の
執
行
に
関
す
る
書
類

軽
易
な
照
会
回
答
に
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職員共済組合告示

川崎市共済告示第１号
　川崎市職員共済組合定款（昭和37年12月１日共済告示
第４号）の一部を変更したのでここに告示する。
　　令和５年３月31日
　　　　　　　　　　　　川崎市職員共済組合
　　　　　　　　　　　　理事長　　伊　藤　　弘
　第34条の２第１項の表中「1,000分の37.0」を「1,000分
の42.0」に、「1,000分の2.35」を「1,000分の2.8」に改める。
　第34条の３中「1,000分の74.0」を「1,000分の84.0」に
改める。
　第35条の２中「令和４年度」を「令和５年度」に、「2,095
円」を「2,105円」に改める。
　　　附　則（令和５年３月31日共済告示第１号）
１　この変更は、令和５年４月１日から施行する。
２�　変更後の第34条の２第１項及び第34条の３の規定は、
令和５年４月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続
掛金について適用し、同年３月分以前の掛金及び負担
金並びに任意継続掛金については、なお従前の例によ
る。

職員共済組合公告

川崎市共済公告第２号
　川崎市職員共済組合定款第36条の規定に基づき、令和
５年度事業計画及び予算を次のとおり公告する。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　　　　　川崎市職員共済組合
　　　　　　　　　　　　理事長　　伊　藤　　弘
１　令和５年度事業計画及び予算（別紙のとおり）
２　議決年月日　令和５年３月15日
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)
 
　

地
方

公
共

団
体

の
長

6
5
0
千

円
(
2
)
一
般
及
び
特
定
消
防
組
合
員
等
(
免
除
者
除
く
)

 
２

　
期

末
手

当
等

分
標

準
期

末
手

当
等

掛
金

(
1
)
 
　

地
方

公
共

団
体

の
長

3
,
0
0
0
千

円
(
2
)
一
般
及
び
特
定
消
防
組
合
員
等
(
免
除
者
除
く
)

2
2
,
0
4
8
,
1
7
4
千

円

×
7
.
5
/
1
,
0
0
0

合
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

計

×
7
.
5
/
1
,
0
0
0

×
7
.
5
/
1
,
0
0
0

×
7
.
5
/
1
,
0
0
0

×
7
.
5
/
1
,
0
0
0
×

1
2
月

×
7
.
5
/
1
,
0
0
0
×

1
2
月

5
,
6
9
0
,
4
3
4
千

円

4
年
1
2
月
末
実
績

 
 
 
 
1
～
3
月
推
計

4
年

1
2
月

末
実

績

×
7
.
5
/
1
,
0
0
0
×

1
2
月

 
 
 
 
1
～

3
月

推
計

5
,
6
9
0
,
4
3
4
千

円
×

7
.
5
/
1
,
0
0
0
×

1
2
月

合
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

計

(
貸

　
　

　
　

　
　

方
)

退
職

等
年

金
経

理

予
定

損
益

計
算

書
説

明
書

科
　

　
　

　
　

　
目

令
和

４
年

度
令

和
５

年
度

(
借

　
 
　

　
　

方
)
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千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

 
流

　
動

　
資

　
産

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

 
流

　
動

　
負

　
債

千
円

 
千

円
 

 
流

　
動

　
資

　
産

　
　

　
　

　
　

未
収

負
担

金
　

　
未

収
負

担
金

千
円

 
千

円
 

 
流

　
動

　
負

　
債

未
払

金

経
過

的
長

期
経

理

予
定

貸
借

対
照

表
説

明
書

△
 
6
2

合
　

　
　

　
　

計
△

 
6
2

合
　

　
　

　
　

計
△

 
6
2

(
貸

　
　

　
方

)

△
 
6
2

未
収

金

普
通

預
金

△
 
6
2

経
過

的
長

期
経

理

予
定

貸
借

対
照

表

科
　

　
　

　
　

目
令

和
３

年
度

令
和

４
年

度

令
和

５
年

度
令

和
４

年
度

科
　

　
　

　
目

令
和

５
年

度

決
　

算
　

額
増

△
減

年
　

度
　

末
増

△
減

年
　

度
　

末

(
借

　
　

　
方

)

△
 
6
2

(
借

　
　

　
　

方
)

普
　

通
　

預
　

金

未
 
　

 
収

　
 
 
金

合
　

　
　

　
　

計

未
 
 
　

払
 
 
　

金

 
 
 
 
年

度
末

推
計

 
 
 
 
年

度
末

推
計

合
　

　
　

　
　

計

(
貸

　
　

　
　

方
)

 
 
 
 
年

度
末

推
計

 
 
 
 
年

度
末

推
計

　
　

　
　

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

　
　
(
借
　
　
　
方
)

 
経
　
常
　
費
　
用

　
(
事
業
費
用
)

 
　
　
負
担
金
払
込
金

　
 
　
合
　
　
　
　
計

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

　
　
(
貸
　
　
　
方
)

 
経
　
常
　
収
　
益

　
(
事
業
収
入
)

　
　
 
負
　
担
　
金

　
 
　
合
　
　
　
　
計

　
　
(
借
　
　
　
方
)

千
円

千
円

 
経
　
常
　
費
　
用

　
(
事
業
費
用
)

 
　
　
負
担
金
払
込
金

　
　
(
貸
　
　
　
方
)

千
円

千
円

 
経
　
常
　
収
　
益

　
(
事
業
収
入
)

１
　
地
方
公
共
団
体
負
担
金

ｱ
　
地
方
公
共
団
体
の
長

ｲ
　

一
般

及
び

特
定

消
防

組
合

員
等

 
(
2
)
 
標
準
期
末
手
当
等
分

ｱ
　
地
方
公
共
団
体
の
長

ｲ
　

一
般

及
び

特
定

消
防

組
合

員
等

２
　
追
加
費
用

△
 
1
6
9

△
 
1
6
9

 
(
1
)
 
標
準
報
酬
月
額
分

経
過

的
長

期
経

理

予
定

損
益

計
算

書

前
 
年
 
度
 
対
 
比
 
較
 
増
 
△
 
減

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

科
　
　
　
　
目

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

決
　
算
　
額

推
　
　
　
計

推
　
　
　
計

△
 
1
6
9

△
 
1
6
9

△
 
1
6
9

科
　
　
　
　
目

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

予
定

損
益

計
算

書
説

明
書

△
 
1
6
9

経
過

的
長

期
経

理

合
　
　
　
　
計

　
　

 
 
 
 
負
　
担
　
金

4
年
1
2
月
末
実
績

 
 
 
 
 
1
～
3
月
推
計

合
　
　
　
　
計

6
5
0
千
円

5
,
7
0
3
,
7
5
5
千
円

5
,
7
8
2
,
4
5
8
千
円

×
0
.
0
9
9
0
/
1
,
0
0
0
×
1
2
月

×
0
.
0
9
9
0
/
1
,
0
0
0
×
1
2
月

×
1
.
4
/
1
,
0
0
0
×
1
2
月

3
,
0
0
0
千
円

×
0
.
0
9
9
0
/
1
,
0
0
0

2
2
,
2
2
6
,
9
7
5
千
円

×
0
.
0
9
9
0
/
1
,
0
0
0
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千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(
借

　
　

方
)

 
経

 
常

 
費

 
用

　
(
事

業
費

用
)

　
　

 
役

　
員

　
報

　
酬

 
　

　
職

　
員

　
給

　
与

　
　

 
旅

　
　

　
　

　
費

 
　

　
事

　
　

務
　

　
費

　
　

 
委

　
　

託
　

　
費

　
　

 
修

　
　

繕
　

　
費

　
　

 
賃

　
　

借
　

　
料

 
　

　
普

　
　

及
　

　
費

 
　

　
負

　
　

担
　

　
金

　
　

 
選

　
　

挙
　

　
費

 
 
 
 
 
減

 
価

 
償

 
却

 
費

 
　

　
連

合
会

分
担

金

　
　

 
事

務
費

負
担

金
払

込
金

　
　

 
雑

　
　

　
　

　
費

 
特

別
損

失

　
　

 
前

期
損

益
修

正
損

　
　

 
固

定
資

産
除

却
損

当
期

利
益

金

　
 
　

合
　

　
　

計

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(
貸

　
　

方
)

 
経

 
常

 
収

 
益

　
(
事

業
収

益
)

　
　

 
負

　
　

担
　

　
金

　
　

 
雑

　
　

収
　

　
入

　
(
補

助
金

等
収

入
)

　
　

 
連

合
会

交
付

金

　
(
事

業
外

収
益

)

　
　

 
利

息
及

び
配

当
金

 
繰

 
入

 
金

　
　

 
短

期
経

理
よ

り
繰

入

 
特

別
利

益

　
　

 
前

期
損

益
修

正
益

 
当

期
損

失
金

　
　

 
当

 
期

 
損

 
失

 
金

　
 
　

合
　

　
　

計

△
 
8
1

△
 
1
8
9

△
 
1
,
6
4
7

△
 
2
3

業
務

経
理

予
定

損
益

計
算

書

科
　

　
　

　
目

令
和

３
年

度
令

和
４

年
度

令
和

５
年

度
前

 
年

 
度

 
対

 
比

 
較

 
増

 
△

 
減

決
　

算
　

額
推

　
　

　
計

推
　

　
　

計
令

和
４

年
度

令
和

５
年

度

△
 
5

△
 
3
,
0
6
4

　
　

 
当

 
期

 
利

 
益

 
金

△
 
2
,
1
7
5

△
 
2
,
1
7
5

△
 
2
8

△
 
2
8

△
 
2
2

△
 
5
0

△
 
7

△
 
1
4
4

△
 
6
1

△
 
1
4
4

△
 
6
1

千
円

　

　
１

　
法

第
２

５
条

の
規

定
に

よ
り

　
　

余
裕

金
の

運
用

と
し

て
行

う
有

　
　

価
証

券
取

得
の

最
高

限
度

額

　
２

　
人

件
費

及
び

事
務

費
の

最
高

　
　

限
度

額
　

　
旅

費

 
 
３

　
法

第
１

１
３

条
第

４
項

に
規

定
一

般
組

合
員

等

　
　

す
る

組
合

の
事

務
に

要
す

る
費

用
短

期
組

合
員

等

　
　

の
組

合
員

１
人

当
た

り
の

額

 
 
４

　
施

行
規

程
第

７
条

第
１

項
に

 
 
 
 
規

定
す

る
短

期
経

理
か

ら
業

務

 
 
 
 
経

理
へ

繰
り

入
れ

る
資

金
の

最

　
　

高
限

度
額

組
合

員
一

人
当

た
り

　
　

1
,
3
8
8

 
 
 
 
(
定

款
上

の
限

度
額

　
 
　

2
,
0
9
5
)

 
(
定

款
上

の
限

度
額

　
 
　

2
,
1
0
5
)

事
務

費

旅
費

事
務

費

 
　

　
 
円

　
　

　
円

組
合

員
一

人
当

た
り

　
　

1
,
1
7
0

　
　

　
円

　
　

　
円

役
員

報
酬

　
　

千
円

業
務

経
理

予
算

総
則

旅
費

有
価

証
券

職
員

給
与

事
　

　
　

　
項

　
令

　
和

　
４

　
年

　
度

令
　

和
　

５
　

年
　

度

有
価

証
券

　
　

千
円

　
　

千
円

役
員

報
酬

職
員

給
与
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科
　

　
　

　
　

目

千
円

 
千

円
 

　
５

　
雑

費

　
（

１
）

振
込

手
数

料

　
（

２
）

納
入

通
知

書
振

込
手

数
料

　
（

３
）

通
知

書
発

行
手

数
料

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
４

）
コ

ン
ビ

ニ
収

納
手

数
料

　
　

　
（

５
）

残
高

証
明

発
行

･
証

券
管

理
等

手
数

料

　
（

６
）

R
I
E
B
E
研

修
参

加
費

等

　
（

７
）

そ
の

他
手

数
料

等
雑

費

　
　

 
委

　
　

託
　

　
費

　
１

　
短

期
給

付
シ

ス
テ

ム
保

守
費

　
２

　
共

済
組

合
H
P
維

持
管

理
委

託
費

　
３

　
柔

道
整

復
点

検
照

会
事

務
委

託
料

　
４

　
電

子
レ

セ
プ

ト
受

領
委

託
費

　
５

　
産

業
廃

棄
物

収
集

運
搬

及
び

処
理

　
６

　
Ｆ

Ａ
Ｘ

保
守

費

　
７

　
電

子
化

業
務

委
託

費

　
８

　
基

幹
シ

ス
テ

ム
保

守
委

託
費

　
９

　
短

期
給

付
シ

ス
テ

ム
改

修
委

託
費

１
０

　
電

子
処

方
箋

管
理

運
営

費
用

１
１

　
個

人
番

号
照

会
及

び
基

幹
別

符
号

取
得

費
用

１
２

　
オ

ン
ラ

イ
ン

資
格

確
認

に
関

す
る

運
営

費

１
３

　
ク

ラ
イ

ア
ン

ト
運

営
管

理
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
費

用

１
４

　
医
療
保
険
者
向
け
中
間
サ
ー
バ
ー
に
関
す
る
運
営
費
用

１
５

　
失

権
者

原
簿

電
子

化
業

務
委

託

１
６

　
「

年
金

だ
よ

り
」

封
入

作
業

委
託

費

１
７

　
扶

養
親

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー
業

務
委

託
費

１
８

　
そ

の
他

委
託

費
（

労
働

者
派

遣
委

託
費

用
な

ど
）

　
　

 
修

　
　

繕
　

　
費

　
　

 
賃

　
　

借
　

　
料

　
１

　
パ

ソ
コ

ン
使

用
料

　
２

　
コ

ピ
ー

使
用

料

　
３

　
そ

の
他

使
用

料

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

 
普

　
　

及
　

　
費

　
１

　
職

員
月

報
発

行
経

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
２

　
共

済
新

報
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
３

　
わ

か
り

や
す

い
年

金
　

　
　

　
　

　

　
４

　
そ

の
他

普
及

費
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
負

　
　

担
　

　
金

　
１

 
 
社

会
保

険
料

等
負

担
金

　
２

 
 
そ

の
他

の
会

議

　
　

 
選

　
　

挙
　

　
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

減
 
価

 
償

 
却

 
費

連
合

会
分

担
金

　
連

合
会

分
担

金
（

短
期

給
付

分
）

　
（

組
合

員
1
人

当
た

り
）

（
期

首
組

合
員

数
）

 
 
　

　
 
 
4
7
5
円

　
　

　
×

　
　

1
5
,
5
0
4
人

令
　

和
　

４
　

年
　

度
令

　
和

　
５

　
年

　
度

科
　

　
　

　
　

目

(
借

　
　

　
方

)
千

円
 

千
円

 

 
経

　
常

　
費

　
用

　
 
(
事

業
費

用
）

　
　

 
役

　
員

　
報

　
酬

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
　

監
事

報
酬

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
職

　
員

　
給

　
与

　
１

 
 
時

間
外

勤
務

手
当

等
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
２

 
 
非

常
勤

職
員

手
当

　
　

 
旅

　
　

　
　

　
費

　
１

 
 
年

金
集

会
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　

　
２

 
 
大

都
市

職
員

共
済

組
合

事
務

連
絡

会
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　

　
３

　
大

都
市

職
員

共
済

組
合

互
選

関
係

役
員

協
議

会

　
４

 
 
大

都
市

職
員

共
済

組
合

事
務

担
当

者
会

議
（

短
期

）

　
５

 
 
大

都
市

職
員

共
済

組
合

事
務

担
当

者
会

議
（

長
期

）

　
６

 
 
関

東
ブ

ロ
ッ

ク
担

当
者

会
議

　
７

　
全

国
理

事
研

修
会

　
８

　
そ

の
他

の
会

議
等

（
年

金
集

会
、

日
帰

り
旅

費
等

）

　
　

 
事

　
　

務
　

　
費

　
１

　
事

務
消

耗
品

費

　
（

１
）

パ
ソ

コ
ン

用
消

耗
品

　
（

２
）

そ
の

他
消

耗
品

　
２

　
図

書
印

刷
費

　
（

１
）

事
業

計
画

及
び

予
算

・
決

算
書

　
　

　
　

　
　

　

　
（

２
）

様
式

類
印

刷

　
（

３
）

雑
誌

等
定

期
刊

行
物

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
（

４
）

関
係

法
令

集
追

録
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
（

５
）

関
係

法
令

参
考

書

　
（

６
）

封
筒

等
印

刷

　
（

７
）

そ
の

他
印

刷
物

　
３

　
通

信
運

搬
費

　
（

１
）

任
継

等
切

手

　
（

２
）

年
金

受
給

者
等

切
手

　
（

３
）

給
付

算
定

基
礎

額
残

高
通

知
書

　
（

４
）

切
手

代
・

庶
務

係

　
（

５
）

レ
セ

オ
ン

ラ
イ

ン
回

線
料

　
（

６
）

ネ
ッ

ト
バ

ン
キ

ン
グ

導
入

費
用

　
（

７
）

そ
の

他
通

信
運

搬
費

　
４

　
会

議
費

　
（

１
）

組
合

会

 
 
（

２
）

そ
の

他
の

会
議

業
務

経
理

予
定

損
益

計
算

書
説

明
書

令
　

和
　

４
　

年
　

度
令

　
和

　
５

　
年

　
度
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科
　

　
　

　
　

目

千
円

 
千

円
 

　
２

　
令

和
４

年
度

精
算

額
（

②
-
①

）
△

 
2
6
6

　
　

①
令

和
４

年
度

交
付

額
〔

見
込

〕

　
　

②
令

和
４

年
度

確
定

額
〔

見
込

〕

 
 
 
 
 
（

ア
+
イ

-
ウ

-
エ

）

　
　

　
ア

　
事

務
費

負
担

金
払

込
金

決
算

見
込

額

　
　

　
　

　
3
,
2
0
0
円

×
1
2
,
9
0
8
人

　
　

　
イ

　
事

務
費

繰
入

金
払

込
金

決
算

見
込

額

　
　

　
　

　
1
,
3
7
2
円

×
1
2
,
9
0
8
人

　
　

　
ウ

　
連

合
会

事
務

費
確

定
額

　
　

　
　

　
2
,
2
9
4
円

×
1
2
,
9
5
6
人

　
　

　
エ

　
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
分
担
金
確
定
額

　
　

　
　

　
1
,
1
2
0
円

×
1
2
,
9
5
6
人 ※
い

ず
れ

も
短

期
組

合
員

除
く

Ⅱ
　

連
合

会
交

付
金

（
退

職
等

）
（

1
+
2
）

　
１

　
退

職
等

年
金

給
付

業
務

に
要

す
る

経
費

　
　

相
当

額
（

①
+
②

+
③

）

　
　

①
　

短
期

・
長

期
共

通
経

費
の

2
3
分

の
1
の

額

　
　

②
　

長
期

共
通

経
費

の
1
2
分

の
1
の

額

　
　

③
　

個
別

の
退

職
等

年
金

給
付

業
務

経
費

の
額

　
２

　
令

和
４

年
度

精
算

額
（

②
-
①

）
△

 
5
3
7

　
　

①
令

和
４

年
度

交
付

額
〔

見
込

〕

　
　

②
令

和
４

年
度

確
定

額
〔

見
込

〕

　
 
(
事

業
外

収
益

)

　
　

 
利

息
及

び
配

当
金

 
 
１

 
信

託
収

益

 
繰

　
　

入
　

　
金

　
短

期
経

理
よ

り
繰

入
　

（
組

合
員

1
人

当
た

り
）

（
期

首
組

合
員

数
）

　
　

1
,
1
7
0
円

　
　

×
　

　
1
5
,
5
0
4
人

 
特

　
別

　
利

　
益

　
前

期
損

益
修

正
益

 
当

 
期

 
損

 
失

 
金

　
当

 
期

 
損

 
失

 
金

合
　

　
　

計

令
　

和
　

４
　

年
　

度
令

　
和

　
５

　
年

　
度

　
　
　
　
（
組
合
員
1
人
当
た
り
）
（
期
首
組
合
員
数
実
績
）

　
　
　
　
（
組
合
員
1
人
当
た
り
）
（
組
合
員
数
実
績
見
込
）

　
　
　
　
（
組
合
員
1
人
当
た
り
）
（
期
首
組
合
員
数
実
績
）

　
　
　
　
（
組
合
員
1
人
当
た
り
）
（
組
合
員
数
実
績
見
込
）

科
　

　
　

　
　

目

千
円

 
千

円
 

　
　

事
務

費
負

担
金

払
込

金
　

事
務

費
負

担
金

払
込

金

　
（

組
合

員
1
人

当
た

り
）

（
平

均
組

合
員

数
）

　
　

　
3
,
2
0
0
円

　
×

　
　

1
2
,
9
7
8
人

　
　

 
雑

　
　

　
　

　
費

 
特

　
別

　
損

　
失

　
前

期
損

益
修

正
損

 
当

 
期

 
利

 
益

 
金

　
当

 
期

 
利

 
益

 
金

合
　

　
　

計

(
貸

　
　

　
　

方
)

千
円

 
千

円
 

 
経

　
常

　
収

　
益

　
 
(
事

業
収

益
)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
負

　
　

担
　

　
金

　
業

務
経

理
負

担
金

　
（

組
合

員
1
人

当
た

り
）

（
期

首
組

合
員

数
）

　
　

　
6
,
5
6
0
円

　
×

　
1
3
,
0
2
2
人

（
一

般
組

合
員

等
）

　
　

　
3
,
3
6
0
円

　
×

　
 
2
,
4
8
2
人

（
短

期
組

合
員

等
）

　
　

 
雑

　
　

収
　

　
入

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
(
補

助
金

等
収

入
)

 
　

 
連

合
会

交
付

金
 
 

Ⅰ
　

連
合

会
交

付
金

（
厚

年
・

経
過

的
）

(
1
+
2
)

　
　

１
　

令
和

5
年

度
交

付
額

　
（

①
+
②

-
③

-
④

）

　
　

①
事

務
費

負
担

金
払

込
金

　
　

　
　

（
組

合
員

1
人

当
た

り
）

（
平

均
組

合
員

数
）

　
　

　
　

　
3
,
2
0
0
円

　
　

×
　

1
2
,
9
7
8
人

　
　

②
組

合
事

務
費

繰
入

金

　
　

　
　

（
厚

年
・

経
過

的
経

理
よ

り
繰

入
）

　
　

　
　

（
組

合
員

1
人

当
た

り
）

（
平

均
組

合
員

数
）

　
　

　
　

　
1
,
3
7
1
円

　
　

×
　

1
2
,
9
7
8
人

　
　

③
連

合
会

事
務

費
（

厚
年

・
経

過
的

分
）

　
　

　
　

（
組

合
員

1
人

当
た

り
）

（
期

首
組

合
員

数
）

　
　

　
　

　
2
,
3
0
8
円

　
　

×
　

1
3
,
0
2
2
人

　
　

④
地

方
公

務
員

共
済

組
合

連
合

会
分

担
金

　
　

　
　

（
組

合
員

1
人

当
た

り
）

（
期

首
組

合
員

数
）

　
　

　
　

　
1
,
1
2
0
円

　
　

×
　

1
3
,
0
2
2
人

※
い

ず
れ

も
短

期
組

合
員

除
く

令
　

和
　

４
　

年
　

度
令

　
和

　
５

　
年

　
度
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千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(
借

　
　

方
)

 
流

 
動

 
資

 
産

△
 
3
8
,
7
5
8

△
 
2
9
,
8
2
9

　
 
普

　
通

　
預

　
金

△
 
3
8
,
7
3
4

△
 
2
9
,
8
2
9

　
 
立

 
　

替
 
　

金
△

 
2
4

 
 
 
仮

 
 
 
払

 
 
 
金

 
 
 
未

 
 
 
収

 
 
 
金

 
固

 
定

 
資

 
産

△
 
1
0
0

△
 
1
8

（
有

形
固

定
資

産
）

　
 
器

具
及

び
備

品
△

 
1
0
0

△
 
1
8

　
　

　
合

　
　

　
計

△
 
3
8
,
8
5
8

△
 
2
9
,
8
4
7

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(
貸

　
　

方
)

 
流

 
動

 
負

 
債

△
 
2
9
,
2
5
9

△
 
3
2
,
7
7
7

　
 
預

　
　

り
　

　
金

△
 
8
9

 
剰

　
余

　
金

△
 
9
,
5
9
9

△
 
2
9
,
8
4
7

　
 
資

 
本

 
剰

 
余

 
金

　
 
利

 
益

 
剰

 
余

 
金

△
 
9
,
5
9
9

△
 
2
9
,
8
4
7

　
　

　
合

　
　

　
計

△
 
3
8
,
8
5
8

△
 
2
9
,
8
4
7

令
　

和
　

５
　

年
　

度

決
　

算
　

額
増

 
△

 
減

年
　

度
　

末
増

 
△

 
減

年
　

度
　

末

業
務

経
理

予
定

貸
借

対
照

表

科
　

　
　

　
目

令
和

３
年

度
令

　
和

　
４

　
年

　
度

　
 
未

 
　

払
 
　

金

　
 
未

　
払

　
費

　
用

　
　

 
　

科
　

　
　

目

千
円

 
千

円
 

 
 
　

　
(
借

　
　

　
方

)

 
流

 
動

 
資

 
産

普
通

預
金

立
替

金

　
仮

払
金

　
未

収
金

 
固

 
定

 
資

 
産

（
有

形
固

定
資

産
）

　
　

器
具

及
び

備
品

　
　

 
　

合
　

　
　

計

千
円

 
千

円
 

 
 
　

　
(
貸

　
　

　
方

)

 
流

 
動

 
負

 
債

未
払

金
　

委
託

費
等

未
払

費
用

　
職

員
給

与
等

預
り

金
　

預
り

所
得

税
等

 
剰

　
余

　
金

資
本

剰
余

金

利
益

剰
余

金

　
前

年
度

繰
越

利
益

剰
余

金
　

前
年

度
繰

越
利

益
剰

余
金

　
当

期
損

失
金

　
当

期
損

失
金

　
　

 
　

合
　

　
　

計

業
務

経
理

予
定

貸
借

対
照

表
説

明
書

　
　

　
　

　
令

　
和

　
４

　
年

　
度

　
　

　
　

　
令

　
和

　
５

　
年

　
度
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千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(
借
　
　
方
)

 
経
 
常
 
費
 
用

　
(
事
業
費
用
)

 
　
　
職
　
員
　
給
　
与

　
　
 
厚
　
　
生
　
　
費

　
　
 
特
定
健
康
診
査
等
費

　
　
 
旅
　
　
　
　
　
費

 
　
　
事
　
　
務
　
　
費

　
　
 
委
　
　
託
　
　
費

　
　
 
賃
　
　
借
　
　
料

 
　
　
普
　
　
及
　
　
費

 
　
　
負
　
　
担
　
　
金

 
　
　
連
合
会
分
担
金

当
期

利
益

金

　
 
　
合
　
　
　
計

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(
貸
　
　
方
)

 
経
 
常
 
収
 
益

　
(
事
業
収
益
)

　
　
 
負
　
　
担
　
　
金

　
　
 
掛
　
　
　
　
　
金

　
　
 
施
　
設
　
収
　
入

当
期

損
失

金

　
 
　
合
　
　
　
計

予
定

損
益

計
算

書

　
　
 
当
 
期
 
利
 
益
 
金

保
健

経
理

△
 
1
,
4
6
1

令
和
４
年
度

前
 
年
 
度
 
対
 
比
 
較
 
増
 
△
 
減

決
　
算
　
額

科
　
　
　
　
目

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

推
　
　
　
計

推
　
　
　
計

令
和
５
年
度

△
 
1
,
0
8
3

△
 
5
3

△
 
3
1
1

△
 
1

　
　
 
当
 
期
 
損
 
失
 
金

△
 
8
4
0

千
円
　

千
円
　

　
１
　
法
第
２
５
条
の
規
定
に
よ
り

　
　
余
裕
金
の
運
用
と
し
て
行
う
有

　
　
価
証
券
取
得
の
最
高
限
度
額

　
２
　
人
件
費
及
び
事
務
費
の
最
高

　
　
限
度
額

 
 
３
　
福
祉
経
理
相
互
間
に
お
け
る

　
　
資
金
の
繰
入
れ
の
最
高
限
度
額

職
員

給
与

事
務

費

　
　
千
円

　
　
千
円

　
　
千
円

職
員

給
与

旅
費

旅
費

保
健

経
理

予
算

総
則

事
　
　
　
　
項

令
　
和
　
４
　
年
　
度

有
価

証
券

令
　
和
　
５
　
年
　
度

有
価

証
券

事
務

費

　
　
千
円
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科
　
　
　
　
　
目

令
　
和
　
５
　
年
　
度

令
　
和
　
４
　
年
　
度

(
貸
　
　
　
　
方
)

千
円
 

千
円
 

 
経
　
常
　
収
　
益

　
 
(
事
業
収
益
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
 
負
　
　
担
　
　
金

4
年
1
2
月
末
実
績

　
１
　
地
方
公
共
団
体
負
担
金

　
 
 
1
～
3
月
推
計

 
　
(
1
)
 
標
準
報
酬
月
額

　
　
　
ア
　
地
方
公
共
団
体
の
長

1
,
3
9
0
千
円

　
　
　
イ
　
一
般
、
特
定
消
防
及
び
短
期
組
合
員

6
,
2
5
2
,
2
2
0
千
円

　
　

　
ウ

　
長

期
組

合
員

及
び

後
期

高
齢

者
等

短
期

組
合

員

2
,
5
7
0
千
円

 
　
(
2
)
 
標
準
期
末
手
当
等

　
　
　
ア
　
地
方
公
共
団
体
の
長

5
,
7
3
0
千
円

　
　
　
イ
　
一
般
、
特
定
消
防
及
び
短
期
組
合
員

2
2
,
7
2
5
,
4
5
8
千
円

　
　

　
ウ

　
長

期
組

合
員

及
び

後
期

高
齢

者
等

短
期

組
合

員

6
,
9
5
6
千
円

　
２
　
特
定
健
康
診
査
等
負
担
金

1
5
0
円

　
　
 
掛
　
　
　
　
　
金

4
年
1
2
月
末
実
績

　
１
　
標
準
報
酬
月
額
掛
金

　
 
 
1
～
3
月
推
計

 
　
(
1
)
 
地
方
公
共
団
体
の
長

1
,
3
9
0
千
円

 
　
(
2
)
 
一
般
、
特
定
消
防
及
び
短
期
組
合
員

6
,
2
5
2
,
2
2
0
千
円

 
　

(
3
)
 
長

期
組

合
員

及
び

後
期

高
齢

者
等

短
期

組
合

員

2
,
5
7
0
千
円

　
２
　
標
準
期
末
手
当
等
掛
金

 
　
(
1
)
 
地
方
公
共
団
体
の
長

5
,
7
3
0
千
円

 
　
(
2
)
 
一
般
、
特
定
消
防
及
び
短
期
組
合
員

2
2
,
7
2
5
,
4
5
8
千
円

 
　

(
3
)
 
長

期
組

合
員

及
び

後
期

高
齢

者
等

短
期

組
合

員

6
,
9
5
6
千
円

　
　
 
施
　
設
　
収
　
入

　
１
　
法
定
健
診
受
託
料

 
当
 
期
 
損
 
失
 
金

　
　
 
当
 
期
 
損
 
失
 
金

合
　
　
　
計

×
1
.
5
/
1
,
0
0
0
×
1
2
月

×
1
5
,
4
6
2
人

×
1
.
5
/
1
,
0
0
0
×
1
2
月

×
1
.
5
/
1
,
0
0
0

×
1
.
5
/
1
,
0
0
0
×
1
2
月

×
1
.
5
/
1
,
0
0
0
×
1
2
月

×
1
.
5
/
1
,
0
0
0

×
1
.
5
/
1
,
0
0
0

×
1
.
5
/
1
,
0
0
0
×
1
2
月

×
1
.
5
/
1
,
0
0
0

×
1
.
5
/
1
,
0
0
0

×
1
.
5
/
1
,
0
0
0

×
1
.
5
/
1
,
0
0
0
×
1
2
月

科
　
　
　
　
　
目

(
借
　
　
　
方
)

千
円
 

千
円
 

 
経
　
常
　
費
　
用

　
　
 
職
　
員
　
給
　
与

　
１
 
 
時
間
外
勤
務
手
当
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
 
厚
　
　
生
　
　
費

　
１
 
 
健
康
診
断
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
1
)
　
健
康
診
断
経
費

(
2
)
　
人
間
ド
ッ
ク
経
費

(
3
)
　
乳
が
ん
子
宮
が
ん
検
診
経
費

　
２
　
契
約
保
養
所
費

契
約
保
養
所
経
費

　
４
　
健
康
増
進
費

運
動
会
助
成
金

　
　
 
特
定
健
康
診
査
等
費

　
１
 
 
特
定
健
診
委
託
費
・
対
応
諸
費

　
２
 
 
特
定
保
健
指
導
費

　
　
 
旅
　
　
　
　
　
費

　
１
　
会
議
旅
費

　
　
 
事
　
　
務
　
　
費

　
１
　
事
務
消
耗
品
費

　
２
　
図
書
印
刷
費

　
３
　
通
信
運
搬
費

　
４
　
事
務
費
雑
費

　
　
 
委
　
　
託
　
　
費

　
１
　
共
済
シ
ス
テ
ム
保
守
委
託
料

　
２
　
診
療
報
酬
明
細
書
審
査
業
務
等
委
託
料

　
３
　
特
定
保
健
指
導
シ
ス
テ
ム
保
守
委
託
料

　
４
　
特
定
保
健
指
導
シ
ス
テ
ム
改
修
委
託
料

 
 
５
　
健
康
セ
ミ
ナ
ー
委
託
料

 
 
６
　
医
療
機
関
情
報
デ
ー
タ
提
供
業
務
委
託
料

　
７
　
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
関
連
経
費

 
 
８
　
健
康
診
断
事
務
代
行
業
務
委
託
料

　
　
 
賃
　
　
借
　
　
料

　
１
　
共
済
シ
ス
テ
ム
パ
ソ
コ
ン
リ
ー
ス
料

　
２
　
新
共
済
シ
ス
テ
ム
パ
ソ
コ
ン
リ
ー
ス
料

　
　
 
普
　
　
及
　
　
費

　
１
　
医
療
費
通
知

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　
 
負
　
　
担
　
　
金

　
１
 
 
社
会
保
険
料
等
負
担
金

　
　
 
連
 
合
 
会
 
分
 
担
 
金

　
１
 
 
保
健
事
業
等
分
担
金

　
２
　
施
設
運
営
分
担
金

 
当
 
期
 
利
 
益
 
金

　
　
 
当
 
期
 
利
 
益
 
金

合
　
　
　
計

令
　
和
　
５
　
年
　
度

令
　
和
　
４
　
年
　
度

保
　

　
健

　
　

経
　

　
理

予
定

損
益

計
算

書
説

明
書
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科
　
　
　
目

千
円
 

千
円
 

(
借
　
　
　
方
)

 
流
 
動
 
資
 
産

　
普
　
通
　
預
　
金

　
未
　
　
収
　
　
金

 
固
 
定
 
資
 
産

（
無
形
固
定
資
産
）

施
 
設
 
預
 
託
 
金

　
　
 
　
合
　
　
　
計

千
円
 

千
円
 

(
貸
　
　
　
方
)

 
流
 
動
 
負
 
債

　
未
　
　
払
　
　
金

 
 
厚
生
費
等

　
未
　
払
　
費
　
用

　
職
員
給
与
等

 
剰
　
余
　
金

資
 
本
 
剰
 
余
 
金

利
 
益
 
剰
 
余
 
金

　
欠
損
金
補
て
ん
積
立
金

　
欠
損
金
補
て
ん
積
立
金

　
前
年
度
繰
越
利
益
剰
余
金

　
前
年
度
繰
越
利
益
剰
余
金

　
当
期
損
失
金

　
当
期
損
失
金

　
　
 
　
合
　
　
　
計

保
健

経
理

予
定

貸
借

対
照

表
説

明
書

令
　
和
　
４
　
年
　
度

令
　
和
　
５
　
年
　
度

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(
借
　
　
方
)

 
流
 
動
 
資
 
産

△
 
5
4
,
5
7
0

△
 
1
0
7
,
5
5
1

　
 
普
　
通
　
預
　
金

△
 
5
3
,
7
0
9

△
 
1
2
3
,
4
1
0

　
 
未
　
　
収
　
　
金

△
 
8
6
1

 
固
 
定
 
資
 
産

（
無
形
固
定
資
産
）

　
　
施
 
設
 
預
 
託
 
金

　
　
　
合
　
　
　
計

△
 
5
4
,
5
7
0

△
 
1
0
7
,
5
5
1

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(
貸
　
　
方
)

 
流
 
動
 
負
 
債

△
 
5
,
7
0
9

△
 
5
,
7
0
8

△
 
1

 
剰
　
余
　
金

△
 
4
8
,
8
6
1

△
 
1
1
3
,
2
5
9

　
 
資
 
本
 
剰
 
余
 
金

　
 
利
 
益
 
剰
 
余
 
金

△
 
4
8
,
8
6
1

△
 
1
1
3
,
2
5
9

　
　
　
合
　
　
　
計

△
 
5
4
,
5
7
0

△
 
1
0
7
,
5
5
1

年
　
度
　
末

科
　
　
　
　
目

令
和
３
年
度

令
　
和
　
４
　
年
　
度

令
　
和
　
５
　
年
　
度

決
　
算
　
額

増
 
△
 
減

増
 
△
 
減

年
　
度
　
末

保
健

経
理

予
定

貸
借

対
照

表

　
 
仮
　
　
受
　
　
金

　
 
未
　
払
　
費
　
用

　
 
未
　
　
払
　
　
金
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科
　
　
　
目

千
円
 

千
円
 

　
　
　
(
借
　
　
　
方
)

 
経
 
常
 
費
 
用

　
 
(
事
業
費
用
)

 
　
　
職
　
員
　
給
　
与

　
 
年
度
末
推
計

　
 
時
間
外
勤
務
手
当

　
　
 
事
　
　
務
　
　
費

　
１
　
事
務
用
消
耗
品
費

　
１
　
事
務
用
消
耗
品
費

　
 
年
度
末
推
計

　
２
　
図
書
印
刷
費

　
２
　
図
書
印
刷
費

　
 
年
度
末
推
計

　
 
(
1
)
様
式
類
印
刷

　
 
(
2
)
そ
の
他
印
刷
物

　
３
　
事
務
費
雑
費

　
３
　
事
務
費
雑
費

　
 
年
度
末
推
計

　
 
(
1
)
通
知
書
振
込
手
数
料

　
 
(
2
)
振
込
手
数
料

　
 
(
3
)
紙
帳
票
発
行
手
数
料

　
 
(
4
)
媒
体
持
込
基
本
料
金

　
　
 
支
　
払
　
利
　
息

　
 
令
和
4
年
1
2
月
末
実
績

　
　
4
～
9
月
分
利
息

　
 
1
～
3
月
推
計

　
　
1
0
～
3
月
分
利
息

 
特
 
別
 
損
 
失

　
　
 
 
前
期
損
益
修
正
損

　
 
年
度
末
推
計

　
 
年
度
末
推
計

 
当
 
期
 
利
 
益
 
金

　
　
　
当
 
期
 
利
 
益
 
金

　
 
年
度
末
推
計

　
 
年
度
末
推
計

　
　
　
　
合
　
　
　
計

千
円
 

千
円
 

　
　
　
 
(
貸
　
　
　
方
)

 
経
 
常
 
収
 
益

　
 
(
運
用
収
入
)

　
　
 
　
利
息
及
び
配
当
金

　
１
　
有
価
証
券
利
息

　
１
　
有
価
証
券
利
息

　
 
令
和
4
年
1
2
月
末
実
績

　
 
1
～
3
月
推
計

　
２
　
信
託
収
益

　
２
　
信
託
収
益

　
 
令
和
4
年
1
2
月
末
実
績

　
 
1
～
3
月
推
計

　
　
 
　
償
還
差
益

　
 
年
度
末
推
計

　
 
年
度
末
推
計

　
　
　
　
合
　
　
　
計

予
定

損
益

計
算

書
説

明
書

貯
金

経
理

　
　
　
　
　
令
　
和
　
４
　
年
　
度

　
　
　
　
　
令
　
和
　
５
　
年
　
度

千
円
　

千
円
　

　
１
　
法
第
２
５
条
の
規
定
に
よ
り

　
　
有
価
証
券

　
　
有
価
証
券

　
　
余
裕
金
の
運
用
と
し
て
行
う
有

　
　
価
証
券
取
得
の
最
高
限
度
額

　
２
　
人
件
費
及
び
事
務
費
の
最
高

　
　
事
務
費

職
員
給
与

　
　
職
員
給
与

　
　
限
度
額

事
務
費

　
　
事
務
費

　
３
　
組
合
員
貯
金
に
対
す
る
支
払

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年

　
　
利
率

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(
借
　
　
方
)

 
経
 
常
 
費
 
用

　
(
事
業
費
用
)

 
　
　
職
　
員
　
給
　
与

　
　
 
事
　
　
務
　
　
費

　
　
 
支
　
払
　
利
　
息

特
別

損
失

当
期

利
益

金

　
 
　
合
　
　
　
計

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(
貸
　
　
方
)

 
経
 
常
 
収
 
益

　
(
運
用
収
入
)

　
　
 
利
息
及
び
配
当
金

　
 
　
合
　
　
　
計

　
　
 
前
期
損
益
修
正
損

　
　
 
当
 
期
 
利
 
益
 
金

貯
金

経
理

令
和
４
年
度

推
　
　
　
計

科
　
　
　
　
目

令
和
５
年
度

令
和
３
年
度

　
　
 
償
　
還
　
差
　
益

事
　
　
　
　
項

前
 
年
 
度
 
対
 
比
 
較
 
増
 
△
 
減

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

貯
金

経
理

予
算

総
則

令
　
和
　
４
　
年
　
度

令
　
和
　
５
　
年
　
度

予
定

損
益

計
算

書

推
　
　
　
計

決
　
算
　
額

△
 
7
0



（第 1,864 号）令和５年（2023 年）４月 10 日 川 崎 市 公 報

－ 2542 －

　
　
 
　
科
　
　
　
目

千
円
 

千
円
 

 
 
　
　
(
借
　
　
　
方
)

 
流
 
動
 
資
 
産

普
　
通
　
預
　
金

　
　
年
度
末
推
計

　
　
年
度
末
推
計

未
　
収
　
収
　
益

　
１
　
有
価
証
券
利
息

　
１
　
有
価
証
券
利
息

　
　
　
年
度
末
推
計

　
　
　
年
度
末
推
計

　
２
　
信
託
収
益

　
２
　
信
託
収
益

　
　
　
年
度
末
推
計

　
　
　
年
度
末
推
計

 
固
 
定
 
資
 
産

　
(
投
資
そ
の
他
の
資
産
)

金
銭

信
託

　
年
度
末
推
計

　
年
度
末
推
計

投
資

有
価

証
券

　
１
　
国
債

　
１
　
国
債

　
　
　
年
度
末
推
計

　
　
　
前
年
度
末

　
　
　
本
年
度
取
得
見
込
額

　
　
　
本
年
度
償
還
見
込
額

　
２
　
地
方
債

　
２
　
地
方
債

　
　
　
年
度
末
推
計

　
　
　
前
年
度
末

　
　
　
本
年
度
取
得
見
込
額

　
　
　
本
年
度
償
還
見
込
額

　
３
　
社
債

　
３
　
社
債

　
　
　
年
度
末
推
計

　
　
　
前
年
度
末

　
　
　
本
年
度
取
得
見
込
額

　
　
　
本
年
度
償
還
見
込
額

　
４
　
諸
債
券

　
４
　
諸
債
券

　
　
　
年
度
末
推
計

　
　
　
前
年
度
末

　
　
　
本
年
度
取
得
見
込
額

　
　
　
本
年
度
償
還
見
込
額

　
　
 
　
合
　
　
　
計

予
定

貸
借

対
照

表
説

明
書

貯
金

経
理

　
　
　
　
　
令
　
和
　
４
　
年
　
度

　
　
　
　
　
令
　
和
　
５
　
年
　
度

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(
借
　
　
方
)

 
流
 
動
 
資
 
産

　
 
普
　
通
　
預
　
金

　
 
未
　
収
　
収
　
益

 
固
 
定
 
資
 
産

　
(
投
資
そ
の
他
の
資
産
)

　
 
金
　
銭
　
信
　
託

△
 
8
0
0
,
0
0
0

　
 
投
 
資
 
有
 
価
 
証
 
券

　
　
　
合
　
　
　
計

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(
貸
　
　
方
)

 
流
 
動
 
負
 
債

　
 
組
 
合
 
員
 
貯
 
金

△
 
1
1
,
4
5
4

 
剰
　
余
　
金

　
 
利
 
益
 
剰
 
余
 
金

　
　
　
合
　
　
　
計

科
　
　
　
　
目

増
 
△
 
減

年
　
度
　
末

貯
金

経
理

予
定

貸
借

対
照

表

令
　
和
　
４
　
年
　
度

令
　
和
　
５
　
年
　
度

増
 
△
 
減

年
　
度
　
末

令
和
３
年
度

決
　
算
　
額

　
 
預
　
 
 
り
　
 
 
金

　
 
未
　
払
　
費
　
用
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千
円
　

千
円
　

　
１
　
法
第
２
５
条
の
規
定
に
よ
り

　
　
有
価
証
券

　
　
有
価
証
券

　
　
余
裕
金
の
運
用
と
し
て
行
う
有

　
　
価
証
券
取
得
の
最
高
限
度
額

　
２
　
経
理
単
位
相
互
間
に
お
け
る

　
退
職
等
年
金
預
託
金
管
理
経
理
か
ら
の

　
退
職
等
年
金
預
託
金
管
理
経
理
か
ら
の

　
　
資
金
の
最
高
限
度
額
及
び
条
件

　
最
高
限
度
額

　
最
高
限
度
額

　
利
率

　
利
率

　
１
　
普
通
貸
付

　
１
　
普
通
貸
付

貸
付
限
度
額

貸
付
限
度
額

　
　
利
率

利
率

年
1
.
2
6
％

　
　
利
率

利
率

年
1
.
2
6
％

　
２
　
住
宅
貸
付

　
２
　
住
宅
貸
付

　
貸
付
限
度
額

　
貸
付
限
度
額

　
利
率

　
利
率

　
３
　
災
害
貸
付

　
３
　
災
害
貸
付

　
貸
付
限
度
額

　
貸
付
限
度
額

　
利
率

　
利
率

　
４
　
特
別
貸
付

　
４
　
特
別
貸
付

　
貸
付
限
度
額

　
貸
付
限
度
額

　
　
利
率

利
率

年
1
.
2
6
％

　
　
利
率

利
率

年
1
.
2
6
％

　
４
　
人
件
費
及
び
事
務
費
の
最
高

　
　
限
度
額

 
 
５
　
福
祉
経
理
相
互
間
に
お
け
る

　
　
資
金
の
繰
入
れ
の
最
高
限
度
額

職
員
給
与

職
員
給
与

葬
祭
　
2
,
0
0
0

入
学
　
2
,
0
0
0

修
学
 
 
1
,
8
0
0

葬
祭
　
2
,
0
0
0

事
　
　
　
項

 
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
3
8
条
の

２
第
２
項
第
７
号
の
規
定
に
よ
り
地
方
公

務
員
共
済
組
合
連
合
会
が
定
め
る
基
準
利

率
の
区
分
に
応
じ
て
総
務
大
臣
が
定
め
る

率

　
３
　
組
合
員
貸
付
金
の
最
高
限
度

　
　
額
及
び
条
件

貸
付

経
理

予
算

総
則

令
　
和
　
４
　
年
　
度

令
　
和
　
５
　
年
　
度

　
長
期
借
入
金

災
害
再
貸
付

年
1
.
2
6
％
（
介
護
1
.
0
％
）

年
1
.
2
6
％
（
介
護
1
.
0
％
）

災
害
新
規
貸
付

結
婚
　
2
,
0
0
0

医
療
　
1
,
0
0
0

結
婚
　
2
,
0
0
0

医
療
　
1
,
0
0
0

年
0
.
9
3
％

入
学
　
2
,
0
0
0

修
学
 
 
1
,
8
0
0

旅
　
　
費

旅
　
　
費

年
0
.
9
3
％

事
 
務
 
費

事
 
務
 
費

 
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
3
8
条
の

２
第
２
項
第
７
号
の
規
定
に
よ
り
地
方
公

務
員
共
済
組
合
連
合
会
が
定
め
る
基
準
利

率
の
区
分
に
応
じ
て
総
務
大
臣
が
定
め
る

率

　
長
期
借
入
金

災
害
新
規
貸
付

災
害
再
貸
付

　
　
 
　
科
　
　
　
目

千
円
 

千
円
 

 
 
　
　
(
貸
　
　
　
方
)

 
流
 
動
 
負
 
債

組
合

員
貯

金
　
　
年
度
末
推
計

　
　
年
度
末
推
計

未
払

費
用

　
　
年
度
末
推
計

　
　
年
度
末
推
計

預
り

金
　
　
年
度
末
推
計

　
　
年
度
末
推
計

 
剰
　
余
　
金

利
益

剰
余

金
　
　
年
度
末
推
計

　
　
年
度
末
推
計

　
　
欠
損
金
補
て
ん
積
立
金

　
　
欠
損
金
補
て
ん
積
立
金

　
　
積
立
金

　
　
積
立
金

　
　
 
　
合
　
　
　
計

　
　
　
　
　
令
　
和
　
４
　
年
　
度

　
　
　
　
　
令
　
和
　
５
　
年
　
度
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科

　
　

　
目

千
円

 
千

円
 

　
　

　
(
借

　
　

　
方

)

 
経

 
常

 
費

 
用

　
 
(
事

業
費

用
)

 
　

　
職

　
員

　
給

　
与

　
１

　
時

間
外

勤
務

手
当

　
　

 
旅

　
　

　
　

　
費

　
１

　
貸

付
調

査
旅

費

事
　

　
務

　
　

費
　

１
　

事
務

消
耗

品
費

　
（

１
）

パ
ソ

コ
ン

用
消

耗
品

　
（

２
）

そ
の

他
消

耗
品

　
２

　
図

書
印

刷
費

　
（

１
）

様
式

類
印

刷
　

（
２

）
そ

の
他

印
刷

物
　

３
　

通
信

運
搬

費
　

４
　

会
議

費
　

（
１

）
組

合
会

・
理

事
会

　
（

２
）

大
都

市
互

選
関

係
役

員
協

議
会

等
　

５
　

雑
費

　
（

１
）

納
入

通
知

書
振

込
手

数
料

　
（

２
）

そ
の

他
雑

費

委
　

　
託

　
　

費
　

１
　

Ｈ
Ｐ

運
営

管
理

委
託

費
　

２
　

そ
の

他
委

託
費

修
　

　
繕

　
　

費

貸
付

経
理

予
定

損
益

計
算

書
説

明
書

令
　

和
　

５
　

年
　

度
令

　
和

　
４

　
年

　
度

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(
借
　
　
方
)

 
経
 
常
 
費
 
用

　
(
事
業
費
用
)

 
　
　
職
　
員
　
給
　
与

 
　
　
旅
　
　
　
　
　
費

 
　
　
事
　
　
務
　
　
費

 
　
　
事
業
用
消
耗
品
費

 
　
　
委
　
　
託
　
　
費

 
　
　
修
　
　
繕
　
　
費

 
　
　
賃
　
　
借
　
　
料

 
　
　
普
　
　
及
　
　
費

 
　
　
諸
　
　
謝
　
　
金

 
　
　
負
　
　
担
　
　
金

 
　
　
支
　
払
　
利
　
息

 
 
 
 
 
連
合
会
払
込
金

 
　
　
雑
　
　
　
　
 
 
費

 
　
　
減
 
価
 
償
 
却
 
費

 
特
 
別
 
損
 
失

当
期

利
益

金

　
 
　
合
　
　
　
計

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

(
貸
　
　
方
)

 
経
 
常
 
収
 
益

　
(
事
業
収
益
)

　
　
組
合
員
貸
付
金
利
息

　
(
補
助
金
等
収
入
）

　
　
連
合
会
交
付
金

　
(
事
業
外
収
益
）

　
　
利
息
及
び
配
当
金

 
特
 
別
 
利
 
益

 
当
期
損
失
金

　
　
 
前
期
損
益
修
正
益

△
 
5
3

△
 
6
1

科
　
　
　
　
目

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

貸
付

経
理

予
定

損
益

計
算

書

前
 
年
 
度
 
対
 
比
 
較
 
増
 
△
 
減

決
　
算
　
額

推
　
　
　
計

推
　
　
　
計

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

△
 
2
,
1
4
8

△
 
2
,
1
1
5

△
 
2
,
0
5
8

△
 
1
,
5
8
2

△
 
6
4

△
 
1
,
7
5
7

△
 
6
4

△
 
3
6
3

　
　
 
前
期
損
益
修
正
損

△
 
5
1
8

△
 
9
0

△
 
9
9

△
 
8
4
9

△
 
5
3
2

△
 
9
9

△
 
2
,
6
8
5

　
　
 
当
 
期
 
利
 
益
 
金

△
 
8
4
9

△
 
5
3
2

△
 
2
,
8
9
8

△
 
2
,
7
4
6

△
 
2
,
8
4
5

△
 
3
,
4
6
0

△
 
3
,
0
9
2

△
 
3
6

△
 
2
,
7
4
6

△
 
5
3

△
 
6
1

合
　
　
　
計

△
 
2
,
8
9
8

　
　
 
当
 
期
 
損
 
失
 
金

△
 
1
,
4
4
9
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千
円

千
円

千
円

千
円

(
借
　
　
方
)

 
流
 
動
 
資
 
産

　
 
普
　
通
　
預
　
金

　
 
立
　
　
替
　
　
金

　
 
未
　
収
　
収
　
益

△
 
4

　
 
未
　
　
収
　
　
金

△
 
2
0

 
固
 
定
 
資
 
産

△
 
1
6
0
,
7
7
6

△
 
2
9
6
,
8
6
3

　
(
有
形
固
定
資
産
)

　
 
器
具
及
び
備
品

△
 
7
2

　
(
投
資
そ
の
他
の
資
産
)

　
 
金
銭
信
託

△
 
1
0
0
,
0
0
0

　
 
組
合
員
貸
付
金

△
 
2
6
0
,
7
0
4

△
 
1
9
6
,
8
6
3

　
　
　
合
　
　
　
計

千
円

千
円

千
円

千
円

(
貸
　
　
方
)

 
流
 
動
 
負
 
債

△
 
4
5
4

△
 
3
2
1

△
 
3
8
7

△
 
3
1
5

△
 
3
4

△
 
3
3

△
 
1
0

 
固
 
定
 
負
 
債

 
剰
　
余
　
金

　
 
利
 
益
 
剰
 
余
 
金

　
　
　
合
　
　
　
計

 
　
未
　
払
　
金

　
 
長
 
期
 
借
 
入
 
金

　
 
未
　
払
　
費
　
用

　
 
預
　
り
　
金

科
　
　
　
　
目

令
和
４
年
度

平
成
３
年
度

令
和
５
年
度

年
度
末

増
△
減

決
　
算
　
額

増
△
減

年
度
末

千
円

貸
付

経
理

予
定

貸
借

対
照

表

千
円

　
　

　
 
科

　
　

　
目

賃
　

　
借

　
　

料
　

１
　

パ
ソ

コ
ン

等
使

用
料

　
２

　
自

動
車

等
借

上
料

普
　

　
及

　
　

費

　
２

 
共

済
組

合
ガ

イ
ド

（
点

字
版

）

 
　

　
 
諸

　
　

謝
　

　
金

 
 
 
 
 
 
負

　
　

担
　

　
金

　
１

 
会

議
等

負
担

金

 
　

　
 
支

　
払

　
利

　
息

 
　

　
 
連

合
会

払
込

金
　

 
貸

付
債

権
保

全
事

業
払

込
金

 
　

　
 
雑

　
　

　
　

　
費

 
　

　
 
減

 
価

 
償

 
却

 
費

　
１

 
器

具
及

び
備

品

 
特

 
別

 
損

 
失

　
　

　
前

期
損

益
修

正
損

 
当

 
期

 
利

 
益

 
金

　
　

　
当

 
期

 
利

 
益

 
金

　
　

　
　

合
　

　
　

計

千
円

 
千

円
 

　
　

　
 
(
貸

　
　

　
　

方
)

 
経

 
常

 
収

 
益

　
 
(
事

業
収

益
)

　
　

 
　

組
合

員
貸

付
利

息
　

 
(
補

助
金

等
収

入
）

　
　

 
　

連
合

会
交

付
金

　
 
(
事

業
外

収
益

)
　

　
 
　

利
息

及
び

配
当

金

 
特

 
別

 
利

 
益

　
　

　
前

期
損

益
修

正
益

 
当

 
期

 
損

 
失

 
金

　
　

　
当

 
期

 
損

 
失

 
金

　
　

　
　

合
　

　
　

計

　
３

 
貸

付
制

度
Ｐ

Ｒ
誌

印
刷

　
１

 
職

員
月

報
発

行
経

費

令
　

和
　

５
　

年
　

度

　
本

年
度

貸
付

分
推

計

令
　

和
　

４
　

年
　

度
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科
　
　
　
目

千
円
 

千
円
 

 
 
(
借
　
　
　
方
)

 
流
 
動
 
資
 
産

普
　
通
　
預
　
金

　
　
年
度
末
推
計

　
　
年
度
末
推
計

未
　
収
　
収
　
益

　
　
年
度
末
推
計

　
　
年
度
末
推
計

未
 
 
　
収
　
 
 
金

　
　
着
服
金
分

 
固
 
定
 
資
 
産

　
(
有
形
固
定
資
産
)

器
具
及
び
備
品

　
(
投
資
そ
の
他
の
資
産
)

金
銭
信
託

組
合

員
貸

付
金

　
　
前
年
度
繰
越
額

　
　
本
年
度
貸
付
見
込
額

　
　
本
年
度
償
還
見
込
額

　
　
前
年
度
繰
越
額

　
　
本
年
度
貸
付
見
込
額

　
　
本
年
度
償
還
見
込
額

　
　
前
年
度
繰
越
額

　
　
本
年
度
貸
付
見
込
額

　
　
本
年
度
償
還
見
込
額

　
　
前
年
度
繰
越
額

　
　
本
年
度
貸
付
見
込
額

　
　
本
年
度
償
還
見
込
額

　
　
前
年
度
繰
越
額

　
　
本
年
度
貸
付
見
込
額

　
　
本
年
度
償
還
見
込
額

　
　
 
　
合
　
　
　
計

千
円

千
円

 
 
(
貸
　
　
　
方
)

 
流
 
動
 
負
 
債

未
払

金
　
　
年
度
末
推
計

　
　
年
度
末
推
計

未
払

費
用

　
 
 
年
度
末
推
計

　
 
 
年
度
末
推
計

預
り

金

 
固
 
定
 
負
 
債

長
期

借
入

金

 
剰
　
余
　
金

積
立

金

　
　
 
　
合
　
　
　
計

２
　
住
宅
貸
付
金

３
　
災
害
貸
付
金

欠
損

金
補

て
ん

積
立

金

４
　
特
別
貸
付
金

５
　
在
宅
介
護
対
応
住
宅

　
　
本
年
度
減
少
額

　
 
利
 
益
 
剰
 
余
 
金

４
　
特
別
貸
付
金

５
　
在
宅
介
護
対
応
住
宅

予
定

貸
借

対
照

表
説

明
書

貸
付

経
理

令
　
和
　
４
　
年
　
度

令
　
和
　
５
　
年
　
度

　
　
前
年
度
繰
越
分

１
　
普
通
貸
付
金

２
　
住
宅
貸
付
金

３
　
災
害
貸
付
金

１
　
普
通
貸
付
金

　　　　　　　　　　────────────────────────────────

川崎市共済公告第３号
　地方公務員等共済組合法施行令（昭和37年政令第352
号）第46条の２第１項の規定に基づき、任意継続組合員
の平均標準報酬月額について次のとおり公告します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　　　　　川崎市職員共済組合
　　　　　　　　　　　　理事長　　伊　藤　　弘

平均標準報酬月額　470,000円
　ただし、令和５年４月から令和６年３月までの各月に
徴収すべき任意継続掛金について適用します。

市 議 会 規 程

川崎市議会規程第１号
　川崎市議会議会局規程の一部を改正する規程を次のよ
うに定める。
　　令和５年３月17日
　　　　　　　　　川崎市議会議長　橋　本　　勝
　　　川崎市議会議会局規程の一部を改正する規程
　川崎市議会議会局規程（平成21年川崎市議会規程第１
号）の一部を次のように改正する。
　第11条の表総務部の部中

「⑴　議会の広報に関すること。」
を
「⑴　議会の広報に関すること。
　⑵　議員の資産公開に関すること。」
に改める。
　第11条の表総務部の部庶務課の項中第16号を第17号と
し、第７号から第15号までを１号ずつ繰り下げ、第６号
の次に次の１号を加える。
　⑺　政務活動費に関すること。
　　　附　則
　この規程は、告示の日から施行する。

幸 区 告 示

川崎市幸区告示第１号
　次の自動車臨時運行許可番号標は、回収不能により無
効とし、失効したので告示します。
　　令和５年３月17日
　　　　　　　　　川崎市幸区長　赤　坂　慎　一
自動車臨時運行許可番号標 失効年月日

川崎　３－22 令和５年３月17日
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川 崎 区 公 告

川崎市川崎区公告第50号
　国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、国
民健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月16日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第51号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ
り公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第52号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第53号
　督促状を別紙記載の者に送達すべきところ、その者の
住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送達するこ
とができないので、介護保険法（平成９年12月17日法律
第123号）第143条で準用する地方税法（昭和25年法律第

226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第54号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之

年　度 科　目 期　別 この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

令和
４年度

国民健康
保険料 ５期 令和５年３月31日

（５期） 計１件

令和
４年度

国民健康
保険料 ６期 令和５年３月31日

（６期） 計１件

令和
４年度

国民健康
保険料 ７期 令和５年３月31日

（７期） 計３件

令和
４年度

国民健康
保険料 ８期 令和５年３月31日

（８期） 計22件

　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第55号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之

年　度 科　目 期　別 この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

令和
４年度

後期高齢者
医療保険料 第８期 令和５年３月31日

（第８期分） 計７件

　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第56号
　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき
ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明
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のため送達することができないので、介護保険法（平成
９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之

年　度 科　目 期　別 この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

令和
４年度 介護保険料 第11期 令和５年３月31日 計30件

令和
４年度 介護保険料 第10期 令和５年３月31日 計１件

令和
４年度 介護保険料 第９期 令和５年３月31日 計１件

　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第57号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に
より公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市川崎区公告第58号
　国民健康保険料に係る差押調書（謄本）を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、国
民健康保険法（昭和33年法律第192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月30日
　　　　　　　　川崎市川崎区長　増　田　宏　之
　（別紙省略）

幸 区 公 告

川崎市幸区公告第24号

　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、介護保険法（平
成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　　川崎市幸区長　赤　坂　慎　一

年　度 科　目 期　別 この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

令和
４年度 介護保険料 第10期 令和５年３月31日 計１件

　　　───────────────────
川崎市幸区公告第25号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　　川崎市幸区長　赤　坂　慎　一

年　度 科　目 期　別 この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

令和
４年度

後期高齢者
医療保険料 第７期 令和５年３月31日 計１件

　　　───────────────────
川崎市幸区公告第26号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　　川崎市幸区長　赤　坂　慎　一

中 原 区 公 告

川崎市中原区公告第16号
　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住
民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第
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１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職
権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者
に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の
ため、通知の送達ができないので公示します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。
　　　───────────────────
川崎市中原区公告第17号
　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条
第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、
印鑑の登録をまっ消しましたので、同条第２項の規定に
より、その者に通知しなければならないところ住所及び
居所が不明のため、通知の送達ができないので公示しま
す。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。
　　　───────────────────
川崎市中原区公告第18号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用する
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定に
より公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫
　　　───────────────────
川崎市中原区公告第19号
　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が

不明のため送達することができないので、介護保険法（平
成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫

年　度 科　目 期　別 この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

令和
４年度 介護保険料 第８期 令和５年３月31日 計１件

令和
４年度 介護保険料 第９期 令和５年３月31日 計１件

令和
４年度 介護保険料 第10期 令和５年３月31日 計３件

　　　───────────────────
川崎市中原区公告第20号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫

年　度 科　目 期　別 この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

令和
４年度

後期高齢者
医療保険料 第７期 令和５年３月31日 計１件

　　　───────────────────
川崎市中原区公告第21号
　国民健康保険料に係る差押調書を別紙記載の者に送達
すべきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所
が不明のため送達することができないので、国民健康保
険法（昭和33年12月27日法律第192号）第78条で準用す
る地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定
により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市中原区長　板　橋　茂　夫

高 津 区 公 告

川崎市高津区公告第19号
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　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市高津区公告第20号
　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、介護保険法（平
成９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税
法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公
告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗

年　度 科　目 期　別 滞納処分に
着手し得る日

件数
・
備考

令和
４年度 介護保険料 第９期分 令和５年３月31日

（第９期分） 計２件

令和
４年度 介護保険料 第10期分 令和５年３月31日

（第10期分） 計２件

令和
４年度 介護保険料 第11期分 令和５年３月31日

（第11期分） 計５件

　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市高津区公告第21号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市高津区長　鈴　木　哲　朗

年　度 科　目 期　別 滞納処分に
着手し得る日

件数
・
備考

令和
４年度

後期高齢者
医療保険料 第７期分 令和５年３月31日

（第７期分） 計１件

令和
４年度

後期高齢者
医療保険料 第８期分 令和５年３月31日

（第８期分） 計２件

　（別紙省略）

宮 前 区 公 告

川崎市区宮前区公告第14号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市宮前区長　　南　昭　　子
　　　───────────────────
川崎市宮前区公告第15号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第
20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市宮前区長　　南　昭　　子
　　　───────────────────
川崎市宮前区公告第16号
　次の介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、介護保険法（平
成９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市宮前区長　　南　昭　　子
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市宮前区公告第17号
　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住
民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第
１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職
権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者
に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の
為、通知の送達ができないので公示します｡
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　　令和５年３月23日
　　　　　　　　川崎市宮前区長　　南　昭　　子
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市宮前区公告第18号
　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条
第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、
印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ
り、その者に通知しなければならないところ住所及び居
所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。
　　令和５年３月23日
　　　　　　　　川崎市宮前区長　　南　昭　　子
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。
　（別紙省略）

多 摩 区 公 告

川崎市多摩区公告第14号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年法律192号）第78条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘
　　　───────────────────
川崎市多摩区公告第15号
　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき
ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明
のため送達することができないので、介護保険法（平成

９年12月17日法律123号）第143条で準用する地方税法（昭
和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘
　　　───────────────────
川崎市多摩区公告第16号
　次の後期高齢者医療保険料に係る督促状を別紙記載の
者に送達すべきところ、その者の住所、居所、事務所及
び事業所が不明のため送達することができないので、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律80号）第
112条で準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20
条の２の規定により公告します。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘

年　度 科　目 期　別 この公告により滞納
処分に着手しうる日

件数
・
備考

令和
４年度

後期高齢者
医療保険料 第６期 令和５年３月31日 計２件

令和
４年度

後期高齢者
医療保険料 第７期 令和５年３月31日 計２件

令和
４年度

後期高齢者
医療保険料 第８期 令和５年３月31日 計２件

　　　───────────────────
川崎市多摩区公告第17号
　差押調書（謄本）を別紙記載の者に送達すべきところ、
その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明のため送
達することができないので、国民健康保険法（昭和33年
12月27日法律192号）第78条で準用する地方税法（昭和
25年法律第226号）第20条の２の規定により公告します。
なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交付
します。
　　令和５年３月23日
　　　　　　　　川崎市多摩区長　藤　井　智　弘

麻 生 区 公 告

川崎市麻生区公告第15号
　国民健康保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達す
べきところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が
不明のため送達することができないので、国民健康保険
法（昭和33年12月27日法律192号）第78条で準用する地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定によ
り公告します。
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　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市麻生区長　三　瓶　清　美
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市麻生区公告第16号
　介護保険料に係る督促状を別紙記載の者に送達すべき
ところ、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明
のため送達することができないので、介護保険法（平成
９年12月17日法律第123号）第143条で準用する地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２の規定により公告し
ます。
　なお、当該書類は送達を受けるべき者の申出により交
付します。
　　令和５年３月20日
　　　　　　　　川崎市麻生区長　三　瓶　清　美
　（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市麻生区公告第17号
　住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第８条及び住
民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第
１項の規定により、別紙に記載の者について住民票を職
権消除しましたので、同条第４項の規定により、その者
に通知しなければならないところ住所及び居所が不明の
為、通知の送達ができないので公示します。
　　令和５年３月29日
　　　　　　　　川崎市麻生区長　三　瓶　清　美
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３月以内に、川崎
市長に対して審査請求をすることができます。この処分
の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知っ
た日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請求に
ついての裁決があったことを知った日）の翌日から起算
して６月以内に、川崎市を被告として（川崎市長が被告
の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）
　　　───────────────────
川崎市麻生区公告第18号
　川崎市印鑑条例（昭和51年川崎市条例第８号）第12条
第１項第６号の規定により、別紙に記載の者について、
印鑑の登録を抹消しましたので、同条第２項の規定によ
り、その者に通知しなければならないところ住所及び居
所が不明の為、通知の送達ができないので公示します。
　　令和５年３月29日
　　　　　　　　川崎市麻生区長　三　瓶　清　美
　この処分について不服がある場合は、この処分があっ
たことを知った日の翌日から起算して３ヶ月以内に、川

崎市長に対して審査請求をすることができます。この処
分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを
知った日（前記の審査請求をした場合には、当該審査請
求についての裁決があったことを知った日）の翌日から
起算して６箇月以内に、川崎市を被告として（川崎市長
が被告の代表者となります。）提起することができます。

（別紙省略）


